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0議長(小山良悟君)

午前日時25分開会

これより平成 2年第4回 日野市議会定例会を開会し、直ちに本

日の会議を聞きます。

ただいまの出席議員30名であります。

これより日程第 1、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員については、会議規則第81条の規定により 、議長において

13番馬 場繁 夫君

14番 福島盛之助君

を指名いたしますO

次に日程第 2、会期の決定の件を議題といた します。

議会運営委員長の報告を求めます。

〔議会運営委員長 登壇〕

0議会運営委員長(古賀俊昭君) それでは、去る 12月 3日に開会されました議会運営

委員会の結果について、御報告をいたします。

第 4回定例会は、本日 12月 6日より 16日間、 12月21日まで、と会期については決定を

いたしました。

なお、議案については、 既にお手元に配付を されている議案が御承知をいただいてい

るものと思いますが、理事者よりさらに追加議案が提案される 旨、 議会運営委員会の席

上、御説明がございました。職員、 市長、 議員のボーナス に関する条例の改正、また市

立病院にかかわる損害賠償並びに補正予算、工事請負契約等が、その追加議案の内容で

あります。

一般質問につきましては、 24人の方か ら通告が行われております。 5日間を予定をい

たしてお りますので、御協力をお願いしたいと思います。

以上が、議会運営委員会で決定をした会期等の内容であ りますO よろしくお手元の日

程表等で御確認をいただきたいと思います。終わ ります。

0議長(小山良悟君) お諮り いた しま す。ただいまの議会運営委員長の報告のとおり

会期を決定するに御異議ありませんか。

C 1"異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって会期は、本日から12月21日

まで、期日 16日間と決定いたしました。

次に日程第 3、行政報告を行います。
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市長から行政報告を求めます。

〔市長登壇〕

O市長(森田喜美男君) 本日より平成 2年第4固定例会をお願いいたしますので、よ

ろしくお願いを申し上げます。

私より 3点について行政報告を行います。

さきの定例会以降、今定例会に至る聞の主要な行政事項について、 3件について報告

を行い、他は提出資料をもってかえさせていただきます。

一つ、今夏の浅川堤防洗掘事件にかんがみ、事後対応に関する建設省への要望につい

てO

9月30日、関東地方に上陸した台風20号は、各地に大雨をもたらしましたが、市内で

も累計降雨量が124.5ミリを記録し、多摩川、浅川の水位上昇に伴い、警戒体制で関係

職員を待機させました。

大雨洪水警報下の午後 5時25分、東豊田一丁目 5番地先浅川左岸の堤防が、高さ10メー

トル、延長80メートルにわたって洗掘発生がしたとの報告がありました。

この状況に対応し、消防署、消防団、建設協和会の協力のもと、土のう積み、木流し

工法による応急水防対策を講じ、周辺住民に対しては、第二小学校に緊急避難できるよ

う準備を進めましたO

午後 9時には、台風通過により激しい雨足が衰え、浅川の水位も下がり始めたため、

堤防決壊という最悪の事態、には至らず事なきを得ましたO

翌10月 1日には早速、河川管理者の建設省京浜工事事務所に、洗掘箇所の早期復旧を

申し入れ、 10月 5日から同事務所の緊急対応で、仮排水路の設置及び蛇篭工法による仮

復旧の工事が行われました。本復旧工事については、引き続き施行するとの連絡を受け

たところであります。

10月11日には京浜工事事務所長を直接訪ね、流域の保水力が著しく低下し、かつ河床

が高くなっている浅川の状況にかんがみ、河床対策、堤防のかさ上げ等、治水に万全を

期していただくよう要望したところであります。

その 2、市内郵便局の市民課事務に関する協力方について。

来年度より、市民課事務の戸籍の謄・抄本や住民票の写し等の諸証明を、市内16カ所

の郵便局窓口で申請できるシステムを開始することになりました。

地域で住民生活と密接な関係にある郵便局が、市民課事務の代用窓口として機能する

ことにより、事務の利便性を高める発想、をもっ て、郵便局の協力方について協議を進め
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てまいりましたところ、基本的合意、が整い、実現の運びとなったものであります。

これにより、各種の証明を、市役所に出向かなくても、手近な郵便局から申請できる

ことになりますが、取り扱い範囲につきましでも、市民課で扱うほとんどの事務を該当

させることで、市民サービスの向上に大きく寄与できるものと期待しております。

その 3、市の公共事業用地確保に関する土方英世氏との協力覚書についてO

万願寺土地区画整理地域内に、新規の公共事業用地が確保できる見通しとなりました。

本年 8月、大字石田403番12ほか12筆、約 2万1，279平方メートルの土地について、所

有者の土方英世氏より、市が考える公共施設建設用地として活用されたいとの申し出が

ありましTこ。

この土地は、市内に残された大規模公共事業用地となり得る数少ない土地であり、将

来にわたって確保する意義は大きいと考え、協議を進めた結果、将来の高齢者の総合福

祉施設及び同じく医療施設等の建設用地として、譲渡及び貸与を受けることで合意いた

しまし7こO

今後、土地利用計画の策定を手始めに、 事業の具体化を進め る考えであ ります。

以上、行政事項 3点につき御報告をして、議会の御理解をお願いするものであります。

O議長(小山良悟君) 収入役以下については報告書のとおりですので、報告を省略い

たします。

これより行政報告全般について質疑に入ります。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異

議ありませんか。

( I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

0議長(小山良悟君)

市川資信君。

休憩前に引き続き会議を開きます。

午前日時35分休憩

午後 1時4分再開

026番(市川資信君) ただいまの市長の行政報告について、 1点お伺いいたしますO

その前に、本日午前中の行政報告の後、我が会派の土方尚功議員から、 3番目に報告

されました市の公共事業用地確保に関する土方英世氏との協力合意についての地主さん

からの要望書というんでしょうか、それとそれに関連する用地所在の面積、あるいは番

地等の資料要求を全議員に配付していただきたい旨の申し出があったということで、今
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この席に着いたときに、配付されておるものと思って着席したわけですが、現在、配付

されてない。その点について、議長、どのような取り計らいになっているか、まずお答

えいただきたいと思うんで、すが。

0議長(小山良悟君) お答えいたします。

ただいまのような資料の要求は、私のところには届いておりませんで、すが。市川資信

君。

026番(市川資信君) 要請のあった担当部長から、その件についてお答えいただきた

いと思います。

O議長(小山良悟君) 総務部長。

0総務部長(藤浪竜徳君) この資料につきましては、提出できるような状態、で今整備

をしておりますので、既に用意、はしてございますので、議長のお許しがいただければ、

直ちに配付をさせていただきたいと思います。

0議長(小山良悟君) 市川資信君。

026番(市川資信君) ただいまの総務部長の答弁にもありますし、議長ぜひ、緊急に

御配付いただきたし、と思うんですが、よろしくお願いします。

0議長(小山良悟君) 質問に関係する必要な資料ということで、あれば、直ちに資料配

付の手配をお願いしたいと思います。それでは大変恐縮です。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異

議ありませんか。

[ r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君)

0議長(小山良悟君)

名古屋史郎君。

028番(名古屋史郎君)

御異議ないものと認めますO よって暫時休憩いたします。

休憩前に引き続き会議を聞きます。

午後 1時6分休憩

午後 1時7分再開

2点、お伺いしたいんですが、まず 1点目は、議案でですね、

幼児教育セソターの時限立法を外すというんですか、時限を外すというんですか、そう

いう点がなされております。

私は文教委員であ りますから、そち らの方で審議をするようになると思いますけれど

も、ここであえて伺いたいのは教育委員会に、時限立法はこの 1年半まだ残っているも

のを、ここで時限を外すという御提案をなさるようにした教育委員会は、いつ聞かれて、

-6-

どういう提案理由で教育委員会の議決というんですか、がされたのか、それをまず伺い

たいと思いますO

0議長(小山良悟君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) お答えいたします。

教育委員会は、 11月 8日の日の教育委員会で、新しく 重松先生の後任の岸先生を、新

しい幼児教育セ γターの所長として決定した。それに伴いまして、それと合わせて、来

年度のいわゆる幼児教育センタ ーの予算検討等も進めていかなくてはならない時期に差

しかかってきているわけでございますけれど、教育あるいは保育の継続性というような

観点から見ますと、来年度の予算を編成する中でも、その先の問題等についても、新し

い所長さんも含めて、今回の この措置の撤廃と し、し、ますか、そういうものがはっきりさ

せていただく中で、方向づけも また変わってくるとい うようなこともございまして、時

期的には、今名古屋議員さんおっし ゃったように、 1年 3カ月ほど先の問題であ ったわ

けですけれど、今回の議会にあえて提案させていただいた、 こんなわけでございます。

O議長(小山良悟君) 名古屋史郎君。

028番(名古屋史郎君) 私も、議員生活は長いわけですけれども、こういう例は余 り

遭遇したことがないんですね。それで私、 9月議会のときですか、幼児教育センターに

ついていろいろお伺いをしたんですけれども、それはそれで議員の、一議員の発言だと。

しかし、このやり方は、 議員発言に対する挑戦と受け取れるような措置である というふ

うに思うんですけれども、教育長はどういうふうにお考えになりますか。

それは、繰り返し申し上げますと、 67年まで、たしかあるはずのものをここで、という

こと、来年度予算ということとの絡みということは、 余りにこう 、性急に過ぎゃしない

かという感じがするわけですけれども、 その辺はどうなんですか。 9月にああいう質問

があった。えい、時限はとっ外してしまうんだというのは、何か非常に飛躍というか、

奇異な感じがするわけですね。当然なんだ。期限のあるものを、 1年半ぐらい残ってい

るものを、つなげるのは当然なんだ。もう この時期が一番し、し、んだ、というようなこと

なのか、それとも、幼児教育センターのあり方、私は幼児教育センターのあり方につい

て、るるいろいろ御質問申し上げて、教育長の個人的な見解というようなものも、よく

伺いました。教育委員長の幼児教育センターについての考え方なども、いろいろ伺いま

しTこO

で、私はその中で、 20年の「幼保一元化Jの旗印を掲げて、そして今日まで幼保一元

化の旗はおろしました。保育の一元化です。 保育の一元化とは何か。こ れは一元化とい
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う言葉じゃなくて、一体化なんだ。一体化は何なんだと伺ったら、 「三つ子の魂百まで

も」の魂の研究が主眼だと、こういうやりとりがあったと思います。

私は、大体幼児教育セジターというものは、幼保一元化を目指して設立されたものな

はずです。で、家庭通信講座というんですか、そういったものをやっていらっしゃるこ

とも、存じております。しかし、職員ですね、所長さんの月給が20万ですか、手当が。

そういった方、あるいは報告書の毎年の作成、職員の張りつけ、こういうことからして、

長い年月をかけて取り組んできた仕事のとうときは、何回も申し上げるように、よく認

めますけれども、ほかの行政の部門でこれほど大変なお金をかけて、そして形のない、

究極のない研究をー自治体がどこまでやるべきなんだろうか、という疑問が私はするわ

けです。

非常にいいことだと思います。いいことであるから、何でもいいんだと。それで、何

か議論があったから、時限は外して、永久に予算を使っていくんだ。これは、何か居直

りというか、一議員の発言ですから、気にしないで進んでいくというのは、それはそれ

なりに結構ですけれども、私は何かああいったやりとりの直後に、まだ 1年半もあるそ

のものをここで、時期を外すというような必要性は全くないと思うんですけれども、教

育長は、それは全く必要なんだ、この時期を逃しては大変なことになるんだと、こうい

うことなんでしょうか。あえて奇異な提案であるので、行政報告という形の中でお伺い

をして、さらに本会議の提案のときもいろいろ伺いたいと思いますが、その辺を教育長

に再度、伺いたいと思います。教育長の本心を聞きたいわけです。

要するに教育委員会の委員の人たちが熱心に討議をして、これはどうしても時限は外

して、永久にやっていく大事業だという熱意に動かされて、こういう議決になったのか。

私は、教育長の個人的な見解という形の前回 9月のやりとりの中では、教育長自身の考

え方の中には、そういったものはなかったように思うんですね。教育総合研究所的なも

のをつくって、その中で発展的にとし、いますか、形を変えた形で残していくんだといっ

たような御答弁もあったと思います。

それから私は文教委員をやっておりますので、先日、校長会のメンバーといろいろ懇

談をしたわけですが、そのときに、校長会という機関の案だということで、総合教育研

究所、いろいろな研究機関というか、部署を設ける。そのわきに幼児教育センターも位

置づけて、というよう な案が出されました。

教育委員会は、これを校長さん方の案ということで受け入れてくれているんですかと

言った ら、いやいや、それは受け入れてもらえてはいなんです、というんですが、聞い

8一

て驚いたのは、その案が校長会の要望ということで、教育委員会には 3年越しに出され

ているんだというんで、すねO そうすると、その聞に、校長会は私的なものだから、別に

それが 3年越しに出そうと、 5年ごとに出そうと、構うことではないんだというんなら

論外ですけれども、一定程度の交流というか、意見交換はあって、そして出てきた案じゃ

ないかと思うんですが、それはそれ、で時限の日付は取り外し。どうも教育長の考え方

と、この御提案と、それから私の希望するところの、一元化の旗をおろし、三つ子の魂

を真剣に研究するということ、このこととがどうも合わないんですね。それは、合わな

いと考えるのはお前だけの考えだとい うのか、それとも、ど うしてもここであれしなきゃ

いけないんだという理由を、これ再度伺わないと、どうも納得できないんですけれども、

再度答弁をいただきたいと思います。

0議長(小山良悟君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) 今、名古屋議員さんの方からお話があったように、議会に対

する挑戦だなんていう気持ちは、本当に毛頭持っておりませんO 確かに問題として、時

期がまだ 1年 3カ月もある今の時期にこ ういう問題を問題提起をしているとい うこと、

この問題につきましては、一つは、確かにこの幼児教育センターの取り扱いをめぐりま

して、いろいろ御意見があるということも、私自身も肌で感じております。そういう状

況の中で、十分時間をかけてこの幼児教育セ γターとしヴ問題について話を検討してい

ただきたい。それと合わせて、結局、今申し上げましたように、新しい所長も変わった

ことでございますので、その辺の問題も含めながら、この12月議会で検討していただく

機会として取り上げていただいたということでございます。

ただ、私、この前、 9月の議会の際に、名古屋議員さんの方からも御質問があったと

おり、この 6年間近く、重松先生を中心に積み上げてまいりましたこの幼児教育セ γター

のいろいろな研究課題、こういう問題について、この幼児教育セ γターだけが条例化さ

れて抜き出されて、研究の主流という形でおさめられている。それだけでなくて、まだ

教育の場そのものには、障害児教育の問題とか、あるいは新しい教育機器を開発する研

究とか、いろんな問題があるじゃないかという、そういう問題等も含めてこの問題をと

らえたときには、これは非常に大きな問題なので、私自身としては、少なくとも第 3次

の日野市基本計画の中には、そういう大きな日野市の教育文化研究所構想、みたいなもの

を、ぜひ位置づけて、取り組んでいきたい、こういう気持ちは十分持っているわけでご

ざいますけれど、その過程として、そういういろいろな研究を網羅する中に、この幼児

教育も当然引き継がれていくべき性格を持っている問題だと、こういうふうにと らえて、
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この前、発展的解消というような表現も使ったと思いますけれど、十分時間をかけてこ

の問題について議会で討論していただく機会としていただきたいということで、あえて

12月に提案した次第でございます。

0議長(小山良悟君) 名古屋史郎君。

028番(名古屋史郎君) 教育委員会の内部の議論が、盛り上がる議論があったという

ことは、一言も報告がない。教育長がそういうふうに考えたと。また、十分な時間をか

けてということは、議会に提案を申し上げた。仮に議会が否決をした。仕方がございま

せんと。この手法なんでしょうかね。十分な時間をかけなければ、 1年 3カ月残した時

間の今ここでかけないと、いけないという理由が、私にはどうしてもわからないんです

ねO 議会にはおかけした。議会が仮に否決をした。議会が悪いんだと。こういう手法で

しょうかね。

それと、大変乱暴な比較ですけれども、今、日野市内の五小を除いた学校のどこの学

校も、雨漏りがします。炊事場の溢水というんですか、それもありますし、大変な状態

です。子供の数は減ってきましたけれど。じやそのことと、先ほど私申し上げたように、

立派に教育セ γターの意義づけというのは、やってきたわけで、す。そして、現在もやっ

ているわけで、す。で、それを外すということは、雨漏りは子供の成長発達には余り関係

ない。それよりも、三つ子の魂の研究の方が大事なんだ。お金は、あるいは時間は幾ら

でもかけるんだ、ということなんでしょうか。

非常に乱暴な比較ですけれども、私は、もうこの時期で、発展的かどうかはわかりま

んせけれども、自治体のやる仕事の限界ということで、一元化を旗をおろし、 「保育一

元化」というわかったような、わからないようなテーマで、そして研究を続けていくん

だ。この研究を続けていくというところに、私は非常な疑問を感ずるわけで、す。実践を

続けていくんだというんなら、わかります。実践してないんです。それは現場の協力が

ないからだとか、どうだとかおっしゃいますけれど、一自治体が民間の学者先生を所長

にいただいて、そして保育園でも幼稚園でもその所長さんがフリーに行って、どうだい、

やっているかい、という調子で子供の顔色を見たり、先生の緊張する顔を見たりして、

それで何になるんだと。

他市では、 9月のときも申し上げたように、行政として手段を講じて、幼保一元化に

近づけるような努力を している行政があるわけです。やればできることがあるわけで、す。

それをやってないで、 9年間、魂の研究を続けてきたわけです。それもとうといんだと

言えば、先ほどから何回も申し上げるようにとうといんですけれども、行政が一方では
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雨漏りがする、まだまだ教育機器云々という今お話がありましたように、そういう必要

性もあるという中で、職員が 3人ですか、それから嘱託研究員、所長、そういうことで

膨大な予算をかけてし、くわけですね。それほどの価値がある仕事なのかと。あえて私は、

9月のときにはそこまでは申し上げませんでしたけれども、そういう心配をするからこ

そ、どういうふうにしていくんですか、とお尋ねしたわけです。そうしたらそれなりの

御返事が戻ってきたら、今度の提案ということですから、どうしても私は納得ができな

い。要するに議会におかけした。議会は仮に否決をした。議会は悪いところだと。こう

いうことの手法なのかなあというね、変な考え方を持つんですが、どうですか、その辺

は。

0議長(小山良悟君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) 教育委員会内部で、どの程度この問題について 8日の日に突っ

込んだ討論をしたのか、という御質問につきましては、確かに一つは、この条例提案の

時期、これについては、ぜひ事務局の方で慎重に配慮、して、この提案の時期というもの

については考えていったらいいだろうと、そういうことの内容と、それからもう一つ、

これはどの委員さんも共通なんですけれど、あえてその幼児教育に限らず、教育という

問題につきましては、ほかの問題の場合もそうですけれども、やはり、その継続性とい

う問題を抜きにして考えられない、そういう状況の中で、ある時限を切って、ここまで

にこの仕事を完成しなさいという形で問題提起が行われていても、なかなか思うように

いかないので、そういう面で、この継続性という意味からは、時限措置を外していただ

いて、継続的な研究が続けられるような方法をとっていただけるよう努力するのが、妥

当ではないかと、こういう線で 8日の教育委員会の中での討論は、主にその二つの点だ

けが話し合われたわけでございます。

あと、私自身、この問題につきまして先ほど申し上げましたように、来年、再来年の

3月ですね、ですから 1年 3カ月後にこの問題がそのまますぽっと時限が切れたという

点で終わるという形は避けたいという気持ちだけは、教育の担当者として強く持ってい

るわけなんです。もし、そういう形で、今のこの幼児教育センターのあり方だけで、教

育のすべてではないんじゃないかという方向で、校長会等もいろんな形でのこの提案を

されているわけですから、そういう中でこの幼児教育センターというものをとらえるな

らば、先ほどの検討を十分していただいた上で、再来年4月以降の教育研究所的な条例、

そういうものはそういうもので改めてやはり準備していく時期も必要なんじゃないか。

その中に幼児教育センターというものもきちっと位置づけられるような機関、こういう
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ものを通しながら、いろいろ教育委員会でも内容を検討していきたいと、このように考

えているわけで、決して今申し上げたように、何かこう、この前、名古屋議員が御質問

したら、当てつけみたいに今度は 9月の次の12月に議案として出してきたとか、そうい

う性格のものでないということだけは、ぜひ御理解願いたいと思うんです。

それとあわせて、確かに校舎の雨漏りの問題等、これ等につきましでも、これは教育

予算をほとんど 9割近い予算というのは、やっぱり施設整備関係に使われておりまして、

そちらの方をないがしろにして研究だけやっていればいいんだなんていう気持ちは持っ

ておりませんし、そちらはそちらでできるだけ努力していきたい、このように考えてい

るわけでございます。

O議長(小山良悟君) 名古屋史郎君。

028番(名古屋史郎君) 教育のその継続性というようなことについて、全く異論を差

し挟むものではありませんけれども、この幼児教育セ γターの事業というのは、あえて

申し上げれば、破綻したんですよねO 破綻しているんですよ。オーバーに言えば。それ

を時限立法の時期の取り外しということで永久に継続性が必要なんだといったようなこ

とだけでは、どうしても納得ができない。

それから、時限というものは、時限をつけたという経過、それなりに意味合いがある

と思うんで、すね。その時期に来たときに、それを延長すればいいんです、延長すれば。

あるいは延長しないか。延長しなければそこで切れるということですね。そこで切れる

という形は、とりたくないんだ。だから延長するんだと。こういうことのようですけれ

ども、時限であったという意義づけがあるはずです。相当な御苦労をなさって時限へ。

だから、教育委員さんの中では、大体、こういうことに時限をつけてあるのはおかしい、

といったような発言があっとか、なかったとか聞きますけれども、それはおかいしと感

じちゃいけないということじゃないんですけれども、経過があったと思うんです、これ

については。そして 1回延長しているわけです。どうしても必要なんだというんだった

ら、どうして延長しないのか、その時期に。ここで外して、永久にこれから 5年でも10

年でも予算はどんどん使っていくんだ。それほど大事なんだということだというんなら、

もうこれは仕方がないことだと思います。それが通るならねO 通るならそれは仕方のな

いことだと思いますが、どうしてもその継続性ということをおっしゃられると、それを

否定するものではありませんけれども、このことについてはいろいろな経過があって、

いろいろに好余曲折というか、挫折というか、あえて破綻したことなんです。

だって、もう 1回申し上げますけれど、幼保一元化というものを目指して設立された
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んですよ、これは。明らかなんです。ところが、どこかへ行っちゃったんですから、そ

の幼保一元化は。そうしたら三つ子の魂だということになったわけでしょう 。これ三つ

子の魂が大事なんだと、幼児の魂、幼児期が大事なんだということは、研究しなくたっ

てわかっているんですよO 大事なんです。だから、それを大事に育てるような施策をす

ればいいんです、施策を。施策をほとんどしないで、家庭通信教育ですか、はがきを出

して。施策をしないで、研究ばかりをこれから 5年でも10年でも続けるということは、

一自治体の仕事としては、荷が重いんじゃないですか、考え直したらどうですかと言っ

てるんです。(1"賛成J 1"そのとおり」と呼ぶ者あり)その点について、何かお答えが

あったらお願いします。

0議長(小山良悟君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) 再三申し上げますように、幼児教育セ γ ターという形の中だ

けに固執しているわけではございませんけれど、教育の分野といういろいろこれから先

の広い分野の中に、幼児教育の研究というものを、やはり一つの大事な研究として位置

づけておきたいと。そういうことで今回、この問題についての時限措置を外していただ

きたいという提案をしているわけでございまして、幼児の研究さえしていれば、それで

いいんだというような気持ちは持っておりませんO

それから、今名古屋議員さんの方からおっしゃられたように、 そもそもこの出発の時

期ですね、出発の際のその問題というのが、幼保の一元化ということから出発 している

んだ。幼保の一元化という問題は、破産しているんだ。確かに行政サイドで、 二元行政

と言われる厚生省、文部省系列を、それを一つにまとめて云々、かんぬんという問題ね、

これは確かに、一地方自治体でなし得る限界を超えている内容であって、今名古屋議員

さんがおっしっているとおりで、ただ、それは破産したに違いないと、私も思います。

思いますけれど、それとは別に、やはりこの幼児教育というもの、これ、もちろん幼児

の中には、幼稚園児も保育園児も、あるいは家庭にいる幼児もいるわけでございますけ

れど、その幼児教育の研究というものは、これはやはり続けていく値打ちというものは、

ある一つの研究だ、というような考え方を持っておるわけで、そういう面で、ほかの研

究と合わせて、引き続き進めていきたい、とこう考えているんです。

0議長(小山良悟君) 名古屋史郎君。

028番(名古屋史郎君) 今の教育長の御答弁は、私はそれ、幼児教育の研究が必要じゃ

ないと、各学校の雨漏りはどうするんだと。二中の廊下なんかすごいですよね。ちょっ

と雨のとき伺ったって、何カ所も水浸しです。そっちが大事だから、幼児教育の研究な
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んかやめなさいということは、絶対言っているんじゃないんですね。言ってないんです。

また、思ってもいなんです。そこをよくわかってもらわないと。

それと「破産Jじゃなくて「破綻」というふうに私は申し上げたつもりなんですが、

破綻したんだと。

それで、この時期を外して、もう少し考え方をあれして、また別の機会に提案という

お考えはないですか。一人だけうるさく言ってるのがし、るから、じゃやめようかという

わけにもいかないかもしれませんけれども、そんなお考えはないで、すか。

私は、幼児教育を、総合教育研究所の中の位置づけをするなんていうことに、全く反

対しているわけでも何でもなくて、限度ってし、し、ますか、どこまでやれるのかと。大分

試行錯誤して、大変お金もかけてきたから、この辺で、ひとつそこの問題だけに絞って、

実行行為のとれる施策をやろうよということならね。

で、研究を続けちゃいけないということじゃないんですけれども、この研究を続けな

がらやるということは否定してないわけで、前回のときも申し上げましたように、教育

委員さんが、こんな問題に時限があるのはけしからん、ぐらいのことを言っているだけ

というのは、どうも教育委員会というのは、機能してないのかなと。教育長のそれだけ

で、あとの人は、ほとんど幼児教育センターのあり方についての徹底的な議論なんてい

うのは、しなくてもいいような役割になっているのかなという感じがして、非常に寂し

い感じがするわけなんで、すね。

前回、私の質問で、その辺を教育委員会に大いに議論してもらいたいんですよ、 1年

半しかないんですよ、 1年半。 1年にだんだん近づいてきたらどうしていくんですか。

どういう考えなんですか。また、命のとうとさを研究していくだけですか。 9年間にな

りますよ。命のとうとさだけでそれでいいんだ。教育というものはそういうものなんだ。

ぐじゃぐじゃ言うんじゃないよ、ということであれば、私はもう何も言うことはありま

せんと。こんなことを言っているわけで、それをまた繰り返し申し上げているわけで、

もう繰り返しやりとりしても、継続性が大事だと。それから、時限なんていうのは大体

あるのがおかしいから外すんだといったようなことだと、なかなか並行だと思いますの

で、時間をかけて論議をしていただきたいというあたりが、ほかの議案とはちょっと性

質を異にしたお出しの仕方なものですから、ははあ、これは、議会が否決するのを待っ

てい るなという、下手に乗れない話だなというふうに思うんですけれども、それは何て

いうんですか、愚か者の邪推であって、正当な議論じゃないというふうにおとりなのか

どうか。
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それと、そんなに時期があれだとすれば、教育委員会に何か任されたそうですから、

提案する時期というのはね。教育委員さんはそんなことは全然、あれしなかったし、うお

話ですから、まあ出し直しというか、引っ込めるというか、 12月、来年ですか、来年で

も再来年に予算にどうこうということはつなげるわけですから、なぜ今なのかというこ

とが、どうしてもわからないので、そういうお考え引っ込めるというか、改めるという

お考えはあるかないか、このことを伺いたいと思います。

0議長(小山良悟君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) 大変名古屋議員さんの気に沿わぬ回答ということになるかも

しれませんけれど、ーたん議会にこういう形で教育委員会として一応、市長部局の方に

提出して、議案として提案していただいた内容を、ことでまた取り下げて、また時期を

見て、来年の例えば9月なり 12月なり、そういう時期に、この時限の問題等について諮っ

ていただくというような形で今回の内容を取り下げるという形の気持ちは、持っていな

いわけなんです。

ぜひ、そういう状況の中で、確かに内容そのものが、今名古屋議員さんの方からも言

われているように、とてもじゃない、今の状況の中で、この幼児教育セ γターに相当の

経費をかけるなら、まだまだかけなくちゃならないところがたくさんあるじゃないかと。

そういうような問題指摘はまた問題指摘として、文教委員会ゃなにかの中でも十分行わ

れると思いますし、そういう御意見ゃなにかは謙虚に聞いていきたいと思いますし、ま

た校長会ゃなにかから出されている内容、文教委員さん方も御存じのはずですし、この

前、 8日の日の教育委員会にも校長さんの代表の方が 3名ほど見えて、文教委員会に出

された内容と同じ趣旨のお話を再度なさっていカ亙れたと、そういうような状況等もあり

ますので、そういうものを全体をひっくるめながら、将来あるべき日野市の教育という

ものについて、検討していただくーっとしてこの幼児教育センターの条例の時限措置の

撤廃という問題、この問題もその中に取り上げながら、諮っていっていただきたいと。

こういう、別にですね、議会に下駄を預けて、先ほど言われたような、議会が否決し

たから、それでだめになったんだよというような、そんなような形でのこの問題に対す

る教育委員会としての考え方などは持っていませんし、さっきもお話ししたように、校

長会からも、あるいは教育委員会からも、いろんな形でこの問題の将来展望も含めて話

をしているというのが、現状でございますので、その辺をぜひ御理解願いたいと思うん

です。

0議長(小山良悟君) 名古屋史郎君。
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028番(名古屋史郎君) 次に、文化・スポーツ推進本部というんですか、たしかそん

なような名称のものが庁内にあるというふうに承知しているんですが、市長は、 「議会

と市当局とは、市民生活を守る車の両輪である」というふうに常に言われておりますo

また「市民参加が何よりも大事なことだ」といったようなことを、よく申されている、

と私は思います。

そこで私、伺いたいんですが、浅川公会堂の建設をめぐって、いろんな議論とういか、

があるところです。そして、議会の流れということで言えば、浅川公会堂というものの

プラ γが示されたあたりで、文教委員会に公民館の利用者の、利用者というか、公民館

運動といいますか、進める人たちのそれが、 「浅川公会堂の中に公民館的な施設を入れ

てください」といった請願を採択をいたしました。そしてまた、 「その審議会には、私

たちもぜひ参加させてくださし、」 。これを全会一致で文教委員会で採択して、本会議に

も報告したことだろうと思います。このことについては、市民の関心が大変強いもので

すから、子供劇場の方々、婦人セ γターの利用者の方々から、同様な請願が出されてお

りますが、まだ結論が出るに至っていない状況であります。このことは、文化・スポー

ツ推進本部長である助役さんだと思いますが一ーじゃないんですか、こういう流れとい

うものは、御承知だろうと思います。

で、問題は非常に単純なんですが、この浅川公会堂をどう建設していくのかという審

議会ですね、私は、隠れみのなんてあえて思ってもいませんし、言いませんけれども、

それに採択されている、されていないということは、行政の側からすりや関係ないと言

うかもしれませんが、それらのむしろ何か基本にあるような、 600席確保推進的な婦人、

それから子供劇場ですか、そういった請願代表の方々が、その審議会にお入りになって

いて、公民館のそれを進める運動をした代表の人は、なぜか外されている。大変細かい

ことなんですけれども、細かいということだけで済まされないような感じがいたします。

議会の流れは御承知なはずです。それは議会のことだと。

それから、もう一つ伺うと、その公民館をぜひ取り入れてほしいという代表の方と婦

人の方と子供劇場の方と、何か市長と面談をしたんだそうですね。そのときには、私た

ち代表をぜひ入れて参加させてくださいと言ったら、 「はい」というお返事があったと

いうんですけれども、これは市長に聞かないとわからないんですけれど、公民館は法律

でどう決まっているからとかどうとか、威張るわけじゃないんですけれども、公民館運

動というのは、公民館の設置をという声も、これ非常に大きいわけで、すO それらの人々

が市民参加を望むと、その人は入れてもらえないで、ふだん言われている市民参加はど
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こへ行ったのかなという感じがするわけで、従来のずうっと長い経過を見てみますと、

この600という最初の座席からすれば、 600前後のいすということを容認する方々に入っ

てもらって、その一部を削るか、ボタ γ一つで机が移動するような多目的なすごい装置

でもできるんなら別でしょうけれど、どうも公民館、公民館と言っている人たちのそれ

は入れがたいというなら、それはそういう約束をなさったり、あるいは公民館も大事だ

というようなことをおっしゃらないで、もう公民館古いんですよ、と、こう言ってあげ

ないと、公民館が大事ですねと言っておいて、そういうところには入れていかないで決

めていくというようなことがあったという話なんですけれども、私はその代表者でも何

でもありませんから、あれですけれども、ただ、公民館運営審議会委員というのが、議

会からも出させていただいております。そ ういう審議会の方がし、ると。そのメンバーの

お一人が、別のルートなのでしょうか、安曇野の何かスポーツ云々というときですか、

も代表になられた方だそうですが、その方は入っているんだそうですけれども、大変細

かし、ことですけれども、公民館の感じの人がし、るじ ゃないか、ということじゃないんで

すね、私が伺っているのは。その人も交えて、し、し、代表というか、出て大いに言っても

らいますよ、と言ったというんですね。それは事実でないければ、それは事実でない、

とおっしゃっていただいて結構なんですけれども、そういう場を持っておいて、でその

人だけが外れてという形は、どうも何か意図的なものがあるのかなという感じがするん

ですけれど、その辺、どんな経過なんですか。

生活環境部長の方から何か、婦人とそれから子供劇場の方々にはしかるべき人を御選

出願いたいとか、どうとかと、何か打診というか、あったというふうに聞いていますけ

れども、公民館のあれを入れてくださいという運動のク守ループには、そういう問いかけ

はなかったと。それから、公民館運営審議会委員というのがおるんですが、そういう機

関にもなかったと。安曇野のときの何かに関連した公運審の肩書を持っていらっしゃる

方は入っているようですけれど。で、それでし、し、じゃないかと。文句あるのと、 こう い

うことでくくっていらっしゃるのか、その辺まず、生活環境部長が市民会館のどこ から

か何か打診があったとかなかったとかし、うんですが、その辺か らまずお伺いしたいと思

いますけれどO まず、生活環境部長でも助役でも結構です。

0議長(小山良悟君) 助役。

0助役(砂川雄一君) ただいまの御質問についてお答えをいたしたいと思います。

(仮称)浅川公会堂の懇談会については、 12月4日の日に第 1回の会合を開かせてい

ただきました。その懇談会の委員のメンバーにつきま しては、私どもの計画としては10
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名ということで予算措置もして、 10名の委員でお願いをするということで今まで進んで

きたわけですが、その委員の人選につきましては、これは市長の諮問機関でございます

けれども、もちろん今まで、いろいろこの問題について経過があったことも、もちろん

承知をしております。そういった点を十分踏まえた上で、ただ、 10人という委員の範囲

ということがございますので、いろいろ各方面からできるだけたくさんですね、私ども

としても御参加をいただくのが、もちろん望ましいわけでございますが、その中で10名

ということで、それぞれ各方面で活躍をされている方々に参加をしていただいたという

形で、御委嘱を申し上げたというのが実態でございます。

いろいろその過程で、私どもとしても各方面のいろんな活動の状況を知らなければな

りませんので、その辺のところは、それぞれ関係を通じながら、実態について調べさせ

ていただいてお聞きした上で、その中から最も適切だと思われる10人の方にお願いをし

たというのが経過でございます。

これどうしても数が10人ということで限られますので、例えばこちらが入って、こち

らが入らないんじゃないかとか、いろんな点はいろいろ出てくるだろうというふうに思

いますけれども、私どもとしては、この関係方面からの声は十分に反映できるんじゃな

いかというふうに考えております。

それから、市民参加云々ということでも、御指摘ございますが、私どもとしては、そ

ういった内容の問題について、他からいろいろ意見を聞きたいということがあれば、私

どもとしては、そういう点について意見を聞くことについて、特別にやぶさかではござ

いませんo そいうふうには考えております。

以上です。

O議長(小山良悟君) 名古屋史郎君。

028番(名古屋史郎君) 各方面から10名という範囲で、それぞれの何といんですか、

部署で努力をして出ていただいた、といった御返事です。

それで最後の方では、 100%意見のある人を全部入れるわけにいかないんだから、そ

れは何か別の方法でという、わかったようなわからないような最後の御答弁、私が聞い

ているのは、ごく単純なんで、す。浅川公会堂をこうしてくださいという請願を出したグ

ループは三つあるんです。その運動の代表二つは入れて、一つは入れない。それで公運

審とういう肩書を持った人がし、るから、それを入れたからし、いじゃないかということで

は済まされないんじゃないですかと。市民の側から見れば、私たちはこうしてほしいと

いう運動をしているんだ。で、お約束もしたんだ。それに 2人が入って、僕たちが入ら
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ないのは、どうしてでしょうね、と関カ亙れているから、聞いているんで、そのときにそ

んなお約束はしていませんよとか、審議会のメンバーを選ぶのに、一々がたがた言われ

たら因ると。それはこっちの仕事だ、というお考えなのかね。そうじゃなくて、どうし

てその、 3人うちそろって、請願代表ということで出ているわけですから、そこにはど

なたがいいですかぐらいのことが何かあったとか、なかったとかし、うんですけれど、そ

ういう返事をしてもらいたい、具体的なねO それで、全然そんな不公平とかそんなこと

じゃないんですよというなら、もうそれでいいんですよO それだけのことなんです。ちょっ

と答弁が食い違って、 10名しか選べないから、とかということを聞いているんでは全く

ないんです。

0議長(小山良悟君)

O助役(砂川雄一君)

助役。

重ねての御質問でございますけれども、確かにそういう御要望

があったということも聞いてはおりますけれども、私どもとしては、関係する各方面か

ら、適切に委員の方に参加をお願いをしたというふうに考えて、 10名の委員にお願いし

たつもりでございます。

0議長(小山良悟君) 名古屋史郎君。

028番(名古屋史郎君) 市長に伺います。

市長と何か市民相談という形のときにお会いしたとか、住民は申しておりますが、お

会いになって、そんな代表にするとかしないとか、大した問題じゃないと言えばないと

思いますけれども、やっている人たちにとっては、真剣なわけです。それこそ仕事をあ

れして、署名をとったりなにかしてやっているんだと思うんです。市長にお会いしたら、

こういうふうに言われたと。まあ楽しみというか、期待して待ってたんだと思うんです

が、そういう経過はあったんですか、なかったんですか、それだけ伺いたいと思います。

O議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 市民の御意見をなるべく直接伺う場として市長相談日という

のを設け、いろいろな御相談事に意見を交換させていただいているという仕事は、やっ

ていることは事実であります。その場に、浅川公会堂に関するいろんなお考え方の運動

も、あるということも承知をしております。したがって、今回の選任委嘱をさせていた

だいたメ γパーが、市民の意見を十分代表される方たちに入っていただけでおるという

ふうに考えておりますので、何か特に欠落をさせたり、不公平を行っているというふう

には感じておりません。

0議長(小山良悟君) 名古屋史郎君。
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028番(名古屋史郎君) 市長にもっと端的な御返事をいただきたいんですね。くだら

ないことですけれど、くだらないというか、あれですけれども、この運動を進めている

人たちと、それを承知していると。それは公民館云々と、婦人セ γター云々、それから

子供劇場云々ということの方とお会いしたのか、また、そのメンバーの方たちに、ああ、

皆さんの意見はなるべく入れるようにしますよ、とおっしゃったのか、おっしゃらない

のか、それだけ聞いているんです。それだけなんです。

0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 運動される方々の御意見を十分拝聴しますというのは、当然

のお答えでございまして、一人ひとりの特別な配慮、をしたということはございません。

O議長(小山良悟君) 名古屋史郎君。

028番(名古屋史郎君) わかりました。約束というか、市民は千軍万馬ではありませ

んから、私たちのそれを入れてくださいと言えば、出かけてった連中の組織というか、

固まりにいずれさたがあって、君たちの中から適当な人がいたら、というぐらいの問い

かけがある、これが市民参加の市政だと、こういうふうに思っていると思うんで、すO で、

お会いしたときに、その代表の人に、ああ、その方向で努力しましょう、と言って、そ

このところが二つ入って、一つ入らないという形だと、素朴な運動をしている人たちは、

何なんだろうな、やっぱり公民館なんていうとてつもないスペース一一ーとてつもないと

し、し、ますか、かなりのスペースも必要なそれを、というのが大体無理だったのかなと。

でも議会の方は、全会一致で採択してくださったんだからなという希望を持って、市長

さんは、議会は議会だと、市は市だというようなお考えなのかな。市民参加の市政って、

どこにあるんだろうなというふうに思うんじゃないかと思うですけれど。

で、どうも市長の今のお答えでは、それらの希望を最大限に入れたということですけ

れども、それで公運審という肩書を持った神田さんという人が入っているからいいじゃ

ないかと、おっしゃりたげなんですが、その公運審というものは、運動している人の母

体ではないんですよね。そんなことは御承知だろうと思います、市長も。議会からも、

それから利用者代表という形で出ているし、学識経験ということで出ているわけでしょ

うから、運動をしている人は、そこらのまちの生活している人なんです。そういう人た

ちが、あそこを利用させてもらったり、まだ利用してないけれど、浅川公会堂というの

ができるんだから署名してよ、ということで一生懸命回ったその集積なわけですから、

幅広く皆さんおいでになった方の意見を取 り入れたという形にならないわけです。まし

てやその方は、安曇野の何かのときもな られる、今回もどういうことかなられるという
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ことで、非常に審議会向きの方一一市にとってですよーーなのかなという邪推までも生

まれてくるわけです。

ですから、どうも邪推の多い男で大変申しわけないんですけれど、そういうことじゃ

なくて、やっぱり一緒にみんな行ったんだから、それで請願の代表ということでその三

つが出てるんだから、その三つぐらい入れたって、あとは文教委員からも出てるんだし、

社会教育委員からも出てるんだし、それで利用者が、三つ出した請願の代表者が入って

いればし、いじゃないですか。そういう中でいろいろ言わせて、そして運営していくのが

市民参加じゃないんですか。そこだけ外して、広く入れているつもりです。それではね、

あの方は非常に審議会向きの人だから入れたんだ、ということはおっし ゃってませんけ

れど、そういうあれは、どうも納得できないんですね。その辺、また再度御答弁があれ

ば、もう決まっちゃって、運営始まっちゃっているんですから、もうしょうがないと言

えばしょうがないんですけれど、黙ってはいられないということで申し上げているわけ

で、ま、これはさっきの問題のように、取り下げとか、すげ替えとかいうことまで私は

言ってませんけれども、非常に残念な感じがし、たします。

細かいことのようですけれども、市民の期待を裏切らないという市政をこれからもやっ

ていただきたいということを強く要望して、終わります。 (i関連」と呼ぶ者あり)

0議長(小山良悟君) 古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) 今、名古屋議員の方から、浅川公会堂の懇談会の委員のことで

お話がありました。私も今、公運審という公民館運営審議会というところに入れていた

だし、ておりますので、多少、公民館利用者の皆さんとの交流もございます。私も同じよ

うな利用者の方、市民からの意見とし、し、ますか、多少、市に対する批判めいたお話を聞

いているわけで、すo

そこで、これを何とか打開するには、審議会の性格を持つこの懇談会の権威とか、ま

た信頼というものを損ねるようなことになってはいけませんし、名古屋議員の言葉をか

りれば、市が都合のいし、とし、し、ますか、審議会向きの人が一応入っているという ふうに

見れないこともないということで、私もそのとおりだと思うんです。そこ に対して、何

か解決策を見出すということになれば、審議会委員の定数は10名と いうお話でありまし

たが、この定数にこだわることなく、現に市議会で請願が採択をさ れ、しかもその請願

提出関係者の皆さんは、市長とお会いにな って、 懇談会への参加も直接お願いをして、

市長も色よい返事をしたという経過も あるようでありますか ら、定員の拡大、 1人でも

2人でもいいんですが、そうい ったこと ができないのかどうか、その点、お尋ねをした
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いと思います。

O議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 御意見を持たれる方の十分意見の反映をできる機会を設けた

いと思っております。

0議長(小山良悟君) 古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) 全く、それじゃ納得で、きませんO 過去に行財政調査会というや

はり市長の諮問機関が組織されたことがあります。このときには、当初は定員が決まっ

ていたわけですが、職員組合が、どうしてもおれたちも入れろということで、後で割り

込んでまいりました。これは市長はすんなり認めた経緯があるわけです。私の記憶に間

違いがないと思いますので、このことはこういう場ではっきり申し上げてし、いと思うん

ですが、そういった事例も市長みずからおっくりになっているわけですので、今回の場

合は、全く背景は違うわけでありますが、過去にそういった措置をとったことがある、

ということであれば、公民館の利用者、またそこでさまざまな文化活動をやっている皆

さんが、運動をやっている方の中から懇談会へ参加させるということは、決しておかし

いことではないと思うんです。定数を 1名でも 2名でもふやすということはできないの

かどうか、はっきりしていただきたいと思うんです。

0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 余り規則にこだわるわけじゃありませんが、予算計上も10名

で提案し、議会でもお認めいただいている。そういう次第もございますので、原則とし

ては定数の範囲で、行っていきたい、こういう考えであります。

0議長(小山良悟君) 古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) それを拒否することもないと思うんですね。公民館の利用者並

びにそこでさまざまな活動をやっている皆さんの意見が反映される委員の選出が今回で

きたというふうにお考えですか。どなたが入っているんですか。

0議長(小山良悟君) 助役。

0助役(砂川雄一君) 反映されているかという御質問でございますけれども、私ども

としては、今回の10名の委員の選出については、適切な形で行えたというふうに考えて

おります。

0議長(小山良悟君) 古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) 公民館利用者といいますか、そこにかかわっている市民の皆さ

んの代表として入っていただく方が、現にもう決まっているというふうに考えていいん
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ですか。そういう方いらっしゃるというふうに判断してし、いわけですか。それはどうい

う機関から選ばれた方で、どなたなのか、はっきりしてください。

0議長(小山良悟君) 助役。

0助役(砂川雄一君) 公民館のいろんな事業にかかわって運動されている方が各方面

にわたっておられるわけでございまして、確かにそれぞれグループをおっくり なってい

る方々もおりますし、実際に公民館をお使いになっていて、グループをつくっておられ

ない方々もあるかもしれませんが、そういう意味では、いろいろ日野市内の各会の方々

に一応御参加はいただけたというふうには思っておりますO いろいろ今御批判いただい

ています御意見は御意見として、私どもも十分に今後、その辺のと ころを よく聞いて、

今後の参考にしていきたいという ふうに思っております。

0議長(小山良悟君) 古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) 私はわかりやすい質問を、名古屋議員と同じようにしているつ

もりなんですが、公民館利用者の方から、要するに公民館にかかわる運動をしている皆

さんの中から選んだというふうにおっしゃるのならば、それはどういう団体から、どな

たが選ばれているのか、はっきりしてくださいと言っているわけです。(I議長、名簿

を出します。ちょっと余裕をいただいて、名簿を出します」と呼ぶ者あり)

0議長(小山良悟君) 休憩ですか。名簿、時聞かかりますか、すぐ出ますか。休憩と

るようですか。(I後ほど出しますJ I議事進行」と呼ぶ者あり)

土方尚功君。

06番(土方尚功君) 別途、今の古賀議員の方の質問で関連します し、議事進行とい

う形で、我々、たまたま夏井議員と私が、議会代表としてその 4日の懇談会にも出てま

す。そのときに、今名簿が出るようですから、あわせて、そのときに示された、要する

に市側の考え方の資料があるわけですね。そこら辺も、もし配られるんでしたら、あわ

せて配っていただくようにお願いをしたいと思います。

0議長(小山良悟君) お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思

いますが、これに御異議ありませんか。

( I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

0議長(小山良悟君) 休憩前に引き続き会議を開きます。
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助役。

それでは、今お手元に懇談会委員名簿をお配りをいたしました

運審の方から、どなたかこの懇談会に委員を出してくださいというような投げかけは一

切なかったわけですね。この委員が決まった後、私ども初めて、いろんな皆さんからお

話を聞く中で、神田さんという方が選ばれたということを知ったわけです。 しかも請願

の関係者の皆さんは、全く含まれていない。これはやっぱりおかしいんじゃないですか。

公運審というのは先ほどもお話ありましたように、何か文化活動をやっているとか、創

造活動をやっている、運動をやってい る、そういう主体じ ゃないんですね。まさに公民

館運営審議会なんです。これは、どう説明なさいますか。

古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) 今、 1" (仮称)浅川公会堂懇談会委員名簿Jというのが配付を

されましたが、市長や助役がおっしゃるには、この中に各団体の意見が反映されるよう

な人員が選ばれて、この名簿の中に既に含まれているという主張だと思うんですが、ど

なたが公民館の関係者の方ということになるわけですか。利用者、または運動をなさっ

ているいろいろグループがありますけれど、そういう皆さんを一応代表する形で入って

おられる方か、それをお答えください。

0議長(小山良悟君)

O助役(砂川雄一君)

0議長(小山良悟君)

O助役(砂川雄一君)

助役。

公民館運営審議会というのは、社会教育法に基づいて設置をさ

ので、若干説明をさせていただきますo

10人の委員の方々がおられわけでございますが、 1番は、前社会教育委員で議長をやっ

ておられた藤本さんでございます。 2番が、文化協会をやっておられます山口隆徳さんO

それから 3番の八木さんは、子供劇場の関係者の方。それから日比野さんは、婦人セン

ターの関係団体、友の会をおやりなっている方です。それから中台さんは、勤労者協議

会の日野委員もやっておりますが、日野地区労の議長をやっておられる方でございます。

それから神田さんが、公民館運営審議会の委員をやっておられる方。それから大宅さん

が、市民会館の運営審議会の委員をやっておられる方。永原三郎太さんが、万願寺区画

整理審議会の会長をやっておられる方。あと議員のお二人という形でございます。

以上です。

れている正規の機関でございます。 したがし、まして、 公民館の全体的な活動、 あるいは

公民館の利用者の利用の状況とか、 そう いった実態については、当然把握できる立場に

あるんではないかというふうに私どもとしては考えてい るわけでございます。

今、御質問の趣旨は、利用者団体として請願その他でも って出されたクゃループの代表

がですね、直接参加していないんじゃないかということがまず、御質問の御趣旨だと思

いますけれども、私どもとしては、 これは懇談会は懇談会といたしまして、 既に出発を

させていただいて、とれから具体的な審議に入っていただくわけでございますけれども、

私どもとして、それですべて終わりとい うふ うには考えており ませんで、必要な場合に

は、この中に、公会堂に関して意見をお持ちになっているグループ等の意見を聞く機会

は、私どもとしても設けることについてはやぶさかではないというふうに考えて、でき

るだけ市民の意見がいろんな形でその建設過程で反映をするように、私どもしても最大

の努力はしていきたいとい うふ うに考えてい ます。

0議長(小山良悟君)

025番(古賀俊昭君)

古賀俊昭君。

くどくなって恐縮なんですが、文教委員会で採択をされた請願、

0議長(小山良悟君)

025番(古賀俊昭君)

古賀俊昭君。

ここではっき り、あと 1名か 2名、枠を拡大することについて

1" (仮称)浅川公会堂についての請願j、これがことしの 6月26日、この本会議場で採

択をされております。その内容は、浅川公会堂の中に公民館をまず併設をしてもらいた

い、ということと、この当該懇談会に、この公民館利用者の代表を参加させてください、

という請願になっているわけですね。で、これは既に今申しましたように、採択済み。

ところが、この会の皆さんが市長とお会いをして、じゃ懇談会にも入っていただきま

しょう、という お話があったそうなんですけれど、加わっていない。 しかし、まだ審議

中の文教委員会にとどまっております子供劇場並びに婦人セ γターの皆さんから出され

ている請願の関係者の人たちは、ここに入っている。ここがやっぱり、先ほど名古屋議

員がお聞きになったポイントだと思うんですね。神田さんという方が、公運審のメンバー

で、 公民館の方の代表というととに今、助役の答弁ではなって くると思うんですが、公

考えてみます、とおっしゃれば、もうこれは一件落着なんですよ。しかし、 意見は聞き

ますというんじ ゃ、委員として入れないということが前提になっていると思う んですね。

なぜ神田さんなんですか、 公運審の中で。なぜ神田さんがいいんですか。よかっ たんで

すか。公運審にはほかにもた くさん、女性もいらっし ゃる し、私どももいる わけです。

何ゆえに神田さんになったわけですか。

0議長(小山良悟君)

O助役(砂川雄一君)

助役。

それぞれですね、今、委員を御委嘱申し上げた方々については、

それぞれの関係分野で、それぞれ最も適切な方だという判断で、選ばせていただいたわけ
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でございます。

O議長(小山良悟君)

025番(古賀俊昭君)

古賀俊昭君。

別に、神田さんが私は、個人的にどうのこうのと云々言ってい

るわけじゃないんです。公運審の方から出ていただいたとおっしゃるけれども、しかし、

公運審のだれも知らなかったわけで、すO 御本人以外は知らなかったわけです。しかも公

民館のいろいろな活動をなさっている皆さんの方にも、わざわざお会いしてですよ、市

長に。そこで参加をぜひ、請願も採択されている背景もあるから、加えてもらいたいと

いうことを重ねて要望して、市長もそれらしいことは言っておきながら、そこの皆さん

を委員にも加えないというのはおかしいじゃないですか、どう考えても。もう一度、 1

名か 2名ふやしてもいし、んじゃないですか、より広範に市民の意見を開くというなら。

そのくらいの英断はあってし、いと思いますね。どうでしょう。

O議長(小山良悟君) 助役。

0助役(砂川雄一君) 先ほど申し上げましたように、私どもとしては、市民の意見を

聞く機会は、積極的に別の形でも設けて、意見を反映する場所なり機会があれば、積極

的に設けていきたいと考えております。御理解賜りたいというふうに思いますo

0議長(小山良悟君) 古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) 絶対、御理解できませんね。どう考えてもおかしいでしょう。

一方の請願関係者の方は、ちゃんとここに加えてもらって、もっと以前からこの活動に

参加をして、この活動というのは、浅川公会堂の建設に向けていろんなことを討議して

考え、そして請願活動に及んだ人については、どなたということではなくても、その会

に対して、どなたか 1人お出し くださいというような投げかけがあってもいし、んじゃな

いでしょうか。で、公運審の方からの方は、公運審はこの当該、神田さん以外はだれも

知らないんです、選ばれたということを。こういう選び方が私は、民主的だとか住民参

加だということで、市長がかねておっしゃることと、全くこれ相反することだと思いま

すので、これだけ議会の方から指摘があれば、やはり柔軟に対応して私はいし、んじゃな

いかと思いますけれどね。¥

O議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君)

O議長(小山良悟君)

025番(古賀俊昭君)

柔軟な対応は結構でございます。

古賀俊昭君。

市長のその柔軟な対応というのが、どういう範囲までを指すの

かわかりませんが、私の言わんとしたところはよく御理解いただいと思いますので、今

F
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後、市の方が懇談会に対しいろいろな諮問を行つでいくわけですが、その中で、ひとつ

委員の皆さんも含めて、今の市長の答弁をひとつ踏襲をしていただいて、そういった前

提が整って、審議を進めていっていただきたいと思います。

とりあえず終わりにします。

0議長(小山良悟君) 土方尚功君。

06番(土方尚功君) 今、古賀さんの関連の中から、ほとんど私も意図するところを

っかんだわけですけれども、ただ、たまたま私と夏井さん、先ほど、この会に入ってい

るというような中で、状況については省略しますけれども、そのとき申し上げてあった

ことを再度、この場で言っておきたいと思います。というのは、今、増員の関係であり

ますけれども、この表を見て、それぞれの議員さんもわかるかと思いますが、私と夏井

さんは、議会の立場ということで出た。そして、それぞれのそういう団体なんですけれ

ども、やはり広域的に使われる施設であれ、要するに地元の宮地域あたりの人たちとい

いますか、そこら辺を網羅した人が出てないんじゃないかということを、この会議でも

一一夏井さんは、今要するに、名古屋さんなり古賀さんなりのお話がありました、その

請願者ということでの申し出で、 1人増にするべきだろう。私は、地元のそういった、

いろいろこれから建設に当たったり何かする部分もあるし、 そうい った意味で、地元の

人を 1人入れるべきだ。そして12名というよう なこ とでやるべきだろうという ことを、

この会でも発言をしております。

ですから、前段の部分は皆さんも承知されたと思いますけれども、そういった意味で、

ぜひ地元の方を 1人入れてほしい。で、その結果の ところでは、やはり結論は出ており

ませんでした。今後、次回に向けた段階で、考慮、をするというよ うな雰囲気で、その場は

とまっておりますので、あと、この素案も今提出を求めましたけれども、これもこの程

度の内容での説明で、あとは現地調査をした。こんな状況でありますので、あえて発言

の機会を得て、私の方の地元からもう 1人、そんなことを今、柔軟な対応で結構だ、と

いう市長の発言がありましたけれども、ぜひ、地元のその近くの方を選出をいただくよ

うに対応方をお願いしたい。

一応、関連の質問、終わります。(1"関連」と呼ぶ者あり)

O議長(小山良悟君) 夏井明男君。

022番(夏井明男君) 今、懇談会の委員の方の選出のあり方についての議論があった

わけですが、一番大事な点は、各種委員会の中で、懇談会の中の人選のあり方について

は、その請願者を中心とする方たちの意見も聞く必要は十分あります、ということは答
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弁されております。これは議事録を見ていただければ、明快な答弁として出ているわけ

で、す。そういう背景を踏まえまして、各請願の相反する請願の方の発言の機会を十分に

反映をさせます、その懇談会の中に入れます、というふうな答弁をされている背景が実

はあるわけです。これは議会に対する約束なわけで、すo この約束はやはり、公の場でそ

ういうふうに話をされているんですから、それを踏まえてやらなければ、私は行政に対

する市民の方の不信になるだろうと。これは非常に怖いことで、先ほど名古屋先生がおっ

しゃったような根本的な問題に触れるということで、それは特に注意していただきたい

というふうに思います。

さらに、もっと厳しい話は、私もこの懇談会の席に出させてもらったんですが、その

前に一般質問で私なりの、浅川の生涯学習を含めた複合施設をつくるという、その流れ

の浅川施設についての話を一般質問で提出させてもらったんですが、その後に、懇談会

の委員会に出席をさせてもらったんですけれども、そのときに、今お手元の方に配られ

ております「浅川公会堂建設計画素案j ということで、私も見させていただきました。

これを見ますと、根本的にわからないことが出ております。

というのは、要するに600にこだわってどうなのかという議論が、随分いろんな角度

からなされまして、市の方でもそういうふうな対応をやっていきたいと思います、それ

は懇談会の中で十分検討させていただく、という話もあったわけです。文教委員会の中

でも、 600取ると、果たして生涯学習を含めた複合施設が実際にできるのかどうかとい

うことが、やはり議論になったわけです。で、 600席にこだわらない複合施設的なもの

を十分検討してつくっていただきたいという請願は、採択をされました。これは全会一

致で附帯意見の中でも、 「特に600にこだわることはない」というふうな意見まで添え

て本会議で全会一致、採択を見ているわけです。

その背景を見ますと、当然、この懇談会に提出されるたたき台だと思いますけれども、

そういうものは、こういうふうな内容では、私はその懇談会に提出される内容としては、

根本的に違うんではないかというふうに思ったわけです。

特に、施設の内容というところで、具体的な記述があります。ホールを600席前後と

するとか、楽屋とか集会・会議室、管理事務所、ロビー、保育室と。なお、可能であれ

ば次の余裕を確保するということですが、再三、いろんな方から答弁をいただいてます

が、矛盾のある答弁もいただいてます。文教委員会の中でも名古屋委員の方から、要す

るに妥協案とし、し、ますか、 600的なものという構想、も生かしながら、さらに移動式とい

いますか、そういうことで検討できるんではないかということで提案もあったわけです
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が、それについても十分検討したいということで、来ております。

で、相反する請願がその後出されて、しかし、文教委員会としても、相反する請願で

あるため、その辺を議会の意思として不統一の対応ではいけないんではないかというこ

とで、継続になった経緯があります。

そういうことを踏まえますと、今回、人選の問題についても、私は非常に、フェアで

はなかったと思います。この建設計画の素案の内容につきましでも、この懇談会に出さ

れる内容としては、不十分ではないか。要するに、議会の意思とは全く違うものが出て

きているというのが、私の実感であります。

私も懇談会に出席をしていて、次の懇談会のときに、どういうふうにしたらいいのか。

ほとんどの委員の方は、この600席ありきということを前提にして、中の細部について

のことを検討するんだろうという、そういう形で出席をされております。ですから私は、

600席ありきということで参加をしておりませんので、その辺、ほかの懇談会に出席を

されている委員の方に、どういうふうに説明をしていいのか、その辺が非常に矛盾を感

じております。この辺は非常に私は、行政としては非常に無責任ではないかというふう

に思います。懇談会の性格の内容からして、そういうことまで託されるのかどうかとい

うことまで、私は恐らく行政としては、十分検討した上で、出されなければいけないの

を、そのまま出されている。むしろ混乱を招くだけではないかということを非常に危倶

をいたしております。

私も一般質問でお話をさせていただく予定でしたが、今関連で質問をさせていただき

ましたが、この辺、どういうふうにお考えなのか、御答弁いただきたいと思います。

0議長(小山良悟君) 助役。

0助役(砂川雄一君) ただいまの御質問についてお答えをしたいと思います。

ただいま御質問ありましたように、この問題については、請願その他でいろいろな経

緯も今まであって、議会でもいろんな御意見が出されたことは、私どもとしても十分承

知しておりますが、そういったものをもちろん当然踏まえるわけですが、最初の段階で

私どもとしては、基本的に私どもが考えております柱の部分とし巾、ますかね、中心にな

る部分だけについてはまずお示しをして、御議論をいただかなけりゃならなし、。そうい

う形で素案をごく粗い形でつくってございまして、それについては、今後、懇談会での

いろんな多様な御審議を踏まえて、その辺のところについては充実を図って、最終的な

形をつくっていきたいというふうに私どもは考えて、あくまでも、今おっしゃってまし

たけれども、要するにたたき台で、素案という形でございますので、その辺については
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十分に御意見を承りながら、内容を充実のあるものにしていきたいというふうに考えて

おります。

0議長(小山良悟君) 夏井明男君。

022番(夏井明男君) 今のお話は非常に大事な話で、確認をさせていただきますが、

助役のお話ですと、先ほどからも答弁があるとおり、委員会、議会の質疑応答も十分そ

しゃくをして、それを取り入れて進めてます、という話の延長線からいたしますと、今

の話は非常に納得がし、く話です。

で、ここにある、ここに出されてます、 600とかそういうことは、一つの案だという

ことですから、要するに当初、平成元年に浅川のあそこの敷地を取得したときの取得目

的、いわゆる生涯学習のために複合施設の用地として確保しました、という流れからい

きますと、 600ということにはこだわっていない。これは一つの素案です。たたき台で

すから、これについては、皆さんがさまざまな市民の方の要望を聞いて、十分検討して

いただいて結構で、ございますと、こういうふうに今、私は答弁の中で理解したわけです

が、それでよろしいですか。

0議長(小山良悟君) 助役。

0助役(砂川雄一君) 前に御議論をいただいた過程でも、例えば、あそこに確保ので

きております敷地の中に、どういった機能までが施設的に含めることができるのかどう

かという、かなり専門的な見地での検討もあわせて進めながら、なおかつ、市民の方の

利用の実態に合わせていくということが大事だというふうに考えておるわけでございま

して、その辺のところを今後、懇談会での御審議と並行しながら、専門的な見地での検

討も十分に行って、より充実した施設にしていきたいというふうに考えています。

0議長(小山良悟君) 夏井明男君。

022番(夏井明男君) そうしますと、ちょっとこれしつこくなっているのかもしれま

せんが、これは懇談会に参加されている委員の方の仕事の内容からしても、非常に密接

なことですからお尋ねしますが、今の延長線からいきますと、この懇談会というのは、

普通の懇談会とはちょっと違うと。要するに、計画の内容そのものについても入るわけ

ですから。従来の懇談会ですと、市の方で骨格をっくりまして、例えば、建物の色はど

うするとか、それから体の不自由な方のためのものがちょっと必要ではないかとか、火

事が起きたときは、後ろの方のあれはどうだろうかとか、そういうふうな設計をして、

その後、素人の判断にしても、いろんな目でさらされて、 ζ れで行きましようという、

これが私は従来、ほとんどの懇談会のあり方だというふうに見ているわけですけれどO
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今度の懇談会というのは、要するに600ということにはこだわってはいないで、要す

るにどういうふうなものをつくるのか、どういう市民の方のニーズがあるから、どうい

うふうにしていったらし巾、のかということで、そこまで入っていくわけですから、そう

しますと親切なやり方としては、 600というこれ一つの案だと思います。ですから、何

本か私はつくられて、出してですね、やる作業までもこの懇談会の性格としてはあると

思うんですね。そういうふうに思いますけれども、どうでしょうか。

0議長(小山良悟君) 助役。

0助役(砂川雄一君) 確かに懇談会にお示ししてありますものは、素案、たたき台と

しての素案でございますけれども、これはあくまで私どもはやはり、討議をお願いする

骨格はお示しをしているつもりでございますO ただ、そこに書いてある個々の部分につ

きましては、これから御審議いただく中で、内容をさらに一層充実したものにしていく

ということについては、私どもも、そういう考え方で懇談会での御審議はお願いしたい

というふうに考えているわけです。

以上です。

O議長(小山良悟君) 夏井明男君。

022番(夏井明男君) ちょっとまた話が変わっちゃったんですけれども、要するに懇

談会の委員の方の仕事の負担ということも考えますと、玉虫色的な答弁はちょっと許さ

れないので詰めますが、その骨格については示しているということなんで、すねO その骨

格の中身は何ですか、ちょっと答弁してください。骨格の中身は何ですか。

0議長(小山良悟君) 助役。

0助役(砂川雄一君) そこに書いてございますように、ホールとか楽屋、あるいは集

会機能の部分ですね。また、それに伴う附属的な施設というのは、この施設をつくる場

合の最低限整えるべき部分だというふうに考えて、たたき台としてお示しをしているわ

けでございます。

以上です。

O議長(小山良悟君) 夏井明男君。

022番(夏井明男君) そうしますと、今、ホール、楽屋ということが骨格だというお

話がありました。で、今までのさんざんの議論の中で、また請願の全会一致の採択の意

見の中で、それを踏まえますと、また用地取得の当初の目的の延長線からいきますと、

生涯学習のために複合施設をつくってまいります、という延長線から見ていきますと、

600ということにはこだわってない。例えば、それが300になっても200になっても、一
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ーホールで、すね一一200で、もし、し、わけですよ。 300でもし北、わけです。ホールで、すからねO

その後ろに楽屋的なものがあると。そういうふうに私は受け取っているわけですが、そ

れでよろしいですか。これは非常に大切なことですから、お聞きしますけれど。

0議長(小山良悟君) 助役。

0助役(砂川雄一君) そこで600席前後ということを括弧でですね、ホールの後につ

けてお示しをしてございますけれども、これは私どもが考えている標準的なサイズをそ

こに示しているというふうに御理解をいただきたし、というふうに思うわでございますo

今までホールとして日野市が持っておりますのは、御承知のとおり、市民会館の大ホー

ルと、それから七生公会堂のホールでございますので、そういった既存のホールとの関

係等も御審議をいただく際には、当然、参考にしていただけることになるだろうと私ど

も考えておりますし、また私どもとしては基本的には、その中間という形で、その標準

的な席数を規模としてお示しをしているということで、その点も含めまして御検討はい

ただくというふうに考えています。

0議長(小山良悟君) 市川資信君。

026番(市川資信君) 先ほどの私の質問に続きまして、質問を続けさせていただきま

すo

土方英世さんと市との覚書の資料をちょうだし、L、たしました。これを読みまして、大

変、さすがに土方英世さんだなあo まあ、御存じの方もいらっしゃるかもしれませんけ

れども、御子息さんは、市立病院の今、お医者きんをされておりますし、なおかつ、こ

の覚書の冒頭に、 「甲は、この土地に日野市高齢者総合福祉施設及び同医療施設等を建

設する」と、こううたわれております。そして、この面積たるや、 2万1，000平米余り、

大変広大な用地を日野市は思わぬときに、本当に天から降ってわいたような、宝物が授

かったんではなかろうかと、かように思うわけであります。崇高な理念のもとに決断さ

れました土方さんに、私は議員として心から尊敬の念を表明する次第でございます。

また一方、当地は第二桑園跡地であったわけですが、ただいまの浅川公会堂懇談会委

員の選任に当たっての市の対応を聞いておりますと、理事者といいますか、担当者のちょっ

とお粗末な対応に、次元が違い過ぎるな。夜、は、その為政者の長たるものは、常に森を

見ていていただきたい。 1木を見て森を見ざるがごとし」ということわざがありますが、

長は大局的な見地から、その川の流れ、道の行方に誤りがあるかないかというものをチェッ

クする者が、長たる長のゆえんであろうと、かように思うわけでありますo

したがし、まして、私はこれから市長に何点か質問をさせていただきますが、この 2万
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1，000平米余りの、あるいは条件っきとし、し、ますか、希望に沿うようにするためにお尋

ねしたいわけでございますけれども、去る11月の 1日号に市長は、南部に地域病院を、

と。その実現を図るために、という、 「まちをつくる市長室から」ということで文章が

つづられております。

ちょっと何行か読ませていただきますと、 「昭和62年 2月の広報この欄に、今回と同

じ題目でまちづくりの記事を公表しています。かねて市内の南部地域に、市民が安心で

きる規模の病院がほしいとの要望については、市が行った意識調査にも強いものがあり、

客観的な医療行政の面からも必要性が認められるので、その実現を図りたいところであ

りますJ。

中間はちょっと省略させていただきますが、真ん中辺にきて、 11 .市内の公的医療

体系を二眼レフ構造に展望し、多摩平を本院 (250床)、 高幡を分院 (200床)として位

置づける」 。その中で、 「議会筋には、新規に適地を求めて一点集中の解決を図れ、と

の意見もありますが、今日の土地事情のもとで、適地を確保できる見通しはなく、また、

巨額の二重投資は財政負担の上で不可能と判断しなければなりま せんj、こ うう たわれ

ているわけであります。

まだいっぱい、ほかのことも書いてあるわけですけれども、これは、かねてから市長

はこのようなことは言っておりましたが、先般の建設委員会におきましでも、このこと

を市長に私は、ちょっとアウトラインですが質問をし、抽象的な答弁でしたけれども、

私は私なりの理解を示したところであります。

その確認でございますが、まず 1点目の、市内の公的医療体系を二限レフ構造に展望

し、多摩平を本院、高幡を分院として位置づけるということについては、市立病院 2本

立てでし、くんだというふうに解釈して、私はしているわけですけれど、間違いないかど

うかの御答弁を、まずいただきたいと思います。

0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) そういう考えで、現在、一番具体化し得る方法だというふに

考えておりますO

O議長(小山良悟君) 市川資信君。

026番(市川資信君) では、分院としての位置づけであるという ことを確認させてい

ただきます。

もう、今さら私が説明するまででな く、ただいま 高幡の区画整理事業は着々と進行し

ているわけでありますけれども、御存じのように、全地主から、突如として降ってわい
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た病院建設構想、に、拒否反応を厳しく示しました。この市のたとえ病院建設の必要性は、

まことに私どもも市民も認めるけれども、もう減歩も仮換地も決定し、事業がどんどん

進行しているときに、ある日突然、急転、あらしのようなにわか雨が降ってきたことに

対して、これには協力できない という請願書が議会に出されているわけであります。

市の構想、は、もう一度ここで申し上げますが、日野保健所の隣接地に約2，000坪の用

地を確保して、そこに200床の病院を建設するんだということでありますが、聞くとこ

ろによれば、大体南側の用地と等価交換をしなくとも、 2，000坪の市有地は確保できた

という見通しができたということを、灰聞ですが聞いたわけでございますが、それに間

違いないかどうか、お答えいただきたいと思います。

0議長(小山良悟君) 都市整備部長。

0都市整備部長(前田雅夫君) お答えをいたします。

高幡土地区画整理区域内の市有地、それから保留地の面積でございますが、まず市有

地でございますが、これ南北合わせま して、一部公社用地が含みますけれども、 5，742

平方メートルでございますO これは換地後の面積でございます。このうち、線路の北側

にございます面積が、 5，050平方メート ルでございます。それから京王線の南側に、駅

の南になりますけれども、692平方メート ルございます。それから、さらに保留地でご

ざいますが、全体では3，008平方メートルございます。そのうち、京王線の北側に2，835

平方メートル、南側に173平方メートルございます。

したがって、この市有地の線路北側の5，050と、それから保留地の線路北側に2，835ご

ざいますので、すべてが集合換地が可能ということじゃございませんけれども、地域の

権利者の御協力をいただければ、市が計画しております2，000坪 (6，500平方メートル)

程度の用地の確保は可能だということでございます。

0議長(小山良悟君) 市川資信君。

026番(市川資信君) ただいま、都市整備部長のお答えによりますと、もう既に恐ら

く遺産相続で市に売却されたという話も、私ども、承っております。そういった用地等

を順次確保しながら、既に2，000坪の用地ができてたということを聞いております。

しかし、私がこ こでお聞きしたいのは、高幡の200床に対するいわゆる約2，000坪、ちょ

うどその ぐらいの用地でございますが、あるいはまた、本院である多摩平の病院の建設

計画250床についても、今本当に現在162ベッ ドの中でも、通路の狭隆、あるいは近代医

療機器施設の導入に困難を、支障を来しておる。ましてや、現在市の進めている高幡区

画整理事業地内の南部病院の分院としての位置づけについて、用地の見通しはついたも
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のの、地主さんがこれだけ拒否反応している中で、集中換地の見通し、可能性というも

のはどのように見ているのかどうか。その d点についてお答えいただきたいと思います。

集合換地です。

0議長(小山良悟君) 都市整備部長。

0都市整備部長(前田雅夫君) 御承知のよう に、こ の高幡の区画整理に関しましては、

現在、 2件の請願が出されております。一つは病院に関する もの、一つは高幡不動駅南

口のこれからのまちづくり 、ないしは現在テナントとして入っております商広の方が、

これからどう いう区画整理のかかわ り合いを持ち、事業が進行するかとし、う、その辺の

2点あるわけでございます。

地元の権利者は、ある意味では、こ の請願が出ておりますので、こ の請願の審議経過

を見てということが一つ、 1点ございます。

それからあと一つは、請願の中にもございますけれども、当初から区画整理の中で良

好な住宅地をっくりまして、 それぞれの権利者が住宅供給をする、そう いうもくろみを

持っていたわけでございまして、その中に市有地の集合換地と し、し、ますのは、なかなか

抵抗がある、いわゆる問題があると いうこと で、現時点では御了解がし、ただけないわけ

でございます。今後、この集合換地につき ましては、審議会の御理解なり 、あるいは関

係権利者の了解なり御協力がなければできないわけでございま して、 今後、その努力を

する。それ以外に方法はないわけでございます。若干地元で感情的な面もございますの

で、少 し冷却期間をおいているというのが実情でございます。

0議長(小山良悟君) 市川資信君。

026番(市川資信君) 私は冒頭に、先ほどの市長の行政報告の中のこの土方英世さん

の用地の市への売却、あるいは貸与等について、質問 しているわけでございますが、そ

れに関連して、この巨大といし、ますか、まことに一極集中したこのような用地を確保す

るということは、今後とも日野市にと って不可能に近いような出来事がここで生じたわ

けでありまして、この点について、さらに質問を続けていきたいんですけれども、例え

ば、現在、市立病院の所に目いっぱいの250床の増設をした場合、 そして高幡に約2，000

坪の用地が集合換地が成功したといったときに、 200床ベッドとして何台ぐ らいのまず

駐車場が確保できるのかどうか、その見通しについて、 ちょっと お答えいただきたいん

ですが。

0議長(小山良悟君) 病院事務長。

0病院事務長(大崎茂男君) お答えいたします。
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多摩平の現在あるところに、 250の病院をつくった場合の駐車場でございますけれど

も、現在の敷地の範囲でありますと、現在、今日、 70台ほど置いてございますけれども、

建物が250ベッドになりますと大きくなりますので、その分、駐車場は制限されてくる

と思います。したがし、まして、地下を利用するようになろうかと思いますが、 80から10

0ぐらいの地下駐車場、それと地上での駐車が40台ぐらいになろうかと思います。

また高幡地域につきましでも、 2，000坪と仮定するといたしまして、 2，000坪の中の20

0ベッドということになりますと、用途地域が同じような 2種住居専用地域といたしま

して、多摩平よりは若干駐車場はふえる形になろうかと思いますO

0議長(小山良悟君) 市川資信君。

026番(市川資信君) ただいま病院事務長から、多摩平、あるいは高幡の病院計画に

ついてa駐車場等の見通しの概略を御説明していただいたわけですが、市長、それを聞い

ておって、少なくとも、私はかねてからこの南部地域、日野市全体の医療計画体系とい

うものを早期に打ち立てるべきであるということを自来、主張し;続けてきて、そして本

当に現況の日野市の医療体系のお粗末さというものの恐ろしさというものを常々指摘し

てきたわけでありますけれども、そういった中で、せっかく市長が乗り出して、やるん

だといったこの計画に対して、さまざまな憶測、風間、あるいは市民からの、特に区画

整理地域内における地権者からの今日のこの拒否反応を見るときに、思い切って私はこ

の際、少なくとも駐車場を今の数値で問いただけでも、今、市立病院に通院されている

方々、朝行って遅い人は午後 2時、 3時、 4時に帰る人も出てくる。それで、外ヘ出て見

たら、違法駐車で張り上げしてあったと。 うかうか駐車もできないという現況の中で、

付近からも苦情が絶えない。この際、この市立病院の建設計画を第二桑園跡地2万1，27

9平方メートルの土方英世さんのこの用地に思い切って建てかえ計画を変更されるよう

な英断が市長にあるのかどうか。

先ほど聞くと、とりあえず一部老人福祉、老人ホームのようなものをつくりたい、当

初。この覚書によれば、総合福祉施設及び同医療施設等の建設にするということがうた

われていることでもあり ます。地主さんの意思というか、要望にもかなうわけでありま

して、私は大変結構なお話ではなかろうかと思うのでありますが、市長の見解をお聞き

いたします。

0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 今、直ちに全貌を明 らかにするということは、もう少し時間

をかけ、検討した上で最善の判断はしたいと思っております。土方英世さんのお約束い
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ただきます土地は、ちょうど日野市がこれから高齢化社会に入っていって、まだ特養ホー

ム、あるいは老人ホーム、あるいは中間施設、また老人の福祉施設等が必ず必要になっ

てくる、そういう時代に向かつての見通しもございますので、覚書の中にもはっきりと

そのことをうたっていると、こういう御理解の関係であります。

それから、いわゆる市立病院の計画につきましては、今までいろいろ御議論をいただ

いておりますが、南部にもやっぱり均てんできるとい うこととあわせ考えて、今考えて

おる高幡の区画整理地域に分院用地を確保する。そして、分院的な位置づけで将来の二

眼レフ構造を、より機能化してい くということに 目標を置きたいと、このように考えて

おります。

0議長(小山良悟君)

026番(市川資信君)

市川資信君。

市長の今の答弁ですと、 土方英世さんの今回の提供された用地

は、老人福祉関係の病院、あるいはそれに類するものと いうふう な計画で、市立病院の

建てかえ計画については持つてない。これはまた違う次元なんだ。高幡は高幡であ くま

でもやるんだと、 こういうような考えだ と解釈できるんですが、それでよろしのかどう

か、ち ょっ と確認だけさせてくださ L、。

0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 御理解をいただきなが ら、そのよ うな方向で、 どちら も両立

できるように図って、いかせていただきたい、こ う考えており ます。

0議長(小山良悟君) 市川資信君。

026番(市川資信君) 私が先ほどお話申 し上げました、いろんな病院経営については、

問題点があろうかと思いますが、とにかく今日、 一番大切な こと は、近代医療機器の施

設の充実設置ということはもう論をまたないわけであ りますが、それも緊急に建てなけ

ればならない、つくらなければならないという中で、やはり駐車場ということが一番の

問題点になってくるんではなかろうか。

先般も日野市議会の市立病院対策特別委員会、青梅市立病院を、 500床ベッドをつぶ

さに視察 してまいりました。委員長を初め病院事務長、本当に懇切丁寧な御説明をいた

だく中で、あの中に500ベッドに500台の駐車場を確保しておる。 1ベッド当たり 1台と

いう a駐車場が一つの基準になっておる、というようなことを指摘されました。

そういったことを考えると、今の市立病院のいわゆる250ベッド構想、あるいは高幡

における南部病院の建設計画構想、については、およそそれらのこれからの病院経営に対

する市の取り組む姿勢の基本的なものは、やはりある程度請われているんじゃなかろう
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か。

そういうことを考えると、この際、思い切って将来展望の中で、確かに高幡の場合に

は、多摩平に行くといっても、交通が非常に不便なために、南部地域については不便な

場所でもありますから、利用される方にとっては大変喜ばれることは受け合いでござい

ますが、今回の土方英世さんの第二桑園の用地も、やがては御存じのように、モノレー

ルがすぐ近くを、停留所があるわけでありますし、なおかつ、以前の都市計画道路2・2・

11ですか、今度新しい何か記号に変わったそうですけれども、 22メーター拡幅等図り、

なおかつ、現在万願寺区画整理事業が着々と進んでいることを勘案すれば、あの第二桑

園跡地も、恐らく数年のうちに見違える町並みに展望してくるんではなかろうかと、想

像するわけです。

そういった中で、やはり私は、百年の計を打ち立てるためにも、また土方英世さんの

今回の崇高な理念に報いるためにも、さぞ喜ばれるんではなかろうかと思うわけですが、

その決意のほどですね、市長の。あいまいじゃなくて、先ほど私は、市長に苦言を呈す

るわけじゃないんですけれども、やはり一城の主というものは、少し、私から言わせれ

ば、木を見過ぎているかなo 全体の森、山を見ていただいて、その流れの行く末を見き

わめる長期計画の中にポイントを置くべきであるというふうに思うわけですが、市長、

いかがでしょうか。

0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) おっしゃるよ うに私も森を見、山を見て判断をいたしており

ますので、市民に一番、日野市の将来のためにこたえる方法として、考えているもので

あることをお答えとしておきます。

0議長(小山良悟君) 市J1I資信君。

026番(市川資信君) 大変市長、結構な御答弁いただいてありがとうございます。

市長は一一森田さんは、市長に就任して18年になろうとしております。長期計画をす

らつくったものは、 2年前じゃないですか。我々議会で市長に、なぜ長期計画を持たな

いんだ。長期計画を立てた上で将来計画をつくるべきであるということを、口を酸っぱ

く言い続けて、やっとできた。 病院だって市長、そうではないで、すか。あなたが市長に

18年間いて、市立病院のベッドをわずか20床 しか増床してない。 1万人に70ベッドが必

要だということを再三、この議場を通じて申し上げて、指摘をしてきた中で、あります。

それを「常に高い見地から、山を見、森を見て進めてきたつもりであります」。そうい

う白々しい答弁が、余りにもこの問題については、私には納得のできない答弁でありま
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がゆえに議会でわざわざ「市立病院対策特別委員会」を設置して、車の両輪としてで

も市民サイドに立っていこうということでスタートしたのが、現実の姿ではありません

か。ただいまの私の指摘に対して、市長はどのようなお答えをいただけるか御答弁いた

だきます。

0議長(小山良悟君)

0市長(森田喜美男君)

市長。

努めて謙虚に判断をしていきたいと、こう考えております。

黒川重憲君。0議長(小山良悟君)

023番(黒川重憲君) 長沢教育長、あなたの最近の言動を見るにつけ、私は今、激し

い憤りを感じている一人であります。

この問題は、去る11月 2日の臨時議会において、長沢教育長辞任を求める緊急質問と

して取り上げる予定でありました。諸般の事情により、 今日まで延びたとこ ろでありま

す。もはやあなたには、教育長として日野市の教育行政を任せてお くわけにはいかない

と判断をいたしました。どうか静かに日野市を去っていただきたい。かよう に思 うとこ

ろであります。

私たちは、あなたを再任したのは、やはり間違いであっ た。再任すべきではなかった

と、深くを反省をし、後悔をしているところであり ますO

なぜ、教育長人事がなかなか決定を見なかったのか。既に御案内の ように、過去の議

会において、無断欠席による議会軽視として本人の陳謝の問題、あ るいはわずか 1日足

らずで辞意を撤回したその真相、そのいきさつ、 また極めて異例とも言える「教育長自

己けん責を求める決議」が可決をされた経過を踏まえ、どうしても私たちは、教育長人

事に慎重にならざるを得なかったのであります。

そうしているやさきに、何か本を出版するんではないか。こういううわさが流れまし

た。自分が再任されるかどうか、その教育長人事が混迷しているときに、ここで本を出

すことはないであろう。議会と非常に深いかかわりのある回想録のようなものである。

いま少し出版は見合わせた方が賢明である。まして回想録などというのは、本人がその

職を離れて、後に過ぎ去ったことを思い起こし、昔のことを振り返りながら書く、これ

が世間一般の常識、，回想録と言われるものであります。

私は何も、あなたの言論出版の自由を束縛するつもりはありませんが、現職の教育長

を在職中に、回想録はないだろう。しかも本会議場や、あるいは委員会審議の生々しい

赤裸々な描写が随所にあらわれてくる表現をされている。なおさらのことである。市長
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にもはっきりと、教育長再任はお断りしよう、この決意でおりました。

果たせるかな、この出版を心配をした、憂慮、した特別職の方や、何人かの複数の管理

職の方々が、あなたに電話をしたり、あるいはあなたの自宅にまで伺って、もう少し見

合わせた方がいいんではないか、このように忠告をし、助言をしたはずです。そして、

あなたはその方々に、もう 少 し出版を見合わせるとの約束をしたはす.で、す。それ以前に、

もしこの教育長人事以前に出版されているならば、私たちは少なくとも、あなたを同意

することは全くなかったと、はっきりと申し上げておきたいのであります。

私は、あなたがこの約束をして、はっきりした、とこういう報告を受け、そして教育

長再任の決意をしたのであります。

ところが、 10月の中旬に、ど うも本を出版したらしいとの話を聞きました。まさかう

そだろう。そんなはずはない。耳を疑いました。そして、本をあちこち探しました。やっ

ぱりあるではありませんか。私は、唖然といたしました。それも教育長に再任をされた

すぐ直後に、公私の区別もな く、再任されたなら、もうどうにでもなれ。しかも議会に

この配付をことわられるや、個々に本を送ってきた。まさに私ども議員に挑戦状をたた

きつけてきたかのような振る舞いとしか言いようがありません。

-自分の言動に責任のーかけらもない、まさに開き直った態度は、人間としても、教育

者としても、既に失格と言わざるを得ないのであります。どうか、静かに市役所を去っ

ていただきたいと思います。もし、所感があれば伺います。

0議長(小山良悟君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) ただいま黒川議員さんの方からお話のありましたその内容に

つきまして、私として釈明 させていただきたいと思います。

確かに 8月 3日の目でしたか、私の教育長人事が議会にかけられる。そういう事前の

時点、で、市の幹部職員の方から電話を受け、また私の自宅の方へも訪ねてきてくださっ

て、出版を見合わせたら どうだというよ うな話を受けたことは、率直にそのとおりでご

ざいます。

で、実は私、この問題につきまして、私自身、 1期目のときもそうでございますけれ

ど、 教育長の任期というものにつきまして、4年という限定された任期がある。その聞

に取 り組んでまい りました教育上の問題点につきましては、私自身の一応まとめという

ことも含めまして、出 してい くのが教育長と しての一つの責任の取り方ではないかと い

うことで、第 1期目が終わったときにも、 「教育のうねり」というような形で第 1期目

のその総括をしたわけでございます。第 2期目が終わった時点の中でも、やはり同じよ
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うな形での対応をとりたいと、そういうように考えておりました。

率直に申し上げまして、市からそういう話を受ける前に、私自身といたしましては、

第2期目が終わった直後の 7月の中旬に、立川のけやき出版という出版会社と契約をし

て、その前に一応原稿そのものはでき上がっていたわけでございますけれど、そのまん

ま自分のところに保管しておりましたその原稿を、 40入学級の問題だけにつきましては、

けやき出版という出版社を通して出してし、く 、こうい うような手続をと り、その中で、

7月中旬の契約なので、でき上がるのが10月中旬にな るとい うこ とで、作業が進んでい

たわけでございます。

確かにお話を聞いたのは、 8月の上旬ですね。私のその教育長としての議案が議会に

かけられるという直前に、そういうお話が議会筋からも 出ているということをお聞き し

たので、私自身としては、とにか く10月中旬には出版と いうような運びになっ ていると

いうことは、その方々にもはっきりと お話を して きた次第で、ございます。で、 「教育の

うねり」の第 2集の中にも、 若干その ことについても触れまして、 この第 2集とあわせ

て今回出版します 140人学級騒動記Jという表題の回想録についても、ぜひ御批判、御

叱声をお寄せいただけたら幸いです、 というような前書きを書いて、第 2集の「教育の

うねり」を出したと、そんなような状況もござい ました。

私自身、回想録を出す時点の中で、率直に申し上げまして、 私自身も 、教育長 8年間

の中に在任期間中を通しての、当然議員の皆さん方も御承知の ように、一番大きな問題

として取り上げられたということは事実でありまして、その中身の問題につき ましては、

私は決してそのことによって議会を誹誘する とか、 ある いはだれを中傷するとか、そん

な気持ちは毛頭なくて、それぞれの立場の方が、 それぞれの角度から日野市の教育とい

うものを、いろんな角度から心配し、 議論 してくださ ったその内容を、どうしても記録

として残 しておきたかったということも、確かに私の気持ちの中にはございましたし、

そういう状況の中で、今黒川議員さんの方からおっしゃられたように、回想録という の

は、一応その立場を離れてから出す性格のものであ るというその御意見、これももう十

分わかります。わかりますけれど、先ほど申し上げましたよ うに、 私自身としては教育

長の任期というものを、 1期 1期とい う形でとらえながら、 その期間を取り組みに私自

身、どう いう姿で取り組んだかということを知っていただく 、また全国の方々にも、日

野市のこの教育の活力とし、し、ますか、それぞれの立場で取り組んだ経過というものを知っ

ていただきたい、とそういういような意味も含めて出版 したというこ とで、日野市内だ

けを対象にした内容でなかったも のですから、今言っ たように、特にけやき出版という
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ような出版社を通してお願いしたと、そのような次第なのでございます。

O議長(小山良悟君) 黒川重憲君。

023番(黒川重憲君) 本に対する私の感想、と、何点か気になる箇所を申し上げておき

たいと思います。

まず、先ほど申し上げましたとおり、いわゆる回想録というものは、自分がその職を

離れた後に昔のことを振り返り、思い出して、そ して過ぎ去ったことを思い起こし、書

くのが一般のいわゆる回想録である。それを在任中に書くというのが回想録ということ

は、私は決しであり得ない。不的確である。この点をまず指摘をしておきたいと思いま

す。

37ページに、各会派から出ている文教委員も、傍聴者のあ ることで、議員心理を刺激

され、ふだんよりも活発な質疑応答が展開されていった。各委員は、先を競うがの ごと

く、という文章がございます。

同じように183ページにも、同じような文章が載っているわけでございますが、議員

が、傍聴者がいれば手を挙げて質問をする。なければ全然質問をしないようなこう いう

表現は、まことに失礼千万と言わざるを得ないのであります。私たちは、傍聴者がし、る

とか、いないとか関係な く、まじめに審議をしているということを申し上げておきます。

159ページには、あなたが都議会議員の質問の議事録を見ているくだりがございます。

質問者が公明党議員であるところから、日野市議会の会派構成を考えたとき、 「変形40

人学級Jの実現に対し、絶望的認識を持つとともに一一云々 とある。まことに事実誤認

のけしからん文章であると言わざるを得ませんO 公党に対しても、認識不足も甚だしい

と言わざるを得ないのであり ます。

この文章を見ますと、公明党が当初から、この「変形40人学級Jに反対をして、実現

不可能にするために都議会にまで働きかけたような、こういう錯覚をしてしまう 。ここ

までに至る経過は、この底辺は、既に日野市単独で解決でき得る問題ではなくなってき

ていた。そこで、私たち会派としても、何とか東京都に働きをかけて、打開策を講じて

いただきたい、こういう気持ちから都議会議員にお願いをしているんですO それを、 質

問したのが、取り上げたのが公明党の都議会議員であるから、もう既にこれはだめになっ

てしまったかのよ うな表現。 日野市の会派構成を考える と、絶望的な認識を持つ。全く

事実を知らない作文と言わざるを得ないのであります。

177ページには、久しぶりに議会の拘束から開放された、ほっとできる土曜日であっ

た、とある。議会では、 あなたを拘束しているつもりは全くありません。今までも拘束
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をしたことは一切ない。どうぞ、ひとつ御自由になっていただきたし、。議会は、ここに

いる皆さん方を、お一人お一人を拘束する場所ではありませんO 常に議会があれば、こ

の議会に縛られている、拘束されているんだというこういう考え方は、まことに理解に

苦 しむわけです。あなたは教育長としてその任にあ るがために、教育長の選任を、信任

を受けたために、その職務を全うせんがために、 この場にい るんじ ゃないで、すか。拘束

などというこ とは、全くもってのほかの ことであると指摘を しておきます。

207ページ には、恩讐の彼方の思い出として、 教育長の胸にだけ生きつづける問題な

のであったと、 こう出ております。そのと おりにあなたお一人の胸にしま っておけば、

こんな問題にならなかったんです、 何 も。恩、讐の彼方一一一恩讐という意味、私、よくわ

かりませんで した。広辞苑によりま すと、 情けとあだ。例解新国語辞典によりますと、

人から受けた情けと恨み。現代国語例解辞典によりますと 、思と恨み。単に恨みの意で

用いるこ ともあると、このよ うに出てお ります。

ですから、一般的には、 思よりも 、どうも讐の方、そちらの方にウェ ー トがやや重い

ようである。菊池 寛の小説に 「恩讐の彼方」という 言葉が出てまいります。恐ら くあ

なたは、どうもこの菊池 寛の小説から、この「恩讐の彼方」と いうものを引用 したん

ではないかと思います。

そして248ページには、その「思讐の彼方Jに対して、 「恩讐の彼岸」と いう言葉を

使っております。この「彼岸Jというのは、 「暑さ寒さも彼岸までJのこの彼岸という

字でございます。向う側の岸とい うこ とが辞書に出てお りました。仏教では、悟りの境

界に至る。文豪・菊池 寛の小説に対抗して作家 ・長沢三郎が、 「恩讐の彼岸」という

言葉を、 自分の創作語として 「恩讐の彼岸」と いうことを使ったんでしょうか。いよい

よ全くわからない。このよ うに指摘を しておきます。

211ペー ジには、辞任の決意、を固め、 元教育委員長のも とにあいさつに行ったくだり

がございます。先生がおられれば、 議会も遠慮を し、 こんなことにはならなかったかも

しれません。一体、どうしてこの、 こう いう議会に遠慮などという言葉がどうして出て

くるのか、私は全 く不思議でな らないんですム私たち市議会議員が、一体だれに遠慮、し

て審議をしているんですか。いまだかつて、だれかに遠慮、をして、この議場で審議をし

たことなどまだ一度 もない。 いまだかつて一度もない。一体、日野市議会議員を、あな

たは何だと思っているんですか。 (rそうだ」と呼ぶ者あり)議員の議会の見識を疑う

ようなこの文章は、まさに議員の品位を傷つける思いがしてならないのであります。

その後のところにも、その議会は、議長を選出、議会構成のために、積み残しとなっつ
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ていた一般質問を 5日間の日程で行うことになっていた。もう予算も決定し、今さらと

いう気もしないでもなかったが、議会行事であればいたし方なかったO こういう表現が

ある。 i議会行事Jなんていう言葉は、あなたも長いこと議会にいて、わかっているで

しょう。議会行事なんていう言葉は、どこを探しでもないんです。何か議会がお祭りやっ

ているような、イベントやっているような、何かセレモニーやっているような、こんな

感じがしてならなし、。議会には議会行事なんていう言葉はないんですよ。前にも、この

議会の拘束ということで指摘をしましたが、どうもこの、議会に出るのが嫌で嫌でしょ

うがないような、そういうふうにとられでもしょうがない。ありありとこういうところ

に出る。今さらという気もしないでもなかった。

特に、予算通過の後の一般質問というのは、確かに、何か気の抜けたようなものであ

るということは、これは私たち議員が言うのは当然であっても、何もあなたに言われる

ことは全くないんです。それを、今さらという気もしないでもなかった。全く嫌だけれ

ども、しょうがないから議会に出るんだ。こういうありありと。

230ページには、原稿用紙と着がえだけをノミッグに詰めて、温泉に出かけていくわけ

です。これは、無断で、あなたが議会を欠席し、そのことが問題になるや、急濯、診断書

を提出して、 10日間の療養生活に入るくだりです。私たちも、健康を害することは間々

あることですが、しかし、病気療養に行くのに、何で原稿用紙が必要なんですか。何で

原稿用紙を持っていかなければならないのか。うがった考え方をすれば、特にこのとき

には、 4月にずれ込んだ、大変長期にわたる議会がやられておる。みんなが一生懸命に

議会をやっているのに、あなた一人が朝から温泉に入って、そしてこの本の執筆をして

いた。こう考えられでもいたし方ない、そういう表現じゃないですか。病気療養するの

に、原稿用紙なんか必要ないんです。

最後に、 「教育長の自己けん責を求める決議案」が上程をされ、可決をされたくだり

があります。この「自己けん責決議案」なるものは、一体どういうものなのかというの

は、一般の方々にはなかなか理解できないところであります。無断欠席に端を発した本

会議場での陳謝を含め、最後の一番クライマックスのところ、一番重要なところのこの

文章が抜けておる。ほかには大変細かく、細部にわたって描写きれているにもかかわら

ず、この部分だけが、決議案なるものが抜けておる。まさに片手落ちの文と言わざるを

得ないのであります。

さらに、この本のタイトルとなっております i40入学級」というこの名前は、名称は、

もう既にこの世に存在をしない架空の名前なんです。それをタイトルに使用している。
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御案内のように、当初は i40人学級」で出発しました。途中から「変形40入学級」に変

わりました。そして、 63年の 3月19日、臨時教育委員会を経て、市議会予算委員会の席

上、 「学習クeループ学級」に変わっているんです。私たちがみんなですから、 「学習グ

ループ学級Jということで承知をしている。あなただけが勝手に、全くない名前を持ち

出してきて、それをこの本に書いてある。いかにこの本がし、し、かげんなものであるかと

いうことが明白だと思います。

また、 「騒動記」とは、一体何事かと言いたいんです。私たち市議会議員は、4年に

一度の、この過酷な、激烈な選挙戦の洗礼を受けて、まさに選挙の修羅場をくぐり抜け、

市民の代表としてこの場にいるんです。

あの当時の「学習クゃループ学級」の問題は、日野市の将来を担う子供たちの教育問題

であることはもちろんのこと、私ども市議会議員が、議員としての責任と職務と 、市民

を代表しての自覚に立って、また党の名誉と浮沈をかけての激しい攻防戦だったんです。

それを「騒動記」とは何事ですか、あなた。何かどたばた喜劇で、も演じているような、

議会軽視も、議会侮痔も甚だしいとはこのことなんです。

しかも、父母や議会の声を背負って、 東京都の教育委員会を相手に自分の職責をかけ

て戦った。自分一人だけが戦い、自分のことだけを正当化して、 自分一人が激しい批判

の渦巻く中を、信念を貫いて戦ってきたかのような表現は、まさに自己弁護にふさ わし

い。自己弁護に終始した内容と言わざるを得ないのであります。

以上の観点から、あなたには、日野市教育長として既に失格と、ふさわ しくないと判

断せざるを得ないのであります。こ の後に教育長辞職勧告決議なるものが提出される予

定であります。どうか静かに日野市を去っていただきたいことを願って、質問終わりま

す。

0議長(小山良悟君) 奥住日出男君。

021番(奥住日出男君) 3点ばかり質問させていただきますO

1点目は、先ほど市川資信議員が発言さ れました病院問題でございますO

南部に地域病院、これは私ども決して反対するものではございません。市長が 3年前

からこの構想を打ち出しまして、るる広報でも今回で 2回目、出されたことも十分承知

をしております。

市長は、行政とは、市民の満足度をいかに高めていくか、これに尽きるんだというこ

とを、よく言われます。私も、まさしくそのとおりであるというふうに感じてきており

ます。時と場合によっては、若干むだがあっても、それはそれでし巾、んじゃないかな、
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このようにも考えているところでございます。

この病院問題、先ほども市川議員からお話がございましたように、対策委員会までつ

くって 3年目に入ったわけでございます。市民が今、一番望んでいるこの健康の問題、

この辺をどのように市長がお考えになっているのか。

「広報ひのJの11月 1日号、先ほど紹介がありました。これを見ますと、どうも財政

的な問題がかなりネックになっているようなニュアンスの文章とも受け取られる部分が

ございます。市民は、安心して自分たちの健康を守っていただきたい。総合病院へ行け

ば、すべて整っていて、安心できる、心配ない、こんな病院を願っているわけでござい

ます。市立病院を建て直すときに、地元の医師会とも十分協議をしていきたいという、

こういうことも市長はおっしゃっておったわけでございます。

この「市長室から」という中で、市長は二眼レフ構想、をずっと打ち出してきているわ

けですけれども、三田病院長の過去のいろんな御説明を聞きますと、地元の医師会と公

的病院は、病診連携ということで機能を分担していくことが、これからの時代は大変大

切であるということ、こうおっしゃっています。私も、まさしくそのとおりである。本

院と分院をつくった場合に、果たしてそれが、効率的、あるいは財政的に見て、本当に

ベターなのかどうか。一つの総合病院をある 1カ所につくって、南部の方には公設民営

でも、あるいは民設民営でも、そういった病院を誘致する、こういうことが議会の中で

の結論的な意見だったというふうに承知をしております。

ここに書かれている中を整理しますと、一時的な病気は開業医にお任せいただきたい。

ただし、重症患者、あるいは難病患者の治療は市立病院にゆだねる、これが病診連携プ

レーである、こんなことも書かれているわけでございます。

過日、私の手元に、 1通の手紙が参りました。なぐり書きの文章で、かなり動揺した

形跡の執筆でございます。

午後8時半ごろ、子供が熱が高くて、胸が苦しむということで、これは大変な病気じゃ

ないかということで、まず病院を探した。花輪病院が内科なので電話をしたら、小児科

の先生がし、ないから、診られませんO こう断られた。たまたま日野市休日準夜診療所が

10時半までやっていましたので、ここへ電話したら、すぐ来てくれということで、診て

もらった。幸いにして、風邪だったとい うことで、ほっとしたところだったんですが、

ここで診てもらったら、 あしたはいつもかかっている市立病院に行きなさい、こういう

ふうに言われた。日野市にはこんなときに、もっと高度医療を備えたそういう設備はな

いんでしょうか。こういう趣旨の訴えです。
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本院と分院をつくったときには、市長も前にお話がありま Lたように、科目的に分け

たらどうかなという、こんなお考えも示されたというふうに記憶をしております。こう

いう方が市立病院へ、子供を抱えて行った。本院に行ったらば、いや、本院では小児科

はないんですよ。分院の方に行ってくださいと。こういうふうなことも今後、こういう

ことが実現しますと、そういうことになる。 2カ所につくることは、私、大変結構だと

思うんです。高幡の方の方は、多摩平まで来るのに大変ですから、それはそれで私は問

題ないと思うんですが、公的病院というのは、二次的医療を目指して救急診療、これを

配慮するという市長のお考えでございます。

であるならば、やはり総合病院というのは、一つにしておいて、もう 一つの南部地域

の方は私は、民間病院を誘致する土地建物ぐらいは提供しても、運営だけはそういうも

のを誘致する、こういうことでもし、し、んじゃないかなといふうに先ほどまで考えていた

んですが、先ほどの市川議員の確認でもって、分院、本院とも総合病院である。こうい

うお答えがありましたので、今までの流れの中で、地元の医師会はどのようにこの辺を

理解されているのか。あるいは現場を預かる総合病院の医師、看護婦、あるいは病院従

事者は、どんなふうにこのことを考えておられるのか。泥臭い話が聞きたいわけでござ

いますので、その辺について、見解があったらお聞かせいただきたいというふうに思い

ます。これが 1点でございます。

2点目は、先ほど行政報告の中で、市長が「市内郵便局の市民課事務に関する協力」

ということで報告がζざいました。市内16カ所。大変結構な考え方であるというふうに、

私は理解をしております。ただし、この郵便局が代行しますということが、多摩平支所

の本庁統合との関連で、あれが代替案であるのかどうか。あれをやるから多摩平支所は

廃止をしますよというふうな結論にいってしまうのかどうか。この辺の考え方をお聞か

せいただきたいというふうに思います。これが 2点目。

3点目は、第 1回の定例会の中で、一般質問として市内の循環パスの運行について質

問をいたしました。この中で企画財政部長が、結論として、百草、三沢地区並びに日野

台地区については、平成 2年度に実現できるように、できるだけ早く 京王帝都と交渉を

進めていきたい。財政負担の問題も含めて実現に努力をしていきたい、というふうに御

回答いただきました。ちょうど 1年が経過をしようとしており ます。この中で、請願も

含めてパスの増便の問題、あるいはいわゆる路線の何というんですか、コースの変更、

こういったものも、かなり要望として出されております。一方では、通っている所がそ

ういう形でどんどん要望がふえてきている。大変それは、市民要望ですから、いいわけ
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でございますけれども、先ほどの質問しました、 2年度に財政負担をしてでも、何とか

実現したいという、残されたあと 3カ月ぐらいしかございませんので、現時点でどのく

らいまで進行しているのか、わかっていることだけで結構ですから、お考えをお聞かせ

し、7こだきTこし、。

以上、 3点でございます。よろしくお願いします。

O議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 御質問の前段 2点について、簡潔にお答えをさせていただき

ます。

病院問題のことは、私どもの非常に重い当面の課題でございますので、いろいろな発

想並びに構想というものを、議会にも説明をさせていただいてまいっております。たま

たま 11月 1日の広報に、かねての大きい課題であります「南部に地域病院をJという、

前にも発表したことのあるタイトルで、一応、今日到達し得ている基本的な考え方につ

きまして、項目別に記載をさせていただきました。

今御質問の、南部に想定いたします病院を、どういう性格でやるかということが、か

なり強く問われることもありますので、そこで一番はっきり理解をされるのは、やはり

公設一一今、御質問の中に、経営におきまして、民営という言葉も出たわけで、あります。

私どもも、民営ということを、全く放棄したわけではありません。公設の中で、まず第

ーに期待をしたいと考えておりますのは、かつて地元の医師会にも構想、のありました、

医師会病院という形を問うてみなければならない。そこで医師会の意見を聞きながら、

最終的に、いわゆる市が市立病院の分院という形で行うことが一番妥当だという結論に

なれば、そういう経路を経て、そういう形を目指していくというふうにいわゆる構想し

ておるところでございまして、いろいろ経営・運営の仕方につきましては、十分関係筋

の討議や御意見も経て、確定をしていきたい。このことにはお答えをしておく必要があ

るというふうに思っております。

それで、地元医師会、あるいは開業医さん方との市民医療につきましては、いわゆる

機能の連携ということは、極めて大切なことでございますので、大きく役割分担をすれ

ば、やはり一次診療は、地域の開業医さんに受け持っていただき、外来という形で市立

病院が余 り開業医さんに歓迎をされない状態をっくり出すということも、配慮、しなけれ

ばならないと思いますし、それから、例えば地域保健協議会等でも、そのように医師会

の代表の方にもお伝えをして、一定の機能分担ということを市民に御理解をしていただ

こう、ということには、 異論のないとこ ろでございますO
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いろいろと病院の問題は、御意見も拝聴しておるところでございますし、一番おさま

るべき方法で市民の医療に責任がとれる、そういう行政の立場で臨むべき重要な課題で

ある、このように考えていることはもう言うまでもございません。

それから、質問の第2、市内郵便局が市民課事務の代理的な事務を行っていただける、

こういうことが見通せる状況になりました。こ のことが市民生活にはかなり利便を及ぼ

す性質のことだとい うことは言えると思っておりますが、郵便局に要するに、申請用紙

を置き場所を設けて、保管をしていただきます。そうして郵便で郵送 していただく 。そ

れから、いわゆる使用料を伴いますので、使用料は小為替、 100円、 200円という程度の

少額な小為替があるそうでございまして、それを封筒の中にも合わせ入れていただいて、

それが使用料としていただくことになる。郵便局はつまり、切手を売っていただく 。あ

るいは配送していただ く。本来の郵政事務の中の業務として御協力をいただける。こう

いう内容でございまして、新しい地域郵便局の市民サービスに何とか窓口を提供なさろ

う、こういう意図に発する新しい手法だと言えると思っており ますO

武蔵野市、小平市で、 ごく狭い範囲のこの手の代用窓口が一一郵便局で代用窓口を行っ

ておるわけでありますが、日野市の場合は、項目もかなり拡大を して、新しい手法にな

る、このように言えることと思っておりますO

それから、御質問のいわゆる多摩平支所を統合するとい うととは、これも また、 一つ

の行政改革のこれまでの一手段というふうには考えてまいっております。代替窓口とし

ては、十分今度は郵便局は機能でき るということで、市民の利便にかなり代替的な、つ

まり多摩平を統合した場合で、も、代替的な役割になる ということはも う言 うまでもない、

このように言えると思っております。

市内循環パスのことにつきましては、 今、いろいろと京王パス 当局並びに市内のタク

シー業の方々と協議をしております。

ちょっと触れておきますと、タクシ一業の場合は、増車をしてもらう。 10人乗り程度

の車を増車 して準備をし、それを市が借 り上げて、そして相乗りのできるタクシー運行、

つまり乗りたいという所で乗せてもらい、おりたし、というところでおりられると。市が

借り上げることになりますので、そのルートは指定することができると。あるいは時間

を指定をし、いわゆる毎日借り上げ、こういうような形になるのではなかろうかという

ふうに見通しております。そういうことが一方には、今、検討課題からかなり具体的な

状況に進んだということは言えると思っております。

陸運局当局との協議の問題は、まだ残っておるわけでありますが、そういう市内運行
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パスと言える部分と、運行に利便を図っていくという工夫は、一歩前進することができ

ると、このように思つ4ております。特に、懸案の日野台地域につきましでも、その具体

化は可能であるというふうに申し上げておきたいと思います。

0議長(小山良悟君) 奥住日出男君。

021番(奥住日出男君) ありがとうございました。

1点目と 3点目について、確認だけさせてもらいます。

運営については、関係機関と協議をしていく用意があるという、そういう結論でござ

いますけれども、二眼レフ構想、に対 して、地元の医師会はどのようにこれを理解してい

るというのか、考え方を持ってい るのか、この案に対してですね。医師会としてどんな

結論をつけているのか。まだ結論が出てなければ結構ですけれども、どういう考えを持っ

ているのか、もし御意見等が当局にありましたら、その考え方をお示し願いたいとい う

ふうに思います。

あくまでも市民の健康を守るということですから、財政よりも、まず市民本位の行政

を、ぜひ実現をさせるべきであるという、こういう観点から、あくまでも総合病院とい

うのは一つであって、分院というのは、私はどうかな、というふうにずうっと長い間、

思ってきましたので、やはり安心して診てもらえる病院、これは、場所はどこであれ、

総合病院に行けば、安心して検査も受けられるし、難しい病気も診てもらえるんだとい

うこういう期待感を多くの市民が持っていると思いますので、ぜひその運営については、

まだまだ決めてないということですから、さらに御検討をお願いしたいというふうに思

います。

それから、 3点目の市内循環パスにつ きま しては、今、一歩前進ということで、来年

度の予算には何らかの形でその辺が反映されるのかなという、こんな期待を持っており

ます。乗合タクシーですか、そうい うような感じのお話ですけれども、今市内を走って

おりますミニパスの運行を、ぜひお願いしたL、。 さらに御尽力をお願いしたいというふ

うに思います。

1点目だけの、医師会がどのよ うにこの件を一一市長の考えをですね一一どんなふう

に思っているのか、それだけお聞かせいただきたいと思います。

0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 医師会と直接協議をしたというところではございませんが、

地域保健協議会でいずれ御議論をいただ くという ことになると思います。

過去の経過を申しますと、以前のいわゆる 日野医師会におかれましては、南部に病院
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が必要だという認識のもとに、一つには、一つの経過と申しますと、 やっぱり医師会病

院を持ちたいという計画で、ちょうど保健所に近い周辺で、その構想をお進めになって

いたということがございます。

それからも う一つは、民営病院を南平の箇所で120床程度の診療科目、 8診療科目 ぐ

らいだと思っておりますけれど、医師会で承認をされた。 承認とし、し、ましょうか、容認

をされた。こう いう経過がございますので、もう既に医師会では、南部にしかるべき医

療施設が必要だ、市内でも必要だとい うこ とは、 もう 十分認識を しておいでであるとい

うのが、過去の経過でございます。

したがって、提案をすれば、いろいろな御意見はいただけると思っておりますが、必

要なし、という意見にはならないと いう ふう に確信をいたしており ます。

パスのことにつき ましては、企画財政部長の方から少し補足できますから。

O議長(小山良悟君) 企画財政部長。

0企画財政部長(長谷川暢男君)

させていただ きます。

既に経過としてミニパスの関係につきま しては、交通対策特別委員会の各委員さ んに

も、京王本社にも御足労願いまして、要請した経緯がある わけでございます。それは基

それでは 3点目の関係につきまして、もう少 し説明

本的に 2路線、先ほど質問の要旨の中にありま した、 高幡から百草団地を通り ましての

聖蹟桜ケ丘コース、も う一つは日野台の路線でございます。既に高幡から三沢の所を通っ

た当初の路線については、何回か御報告してお りますが、 一団地が全く中の路線につい

ての反対がございました。そういう 関係 もあったわけでございますが、最終的には路線

の変更を しまして、 京王と協議が調っ ております。これは、あくまでも京王が自主的に

走らせるという問題でございます。それに関連 しての停留所の整備等の関係での市が対

応すべき問題を、現在対応している。よって、 京王では警察、陸運局との協議を進めて

いると ころでございます。これにつ きましては、 あくまでも京王の自主路線。

もう 1点につきましては、日野台の関係でございます。これは当初から、財政負担を

しても実施をしてほしいという 要請をしてきました。まだ具体的に単価も出ておりませ

ん。一部コースの問題と停留所の関係で、京王は調査中でございます。できるだけ早い

時期に、いつからできるか、年度当初からでき るような努力はしておりますが、何らか

の形で予算は組み入れていくというような並行な形で進めているということを、御報告

しておきます。

なお、先ほど市長から話のありましたタクシーパスの関係でございますが、 これも並
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行して現在交渉中でございます。先ほど市長からの報告のとおりでございますが、なか

なか京王との、陸運局との調整部分で多少、これからの交渉の努力は必要かというふう

に思っております。

以上だけお答えしておきます。以上です。

O議長(小山良悟君) お諮りいたします。議事の都合によりあらかじめ会議時間の延

長をいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

( i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めますO よって会議時間を延長することに

決しました。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異

議ありませんか。

( i異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたしますO

午後4時42分休憩

午後 6時18分再開

0議長(小山良悟君)

古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君)

休憩前に引き続き会議を開きます。

何点かありますが先に、先ほどの教育長に対する質疑がありま

したので、その点を先に取り上げて、疑問点をただしてまいりたいと思います。

黒川議員より、教育長の責任について、明確な論拠をもって、この出版に関する問題

点の指摘が行われました。

私は、教育長の性格、性分、そういったことをやはり、この際いろいろと考えてみる

わけであります。教育長、穏やかな物腰、また語り口の中にも、その中に誠実な人間味

を感じることもあるわけでありますが、半面、こう思ったことは、たとえ偏った見解で、

もとれに固執して、他人の言説を受け付けない、偏執の気性を見ることができるのであ

りますO これほどの私は偏屈な人だとは思いもいたしませんでした。

仮に出版、表現の自由を隠れみのに使ったとしても、教育長は、議会との信頼関係を

みずからの手で今回、その断絶を宣言したことになるのでありますO その責任は、今議

会でけじめをつけるべきであります。自制心を失い、自暴自棄の観すらする長沢教育長

のもとでは、今後、はか り知れない不測の事態も日野市の教育界に発生するかもわかり

ませんO 議会としては、そう予期をぜざるを得ないのであります。先ほど、辞職の道の
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選択を勧告をする意見も出されました。私も全く向感であります。

いろいろお聞きをしたい点はありますが、まず議長にお尋ねをしたいと思います。

私どもに送られてまいりましたこの長沢教育長の本の中に同封をさ れておりま した、

B5の手紙のようなものがついているわけでありますが、この中に、 「議会事務局に持

参いたしましたが、議長さんより一一これは小山議長のことであります一一『教育のう

ねり』と異なり、たとえ贈呈本であっても市販され石性格の ものであり、議会の交換便

を通して議員さんに配付せず云々」ということで、この議員に対す る配付は、議長の指

示であったとはこの中からとても読み取れないわけであ りますが、配付を議長の指示に

ある面では従ったというふうな表記がここになされておりま す。 この経緯を議長の方か

ら、どのようなやりとりが実際にあったのか、お差し支えなければお聞かせをいただき

たいと思います。その後、質問に入ります。

0議長(小山良悟君) 古賀俊昭議員にお答えいたしま す。

期日は定かでありませんけれども、過日、長沢教育長より、長沢教育長の著述の出版

物を議会事務局をして議員に配付したいという要請があり ましたけれど も、出版社が民

間の出版社であり、しかも本に値段がついていたということで、 いわゆ る商業本のたぐ

いというふうに判断いたしましたので、議会として配本することはできないという こと

で、その要請をお断りしました。そしてその後の配本の指示は、私か らは してお りませ

ん。教育長自身の対応として考えるべきですということでやってお りますので、配本の

指示そのものは私の方からはいたしておりません。古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) わかりました。あくまで教育長の判断で私どもに送付をされた

ということがわかりました。その点をまず、前提として大切なことでありますので、確

認をした次第です。

それでは、教育長に 1点だけお尋ねをしたいと思うんですが、記憶をいろいろたどっ

てみますと、昭和63年のこの定例会、予算を審議した議会で、かなり予算委員会、また

本会議場でさまざまなやりとりがありました。それはこの本にもかなり紹介をされてい

るところでありますが、 3月の末日にこの関連する予算4，800万円を予備費に投入をす

るということで、一つの結論を議会が出したわけであります。その後、教育長は辞表を

提出をする。 翌日、 4月 1日のことであります。その後、休暇届が市の方に出されたと

いうことが説明がございました。つまり議会に見えないということで、教育長はどうし

ておられるかということから端を発して、話が進んだわけでありますが、結局、休暇願

いも出ていなかったということがはっ きりいたしました。 4月4日付で当時の教育次長
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の現砂川助役が、電話で休暇をとりたい旨の連絡を受け、それを教育次長が便せんにし

たためて、これを職員課に持っていったということがわかったわけであります。

しかし、健康上の理由、また休養したいという理由を挙げていながら、通常つけられ

るべき診断書がついていなかった。慌てて翌日、診断書が提出をされたわけであります。

このくだりが、この本の229ページにあります。 I心筋梗塞治療中。胸部に不快感あり 。

10日間の安静休養を要する」。こう要約をされております。

ところが実際、私、当時配られた診断書を見てみますと、この内容に相違はないわけ

ですが、ある言葉が欠落をこの本ではいたしておりますO 診断書は、 「最近、胸部不快

感出現するようになりました。約10日間の自宅安静加療が必要です。上記のとおり診断

いたします。一一八王子医療センター・石井俊彦」という医師名が記されておりますO

この本には、診断書にある「自宅」というのが省かれております。私たちはこの診断書

が出されて、教育長もいろいろ疲労こんばいをし、自宅で英気の回復を図っているのだ

ろうというふうに想像いたしておりました。

ところが、この本を見て私どもはっきりしてきたことは、自宅にはいらっしゃらなかっ

たんで、す。先ほど黒川議員の方の指摘もありましたが、健康チェックをし、診断書を提

出した後、原稿用紙と着替えをノミッグに詰めて教育長は、伊豆半島にある温泉に出かけ

ていったということになっております。疲れて休暇願いも書けない人が、原稿用紙を持っ

て小説を書く。ちょっと考えられないことであります。私たちもよく、物を頼まれて、

原稿用紙何枚以内でこういうことを書いてくださいということを頼まれます。大変、物

を書くというのはエネルギーを必要としますし、資料等の収集も必要ですから、疲労こ

んばい、自分で休暇願いも書けないときに、原稿で小説を書こうということは、普通、

ちょっと常識では考えられないわけです。

しかも、当時、昭和63年のこの予算審議が終わり、残されていた一般質問が行われよ

うとしたときには、だれしも、いろいろなやりとりがあったから、教育長も疲れてやむ

え得ないなという気持ちがありました。八王子の御自宅で安静にしておられるというふ

うに思っていたわけでありますが、何のことはない、温泉でとのとき既に、この本の執

筆が始まっていたということ・で、す。これはやはり、議会を欺いたことに私はなるのでは

ないかと思うんです。 しかも、この本を読む人は、巧みに診断書の内容を一部自宅安静

加療が必要です、と書かれてた診断書のその文言「自宅Jが、故意、にか偶然、か知りませ

んが、欠落をしておりますO

いろいろ先ほど指摘もありましたが、私はこの点を、議会に対して、どのように申し
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開きをされるのか。当時を思い起こしていただければ、どなたも、まあ多少、 10日間程

度のやはり休養は必要だろう、という思し、はしておりました。しかし、温泉にこもって

物を書いて、一生懸命、出版の準備をもう既に始めておられたとは、予想だにしなかっ

たわけであります。

このことについてまず教育長は、どのように議会に対して、申し開きされるのか、こ

の点、お尋ねをいたします。

0議長(小山良悟君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) お答えいたします。

今、 「自宅安静加療を必要とする」という点について、故意に診断書のその内容を落

としたとか、そういう意味ではな くて、当時、 診断していただいた先生から、 10日間の

安静加療を必要とすると、そ ういう形で、 診断書のそのものは、役所の方にお届けした

ものですから、自分の手元になかった。ただ、 正直申し上げまして、心筋梗塞の治療、

加療中であるということで、ずっと通っておりましたので、 そういう点で、 医師の方が、

診断書を書いていただいたという方向で、内容的には、執筆の中で表現をとったわけで

す。

それからあと、今申し上げました、自宅安静加療と言われていながら、自宅でなくて、

温泉に行ってこの原稿を書いてたのかというそのお話でござい ますけれど、確かにあの

当時の状況というのは、自宅におりましでも、次から次に電話がかかってきたり、来客

があったりというような状況で、現実的に自分自身としては、何とか場所を、もっと静

かな所へ行って、静かにしていたいということで、ふだんから行きつけております、休

みのときなど時々出かけてい って、よく気心の知れている宿なものですから、そこで休

ませていただく状態をと ったと。

確かに、一日宿にいて、温泉につかっているというわけじゃありませんので、もちろ

ん当時、自分の頭の中にあった下書きというか思い出を、柱だけでも記憶に新しいうち

に書き上げられるものは書き上げたいというととで、休みながら、自分の体調と合わせ

ながら、その程度の気晴らしを温泉宿でやっていたというような状況でございました。

O議長(小山良悟君) 古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) ま、教育長の言い分はそういうことだろうと思いますが、診断

書を受け取った後、教育長は、電話で市長に連絡をとり云々ということがありまして、

主治医の指示で診断書どおり休ませていただきたいのです、と報告をしております。そ

してその後、温泉に出かけたということになるわけですが、医師の診断書というのは文
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学作品じゃありませんから、例えば自宅静養とか、入院加療必要とか、この自宅という

のも、ただ思いつきでこの医師は書いたんじゃないと私は思うんですね。しかも、診断

書どおり休ませていただきます、ということであれば、医師の診断書が、自宅でお休み

になればいいんですよということであれば、おうちの方もいらっしゃるわけですし、人

が訪ねてくる、電話がかかってくる。しかし、とても人に会える、また会う心境でない

ということならば、その対応は私はできないことはないと思います。自宅にいるのと温

泉に出かけるというのは、かなりの私は開きがあると思いますよ。

しかもそこで、今指摘しましたように、記憶が新しいうちにとおっしゃいますが、議

会の会議録の資料、またさまざまな公文書における要点の筆記、いろいろな出版物等参

考にすれば、あとは断片的に何か書きとめておられれば、何かを後でまとめようと思え

ば、十分に教育長がおやめになった後でも、一つの立派な回想録というのはまとまると

思います。

だから今回、こうし、し、った、当時私たちが63年の 4月の時点で、自宅でお休みになっ

ていると思って信じてたときに、日野にはおられなかった、八王子にもおられない、市

役所にはもちろん来ておられないわけですから、八王子の自宅にもおられない。この本

の、準備を既に原稿用紙を詰め込んで、バッグを抱えて出かけておれらたというのは、

やはりだまされたという感をぬぐえないわけです。こういう点が、やはり今回、先ほど

もいろいろ指摘をされましたが、私が一番、議会に対する信頼をみずからの手で、断ち切

られた、そう判断をせざるを得ない、大きな根拠になるわけです。

適切な行動であった。医師の指示に従った、自分としては適切な行為であった、とい

うふうに今お考えになっているかどうか、いかがですか。

0議長(小山良悟君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) 先ほど申し上げましたように、確かに電話とか来客とか、家

族の者がいるからということで、家族に出させておけばいいというだけにはいかないよ

うな内容の電話や来客等もあるわけで、結局、自宅にいるよりか、先ほど申し上げまし

たように、比較的何回も出かけて、よくなれている宿で休ませてもらってた方が、自分

としては落ちついて療養ができる、そういうような判断をして、温泉の方に出かけていっ

て、 1週間ほど過ごしたと、そういう状況なんです。

0議長(小山良悟君) 古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) ですから、私の今申し述べた感想、に対して教育長は、いや、自

分は間違ってなかったんだ、というふうにおっしゃるのかどうか、その点をお聞きした
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いわけで、すO 我々は、自宅にいらっしゃるというふうに思っておりますし、まさか原稿

用紙の升目を埋めながら、 40人学級のそのてんまつを記録するために、もう ペン を走ら

せておられたなどとは到底考えも及ばなかったわけです。 こういうことに対して、我々

が不信を持つことに対してはどうお考えになりますかということで、現時点のお気持ち

を聞いているわけです。

0議長(小山良悟君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) そういう状況でですね、あれしたことに対しましては、心か

らおわび申し上げたいと思いますO

0議長(小山良悟君) 古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) 教育長の物を冷静に判断されるときというのは、もちろんほと

んどの場合そうなのかもわかりませんけれど、大事な局面においてその冷静さを欠くと

いうことは、大きな何か問題を惹起する場合も考え られるんですね。今回がまさにそう

ではなし、かと思うんです。

しかも、先ほど指摘がありましたように、当初、 「変形40入学級」ということで、 40

入学級からもちろんスタートはするんですが、クラスを再分割して「変形40入学級」を

やる。これは小学校ではちょっと、中学校や高校のような授業方式ですから無理だろう。

校長先生やPTAの方からもいろんな疑問の声が上がる。そう しましたら、 その提案 し

た理由が予算審議の中で今度は「学習グループ学級」というふうに名称が変わってくる。

こういう変遷があるということを、我々はわかります。

しかし、この本をもし一つの資料として今後、何か40入学級や、これから30入学級、

20入学級になるのかわかりませんが、そういうように一つの参考としてもし、これが資

料的価値を持つとしたら、 「変形40人学級」から予算審議の過程で「学習グループ学級」

に変わっていった、また議会の中でどのようなやりとりがあったかというのは、細かい

内容はここには記されておりませんから、あくまで予備費に回すことを主張し、教育現

場の混乱を回避することを選択をした我々が、悪玉になるんですよ、どうしても。そし

て、教育長だけが悲劇の主人公として、だれからも認められ、そして善玉としてみずか

らの立場を保障する、そのあかしとしてこの資料は価値を持つかもかわりませんO しか

し、すべての議会のやりとりがここに記されているわけじゃありませんし、もちろん書

くだけのスペースはないんでしょう。しかし、これをどなたにでも読んでいただきたい

ということをおっしゃる以上は、ある程度客観的に、だれが見ても問題がないという、

それだけの配慮、がなくちゃいけないと思うんですね。
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しかし、これはどう読みましでも、表題が先ほど読みましたように i40入学級騒動記J。

40人学級が実現できなかったのは、議会が最終的には十分に支持をしなかったし、理解

できなかったからだ、というふうに結論としては、要約すればそういうことに皆、とら

えると思うんですね。その辺の配慮、も私は現教育長と いう立場では、なさるのが当然で

はなかったかと思うんです。

今その席にいらっしゃって、今でも、いろいろ指摘もありましたが、この出版が当時、

まだこの40人学級のやりとりをめぐる熱が冷めないうちに、もう執筆されていたという

ことも含めて、この本の出版については、全く現在まで教育長としては堂々と胸を張っ

て、間違いございません、とおっし ゃられるのかどうか、いかがですか。

0議長(小山良悟君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) 先ほどの黒川議員さんからの指摘の面も含めまして、内容的

に表現のまずい点、あるいは間違ったとら え方をしている面、そういう点については、

重々おわびしたいと思います。

ただ、私、全体を通してその内容を読んでいただければ、私自身が、どちらかとし、し、

ますと、都教委を対象にして、何とか都教委に理解してもらいたいという方向で、中心

を専ら都教委の方に向けて行動をとっていた。肝心かなめの、今言った父母の不安だと

か、あるいは先生の心配だとか、そういう 点に対して、十分な形でそういう方々に対す

る手だてをしなかった。そ ういうところを逆に、市民を代表する議会のチェック機関と

いうことを通して、この問題の正しい方向づけを議会そのものが結論として出した、と

いうように私自身はとらえているわけでございまして、ですから、その辺の表現等につ

きましでも、末尾の方にその点を含めて私自身、 議会制民主主義というもののあり方、

そういうものに対する人間の英知、あるいは校長会で、あいさつをする中で行いました、

その議会というものの出した結論という ものは尊重しな くてはいけないんだということ

の発言等、そういうようなものを通しながら、内容的には私の当時とっていた行動が、

もっと着実に自分の足元、それを見きわめながら行動をとる点に不足があったというこ

との反省も含めて記録 しであるわけでございまして、 今古賀議員さんがおっしゃったよ

うに、議会が結局、この40入学級をつぶ したんだ、と いうような、そういう形で、正し

いのは私だけであって、悪いのはつぶした議会なんだ、というような気持ちはさ らさら

持っておりませんし、今もそれから、それを執筆 しているさなかにも、そういう気持ち

で執筆は私自身としては、していないとい うように思っているわけなんです。

0議長(小山良悟君) 古賀俊昭君。
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025番(古賀俊昭君) これ以上やりとりしても、何か暗夜を抜け出て、明るい世界に

いきなり出るような明快な状態、にはならないと思いますが、教育長という立場でこういっ

た本の執筆、また出版をするということであれば、私は もう一つの選択の道があったの

ではないかというふうに考えます。

それは、こういう、先ほど私が議長にお聞きしたのは、議長が何か判断をして、各議

員のもとに郵送するような指示がも しか したらあったのではないかというこ とも考えら

れるという ことで私、お聞きしたわけです。つまり 、教育長と して発表する場とい うの

は、いろいろあるわけですね。現時点で例えば40入学級のいろ いろてんまつを語 りたい

ということであれば、 全く 何もそれを触れてはいけないという ことには、もちろ んなり

ません。教育委員会で発行しているい ろいろな出版物、印刷物があり ますね。そういう

ものの中にも、例えば連載をしても し、し、 し、 「教育委員会便り」の ようなものに何か今

後の教育施策の発展のために、 こうい った経験が生かされれば、という ことでお書 きに

なる ことは十分可能だったと思います。それをあえてこう いう商業本の形を とって、し

かも現職でですよ、回想録と いう銘を打ってお出しになる。 これはやはり 、慎重さを欠

いている。

しかも、教育公務員一一学校の先生たちもそ うですし、 教育長 も今、公務員と しての

立場がある。本当のいろいろな訴えたい ことがあれば、その地位を離れて書 く方が自由

奔放に書けるんです。訴えること も私は可能だと思います。 いろいろ守秘義務や、また

教育長 とい う、またほかの公務員の皆さ んであれば、 その地位にあ って何か書 くという

のは非常な制約を受けるわけです。本当に「変形40入学級」のてんまつをを後世に残し

たい、 またいろいろな人たちに読んでいただいて何か参考にしてもらいたいという気持

ちがあれば、私はその地位を離れて書 く方が、自由奔放に、何の制約もないわけですか

ら、ふんだんな資料を使って出すことができると思う んです。

だか ら、もし、こういうものを世に残すとい うこと があくまで教育長の生涯の目的と

してこれか ら考え られるのであれば、 私は、教育長をおやめになって、 7月から 8月、

教育委員会には来てい らっしゃらなかったわけですから、そのときにでも決意を固めて、

フリーの立場でさらに原稿に手を入れて、もっと資料的にも、それから表現にも遠慮、が

ない形で堂々と論障を張って、このてんまつを記録に残された らよかったのではないか

と思うんで、す。

だから、残ってやるとすれば、教育委員会という一つの枠があるわけですか ら、教育

委員会のいろんな出版物に、ある制限を受けながらも発表する。もし、おれは堂々と、

Q
d
 

「
ひ



事細かにこのことはどうしても書いておきたいんだということであれば、もっと制約の

ない、制限のない自由な環境、雰囲気の中で腕を振るっていただければよかったので、は

ないかと思うんです。非常にそこの選択がまずかったのではないかというふうに私は思

います。

特に、もう回答は特に求めませんが、やはりそれぞれ皆、いろんな思いを秘めながら

63年の第 1回定例会、予備費に関係予算を入れて、一段落した、大変だった、皆疲れた

という思いを持ちながら、議会の最終日に向かつて残りの一般質問をやっているときに、

静養だといってお休みになった教育長が、まさかこれを既に準備しておられたとは、私

は想像もしませんでしたね。大変な私は長沢三郎という人は、強い人だなというふうに

思いました。今になって問われれば、何か反省したこともちょっとおっしゃるんですが、

しかし基本的には、この出版の正当性をやっぱり主張しておられる。

今後、議会はこれに対しては一つのやはり結論を出していくと思いますので、何か言

いたいことがございましたら、またつけ加えたいことがございましたら、おっしゃって

いただきたいと思いますが、ございませんか。

O議長(小山良悟君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) たびたび議会に御迷惑をかけ、あるいはその私の出版物をめ

くやって物議を醸す、そういうような状況で、御迷惑をおかけしている点につきましては、

重々おわび申し上げたいと思います。

ただ、私自身、率直に言って、 40人学級問題を通しての文教行政といいますか、各学

校の現場の実態、あるいは校長さんの苦労、そういう状況の問題ゃなにかも含めまして、

この実態というものを広く全国の方々に知っていただける機会をつくりたい、そういう

気持ちが執筆の動機の中心にございましたし、それから先ほど申し上げましたように、

教育長の任期というその問題の中で、一応 4年ごとに区切りがつけられる、そういうよ

うな状況の中で、第 2期日の教育問題で一番私自身、大きく心を動かされたその問題に

ついて、きちっとしたまとめを残し、また将来、新しく教育条件の整備、そういうもの

が進められていくときの何らかの参考、そういうものに少しでもお役に立つ機会ができ

るならば、それにこしたことはないと、こんなような気持ちゃ何かも含めまして、あの

原稿全体を記したと。

ですから、一番最後の40入学級のその回想録をめぐってという一番末尾のところでも

「今回の問題を通して、東京都教育委員会を初め議会、学校、あるいは教育現場に与え

たいろいろな御迷惑について、重ねて陳謝し、この内容を通して教育現場の今現在置か
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れているその実態を、少しでも知っていただけるよすがになっていただければ光栄です、

幸せです」というような形で締めくくりをつけたような状況でございまして、今古賀議

員さんの方から言われましたように、事が特に議会関係のやりとりゃなにかが、相当率

直に書かれちゃっているというその部分にあるいは、そのために逆に誤解を与える、そ

ういうような文面のったなさとし、し、ますか、あるいは問題の指摘された点、そういう点

につきましては、先ほど申し上げましたように、本当に申しわけなかったということを、

心からおわびいたしたいと思います。

0議長(小山良悟君) 古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) もう質問はL、たしませんが、教育長が繰り返し言われるように、

教育条件を今後整備していくために何か役に立てば、 というよ うなことをもし動機とし

て今でも本当に思っていらっしゃるのであれば、 やはり いろいろな制約がある中で、隔

靴掻痔とし、いますか、靴の下から足をかくような、そういう何かまどろっこしいような

状態で書くのではなく、やっぱり実名を挙げ、資料ももっときちんとしたものをそろえ

て、十分な多くの資料を使って出すのが筋であろうというふうに思います。

これは教育長・長沢三郎奮戦記。しかし、あえなくもいろいろな抵抗に遭ってむなし

く討ち死にしたみたいな、そういう悲壮感を持って読む人にとっては非常に満足かもわ

かりませんね。しかし、事長沢教育長が思っておられるような、果たしてこの本が、そ

の意図どおりの価値を有することができるかというのは、私はちょっと疑問のような気

がするんです。

ですから、議会としても、これから教育長のこのアクションを受けて、我々としても

対応を決していかなければならないわけでありますが、他人から言われてどうこうとい

う前に、みずから判断することも可能ですので、教育長にきょう、多少やりとりがいろ

いろ私だけではなく、ほかの議員の方からもございましたので、そういうことを踏まえ

て、果たして我々が言っていることがむちゃなことなのか、また冷静にお考えをいただ

きたいと思います。

この件は、以上でとりえあずおしまいにいたしますが、この行政報告の中に、本来な

くてはならないのではないかと思われることが、教育委員会に関係していることだと思

うんですが、何か重要なことを忘れていらっしゃいませんか。思い当たる節ございせま

んか。いかがでしょうか。

0議長(小山良悟君)

O教育長(長沢三郎君)

教育長。

いろいろ問題が山積しておりまして、最近の新聞情報等では、
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登校拒否児が5，000人を超したとか、あるいは給食の容器の商題をめぐりまして読売、

あるいは毎日新聞等にいろいろ日野市の状況が取り上げられているというようなこと等々、

やっぱり前回の議会から今回の議会までの聞の問題点であるので、そういう点について

は入れるべきだったと思います。

0議長(小山良悟君) 古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) この報告を今触れていただいたことは、多といたします。

先般、日野市ではありませんが、浦和市で幼稚園児が、園の不十分な井戸水の管理に

よって、園児 2人が死亡して、 30人以上の人が入院をするという事件がございました。

このニュースと関連して何か思い当たることはございませんか。なかったらなかったで

いいで、す。

0議長(小山良悟君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) 直接、私今の、幼稚園児が 2名死亡して、 30名以上入院した

と、そういう点と直接的に絡んで日野の中でそういう面での大きな事故、特に夏休み前

後にプール事故等あったこと、それに対する手だて等につきましでも、ちょっと私自身、

先ほど申し上げた、 1月ほど教育長を留守にしていた期間の出来事でもございましたけ

れど、教育長に再度なって話を聞かされ、それなりの手だてを教育次長以下の各指導室

の職員等が、懸命に対処されたo そういうようなことについては報告も聞いております

し、またその後も、決算委員会かなにかの際にも、ちょっと、その御父兄の方に対する

対応等についても、十分な手だてをとる ようにというような御指示もありまして、今も

そのための努力を続けているという、そのこ とをおっしゃっているのか、それ以外にちょっ

と、事故関係の問題ではないんですけど。

0議長(小山良悟君) 古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) 今のお話は、教育長、何かあったような、なかったようなお話

で開いているというようなことで、懸命に対応している。決算委員会で何か話が出たと

いうことをおっしゃったんですが、飲み水、小学校、不適切、何か出てきませんか。

0議長(小山良悟君) 学校教育部長。

0学校教育部長(藤本享一君) 百草台小学校におきまして過日、食堂の水の中から鳥

の毛に似たものが出てきたという報告が ございま したO 私ども即、現場に飛んでいきま

して、そのものを見たわけなんですが、 それから対応としましては、日野の保健所にも

お願いして来ていただし、て、一緒に見ていただき ました。で、いろいろ調査していた中

で、鳥の毛が確かに入っていることがわかりました。それで水道を全部出したりしまし
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て点検したら、 1カ所水道の水の出の悪いところがございました。そしてそこをとめて

分解しましたところ、そこにスズメらしきものが 1羽出てきたと。こういうようなこと

で、その日の11時半ごろでしたが、その日の給食は即中止にいたしまして、その他パ γ

とかいろいろのことで対応いたしました。それからも う1日翌日、検査の結果、いろい

ろのことで給食、要するに実質的には 2日休んだと、こ うし、う経過がございました。原

因は、 高置水槽の一部空気穴から入ったんではないかとい うことで、保健所の方が上に

上がったりして、そういう事情がございました。

0議長(小山良悟君)

025番(古賀俊昭君)

古賀俊昭君。

私もその ことをお聞き したかったわけです。鳥の死骸が水道一

一飲み水の中に、要するに飲料水と して使う水の中に入っていたということです。 いろ

いろ環境問題がやかましく、水にかかわるこ うしヴ 、浦和市で死亡事故ま で起きたとき

とそんなに時期を前後しないで、日野市でそういう事態が発生した。今まで、こ れは不

可抗力というふうにお考えになってい るのか。要するに管理上の手落ちはなかったかと

いうこ とですね。

それから、これは教育委員会内部で処理されたんですか。私ど もは全然知らなかった

んで、すねO どこからも聞いておりませんし、今回も行政報告の教育委員会の欄にも生活

環境部の欄にも、全く出ておりません。 しかし、飲み水、食べ物に関しては、今非常に

いろんな問題が指摘されて、我々も敏感になっていると きですから、しかるべき報告を

されてよかったのではないかと思うんですが、 もう一度、管理上のことをお伺いしまし

たので、いつ一一以前には点検したときには、いつのことかわか りませんが、問題なかっ

たのか。今回、定期的な点検なのか。それがわかったのは何月何日 か、もう少しほかの

皆さんにわかるように説明していただかないと、行政報告にならないと思うんです。新

聞などには一切出なかったわけですね。非常によく頑張っておやりになったと思うんで

すけれど、もう少し事が事だけに、概要をきちんと説明してくださ い。その管理上の時

期のこともはっきりして下さ L、。

0議長(小山良悟君) 学校教育部長。

0学校教育部長(藤本享一君) 日にちのこと につきましては、ちょっ ときょう、今こ

こに手持ちにないんですが、まず管理上の問題ですが、これにつきま しては一昨年、こ

の施設の工事をやっております。それで、その取りつけられた空気口のところには一般

的には、その空調を入れる部分に網が、小さい網がかかっているわけなんですが、今回、

それを見た場合に、網がついていなかった。で、 定期的な点検を毎月行っておりますo

つ、
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しかし、その点検では、中をあけまして異物や汚物とか、そういうものがないか、それ

から水を取って残留塩素を検査するとか、そういうような一般的なことをしているわけ

です。今回は、その羽根が調理場で発見されて初めて気がついたわけなんですが、それ

が検査してから当然 1カ月以内になるわけですけれども、またその日にち等については

今、時間は今、 11時35分だというふうに思っていますが、日にちちょっと今、定かに覚

えていませんので、申しわけありませんが、そういう状況でございました。

そして即、塩素の残留を薬剤師さんにも来ていただき、それから保健所でもはかって

いただいて、全部の水道を水を出しまして、たまっている毛がないかどうかの点検と、

それから残留塩素が今現在、末端まで0.7PPあるということで、これは一般的な大腸

菌には無条件、あり得ないし、それからバクテリア等悪い菌があったとしても、 0.7P

P以上ある場合には絶対、生存できないから大丈夫である、というふうなお墨つきを保

健所からいただきまして、翌日からでもし、いということでしたが、父母等へのお話と、

いろいろ連絡をとって安心させるという意味で、 1日さらに置いてから給食に入ったと、

こういう状況でございます。

0議長(小山良悟君) 古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) 教育委員会はそれなりに十分な対応をされたというふうに一応

受けとめますが、父兄に対して、給食が中止になる、それから 2日間、水道が使えない

という状況があったわけですが、どのように具体的には御説明になったのか、文章をお

出しになったか、その内容はどういうものかですね。工事中とかいうことじゃなかった

と、鳥が入っていたとちゃんとお書きになったんで、すか。ちょっとお答えください。

0議長(小山良悟君) 学校教育部長。

0学校教育部長(藤本享一君) 文章を出しました。この文章につきまして今、手元に

持っていないんですけれども、一応内容を確認しまして、まず正直に書いた方がいし、ん

じゃないかということで、発見したその日にはまだ原因がはっきりわかりませんでした

から、問題があるので給食を中止する、ということで当日は話しまして、子供に持たせ

まして、そして翌日は、こういう理由でということで、鳥が入って出てきたということ

をお知らせして、報告しました。

O議長(小山良悟君) 古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) 本来、起こり得るべくもないことがいろんな場合起こるんで、

教育委員会に100%手落ちがあったというふうに思いませんが、今後その管理について、

改善されたことはどういうことかですね。今までどおり、ただ網をつけて対応されるの
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か。今まであった網がなくなっているわけですから、その辺、今後の改善はどのように

対応しておられるか。

0議長(小山良悟君) 学校教育部長。

0学校教育部長(藤本享一君) 直ちにそのまず百草台小学校におきましては、用務さ

んに話ししまして、細かい網のものを上から全体に応急的にまずかぶせました。それか

らすぐ数日後に教頭会がございましたので、ここで庶務課長より、その対応に点検を、

網がないというようなことが起こり得たので、ない所があったら申し出るように、とい

うことで指示をし、そして今後の、そういうことが絶対ないと、ゴキブリでも何でも入

れないように、ということで周知をして、点検をさせました。

0議長(小山良悟君) 古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) じゃスズメの死骸が入った水を百草台小学校では、給食や、ま

た生徒の飲料水、どの程度の期間使っていたという結論になるんですか。

0議長(小山良悟君) 学校教育部長。

0学校教育部長(藤本享一君) このことにつきましては、保健所の方が 3名見えまし

て、やはり私どもそのことが心配で、いろいろ伺ったわけなんですけれども、スズメは

ほかのところのパイプよりも太いものですから、日にちは11月14日の水曜日でございま

した。そして、塩素の残留検査は週 1回、それから高置水槽の検査は年 1回、それか、ら

点検は月 1回ということで先ほどお話ししたような状況でやっているわけですけれども、

その何日間飲んでいたんであろうということについては、定かには言えない。

ただ、物が新しいという、ピンセットで蛇口のとこかから取り出したスズメの状況を

見まして、近日中である、ということだけはわかるということで、それが 2目前だった

か3日前だったかということまでは、ちょっと判断できないということで、全部のもの

を取り出して、ほとんどの部分がその水道の蛇口のところにとまっていましたので見た

んですが、若干の生臭いにおいはするけれども、腐食しているにおいじゃないというよ

うなことで、入って間もないであろう、という判断で、ございました。

0議長(小山良悟君) 古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) いろんな水にはにおいや香りがすることがありますから、言わ

れて後から吐き気がするというようなことがあります。まさにそういうことだと思いま

す。

ちょっと発言の訂正があればやっていただきたいんですけれど、教育長は先ほど、決

算委員会にこれ報告したようなこと、ちょっとおっしゃったんですね。違いますね。そ
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れ、ちょっとはっきりしてください。議会には、全く今回初めてですね。

O議長(小山良悟君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) 決算委員会で指摘を受けましたのは、夏のプール使用事故の

問題についての指摘を受けたので、今回の、今のその百草台小学校の水道の問題はきょ

う初めてでございます。

O議長(小山良悟君) 古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) 百草台小学校の今回の、先月起きたこの事件といいますか、一

つの管理責任が関われる不祥事だったと思うんですが、私が恐らくここで聞かなければ

このままだれも、そう多くの方が知らずに終わってた思うんですね。文教委員会でも報

告は別になかったですし、ございませんし、きょうも別に触れられておりませんし、書

かれておりません。事やっぱり口に入るもの、食べ物、飲み物、すべてそうであります

が、やはり 1カ月一度、年 1回という定期的な検査がおざなりになるということは、あっ

てはいけないことですが、場合によっては、何かが、どこかのシステムが狂っていたか

らこういうことが起きたということですから、今後、衛生管理の面でこういったことが

起きないように、ひとつ十分に気をつけていただきたいと思います。

また、後ほどで結構ですから、父兄に配った説明資料、それから事件の概要33事件と

いいますか、今回のてんまつを簡単で結構ですから、原因、それから対応、それから今

後の処置、この点を、今お答えいただいたことで大体いいわけですが、具体的にどうい

うことをお考えか、ま、会議ぐらいなさったでしょうから、そのことをお願いしておき

ます。

ここで教育委員のことが今いろいろ話題になっておりますので、教育委員会にこれ報

告されたか、最後に、ちょっと聞いておきますO

0議長(小山良悟君) 学校教育部長。

0学校教育部長(藤本享一君) 教育委員会の始まる前に教育委員さんがお集まりになっ

たところではお話ししているんですけれども、教育委員会へ議題としては出しておりま

せん。

0議長(小山良悟君) 古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) ま、ゃったようなやらないようなお話で、ごまかされたとは思

いませんが、きちんとこういうことは教育委員会の委員の方に報告される。ただ立ち話

で、まいりましたよ、こんなことがありましてね、いや大変でした、っていうんじゃだ

めなんです。ちゃんと書類で報告をして、今後の対応を教育委員会にもきちんと示して

po po 

いく。そうでないと、教育委員さんたちもあんまり緊張しておられないようですから、

その点、事務局ですから、しっかりおやりいただきたいと思いますo (i関連」と呼ぶ

者あり)

0議長(小山良悟君) 黒川重憲君。

023番(黒川|重憲君) ただいまの古賀議員からの今の質問で初めて私どもわかったわ

けでございますが、学校教育部長にちょっと確認の意味でお尋ねしますが、スズメの死

骸は高置水槽の中に入っていて、そしてそれが、いわゆるこの、パイプを通ってこの蛇

口といいましょうか、出てきたのか、もう一度確認をしておきたし、と思います。

0議長(小山良悟君) 学校教育部長。

0学校教育部長(藤本享一君) お答えします。

このことにつきましては、当然、関係者が集まって中を見た結果、それ以外考えられ

ないという、ほかからの入るところがないわけなんですけれども、そういう判断のもと

に、この空気抜けに直径 3センチぐらいのこういう空気口があるわけなんですが、そこ

から入ったで、あろうということで話し合いが行われまして、私どももそうであろうとい

うふうに判断したわけであります。

0議長(小山良悟君) 黒川重憲君。

023番(黒川重憲君) この高置水槽、いわる受水槽のこの問題につきまして、ちょっ

と昔のことで何年だったか忘れましたが、いわゆるこの学校の高置水槽のことについて、

議会で取り上げた経緯がございます。もう十何年前になろうかと思いますが、そのとき

にたしか、私の記憶違いでなければ、今の市民部長が、永瀬市民部長が教育の課長をやっ

ていらっしゃるときに、一緒に私は百草台小学校にこの高置水槽を点検に行っておりま

す。そのときに上へ上がって屋上の高置水槽のふたをあけたときに、新しいこの高置水

槽の強化プラスチックの中に物すごいごみ状のごみが入っていた経緯がございます。こ

のことを議会に取り上げたことがございました。今、古賀議員の質問でもまた百草台小

学校ということでございまして、今関連質問をしたわけでございますが、いわゆるあそ

この屋上へなぜ子供たちが上がっていかなけりゃならないのか。あるいは子供というこ

とじゃないかもしれませんが、屋上ヘ上がって、そしてそこへ高置水槽の中に入れられ

る。いわゆる管理体制をやはりきちんとしな.ければ、こういう問題また持ち上がってく

るんじゃなかろうか、かように思うわけでございます。

したがって、今いろいろ指摘されておりましたけれども、今後、そういうことが絶対

ないようにひとつ、十分注意をされていただきたいと、 もこのように思います。
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0議長(小山良悟君)

025番(古賀俊昭君)

たいと思います。

それからあと 2点だけ、これは市長の方にお尋ねをいたします。簡単なことです。

古賀俊昭君。

二度あることは三度ありますから、ひとつ気をつけていただき

ことしの10月15日の日野市広報に、市長の動き、 9月後半というところに出ているこ

とに関してですが、 15日、立川相互病院落成記念式典(立川市民会館)に祝辞というこ

とが出ております。これは、御承知のように立川に所在をする共産党の病院ということ

で有名な病院なんですが、この病院に隣の市の市長が行って祝辞を述べるというのは、

どういうことかちょっと私には理解できないんですね。この病院とどういった公的なつ

ながりがあるのか、この点、ひとつ教えてください。

それから、きょう市役所に朝参りましたら、 9時45分ぐらいでしたが、もう下の駐車

場いっぱいで、車をとめる場所がなかなか見つからない。辛うじてとめることが私はで

きたわけですが、遠くの方に持っていかれた方もいらっしゃったようです。この聞は、

一ノ瀬議員も道路にとめていましたら、レッカーで移動されたということで、御本人は

ぶつぶつ言っておられましたが、やはりいけないことはいけないことで、ちゃんと反則

金も保管料も払っておられたということで、来庁者が十分下に車がとめられないという

状況があるんですね。職員の方が中には車をとめておられるというような指摘も時々聞

きます。今、この市民会館や市の庁舎に来る市民のために確保をされているべき駐車場

が、本来、使用することを遠慮すべき人が、使用しているのではないかという指摘が、

かなり私どもの耳に入ってくるわけですが、現在は、この点についてはどのような管理

をなさっているのか、お尋ねをいたします。

それから、市の職員組合の宣伝カーがいつもとまっています。この来庁者用の駐車場

というのは、駐車料ただなんですね。お金一円も要らない駐車場です。 1時間とめよう

と100時間とめても、一円も取られない駐車場です。マイカーで通勤しておられる職員

の方は、別に民間で用意されている互助会が仲介する駐車場に月額幾ら、何がしかのお

金を、駐車料を払ってとめておられる。ところが、この職員組合の車は、これ市民の来

庁者の車と同一視するのはちょっと無理があるような気がするんですが、ただの駐車場

にずうっといつもとめておられますね。市民の感覚からすると、来ても満杯だし、車が

そうし、ぅ、本当に市役所に用事があって来た人の車でないのが、四六時中、でんと居座っ

ているのはいかがなものか、ということもよく私、耳にするんですが、この車は車庫証

明とかし、ろんなことあると思うんですが、本籍とか現住所はどうなっているか、この点、
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庁舎管理の方の責任者、藤浪部長でも結構ですが、お答えいただきたいと思います。

O議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 質問の 1点のところにお答えをいたします。

日にちは私も正確に記憶をしていないわけでありますが、立川相互病院の落成式があっ

て、祝辞を述べたということは記憶をしております。相互病院という病院が、いわゆる

病床制限の中で住民要望が非常に高い。そのことが了承されて、立川市の医師会で増床

の同意が得られ、都の当局もそれを認めて数十床の増床が実現したという経過がありま

す。またその運動の中に、日野市からもたしか 1万数千名とか聞く署名があったという

ことでございまして、そういう意味で、日野市民が日ごろお世話になっておりますと、

こういう立場であります。

当日は、立川市長が来ておられたかどうか、ちょっと正確には言えませんが、少なく

も何市かから祝電があったということは事実でございます。別段、私が特別な行動をとっ

たということではなくて、お祝いの言葉を述べた、日野市民にかわって喜びを伝えたと、

こういうことでありますO

0議長(小山良悟君) 総務部長。

それでは 2点目の御質問に対してお答えをさせていただき0総務部長(藤浪竜徳君)

ますO

市民駐車場に職員の車が駐車しているんではないかと、こうし、ぅ御指摘でございます。

確かにその傾向はあるかと思いますけれども、果たしてそれが職員のものであるのかど

うかというのは、なかなか判断が難しいものがございます。しかしながら、そういった

御指摘もございますので、最近では「マイカーの通勤による違法駐車等の自粛等につい

てJということで文章を、各所属長にあてて出しておりますし、また庁舎管理上、時間

の前に庶務課の職員が入り口に行ってチェックをしている。そういう状況で今、対応を

してございます。

それかち、職員組合の車がこっちに置いてあるというような御指摘でございます。職

員組合の自動車につきましての駐車でございますけれども、この職員組合の性格といい

ますか、職員組合がいわゆる地方公務員法52条の規定にあります「勤務条件の維持改善

を図る目的を持つ団体」であるということで、事務所も庁舎内に許可をしております。

その関係もございまして、車両につきましでも、関連しているということで、許可をし

ているのが現状です。なお、駐車に際しましては、地下駐車場な どで市民が頻繁に利用

する場所には駐車しないように、ということで十分注意をしているところでございます。
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以上です。

O議長(小山良悟君)

025番(古賀俊昭君)

古賀俊昭君。

まず市長は、立川相互病院落成式典のあいさつ、祝辞を述べて

いるわけですが、市長が、日野市民もお世話になっているし、何か署名がたくさんあっ

て、増床が行われたことに伴う行事に参加するのは当然だ、市長ならそうおっしゃるで

しょうし、だから行かれたんだと思うんで、す。ま、立川の市長が呼ばれて行くというこ

とになれば、自分の地域の病院ですからこれもわかるし、何かそれなりに公的な、市長

という立場で行くわけですから、公的な何かつながりがなくちゃ、これはおかしいわけ

です。どんなつながりがあるのかと私お聞きしたら、市民を代表して行ったということ

で、答えになっているような、なってないような回答なんですが、私はこれ、日野にあ

る病院で何か行事をやるから来てくれ、それで行くというのはわかるんですけれど、多

摩川を越えて渋滞をしているところを、隣の病院で幾ら共産党にお世話になっていると

はいえ、一個人として市民が参加するのはこれは構わないです。しかし、市長としてよ

その地域の病院にお祝いに行くっていうのはどういうことかな、と思うんですよ。多分、

市長交際費からお祝いも持っていかれたのかもわかりませんし、こういったおつき合い

は、私はちょっと疑問に感じますo それだけ申し上げておきます。

こういうのは見落とさないで見ると、いろいろあるんですね。これはこういう議会の

場でちゃんと私は自分の考え方を述べておきます。

それから、マイカ一等がとめられている。つまり職員の皆さんので、すね。そういう不

心得な人は、もうだんだんいなくなってきていると信じますし、しかし、まだ徹底しな

いから職員課ですか、庶務課の方が入 り口でチェ ックをしているということですね。だ

からき ょうも、朝の状態申し上げましたけれど、きょうだけじゃない。近い所に皆とめ

たいという心理はありますから、どうしても集中するのかもわかりませんが、とめられ

なくてつい路上に置くということは、あるわけです。それで一ノ瀬さんのような犠牲者

が出てしまう。こういうことがたびたび、ほかの方でも同様なことがあります。ですか

ら、 1台でも 2台でも来庁者が、市民の方が不自由しないように、きちんと駐車場が確

保されて、しかもだれから何を言われで も、 いや、こういうふうにやっております、ど

うしても御用事のある方は申しわけないけれども、あちらの方にほかに場所があります

から行ってくださいと、こうきちんと説明ができるように、管理体制を徹底をしていた

だきたいというふうに思います。

それから、職員組合の車ですけれど、これは事務所と同じように、組合活動の一環と
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して駐車場は無料な場所を提供している、というふうにおっしゃったんですが、であれ

ば、この場所というふうに決めた方がいいん じゃないで、すか。三菱銀行の隣にあったり、

それから地下駐車場のあっちにあったりこっちにあったりで、入ってきたらあれがとまっ

ていると、よく市民の方言うんですね。宣伝カ一、政党所属の議員さんの宣伝カーは大

体もうみんなわかっていますからそれはいいんですが、あの車はやは り目立つし、やっ

ぱりどこか場所を提供するならば、決めてあげた方が私はし、いと思います。その方が職

員組合のためだと思います。なるべく邪魔にならない所に置いてくれということで、置

き場所ないじ ゃないで、すか。だったら、市民会館の先の郵便局の隣に置くということを

決めるか、それとも、それじゃ組合の、活動家の人が大変だと、仕事も多いにやってもらっ

ているんだし、あそこまで歩いていくのは疲れるだろう ということで、近 くがし、い とい

うなら、場所を決めるべきです。どうですか、その点。

0議長(小山良悟君) 総務部長。

0総務部長(藤浪竜徳君) ただいまの御指摘につ きましては、 職員組合と協議いたし

まして、場所を指定したいと思います。

以上です。

O議長(小山良悟君) 夏井明男君。

022番(夏井明男君) それでは何点か質問をさせていただきます。

一つは行政報告の方で、浅川堤防洗掘事件にかんがみ、ということで市長の方から対

応策についての御答弁をいただいたわけで、すが、過日、季節おくれの台風がありまして、

仮設の工事自体が問題があったというふうな形で、住民の方から話も聞いているわけで

すけれども、地元の方からお話を聞きますと、あそこは非常に昔から、大雨が降ったと

きの堤防決壊危険箇所として非常に問題のある所なんだということで、前々から建設省

を通じて一ーにもかけ合うこともあるし、市の方にもお願いをしてきた経過のあ る所で

すと。とうとうああいうふうな、 9月30日のような台風の雨でああいうふう になって し

まったと、こういうお話であります。市の方でこれは市長が直接に出かけて、10月11日

に京浜工事事務所の方に市長がお出かけになって、その辺のお話をしたと ころだと思う

んですが、建設省の方としても、具体的な細かい回答はなかったかもしれませんが、そ

の辺どういうふうに回答されていらっしゃるのか。

特に私も、そこの箇所の所で、いわゆる霞堤のある部分といいますか、市内の雨水で

すね、あれが入ってくる豊田用水とい うんで しょうか、あそ こに入ってくる樋門の部分

のことでもお聞きした経緯があります。こ れはう わさの程度でお聞き願いたいんですが、
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京浜工事事務所の方であの当時来たときに、復旧工事のときですが、実は樋門をつくる

については日野市さんの協力が得られないんです、とこういうお話で、私が一般質問で

お聞きしているところでは、建設省の方との調整ということで努力をいたしておるとこ

ろです、こういうお話がありました。私はそのとき、矛盾する話が二つ入ってきたもの

ですから、あれ、日野の方が協力をしないから樋門がつ くれないんだ、というふうにも

聞いたんで、これはちょっとおかしいなということで、その市民の方にもう少し具体的

に聞いてみました。そうしましたら、やはりその辺が抽象的なお話を工事事務所の方の

方はされたようですので、どうも日野市の方の御答弁の方が正しいなというふうに帰っ

てきたわけですけれども、そういうことも含めまして、あそこの堤防箇所がどういうふ

うになるのか心配をしていますので、もう少し具体的に御答弁をいただきたいというふ

うに思います。

それから、これは教育長にお尋ねをするのか、図書館のことですけれども、ことしの

11月16日にいわゆる日野市の百草図書館が、市立の図書館がようやく完成しまして、地

元の方も非常に喜んで、今御利用になっているところだと思います。これは私も文教委

員会のときに、図書館長にも再三お聞きしたわけですが、もうその前にも、図書館の利

用というのは、むしろ皆さんの一般の方が使いやすいような形ということで、土曜日の

午後、また夜間の開館時間ということも一般質問でもさせていただきました。図書館の

方では、職員体制とかさまざまなことで研究をしています、という答弁がありました。

で、文教委員会のときにも、やはり私は、この日野市の市立百草図書館について、開

館時間をお尋ねしたことがあります。 その対応についても何とか工夫をして、例えばパー

トの方でもお願いをしてできないかということまで、詰めた経緯があります。そういうふ

うな経緯の中で、実は開館時聞は火曜日から土曜日の午後 1時から 5時までである、こ

れはそうだと思います。これは、百草図書館への職員の増を公明党が認めなかったがた

めに、そういうふうな形になったんだという話がありますが、これは事実かどうか、総

務部長または図書館をつかさどる担当の方から御答弁いただきたいというふうに思いま

すO

それから、これは非常に、 第 3点目 なんですが、 140入学級騒動記」ということで長

沢教育長が回想録を書かれていますけれども、私もいただいてから何回か読ませていた

だきまして、教育長はどういうふうなお考えのもとでこれを書かれ、私どもに贈呈をさ

れたのかなとい うことを、何回も考えました。つい最近ですけれども、教育長の議会承

認ということで全会一致で承認をされて、も うお仕事につかれているわけですが、私も
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再任のときに、さまざまなことがありましたけれども、余り過去のことにと らわれたり、

また、人間ですから欠点も・ありますし、失敗もありますし、失礼なことも あるわけです

けれども、そういう中で教育長の「現場の教育のあり方」ということで何と か解決を し

なければいけないという情熱でおやりになって、私か ら見れば、さんざん議論させてい

ただきましたけれども、ちょっとやっぱり暴走しちゃ ったんではないかな、という ふう

に思ってきたわけです。で、そういうことに余りこだわっていますと、将来の日野市の

教育全般について余りマイナス発想をするということはよくないという気持ちもありま

して、これは私のあれですが、将来の明るい、それを財産にしていい展開をしていただ

きたいなという気持ちで、私も賛成をさせていただいたわけです。

その後、何回か読ませていただきました。私もこうい うこと をまさか、 こう いうふう

なことでお話をするということは非常に憂うつなこ とです。特に教育長は、最終的には

お書きになった心情というのは、自分の心情を理解していただきたい、という気持ちで

書かれたんではないかというふうに思うんです。

結論すると、いわゆる全体的な一つ一つにとっては、丁寧文で書かれていますが、最

終的にはやはり弁明書、私の弁明である、とそういうふうにどうしでもなります。前書

きにかえてということで、 「忙しくてゆっくり本文に目を通せない方のために」という

ことで要約をされた形でまとめられておりますが、この短い文を読んだ中でも、かなり

いろいろなことについていきさつを知らない方は、誤解を受けると私は思います。

私は、例えば校長会が反対であったというふうなやりとりが書カ亙れていますが、理解

が得られなかったということも言われております。現場の校長先生が理解をしなかった

ということについては、かなり悩んでの上での話であります。教育長は教育についての

権力を持っております。一父母とか、一教師の立場で教育長に意見を申し上げるという

ことはできません。ゃったとすれば、左遷されたり、校長であればどこかへ飛ばされた

り、そういう権限を私は実質的に教育長はお持ちだと思います。ですから、 また市P協

の関係のお母さん方にしても、これを読まれた方は、ちょっと違うんではないか、とい

うふうに思います。しかし、教育長に会って、これはこうでしたけれど、というこ とで

言う方は私は、ほとんどいないと思います。

ですから我々が言わなきゃならないわけですけれど、 一番そこでお聞き したい第 1点

は、教育長の今答弁の中にありましたけれども、 やはり こう いう出版物は、出してはい

けないんじゃないか。将来の教育行政の こと を展望すると 、そう いう書物はどうだろか、

というふうな御意見があったとい うふうに伺っていますが、それをあえて反対を押し切っ
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て出されたということについて、非常に疑問に思います。特にお聞きしたいのは、各部

門に教育長は贈呈をされたと思いますけれども、教育長がおやめになるときに、やめて

はいけないよ、教育現場を混乱させることになるよ、というお話がありましたけれども、

そういう方は、この本を読まれてどういうふうな御感想を持たれたのか、その辺のお話

をお聞きしたいというふうに思います。

それから、教育長の発想、が、いわゆる 1人の生徒が欠けてしまうかどうかの初めの方

で「学校長の憂うつな季節Jということで「学級編制の悩みJというところで、教育長

の情熱の部分が書カ亙れているわけですが、この情熱というのは結局、 40人学級というの

がこの制度の中では無理なんだということで、そこで私はおやめになるのがよかったと

思んです。それを変形という形で、私は60人学級とも申し上げましたけれども、そうい

うふうなことになってあえてそこでやった場合には、まさに教育長が一番初めに「学校

長の憂うつな季節」のことの部分の問題が、変形で実施をしたときにはまさにこの問題

が、また同じようなことが起きてくるということは、私は教育長としては気づかなけれ

ばいけなかった部分だと思うんで、す。その辺、どういうふうにお考えになっているか。

あともう一つは、私も偽名を使われて話をされてます。私の質疑についても、教育長

の方は要約をして話をしていただいてますけれども、要するにあれがどうしてまずかっ

たのかということを、かなりいろんな角度から何点かからずうっと理由を説明させても

らっています。ところが、誌面の関係だと思いますが、一部の、まあそれは中心になっ

ているものですが、そのことだけしか指摘をされていない。

一番私は大事なことだと思いますのは、これを読みまして私は、これは誤解一一要す

るに私の目から見れば一一これは誤解を生むな。どうして自分の心情をわかってもらえ

なかったんだろうか、という心情でとる人はとると思うんです。そういう方が多いと思

うんです。私の立場からすれば、この i40入学級騒動記Jということに対する反論、ま

たはそれの真実、真相という題で私という立場で編集をして客観的なデータを出して、

こういうふうな 1冊の本にして市の方にお配りをするようなことになったらどういうこ

とになるかなんですね。

教育長が一番重大な点を見過ごしてますのは、こういうふうな立場でこれをお書きに

なって、それを出された、むしろ教育長が一番恐れている、一番この、 「ゆっくり本文

に目を通せない方のために」というところで、 12ページのところですが、 「だれもが歓

迎し、喜んでもらえると思った施策が、複雑に絡んだ政治の世界でもみくちゃになり」

と、こういう表現があるわけです。こういう物の見方も、私はできると思います。しか
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し、私どももし、い仕事をしたいですから、要するに変形的なものが導入されたときに、

現場の子供たちはどういうふうになるんだろうかという視点から質問した経緯がありま

す。何もこの問題について、政治的にどうだこうだというふうな、おもしろおかしく言

う方もいらっしゃるかもしれませんけれども、私どもは、そういうふうな形からこのこ

とについて教育長にお話をさせてもらった行為はみじんもありませんO

教育長がここのところで、 「政治の世界でもみくちゃになりJというこのことが、実

はこの本を客観的な立場、抑えた表現、ということでおしつやりながら、これを市に、

皆さんの、市民の目の届く方のところへ配られたというこの行為が、むしろマスコミの

方もおもしろおかしくお書きにはならないと思いますけれども、またこれを政治的な観

点、で、いい材料だということで偏見と猪疑心の中で宣伝の材料に使うような人はいない

と思いますけれども、そういうふうな場を日野のこの市内の中に広げてしまったという

事実なんです。恐らく校長会の校長にしても、現場の担当の教師の方にしても、私は言

いたいこと随分あると思います。それをおっしゃらないで来ているわけです。

ですから、私は最低限、現場の教育長としてこれからも指揮をとられるという立場で

あれば、そのことを考えれば、自分の心情とかそういうのをどうして理解してくれない

んだろうかという私の情ですね、私情をやはり抑えるべきじゃなかったか。私の情の方

が先に行ってしまって、出版をされたというこういうことに私は、結論がなると思うん

です。その辺、重々お考えいただきたいというふうに思います。何点か私はお聞きしま

したけれども、その点のお話があれば承りたいと思います。

0議長(小山良悟君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) 今、夏井議員さんの方から御指摘されている点につきまして、

今、私自身考えてみて、確かに読まれる立場の人、立場の人によって、大変問題を投げ

かけてしまった出版物だったということを反省しております。

ただ、率直に申し上げまして、当時、この議会では、市長選、あるいは市議選、いろ

いろそういう問題等も当然議会ですから、持っておりましたし、それから40人学級のさ

なかの状態であったので、非常に激しいいろんな行動がとられていた。確かにこの作品

そのものの大枠が仕上がったのは63年の 7月、夏休みの終わる ころ仕上がったわけでご

ざいますけれど、やはり、今この時期にこの問題を出すということが、世間に与えるい

ろいろな影響というもの、そういうものを心配してくださる方もいたし、それからまた

私自身も率直に申して、その方の意見等にも十分耳を傾け、一応 2年半ほどの問、問題

を抑えておきました。
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今回、出したというその状況は、先ほども申し上げましたように、 2期目の教育長の

仕事が終わった中での一つの 2期日の大きな問題点であった、私自身にとっての大きな

問題点で、あった、それについての私のその考え方をまとめてやっぱり発表したい、ある

いはそのままあの時点でいろんな角度から問題を指摘し、心配してくださった方々の意

見や何かも残しておきたい。そういう問題と、 既に来年4月から完全に40入学級がどこ

の地区、どこの学校でも実施されるんだというその時点がもう来ているというその状況

の中で、今言ったような形での執筆をして、今後、こういう問題が起きたときに、やは

り現場の教育長あるいは、直接学校経営に当たっている校長さん、あるいは現場の先生、

そういうものがどんな形でいろんな苦労をされているかということ等についても、特に

行政を扱っていく方々に知っていただきたし、という思いも込めながら書き上げたという

ことであって、今逆な面で、立場をかえて問題を夏井議員さんの方から指摘されれば、

指摘されることの一つ一つがもっともであ り、夏井議員さんが今度、この 140入学級騒

動記jのその反論の文章といし、ますか、そのときはそうじゃなかったんだよ、こうだっ

たんだよ、というような形の執筆をなさって、それをとにかく公にしたというようなこ

とになれば、それこそ本当に大変なことになるということを、自分自身でも反省しなが

ら、お話を聞いた次第でございます。大変御心配かけて申しわけありませんでした。

0議長(小山良悟君) 都市整備部長。

0都市整備部長(前田雅夫君) 第 1点目の浅川の洗掘の件につきまして、私の担当の

部分をお答えをいたしたいと思います。

夏井議員さんのお話の中にもございましたように、洗掘をしたすぐ上流でございます

けれども、霞堤がございます。これは将来、日野市の下水道計画の雨水では、豊田樋管

となる予定でございます。この決壊をした堤防の本格的な復旧をするには、この樋管を

っくりませんと、上下の整備が完全にできないわけでございまして、今まで市が考えて

おりました計画は平成5年度に予定をしておりましたけれども、こういう事態でござい

ますので平成 3年度、来年度でございますけれども、樋管を建設省に委託をしてっくり

たいとo 現在、建設省及び私どもの財政当局と協議をしているということでございます。

O議長(小山良悟君) 生活環境部長。

0生活環境部長(糸川 滋君) 第 1点目 の防災サイドといたしましてお答え申し上げ

ますO

お尋ねの件といたしましては、 20号の豊田におけます洗掘について、具体的にどのよ

うな要請をしたのかということでございますが、これにつきましては、仮復旧をいたし
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ました段階におきまして、当然、本復旧はいつになるんだろ うか、 ましてやこ の時点で

は、荒天が次に控えておった経過もありますことですし、私ども防災の立場といた しま

しては、仮復旧はもとより本復旧ということが非常に気がかりでございます。そう いう

ところから、建設省京浜工事事務所の工務課長に、本復旧はいつするのかとい うふうな

具体的な問いを発したわけで、ございますO それに対しましての工務課長の答えといたし

ましては、今年度中、 3月末までに、それも渇水期でないとできないので、ちょうど今

渇水期になっておるというところで、この時期を利用いたしまして、本年度中に本工事

を進めたい、そういう回答でございました。

私ども、その言葉に対しましての受けとめ方といたしましては、 手元資料としまして、

これちょうど 5月に同工事事務所の方から出されました平成 2年度の国の河川改修事業

計画が手元にございます。

ちょっと読み上げてみますが、浅川のくだりにつきましては、 「浅川は、いまだに未

改修箇所が多いのに加えて、近年の流域の急激な都市化によ り、治水安全度は低下して

きている。このため、弱小堤の補強、河道の掘削を主体とした改修の促進を図るJ。こ

のように総論でうたいまして、 「第 1項目、堤防かさ上げ及び無堤部対策といたしまし

てこの浅川の西平山・豊田・川辺地先で築堤、護岸工事を施工するj。こ のようになっ

ておりますところから、この中において、それも本年度中に行われるとい う受けとめ方

をしております。

また、この浅川におきます日野市域にあります一応危険箇所と言われている箇所数は

合計34カ所ございます。その状況でございますが、堤の余裕高の不足が大半でございま

すが、過去の実績といたしましての洗掘実績箇所、また高水敷幅狭小といったような所

が理由といたしまして、このような危険箇所を計上しておる、こういう次第でございま

す。

以上でございます。

0議長(小山良悟君) 建設部長。

0建設部長(橋本栄寓君) 先ほどの御質問は、 10月11日に京浜工事事務所へ市長が行っ

て、どのようなことを話したんだ、というような御質問でございます。この点について、

お答えさせていただきます。たまたま私、市長の随行で、行っておりま したもので、かわっ

て私の方から答弁をさせていただきます。

市長はこの中で、特に浅川は河床が、 計画の河床よ りも 2メーターぐらい埋まってお

る。 だからこの河床についてのひとつ対策をお願いしたい、という点が 1点でございま
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す。それから、堤防が非常に計画高までにまだいってない堤防が日野市内にもある。こ

ういう堤防のかさ上げをひとつお願いをしたし、。何しろこういう治水に対しては、市民

に安全を図るために、早期にこういうものに対しての実施をしていただきたい、という

ことと、それから最後になりますけれども、今回洗掘されました、 80メートルの洗掘さ

れた場所については、本復旧を早くやっていただきたい、というお話をしてきました。

その後、京浜工事事務所の方から、所長から電話がございまして、大蔵省とも話しま

して、緊急災害復旧費として予算がついたからということで、 12月過ぎにはもう設計を

間違いなく終わらせて、年が明けましたら 1月から 3月までの聞に、この80メートルに

対しての復旧はいたします、ということの電話連絡もございました。

以上です。

O議長(小山良悟君) 社会教育部長。

0社会教育部長(坂本金雄君) 百草図書館の御質問にお答えを申し上げます。

11月16日にオープンをいたしまして、御質問にございますとおり、火曜日から土曜日

まで、午後 1時から 5時まで開館をいたしております。この日にちと開館時間につきま

しては、正規の職員が 2名と、それから嘱託の職員2.5名によって維持をされていると

ころでございます。

御質問の中で、うわさ話としてというお話でございますけれども、そういううわさ話

はまだ私の耳に届いておりませんし……(i新聞を見てくれ」と呼ぶ者あり)うわさ話

というお話だったので、そのうわさのお話は、私の耳に届いていません。もし、そのう

わさ話が新聞のコ ピーから出ているとしますと、あの新聞については、私どもに取材に

来ておりません。取材に参りますれば、 もちろんもう少し慎重に対応しているところで

ございます。取材の線から外れたところからの記事だと思います。

0議長(小山良悟君) 夏井明男君。

022番 (夏井明男君) 浅川の洗掘の ことにつきましては、よくわかりました。ぜひ、

来年の 1月から 3月まで、予算がついたということで、立派な工事をしていただきたい

というふうに思います。

それから、豊田樋管とい うことで、あそこ の樋門ができるということで、平成5年を

3年度ということで早めて対策をとりたいとい うことですが、ぜひ、そういうふうな形

で進めていただ きたいと思います。

それから、今私も、 うわさということでお話をさせていただきましたが、 11月25日の

赤旗の新聞のこれは市政図書室から出されてい るも のですけれども、 26日に各議員のと

。。
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ころに配られた資料がございます。その中に、前半の部分は全部は しよりますが、一番

最後の方に、非常に楽しい話なんですが、 「このマンシ ョγの賃借料は月々216万円で、

駅前に用地を買収し、建設するよりは割安とのことです。開館時間は、火曜日 から土曜

日の午後 1時から 5時まで。 これは同図書館への職員増を保守自民党会派と公明党が認

めなかったため」ということで、公党の機関紙に載っております。

私どもは、図書館への職員増を認めなかったことは全くあり ません。記録にもないと

思いますし、むしろ文教委員会等で、ぜひ認めて、 パート でも し、し、から認めて、おやり

になったらどうか。また、中央図書館でもほかの図書館でも、 夜間体制でも組んでやっ

たらし、し、かということは、本会議でも再三述べておりますし、会議録を見ていただけれ

ばわかると思います。これは総務部長でも結構ですし、 また社会教育部長でも結構です

が、そういう事実のもとで断言 したとい うことは、私はないと思いますが、ど うでしょ

うか。

0議長(小山良悟君) 社会教育部長。

0社会教育部長(坂本金雄君) 事実の もとに断言 したか、というようなお話でござい

ますけれども、私どものところに報道機関か ら取材に参りますときには、 会派を特定い

たしまして、こういう会派がこういう態度をと ったというよう なことは、申し上げない

ようにしております。今の御質問のように、図書館の職員の増については、だめだとい

うようなことをおっしゃったことはございません。また、 夜間開放についても、 言及さ

れている事実がございました。

0議長(小山良悟君) 夏井明男君。

022番(夏井明男君) 私、この問題を取り上げましたのは、 57年に初めて一般質問を

させていただいたときに、議会制民主主義の根本として、 各政党政派が争うのはこれや

むを得ない。ただ、政治家である前に人間である。人間的な信頼関係を積み重ねていか

なければ、議会制民主主義は成り立たないんだ。世界平和もないんだ。したがって、う

そをついてはいけない。つくったうそまでついちゃいけない、という ふうに私はるる 申

し上げた経緯があります。

また、 共産党さんのお出しになった選挙の近くにな ってのチラシをま とめまして、本

会議で私はさせていただいた経緯もあ ります。 それは、要するに話 し合いの政治という

のは、民主主義の政治の原点でありますO しか し、うそをついてま で相手を攻撃したり、

評価を低めたりするようなことがあったならば、スムーズな討論と質疑、説得と理解、

そういうふうな場面が土台から崩れてし まう とい うことで、一番初めに、なったときに
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申し上げた経緯があります。

特に世界の中でも主義主張が違っても、経済的利害対立があっても、何とか平和を維

持しなければいけないということで、今、大きなうねりが具体的に出ている。それがや

はり政治の本道だろうということで市長にも質問をさせていただし、た経緯があります。

この問題私、取り上げるのは 4回目なんですけれども、私はそのときに市長に申し上

げたのは、積極的にそういうふうな相互の人間としての、政治家以前の人間としての人

間性を疑わせるようなそういうふうなことがあったならば、市長は世界平和を希求する

政治家である以上は、ぜひ労をとっていただきたいということを申し上げた経緯があり

ます。

このお話をするのは私は、市長に申し上げるのは 3回目なんですけれども、こういう

ことは非常に不幸なことであります。図書館ができて地域の方が明るいニュースとして

お受け取りになる。そしてその後でこういうふうなことが出てくる。これはもう政治不

信につながっていく経緯であります。政治姿勢の混乱のもとになってくるわけでありま

す。こういう経緯を踏まえて、市長はどういう御感想、を持たれるか、その辺、御感想、を

承りたいと思います。

それから、今、これは教育長のお話は私、お聞きしましたけれども、今でもこの本を

出されて正しかったなというふうに思っていらっしゃるかどうか、やはりこれでよかっ

たというふうに今でも思っておられるかどうか、お聞きしたいと思います。

以上で、すO

O議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 質問ですからお答えをしなければならないわけでありますが、

夏井議員の御指摘の過去の質問趣旨については、それぞれその時点で、議会のそれぞれ

のお立場があろうと思いますが、なお市民を正しい判断に寄与していただく、このこと

が大切であると、こういうふうにみずからもわきまえ、また、議場はそういう場所であ

るというふうに私も信じております。

したがし、まして、市政全体に正しく理解をしていただける、こういう日常の姿勢こそ

大切である、このように考えておるわけでありまして、それに何かもとる事件があった

とするならば、私も適切な対応ということ になると、かなり困難かもしれませんが、み

ずからの信ずるところによって、正常な人間関係のつくれる、こういうことであってい

ただきたい、そういう努力は必要なときには行いたいと、このように考えております。

O議長(小山良悟君) 教育長。
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0教育長(長沢三郎君) お答え申し上げます。

私自身、私としてはとにかく、自分の反省するところは反省しながら、できるだけそ

ういう感情に走らないような方向等も含めながら執筆し、・皆さんに読んでいただきたい

と。今学校とい う現場の置かれている状況というものを少しでもわかっていただけたら

という思いを込めて書いた内容でございまして、確かに内容的に取り上げれば、部分部

分、いろいろ御迷惑をかけた点も多々あったと思いますが、現実としては私自身、今こ

の本を発行したことそのことに対して、今でも正しいと思っているのかというその御質

問に対しては、私自身の気持ちとしては、よく今の教育が取り巻かれているその状況と

いうものを一人でも多くの方に知っていただきたいとい う思いに変わりはなく て、そう

とにか く、特別に偏った形で、あの内容を自分としてまとめたとい うよう な気持ちは、正

直言って持っておりません。 (r関連Jと呼ぶ者あり)

0議長(小山良悟君) 竹ノ上武俊君。

029番(竹ノ上武俊君) ただいまの夏井議員の日野市立百草図書館に関する部分の質

聞に関連して一言質問をいたしておきたいと思います。質問の第 1点は、 教育委員会担

当部長にお願いをいたします。

現在の日野市立百草図書館、それから今後のことについては、詳しくは米沢議員が一

般質問で触れますので、そのときに十分に質疑がなされると思います。

1点だけ確認をしておきます。百草図書館は今後、午前10時からの開館、 あるいは日

曜開館、こういう方向に住民が望むのは目に見えているわけですけれども、 そういう状

況をっくり出すためには、現在は職員が不足している。ですか ら職員増が実現すれば、

10時から 5時までの開館、日曜開館へと拡大していくことができるかどうかという点に

ついて、 1点確認したいと思いますo

それから第2点は、 10月25日付の一般紙に、 「職員不足で日曜はだめよj という大き

な記事が出ておりました。これは新聞名は言いませんけれど、御存じだと思います。そ

れでその見出しの大きな部分に、 「去る 3月の市議会で職員の増員案が認められなかっ

たためでjというふうに記述されております。

この新聞記事はどういう取材をされたか、取材は自由でありますし、また、 ニュース

ソースについては守秘義務というのが出版や新聞社にはあるわけでございますので、そ

れのあれこれは聞いませんけれども、この記事については、事実として市側は否定もさ

れなければ、新聞社の方でもちろん改訂したこともないんですが、この新聞記事につい

ては、ただいまの部長は、今日に至るまで、きょ うに至るま でお認めの状態であ ったか
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どうか、これも部長のお自にはとまらなかったかどうか、この点を確認しておきたいと

思いますo

以上、まず 2点について質問いたします。

O議長(小山良梧君) 社会教育部長。

0社会教育部長(坂本金雄君) 百草図書館の開館日と、それから開館時間の延長につ

きましては、嘱託職員あるいは正規職員の現状の体制では、今の時間帯、開館日、日数

ですね、これはぎりぎりの線でございます。したがいまして、嘱託にしろ正職員にしろ、

増員がなされれば、市民の要望に沿った時間帯、それから開館日の増、こういうことは

可能でございます。

それから、 「日曜はだめよJという新聞記事でございますけれども、私、大変申しわ

けないんですけれど、見ておりませんo

O議長(小山良悟君) 竹ノ上武俊君。

029番(竹ノ上武俊君) じゃあ続けて今の件についての再質問を行います。

今部長がお答えになりました、増員があればね、時間の拡大ができると一一開館時間

につきまして一一いう答弁でございました。私、図書館の特質からいたしまして、この、

簡単にパートだけふえれば、 10時から 5時まで開館したり、あるいは日曜も開館できる

という状態にいくものなのか、あるいは日本図書館協会とかし、ろんな図書館の基準があ

ると思います。そういう中では、例えば司書を置かなきゃいけないとか、いろんなこと

もあると思うんで、すね。そういう中ではやっぱり、正規の職員がふえていくという状態

がなければ、パートだけでは、あれだけ大がかりの図書館というものは、この開館時間

を延ばしていくというのは、若干技術的にも困難ではないかなと、こういうふうに見て

いるわけでございます。

そういう点で、今後ふえるべき職員というのは、やっぱり正規の職員、できれば司書

の資格を持った職員、こういうものか望ましいめではないかと思いますので、その点を

第 1点、確認しておきたいと思いますO

それから第2点目、10月25日付のある一般紙の記事でございます。これは、御意見を

部長に申し上げておきたいと思います。

新聞記事速報というものがありまして、これは市政図書室から各部課長さんなり市会

議員さんに、予算を使いましてわざわざ毎朝、市政図書室の図書館員が努力をいたしま

して配付しているんで、すねO この新聞記事速報の大きなところに33大きな記事でござい

ますので一一出ている。東京では有名な大新聞でございます。この中に、 「去る 3月の
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市議会で職員の増員案が認められなかったために、こういう開館状態になった」と。そ

して結論としては、 「こういう状態残念なので、増員があり次第、サービス を拡大した

い」というふうな記事になっているんです。

ですから、こういう重要な記事でございますので、ある新聞の記事はお読みになった

ようなんですね。これはニュース取材の来なかった新聞社のようだ、というふうにおっ

しゃいました。ひとつ公務員として、せっかく市役所内部でつくっている貴重な資料は、

熟読して、やっぱり市民の声というのも、いろんな新聞がありますので読んでおいてい

ただくことが社会教育を進める上でも、図書館行政を進める上でも、非常に大切なこと

だというふうに思うんですo どこそこの新聞は必ず読みなさい、ということは私は絶対

に申し上げませんO 市政図書室の資料でございますので、このことについての努力をし

ていただきたいというふうに思います。

第 1点だけお答えいただきたいと思います。

O議長(小山良悟君) 社会教育部長。

0社会教育部長(坂本金雄君) 正規職員か、それともアルバイトの形の嘱託職員かと

いうお尋ねでございますけれども、正規の職員が主になって、それを補う形で嘱託職員、

アルバイトの職員を配しますので、やはり最低限の正規職員は必要でございます。で、

百草図書館の規模の場合に、正規職員が当初4人を考えておりましたので、正規職員を

4人配置できますれば、この嘱託職員は必要ないわけでございます。そのように、正規

職員につきましては、嘱託職員にできない面を受け持ってやっております。

それから、新聞の記事でございますけれども、今後は十分公平に読んでいくように心

がけたいと思います。

0議長(小山良悟君) 竹ノ上武俊君。

029番(竹ノ上武俊君) 現在の日野市立百草図書館の開館状態が、市当局にとっても

満足のいくものではない。正規の職員も含め、増員ができればサービスを拡大したい、

という答弁をいただきました。そういうことだと思います。今後もだか ら、議会もま た

市民も、そのことに向けていろんな努力が行われるんじゃないかとい うふうに私は見て

おります。

次に、議会事務局に確認の意味で質問をしておきます。こ れはその25日付の新聞に、

13月の市議会で職員の増員案が認められなかったためで」と書いてありますので、こ

れを信じるかどうかは、その新聞社に対する皆さんの考えの上でなされることで、どう

こうは申しません。ただ、事実関係だけ確認しておきたいと思います。
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去年の 9月定例会で、三中の給食調理員でありますとか、百草の図書館の正規職員な

ども含めて増員提案がありました。これ、議会が反対多数で否決、そしてことし 3月、

改めて今言いましたような部門も含めての人員増の提案があったわけでございます。こ

れは、この新聞に載っているように、全議員も承知しております。否決されたわけです

ね。つまり反対が多かったと、こういうことになると思うんですが、市の提案しました

原案が否決された際に、今発言があった公明党会派の方も、この増員案には原案に反対

をされたと、こういうふうに私、記憶しているんでございますが、事務局の方で人数し

かわからない、会派はわからないとおっしゃるかもしれませんけれど、確認をされてい

るはずですので、事務局でその点の、公明党 5人ですか、この議員さんは反対に回られ

たかどうかのー…・(r 4人じゃない、 5人だよ」と呼ぶ者あり) 5人じゃないかと思う

んですけれど、ひとつそのことの確認をお願いします。事務局でわからなければ、議長

の方からお答えいただきたいと思います。

0議長(小山良悟君) 議会事務局長。

0議会事務局長(落合豊君) お答え申し上げます。

賛否のときのいわゆる資料につきましては、現在、手元にそういうものはございませ

ん。多分、事務局にもあるかどうか、私も直接自分でとっておりませんのでわかりませ

んので、正確なお答えができませんので、大変申しわけありませんが、お答えできない

ということで御勘弁いただきたいと思います。

0議長(小山良悟君) 竹ノ上武俊君。

029番(竹ノ上武俊君) これは改めて質問しなくても確認する方法がございますので、

後ほど事務局でも調べてもらいたいし、私もまた、一定の調査をしたいと思っておりま

す。

ただ、この人員増案につきましては、会派の反対賛成の討論が行われました。これは

会議録にちゃんと出ております。市政図書室やそのほかにも配付されておりますし、ど

のような新聞社であれ出版社であれ市民であれ、どの会派が人員増に反対したかは、調

べる方法があるわけでございますO そういう点で、日本共産党市議団 4名を代表して、

日本共産党は、ちゃんと人員増を認める立場、そしてその際、百草図書館なども含めて

市民要求を実現するためには、この人員が必要だということで、市の原案を認める討論

に参加をいたしております。その中にるる反対される方々に対する反論も述べてありま

すので、ぜひ、他党批判をされる際は、そういう経過もつぶさに知った上で、お互いし

ようではないかという意見を申し上げまして、質問を終わります。
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0議長(小山良悟君) お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思

いますが、これに御異議ありませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

午後 8時23分休憩

午後 9時 5分再開

0議長(小山良悟君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

( r議事進行」と呼ぶ者あり)下村議員。

08番(下村功君) 先ほどの竹ノ上武俊議員の質問に対して関連した質問したいと

思いますが、許可をお願いしますO

0議長(小山良悟君) 先ほどの竹ノ上議員の関連ですか。どうぞ。下村議員。

08番(下村 功君) 社会教育部長にお聞きいたしますけれど、市政図書室から私の

もとに毎日、新聞が届くわけです。皆さんのもとにもかなり行っていると思いますが、

あの新聞の切り抜く基準というのがあると思いますけれども、それについて、まずお聞

かせ願いたいと思いますO

0議長(小山良悟君) 社会教育部長。

0社会教育部長(坂本金雄君) 新聞の切り抜きにつきましては、あの事業を始めると

きに、約半月間ほど研修を積みまして、商業紙、それから政党紙、図書館でとっており

ます新聞の中から、日野に関連のある記事を公平に載せまして編集をいたし、それを配

付しております。(r公平に載ってない」と呼ぶ者あり)

0議長(小山良悟君) 下村功君。

08番(下村 功君) 今、公平に出しておるということですが、実はあそこで、市政

図書室で幾つの政党機関紙をとっておるのか、それについてもお答え願います。

0議長(小山良悟君) 社会教育部長。

0社会教育部長(坂本金雄君) 政党紙と言われるもの 4紙を、各 2部ずっと っており

ますo (r政党の名前を言え」と呼ぶ者あり)

0議長(小山良悟君) 下村功君。

08番(下村功君) わかりました。

名前については結構なんですが、私は社会新報を、これは週 2日間ですが、毎発行ご

とに市政図書室に配っております。それで今、日野の記事については公平に載せると申

しておりますけれど、実は社会新報にも日野の記事は出ております。しかし、最近の傾
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向として見ますと、これはいつのかな、 11月4日前後から、赤旗がかなり載るようになっ

た。さらにそこに、これは「日野百草団地に落雷」とし、ぅ記事なんですが、その最後に、

「日本共産党の竹ノ上武俊日野市議らが、直ちに復旧するよう、住都公団に申し入れま

した」と、こういう記事もあるわけで、す。

それで私、思いますけれども、政党の機関紙というのは、当然ながら政党の宣伝に使

うものだ、政党の主張を公にするものであるというふうに考えております。したがって、

いわる日刊紙と同一視して見るというのは、ある面では間違いだ、そう思っているわけ

で、す。やはり、客観性を欠いたような報道、これは政党の機関紙だからできるわけであ

りまして、今の日刊紙の中で、そういうことはまず許されないだろうと思っておるわけ

ですから、私は、今後このような政党の機関紙の切り抜きをたとえ客観的だろうと、こ

ういう多くに配付するものに載せるべきではない。社会新報についてもしかりです。載

せるべきではなし、。いかなる政党機関紙のものも載せるべきではないと思いますので、

それについて社会教育部長に御答弁をお願い申し上げます。

0議長(小山良悟君) 社会教育部長。

0社会教育部長(坂本金雄君) 政党紙の扱いにつきましては、以前からいろいろな意

見がございまして、今、下村議員さんの御発言のような意見もございます。政党紙の扱

いにつきましては、今後検討してみたいと思っております。(r関連」と呼ぶ者あり)

O議長(小山良悟君) 小川友一君。

04番(小川友一君) 関連で少し掘り下げた形で質問をさせていただきます。

先ほど、赤旗の主体性みたいなことで、明らかにこれは政党の広報宣伝のための機関

紙であります。これを公費を使ったこのような市政図書室から出されるものに記載する

ということは、明らかに公共団体として、地方公務員法第36条に違反するのではないか

と思います。

先般、私、議事録をひもといていたところ、昨年の第4回の定例会の市議選を 2カ月

後に控えた時点で、古賀議員の方から、高幡の市立図書館で、共産党の市議の議会報告

を配布するに当たって、便宜を図られていた、というふうな質問を古賀議員からした経

過が出ておりました。この時点において地方公務員法第36条は、 「地方公共団体の行政

の公正な運営を確保する見地から、特定の政党や政治団体を支持または反対する政治的

行為を禁止します」。このような条文があるわけでありまして、これを指摘された際に、

図書館行政を管理している教育委員会の方から陳謝並びに謝罪等があったにもかかわら

ず、またもこのような市政図書室から公費を使った形で配付されるものに、政党の機関
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紙の広報宣伝のための文面を載せるということは、明らかにこの項に違反していると思

います。

この点で、今後このような記事は載せないのか、はっきりしていただきたいと思うし、

何らかの是正措置をとっていただきたい。再度質問させていただきます。

0議長(小山良悟君) 社会教育部長。

0社会教育部長(坂本金雄君) 下村議員の御質問にお答えしましたとおり、同様の御

意見もたくさん出ておりますので、早急に検討いたしまして、適正な結論を出したいと

思っておりますo

0議長(小山良悟君) 小川友一君。

04番(小川友一君) 大分掘り下げた形でやらせていただいておりますけれども、先

ほどの、共産党の議員から御発言があったわけでありますけれども、公費を使った市政

図書室から出されている記事を、要するに理事者並びに議員が読まないということは、

何か違法みたいな発言があったわけでありますけれども、あくまでもイデオロギーの問

題は、それぞれの議員がそれぞれの立場で考えているものでありまして、政党政治団体

のものに関して義務はないと考えますので、その辺も明らかに明示していただきたい、

このように思います。

0議長(小山良悟君) 高橋徳次君。

017番(高橋徳次君) 1件だけ伺います。

12月 1日でしたか、帝人の坂下で起きた事故の様子を教えてください。

O議長(小山良悟君) 都市整備部長。

0都市整備部長(前田雅夫君) お答えをいたしますO

12月 1日には、何もなかったわけでございますけれども、 11月28日でございますけれ

ども、その前日の27日から雨がずうっと降り続いておりまして、旭が丘四丁目 6番地先

におきまして、下水道の工事で仮復旧をした部分がございまして、側溝からあふれた水、

あるいは降雨によりまして、その仮復旧の部分が少し緩みまして、そこにたまたま消防

署の車が通りかかりまして、ちょうどその部分がカーブになっておりまして、上り坂で

ございます。ちょうど車がほとんど上りに差しかかりまして、後輪にその車体の重量が

かかりまして、左後輪をその仮復旧をした部分に落としてしま ったという事件がござい

ましTこO

0議長(小山良悟君) 高橋徳次君。

017番(高橋徳次君) たまたま私、あそこをその日通ったんですけれど、所用の関係
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で、ちょっと見ただけだったんですけれど、あれは側溝ですか。下水道工事の埋め戻し

でーちゃんと舗装した所じゃないんですか。側溝じゃないはずですよ O

0議長(小山良悟君) 都市整備部長。

0都市整備部長(前田雅夫君) ただいま申し上げましたのは、下水道工事をいたしま

して、仮復旧をいたしました。たまたまその近くに道路の側溝でございますけれども、

道路並びにのり地の雨水排水を排除するための側溝がございまして、その側溝からの溢

流、それからさっき申し上げましたように、前日の27日から降雨がございまして、それ

らの原因によりまして、消防自動車が通ったときに、左後輪を落としたと、そういうこ

とでございます。

0議長(小山良悟君) 高橋徳次君。

017番(高橋徳次君) あの消防車は、緊急車じゃなかったんですか。

O議長(小山良悟君) 前田雅夫君。

0都市整備部長(前田雅夫君) 報告では、巡回用の消防自動車ということで聞いてお

ります。

O議長(小山良悟君) 高橋徳次君。

017番(高橋徳次君) それは本当におめでとうございます。緊急車だったとしたら、

これ大変なことで、倶.Il溝に沿ってすっぽり落ちてましたね。それで消防車だということ

ですぐ次の車が来て、七、八人で大騒ぎしてましたけれど、これは過日、この 3月議会

でも申し上げたとおり、工事をやったあと後の埋め戻しで、す。やはりこの春、 トラ ック

が後輪をすっぽり落として、出なくなってしまったと。またそれから、埋め戻したあれ

が緩んで、自動車がハンドルをとられて塀へ突っ込むとか、また中央線の平山大踏切で

すか、あのそばに大きな陥没ができてし まったと。そんなときも、今後こういうことが

ないように、一層よく業者にも指導します、という返答だったんですけれど、たまたま

今回のは、消防車でも緊急でなくて見回りだということなので、よかったんですけれど、

もしあれが緊急車だったら、車を出すのが先か、火事を消すのが先か、禅問答のような

形になると思います。そういったことで、その辺、 業者にはどのように指導しているの

か、余り再々なので、その辺をひとつお願いします。

0議長(小山良悟君) 都市整備部長。

0都市整備部長(前田雅夫君) ただいま申し上げました区域は、秋川処理区のうちで

ござい ます。平成 3年度に100%面整備をするべく、今努力をしているわけでございま

す。 目的は評価されましでも、その事業を達成する上での過程で事故を起こしては、こ
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れは何にもならないわけでございます。前からも本議会におきまして、事故の防止につ

きまして御指摘をいただき、それなりの対策を講じているわけでございます。

まず、過去の陥没事故の原因を究明をいたしました。それで、やはり対策といたしま

しては、工事の監督を強化する以外にないということでございまして、本年度につきま

しては、まず工事の現場責任者を市役所に集めまして、下水道課長の方から工事施行上

の注意を厳しく申し伝えてございます。

さらに、市の職員の工事監督員でございますけれども、かなり時間的に忙しいわけで

ございますけれども、事故防止が最優先でございますので、できる限り内部の仕事は夜

間等に送りまして、現地の監督を強化をするということで行ってま いりました。

今回、この事故がありましたけれども、全体的には、前年度から比較いたしますと、

こういう事故は減少してきているということでございます。 しかしなが ら、いずれにし

ても、事故というのは市民に与えるもの、 あるいはそこで作業する作業員の事故防止、

こういったことが非常に大事でございますので、一層の事故防止についての努力をする

所存でございます。

O議長(小山良悟君) 内田 勲君。

011番(内田勲君) 本日は、大変重要な問題が続いておりまして、大変時間もかかっ

ておりますので、さらに私のようなささいな質問といし、ますか、要望を出すのは大変気

が引けるんでございますけれども、どうしても行政に聞いていただきたい、あるいはお

願いしたいということであえて質問させていただきます。

現在、大きな社会問題になっておりますごみ問題に関する件でございますけれども、

先般の決算報告の中で、地域の子供たちだとか、あるいは自治会が率先して新聞だとか

布だとか、そういったものを回収しておりますけれども、この運動に対しての市の奨励

金としまして補助金を出しているわけでございますけれども、この話の中では、 回収量

2，000トγ、そしてその奨励費が約1，000万円、その回収したものを焼却した場合に、そ

の回収したことによって節約できる費用が4，200万円である、こんなようなお話があ っ

たわけでございますけれども、この地域の運動によりまして、 市の方の ごみ問題もかな

り恩恵を受けていると思うんですね。

それなりに市の方もこれを評価をしていると思うんですが、まず 1点お聞きしたいの

は、現在、例えば紙とか布につきましては、日野市の場合にはキロ 5円というふうに聞

いておりますけれども、お伺いしたところでは、八王子だとか、あるいは立川、三鷹あ

たりでは、 8円ある いは10円とい うような単価を支払ってい るというふうにも聞いてお
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ります。また、一方では稲城市とか、昭島、多摩市では日野と同様、あるいは若干低い

というような金額も聞いておるわけでございますO それぞれの市の事情はあるにしまし

でも、日野市の場合の、先般、私がリサイクルセンターを見学をさせていただいたとき

に、もう能力が足りなくなるのも時間の問題である、というようなお話も聞いておりま

すので、いずれはこの節約金額をオーバーしてでも市民の方に協力を願わなければなら

ない時期が来るんじゃないかと思うわけでございます。

そういう中で、現在のこのキロ 5円に対して、多少でも結構ですので、ふやしていた

だけないかどうか、こういう要望をするわけでございます。これから平成 3年度の予算

を検討されると思いますけれども、その中でぜひ生かしていただきたい、こんなふうに

思っております。この件について、ぜひ御答弁願いたいと思います。清掃部長、お願い

します。

O議長(小山良悟君) 清掃部長。

0清掃部長(小林修君) お答えいたします。

集団回収に対する奨励金でございますけれども、今議員さんがおっしゃいましたよう

に、日野市はアルミ缶が25円、キロ25円ですね、そのほかは全部 5円の奨励費を出して

おります。

ちなみに26市の平均を見ますと、古紙とかまた布、カレット等、これの平均が、平成

2年度の平均単価が 6円20銭というふうになっております。そしてアルミ缶が11円20銭

というような形で、日野市はアルミ缶を除いて平均よりわずかですけれども、下回って

おりますO

この奨励金の問題が、私たち南多摩ブロック、八王子、町田、多摩、稲城、それから

日野とあるわけですけれども、この中でも話題になるわけですけれども、今おっしゃい

ましたように、八王子が 8円となっておりまして、多摩と日野とか町田が、同じ同様な

金額の奨励金を出しております。そのような関係もありまして、今後、この奨励金の問

題については、各市ぱらぱらでなくて、できればある程度統ーした単価を決めて、それ

によって奨励金を出して くれないかということを、東京都市町村の清掃協議会の中にも

幹事を通じて今、協議をしてくれという提案もしているところでございますO

今、議員さんがおっしゃいましたように、来年の予算に向けて各課は財政の方へ予算

の提出も進めてございますO ですけれども、御提案でございますので、関係当局ともこ

の辺のアッフ。が、少なくともよその市の平均ぐらい上げるかどうかを検討させていただ

く時聞を欲しいと思っております。
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以上でございます。

0議長(小山良悟君) 内田 勲君。

011番(内田 勲君) どうもありがとうございました。

この市民の回収活動につきましては、単なるごみ問題だけじゃなくて、特に小学生の

5年生、 6年生ぐらいになりますと、自分でメガホン持ちまして町内を歩き回りまして、

その中で各家庭に協力を呼びかけて、しかもリヤカーをヲ|し、たり、それぞれ荷物を運ん

だりしているわけでございます。これはこういった子供たちにとりましては、まさに生

きた教育活動だと思うんですね。そういう観点からも、多くの子供たちに経験をしてい

ただきたい、とこういう気持ちも持っておりますので、あわせてそういう奨励金をふや

す中で、そういう運動にもつなげていただきたいと、こんなふうに思っておりますO

それから、 2点目の質問をさせていただきますけれども、私も議員になってから、日

野市内を車で回るケースが非常に多いんですけれども、そういう中で、このごみ回収作

業をしているトラックに時々会うんですけれども、細い道の先にトラックがとまってま

すと、当然通れないわけですね。そういう場合、 10メーターぐらい手前にとまりまして、

その作業を見ておるわけですけれども、細かいデータとったわけでございませんけれど

も、その何回かある機会の中では、作業を終わった後にちゃんとあいさつをしていく作

業者の方と、それから全く無視して行ってしまう作業者といるわけです。不思議なこと

に、大体ちゃんとあいさつをしていかれるような方は、車が行った後、きれいになって

いるんです。で、ろくなあいさつもしないでそのまま人を待たせて行ってしまうような

場合には、比較的その道路が散らかっているんで、すねo 明らかにもう、道路の真ん中に

アルミ缶が転がっていたり、あるいはごみが散らばっていても、足で、横の方へぱっとけ

飛ばして片づければまだし、し、方です。そのままで行ってしまうのを時々見かけるわけで

ございます。

ひとつこういった作業者の方も、非常に大変だなと思うんですけれども、ひとつそう

いった点につきましでも、指導の方、よろしくお願いしたいと思いますO

以上でございます。

0議長(小山良悟君) 天野輝男君。

07番(天野輝男君) 数点、質問させていただきます。

特にきょう、行政報告の中にありました浅川の堤防の件であります。この台風の20号

ですか、これによって被害を受けたということで、 建設省の方に出向いていったという

話であります。今、この浅川周辺、特に八王子の方からも当然入ってくるわけです。こ
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の浅川は、集中豪雨とか、それだけでも結構このごろ満水になってしまうケースを多々

見るわけですね。そして、そういう形の中ですから、日野の行政の境を見ただけでも、

結構この堤防が傷んで、改修工事をしているのが現状であります。

そして今後は、浅川の堤防が 2メートルぐらいですか、高くなるという構想が当然こ

れあるわけです。そういう中で、私は、少なくとも、この堤防の件ももっと本格的に建

設省とお話し合いを進めていただいて、これらの問題を解決しておくということが必要

ではないかなということを感じております。そういう面で、この間、建設省に行ったと

きには、どの程度まで、この工事をするその場所だけをお願いしてきたのかどうか、こ

のあたりを、要請してきたこの件について説明していただきたいと思います。

第 2点は、公共用地を提供してくださる方が出てまいりました。これは大変ありがた

いことだと思うんです。そして、今日までは、市立病院、また南部の病院、この件につ

いて、いろいろと話し合いをなされてまいりました。この中で地域住民の方々の要望も

ありまして、その前にはまた、政治的な取引もあったように、このように私は感じてお

るんですね。

しかしながら、私は日野市の市民の健康を守るという面から見ましたときには、第一

に市民の健康管理をする、そして市民サービスに徹するという面から、やはり今後、こ

の病院問題に対しましては、もっと幅広い方々の意見が必要であるということはもう申

すまでもありません。しかしながら、この市立病院を任せられるところの三田院長初め

病院側の意見が十分生かされなければ、私はし、い病院が多分、できないんじゃないかな

ということを考えているわけで、す。

先ほど市長の説明ですと、この日野市の中には地域健康保険協ですか、これがござい

ます。これらの考え方を生かしたいという……(I保健協議会」と呼ぶ者あり)地域保

健協議会のこれを生かしたいという考え方でありますが、これだけでは私は片手落ちだ

と思うんですね。やはり市立病院、そして日野市の医師会、こういう方々の意見がしっ

かりとこの中に、市立病院の建てかえ問題、こ ういう中に生かされなければ、私はいし、

病院ができない、こういうふうに思うんです。そういう面で、今後は、こういう、公共

用地を出してくださる人が出てきたわけですから、これらを考えながら、より適切なも

のを考えていただきたいなと、このように思うんです。

そして第 3点目は、市民サービスの件であります。

私は、これ 9月の定例会でもごみのことで、業者のごみのことで質問しました。で、

私のところに何にも言ってこないんです。私も聞く必要ないと思いましたから、この問
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題に対しては、毎回、解決つくまで議会でやるつもりでおります。そういう面で、この

問題についてどこまで進んでおるのか教えていただきたい。

そしてもう 1点は、百草図書館の問題が出てまいりました。私は、この百草図書館も、

正職員でないから要するに地域の市民が利用するときの時間に間に合わないとい うよう

なことが言われておるようですけれど、私は、市民サービスという面から見たときには、

どれをさておいても、まず市民サービスには徹して、この行政側の全精力を傾けて対応

するということが、筋じゃないかなと思うんですね。一番必要なことだと私は思うんで

すが、このあたりどのような形で今後、せっかく 5，000億以上もお金をかけてつくった

わけですから、これらの施設が有効に生かせられる、また生かすためにはどのように今

後努力していかれるかを、ちょっと説明していただき と思います。

0議長(小山良悟君) 建設部長。

0建設部長(橋本栄寓君) お答えいたします。

10月11日に京浜工事事務所の所長にお願いに行った内容でございますけれども、先ほ

どもちょっと回答させていただきましたけれども、まず浅川については、今御指摘のと

おり、未改修箇所が多いわけでございます。それでまた、一つの原因といたしますと、

流域の区域に、急激に都市化になりまして、中小的な洪水が現在まで出ているわけでご

ざいますO そういう中で、治水の安全度が低下をしてい るとい うのが現状でございます。

こういうために、この対策の一環といたしまして、この弱小堤防の補強の改良、それか

ら河道の掘削を主体としたことを所長にお願いをしてきたという中身でございます。

以上です。

O議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 浅川の洗掘事件ということし経験をした出来事でありますが、

これは将来、日野市のかなり弱点がだんだんとあらわれてきた、一つの現象であるとい

うふうに私は見るべきだと思います。つまり、本来は水田があり山林があり、流域が保

水力を大きく持っていたところでありますが、都市化に伴いまして、雨が降 りますと一

斉に低地へ低地へと水が運ばれる。したがって浅川の機能は、相当都市河川としてこれ

からの対策が重要で、ある、という考え方を述べてまいっており ますO

また重ねて建設省とそれから一一建設省にも行ってまい りました。それから大蔵省に

も、陳情書類をつくって関係市がそれぞれが運動しようということで、行動をいたして

おります。そういうことで、都市河川ということの一面のオープ γスペースとしての開

放と、それから護岸や河床に対しましての対策を、建設省自身も大変深刻に考えておら
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れますので、これからの大切な治水の課題として努力をしなければならないという見解

でございます。

それから質問の第 2点、今回、土方英世さんの御協力は、大変将来の日野市の公共事

業のために、有益な機会を与えていただいておると思っておりますので、高齢化社会を

想定いたしますと、相当、自治体に施設がだんだん必要になってくる。今、厚生省、あ

るいは東京都の福祉局、将来あるべき地域社会のこの高齢化施設、あるいは高齢化施策、

これらのことがだんだんと具体化されつつありまして、私もこの用地のことにつきまし

て、厚生省に御相談をし、また東京都の福祉局にも相談をする、そういう手順を経て、

本来自治体にあるべき将来像を描く。そういうことをだんだんと内容に込めていきなが

ら、将来の施策の見解、あるいは施設の建設、こういうことに計画を着実に進めていく

べき課題である、このように考えております。

3点目の質問を、担当者からお答えをいたしますO

0議長(小山良悟君) 清掃部長。

0清掃部長(小林 修君) 3点目のごみの問題についてお答え申し上げます。

確かに4月6日の一般質問の中で天野議員が、業者の植木の校の問題を収集をせい、

という一般質問がございました。それから 9月7日の本会議の中でも、 3月に質問した

んだけれど、まだ実施してないからどうなってるんだ、というような経過がございまし

て、そのとき、今、業者と鋭意細かい点をお互いに詰めているところだ、というお答え

をしているはずでございます。そして10月 1日から、業者の日野緑親会の代表の方に来

ていただきまして、 10月 1日から日野市クリーンセ γターで、その枝とか草等は市側の

約束の中で守っていただきながら、全面受け入れるというお互いの話し合いができまし

て、現在実施しているところでございますので、よろしく御了承願いたいと思います。

O議長(小山良悟君) 社会教育部長。

0社会教育部長(坂本金雄君) 百草図書館のことについてお答えを申し上げます。

百草図書館につきましては、 11月16日にオープンをいたしまして、その日だけで新規

の図書館の登録カードがおよそ70枚ほど出ました。これは大変な利用者でございまして、

将来的には図書を 5万冊置くようになりますので、日野の八つの分館の中でも高幡、日

野図書館、この二つの分館に相当するような規模のものになってまいります。

この図書館の業務といたしましては、単に本を貸し出す、それを返してもらう、そう

いう仕事のほかに、レファレンスですとかリクエストですとか、子供を対象にお話会を

するとかそういった面については、どうしても本職の職員が必要でございます。それ以
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外の補助的な業務にはアルバイトで対応してまいります。開館、オープ γ以来、まだ日

が浅うございますが、この図書館を利用する方々の希望を十分これから聞いてまいりま

して、現在の週 5日を 6日にするとか、あるいは開館時間を午前中から開館するように

延長するとか、どういう方向でし、くかはこの利用者の方々の希望に沿って一歩一歩ステッ

プを踏んで充実の方向に持っていきたいと考えておりますo

0議長(小山良悟君) 天野輝男君。

07番(天野輝男君) 大変ありがとうございました。

この浅川の堤防の件では、ほぼ了解しました。そういう面で、多分、その浅川の堤防

周辺には確かに畑や田んぼが多かったわけで、すから、確かにくぼい所がたくさんありま

す。そして水を吸収する、水はけが悪い部分がたくさあると思うんですね。そういう面

を改善しながら、そして日野市民が不幸に遭わないためにも、ぜひ建設省等々と協議を

しながら、これらの堤防の整備をしていただきたいと、このように要請しておきます。

それで私は、第 2番目に質問しましたこの公共用地、これが出てまいりましたから、

やはり総合的に、この医療という面で見直すときが来たのではないかなということを質

問したわけなんですね。そういう面で、こういう日野市の中の医療行政というものは果

たしてどうあるべきなのか、そして、確かに高齢化社会への医療というものがウエート

を占めてくると思うんですね。しかしながら、この少なくとも人命を守るという面から

見たときには、集中治療室とか、高度の医療を備えたものがまず一番なければならない

部分があるわけです。そういう面では、専門家、特に日野市においては市立病院があり

ます。この市立病院の院長初め医師や、中で働いている皆さんが意欲的に取り組めるよ

うなそういう体制をつくってあげるということが、行政側で一番必要なことである、と

私はこのように思うわけです。そういう面で、ぜひこういう総合的な面から考えて、そ

して、この日野市民の意見が生かせられるようなそういう施設をつくることが今後必要

じゃないかと、このように思うわけですo どうぞ、こういうようなところをまた参考に

していただければありがたいと思います。

このクリー γセンターの件は、 10月 1日から始めていただいたという ことであります。

大変ありがとうございました。

そしてまた、百草図書館の件につきましても、この利用する市民の方が、やはり不便

であってはならないと思うんで、すねo そういう面で、ぜひこの市民、利用する側の立場

に立って、日野行政側で対応していただきたい、このように要請しておきます。

以上です。
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0議長(小山良悟君) 土方尚功君。

06番(土方尚功君) もう終わりの方に近づいてまいりましたんですか、 1点だけお

伺いをしたいと思います。

去る12月2日付の新聞に、 「鈴木知事、精力的に多摩視察」というようなことで新聞

の、先ほど以来、いろいろ話題になっておりましたが、ニュースの切り抜きを見たわけ

ですけれども、鈴木知事がみずから局長クラスを供に連れて、この当日野市においでを

いただいたとし、うようなーーまあ、おいでい、ただいたかどうか、その状況をこれから

お伺いをするんですけれども、大変画期的な出来事であったというふうに私は評価をす

るところです。それがこの行政報告のもともと議案を送付された時点以降のことですけ

れども、当然報告があってしかるべきであろうというふうに思っていたものですから、

質問をさせていただくわけですけれども、この細かい内容は新聞で見る限りではわかり

ません。ぜひ、どのような目的でこのように、どの程度のメンバーをそろえて、そして

また市側はどのように対応をされたのか、まず、この点についてお伺いをしたいと思い

ますO

0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 去る12月 1日、都知事が多摩島しょ振興推進本部長、こうい

う立場で多摩地域を訪れてこられて、関係各市が、都の説明ではございましたが、会場

を設け、それぞれの市長、それから議会の議長、副議長、そして市民の団体の代表、当

市では15名ほどだったと思いますが、そのような方をお招きになられて、そういういわ

ゆる多摩の振興という立場から都政を視察をされた、こういう行事がございました。

日野市では、会場を特別養護老人ホーム浅川苑でその場を設けました。何時ごろだっ

たで、すか、 2時何分という、 2時45分というような時刻だったと思っておりますけれど

も、日野市に滞在をされた時間は多分、 45分ぐらいだったと。このように日程が組まれ

ておりました。

そして、いわゆる本部員である都の局長方が10名ぐらいおられたと思います。そうい

うことで、日野市においでになられて、我々も大変気を使ってお迎えをし、浅川苑でま

ず苑の、いわゆる特別養護老人ホームの管理または運営のことにつきまして、若干の御

質問をいただき、また幾つかの部屋を、みずからベ ッドに訪れてお話があった、こうい

うことがあります。

大変短い時間だったわけですが、その後、苑の会議をする部屋がございますので、そ

の部屋できちんとした席を計画どおりに設定をし、冒頭に知事が短いあいさつをなさい
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ました。それから市側でも、それにこたえるあいさつを市長の指名で行わせていただ き

ました。あと、当市の場合、議会の議長の御配慮、でかねがね東京都にお願いをしており

ます、特に九つの項目を挙げて陳情の機会になった、とこんなふうに見ております。各

団体からもそれぞれ指名をされて、司会者から指名があって、ある程度の要望、あるい

は現状の報告等が行われた、とこういうことでございます。大変短い時間ではございま

したが、浅川苑を出発をされて、その後多摩市、稲城市、町田市を訪れられた、とこの

ように聞いております。

以上です。

O議長(小山良悟君) 土方尚功君。

06番(土方尚功君) ありがとうございました。

今のお話の中で、概略はつかませていただきましたが、最後の方に、議長の方で何か

九つの要望をされたというようなことでございます。もしよろしければ、そこら辺の項

目をお話をいただくとともに、当然それはあくまで議長としてのサイドであろうという、

議長なり議員の立場とし、いますか、そういうふうに私の方はとらえます。

各界の代表という形での意見もあったゃに推測しますけれども、市長の方はどういっ

たことを要望をされたのか。特に市を預かる市長という立場で、まあ議長の方からの報

告とあわせて市長の方がどのような要望を、こういう機会ですから当然いろんなことを

要望されたというふうに思うわけですが、それぞれの立場から御発表いただければあり

がたいというふうに思います。

以上です。

O議長(小山良悟君) 議長に対する質問につきましては、議会事務局長をして答弁い

たさせます。議会事務局長。

0議会事務局長(落合 豊君) ただいまの御質問についてお答え申し上げます。

知事がおいでになりました12月 1日でございますが、当日、私も議長、副議長に随行

いたしまして、その席に端の方に出席をさせていただきましたので、私の方からお答え

させいただきます。

都知事との懇談会当日の議会側からの要望事項ということ につきましては、都知事が

直接日野においでなるということは大変まれな機会とい うふうなこと もございまして、

絶好の機会だろうというふうなお話が議長、副議長の間でなさ れまして、議長、副議長

で協議をなさいまして、ただいま市長の方からお話あ りました 9項目につきまして、項

目を絞りまして知事の方に要望とい う形でお願いをしていただいたわけでございます。
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その 9項目を項目だけ申し上げますと、ーっとして都立美術館の誘致。二つ目が浅川

及び八王子流域下水道処理場の早期建設。三つ目が浅川左岸浅川処理区の事業促進。四

つ目が都市計画道路建設の促進。特に都有地代替えの手だてを、というふうなことでご

ざいます。 5点目がモノレール立川駅南口から日野地区内の建設促進。 6点目が市内交

通渋滞緩和のための当面の対策。 7点目が中小商工業振興対策の充実。 8点目が東京都

保健医療計画における必要病床数の確保(日野市分)ということでございます。 9点目

が都営住宅建設の促進とコミュニティ施設の併設。

以上の 9点につきまして、項目を議長の方から要望いたしまして、この 9点の詳細の

内容につきましては、副議長の方から一つ一つ詳細説明を知事の方にしていただいた、

こういう状況でございます。

以上でございます。

0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 地元の市長といたしましては、日ごろ都に対し、各局を通じ、

また直接市長会、あるいは都市町村協議会、このような機会に私も知事と御面談をする

機会は年間、数回ございまして、今手元にも配っておりますが、ごく絞った要望事項と

いうことを毎年、申し上げておりました。この中で市に該当するものもかなりあるわけ

でございまして、私は短いあいさつの時間でございますので、日野市のこのたまたま場

所が、浅川のちょうどまだ洪水の後というときでしたから、今回初めて、かなりな堤防

の洗掘事件が発生をいたしまして、今先ほど申し上げましたとおり、都市河川が本来の

保水機能を失って、いろんな災害の要因を懸念する時代になった。都では、今日は、都

の直接の管理ではございませんが、今、治水とそれから都市整備事業、基盤整備事業を

やっておりますので、これらにつきまして、日ごろ適切な御指導をいただいております

というお礼を申し上げました。

これからの対策といたしましては、都政でも同様でありますが、いわゆる住宅問題が

かなり重く行政課題になってまいりますので、シルバーピア事業初め、いわゆる都営住

宅という、日野市にも13団地あるということも申し上げて、住宅問題にひとつ私どもも

御協力をさせていただき、あわせて住民要望におこたえを願う。こういう趣旨のもと、

交通一一交通とし、いますか、案内をする、窓を眺めたりしながら、お話をした、こうい

うことでございます。

0議長(小山良悟君) 土方尚功君。

06番(土方尚功君) まず、大変日野市議会としては、九つの要望というようなこと

で今お話をいただきまして、機を適切にとらえて、それぞれの項目を知事側に要望した

というふうに判断をさせていただきますが、今の市長の話ですと、いろいろな機会にやっ

ているし、またきょうも配られたこの平成 3年度、こういうような時点で申し上げると

いうようなことで、特段には今、住宅問題のことを、窓、の外を見ながら話をしたという

程度のお話でありますが、ま、本当にこういう知事が直接来るというようなことの段階

をとらえてみれば、当然、今までいろんな段階で要望するようなことを、議会が出した

ような少なくとも何点かの項目にわたって、こういう機会にこそ、直接申し上げる。日

野市に来ているわけですから。こんなことが少し配慮が足りなかったんじゃないかなと

いうふうに、今のお話を伺って感じるわけです。

たまたま私も知り合いの関係から、何ていいますか、総務局の地域振興課の方で知事

との懇談会の発言要旨だけ手に入れました。これを見ますと、確かに小山議長がおっしゃっ

てた項目が述べられ、そして福島副議長がそれぞれの項目にわたって発言をされ、そし

て文化協会の会長きんですとか、体育協会の会長、青年会議所、こういったメンバ一、

医師会、福祉協議会、こういったメ γパーが発言され、知事がそれに向けて答弁をされ

た部分、そしてまた局長が答弁した部分等が資料として私も手に入れてございます。こ

れを見ると、本当に市長、市側としての発言なり、ま、あいさつはされたということで

すけれども、市長のものは載ってない。

そんなところにも疑問を感じて、特に、本当に我々からすれば、知事はまだ次の選挙

の問題に触れては直接の発言はありませんけれども、過去の経緯からすれば、自公民と

いうようなそれぞれの推薦を受けてやられた知事で、すから、この次も当然そんな形で早

急に発言がされるものだというふうに私たちは理解をするところなんですが、事市長は

革新という立場で、都政がとるその方向と違った、一部違った方向をとっている立場か

ら、何かそこら辺わざと今回なんかも行政報告をしなかったのかなという感じを受ける

わけですね。そんなことから、話題とすれば、市長あたり、ぜひ年齢も近いところで、

知事に激励の言葉でも贈ったんじゃないかなというふうに思うところなんですが、そん

なことを感じましたんで、一応質問とさせていただきました。

ぜひ、いろんな機会を設けて、東京都とは接触を持つ中に、よりよい市政を進める中

に、東京都から相当の補助金とかいろんなものでこちらに向けていただく。全力を注い

でもらうように希望いたしまして、質問終わり ますO

O議長(小山良悟君) ほかに御質疑ありませんか。田原 茂君。

03番(田原 茂君) 最後に 3番、田原 茂でございますO 時間も遅くなって大変恐
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縮なんですけれども、最後に 1点、確認かたがたお尋ねしたいんですけれども、現在、

地下駐車場において、身体障害者用の駐車場がございませんO そのために、雨の日など

は大変、身体障害者の方が車いすでおりてきて、大変な苦労されて庁舎に入っておられ

るという、こういう現状があるわけであります。

私も、目の当たりにそういうのを見まして、本当にこの、なぜ市役所に、地下駐に身

体障害者用の駐車場がないのか。あんなに庁用車用の、いわゆる庁用車ですか、用の車

はあれだけありながら、なぜあそこに 1台も地下駐車場にいわゆる身体障害者用の駐車

場がないのかというふうに思ってきまして、また現実に、身体障害者の方からも、そう

いう方からも、一度取り上げて、行政側の姿勢なり、気持ちを聞いていただきたいとい

うこともございましたものですからお話をさせていただくわけなんですが、去る10月の

下旬ぐらいに、庶務課長に直接私はお話をさせていただきました。

そうしたところ、庶務課長の回答の中に、あそこの防火扉ですか、地下駐から入って

くるドアそのものに構造上の問題があり、またあそこの、確かにあそこのドアのところ

には、若干段差がありまして、車いす等が若干、入りにくいという現状もあるわけでご

ざいますけれども、そういうところで設けにくいというようなお話をちょっと伺ったわ

けです。庶務課長そのものも、そんなに深くはそこのところの事情を把握されてないよ

うだったものですから、それをきちっと調べられて、今後、対応をお願いしたい。総務

部長にもきちっと伝えていただきたい。このような形でお話をさせていただいたわけで、

ございます。

その後総務部長、聞いておられると思いますけれども、まずその辺の、いわゆる地下

駐において身体障害者用の駐車場が、私はぜひ必要であろうというふうに思っているわ

けでございますが、市側の対応というか、今現在のその辺に対する対応はどのように考

えておられるのか、その点からお聞きしたいと思います。

0議長(小山良悟君) 総務部長。

0総務部長(藤浪竜徳君) 身障者の駐車場につきましては、担当課長から聞いており

ます。なお、問題点もあるということも、聞いてございます。庶務課長が御回答したと

おり、防火扉になっておりまして、非常に重 くございます。階段等も、扉を入っていく

方も、身障者に向けての設備になってお りませんので、非常に今、現状としては、改造

面も含めて難しい面があるということでございます。 しかしなから、利用される身障者

の方に対 しましでも、何らかの手だてができる んではないかということで、庁舎管理の

面か ら、構造上の面か ら今検討をしてい るところでございます。
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0議長(小山良悟君)

03番(田原茂君)

田原茂君。

ぜひ前向きの検討をお願いをしたいと思います。確かに常時来

るということではないですけれど、やはり福祉部関係においては、最低月に 1回ぐらい

は書類の提出なり、そのようなものがあるわけでありまして、その辺が、いわゆる個々

になりますと、やはりいろんな形で市役所に来る用事は、当然これは、結構多くなって

いる現状でございますので、ぜひその辺のドアのところの段差も含めて、身障者の方が

雨の日もきちっと雨にぬれないで利用できるように、また庁用車、私は、身体障害者の

ためにと言っては何ですけれども、やはり市民本位の市政を貫くという意味においては、

庁用車を数台は、いわゆる大村庵の方に移動するということも、これはやは り市側とし

ては対応としてしていかなければならないのではないか。このようにも考え方ておりま

すので、ぜひ前向きの御検討をお願いしたい思います。

以上であります。

0議長(小山良悟君) ほかに御質疑はありませんか。なければこれをもって行政報告

を終わります。

次に日程第4、諸般の報告を行います。

会務報告については、御手元に配付してあります報告書のとおりですので、 事務局長

の報告は省略いたします。

諸般の報告全般について質疑に入ります。なければこれをもって諸般の報告を終わり

ます。

本日の日程はすべて終わりました。

明日の本会議は午前10時より関議いたします。時間厳守で御参集願います。

本日はこれにて散会いたしますO

午後10時13分散会
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説明のため会議に出席した者の職氏名 日程第 3 請願第 2-26号 中島道路交通禍についての陳情
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教 育 長 長沢三郎君 学校教育部長 藤本享 君 日程第 7 議案 第 86 号 日野市遊び場条例の一部を改正する条例の制定に

社会教育部長 坂本金雄君 ついて

日程第 8 議案 第 87 号 日野市立幼児教育センタ-設置条例の一部を改正

会議に出席した議会事務局職員の職氏名 する条例の制定について

局 長 落合 豊君 次 長 田 中 正 美 君 日程第 9 議案 第 88 号 平成 2年度 日野市一般会計補正予算について(第

書 記 濃沼哲夫君 書 記 小林章雄君 3号)

書 記 増 回善和君 書 記 橘 達雄君 日程第 10 議案 第 89 号 平成 2年度目野市国民健康保険特別会計補正予算

書 記 斉藤令吉君 について(第 1号)

日程第 11 議案 第 90 号 平成 2年度目野市土地区画整理事業特別会計補正

速記委託先 住所 東京都立川市曙町一丁目10の3 予算について(第 1号)

立川速記者養成所 所長 関 根 福 次 日程第 12 議案 第 91 号 平成 2年度目野市下水道事業特別会計補正予算に
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議 事 日 程 について(第 2号)

平成 2年12月 7日(金) 日程第 14 議案 第 93 号 平成 2年度目野市老人保健特別会計補正予算につ

午 前 10 時開議 いて(第 3号)

日程第 15 議案 第 94 号 (仮称)二番橋新設その 4工事委託契約の一部変

(請願審査報告) (総務委員会) 更について

日程第 1 請願第 2-21号 公衆浴場に係る相続税・固定資産税の減免に関す 日程第 16 議案 第 95 号 不動産の取得について

る陳情 日程第 17 議案 第 96 号 日野市教育委員会委員の任命について
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条例の制定について

日程第 20 議案 第 100号 日野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を

改正する条例の制定について

日程第 21 議案 第 101号 損害賠償の額の決定について

日程第 22 議案 第 102号 平成 2年度日野市立総合病院事業会計補正予算に

ついて(第 1号)

日程第 23 議案 第 103号 川原付団地市営住宅建替建築工事 (4期工事)請

負契約の締結について

(報告)

日程第 25 報告 第 11 号 議会の指定議決に基づき専決処分した事項の報告

について

本日の会議に付した事件

日程第 1から第25まで
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午後 1時10分開議

0議長(小山良悟君) 本日の会議を開きますO

ただいまの出席議員27名であります。

これより請願第 2-21号、公衆浴場に係る相続税・固定資産税の減免に関する陳情の

件を議題といたします。

総務委員長の審査報告を求めます。

〔総務委員長登壇〕

O総務委員長(谷 長一君) それでは、請願第 2-21号、これは総務委員会に付託さ

れたものでございます。件名は、公衆浴場に係る相続税・固定資産税の減免に関する陳

情でございますO 出された方は、八王子市明神町4-11-5、東京都公衆浴場業環境衛

生同業組合八南支部長、古田忠夫さんほか 2名でございます。

要旨について一部申し上げますと、公衆浴場は国民の保健衛生の維持向上のため日常

生活に不可欠な、かつ代替性のない極めて公共性の高い施設であるということと、特に

最近における公衆浴場をとりまく経営環境が悪化し、また土地価格の著しい高騰により

固定資産税の負担が重く相続税の支払いのために公衆浴場を転廃業をせざるを得ない事

態が多く発生しているということでございます。

これにつきましては、公衆浴場の確保のための特別措置に関する法律があり、その第

3条に基づいてこのような陳情を行うということであります。

相続税につきましては、公衆浴場を継続する場合は納税猶予の制度を設けて、 20年継

続した場合は免除されるようにしてください、ということと、固定資産税については、

公衆浴場の事業の用に供する土地・建物に係る、固定資産に係る税額については現行の

5分の 3軽減を 4分の 3軽減にしてください、ということでございます。

それから、さらに市議会の意見としてこれを国に要望してください、ということでご

ざいます。この件につきましては、 9月の17日と11月の13日、総務委員会におきまして

慎重に審議をいたしたわけでございます。

その審議の過程と結果について申し上げますと、この委員の中より、周囲の市の状況

等はどうなっておるかとか、または、一体、これらのことは非常に重要なことであるの

で、業者をお呼びしていろいろと話を聞きたいので呼んだらいかがなものか、というよ

うなことが申されたわけでございます。そのような結果、業者を呼びました。

それで、この 3業者、これは「日の湯」の高木茂さん、それから「亀の湯」の高庄作

さん、 「三栄湯」というんですか、大湊浩栄さんという方が来られたわけで、ございます。

ウ
tハU

1
i
 



そこで、皆さんからいろいろと質問等が出ました。毎年この料金等は上げているのか

どうか、というようなことの質問もあったようでございますけれども、これは物価統制

令がいまだにあるので思い切った値上げ等はできない。平成元年におきましては290円

であったのが、 2年にわずか20円の値上げがなされて310円ということでございます。

現在は、それですから310円であるということでございます。

また、入浴者の推移等については、とい うことの間い等に対しまして、各お湯屋さん

に入る方が 1日100名前後というようなことで経営も非常に悪化して、利用客の増を図

るためにこれらの場所をコミュ ニティの場所としてやったらどうか、というようなこと

も考えているようですけれど も、 だめだ、ということです。

また、燃料費がどうなのか、というようなことも出されました。また、燃料費につき

ましては古材とか再生油、さらには重油と古材を交互に燃して節約を図り何とか維持を

している、というようなことがあったのでございます。

その他、多くの質疑がなされたわけでございますけれども、慎重に審議をいたしまし

た結果、全員、本請願を採択ということに決した次第でございます。何分よろしく御審

議のほどお願い申し上げます。

0議長(小山良悟君) これより質疑に入ります。古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) 最近、新聞報道等で、いわゆる銭湯、公衆浴場のお湯の温度を

変更する、というような ことをちょっと見聞したんですが、今、委員長の報告では、コ

ミュニティの場所としても有効に公衆浴場が今後活用されてい くということが望ましい、

というようなお話も ありましたが、温度の問題については何かお話があったかどうかで

すね。

0議長(小山良悟君) 総務委員長。

0総務委員長(谷 長一君) 温度の件につきましては、委員会におきましてはそのよ

うな審議はなされませんでした。また、業者に対して聞くような方もいらっしゃらなかっ

た、と記憶しております。

0議長(小山良悟君) 古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) これは東京都の指導によって決ま るように、私、聞いた記憶が

あるんですが、担当課では何か承知しておられるかどう か、もし、お差し支えなければ

聞かせていただきたいと思います。

0議長(小山良悟君) 生活環境部長。

大変申しわけございませんが、聞き及んでおりません。

0議長(小山良悟君) ほかに御質疑はありませんか。なければ、これをもって質疑を

終結いたします。

本件について御意見があれば承 ります。なければ、これをも って意見を終結いたしま

す。

これより本件について採決いたします。本件に対する委員長報告は採択であります。

本件は委員長報告のとおり決するに御異議あり ませんか。

C i異議なしJと呼ぶ者あ り〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって請願第 2-21号、公衆浴場

に係る相続税・固定資産税の減免に関する陳情の件は、委員長報告のとおり採択と決 し

ました。

これより請願第 2-22号、日野歩道橋 (日野本町 2-17先)を撤去し代わ りに横断歩

道を新設することを求める請願、 請願第 2-26号、中島道路交通禍についての陳情の件

を一括議題といたしたいと思いますが、これに御異議あり ませんか。

C i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認め、 一括議題といたします。

建設委員長の審査報告を求めます。

〔建設委員長登壇〕

0建設委員長(馬場繁夫君) それでは、 請願第 2-22号、日野歩道橋 (日野本町2-

0生活環境部長(糸川! 滋君) お答えいたします。

17先)を撤去し代わりに横断歩道を新設する ことを求める請願についての御報告をいた

します。

請願者は、 馬場弘融さんほか589名でありまして、紹介議員は8名であります。平成

2年 9月7日に受付をされまして、第 3固定例会の9月14日に建設委員会に付託されま

した。

日野歩道橋は、昭和42年、住民要望に基づき設置されたものであります。歩道橋を利

用して通学する児童もなく、また時の経過とともにほとんど利用 されないために早急に

撤去して、かわりに横断歩道の設置を望む請願の内容であり ます。委員会では 9月18日

に現地調査を行いまして、 2回にわたり慎重に審査を行ってまいりま した。説明の中で

も、 1人でも 2人でも渡っている場合は積極的に撤去できない、 という警視庁の見解、

また、撤去した場合には何らかの対策を考えなければならない、等の説明があり、引き

続き意見等におきましては、歩道橋を利用していないため撤去し横断歩道をつく った方
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がよいのではないか、また全国的に歩道橋は淘汰されている。議会として採択し警察に

提出するぐらいでよいのではないか、等の意見、質疑もありまして、全会一致採択とす

べきものと決しましたので、よろしくお願いし、たします。

続きまして、請願 2-26号であります。

中島道路交通禍についての陳情であります。陳情者は、陸自治会会長、伊藤文夫さん

ほか17名であります。受付は、平成 2年 9月10日であります。高幡地区区画整理事業の

東側に位置する道路でありまして、通過交通量が増加したために道路の危険性、騒音、

振動に悩まされておりまして、住宅地の安全と住環境が保たれるよう要望する陳情であ

ります。第 3固定例会の 9月14日に建設委員会に付託されまして、 9月18日、現地調査

を行い、 2回にわたりまして慎重に審議を行ってまいりました。

主な質疑といたしましては、何らかの安全対策が必要ではないか、区画整理の中で行

うのかどうか等の質問がありまして、答弁といたしましては、契約差金で年内にガード

パイプを設置することを検討中である、また、区画整理区域内につきましては区画整理

事業で行う、そのほかにつきましては道路管理者で行う、というふうな答弁もありまし

て、全会一致採択すべきものと決した次第でありますので、よろしくお願いし、たします。

O議長(小山良悟君) これより質疑に入ります。市川資信君。

026番(市川資信君) 委員長に質問というより、私、建設委員会のメ γパーでありま

すので、ここで質問するということは、甚だ滑稽な話でございますが、実は、この本請

願を審議している最中、ちょっと数日前に請願代表者の方がお見えになりまして、私ど

もの請願した時点とは多少変更があるやに担当の部局からお知らせがあったんだ、とい

うようなことを聞いたわけです。委員長に質問するんではないんですけれども、担当部

局にちょっとお尋ねしていただきたいんです。

と申しますのは、歩道橋を、あるいはポールを設置するについて、当初計画では1.5

メートルで、設計しであるものが、あの入口の部分について85センチから90セγチの部分

になる。狭小、狭隆になる、というようなことを知らされた。それでは困るんだけれど

も、これは一体どうしたらいいでしょう、ということが二、三目前に私のところへ来た

わけです。なぜそのような、途中が狭隆にならざるを得ないのか。なにか請願者により

ますと地主さんからの要望だ、このようことも言っておりましたんですが、もし、わか

りましたら御答弁いただきたいんですが。

0議長(小山良悟君) 建設部長。

0建設部長(橋本栄寓君) 今の御質問の点については、まだ私の方に担当の方から報
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告が来ておりませんO 後ほど、またお答えしたいと思いますO

0議長(小山良悟君) 市川資信君。

026番(市川資信君) 現在、来てないということでしたら、現在は結構です。ちょっ

と調べた上で、どういう理由で入口の一番肝心な部分が85センチないし90センチになる

のか。とし、し、ますのは、もしそうなりますとなかなか、雨が降ったとき等左右に一一ー片

方きりついていませんから往来する人が非常に狭くなるので、 6メートルの道路ですか

ら十分に1.5メートル取れるんじゃなかろうか、と思うんですが、それをちょっと調べ

た上で、御連絡いただきたし、と思います。結構です。

O議長(小山良悟君) ほかに御質疑はありませんか。なければ、これをもって質疑を

終結いたしますO

本 2件について御意見があれば承ります。なければ、これをもって意見を終結いたし

ます。

これより本 2件について採決いたします。本 2件に対する委員長報告は採択でありま

す。本 2件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって請願第 2-22号、日野歩道

橋(日野本町 2-17先)を撤去し代わりに横断歩道を新設することを求める請願、請願

第 2-26号、中島道路交通禍についての陳情の件は、委員長報告のとおり採択と決しま

しTこ。

これより請願第 2-13号、仮称神明 4丁目ハイツ建築に関する請願の件を議題といた

します。

本件については請願者より委員会へ取り下げたいとの申し出がありましたので、建設

委員長より報告を求めます。

〔建設委員長登壇〕

O建設委員長(馬場繁夫君) 平成 2年 6月19日、建設委員会へ付託されました請願第

2 -13号、仮称神明 4丁目ハイツ建築に関する請願につきましては、 11月13日、 請願代

表者、和井豊氏より請願の取り下げ願いが提出され、全会一致で承認すべきものと決し

た次第で、ございますので、よろしくお願いし、たします。

0議長(小山良悟君) ただいまの委員長報告のとおり、これを承認することに御異議

ありませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕
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0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって請願第 2-13号、仮称神明

4丁目ハイツ建築に関する請願の取り下げの件は、承認することに決しました。

これより議案第84号、日野市職員定数条例の一部を改正する条例の制定、議案第85号、

日野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の制定の件を

一括議題といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

( 1異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認め一括議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

0市長(森田喜美男君) 議案第84号、日野市職員定数条例の一部を改正する条例の制

定について提案理由を申し上げます。

本議案は、日野市職員定数のうち病院部門の職員の定数の特例を改めるため、日野市

職員定数条例の一部を改正するものであります。

議案第85号、日野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正する条

例の制定。

本議案は、日野市職員の休暇の単位を半日から 1時間に改めるため、日野市職員の勤

務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正するものであります。

以上 2議案の詳細につきましては、担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審

議のほどお願いいたします。

0議長(小山良梧君) 関係部長から詳細説明を求めます。総務部長。

0総務部長(藤浪竜徳君) それでは、 2議案につきまして御説明をさせていただきま

す。

まず、議案第84号、日野市職員定数条例の一部を改正する条例の制定につきまして御

説明いたします。

今回の改正は、日野市職員定数の うち、 病院部門の職員の定数の特例を改正するお願

いをするものでございます。

議案書の 4ページ、 5ページをお開きいただきたいと存じます。新旧対照表でござい

ます。付則の 2項の改正になるわけでございますが、この病院部門の職員の定数の特例

につきましては、昭和63年第 2回の定例会でお認めをいただいております。日野市立病

院の医師、助産婦、看護婦を常時充足させるための特例を設けさせていただきました。

この特例によりまして現在まで有効に活用させていただきましたが、助産婦、看護婦等
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の不足は依然として厳しい状況が続いているのが現状でございますので、 「平成 3年 3

月31日までjという期限を「当分の間Jとし、看護婦等の不足が解消されるまでお願い

をするものでございます。

続きまして、議案第85号、日野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部

を改正する条例の制定でございますけれども、これも議案書の 4ページ、 5ページをお

開きいただきたいと存 じます。

新旧対照表でございます。第 8条第4項中「半日」とあ りますのを 11時間」と改め

させていただくものでございます。現在、 職員の休暇の単位は、 1日または業務に支障

のないと認めたときは半日を単位として与える、ということになってご ざい ます。今回

の改正は国や都の例に倣いまして、 この「半日J単位を「時間」単位に改め、 遅刻、早

退の取り扱いを明確にいたしまして、人事管理の適正化を図るため改正を行 うものでご

ざいます。

なお、付則で施行期日を平成 3年 1月 1日からとするものでございます。

以上 2議案、よろしく御審議のほどお願し、し、たします。

0議長(小山良悟君) これより質疑に入りますO 土方尚功君。

06番(土方尚功君) 議案第85号の関係になりますけれども、 今、総務部長がおっ しゃっ

ておりましたが、遅刻、早退という ような ことも今ちょっと出たよう ですが、どの程度

の範囲で検討をされているのか。また一面、一時外出とか、いろいろとり方があろうか

と思うんですけれども、 今まで半日 であった ものが 1時間と いう形になってきた場合、

極端な例、 20日間の休みを 1時間ごとでと ったと きには、毎日 1時間遅 く出て来る、あ

るいは 1時間早く帰る、とい うことが可能にな ってきますね。 (1そんなこととんでも

ないJと呼ぶ者あり)とんでもないことですけれども、大変有能な職員でありますから、

そこら辺の計算は十分できる、というふうに判断をすると ころであります。

そんなことで当然今回の場合、規程ですとか規則、こういったものは特段に添付とし

てはないわけですから、ぜひ、そこ ら辺がどの程度検討されているのかな、ということ

で一応お伺いしておきたいと思いますO

0議長(小山良悟君) 総務部長。

0総務部長(藤浪竜徳君) 現在、遅刻、早退の扱いでございますけれども、これにつ

きましては 3回で 1日分が休暇ということになります。厳しいペナルティもあるわけで

ございますけれども、逆に言いますと 2固まではこれが余分に認められるということに

もなるわけでございます。
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したがし、まして、こういったものをはっきりとするために、明確にするために今回の

時間休暇制度を採用したい、このように考えております。

なお、一時外出の関係でございますけれども、これにつきましては、いずれも必要に

応じてとられた措置で、ございますので、現在これについては現行どおりということにな

ります。したがし、まして、また問題があるとすればその時点で検討をいたしたい、この

ように考えております。

なお、先ほどおっしゃいました 1時間、毎日遅れて来る、あるいは 1時間早く早退す

る、そのような事態はまずない、市の職員においては、とりあえずない、と考えており

ますので、この時間休暇制度は導入に踏み切ったものでございます。

0議長(小山良悟君) 土方尚功君。

06番(土方尚功君) 大変おもしろい内容一一ーここで 1時間ということに変わるとと

によっておもしろい現象が、確かに早退、遅刻、こういったものが逆に言えば遅刻とか

早退がなくなって、要するに 1時間の遅刻が、今までの状態で言えば遅刻ということで

はなくて 1時間の休暇届けを要するに課長は出させる、ということの方が職員にとって

は有利になるわけですよね。結局、今までだったら遅刻を 3回やれば 1日休みになった

のが 8日間一一今までは 3回というのは、あくまでタイムカードの整理規程に基づく関

係でそういう対応をさせたと思うんですよねO ですから、今、出ませんでしたけれども、

タイムカードの整理規程でいろいろの扱いを、遅刻であるとか早退であるとか、そうい

う形があったんですが、 1時間休み、 2時間休みというような形で今度整理されてこな

いといけないわけですから、逆に裏がえせば遅刻や早退がなくなって、あくまで時間単

位での対応をする。今の話ですと、一時外出については、これははっきり言えば時間と

いうのは決まっていないわけですから、そのときの業務に支障のない状況の中で管理職

の立場でそれを認めていたと思うんですけれども、今後も場合によっては午後 1時間だ

けを休む、ということは可能なわけですから、そういう取り扱いというふうなこと。

それから、物によってはその整理の規程でも、今までは 1時間半ということまではあっ

たわけですか ら、何か整理上の関係だと30分の部分を切り捨てをしたり、 30分を超えれ

ば1時間にするし、 30分以内であればゼ ロに してし、く 、という取り扱いがあったかと思

うんですけれども、大変お もしろい現象が起きる な、とい うことがありますので、ぜひ

総務委員会の方で検討していただ く題材といし、ますか、検討内容ということで十分に一

一せっかく制度をかえるときですから、今後の状況の中で対応するのではなくて、やっ

ぱり行政側がと れを出す以上は、しっかりした考え方に基づいて当然出されてきてい る
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だろう、という判断に私は立っていますので、そんなことのきっかけとして質問させて

いただきました。

これについての回答は結構です。

0議長(小山良悟君) 奥住日出男君。

021番(奥住日出男君) 議案第84号について質問したいと思います。

総務部長のお話で、大変厳しい状況であるとい うことで「当分の間」にしたい、とい

うこんな御説明がございました。厳しい状況とは何なのか、お聞きしたい。

看護婦の慢性的な不足という ことは、これは全国的に余 りにも有名で、 11月 9日には

実に21年ぶりに増員を求めるストライキが行われた とし、ぅ 、こう いう経過もございます。

人事院勧告で月 8回の夜勤、以内とい うことが昭和40年に出されて、 なかなか守られて

いなし、。日野でも当然 8回ではおさま らない、 というような実態も聞いておる わけでご

ざいますけれども、看護婦の労働実態が 3Kというふうな呼ばれ方を しております。総

務部長、 3Kとは何か、御存 じでしたら御回答いただきたいんですが、それほどまでに

看護婦の労働条件は非常に厳しい。ですか ら今の厳しい状況というのは、 看護婦の労働

条件が厳しいから、なかなか人が集まらない。 だか ら充足するのに当分の聞こ の2項を、

特例を継続していくのか、その辺をお聞きをしたい、という ふうに思います。

それと、日野市の市立病院の看護婦の実態、昨年来、定数の増の要求がありまして、

満額的な回答は委員会ではなかったわけでございますけれども、現時点で市立総合病院

の看護婦がどの程度不足をしてい るのか、 この辺もあわせてお聞きをしたい、と思いま

すO

以上で、すO

O議長(小山良悟君) 総務部長。

0総務部長(藤浪竜徳君) .3 Kという御質問をいただき ましたけれども、まず厳しい、

それから汚い、それから、も う一つはあったと思 うんですけれども、もちろん労働条件

もございますし看護婦の不足ということも ございます。両方あわせた意味で厳 しいとい

う表現を使わせていただきました。

0議長(小山良悟君) 病院事務長。

0病院事務長(大崎茂男君) 厳しい状況とはどういう ような内容か、というようなこ

とですが、当市立病院では看護婦の、助産婦も含めました看護婦の状況は、前回63年の

ときも御説明いたしたわけでございますが、 年間10名前後の退職者がおります。この退

職の理由はいろいろあるわけでございますが、平均 して10名前後やめていくわけでござ
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います。

それと、やはり女性の職場ということもありまして、産休といいますか、育休という

ような、そういうようなことで長期にお休みになる看護婦が、年間10名から20名、平均

ですと十五、六名はおります。そうしますと、年度の中で10名が、なおお産で休むとい

うような中では、かなり定足数を下回ってしまい、それとまた臨時で、賄うことができな

い、というようなことから厳しい状況だ、というふうに判断しております。

それから、総務部長の方のお答えだったんですけれども、 3Kは、きつい、汚い、危

険ということでございますO

なお、病院の看護婦の実態でございますが、 3年ほど前までのときには定数すら確保

できない状態であったわけでございます。しかしながら、その後、いろいろ募集の手を

かえ、いろいろ努力いたしまして、現在では定数は何とか維持できておる、というよう

な状況でございます。

以上です。

O議長(小山良悟君) 奥住日出男君。

021番(奥住日出男君) ありがとうございました。

定数は何とか確保できている、ということですけれども、これ、前に看護婦の定数に

ついて論議したときに、患者さんの命をあずかる方ですから、私は若干多目に採用すべ

きである、という、こういう考え方を述べたことがございます。今、事務長の方から、

産休とかなんとかで約 10名程度が退職する、 さらには休まれるという、 プラスアルファ

として。看護婦不足がどんな形で患者さんに影響してくるのか、こういうことを考えた

場合には非常に数と同時に労働条件のことも当然考えていかなければならない、という

ふうに思います。委員会でまた細かいことを論議させていただきますけれども、厳しい

状況はどんなのかな、ということをちょっと知りたかったので質問したわけです。

3Kは、今、事務長がおっしゃったように、きつい、汚い、危険、というように言わ

れております。さらには、また新 3Kとまで言われております。これは働く人がどんど

んどんどんいい職場、し、し、職場環境、こういうものを目指していって、そういう言われ

方をしております。

したがいまして、聞くところによりますと今の市立病院、玄関をくぐる前に見ただけ

で帰っちゃう、というような、こんな老朽化した病院です。何としても立派な病院を建

てていただいて、(動きやすい職場にすることも大切なことだと思います。

基本的な部分だけ質問させていただきましたので、あとは結構です。
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ありがとうございました。

0議長(小山良悟君) 古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) 84号の病院の枠外定数の措置をとって、間もなくその時限が来

るということでこの条例改正が出されてきた、と思うんですが、実際にこの病院の定数

外条例jの適用は、具体的にはどのように行われてきたか、その実態を答弁お願いします。

それから、もう一つは、これは考え方としていろんな意見があると思いますが、職員

の定数ということに関してチェックできるのは、市議会のこの場しかないわけで、すO き

のうも百草図書館がオープンしたことに伴って、だれかを悪者に無理やりしようという、

そういう宣伝が行われている、ということが指摘されておりましたが、我々は、職員の

定数総体を見直しながらふやすべきところはふやしてし、 く。ある部分だけのこと を取り

上げて、あいつが反対したからけしからん、というふ うな、そういう プロパガンダは、

私は非常に卑劣なやり方だと思います。

ですから、議会がきちんと定数総体を見ながら、この部門については果たしてふやす

のが妥当なのか、ある面では、また削減も可能か、という、そういうチ ェックを しなきゃ

いけないわけです。

ということからしますと、病院の現状も、もちろん皆承知をしているわけですので、

定数のこの歯止めをはずしてしまうという考え方は、多少議論をしなければいけないの

ではなし、かと思います。当分認めるということで、それも一つの方法だとは思いますが、

やはりある一定期間はそれを認めるけれども、果たしてどういう実態が推移するか、と

いうことを十分後追いしながら結論を求めてし、く、ということからすれば、チェックが

働かないような形をここで決めてしまうというのはどうかな、という気もしないわけで

はありません。この点については、どういうふうに理事者の方はお考えか、この点、回

答をお願いします。

それから、次の休暇のことについて、今、土方議員の方からも質問がありましたが、

園、東京都のやり方に今回あわせる、ということで、一つの大義名分は十分整っている

ということはわかります。そこで具体的に、例えば、今、土方議員のお話に もありまし

たが、いろんなことが考えられる。 3時30分にちょっと早退をしたい、という場合には

これからどういう扱いになるのか。この新しい条例が適用されるとどのような適用が行

われるか、ちょっとそれを教えていただきたいと思います。そうい方がいらっしゃると

思うんで、すねO

それから、休暇ということですから20日間の中からとっていくわけですが、直接この
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条例とは関係ないんですが、この間、たまたま市の職員組合の事務所の前を通りますと

10人ぐらい、勤務時間中お昼休みでもない時間に、たくさんあそこに組合の執行委員の

人たちが一生懸命何か仕事をやっていましたねO 仕事というか詰めて話したりやってい

ました。こういうのは休暇でもないし、一時外出でもないし、それから、いろんな手続

きをとっての職場からの一時的な離脱ということもちょっと考えられないんですが、大

体あそこには何人かの人が、いつも専従でもない人が詰めているんですね。こういうこ

とについては何か御承知しておられるかどうか、ちょっと現状の認識を答えてください。

O議長(小山良悟君) 病院事務長。

0病院事務長(大崎茂男君) 過去の定数外条例の運用実態ということでございます。

昭和63年の 6月に制定いたしまして、その年は年度の途中でございましたので、一応

翌年の 3月31日まで、つまり63年度のいっぱいの退職者見込みを立てまして、以後 5名

を採用する必要がある、ということで書類をつくり市長の決裁をいただいておりますO

しかしながら、実際の採用は、年度の途中でございましたので 5名という採用はでき

ませんで、一時的には 3名というような運用ができることになりましたが、最終年度の

末では、やはり定数を一、二名割るというか、そういうような状態でございました。

それから、平成元年度につきましては 7名を定数外ということで一応計画いたしまし

た。それで 1年間を通しました結果では、 1年間であのときは、ちょうど 7名が退職し

ておりますo それから、平成 2年度につきましては年度の途中でございますが、 8名の

定数外を一応計画いたしました。それで 8名を予定いたしましたが、年度の当初、その

8名を採用するだけの人が集まりませんで、増としては 4月現在では 4名でございまし

て、その後、その 8名に達するまでの追加募集を行って、やっと 8名にはなっておりま

す。それで、ことしの11月現在での退職者は 4名でございますので、 8名の定数外につ

いて現在4名がやめていますので、 4名が今手持ちということになります。

なお、今後、 4名またやめる、というような予定が出ておりますので、今年度の定数

外の枠は、やはりこれも消化し切れるんではないかと思っております。

それから、もう l点、定数のチェックでございますが、これは定数外をどういうふう

に決めるか、ということは内部で決めて、それで市長の決裁をとって、病院内としては

こういう数字だということで承知しているわけですが、その書類がもう少し広く行き渡

るよ うにするか、というのが一つの方法である。

それから、予算で医師の人件費何人分幾 ら、それから看護婦、検査技師、事務とかい

うような内訳がありますが、その中で看護婦の定数が何名、定数外が何名というような
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ことで、一応内訳として今出している。それから、予算のときにも額が、必ずしもどう

いう給料のベースの人が採用されるかわかりませんが、平均的には出せると思いますの

で、そこでの予算のチェックということがあろうかと思います。

以上でございます。

0議長(小山良悟君) 総務部長。

0総務部長(藤浪竜徳君) 84号の関係でございますけれども、期限を i3月31日」を

「当分の間」というふうにお願いをするわけでございますけれども、これにつきまして

は、現状の中では見通しは全く立っておりません。したがし、まして、また逆に期限を切

るのもできませんので、こういう形にさせていただいたわけでございます。

それから、 85号の関係でございますけれども、 8時半から帰った場合は 2時間の休暇

ということになります。それで、 1分、 2分の遅刻・早退でも 1時間ということにみな

すわけでございます。

それから、組合の職員の関係でございますけれども、状況についてはちょっと把握し

ておりませんけれども、いずれにいたしましても規則等によりまして処理を対応をして

し、く、このように考えております。

0議長(小山良悟君) 古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) 看護婦等の不足を解消するということで、この定数外条例、 63

年に議会で認めたわけです。それは、この制度がかなり有効に活用されて、できるだけ

定数を確保して今日に至っている、ということはわかります。それから、 この制度をそ

のまま恒久化するということで、ここで「当分の間」ということに変えるということが、

果たして適切な選択かどうかはまた別な問題になると思います。

先般、私ども松江の市立病院に行きまして定数の充足等を聞きましたら、不足はして

いない、確保をしているということで、その前の年になりますか、小松市に行きまして

市立病院をやはり視察しましたが、看護婦の不足はないということで、病院によっては

看護婦さんがーーどこの病院に行っても看護婦不足は当たり前、というふうなことでも

実態はない。給料表もちゃんと分かれておりますし、病院の赤字が 1億円になったら、

もうすぐに再建検討委員会が組織されて病院の赤字解消にも取り組んでいる、というふ

うな実態がありまして、日野の場合には 6億円赤字が出ても何もしないし、看護婦はど

こでも不足だから日野も不足で、当たり前みたいな考えでは、また困るわけですので、こ

の枠外の定数を認める、というこの措置は適切ということで我々も認めているわけで、

しかし、歯どめを全くなくしてしまう、ということが果たしていいのかどうか、という
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ことは、また議論があると思いますので、総務委員会の方での意見の出方を注目してい

きたいと思います。

それから、この85号については、休暇のとり方がここで変わる、ということについて

の理由はわかりました。 3時30分に午後早退をすれば 2時間休暇をとった、ということ

になるわけですね。これは理解できました。その後の組合の執行部の執行委員に当たる

人だと思うんですが、そういった実態を担当課の課長は、自分の職場にいないわけです

からわかっておられるわけですよね。しかし、それがあえて言えない、というこの職場

の環境も私はどうかなと思いますね。しかも、総務部長はつぶさには御存じないという

ことです。私が、たまたま通ったときだけがそうだ、というふうにはちょっと考えられ

ないんです。その辺、職員が足りない、足りない、と言って大騒ぎをして、ふやせ、ふ

やせと言って旗を振る人はたくさんいるけれども、しかし、現に仕事をしない職員の人

がそうやって大手を振って、だれも注意をしないで担当部長も知らない、というふうな

実態があるということでは、職員の定数増の提案ということをなさる場合には、ちょっ

とまた理由が希薄になってしまうと思うんですね。

そういった実態、また綱紀の緩みということもあるのではないか思いますので、私か

ら指摘をしておきますので十分チェックをしていただきたいと思います。

0議長(小山良悟君) 沢田研二君。

01番(沢田研二君) それでは、 84号と85号を両方で御質問させていただきたいと思

いますが、まず84の方なんですが、年間10名程度の退職者が出る、ということでござい

ます。これは全体の看護婦さんの数との比率で、この程度の退職は世間並みというのか、

あるいは、やはり日野の方がほかよりも多いのかどうか、この辺もひとつお伺いをした

し、。

それから、先ほど奥住議員からも話がありましたように、当然だれしも思うところで

すが、命を守る仕事ということからしますと、条例をかえて確保しておくということは

非常に大事なことであろうか、というふうに思いますけれども、なかなか一一先ほど事

務長の方から話がありましたようになかなか集まらない、集まってもやめてし、く、とい

う悩みが過去から続いているわけなんですが、その中の原因に労働条件的なこと、それ

から、特に先ほど 3Kの話が出ましたが、新しく 4Kだ、 5Kだなんて言われている中

には、給料が安いなんでいうのも 4K目、あるいは休暇がとれない、とかいうことも 5

K目だとか、さらに 6Kなんていうのも言われておりまして、これは経営者が悪いとい

うこと、これが 6Kだと言われておりますけれども、その中で給与に関してよく聞かれ
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ることで、先ほどちょっと、もう改善をしてきた、というコメントもあったように聞き

取りましたけれども、正看と准看の場合も余り給与の差をつけてないんだ、ということ

で、定着率の悪い原因の一つではないか、というような言われ方も聞いたことがあるん

ですが、それが今も全く変わらない状況にあるのか、その辺をちょっと、 84号を先にお

伺いしたいと思いますO

0議長(小山良悟君) 病院事務長。

0病院事務長(大崎茂男君) まず、退職者の数が一般的かどうか、というようなお尋

ねでございますけれども、特に全国的な数値は出ておりませんけれども、視察の関係、

あるいは近隣の病院の状況等の情報でございますと、かなりやめていく事態は多いよう

に聞いております。それは20、30とやめる、というようなことも300人、 400人の看護婦

さんのおる中では、やはりあるようでございます。

それから、逆にほとんどやめない、という病院もあります。それで、やめていく数が

多い病院は、どちらかというと若年層とし、し、ますか、そういうような看護婦さんが多い

ところが退職者も多いようでございます。なかなかやめていかない、というところは、

どちらかというとその町に定着しておりまして、仕事にも定着しているというようなこ

とで退職者が少ない、というような内容がわかると思いますO

それから、集まらないことでございますが、先ほど古賀議員さんからもお話がありま

したけれども、地方に行きますと大体看護婦さんは充足しております。それで、地方で

募集とし、いますか、求人に行きましでもなかなか首都圏等には来ない、というのが実態

でございます。

ですから、全国的にはそれほど不足してなくても、地域的にパラ γスが崩れている、

というようなことがあるようでございます。私どもも全国的に募集をしてございますけ

れども、なかなか東京へは出て来ない、ということが多いようで、すO それから、東京の

看護学校の方ヘ出て来ている地方の看護学生は、資格を取って地方へまた戻るか、ある

いは東京の大病院に行って腕を磨く、というようなことが多いようでございます。

それから、やめていく理由は、先ほどもちょっと触れましたけれども、やはり女性の

仕事というようなことで結婚退職が一番多い。次が育児とし、いますか、家事に専念する

というようなことが多いようでございます。そのほかに配偶者、だんなさんの転勤の問

題ですね、それで異動をする、転居する、というのが 3番目に多くなっております。

そのほか、やはり職場の人間関係とか、いろんな条件で不満が出る、というようなこ

とでございます。特に給料につきましては、一般の、公立病院以外の病院は、正看なら
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正看という看護婦さんの資格について賃金を決めているところが多いもんですから、 25

歳の看護婦さんでも40歳の看護婦さんでも閉じ給与条件で採用する、というようなこと

がありますO そうしますと若い方は、民間といいますか、公立病院以外のところへ流れ

てし、く、という傾向はあります。公立病院は、どちらかというと年功型の給与体系です

ので、なかなか若い人に高い賃金が支払えない、というのが弱点、でございます。

それから、正看と准看の給与については同一でございまして、これにつきましては、

やはり国家試験の差については、それなりの待遇があっていいんではないか、というよ

うな看護婦さんの気持ちは、かなりあるところでございます。

そのような内容でございますO

0議長(小山良悟君) 沢田研二君。

01番(沢田研二君) ありがとうございました。

最後の部分なんですが、やはり正看と准看の労働条件というのは変えても全くおかし

くないと思うんですね。そのための制度、資格であるわけですから、やはり、そういう

やめられる理由、集まりにくい理由、それぞれ、今、事務長が言われたとおりとし、し、ま

すか、理解できるわけなんですが、やはり根底には、そういう労働条件的なことという

のは無視できない部分があろうか、というふうに思いますので、そういったことはぜひ、

これは病院サイドだけで検討できる内容ではないんですが、検討していくべきではない

か、というふうに思いますO

続いて85号の方、よろしいですか。職員の 1時間単位での休暇についてでございます

けれども、都なり国が既に実施をしているということと、それから欠勤、早退を結果的

には救うようなために 1時間、という関こえ方もするわけなんですが、こういった制度

を取り入れることは、働く側にすると非常にいし、制度であることは間違いないと思いま

すo

ただ、世の中の半日休暇、これがどれぐらい実施されているか、といいますと、非製

造業で半日休暇で25.5%、それから製造業でも30%、それから、これは数との兼ね合い

がいろいろありますけれども、全産業で見ても31.7%、と大きく言って 3分の l程度し

か、まだ半日休暇ですら実施をきれてない、とし、う状況でございますO 半日休暇を行う

に当たっても、特に民間会社なんかで気にするところは、勤務管理の問題が非常に気に

なるところであるわけで、すO そうなりますと、 1時間というのは便利でいし、わけですけ

れども、勤務管理ということに対して相当神経を使っていかないと、まさに勤務がめちゃ

くちゃになってしまうという恐れもあると思うんで、すO
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、これから細かく検討していただくわけなんですが、こういった面、こういうことをや

るから大丈夫なんだ、今まで半日休暇を含めて十分、訓練、 トレーニングされているか

ら大丈夫なんだ、とか、あるいは、今、半日休暇を実施しているところでも保有日数全

部に半日休暇を適用できる、ということではなくて、例えば 6固までは半日休暇を認め

ますよ、とかいうふうに半日休暇でも回数に制約をして、余り乱用をしないような、そ

んなことをやっているのが民間での世間一般でございます。

ですから、現在の半日休暇が、役所関係でそういう回数的な制限があるのかどうかも

ちょっと勉強不足で調べておりませんが、この 1時間単位というようなことを採用する

場合に、そういったことも検討されているのかどうか、ということもお伺いしたいと思

います。

それから、 1時間ですから、どこでも 1時間というとらえ方もあると思うんですが、

例えば昼休みを挟んで間の 1時間でもし、いのかどうか、その辺もちょっとお伺いしたい

と思いますO

以上です。

O議長(小山良悟君) 総務部長。

0総務部長(藤浪竜徳君) お答えをさせていただきます。

この時間休暇制度でございますけれども、園、都は既に実施をしております。都下26

市を見ましでも既に半数近くがこの制度を導入してございます。今までの半日休暇の制

限というのは、特に設けてはございませんけれども、ちょっと年休等の消化状況を申し

上げますと、 60年では平均16.3日、それから、 1人平均でございますけれども、 61年は

15.8 日、 62年が16~7 日、 63年が16.3 日、昨年では17.0 日でございました。このような状

況でございます。

この時間休暇の導入に伴いまして、いろいろな事務手続きがあるわけですけれども、

これについては混乱のないようにしてまいりたいと思います。

それから、聞の 1時間の休暇、というような御質問がございましたけれども、これに

ついては、あくまでも業務に支障のないような範囲で、所属長が判断をするということで

ございますので、これが原則になってございます。したがいまして、そういう場合もあ

るかとは思いますけれども、あくまでも業務に支障のない範囲ということで御理解をい

ただきたいと思います。

0議長(小山良悟君) 沢田研二君。

01番(沢田研二君) じゃあ、もう一回確認をさせていただきますが、途中の 1時間
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であっても、それが勤務に支障がなければそういう場合も認める考えである、というふ

うに受けとめましたが、それで、いいのかどうか、もう一回確認したいと思いますO

それから、回数についても特に、常識的に対応するだろうから回数の制約も考えてい

ない、ということでいいのか、もう一回、確認をさせていただきたいと思います。

0議長(小山良悟君) 総務部長。

0総務部長(藤浪竜徳君) 今まで回数がない、と申し上げましたのは、今まで半日休

暇の対応でございます。半日を何日とする、というような規定はございませんでした。

それから、ただいまの確認ということで御質問でございますけれども、場合によって

はそういうことも起こり得るだろう、こういうふうに考えております。

0議長(小山良悟君) 沢田研二君。

01番(沢田研二君) これは、恐らく総務委員会でも大分論議をされると思いますの

で、ぜひいま私が質問したような内容も含めた観点で、詰めて、それから提案していただ

くことの方がいいんではないかと思います。ありがとうございました。

0議長(小山良悟君) 夏井明男君。

022番(夏井明男君) 議案の第84号の方について、まず 1点お尋ねしますが、これは

病院部門の職員定数の特例ということで、前回、特例条項のものを議会の方でも認めた

わけですが、その結果、今、病院事務長の方からのお話ですと、この特例条項が非常に

有効に機能している、というふうな実態がわかったわけです。

総務部長の方から、 「当分の間」という意味が看護婦さんが充足されるまで、という

お話もありました。当初提案されたときには、平成 3年の 3月ぐらいまでには、この看

護婦さんの不足についての社会状況が変わってくるであろう、というふうな見通しのも

とでこういうふうな期限的なものをつけられた、というふう にも考えられますし、今の

状況ですと看護婦さんの不足というのはこれからも長く続くであろう、という予測のも

とで「当分の間」というふうに規定をしたようにも理解したわけですけれども、そうし

ますと、看護婦さんの不足がずっと続く聞は、この規定でいきますよ、とこういうふう

な理解の仕方でよろしいのかどうか、それが第 1点と、それから第 2点は、このような

特例ですね、 「当分の間Jというふうな規定の仕方で、病院部門の看護婦さんの対応に

ついて設けている市が参考までにあれば教えていただきたい。これが第 2点です。

それから、 85号の方なんですが、国や都、さらには都下の市の半数が既に実施をして

いる制度です、というふうなお話がありましたけれども、運用の実態ですが、どういう

ふうな運用の実態をされているのか、標準的な運用の実例をお話をしていただきたい。
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これが85号の第 1点です。

それから、第 2点は、総務部長のお話ですと遅刻・早退を厳しくするために、という

ふうに、私は提案説明で聞いたような一一提案説明で理解をしたわけですが、そういう

ふうな理解の仕方ですと、こちらの方で、条文の方で「休暇は 1日を単位として与える。

ただし任命権者は業務に支障がないと認めるときは 1時間を単位として与えることがで

きる」ということなんですけれども、今の沢田議員の方から、その遅刻とか早退の以外

の時間帯の中での申請があったときも、それは業務に支障がない場合はし、し、ですよ、と

そういうふうな運用もあります、と いうお話なんですけれども、そうしますと支障がな

いと認めるときは、ということは、事前にお願いしますよ、という ふうに読めるわけで

すけれども。

そうしますと、この場合の遅刻とかそういうのを厳しくするということは、 事前に、

きょうは何とかの用事があって出勤の方は 9時になりますよ、とい うことを事前に出し

て、わかりました、ということで運用されるようにも読め るんですが、その辺はどうな

のか......。

早退の方は、今おっしゃったように、これからこういうことがあ るので、 4時以降か

らはちょっと出て行きますのでお願いします、ということはわかるんですけれども、そ

の出だしの方がちょっとよくわかり ませんので、その辺の説明をしていただきたいと思

うんです。

以上です。

O議長(小山良悟君) 総務部長。

0総務部長(藤浪竜徳君) まず84号の関係でございますけれども、 「平成 3年 3月31

日までjという期限がつけられたわけでございますけれども、 63年の第 2回の定例会だ

と思いますけれども、その際に提案した時点では「当分の間」ということで当初お願い

をいたしました。いろいろと御議論をいただいた中で、期限をつけていただいた、という

経過がございます。ここでこの期限が切れますので改めて、まだ解消の見通しが立たな

い現状でございますので、 「当分の間Jということでお願いをしたわけでございます。

それから、 85号の関係でございますけれども、これの中の 1点目 でございますが、各

市の運用の具体的な実例とレ・うことでございますけれど も、申しわけありませんが、そ

の実態については私はまだ掌握してございませんので、また委員会等で、も御説明をさせ

ていただきたいと存じます。

それから、遅刻・早退を厳しくするということではございませんで、今まで不明確な
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点がございましたので、その点を正すために時間休暇制度を導入したい、というわけで

ございます。今まで遅刻の場合、例え 1分でも 1時間の休暇とみなす、ということでご

ざいますので、例えば 1時間半遅れた場合については 2時間の休暇、というふうになる

わけでございます。

O議長(小山良悟君) 病院事務長。

0病院事務長(大崎茂男君) 私の方から84号の方の「当分の間」ということで補足さ

せていただきます。

看護婦さんの不足ということから、そう言ったわけでございますが、いつまで続くか

ということの御質問ですが、全国的に看護婦不足ということは、 6万人不足ということ

は言われておりますが、先ほどもお話ししましたように、地域的に偏在する形にもなっ

ております。それで、退職者の補充という意味の条例でございますが、退職者が余りな

いという病院も、この近所にございます。そういう退職者が余りない病院ですと、こう

いう問題は起きませんし、今度は逆に退職者がありましでもすぐ供給できる、採用でき

る、というような状態があればまたよろしいわけでございます。近くにも、十分採用が

できるというのが、やはりこの東京都下の中にもございます。地域的に看護婦さんがお

られる、というところもあるようで、す。そんな中で、看護婦さんの数が市内にかなり最

寄りに来ていただければまた採用の方もやりやすい。そうすれば欠員即採用、というよ

うな手続きも踏めるときが来るんではないかと思いますが、それが社会的にどう変わる

か、いつごろか、ということはわかりませんので「当分の間」というふうにお願いして

おるところでございます。

それから、よその状況でございますけれども、これは、やはり自治体病院で青梅市が

看護婦不足で困りまして昭和58年にこういう制度を設けた。それが機能しているという

こともございましたので、青梅市の状況も参考に63年お願いしたという経緯でございま

すO

以上でございます。

0議長(小山良悟君) 夏井明男君。

022番(夏井明男君) 85号の方なんですが、ちょっと私、聞き間違えているのかもし

れませんけれども、 厳格な運用一一遅刻・早退という言葉で使わせてもらいましたけれ

ども、厳格な運用をするためにも、とい うお話をさせてもらいましたけれども、一つ明

確なお話がなかったのは、業務に支障がない と認めるときは与えることができる、とい

うことですから、私はあらかじめ一一ど うい う場面かは、今、沢田議員の方からあった

円

'Oつ
心

4t
i
 

話でわかったんですけれども、要するに朝の出だしの方がこの条文からいきますと、例

えば、あしたはどこかの病院へ行きますからお願いします、とか、そういうふうな形の

例しかちょっと思い当たらないもんですから、今、お話をさせて もら ったわけです。そ

の辺、もう少しはっきりお答えしていただ きたい と思うんです。

あと、も う一つは、ちょっと私もびっくりしたんですが、 国や都の方も 、これは実際

に今運用してやっております、さらに都下の市の半数も実施をしてお ります、というこ

となんですね。新しい制度を日野市に導入をする場合には、 日野市の中の特色もありま

すし、市の組織体は生きているもんですから、 この新 しい制度を導入したときに、他市

の方ではうまくいっているけれども、我が日野市ではどう か、 ということは、当然導入

をされる方はその辺まで考えて導入をされると思 うんです。

そうしますと、当然、国の方の段階ではどうい うふうな運用の実態なのか、 東京都の

方ではどういうふうな実態なのか、組織体が全部違いますか ら。それか ら、三多摩の市

の中でも各市特色がありますから、どうなのかというこ とは、当然私は調べられている

というのが、これは当然のことだと思うんですけれども、 今、総務部長のお話ですと、

その辺の資料というのは、今、これ議会の中ではない、とい う意味で私は理解を してい

るわけですが、その辺、当然日野市と似たような市の状況とい うも のは研究をされてい

ると思うんです。その辺、どうなのか。今現在の運用の中では、少 しあいまいもことし

た形で、行われているのを、もう少し整理する意味でこの制度を導入いたしました、とい

うことが話にあったんですけれども、ちょ っとよくわか らないんです。もう少し明確に

お話をしていただければありがたいんですが・・・・・・。

0議長(小山良悟君) 総務部長。

0総務部長(藤浪竜徳君) 説明が舌足らずで申しわけございませんO

休暇の関係でございますけれども、これは今までもそうでございますけれども、 事前

に届ける、ということが原則でございます。当日やむを得ない場合については、 電話連

絡等で事前に連絡する、ということにな ってございます。これについては変わりはござ

いませんO

それから、他市の例ということでございますけれども、 当然、 担当は職員課になりま

すけれども、これについては、他市の状況等については現在調査 しております。くわし

い内容については私がまだ掌握してない、とい うことでございますので御理解をいただ

きたいと存じます。

なお、来年の 1月 1日から施行とい うことでございますので、早急にその辺は詰めて
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いる、という状況でございます。

以上です。

O議長(小山良悟君) ほかに御質疑はありませんか。内田 勲君

。11番(内田 勲君) 85号についてお伺いします。

この 1日1時間の休暇を導入するに当たりましては、いろんな条件といし、ますか、背

景が必要だと思うんですね。先ほどからの説明の中では、いまひとつ理解ができないん

ですけれども、僕はそういう条件の中では、大事なことは労使関係じゃないかと思うん

です。先ほど土方議員が官頭質問したときに、 「こういう制度を導入したときに毎日 1

時間の休暇をとった場合にどうなんだ」というような心配もちょっと言っていましたけ

れども、それに対して竹ノ上議員が「そんなことないよ」とそんなようなことを言って

いたかのように聞こえたんですけれども、ここに、もう既に大きな差があるんですね。

これは、この制度を利用する人たちをどう見るかによって大きな違いが出る、と思うん

です。

したがって、まず 1点お開きしたいんですけれども、現在の庁内における労使関係に

ついては、部長さん、どのようにお考えになっているんですか、お開きしたいと思いま

す。

0議長(小山良悟君) 総務部長。

0総務部長(藤浪竜徳君) 時間休暇制度の導入に当たりましては、間違いのないよう

な運用をしてまいりたいと考えております。組合との関係もございますけれども、組合

からもこういう時間制度の要求もございましたけれども、今までも申し上げたとおり遅

刻・早退とかいうような不明確な面を正確にするということで、むしろ管理上の面での

対応を今回考えるわけでございます。

以上です。

O議長(小山良悟君) 内田勲君。

011番(内田 勲君) せっかくお答えをいただいたんですけれども、私の質問にはほ

とんど該当しない答えで、私が聞きたかったのは、現在、部長さんが、この庁内におけ

る労使の関係、日常の行動を含めてどういうふうにお考えになっているか、素晴らしい

労使関係と思っているのか、大変弱ったもんだ、というふうに思っているのかをお聞き

したかったわけです。

私、まだ、この庁舎に来てからおつき合いも短いもんですから、詳しいことはわかり

ませんけれども、この間に見たり聞いたりしている限りでは、労使関係は20年は遅れて
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いると思うんです。そういう労使関係の中でこういう制度を導入する場合には、 やはり

冒頭、土方議員が言っておりましたような心配が出るのは当たり前だと思うんですね。

私も過去に、半日休暇を導入するということでいろんなデーターを調べたことがある

んですけれども、そうし、ぅ背景に一一導入した企業で、すといろんな背景がありますけれ

ども、多く言われたのは、社員の方が半日以上働いて用事ができたときに帰る場合に、

早退じ ゃなくて休暇を使うんですね、それから、遅れてしまったときにも、 1時間ぐら

い遅れてしまった、遅刻にしないで休暇にする、こうい う使い方をするケースが多いん

ですね。要するに、現在、民間では現業の方はともかくとしまして、研究部門であると

か、あるいは事務部門でありますと非常に効率化が進んでおりますか ら、自分が休んで

いたら仕事が進まないんで、すねO そういうケースが非常に多いもんですから、休暇が 1

時間単位であろうと半日であろ うと、とにかく休暇をとっても 自分の仕事をする実態が

非常に多いんです。幸か不幸か、そういう実態が多いわけですね。そ ういう中で経営者

として、やはり半日休暇を認めて、半日仕事をして帰る場合には半 日休暇をやろ うじゃ

ないか、あるいはそうい うふうにしてほ しい、というこ とで決ま ってい るケースが多い

んです。

そういう中で、この庁内に当てはめたときに果たしてそういう労使関係がある かどう

か、と考えたときに、私は当てはまらないと思うんです。提案の中でも東京都とか、あ

るいは他市でも行われている、という説明がありましたけれども、じゃあ、 行われた結

果、どうし、う成果が得られたのか、稼働率が上がったのか、あるいは仕事の効率が上がっ

たとか、そういったような話がされないという ことは、 やっぱり不満があるんです。や

はり、し、し、ことは率先してやってもし、し、と思うんです。

ですから、そういうし、ぃ面があったら、どんどん導入していただ きたいと思うんです

が、そういうところに目が行ってないようですから、私、はっきり言って、まだ時期尚

早じゃないかと思うんです。もう少しそういった点を調査するなり研究をしまして、こ

ういう制度はぜひ導入していただきたい。これから委員会の中で検討する場合も、そう

いった角度から十分な検討をしていただきたいということをお願い したい と思います。

以上でございますO

0議長(小山良悟君) 田原茂君。

03番(田原 茂君) 85号議案につきまして、 一言、御質問させていただきます。

先ほど来、部長の答弁の中に、いわゆる国や都が実施をしている、また26市中半分の

市が実施をしている、こういうような御答弁が何回か御質問の中でもあったわけでござ
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いますが、私、考えるに国や都に比べて、やはり市レベルというか、いわゆる市レベル

と国と都、これは同率には考えられない行政体のわけです。まして、いわゆる住民と直

接接するのは、これは国や都に比べて、はるかに市町村が多いわけで、ありまして、そう

いうふうに考えてくると、やはり、これは部長さんが言われているように26市中半分の

市が実施をしている。逆を言えば、まだ半分の市が実施をしてない、というのは、やは

り逆にこの辺にも一つの理由が私はあるのではないか、とこのように思っているわけで

す。

また、特に仕事の内容を見てみましでも、市民と直接接しているという中においても、

まだまだ担当制というのが多いわけですね。住民の方がなにか聞きに来てもAという方

がいなければわからなし、。Aという方はあした出て来る。今週いっぱい休みです。こう

いった場合に、住民側が今まで、いろんな形で不便というか、そういった意味での被害と

いうか、そういったものを被っているというのも、一つには事実としてあるように私の

経験上からも認識をしているような、そのような私の一つの考えがあるわけですけれど

も、そのように考えてまいりますと、まして沢田議員の方からも御質問があって、その

答弁の中に、いわゆる時間外においての休暇も認められる、そのようなことも明らかに

なったわけでございますが、そのように、いわゆる小間切れの休暇が可能というか実施

というか行われてくると、住民サービスという観点で考えてどうなのか、という、この

ようなことがやはり我々は住民の代表として、そのようなことを考えざるを得ないわけ

であります。

その点に対しては、どのように考えておられるのか、この点をまずお伺いしたいと思

います。

0議長(小山良悟君) 助役。

0助役(砂川雄一君) ただいまの御質問についてお答えをしたいと思います。

職員の休日・休暇等の取り扱いについて、基本的な点については従来と特に変わらな

いわけでございますが、少なくとも休暇は 1日を単位として与える、というのが従来も

そうでございますし、今回もその部分を変えていないわけです。ただし、その任命権者

が業務に支障がないと認めるときに与え る与え方ということで、今まで半日という単位

しかございませんで、 1時間ということはございませんでした。

確かに、今、御質問者からも話がございましたように、例えば園、都と市町村の場合

との行政の実態の違いというのは当然、ございまして、私どもは直接市民サービスに携わっ

てい るわけでございますので、その点大き な違いがある、というふうに私どもも当然、理
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解をしております。

ただ実態問題として、例えば従来ですと半日の単位でございましたので;". 1時間、あ

るいは 1時間半で何かの用件があって、どうしても休まざるを得なし、、というふうな場

合でも半日ないしは、単位が 1時間という単位がございませんので、半日は少なくとも

最低は休む、というような形になってこざるを得なかった、ということがございます。

そういったことも総合的に判断しまして、私どもは、例えば、先ほどもいろいろ御質

問の中で、毎日 1時間、じゃあずっととれるじゃないかとか、あるいは帰りにとれるじゃ

ないか、といろいろなことが確かにございます。それは今までの中でも、例えば、国及

び都等の実施の中でもその辺のところが、従来、問題という形で指摘をされて出てきた

事例というのは、私どもは聞いていないわけですけれども、そういう実態で、例えば、

先ほども総務部長が提案理由のときに御説明したと思いますけれども、今までですと、

例えば遅刻・早退の場合の例でし、し、ますと、 3回だと 1日の休暇扱いにする。 2固まで

は、例えば 1時間遅れて来ても 1分遅れても、その分は休暇としては、事実上は一切取

り扱いをしない、というふうな形で来ていたわけですね。今度の場合は、すべてそうい

うものが、 1分でも 2分でも例えば遅刻・早退の場合には必ず 1時間の単位で休暇とし

て取り扱いますよ、ということです。

ですから、これは、それぞれ制度が変わった場合に、適用の仕方が変わった場合に一

長一短はあろうかと思いますが、全体としては効率的な業務の運営に資する、というふ

うに私どもは判断をいたしまて、今回お願いをしている次第でございますので、その点

については御理解を賜りたい、というふうに思います。

0議長(小山良悟君) 田原茂君。

03番(田原茂君) 私も確かに、かつて職員でありました。その経験でいうと確か

に朝 1時間、例えば遅刻した、 30分遅刻した、それを 3日やると 1日休みになる。これ

は不合理ですよね。これほど不合理なことはない。そういった意味ではこの時間休とい

うのは、私は、ある意味では必要だな、という部分も感じるわけですけれども、それが

やはりもろ刃の剣といいますか、いわゆる日中の時間を区切って、例えば極端な話が席

についている、ついていない、というのが小間切れになる可能性も私は出てくるのでは

ないか、とそれらのことをある意味では心配をするわけであります。

いわゆる先ほどの助役の話ですと、半日であるとか 1日休暇であ るとか、そういった

ものを要するに時間休にすることによ って明確にするんだ、とこのようなお話があった

わけでありますが、いわゆる半日であるとか 1日休暇とか、こういうのはある程度時間
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がわかるわけで、すO 例えば市民の方が来て担当者がし、ない、あした出てくる。じゃあ、

あした来ればいい、これはわかるわけです。

ところが、私は、時間休になりますと明確に、本当にその日に来たり来なかったりと

かすることがないのかどうか、そういう心配も若干するわけでございます。そういった

意味では、この時間休そのものについては、私はそれほど反対ではありませんけれども、

やはり、もう少し歯どめというか、例えば、夏井議員の方からも質問がありましたけれ

ども、その日に報告で済む、そのような形でなくして、やはり事前にこのような形での

あすは 1時間、朝、いろんな形で用事があるから、いわゆる時間休をとりますとか、そ

のようなある程度の一つの歯どめ的なものは設ける必要があるのではないか、そのため

にもう少し検討をされる必要があるのではないか、こういうふうな観点でお話をさせて

いただいているわけですけれども、そのような検討をしていただきたい。

それについて何かお考えがあれば聞かせてください。

0議長(小山良悟君) 助役。

0助役(砂川雄一君) あくまでも市の行政が、市民サービスがスムーズに進行すると

いうことを前提にして考えておりますので、そのことによって業務に重大な支障が及ぶ、

というような結果は絶対に招かないように、私どもとしても日常的な管理については心

がけていきたい、というふうに考えております。

0議長(小山良悟君) 田原茂君。

03番(田原 茂君) 最後に、確かに職員の待遇というか、そういった面とともにや

はり住民サービスということ をま た少し突っ込んだ中で、の総務委員会等で、の質疑をお願

いを したい。

これで終わります。

O議長(小山良悟君) ほかに御質疑はありませんか。なければ、これをもって質疑を

終結いたします。

本 2件について御意見があれば承ります。福島敏雄君。

010番(福島敏雄君) 今、 85号の方のやりとりを聞いていまして、私も総務委員でご

ざいますので意見を述べたいと思いますO

審議に当たりまして、今、それぞれの議員さんから質問の出たやりとりについて、具

体的にどういう運用をしていくか、という運用の基準をぜひ委員会の中に出していただ

くように要請をさせていただきたい、これが 1点であります。

それから、もう一つは、今ある制度と、それから、この 1時間休暇が始まったときに
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それぞれがどういう形になるのか、ということで、その辺の絡みも整理して出してほし

い。具体的に言えば、先ほど夏井議員さんの方から「病院に行くから何時間休暇をくれ」

と、こういうようなことで時間休暇が使われるんじゃないか、という話がありましたけ

れども、聞くと ころによれば診療外出というか、それは今も認められている一時外出制

度だ、こういうふうに聞いておりますO したがって、そのことに時間休暇を使う必要は

ないように思います。

そうなってくると、時間休暇がなぜ必要なのか、ということが大変わかりにくい。そ

れで、もっとほかに言えば、よく職員のお父さ ん、お母さんが亡くなられて告別式があ

ります。そうすると職員の方々は、つき合いのあった方はその時間帯に行ってお焼香を

される。私は、あれは半日休暇なのかな、と思っていましたけれども 、恐らくあれは認

められている一時外出制度を使っていると思うんですね。そうなってくると、今度の 1

時間の休暇というのは何に使うのか、ということになれば、ほとんどいらない。

それで、先ほど田原議員が言われたように、 矛盾の最たるものだ、といった 1分を 3

回遅刻・早退すれば 1日分の休暇がなくなるんだ、 とい う、大変不合理じ ゃないか、と

いうことが、ただ幾らか論理的になるだけの話、というふうな理解きりできない。

したがって、そのことも大変重要だと思いますけれども、そういった意味からいくと

総務部長が、国もやっています、都もやっています、 26市の半分やっています、こんな

ことをやるのは当然なんです、という市の職員の論理と、私ども議員、あるいは民間の

人の論理とはすごい意識のかけ離れがある、というのが実態だと思うんですね。

ですから、その点を埋めるためには、ぜひ総務委員会で、いろんな今あったような質

疑について質問をせざるを得ないわけでありますけれども、明快な資料を出していただ

くように要望をさせていただきたいと思いますO

以上でございます。

O議長(小山良悟君) ほかに御意見はありませんか。なければ、これをも って意見を

終結いたします。

お諮りいたします。これをもって議案第84号、日野市職員定数条例の一部を改正する

条例の制定、議案第85号、日野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を

改正する条例の制定の件は、総務委員会に付託いたしたいと思いますが、これに御異議

ありませんか。

C i異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認め総務委員会に付託いたします。
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これより議案第86号、日野市遊び場条例の一部を改正する条例の制定の件を議題とい

たします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

0市長(森田喜美男君) 議案第86号、日野市遊び場条例の一部を改正する条例の制定

について提案理由を申し上げますO

本議案は、新井児童遊園の廃止に伴い、日野市遊び場条例の一部を改正するものであ

ります。

詳細につきましては担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審議のほどお願い

いたします。

0議長(小山良悟君) 関係部長から詳細説明を求めます。福祉部長。

O福祉部長(坂口泰雄君) 御説明申し上げます。

議案第86号、日野市遊び場条例の一部を改正する条例でございます。

2ページ、 3ページをお聞きいただきたいと思います。

別表の第 I、児童遊園の部、新井児童遊園の項を削る、でございます。これにつきま

しては、この児童遊園の場所が万願寺区画整理地内の新井地区セ γターの隣接地にござ

います。このたび、街路の築造によりまして児童遊園が二分されます。そのようなこと

から全くその機能を失いますので、また地主からの返還の申し出もございました。その

ようなことから廃止するものでございます。

以上でございます。

0議長(小山良悟君) これより質疑に入ります。夏井明男君。

022番(夏井明男君) 今のお話で、この児童遊園がなくなる、というふうにお聞きし

たんですが、これにかわるものができるんでしょうか。というのは、地主さんの返還の

要望もあって、というお話なんですが、これに似たようなものは、土地をお借りしてやっ

ているところもあります。これはいつも問題になるんですが、将来そこは 5年後に返さ

なきゃいけない、ということを知りながら、その方に土地をお借りしてやっていること

もありますので、ちょっとお聞きしたいんですが、特に区画整地内ということですから、

これにかわるような児童遊園の場所が確保できているのかどうか、できていなければ、

当然区画整理地内のことですから、それに予定されるような場所は、もう既に確保しま

したとか、できます、というふうなお答えがあるのではないか、と思ったんですが、そ

の辺、どうでしょうか。
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0議長(小山良悟君) 福祉部長。

0福祉部長(坂口泰雄君) 現在のところは、これにかわるべき児童遊園ということは

検討しでございませんO

ただ、区画整理事業によりまして、また新たな公園等が設置できるわけでございますO

また、その辺、十分検討いたしまして、その地域に児童遊園等必要であれば、また地主

さんに協力をお願いしながら設置の方向で考えていきたい、と思っております。

O議長(小山良悟君) ほかに御質疑はありませんか。なければ、これをもって質疑を

終結いたしますO

本件について御意見があれば承ります。なければ、これをもって意見を終結いたしま

すO

お諮りいたしますo これをもって議案第86号、日野市遊び場条例の一部を改正する条

例の制定の件は、厚生委員会に付託いたしたいと思いますが、これに御異議ありません

か。

C I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認め厚生委員会に付託いたします。

これより議案第87号、日野市立幼児教育センター設置条例の一部を改正する条例の制

定の件を議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

0市長(森田喜美男君) 議案第87号、日野市立幼児教育センタ-設置条例の一部を改

正する条例の制定について。

本議案は、日野市立幼児教育センターを引き続き存続させるため、日野市立幼児教育

セγター設置条例の一部を改正するものであります。

詳細につきましては教育長より説明いたしますので、よろしく御審議のほどお願いし、

たします。

0議長(小山良悟君) 関係部長から詳細説明を求めます。教育長。

0教育長(長沢三郎君) 教育長の方から説明させていただきます。

議案第87号、日野市立幼児教育センター設置条例の一部を改正する条例の制定につい

て御説明申し上げます。

御承知のとおり日野市における幼児の保育に関する調査、育成の充実を図るため日野

市立幼児教育セ γターの設置条例が昭和61年 4月、時限条例として成立しました。そし
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て、その後、昭和63年12月の第4回定例市議会において日野市立幼児教育センター設置

条例の一部が改正され、時限を平成4年、昭和67年 3月31日までとして成立し、現在に

至っております。

それでは、議案の 4ページ、 5ペー ジの新旧対照表をお開き願いたし、と思います。付

則中に「この条例は交付の日から施行し、昭和67年 3月31日限りでその効力を失う」と

なっておりますのを、 「この条例は、交付の日から施行する」に改正をお願いするもの

であります。

幼児教育セ γターが設置されて 5カ年になります。この間、幼児教育セ γターでは、

未来を担う幼児たちの教育、保育環境を的確に把握 し、いかに整備するかの課題を設け

基礎的な活動、調査、研究活動及び普及活動等各種業務を行ってまいりました。業務の

内容につきましては、年次ごとの業務報告書、及び研究調査報告書を出しておりますの

で、既にごらんいただいていると思います。

今後も一人ひとりの個性の発達にふさ わしい保育が実現するため、基礎となる個性形

成の研究を進めるとともに乳幼児の実態、保育の実態を把握し、それを基礎とした保育

現場、家庭、さらに関係期間と密接に連絡しながら実践的、実証的調査、研究、相談、

研修業務、及び家庭内保育の情報提供等、地域に密着した幼児教育センターとして、よ

り一層発展させたいと考えております。課題をもって実施しております幼児教育セ γター

の事業は継続して実施していく必要があり、それに伴う事業の計画等がございます。

現在、来年度の予算編成期に当たり時限を 1年数カ月残しておりますが、ここで条例付

則中の時限をはずしていただく ことをお願し、いたすものであります。

以上です。

O議長(小山良悟君) これより質疑に入り ますO 黒川重憲君。

023番(黒川重憲君) 市長にお尋ねをいたします。

昨日は名古屋議員さんから詳細にわたる質疑がなされました。その質疑の内容は、私

たちからも心から賛同できる内容でございまして、非常に意を強くした次第で、ございま

す。恐らく、私は、き ょうのこの議案上程の日に質疑が出るんじゃないか、と考えてお

りま したが、名古屋議員さんは「私は文教委員だけれども」と一言お断りをしながら行

政報告の中で質疑をしたんで、すO 普通ですと、委員会の付託だから委員会で審議しろ、

ぐらいのやじが飛ぶわけでございますが、名古屋議員さんの人柄でございましょうか、

何も一言もありませんでした。大変重要な案件を真っ先に名古屋議員さんが質問なさい

ました。さすが、だてに長く議員をやっていない。私は心から感服をしたところでござ
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います。

先日、戦後初と言われる28号台風が日本を襲ってまいりました。まことに季節はずれ

の台風でございますが、私も、この議案87号は、この台風と同じ大変季節はずれの提案

だ、このように考えておるわけでございます。この提案の理由は一体何辺にあるのか、

市長にお尋ねをいたします。

0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 御質問にお答えをいたします。

昨日 、名古屋議員より 9月議会の一般質問で行われま した幼児教育セ γタ一、つまり

幼保一元化、この事業は既にまぼろしか、という聞い方で、実質破綻をしているのでは

ないか、こういう御指摘があったわけでありました。

私ども幼児教育センターを発足させるに当たり、確かに目指す目標に、幼保一元とい

う言い方で目標を掲げてまいりました。本来、国の制度が二元制でありますので、いろ

んな国政、あるいは地方行政のレベルで、現在の、つまり該当をいたします幼児たち、こ

れの処遇に保育の制度、あるいは幼稚園といわれる幼児教育の制度、戦前からそのまま

継承されて、新しい時代に幼児の保育的な処遇に対するこ元系列、これを一元化すべき

ものだ、ということは識者のっとに指摘をされていると ころであります。

なかなか現実の面では、特に保育園、幼稚園ともに長い歴史がありますの と、それか

ら、経営主体が公立、あるいは私立という形で運営をされてまいりました関係で、なか

なかこの子供を一一我々が考えますところの処遇をなるべく一本化する、こういうこと

について現実には今日まだ到達をし得ていない、こうい う状況がありますO

日野市の場合、いろいろと御指摘のとおりの粁余曲折もあり、当面の姿として、幼児

教育センタ一、これを条例化し、なるべく実態的にそのような姿が到達できるように、

したがって、保育者や父母に対しますいろいろな啓発の活動がなされてまいりました。

重松先生というその関係の専門家は、御縁があって日野市にお招きすることができた。

こういう条件のもとで、この幼児教育センターの存在の位置があるわけでありまして、

今後とも継続、発展をさせたい、という常にその願いを持ち続けておるわけでありまし

て、今回、御指摘のとおり非常に、あと 1年余を残し、なぜこの時期に、ということの

御指摘が出ることを、むしろ早く御説明をすべきだっ た、というふうには思っておりま

す。

具体的な我々の責任感といたしまして、来年度の予算編成に臨みつつあります。その

予算編成の中で、幼児教育セ γターのやはり予算を計上する部分がある。その際に経常
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費はともかくといたしまして、新規の施策を計上するということになりますと、あと 1

年しか生命のないこの事業に何をするのか、とこうし、う御指摘が当然議会から出る。む

しろ事前に幼教センターというものの余命を存続をさせて、そして、その中で予算の計

上をさせていただく。これこそがむしろ妥当な道だ、というふうに考えておりました。

確かに御指摘の点で、いろいと御疑念をいただく点がある、というふうに思っており

ますが、そういう我々の判断に基づいて今回の提案をお願いをする、そういう次第でご

ざいますので、よろしく御理解をお願い申し上げたいと思っております。

0議長(小山良悟君) 黒川重憲君。

023番(黒川重憲君) 市長の答弁を聞けば開くほど、ますます、なにかその真意とい

うものがわからなくなってきてしまう私でございますが、期限をほぼ半分近くも残した

段階で提案をしてくる極めて異例な提案の仕方、私は、ごく素直に考えれば、恐らくこ

の一度や二度の議会では、なかなか結論は出ないだろう。何回か委員会で継続審査をし

て、そして来年の12月ごろに間に合えばちょうどいい、こういうふうに素直に考えれば

一一いま一つは、市長は、もう既にこの教育センターというものをお荷物と考えておる。

今後、教育センターをどうしようともどうにもならない。いろいろと、早く提案をして

物議を醸し出して、議会ですったもんだして、そして否決でもしてくれれば一番助かる、

こういう一つの市長の一流の政治手法で出して来たんじゃないか、とちょっとうがった

考えかもしれませんが、このように私は考えたわけで、す。

つい先日も、私を初め何人かの方と市長のワソマ γぷりといし、ましょうか、倣慢さ、

今まで築き上げた信頼を一度に失うかのような場面に直面をいたしました。恐らく私と

同席した方もそのように感じたはずです。

私は市長に、かつてこの句を送ったことがございます。1"散りぬべきとき散りてこそ

世の中の花も花なり、人も人なり」一一一戦国乱世の名句は、細川ガラシャの句でありま

す。一度権力の座に座ってしまうと、その強大な権力の座に長いこと座ってしまうと、

なかなか大衆の市民の言うこと、声が聞けなくなってしまう、周りの言うこともなかな

か聞けなくなってしまう、こういう体質になりがちなんです。

私は、今回のこういう提案の仕方、余りにも強引な施策のやり方は、森田市長自身が

ぜひ慎んでいただきたい。また、慎んだ方が御自分のためになるんじゃないか、と私は

一言つけ加えて、この質問を終わります。

0議長(小山良悟君) 名古屋史郎君。

028番(名古屋史郎君) 名前が出るので、ちょっと質問しにくくなりました。
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教育長に伺いたいんですが、ふるさと博物館もそうでしょうし、東京都あたりの教育

研究所あたりもどうなのか、いわゆる民間の方が所長をやって、そして、その市の教育

機関の一つである幼児教育セ γターの職員が、その民間の方の指揮監督の中に入る、と

いう例は、ごく当たり前の形なのか、ふるさとの場合は、元職員の方でそれにふさわし

い資格なり何なりを持っていらっしゃった方なのかな、というふうに思いますが、今こ

こで論議されようとしている幼教センターの場合は、元教育委員であられて、現在明星

大学の現職の教授ですか、助教授の岸俊彦さんという方が所長なわけですが、その辺は

都なりほかの自治体なりで、ごく当たり前に一一非常勤の出勤簿があるとか何とか、ちょっ

と伺ったんですが、その方の指揮監督の中に入って、その命令のもとに働く、というこ

とがごく当たり前なのか、全然おかしいことでも何でもないことなのか、例を挙げてい

ただいて教えていただきたいと思います。

0議長(小山良悟君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) 特に教育関係のセンター的役割を果たしておる場所につきま

しては、例えば都立教育研究所、現在は奥田先生という方が、これは横浜国大の先生で

すが、所長さんをやっていらっしゃる。元、これは文部省の方の審議官もやられた方で、

す。

それから、重松先生も確かに東京都の教育研究所の所長をやられた当時、やはり名古

屋大学の教授をやられた、というような状況で、特に東京都の都立研究所の所長さんと

いう立場の方ですね。そういう立場の方が、それぞれ、その会では著名人というか非常

に名前が通っている方を所長さんにお迎えし、その下の研究機関、あるいは事務機関、

そういうところでは直接都の職員が働いている、と、こんなような形で研究所が運営さ

れている、というケースは結構たくさんあります。

0議長(小山良悟君) 名古屋史郎君。

028番(名古屋史郎君) それで、都研の場合はそういう形で、私が伺いたいのは、い

わゆる今の御説明だと著名な方を所長にしているということと、仕事の内容と指揮、命

令というそこの関係ですが、この日野の幼教センターは研究施設であるわけでもありま

すし、私の主張で言えば「研究ばかり何十年やっているんだ」ということを申し上げて、

「最初に掲げた旗からは破綻しているんだJということまで申し上げたわけで、要する

に仕事をしなければならない場所なわけですね。所長さんは研究をやっていくための著

名な方、地元の明星大学の云々ということで、第4条を見ますと「所属職員を掌握し、

指揮監督をしなければならない」ということになっているわけです。
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都研なんかの場合も、これと全く同じですか。所長さんは所長さんということで、で

んと著名な方を据えて、そして、実際にいろんな仕事をやっていくという場合に、研究

だけじゃないわけですから、都研から出されたものが教育行政の中に生かされるときが

あるわけですよね。それをうまくやっていくか、やっていかないかというのは、みんな

職員のそれであって、所長さんはその成果なり何なりを見ているだけなのか、これはお

かしいじゃないか、これは進んでないじゃないか、といった一一いわゆる行政的な指揮

監督を含めて都研なんかの場合はやっているのか、日野の場合は、これはどうなってい

くのかな、ということがちょっと疑問なもんですから、もう少し具体的に伺いたいと思

います。

0議長(小山良悟君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) 都立研究所の場合におきましては、所長のもとに次長がおり

まして、次長は東京都の幹部職員ということで所長を補佐して毎日毎日の仕事をしてい

る。所長さんの方は、たしか遇 3日ぐらい都立研究所の方にお見えになって、いわゆる

全体会議、あるいは部会、そういうものに参加されながら、それぞれの活動分野ごとの

報告等を開きながら必要の内容に応じてその指示をされる、というような状況で、毎日

の管理運営につきましては次長さんが所長を補佐しながらやっている。

日野市の幼児教育センターにいらしていただければ、事務長ですか、現在、青山さん

という方が事務長で行っておりますけれども、その方が毎日毎日のセ γターの事務的な

内容での仕事の処理をしていただいている。そんなような、形の上では言えるんではな

いか、こんなように思うんです。

0議長(小山良悟君) 名古屋史郎君。

028番(名古屋史郎君) それこそ文教委員ですから、余り細かいことはあれですけれ

ども、そうしますと、仮の話ですけれども、所長のいないセンターですからセ γター長

でもいいわけですよね。運営規則でも変えるかなにかして、セ γター長に職員を就任を

させる、所長さんはいらない、こういう構想、があっても全くおかしいことでしょうか。

今はこうですから、所長があって事務長がし、て、という形ですけれども、仮にの話で

仮に、センターというんですからセンター長というのが職員でいて、そしてこれまでの

膨大な研究に基づいて幼児教育を推進していく。センター長さん、市の職員が出て、も

う所長さんはいらない、という機構になったらどうでしょう。

0議長(小山良悟君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) 研究所という性格からまいりますと行政の一般職ですか、そ
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の方がセンター長というふうな形で幼児教育セソターの面倒を見る、という形だけでは

なかなか難しいんではないか、嘱託研究員という形で、現在も同じく明星大学の方から

教授の先生、岡田先生とか、それから一昨年まで都立研究所の幼児教育センタ一部長を

やっておられました菊地先生とか、それから、鶴見女子短大の諏訪先生とか、それぞれ

幼児教育を専門にされてきた研究専門の方が、嘱託研究員という ような形で所長のもと

で一緒に仕事を進められている、という状況でございますので、例え非常勤であっても

所長は、やはり、そういう研究関係の方が研究所とし、ぅ、あるいは研究センターという

名称の中では就任されて、事務的な内容につきましては先ほど申したように事務長とか、

次長という形で補佐をする、そういう形が妥当ではないか、こんなように思うんです。

O議長(小山良悟君) 天野輝男君。

07番(天野輝男君) この幼児教育センターの問題は、ちょうど私どもが 4年前に議

会に出てきたときに、私どもは審議させていただいた問題であります。そういう面でこ

の幼児教育センターをつくるという目的に対しまして、その当時のことを思い出しなが

ら今考えておるわけですが、実際にこの幼保一元化の問題に対しては、確かに戦後間も

なくは幼稚園はなくて保育園だったと思うんですね。そういう中で幼稚園ができ、一ー

その教育内容が確かに20年も30年も前は違ったわけですね。そして、小学校へ上がると

きになりますと、幼稚園から来た子は名前が書けたり字が読めたりするわけですけれど

も、保育園に預ける子供は長く保育をしていただく関係上、昼寝の時間なんかあって、

そして教育内容が違ったO そういうところから、この幼保一元化の問題というのは出て

きた、と背景は思うんです。

そういう面で、今日では幼稚園でも保育園でもそんなに、まず教育内容は変わらない

と思うんです。そういう形の中から時限立法というものをつけて考えて、要するに研究

をするという形でやっていただいてきているわけです。このあたりをやはり真剣に、も

う少し考えるときが来ておると思うんです。これも、教育というものは幼稚園だけの問

題ではないわけです。少なくとも義務教育ぐらいまでは、やはり日野市でし っかりと管

理しながら、日野市の子供たちを将来に目を向けて育てていく、とい うことが必要になっ

てきておる時期だと私は思うんです。

そうし、ぅ面で、私はあえてこの問題に対して一一今回出てまいりました。まだ一年数ヵ

月あるにもかかわらず、ここでこの問題が出てきたとい うこ とは、大変不安に思ってお

るわけです。確かに、この幼児教育センターから出していただいた資料に目を通してお

りますけれども、やはり幼稚園、そして幼児の教育というものは、そんなに今は差はな
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いわけで、す。そして、あの内容を生かしたとしてもその子供が将来にわたって、その子

供をずっと20歳ぐらいまで追って、要するに資料をまとめるというなら、それは50年先、

100年先に行ったときには生きるかもわかりませんO やはり幼児というものは親のもと

にいて、そして親が絶えずその子供たちに温かく接している、ということが一番必要な

わけで、す。その代役をしていただいて、その中で、また周りにうるさい人が観察しなが

らその子供を見たからといって、そんなにその子供に私はいい影響を与えるとは思わな

いんです。

しかしながら、今日までこうして日野市の財政をこの中に導入して取り組んできたわ

けですから、これをいきなりやめてしまうというのも、やはり問題があると思うんです。

今まで導入したものは、何も意味はないわけです。

そういう面で私は、もっと幅広い面からこの幼児の教育というものも考え、そして日

野市の中学校くらいまでの子供たちに、そして父兄に参考になるようなものをつくって

いく、ということが一番必要じゃないかな、とこのように思うわけです。

そういう面で、もう一度教育長にお聞きしたいんで、すo 教育長が言われたような、こ

の地域の保育園や幼稚園でこの施設を一一この資料を提出しておるそういう問題に対し

て、地域の保育園、幼稚園がこの幼児教育セ γターを利用して勉強会をしたり、お互い

に資料を提出し合ったり、そういうことをしているのかどうかをまずお聞きしたいと思

うんです。

0議長(小山良悟君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) 確かに、これは全国的に幼児数が減少しているという状況の

中で、地方の小さな町村では幼稚園、保育園の統合というようなことまで起きてきてい

るような状況もあるさなかに、今、天野議員さんの方から御質問のあった幼稚園、ある

いは保育園、こういうものがお互いに研究を交流しながらやっているのか一一 一応多

摩平保育園と、それから第一幼稚園、これは一応実践していく協力園というような形で

お願いしておりますので、毎月 1回、保育のあり方等をめぐりながら幼稚園の先生、あ

るいは保育園の先生方も合同会議等を持ちながら、幼児の発達に伴う指導の方法等につ

いてお互いに意見交流等もやっている。

それから、確かに幼稚園、それから保育園、小学校の連携、こういうものも非常に大

事なことでありまして、どちらかというと、小学校の先生は幼稚園、保育園の実態とい

うのを知らない。逆に幼稚園、保育園の先生は小学校の状況というと余りよく知らない。

今度、小学校にも一、二年に生活科なんて新しい科ができてきて、幼稚園の、あるいは
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保育園の園児のそういう発達の状況等を知ったり、あれしながら、やはり提携をしてい

かなくちゃいけない、というような形で三者懇談会等を持ちながら、そういうような研

究等もしていきたし、、こんなことも研究している最中でございます。

先ほど、市長の方から来年度の予算の問題と絡めて若干話がございましたけれど、率

直に申し上げまして、例えば多摩平の保育園の方には、いわゆるホールというのがない

わけなんです。ですから、雨が降ったときには一一大体、保育園の中で生活しているわ

けですから、いいわけなんですけれども、幼稚園の方にはホールがあるという形で、も

し幼稚園のホールが空いているときは、逆に多摩平の保育園の園児の方もそのホールを

使って、思い切り遊べるような状態をつくってあげられないかとか、あるいは、いろい

ろ造形砂場とし、し、ますか、最近は。そういう大変大きな砂場を幼児というものは好むも

のですから、幼稚園、保育園の間にあります境のプロックですか、とういうものは特別

一一隣接しているわけですから、取り払ってもそこに幼稚園児も保育園児も一緒に遊べ

る造形砂場というふうな大きな砂場をつくってあげて、そういう中でいろいろな体験を

ふやしていくような予算措置等も、できれば来年度へ向けてやっていきたい、というよ

うな考え方等も持っているもんですから、先ほど申し上げましたように、その先の問題

等も含めていろいろ考えますと、そこで 3カ月後にはこの条例がなくなるんだよ、また、

もとの幼稚園は幼稚園、保育園は保育園という形に戻るんだよ、という形の状況ですと、

そういう新しい新規的な事業、そういうものにつきましでも若干ちゅうちょする面等も

出てきますので、その辺もあわせてお願いをしている、そんな次第でございます。

0議長(小山良悟君) 天野輝男君。

07番(天野輝男君) 幼児教育センターを利用しているのは、多摩平周辺の幼稚園と

保育園という形なわけで、すね。それでは、せっかく幼児教育センターをつくって、いろ

いろ資料を出して保育に対して学んでいるといっても、私は片手落ちじゃないか、こう

いうふうに思うわけです。

特に、先ほど申し上げましたように子供たちの教育、そして共稼ぎの家庭も実際多い

わけですから、そういう面では、子供たちに対して負担を取り除いてあげる、というこ

とが、あるいは行政側から見てそういう面にまで力を注ぐことができるならば必要であ

るかもわからない。

しかしながら、今の説明を聞いたぐらいで、私はこの幼児教育センターそのものは、

やはり考え直すときが来ておる、とこのように思うわけです。私もよく考えてみますと

文教委員なものですから、あんまりしつこく言うと怒られちゃうもんですから、そうい
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う面で、私も文教委員の中で皆さんともう少し突っ込んだ問題も考えてみたい、と思っ

ておりますもんで、そういう面で、この問題も考え直すときが来ておる、ということを

申し述べておきます。

0議長(小山良悟君) 市川資信君。

026番(市川資信君) 昨日の名古屋議員、また、ただいま黒川議員の、私どもが指摘

したいという点については、ほとんど代弁してくださっておりますので、ちょっとその

点について補足をさせていただきたいわけでございますが、翻って、この幼保一元とい

うことで発足した当時、私どもは私どもの会派を挙げて、この点についてはきのうも名

古屋議員が指摘されましたように、余りにも事が大きい問題でもあります。園、少なく

とも府県単位で取り扱うべき問題ではなかろうか、ということを当時指摘したのをきの

うのように記憶に生々しく残っております。

そして、これらの研究機関については、それぞれの日本の一流の大学、あるいは一流

の学校でh もうそれぞれが長い間研究されたその資料が相当出、その資料に基づいて今

日の幼児、あるいは保育の研究現場で実践に反映されておる。その不足をさらに積み重

ねてもやっておる。いわゆる日野市が取り扱っている規模なんていうものではない段階

で、全国的にこれを展開しておる、という中で、果たして日野市で必要なのかどうか、

このように私どもは言った記憶を今も覚えております。

しかし、当時、重松先生が情熱を傾ける日野市の幼児のために自分の一生をささげた

い、ということで、私どもはあえて時限立法の中でこれを認めたことも、今記憶してい

るわけでございます。

今回、重松先生が勇退された。かわって今まで教育委員をされておりました岸先生が

それに取ってかわる、ということでございます。そして加えて、時限立法であったこれ

らをさらに永続的に運営していくんだ、したがって、これを条例化するので理解を示し

ていただきたい、と市長は先ほど申されたわけでありますが、私は、あえてこの際申し

上げておきたいのは、先般、私どもの同僚の古賀議員からも指摘がございましたが、校

長先生との懇談会での席上でございましたが、日野市に教育センターを早くつくってい

ただきたい、このような要望があった、と聞いておりますが、私どもは年に 2回、会派

あるいは常任委員会で各府県の病院、教育、あるいは厚生施設面等、視察をしてまいる

折りに、教育センターにも地方に何回か行く機会がありました。地方の教育セ γターの

その予算のかけ方、また市の行政の取り組み姿勢等は、けた外れであります、余りにも。

そういうものがなぜ、この大都市均衡にある日野市がそういうものを受け入れることが
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できないんだろう、なぜ私どもは、この幼保一元などという、私どもに言わせれば一一一

今、日野市にあります教育資料室、校長先生を退任された方々を中心にした、今、黒沢

先生がその所長というんでしょうか、長でいらっしゃる所が、あれだけの優秀な人材が

集まっているところに、学校の片隅、日陰の部分で細々と一一発足当時はクーラーも入っ

ていない。何とかクーラーぐらい入れてくれないか。冬は寒くていられなし¥もっと暖

房を暖めることはできないのか。お茶は自分でくんで自分でお客さんが来たときに差し

ている。そういうふうな、一番肝心なものがそちらの方へ片やられていて、そして、幼

保一元を私は決してお粗末にするとか、軽視をするとかじゃなくて、十分にその教育セ

ンター内に包含した中で、もっと幅広い研究ができるんではなかろうか、そういった立

場から、今回のこの提案に対しては文教委員会でもっと大きな目的を持った中で、この

幼保一元、あるいは幼児教育センターというものをその中に包含した形で進めていくよ

うな論議をぜひしていただきたい。

このことを申し上げて私の質問を終わります。なにか所見がありましたら承りたい、

かように存じます。

0議長(小山良悟君) ほかに御質疑はありませんか。なければ、これをもって質疑を

終結いたします。

本件について御意見があれば承ります。なければ、これをもって意見を終結いたしま

すO

お諮りいたします。これをもって議案第87号、日野市立幼児教育セソター設置条例の

一部を改正する条例の制定の件は、文教委員会に付託いたしたいと思いますが、これに

御異議ありませんか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認め文教委員会に付託いたします。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異

議ありませんか。

C I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

午後 3時30分休憩

午後 4時 5分再開

0議長(小山良悟君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

これより議案第88号、平成 2年度日野市一般会計補正予算(第 3号)の件を議題とい
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たします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

0市長(森田喜美男君) 議案第88号、平成 2年度日野市一般会計補正予算(第 3号)

について提案理由を申し上げます。

本議案は、平成 2年度日野市一般会計補正予算第 3号であります。

補正額は、歳入歳出それぞれ 2億3，311万3，000円を追加し、歳入歳出予算の総額を39

8億3，899万円とするものであります。

詳細につきましては担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審議のほどお願い

いたします。

0議長(小山良悟君) 歳入歳出全般の説明を関係部長から求めますO 企画財政部長。

O企画財政部長(長谷川暢男君) それでは、ただいま提案をいたしました議案第88号

について御説明を申し上げたいと思いますO

平成 2年度日野市一般会計補正予算第 3号でございます。補正額、あるいは歳入歳出

の総額につきましては、ただいま市長から提案のとおりでございます。

それでは、 2ページをお開きいただきたいと思います。

まず、第 1表の歳入歳出に対する予算の補正でございます。大きなところだけ概要を

申し上げたいと思いますが、歳入の部分では、まず款の 1の市税でございます。補正を

ここで 1億4，888万お願いするわけでございますが、後ほど説明をさせていただきます

が、個人の増収、法人の減収、差し引きによっての補正額でございます。

なお、 14の繰越金につきましては、ここで7，408万4，000円を崩させていただく、とい

うことでございます。

なお、歳出につきまして 3ページの欄を御説明を申し上げます。

款の 8の土木費、項の 4の都市計画費でございます。額としては9，660万7，000円でご

ざいます。その中の主たるものは土地区画整理事業への繰出金で、ございます。

それでは、詳細について御説明を申し上げたいと思いますO

8ページ、 9ページをお開き願いたいと思います。 2の歳入の部分でございます。款

の 1. 市税、項の 1.市民税、目では 1. 個人でございます。個人につきましては、納

税者と個人所得の増によるものの伸びでございます。

なお、目の 2の法人につきましては企業関係の減収部分で、ここに減額をせざるを得

ない、というような状況でございます。
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なお、 10ページ、 11ページ、款の 9の国庫支出金、項の 1の国庫負担金でございます。

目の 1の民生費国庫負担金につきましては、ある程度補助金の確定した部分があるわけ

でございますが、特に歳出に関係する部分をここで12月議会にお願いする、ということ

でございます。 1の民生費の国庫負担金につきましては対象者増によるものでございま

す。

なお、下欄部分の目の 1の民生費の国庫補助金でございます。平成元年度から臨時の

措置として生活保護費の事務費としての確定を見ましたので、ここに補正をお願いした

というものでございます。

12ページ、 13ページ、目の 1の民生費の委託金でございます。説明欄記載のとおり特

別対策分としての歳入でございます。なお、下の目の 1の民生費都の負担金でございま

す。説明欄記載のとおり基準単価の改定が行われました。よってここで補正をお願いし

たい、ということでございます。

なお、 14ページ、 15ページ、目の 5の土木費委託金、これも最終的に説明欄記載のと

おり屋外広告物の許可事務に関係する部分でございます。確定によっての補正でござい

ますO

なお、下欄部分の目の 1の繰越金でございます。歳入歳出の関連に伴いまして、
〉・〉・
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に7，408万4，000円を聞かせていただくものでございますO よって前年度の繰越金、説明

欄記載のとおりこれを差し引きまして、実質残として7，979万8，000円という数字になる

わけでございます。

なお、 16ページ、 17ページ、歳出に入らせていただきますO

まず、議会費は人件費でございますが、人件費に関連して、かなりの人件費の補正を

お願いするわけでございます。全般的に御説明をさせていただきたいと思います。御承

知のとおり、人件費につきましては、平成 2年度の 1月 1日在職する職員に対して当初

予算の中で予算計上をさせていただきました。しかし、その後、 5回の人事異動等があ

りまして、多少整理する部分もあるわけでございますが、 12月補正に限っては、不足を

生じる部分だけに対しての補正をお願いするわけでございます。最後に精査 した中で、

3月には減額すべきものは減額していくという形で進めてい きたし¥ というふうに思っ

ております。

特にこのページでは略させていただきます。

18ページ、 19ページ、目の 1の一般管理費でございます。

節の 8の報償費につきましては、人員の、当初、当然予算を持っているわけでござい
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ますが、その経費の不足による 8人分を見込んだ補正をお願いするものでございます。

19の負担金、補助及び交付金につきましては、説明欄記載のとおり両事業を行うにつ

いての、おのおの補助金として支出したい、というものでございます。

なお、 20ページ、 21ページ、特に上段部分については略させていただきます。

下段部分の自の 1の戸籍住民基本台帳費とい うこ とで、 額は少ないわけでございます

が、市民課経費ということで、ここに説明欄記載のとおりでございますが、市長から行

政報告を今回行わせていただきました郵便局、特定郵便局を含めまして16カ所にパ γフ

レットを置くスタシドの備品を購入する、ということでございます。来年、 4月 1日の

対応に向かつての準備をしていく、ということでございます。

なお、 22ページ、 23ページをお開き願いたいと思います。

自の 3の精神薄弱者福祉費でございます。 20の扶助費につきましては、 5人のこれは

委託費でございますが、人数が5人ほどふえたということの補正でございますO なお、

それ以外は略させていただきます。特に24ページ、 25ページは略させていただきます。

26ページ、 27ページの中で下欄部分でございますが、目の 2のじん芥処理費、 12の役

務費でございますo 160万でございますが、公害測定ということで処理場に関連するダ

イオキシ Y類の調査を行いたい、ということでお願いするものでございますo

なお、 3のし尿処理費につきまして、節12の役務費でございます。おのおの説明欄記

載のとおり東京都の単価を使っております。当初予算当時の計上部分については東京都

の単価ということで計上させていただきましたが、ここで、東京都が単価改定を行った、

ということで不足分を補正するものでございます。

なお、 28ページ、29ペー ジにつきましては略させていただきます。

30、31につきましても特にございません。

なお、 32ページ、 33ページ、自の 2の区画整理費につきましては、節が28の繰出金で

ございます。先ほども申し上げましたが、土地区画整理事業特別会計に8，682万7，000円

を繰り出しをしたい、ということでございます。自の 6の公園管理費、 15の工事請負費

につきましては、南平丘陵公園ののり面が台風20号によって多少崩れました。その普及

工事をしていきたい、というものでございます。

なお、 34ページ、 35ページでございます。

自の 1の学校管理費でございますが、節の11の需用費、燃料費でございます。主には

重油の単価アップによる不足を見込んでの補正をお願いするものでございます。

3の学校保健給食費でございます。節の13の委託料、説明欄記載のとおりでございま

。。
バ斗

A

1
1ム

すが、新たに新規の内容として検査項目の増、年齢制限の撤廃等が行われましたので、

そのための補正をお願いするものでございます。

なお、次のページ、 36ページ、 37ページ、同じように項の 3の中学校費でございます

が、自の 1の学校管理費の11番.需用費につきましては小学校同様の燃料費の見込みを

立てた中で、の補正をお願いしたい、というものでございますO

3の学校保健給食費につきましての節の13の委託料、小学校同様教職員に対する循環

器の検査費でございます。

なお、 38ページ、 39ページをお願いしたいと思います。

目の 3の文化財保護費、節の13の委託料でございます。390万7，000円ということで埋

蔵文化財の発掘調査・整理ということでございます。さ きに市長から多摩平四丁目 3番

地の消防署の移転を西平山にお願いしていた経過があるわけでございますが、ある程度、

東京消防庁との話の見通しがつきまして遺跡調査の対応をしていく。東京都につきまし

ては、平成 3年これに対する一部予算化もされるという見通しができております。

なお、 40ページ、 41ページでございます。

目の 3の市民グランド費でございます。節の17の公有財産購入費でございますが、説

明欄記載のとおりでございます。前年度、補正をお願いした経過はあるわけでございま

すが、再度ここで御承認いただきまして、ここに補正をお願いしたい、というものでご

ざいます。

以上でございます。説明終わらせていただきます。よろしく御審議のほどお願いした

いと思います。

0議長(小山良悟君) これより質疑に入ります。宮沢清子君。

012番(宮沢清子君) 34ページから37ページにわたりまして学校保健給食費の項でご

ざいますけれども、この件についてお尋ねをいたします。

予算の中の計上の部分ではございませんけれども、先般の一般紙によりますと、給食

器の磁器を導入することによりまして、洗浄機の中から破損品ができた、ということの

記事を目に触れたわけでございますけれども、その経緯を教えていただきたいと思いま

す。

0議長(小山良悟君) 学校教育部長。

0学校教育部長(藤本享一君) お答えいたします。

新しい食器の強化磁器の導入を計画いたしまして、各学校に使っていただいたわけで

ございますが、この試行によりまして破損のものが約 8%近く生じた、ということでご
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ざいます。この破損の主なものは、給食室、要するに生徒の関係のものはわずかでござ

いますが、調理の関係の中でほとんど起きております。その一番大きいものが、洗浄機

で洗ったときに、洗浄機から送られて洗われてきたものが受け皿のところにとまる際に

割れたケースが一番大きし、。それから、あとは 1かごを手で運んでいるときに落として

割れたケースが一番多いわけでございます。

これは試行ということで、洗浄機がこの食器を洗うのにどの程度適しているか、とい

うことを試すという意味で、そう注意をしないで普通にまずどんどんやってみよう、と

いうようなこともございまして、割れる率は少し多かったんじゃないか、というふうに

思っております。

それから、この洗浄機を今後、やはり割れる状況によって、いろいろこの洗浄機の中

にも古いもの、新しいものもまたあるわけですけれども、これに合ったものをやはり選

んでいかなきゃいけないんじゃないかとか、いろいろ問題が生じております。

そして、この結果をいろいろ、今、アンケートも出てきております。これらをまた協

議をいろいろしまして、そして改善の方向に迎えて、一番適したものはどれがいいか、

ということで検討する予定になっております。

0議長(小山良悟君) 宮沢清子君。

012番(宮沢清子君) 御説明で理解をするところでございますけれども、新聞の中で

一部、食事中の落下などによる破損はなかったということで、取り扱い上の問題が今おっ

しゃられておりましたけれども、たくさんの数を短時間でこなすわけですから、扱い上

のことでは多少のいろんなことは生じてくるんではないか、ということは理解をするわ

けですけれども、例えば負傷というか、けがをなさったとか、そういったことはおあり

なんですか。

それから、生徒・児童の扱いの中にも若干個数的には含まれた、というふうな御説明

でございますけれども、児童・生徒の中でもそういった問題があったのかどうか教えて

いただきたいと思います。

0議長(小山良悟君) 学校教育部長。

0学校教育部長(藤本享一君) けがの件でございますが、全体の中でけがは 1件ござ

いました。これは生徒でなくて給食調理員にございました。この磁器の食器は、割れた

場合にはすごく鋭利に割れる、というんでしょうか、角がすごくとがった状態になると

いう ことで、その割れたときに手が触れて、ほんの少しなんですけれども、カットパ γ

をつけて後はずっと仕事はできた、とい う状況ですけれども、そういうけがは一つ。子
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供には、そういうけがは一切、全くございませんでした。子供の場合には、落として割

れたというケースはございますけれども、けがはございません。

0議長(小山良悟君) 宮沢清子君。

012番(宮沢清子君) これは、私自身も一般質問の中とか、いろんな機会を通しまし

て、ぜひ食器の導入というか促進をお願いしてきた立場から、その時点でも洗浄機の問

題ということは、くれぐれもお願いしたい、ということで導入に当たっての配慮、という

か気配りという、什器備品の中のきちっとした取りそろえるべきものではないか、とい

うことを指摘をさせていただいたこともございます。

そういった中で数的に大変←ー8.4%という数値ではございますけれども、 500個の中

での8.4%ですから、大変数字的には大きいんではないかな、というふうに感ずるわけ

でございますが、そういった中で、今後、取り扱いのものももちろんでございますけれ

ども、やはり、そういうことを後追いではなくて、きちっとすべきところに一つ一つ丁

寧に手を打たれて、そして導入を図っていただきたし、と思いますし、報道機関のとらえ

方によりまして、私も 2紙 3紙読ませていただいたんですけれども、その中でやっぱり

いろんなとらえ方がございまして、そういう中で父兄とか、またそれに携わっている方

たちの動揺と申しますか、心の揺れ動く部分というものを、その中でまた、たくさんの

期待感を持ってこの食器導入には皆さんが当たっているわけでございますので、その点

もぜひ今後の対応の中でお考えになっていただきたいと思いますO

また、次年度は、これを予算計上されていくんではないかと思いますけれども、そう

いった中で、どのような点に配慮、をされて予算の計上をされるようになさっているかどう

か、その辺のお考えというか、御見解をお伺いしたいと思います。

0議長(小山良悟君) 学校教育部長。

0学校教育部長(藤本享一君) お答えいたします。

最終的には、このアンケートを集約したり、それから、割れたものの多かった条件等

考えまして、食器洗い機につきましては現在できる状況ではあるわけですけれども、こ

の試行的な段階ということで、普段のようにこうすれば割れない、とい うような意識と

か、そういうようなものを意識の中に用いたら、この割れる率はう んと減るんじゃない

か、ということが一つあると思います。

しかし、運ぶかごとかそういうものが、まだ、今回考えてみたけれども、適さなかっ

た、またはその皿がぴったり入らないで、がたがたするような状況があるとか、いろいろ

なことがございました。そういうことを反省した中で、また改善していきたい、そうい
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うふうに考えております。

0議長(小山良悟君) 宮沢清子君。

012番(宮沢清子君) 御説明していただきましてわかりましたけれども、 1点、洗浄

機の中の水槽ですか、そこにお水をいろいろと水量によって軽く受け入れる部分という

のもある、というふうに伺っておりますし、その辺の工夫が大事ではないかな、という

ことも感ずるわけでございますけれども、それと、もう一つは重量の問題ですね。そう

いったものもありますので、私は以前にも申し上げましたように、きちっと持ち運びが

便利になるような、下に運べるような工夫をしていただきたいとか、そういった什器備

品をそろえていただきたい、ということをお願いをしているわけでございますので、再

度要望しておきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

以上です。

O議長(小山良悟君) 土方尚功君。

06番(土方尚功君) 1点、伺います。

19ページになりますけれども、 19の負担金補助及び交付金の関係でありますけれども、

私、理解するところでは、初めて、新規事業と言えるんではないかな、ということの視

点から質問させていただきますけれども、ここには国際平和事業補助金ということで、

二つの団体といいますか、ネルソン・マンデラ基金援助事業、チェルノプイリ事故擢災

者の救援事業ですか、これにつきまして、内容についてもネルソン・マ γデラ一一どう

いう形で活動しているのか、という方向もあるわけでございますけれども、それを抜き

まして、根本的に国際平和事業補助金ということが新しくできた、というふうに理解を

するんですが、そしてまた、この補助金の支出とし、いますか、対象、要するに今 2項目

だけ上げていますけれども、今後、国際平和事業としてどのように補助対象を持ってい

るのか、そして継続性、そう いったものがあるのか、例えば、ユネスコ活動であるとか

ユニセフでありますとか、いろいろ平和に向けた事業というのが数多くあると思います。

宗教団体等でも、それを宗教という形ではなくて別のサイドからいろいろの平和事業も

行っております。

そんなことで、今我々が承知しているのは、例えば協力隊の補助金でありますとか、

沖縄へ行くとか広島へ行くとかというようなその旅費の関係等は承知をしているところ

ですけれども、今回、初めてこの補助金という体系で出てきた。これに向けて、どのよ

うな範囲で今考えをしているのか、その点について、まずお伺いしたいと思います。

0議長(小山良悟君) 市長。
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0市長(森田喜美男君) 御指摘のことにつきまして、説明をさせていただきます。

日野市平和基金条例を制定しているわけでありますが、その中で特に国際的な交流事

業ということを、特に議会からも指摘をしていただいた、こういうことがございます。

したがって、ごくことしの一一最近とし、うことになる、と言ってよいと思し、ますが、南

ア連邦でアパルトへイトに反対をする運動ということに、他年リーダーとして活躍され

たと聞きますネルソン・マンデラ氏が政府の招鴨という ことで来訪され、その際に国内

にも募金局が設けられた、こういう NHKの報道を受けたりしておりますO

したがいまして、これから国内の運動団体、あるいは日野市民の運動団体と協力をし

合って、ある程度の、この倍額程度にはなれば幸いだと思いますけれども、自治体とし

てやっぱりこういう運動に積極的に協力をする、そういう時代に入ったんではないか、

という考え方でございます。

チェルノプイリの場合も同様でございまして、国内に今救援事業ということで、我々

が直接知っておりますのは日ソ協会、それらから募金要請をいただいておる、とこうい

うことでございます。今後、継続的に、という考えは特に持っているわけではありませ

ん。こういう、一番災害地、あるいは世界の有名な出来事の擢災等につきまして、自治

体としても救援の意思表明をする必要があるのではなかろうか、こういう判断で、ござい

ます。

0議長(小山良悟君) 土方尚功君。

06番(土方尚功君) 今の御説明からすると、基金を積み立てて、それの果実をもっ

て補助金に充てるんだ、というようなとらえ方でいいのかなと思いますけれども、どう

も聞いてみると継続性はなし、それから、単に要請があったので協力する方向をもって

今回単発でこの補助を出す、こういうふうにとらえてよろしいかと思うんですけれども、

こうし、う運動によって確かに継続性を持たせる必要性は一一1回協力したからいいんだ、

ということでもいけないと思うし、また、たまたま要請があったから今回この二つだけ

に出す、ということでありますけれども、ちょっと行政の対応としては、やはり こういっ

た平和ということは、それぞれの立場から考えられることでありますし、もう少し具体

的に検討をして、補助金交付要綱なりをつくって、そして、 こう いう範囲のもので対応

していくんだ、という、もう少し根本的な組み立てをしないと、いや、こういう団体か

ら要請があったからするんだ、という、これの場合こうですけれども、もし我々がじゃ

あ持って行ったときにすぐに対応ができるかどうか、ということになるわけですね。

そこら辺、市長はそういうあれですけれども、それを管轄する総務部長あたりにして、
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例えばこれだったら補助金の一一今、市では、補助金交付要綱を大体条例の方の例規集 '

に載っているものと、それから要綱の方に載っている、要するに各行事目的ごとに要綱

を定めてやっているわけで、すね。今回、単発だからそのものは設けないんだ、なんてい

うスタイルではちょっと困るんで、考え方を担当の部長の方からちょっとお答えをいた

だき7こし、。

0議長(小山良悟君) 総務部長。

0総務部長(藤浪竜徳君) この二つの補助事業でございますけれども、これにつきま

しては後援会を予定をしてございます。

最初のネルソン，・マ γデラ基金につきましては、 ANC、 「アフリカ民族会議東京事

務所Jというのがございますけれども、ここから、ネルソン・マンデラ氏の来日を契機

といたしまして、南アフリカの人種差別、それから、性差別などの人種隔離政策の実情

を広く日本国民に知っていただいて、自由で平和な南アフリカをつくるための支援をお

願いする、そのための後援会を開催したい。その講演会に対する後援と事業費の一部を

補助願いたい、という依頼もございますO

市といたしましては、市民を対象とした講演会でもありますし、全人類の人権擁護、

それから国際交流の高揚、世界平和に寄与できる国際平和事業の一環として補助をして

いきたい、そういうものでございます。

それから、もう一つはチェルノブイリの関係でございますけれども、これにつきまし

ては、日ソ協会東京都支部連合会からチェルノプイリの原子力発電事故による被災者の

医療に対する医薬品、それから、食料品が不足して深刻な状況が続いている。これらの

状況を多くの日本国民に知っていただいて、日ソ両国民の有効とチェルノブイリ事故の

擢災者救援のための後援会を開催したい。その講演会に対する補助と後援と事業費の一

部を補助願いたい、という要請もございます。

日野市といたしましては、やはり市民を対象とした後援会でもございますし、国際的

な交流、人道上の問題、日ソ国民の友好につながる、等の理由によりまして、国際平和

事業の一環としてこれらの補助を行っていきたい、というものでございます。

なお、補助の交付要綱等につきましては、新たに制定をするものでございます。

以上でございます。

O議長(小山良悟君) 土方尚功君。

06番(土方尚功君) 今、新たにそれぞれの目的とかそういったもの、それから、内

容については若干触れていただいてわか りました。
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問題は、その要綱をこれから定めるということでありますけれども、一番懸念される

のは、最初に申し上げたとおり範囲が決まっていて出すというならともかくとして、今

聞いてみれば要綱も決まっていない。逆に、私たちもかつてはユネスコの活動も進めま

したし、ユニセフの関係でもクーポンですとか、いろんなことで、要するに平和に向け

たものをやっているわけですね。

たまたま、これ、外国の関係の名前が出てきますけれども、日本だって、私が新潟の

山の話を前にしましたけれども、日本アシュラム協会というのは、そのユネスコの関係

のつながりで新潟の今でも山を借りているわけですけれども、そういった平和村構想と

いうことで新潟の上越を中心に基盤としているわけですね。

それから、また一方ここでは、この間、前にも話したが、スリランカでいえばアリヤ

ラトネという人のサルポダイヤ運動、こういったものも、その関連ではそのコンタクト

を持ったりなにかしているわけですけれども、しからばユネスコあたりがその事業を取

り入れて、もし日野市でこの市民会館で我々が企画を組んだときに、じゃあ補助金を出

してくれ、こう言ったときにすぐ出てきますかね。そんなことが、根本がなくて、たま

たま、この二つの協会あたりの関係で出てきて、これだけに出します一一ーもしこれだっ

たら、私もすぐ請求してユネスコ関係を動かして、日野市民会館を借り切って講演会を

持つ、なんていうことは簡単なことなんですよO 余 りにもぽっと出てきて、先にこうい

ういろんな平和事業なり市民向けにやるものは、幾ら幾らの補助金を出します、新しい

制度として次年度以降やりますから、ぜひそんなことで関係のあるところはどうぞ、と

いうふうなスタイルで補助金を出すならともかく、何かこれ一方的に一一一この内容につ

いて反発をするわけではありませんけれども、行政の対応として、ひとつ、そこら辺、

問題があるんじゃないかな、という視点で今質問するわけです。そこら辺の考え方、ど

うでしょうか、お伺いしたいと思います。

0議長(小山良悟君) 総務部長。

0総務部長(藤浪竜徳君) 確かに御指摘の面もあろうかと思いますけれども、いずれ

にいたしましでも、この事業は全人類の人権擁護、それから、チ ェルノブイリにつきま

しては人道上の問題もございます。緊急性もございますので、 とこで事業として取り上

げたものでございます。

O議長(小山良悟君) 土方尚功君。

06番(土方尚功君) 人類の問題でありますとか格好よく言うことは簡単なんですよ、

言うことは......。だとしたら、それだけのものに対して、行政としてはこうい う考え方
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で行きます、今回についてはこの二つを挙げました、と、こういう説明ならば我々納得

するわけで、すね。どうも聞いてみたら、いや、これから要綱を定めて、これについては

確かに緊急性があるから、今とりあえずは出して行きます一一歯どめがないじゃないで

すか。そこら辺が、やっぱり行政としてはもう少ししっかりしてやってもらいたい。

一応そういうことを申し上げて、この辺については、いずれにしても総務委員会あた

りで分割でかかっていくと思いますので、ぜひ、その根本的なところからついて御審議

をいただきたい、ということを申し上げて質問を終わります。

0議長(小山良悟君) 古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) 私も少し関連するかと思うんですが、ちょっとそのことにもか

かわることを質問いたします。

日本も日野市もお金はたくさん余っていますし、あり余るほどの財源を持て余してい

る。何か救援を求められれば、海部首相と森田市長は全く同じで、金は出しましょう、

平和という名の金は幾らでも出す。しかし、自分から、みずから一一先ほど 3Kの話が

ありましたが、危ないところには行きませんo お金はおつき合いします。しかし、金儲

けもちゃんとこれまで通りやりますよ、そういう考え方がちらほら見えるような気がす

るんですね。

それで、この国際平和事業補助金というのは、市長のその平和に対する考え方、とき

どき私も開いているわけですが、基本的にはどういう考えに基づいて、まずこの予算提

示がなされたのか、市長の基本的な理念をまずお尋ねしたいと思います。

0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 自治体の一つの制度として、日野市では平和事業基金という

のを条例で制定をいたしております。新しく、特に議会の御意見もあって国際的な視野

を広げなさい、とこういうことでもございますので、当面の我々のできる範囲とし、いま

しょうか、最近のネルソン・マンデラさんが国を訪れられた。また、チェルノプイリの

事故に対して国民としても救援に立ち上がろう、こういう時局的な課題でもございます

ので、今回、金があり余って、ということではありませんけれども、一つの自治体の意

思表示としてこういう発言は、情報は発進してもいいんではないか、こういうふうに考

えたということでございます。

0議長(小山良悟君) 古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) 市長のそういった考え方をもとに、この二つの補助事業が提案

をされてきたわけです。私たちが納めております税金がこれには投入されるわけですか
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ら、一体どのような事業か、ということが具体的に説明されなければなりません。今、

総務部長の方から、その辺の沿革は触れられたわけですが、この「ネルソン・マンデラ

基金」という基金が存在するんですか。その基金に対して50万円日野市が出すのか、そ

れともANCという「アフリカ民族会議」という組織に出すのか、それともネルソ γ ・

マンデラという人個人にこのお金が行くような可能性を持った支出なのか、そこをちょっ

と説明していただきたいと思います。

それから、ネルソ γ ・マンデラという人、私、全然知らないんですね、どういう人か。

どんな方かわからないので、どういう人か、ちょっと説明をしていただきたいと思いま

す。

それから、チェルノプイリの事故の催災者の救援事業についても同じですが、とれは

日ソ協会の東京都の支部が行う 事業の講演会、または何か行う事業の一部を補助する、

ということでしたが、総務部長の説明の中では、医薬品や食べ物がソ連にはないから、

そういったものも何か日野市民で少し面倒を見てやろう 、というような、お金持ちのい

かにも発想的な発言があったんですが、具体的には、この50万円はどういう使途が考え

られるか、その点、教えていただきたいと思います。

それから、私は、チェルノプイリの事故というのはどの程度の原発の規模の事故だっ

たか、ということがわからないですね。もしチェルノプイリの事故に、先ほどの御説明

のように困っている人たちを助けたいということであれば、サ γフラ γシスコで大きな

災害、地震がありました。このときは全く何かしようという気持ちはなくて、ほかにも

同じような大災害、自然災害で、今まで大きな被害が国民の中に生じたケースというの

は、我々、テレビやラジオでいやというほど知っているわけです。ここ数年、近年にも

幾つもあったと思うんですが、チェルノプイリの死者を上回る災害というのは、たくさ

んあったんじゃないかと思うんですが、そういうものは一切対象として入って来ないの

か、チェルノプイリの事故というものは、概要をどういうふうに市長はとらえておられ

るか、例えば何人死者が出たとか、どの程度の放射能汚染で今苦しんでい るか、その辺

を説明していただきたい。

以上です。

O議長(小山良悟君) 総務部長。

0総務部長(藤浪竜徳君)

ます。

まず、マンデラ基金ということでございますけれども、マンデラ基金は iANC民族

何点か御質問がございましたのでお答えをさせていただき
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会議jの中に設立をされております。したがし、まして、 ANCの事務局に届けられる、

というふうに考えてございます。

なお、この50万円の支出でございますけれども、当然、講演会等に対します事業の補

助でございますので、ここにかかる経費は当然支出をされます。その残りについてはA

NCの事務局に届けられる、というものでございます。

それから、ネルソン氏の人柄については、南アフリカ共和国の黒人解放運動の指導者

でございます。トラ γスケイのテンプ族の酋長の子供として生まれております。ウイッ

トワールテルスラント大学法学部を卒業し、ヨハネスプルグで弁護士を開業いたしまし

た。その後、在学中に「アフリカ人民民族会議ANCJに入党、その後、青年同盟を創

設、 1952年、 ANCトランスワール支部長等になりまして、同年の抗議キャンペーンに

より逮捕された。そういうふうな、いろいろの人種差別解放に向けての運動をされまし

て、何回か、数回にわたっての投獄、逮捕、というようなことが続けられてきておりま

す。マンデラ氏の詳細については、この程度で終わらせていただきたいと思います。

それから、チェルノブイリの被害の状況ということでございます。これにつきまして

は新聞等の情報でございますけれども、約 3年前、世界最悪の事態を起こしたソ連のチェ

ルノプイリ原子力発電所の周辺付近で、がん患者が倍増した。同原発から50から90キロ

以内に住む子供の半数以上が甲状腺疾患にかかっている。また、がん患者、特に食道が

ん、口腔がんの患者も倍増している、というようなこと。

それから、ソ連政府の情報では、同原発から半径30キロを越える地域では木がないと

いうことですけれども、地元では、ウクライナ当局者は周辺を非汚染区域と汚染地域に

分割している、というような状況もございます。

それから事故でございますけれども、事故の瞬間に 2人が即死し、被曝などが原因で

その後、死者はふえて、 7月末現在では28人に上った、ということでございます。それ

から、周辺には放射能がばらまかれて、現場から30キロ以内の地域から避難した約13万

人の住民は、帰宅を許されずに当用の仮設住宅に住むことになった、というような情報

も入っております。チェルノブイリの原発の状況、被害状況については、およそ今お話

ししたとおりでございます。

以上です。

O議長(小山良悟君) 古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) それでは、もう少しお尋ねをいたしますが、ネルソ γ ・マ γデ

ラ氏の基金というのは、ANCという「アフリカ民族会議」の中にある。その基金に50
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万円を出す、ということがわかりました。ですから、直接講演会に支出をするというこ

とではないわけですね。日野で講演会があるのかどうかわかりませんが、後の使途につ

いても拘束をするんですか。せっかく出すんですから、あれに使う、これに使うという

余り、し、かにも金を出してやったふうな制限はしない方がし、し、というふうに思うんです

が、その講演会が行われるからこの基金にお金を出す、ということになるんですか。そ

の点、どうでしょう。

O議長(小山良悟君)

0総務部長(藤浪竜徳君)

総務部長。

補助金の関係でございますけれども、いわゆる講演会に対

する補助という形になってございます。できるだけ講演会についても共済事業というよ

うな形で負担を軽くする方法もございますし、この50万という金額の多 くが、この民族

会議の中の事務局の方に届くような配慮、はしたい、と考えております。

O議長(小山良悟君) 古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) それは結構です。

それでは、ネルソ γ ・マンデラという人を支援をするということになると、どういう

方か、ということをお聞きしましたら、今、いろんな、弁護士さんだったということも

わかりましたし、いろいろ黒人の解放のために長年取り組んできた、そういう運動家だ、

ということも今わかったわけですが、いろいろ逮捕されたり、また投獄をされたり、と

いうことを繰り返してきた人のようなんですが、これは政治犯であったということにな

りますか。いわゆるアムネスティなどの組織が言うところの「良心の囚人Jといいます

か、そういう人であったということでしょうか。投獄をされるということは、裁判が行

われ、また法に触れるということがあって投獄される、ということになるわけですね。

その辺、市の方はどのようにこれを判断していらっしゃいますか。

0議長(小山良悟君) お諮りいたします。議事の都合により、あらかじめ会議時間の

延長をいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって会議時間を延長するこ とに

決しました。

総務部長。

0総務部長(藤浪竜徳君) まず、マンデラ氏が投獄をされたのではないか、というこ

とでございますけれども、これにつきましては、人種差別が非常に厳しいアバルトへイ

トというふうなことが、人種差別政策がと られておりました。これに対しまして、これ

ハ
吋
U

「

3
1
1
A
 



に反抗といいますか、戦いを続けてきたというものでございます。

これにつきましては、国連も人種差別撤廃条約、それからアバルトヘイト罪の鎮圧、

及び処罰に関する国際条約というものを発効をしてございます。それから、南アフリカ

制裁についても国連ではこれを取り上げて措置をとっております。

こういった国連の動きがございますので、世界平和、人権擁護の立場から今回の補助

事業に踏み切った、ということでございます。

0議長(小山良悟君) 古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) これは市長にお聞きした方がし、いかもわかりませんが、要する

に黒人の今置カ通れているアバルトへイトという、まさに人種隔離政策があって、そこか

らの解放に長年取り組んできた人ということは、わかります。

ただ、その手段としていわゆる暴力政策に訴えて、その目的を達成するということを

認めるかどうか、ということで、また判断は違ってくると思うんですね。このANCと

いう「アフリカ民族会議Jの中には、武闘部門、よく新左翼なんかも公然組織と非公然

組織、最近は共産党は、そういうことはなくなっておりますが、非合法部分のようなも

のをつくって暴力政策、武力闘争ということを行う。目的が正しければ、そういう暴力

主義も認めるということで、今回こういうことに結論が出したのかな、ということを感

ずるわけですが、私は、このANCという アフリカ民族会議の本をちょっと見ましたが

このANCの組織の中には、その人民解放のための攻撃部隊を持つということで、その

指導者がネルソ γ ・マンデラ氏だ、というふうに書いてあるんで、すね。

だから、いかなる目的のためにも暴力や武力は認めない、というのが最近の日本の風

潮のような気がするんですね。OiJえ国際的な一一今、大問題になっている湾岸危機のよ

うな一国が武力で侵略される。それに対抗するために、ある事態が生ずればそれに対抗

するために武力も行使するということに対しては、絶対ゃっちゃいかん、というのが最

近の日本の風潮のようで、すね。あくまで話し合って平和的にやれ、相手が何をやろうと

我慢しなきゃだめなんだ。そういう中で武力による問題の解決をも図る、という組織や

人に資金を提供したり支援をするということは、その辺をきちんとしておかないと、考

え方をまとめておかないと、ちょっと私は問題になるんじゃないかな、というふうに思

うんです。

武力で民族を解放する、という人たちもたくさんいますし、現にそういうことが行わ

れました。そういう国では何百万人という人が小船に乗って国を逃げ出す、というふう

なことも起きている。だから、ただ人権を守るためということで安易にお金を出すとい
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うことが、果たしてーーすぐに結論がこのように出てきたことは、まずいことだとは思

いませんが、その辺の考え方を市長からきちんと述べていただきたいと思うんです。

0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 私どもの、この平和に関しますーっの判断、平和運動に対し

ます判断というのは、今、世界で一番、一応権威として認められる国連という機構があ

るわけでありまして、国連の機構の場で一定の議決がなされ、その議決に基づいて紛争

の当時国に勧告をされる。日本のまた平和に対する意識というのは、やはりそういう根

拠によって発展をされるべきもんではないか、というふうに考えております。

私も、その事情に大変詳しいということでは、もちろんございませんが、とにかく日

本政府が招聴をして、そして日本に募金事務局を設けて、よろしく頼む、というふうに

お帰りになられたその運動の指導者に対して、日本政府と同じ気持ちでできるだけの支

援をする、というのは、日本国民としてまともな判断で、はなかろうか、こんなふうにお

答えができると思っております。

0議長(小山良悟君) 古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) それでは、日本には大きな政党で、日野市議会では与党第一党

ですが、日本社会党という政党があります。ここは一切武力を認めない、非武装中立だ、

こういう政党ですね。つまりネルソ γ ・マンデラ氏とは全く 相入れない考え方です。人

民や民族、民衆を解放するためには、武力闘争、攻撃部隊も持つ、という考え方で、実

際それを指導している人に支援をしよう、ということは矛盾するんじゃないですか。目

的が正しければいかなる手段も講じることは可能だという、市長はそういう考え方の方、

というふうに判断していいんですね。

0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 議論のことでお答えするわけではありませんが、全く私は矛

~盾してないと思います。

国際紛争は武力によらない形で解決をしよう、というのが一番正しいというふうに思っ

ております。

0議長(小山良悟君) 古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) 市長は、武力によらないで解決をするという ことは正しい、と、

私も思いますよ。このネルソ γ ・マ γデラ氏は、市長が言う正しくない方法をとってい

る方です。それをどういうふうに考えればいいんですか。

0議長(小山良悟君) 市長。
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0市長(森田喜美男君) その支援に、国際世論が支援の立場にある、ということが国

連の議決になった、というふうに考えてよろしいんではないか、とこのように思ってお

りますO

0議長(小山良悟君) 古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) それは、私は市長は矛盾していると思うんですね。この民族を

独立させる、または自由や平和のために、この地球上に正当な権利を行使をして自分た

ちの国や、またそういう祖国をつくろう、という運動はたくさんありますね。そういう

中で、例えばガ γジーのように一切非暴力を主張して、それを実行した人もいます。し

かし、このマ γデラ氏というのはそうじゃない、というふうに判断せざるを得ないんで

すね。この「アフリカ民族会議Jが出している本にそう書いてあるんですから……。

だから、時と場合によっては武力を行使する、武闘闘争や暴力主義に訴えることも市

長は認める、という立場に立つわけですよねO

0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 認めるという立場に立つ、ということではございません。私

は、世界の世論が民族の平和運動の解決を期待をして、そして国連が決議によって勧告

をする。そうして、我が国でも政府がこのマ γデラ氏を招聴されて、招カ亙れて、そして

総理自身も会われて日本もできるだけの支援をする、そういう判断があった、というふ

うに考えておりますし、国民として、特に日本に期待をして来られた方に一定の激励を

する、ということは、むしろあっていいんではないか、というふうに考えております。

O議長(小山良悟君) 古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) 政治的な物理力ですね、各国は、そういう正当な権利を行使す

るために軍事組織を持っているわけです。しかし、市長のおっしゃる平和的な考え方、

理念というのは一一一切そういうものを認めないという人たちもたくさんいますし、当

然そういうものは固有の権利としてある、という人もいるわけです。市長は絶対的に暴

力を否定するわけじゃないわけですね。絶対的な暴力否定主義者ですか、市長は…・・。

O議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君)

O議長(小山良悟君)

025番(古賀俊昭君)

私は、絶対的な戦争反対論者であります。

古賀俊昭君。

戦争反対はわかるわけですけれどもねO 矛盾をしている、とい

うことは市長自身おわかりになると思うんですが、その辺のところをきちんと、やっぱ

り整理を して本来こういうものは提出すべきですね。私は、その辺のことをある程度き

つUpo 
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ちんとお答えになるかと思ったんですけれども、やっぱり矛盾のままだと思います。

このネルソン・マンデラという人は、つい先般、 1962年に逮捕された、というふうに

今総務部長はおっしゃったんですが、その後、長い間、投獄生活をしてきているわけで

すが、釈放されて、まず最初に彼があいさつに行ったのは、南アフリカの共産党に行っ

たそうですね。ですから、私は、南アフリカの黒人解放運動がアバルトへイトというこ

の鉄鎖を断ち切って解放されたとしても、今度は逆に共産主義という貧困に、また再び

陥る、というようなことがあってはいけない、というふうに考えるわけです。自分の国

で起きた事故、チェルノブイリの事故でもみずからの国民を救うことができない、食べ

物もない、というような国になったんでは元も子もないわけです。

ですから、その辺のところが整理されて本来は提出されるべきだ、というふうに私は

思うわけですが、議論が今後行われるならば、その委員会等の議論に期待をしたいと思

いますO

市長は、このチェルノブイリの事故のことなんですが、先ほど28名の死亡が この事故

によって確認されている、というお話でしたが、 28にとどまらず何百人という死者を出

したような国際的な災害は、ほかにたくさんあると思うんです。そういうほかの事故に

対しでも同じような考え方で臨まれるつもりか、お金持ちの市の市長きんですから、そ

の辺どのようにお考えになっているか、その点をもう一つお尋ねをいたします。

それから、民族の解放とか黒人の解放ということは、これはもう絶対達成しなければ

ならないことですし、不当に独立が阻害をされたり阻止されている状況は、何としても

やっぱり早く解決をする、というのが世界人類のやはり共通の価値観でなくちゃいけな

い、と思うんですね。

ということであれば、例えば、ノーベル賞を受賞したダライラマというチベットの独

立運動をやっている人がいます。こういうチベットの独立運動の組織や指導者に対して、

これはもうずっと以前から、ネルソ γ ・マソデラ氏が長く運動に取り組んだのと 同じよ

うに、中国に侵略をされて、今、祖国がなくなっているわけです。こうい うことに対し

ては、何かお考えが少しでも及んでいるのかどうか。

また、ソ連によって今は独立が奪われている。独立運動の火が、 今、燦原の火のよう

に燃えさかっていると思いますが、バルト三国の国々、この国の人達も早 くソ連から独

立をしたい、回復をしたい、ということで、国際的な世論も これについているように思

います。

こういうことには、ノーベル賞が送られたり 、またバル ト三国の独立運動にも多くの
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国が支援をしようとしているときに、これらについては全く念頭にもないのかどうか、

市長の考え方をお聞かせをいただきたいと思いますo

0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 当面の国内の世論に沿い得ること、ということで、この二つ

の事業に注目をしている、とこういう発想でございますO

御指摘のようなことについては、まだ十分な知識を持ち得ておりません。

O議長(小山良悟君) 古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) 世論というのは、ある面では非常に私は正しいと思いますけれ

ども、ある場合には、やはり全体を客観的に判断する場合には、必ずしもそのことが絶

対的な価値を持つとは限らないと思うんですね。市長がその平和運動に取り組むとい う

ことで平和事業基金を設ける、ということであれば、国際的な、さまざまなこういう民

族解放、民族独立の運動というようなものも庁内で少しぐらいは調べて、どうし、う、こ

の地球上にまだ問題が残されているか、たまたま世論がそういう ことを、なにか新聞で

も大きく書かれているし載っているからやりましょう、ということでいいんですか。事

業基金をつくってやる以上は、もう少し客観的な目を日野市自体が、市長自身が持つよ

うに努力すべきではないかと思いますけれども、いかがでしょうか。

O議長(小山良悟君) 市長。

0市長 (森田喜美男君)

思います。

O議長(小山良悟君)

025番(古賀俊昭君)

これから、いろいろな情報を伺いながら勉強していきたいと

古賀俊昭君。

ほかの地域での大きな自然災害等による、その国がとても自力

では被害を回復することもできない、というような事件や事故というのは、たくさんあ

ると思うんですけれどもね。この、チェ ルノブイリが選ばれるということはわからない

ではないんですよ。しかし、ほかの、先ほど申しましたように大地震で大きな被害が出

ているところもある。そういうものも、やっぱり客観的にとらえるべきじゃないですか。

平和運動と同じだと思うんですけれども、 この点はいかがですか。

0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) これから勉強したいと思います。

O議長(小山良悟君) 市川資信君。

026番(市川資信君) 私がお尋ねしようと思ったのもこの19ページのネルソ γ ・マン

デラと チェルノブイリ市です。もう私が質問する以上のことを聞いてくれたんで、これ
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以上質問することはないんですが、一、二、漏れたところといいますか、感じたところ

をちょっとお聞きさせていただきます。

まず、このネルソン・マ γデラの人種差別撤廃運動については、これは日本のような

1億 1単位の人種で、その上に島国であると いうことで、知識の上では非常に理解がで

きるわけですけれど、じゃあ、総論は賛成であっても実際に各論に入ったときに、それ

では、地球は一つの国だ、人種の差別はない。さあ、我が娘にも息子にも南ローデシア

に行ってら っしゃい、アフリカでも行って らっ しゃい。 また、し、ぃ恋人を探して来い、

となかなか言えないところに各国の、 一国の中に住んでいる人種のそれぞれの苦しみだ

ろうと思うんです。

私は、今、古賀議員の質問を開いていて感じたことは、私が若いときに読んだ本で、

アメリカの黒人でポールロ ブソ γという方が、この方はニューヨ ーク大の教授で、やっ

ぱり黒人解放運動の先頭に立ってやっていた方で、大変立派な本で、私、感激したこと

を今思い出したわけでござい ます。

そこで、今土方議員、古賀議員のやりとりを聞いておって感じたことで、市長並びに

総務部長は、人道上の問題であるとか、あるいはまた、要綱を至急つ くってこれらに対

応したいとか、いろいろな答弁を されたわけでございますが、 やは り私が一番大切だと

思いますのは、まず、このチェルノ プイ リにし ましでも、先般のNHKでその悲惨な、

わゆる30キロ四方の権災の現状を生々しく放映されたのを見まして、日本の調査団、ま

た医師団が行って、それに、いわゆる世界で初めて経験した広島、長崎と いう貴重な医

療実績を持って向こうの救援活動をするんだ、 というようなことが放映されました。

それにつけても、私は、今回のこの議案に対して、今、古賀議員 も事細かに質問をし

たわけですけれども、また、土方議員も言ったんですが、 確かにユニセフとか、あるい

はユネスコ、あるいは官民諸団体、何十とあると思 うんですが、私が、今ロータリーク

ラブで、現在なおかつやっているのは、日本の ロータリ ークラブで4億円集めよう、そ

れは何に使うかというと、まず、まだ、 東南アジア、インド、フィリピγ、あるいはニュー

ジーランド、あの辺からずっと、ライとポリオ、撲滅できなくて何万という人が毎年亡

くなっているんだ、もう先進国では考えられない。地球上からライ患者とかポリオは消

えたんじゃないか、と思っているものが現存しておる、というのがその姿ですね。 1人

ロー タリア γ4万円ですか、今、約日本で100万人ですか、 4億円になるんだというこ

とで、 1人4万円ずつ出してくれということで、これは年間ですけれどもね、毎月4，00

0円ずつ出してやっている。また、片方のアフリカでは、それこそマ γデラさんのアフ
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リカでは食糧危機で、中心地はエチオピアですけれども、エチオピアを中心としたとこ

ろで子供たちが、食糧危機のために何十万という方が亡くなっているというんですね、

人が・・・・・・。

そういうときにーーもちろんチェルノブイリも大切ですし、マンデラさんの黒人解放

運動も私は理解できるんですけれども、こういったもの、いわゆる国際平和協力基金か

らこれを運用するんだ、ということになりますと、これは今後ますます一一今、国際的

視野に立つ、という市長の態度表明があったわけです。非常に結構だと思うんです。こ

れらをまず、きちっとした整備をしなければならない。今後、こういうことをーたん始

めた以上・・・・・・。

私が一番聞きたいのは、これを制度もなしに急いで要綱か規則かなにかをつくる、と

いうことだそうですけれども、法的に触れないのかどうか、そこら辺の見解をきちっと、

ちょっとお答えしていただきたいと思います。

0議長(小山良悟君) 総務部長。

0総務部長(藤浪竜徳君) 法的に補助金はどうか、ということでございますけれども、

自治体が直接寄附等をする場合、いろいろ制約がございます。憲法上の問題もございま

すし、地方自治法の関係もあるわけでございます。

したがいまして、市が直接の負担金ということはできませんけれども、その事業に対

します補助ということは、何ら法的に抵触しない、とこのように考えております。

0議長(小山良悟君) 市川資信君。

026番(市川資信君) 法に抵触しない、ということを総務部長がはっきりおっしゃっ

ていただいたので、私はそう信じますけれども、これは、もう一度よく調査、研究した

上で、きちっとした対応をしていただきたい、かように存じます。

これ以上、質問いたしませんが、私は、やはりこれも、それこそ 1カ月ほど前のNH

Kのニュースを見ておりましたら、サ γフラ γシスコで韓国の方が、果物屋きんなんで

すけれどもお屈を聞いたら、黒人が寄ってたかつて「イエローヤソキーJと言っている

んで、すね、韓国人のことを。日本人のことも同じ言葉を言うのかどうかは知りませんo

夜、その庖があくと黒人が寄ってきて、その庖に向かつて石を投げる。サンフランシス

コ警察が幾ら制止しようと思っても制止し切れない。それで、お客さんももちろん入っ

て来られない。そういうふうにしている姿を見ました。ああ、黒人の方々も自分たちが

それほど差別されていて苦しんでいるのに、アジアの人が行って事業を興したら、 「お

れたちの職を取るな、おれたちのお金を持っていくな」と言って石を投げつけて、お庖

戸。
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が開庖できない状態に追い込まれている、という姿を見たわけであります。

だから、人種というものは難しいもんだな、ということをつくづく考えさせられまし

た。ぜひ、これを運営するに当たって、ネルソン・マンデラさんの趣旨もよくわかりま

すんで、ひとつ、そこら辺も十分に理解した上で、運営をしていただきたい、とかように

思います。

0議長(小山良悟君) ほかに御質疑はありませんか。なければ、これをもって質疑を

終結いたします。

本件について御意見があれば承ります。なければ、これをもって意見を終結いたしま

す。

お諮りいたします。これをもって議案第88号、平成 2年度目野市一般会計補正予算

(第 3号)の件は歳入全般及び歳出のうち、議会費、総務費を総務委員会へ、歳出のう

ち民生費、衛生費、消防費を厚生委員会へ、歳出のうち農業費、商工費、土木費を建設

委員会へ、歳出のうち教育費を文教委員会へそれぞれ付託いたしたいと思いますが、こ

れに御異議ありませんか。

( i異議なしj と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認め、それぞれの委員会へ付託いたします。

これより議案第89号、平成 2年度日野市国民健康保険特別会計補正予算(第 1号)の

件を議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

0市長(森田喜美男君) 議案第89号、平成 2年度日野市国民健康保険特別会計補正予

算(第 1号)について提案理由を申し上げますO

本議案は、平成 2年度日野市国民健康保険特別会計補正予算第 1号であります。

補正額は、歳入歳出それぞれ1，374万5，000円を追加し、歳入歳出予算の総額を44億4，

609万2，000円とするものであります。

詳細につきましては担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審議のほどお願い

いたします。

0議長(小山良悟君) 関係部長から詳細説明を求めます。市民部長。

0市民部長(永瀬誠一君) それでは、議案第89号、平成 2年度日野市国民健康保険特

別会計補正予算の御説明を申し上げます。

ただいま上程ございましたとおり、歳入歳出とも1，374万5，000円の追加でございます。
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それでは、 6ページ、 7ページから御説明申し上げます。 6ページ、 7ページ、歳入

でございます。歳入は繰越金でございます。前年度の繰越金が 2億2，914万ございまし

たけれども、今回の歳出の補正に充当するために1，374万5，000円を聞かせていただく、

ということでございます。

次に、 8ページ、 9ページからでございますが、ここから歳出でございますO 保険給

付費の項の療養諸費でございます。目で退職被保険者等療養費、274万円の補正でござ

いますが、これは当初予算で前年度の10%増を計上 したわけでございますけれども、 10

月までの実績が、これをはるかに上回っているということで、本年度、不足を生ずる可

能性が出てきました。補正をお願いするということでございます。

次に、下欄の保険給付費の高額療養費でございますO これも同じく退職被保険者の分

でございますが、同じ事由でもって858万5，000円を補正をお願いしたい、このようなこ

とでございます。

10ページ、 11ページでございます。 2の保険給付費の葬祭費でございますが、これも

当初、 360件の想定で計上させていただきましたけれども、この数を104件ばかり上回り

そうである、ということで不足分をお願いする次第でございます。

下欄の老人保健拠出金でございます。自の 1.老人保健医療費拠出金、 2.老人保健

事務費拠出金、これは、それぞれ支払基金の方で平成 2年度の額の確定がございました

ので、その額に沿って補正をさせていただく、ということになります。

次に12ページ、 13ページでございます。共同事業拠出金でございますO 高額医療費共

同事業医療費拠出金、 22万9，000円でございます。これにつきましでも、国保の連合会

から平成 2年度の拠出金の負担額が確定しましたのでお願いしたい、このように思いま

す。

以上でございますO よろしく御審議をお願いし、たします。

0議長(小山良悟君) これより質疑に入ります。なければ、これをもって質疑を終結

いたします。

本件について御意見があれば承ります。なければ、これをもって意見を終結いたしま

す。

お諮りいたします。これをもって議案第89号、平成 2年度日野市国民健康保険特別会

計補正予算(第 1号)の件は厚生委員会に付託いたしたいと思いますが、これに御異議

ありませんか。

( I異議なし」と呼ぶ者あり〕
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0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認め厚生委員会に付託いたします。

これより議案第90号、平成2年度日野市土地区画整理事業特別会計補正予算(第 1号)、

議案第91号、平成 2年度目野市下水道事業特別会計補正予算(第 2号)の件を一括議題

といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

( I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認め一括議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めますO 市長。

〔市長登壇〕

0市長 (森田喜美男君) 議案第90号、平成 2年度日野市土地区画整理事業特別会計補

正予算(第 1号)についてo

本議案は、平成 2年度目野市土地区画整理事業特別会計補正予算第 l号であります。

補正額は、歳入歳出それぞれ 1億8，765万7，000円を追加し、歳入歳出予算の総額を50

億7，952万2，000円とする ものであります。

議案第91号、本議案は平成 2年度日野市下水道事業特別会計補正予算第 2号であり ま

すO

補正額は、歳入歳出それぞれ 3億3，480万円を追加し、歳入歳出予算の総額を70億1，1

80万7，000円とするものであります。

以上 2議案の詳細につきましては、担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審

議のほどお願し、し、たします。

0議長(小山良悟君) 関係部長から詳細説明を求めます。都市整備部長。

0都市整備部長(前田雅夫君) それでは、議案第90号、平成 2年度日野市土地区画整

理事業特別会計補正予算(第 1号)から御説明を申し上げます。

15ページでございますO この内容につきましては、ただいま市長が御説明をしたとお

りでございます。詳細につきまして、事項別明細書によりまして御説明を申し上げます。

まず20、21ページ、歳入でございます。

まず、一般会計の繰入金でございますが、高幡土地区画整理事業でございます。これ

は減額になっておりますけれども、繰越金を全額聞き ましたので、この記載額を減額し

たものでございます。それから、豊田南区画整理事業の繰入金でございますが、記載の

とおりでございます。それから繰越金でございますが、節 1に管理費がございますが、

この件を除きまして万願寺、高幡、豊田南の繰越金を全額聞いたわけでございます。

次が22、23ページでございます。諸収入でございますが、これは万願寺区画整理事業
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保留地の処分金の減額でございます。これは他の収入、すなわち繰越金等がございまし

たので、当初計上した金額をこの説明欄のとおり減額をする、ということでございます。

したがって、処分面積等についても減少する、ということになるわけでございます。

以上が歳入でございます。

次が24、25ページ、歳出でございます。

まず、万願寺区画整理費でございますが、これは説明欄のとおり、当初予算で 1億77

万7，000円の予算計上をしたわけでございますけれども、延長の増加、それから埋め戻

しをする土が発生土から山砂に変わったとか、その他の理由がございまして、この金額

の増加になったわけでございます

それから、高幡区画整理費でございますO まず、説明欄にございます14節の使用料及

び賃借料でございます。これは面積の増が主なものでございます。

次は、 19節の負担金、補助及び交付金でございます。これは、当初計画をしておりま

したのは、通常の、いわゆる水道管でございましたけれども、内容を一部変更をいたし

まして、配水管とか、あるいは導水管に事業の内容を変更いたしました。そのために、

この金額の増になるわけでございますo

それから、次が26、27ページでございます。豊田南区画整理費でございますO

まず、 14節の使用料及び賃借料でございますが、これは造成用の土の置き場が増加し

てまいりましたので、いわゆる借用面積の増加に伴うものでございます。

次が、 17節の公有財産購入費でございます。これは、区画整理の事業用地ということ

で取得をしているわけでございますが、今回、面積にいたしまして1060平方メートルを

用地買収の予定をしております。その金額でございますが、当初予算で 3億円を計上し

ておりまして、今回、 1億670万円を追加をいたしまして、土地開発公社から特別会計

で買う、というものでございます。

以上が、区画整理事業特別会計でございます。

次が議案第91号、平成 2年度日野市下水道事業特別会計補正予算(第 2号)でござい

ます。この予算につきましては、 1条のほかに第 2条で地方債の補正も予定をしており

ます。

それでは、事項別明細書で御説明を申し上げます。

まず、 36、37ページでございます。歳入でございますが、内容といたしましては市債

を全部見ております。この市債につきましては、いわゆる工事費に対する借入金になる

わけでございますが、今回の補正の内容は、工事を行うときに水道とか、あるいはガス
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管の移設等、こういった補償料があるわけでございますが、この補償料が大幅にふえま

して、この補償料を起債で充てる、ということでふえたのが主な原因でございます。

次は歳出でございますが、 38、39ページでございます。総務費につきましては記載の

とおりでございます。管きょ管理費でございますが、この修繕料でございますが、この

修繕料は、浅川の上田樋管でございますが、新井橋の上流、浅川左岸でございますが、

樋管がございますo この巻き上げ機が、いわゆる有事にうまく作動をしない、動かない、

ということでございまして、部品等を交換する経費でございます。

それから、次が40、41ページでございます。

管きょ建設費でございます。 13節の委託料の中で減額している分につきましては、執

行残、あるいは不要になった経費でございます。この中で、 2行自に浅川処理区管きょ

埋設の7，094万3，000円がございます。これは浅川中央幹線、すなわち処理場から万願寺

の区画整理の区域の3・3・2号線を通って、いわゆる上流に行くわけですが、この万願寺

区画整理区域内を 2カ年でまず考えておりました。今回の補正はこれを 1カ年で行うと

いうことと、あと一つは工法ですが、推進工法からシールドに切り かえをいたしました。

このために、この金額がふえたわけでございます。こ れは、新都市建設公社に委託をす

るものでございます。

それから、 19節の負担金、補助及び交付金でございますが、これは平山苑の自治会の

一部でございますが、地形の関係で八王子市域に汚水を流すわけでございます。八王子

市域内の八王子の建設費の一部を負担をする、というものでございますO これは、科目

存置に1，000円なっておりましたので、今回の計上は3，000円でございますが、予算額と

しては4，000円になります。

それから22節、補償、補填及び賠償金でございますが、これは、先ほど少し申し上げ

ましたけれども、汚水管の埋設に伴いまして地下埋設物の移転の増加がございまして、

今回補正をするというものでございます。

次が42、43ページでございます。都市下水路の工事費の補正でございますが、これは

神明上都市下水路でございます。現在、 工事をやっておりますが、この工事の施行に際

しまして警察及び地元住民との協議、あるいはこの工法がメッセル工法という特殊な工

法をとっておりますので、この事業を進める中で事業費の増加が生まれた、ということ

でございます。主なものは、いわゆる仮設の歩道をつくったり、あるいは各民家の出入

口を桟橋でつなぐとか、あるいは安全対策の費用等が含まれております。

それから、次が公債費でございますが、この公債費の増額の理由は、平成元年度に起
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こしました起債が、元年度、若干金利が上がってきております。したがって、当初予算

で組みました金利が低かったもんですから今回不足を生じた、ということでございます。

当初5.1%で予算を計上したんですが、政府債でも5.4から6.2%に上がりまして、この

差を この補正で見る、ということでございます。

よろしく御審議のほどお願いをいたします。

0議長(小山良悟君) これより質疑に入 ります。古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) 22ページの保留地処分金、万願寺の区画整理事業保留地処分金、

この 4億4，300万、もう一度、ちょっとJ説明をお願いします。

0議長(小山良悟君) 都市整備部長。

0都市整備部長(前田雅夫君) 当初予算の計上では、単価を30万円、面積にいたしま

して9057平方メート ルの予算計上をいたしました。それで今回の補正の中でも おわか り

のよ うに、 20、21ページの繰越金でございま すが、 当初予算では、この繰越金を5，100

万円計上 してございますO この万願寺につきましては、繰越金が 5億4，208万7，000円あっ

たわけでございます。

したがって、この当初予算で開かなかった分4億9，108万7，000円を予算に見たわけで

ございますので、歳出の予算がふえませんので当然この保留地処分金を減額をする、と

そうい うことになるわけでございます。面積にいたしましすと約1470平方メート ルの減

になる、 という ことでございます。

C I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認め一括議題といたしますO

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長 登壇〕

0市長(森田喜美男君) 議案第92号、平成 2年度目野市受託水道事業特別会計補正予

0議長(小山良悟君)

終結いた します。

本 2件について御意見があれば承りますo なければ、これをもって意見を終結いたし

ほかに御質疑はあ りませんか。なければ、これをもって質疑を

算(第 2号)について提案理由を申し上げます。

本議案は、平成 2年度日野市受託水道事業特別会計補正予算第 2号であります。

補正額は、歳入歳出それぞれ345万3，000円を追加し、歳入歳出予算の総額を19億4，54

5万3，000円とするも のであります。

議案第93号、本議案は平成2年度日野市老人保健特別会計補正予算第 3号であり ます。

補正額は、歳入歳出それぞれ492万円を追加し、歳入歳出予算の総額を45億3，823万8，

000円とするものであります。

以上 2議案の詳細につきましては、担当部長に説明いたさせますので、 よろし く御審

議のほどお願し、し、たします。

0議長 (小山良悟君) 関係部長から詳細説明を求めます。水道部長。

0水道部長(高野 隆君) それでは、議案第92号、平成 2年度日野市受託水道事業特

別会計補正予算(第 2号)についての御説明を申し上げますO

ただいま市長から提案のありましたように、 345万3，000円の追加をお願いする もので

ございます。

んか。

それでは、内容について御説明いたしますO

まず、歳入でございますけれども、 50ページ、 51ペー ジをお開き願いたい と思います。

都支出金のうち委託金、 1目、水道事業委託金を345万3，000円を追加、増額いたすもの

でございますo

次に歳出でございます。 52ページ、53ページをお開き願いたいと思いますO

とこに掲げましたよう に、 まず歳出のうち 1目の浄水費、 これは給料の一部、異動が

ございます。これは10月25日付で浄水場の統合を行いまして、職員の異動を行いましたO

それに伴うものでございます。浄水場職員が 4名減員されました。それに伴う給料、手

当等を減額いたします。そ して、2目の配水費の方の職員が2名増加いたしましたので、

それに伴う給料、諸手当を増額をいたすものでございます。それが 2節、 3節、 4節で

ます。

お諮り いたします。これをもって議案第90号、平成 2年度 日野市土地区画整理事業特

別会計補正予算(第 1号)、議案第91号、 平成 2年度日野市下水道事業特別会計補正予

算 (第 2号)の件は建設委員会に付託いたしたいと思いますが、これに御異議ありませ

C I異議なし」と呼ぶ者あ り〕

0議長 (小山良悟君) 御異議ないものと認め建設委員会に付託いたします。

これより議案第92号、平成 2年度日野市受託水道事業特別会計補正予算 (第 2号)、

議案第93号、平成 2年度目野市老人保健特別会計補正予算(第 3号)の件を一括議題と

いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

ございます。

それから、15節の工事請負費、1，600万の減額でご ざいますけれども、先ほど区画整
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理事業の方でも説明がありましたが、高幡の区画整理事業の進展に伴いまして、そちら

に振り替えるものでございます。これは、大坂上の配水費を1，600万円、高幡の区画整

理事業の方の工事費に振り替える、ということでございます。

それから、 3目の給水費でございますけれども、その うちの11節の需用費は、被服費、

これは職員 1名分でございます。

それから、 13節の委託料でございますけれども、これに加えまして量水器の引替。そ

れから、隔摂.Ij装置の設置等は、高幡の区画整理事業に関連するものでございます。

5自の関係でございますけれども、 22節の補償、補填及び賠償金でございますが、こ

れは、職員による交通事故が多摩平の二丁目でございまして、若干の医療費を含めて44

万円の賠償金を支払うものでございます。水道施設上の事故に伴う賠償金の97万1，000

円につきましては、多摩平三丁目で平成 2年の10月にダンプが、路上に落盤があってそ

こに落ちた事故でございますが、これに伴う市の責任としての賠償金でございます。

次に、 54、55ページでございます。 1自の水道改良費、 15節の工事請負費でございま

すが、先ほど申しましたように1，488万3，000円につきましては一一失礼いたしました。

先ほど高幡と申しましたが、万願寺です。これはちょっと間違えました。万願寺の区画

整理事業の単価±ップに伴うものに、こちらに振り向ける、ということになっておりま

す。これに伴う工事アップ分が、1，488万3，000円ということでございました。

よしく御審議のほどお願いいたします。

C議長(小山良悟君) 福祉部長。

0福祉部長(坂口泰雄君) それでは、議案第93号、平成 2年度臼野市老人保健特別会

計補正予算第 3号を御説明申 し上げます。

歳入歳出予算事項別明細書によりまして御説明申し上げます。

一番最後の68ページ、 69ページをお開きいただきたいと思います。

歳出でございますが、今回の補正は医療費支給費でございます。当初予算におきまし

ては前年度の15%増を見込んでおりましたが、 10月末現在の執行状況を見てみますと不

足額が生じる恐れがございます。 492万円の補正をお願いするものでございます。

戻りまして、64ページ、 65ページでございます。歳入でございますが、自の 1、医療

費交付金でございます。支払基金からの交付金でございます。これにつきましては、歳

出に対しますところの負担割合70%の計上でございます。

次に、国庫支出金でございます。医療費の負担金でございます。これにつきましては、

歳出に対する20%の負担というととでございます。
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66ページ、 67ページでございます。都の支出金でございます。民生費の都の負担金で

ございます。これにつきましては、歳出に対します 5%。その下の欄でございますが、

繰入金でございます。一般会計からの繰入金、これにつきましでも歳出に対します 5%

ということでございます。

以上でございます。よ ろしく御審議のほどお願い申し上げますO

0議長(小山良悟君) これより質疑に入りますO なければ、これをもって質疑を終結

いたします。

本 2件について御意見があれば承ります。なければ、これをもって意見を終結いたし

ます。

お諮りいたします。これをもって議案第92号、 平成 2年度 日野市受託水道事業特別会

計補正予算(第 2号)、議案第93号、平成 2年度日野市老人保健特別会計補正予算(第

3号)の件は、厚生委員会に付託いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

C I異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認め厚生委員会に付託いたします。

これより議案第94号、 (仮称)二番橋新設その4工事委託契約の一部変更の件を議題

といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

0市長(森田喜美男君) 議案第94号、 (仮称)二番橋新設その 4工事委託契約の一部

変更について提案理由を申し上げますO

本議案は、建設省関東地方建設局長と締結しております(仮称)二番橋新設その 4工

事委託契約の、契約金額を変更するものであります。

詳細につきましては担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審議のほどお願い

いたします。

0議長(小山良悟君) 関係部長から詳細説明を求めます。 建設部長。

0建設部長(橋本栄禽君) 議案第94号、 (仮称)二番橋新設その 4工事委託契約の一

部変更について御説明申し上げます。

本議案は、契約金額を変更するものであります。 1ページの内容をごらんになってい

ただきたいと思います。平成 2年の10月の 1日に建設省関東地方建設局長、松延正義と

(仮称)二番橋新設その 4の工事を契約をいたしました。契約金額は 1億1，888万6，000

円を 1億7，197万2，000円に変更するものでございますO 変更の理由は、建設省よりこと
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しの 8月に、その 4工事の受託契約金 1億7，197万2，000円の通知がございました。この

時点で、市の予算の残額が 1億1，900万円のために、予算より 5，300万の不足額があった

ために、この件について建設省と協議した結果、建設省の方では工期等の問題がありま

すもので、市の予算の残額で一応契約を結び、不足の額については、市で予算措置が終

わってから契約の変更ですることに協議の中でいたしました。

そこで、不足額の5，846万9，000円を 9月の議会で補正予算を御承認をいただいたわけ

でございます。契約の変更をこれで、今提案をいたした、という次第でございます。

なお、建設省では10月の 1日の契約した分については、既に工事の発注が終わってお

ります。今回の契約の変更部分については、建設省の予定では工期的な関係がございま

して、 12月中に受託契約を、変更の契約を結びまして工事の発注をする、ということで

ございます。

以上で説明を終わります。よろしく御審議のほどお願し、いたします。

0議長(小山良悟君) これより質疑に入ります。なければ、これをもって質疑を終結

いたします。

お諮りいたします。ただいま議題となっております本件については、委員会付託を省

略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

( i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって本件については、委員会付

託を省略することに決しました。

本件について御意見があれば承ります。なければ、これをもって意見を終結いたしま

す。

これより本件について採決いたします。本件は原案のとおり決するに御異議ありませ

んか。

( i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって議案第94号、 (仮称)二番

橋新設その 4工事委託契約の一部変更の件は、原案のとおり 可決されました。

これより議案第95号、不動産の取得の件を議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

0市長(森田喜美男君) 議案第95号、不動産の取得について提案理由を申し上げます。

本議案は、仮称平山緑地用地として、日野市平山六丁目 12番20外 2筆、 7774.56平方
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メートルの土地を取得いたしたく、地方自治法第96条第 1項第 8号の規定に基づき提案

するものであります。

詳細につきましては担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審議のほどお願い

いたします。

0議長(小山良悟君) 関係部長から詳細説明を求めます。総務部長。

0総務部長(藤浪竜徳君) それでは議案第95号、不動産の取得につきまして御説明申

し上げます。

議案書の 1ページでございますけれども、取得の目的といたしましては、 (仮称)平

山緑地用地であります。所在地につきましては、 2ページに案内図、 3ページに位置図

がございますけれども、京王線平山城祉公園駅から南の方向へ約400メートルの地，点で、

ございます。地番は、平山六丁目 12番20外 2筆、地目は雑種地と山林でございます。地

積は7774.56平方メートル、その取得価格は 5億3，533万5，374円でございます。この相

手方は、日野市神明一丁目 12番地の 1、日野市役所内日野市土地開発公社、常務理事、

大貫松雄でございます。

取得する土地の状況でございますが、 3ページにその位置図がございますので、ごら

んいただきたし、と存じます。周辺は住宅地域で、当該地の北側及び東側には山林がつな

がっておりまして、これと一帯で緑地を形成してございますO この土地の西側には市道、

K69の 1、幅員 1メートル80、!日七生167号線でございます。南側には、 K.69の3、幅

員 1メートル80、とれは丸山 2号線でございますけれども。

そして、本敷地内を二分する東西に市道、 K69の2、幅員91センチメ ー トル、旧柚木

1号線でございますけれども、この道路が存在し、日野市土地開発公社が買収するに当

たりましては民地境界立ち合いを平成元年12月22日に行い、関連する道路の境界確定を

平成 2年 1月17日に行い、この買収面積を確定いたしました。したがいまして、この図

面の斜線で示されている土地のうち北側が1843.49平方メ ー トル、南側が5931.07平方メー

トルで、合計が先ほど申し上げました7774.56平方メートルとなります。

よろしく御審議のほどお願し、いたしますO

0議長(小山良悟君) これより質疑に入ります。土方尚功君。

06番(土方尚功君) 内容についてのことではありませんので御安心をいただきたい

と思いますが、今まで、この表示の関係ですが、ほとんど、今度平山緑地ということで、

仮称ではありますけれども、通常、今まで二番橋等、あるいは浅川公会堂等についても

すべて(仮称)何々ということでありますが、今後は一切括弧を除いて仮称の関係が出
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てくるのかどうか、その点だけ、見づらい関係、その他のことがありますので、一応お

伺いだけしておきたいと思いますO

0議長(小山良悟君) 総務部長。

0総務部長(藤浪竜徳君) 大変失礼しました。括弧が落ちておりますO 御了承いただ

きたいと思います。

0議長(小山良悟君) ほかに御質疑はありませんか。古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) これは、土地開発公社が購入したのは、いつか、またその利用

目的、それから買収先はどうなっているか、お願L、いたします。

O議長(小山良悟君) 総務部長。

0総務部長(藤浪竜徳君) 公社が取得いたしましたのは、平成 2年 1月11日でござい

ます。買収した相手方でございますけれども、平山の人でございますo 地元の大沢矩治

さんでございます。

0議長(小山良悟君)

025番(古賀俊昭君)

古賀俊昭君。

公社が土地を購入する場合には、市長の方から購入目的が示さ

れるわけですが、その回答がありませんでした。

O議長(小山良悟君) 総務部長。

0総務部長(藤浪竜徳君) 失礼しました。買収の目的ですけれども、ここに目的とい

うことで平山緑地用地ということでございます。

よろしくお願いいたします。

0議長(小山良悟君) 古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) これは何か手を加える、今後そうした計画があるかどうか、こ

のまま自然な状態で管理が可能かどうか、いかがでしょうか。

O議長(小山良悟君) 建設部長。

0建設部長(橋本栄寓君) 御質問にお答えしますO

このほかに緑地をもう取得している場所もございますもんで、将来は都市計画決定を

取りまして、事業認可を取り、この中に散策路的なものを整備していきたい、という考

えを持っていますO

0議長(小山良悟君)

025番(古賀俊昭君)

古賀俊昭君。

土地開発公社の事業実績を見ればわかるのかもわかりませんが、

土地開発公社が購入した金額は幾らかおわかりになりますか。

O議長(小山良悟君) 総務部長。
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0総務部長(藤浪竜徳君) 土地開発公社が購入いたしました金額は、 5億3，003万5，0

24円でございます。これに事務費の 1%を乗せた金額が市への売却金額になります。

0議長(小山良悟君) ほかに御質疑はありませんか。なければ、これをもって質疑を

終結いたします。

本件について御意見があれば承ります。なければ、これをもって意見を終結いたしま

すO

お諮りいたします。これをもって議案第95号、不動産の取得の件は総務委員会に付託

いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認め総務委員会に付託いたします。

これより議案第96号、日野市教育委員会委員の任命の件を議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

0市長(森田喜美男君) 議案第96号、日野市教育委員会委員の任命についてO

本議案は、日野市教育委員会委員の任命について、地方教育行政の組織及び運営に関

する法律第4条第 1項の規定により議会の同意を求めるものであります。

恐れ入りますが、空欄に住所 日野市大字日野1229番地の 3、氏名 古谷洋太さん、

生年月日 昭和 2年 1月9日と御記入くださいますようお願し、し、たします。

よろしく御承認のほどお願いいたします。

0議長(小山良悟君) これより質疑に入りますO なければ、これをもって質疑を終結

いたします。

本件について御意見があれば承ります。沢田研二君。

01番(沢田研二君) 関連事項でもかまいませんか。

97号にもう 1件、教育委員任命というのがあったわけですが、これには直接関係ない

んですが、関連事項ということで御意見を申し上けYこいと思います。

教育については、だれしも非常に大事だということで、再三再四この議場の中でも論

議をされてきておりますけれども、 97号の方のもう一人の方については今回取り下げた

ということで、どうも聞きますと、いろいろ調整に時間を要している、ということでご

ざいます。

これは 4年間の任期ということで、何月何日にはもうとの任期が切れる、ということ

は明確になっているにもかかわらず、再三、空白時間ができてきているというのは、こ
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の1年間の中にも何度かあったような記憶をしております。大事な教育に関しての任命

事項でもありますし、人事に絡む問題というのは非常に難しいことは、十分承知はしま

すけれども、このあたりについて、市長としてはどのように受けとめておられるのか、

もし御意見があったらお聞かせいただきたいと思います。

0議長(小山良悟君) 沢田議員に申し上げます。質疑は終結いたしまして意見のとこ

ろに入っておりますので、意見として表明していただきたいと思います。よろしゅうご

ざいますか、意見として受けとめさせていただきます。

ほかに御意見はありませんか。なければ、これをもって意見を終結いたします。

これより本件について採決いたします。本件は、これに同意することに御異議あり ま

0市長 (森田喜美男君) 議案第98号、日野市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条

す。それから、 12月につきましては変更ございませんO 基準日のその額に乗じた額に、

基準日以前の 3カ月以内、あるいは12月 1日現在、あるときは 6カ月以内になりますけ

れども、左の欄にございます在職期間の区分に応じて、その割合を乗じた額となるもの

でございます。

それから、付則でございますけれども、施行の期日は、平成 2年12月 1日からの適用

でございます。

なお、経過措置といたしまして、 12月期に支給する期末手当に限りまして 6カ月とあ

るのを 5カ月と16日と読みかえるものでございます。これにつきましては、 6カ月に満

たない。現行でいきますと、新しい条例でいきますと期日 に満ちませんので、この経過

措置をとらせていただきました。

以上でございます。

0議長(小山良悟君) これより質疑に入ります。なければ、これをもって質疑を終結

いたしますO

お諮りいたします。ただいま議題となっております本件については、委員会付託を省

略いたしたし、と思いますが、これに御異議ありませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めますO よって本件については、 委員会付

託を省略することに決しました。

本件について御意見があれば承ります。なければ、 これをも って意見を終結いたしま

せんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって議案第96号、日野市教育委

員会委員の任命の件は、これに同意することに決しました。

これより議案第98号、日野市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正

する条例の制定の件を議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

例の一部を改正する条例の制定について。

本議案は、日野市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例第 5条に規定する期末手

当の額の乗率を、 3月期、 100分の50、6月期、100分の210に改めるものであります。

詳細につきましては担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審議のほどお願い

いたします。

0議長(小山良悟君) 関係部長から詳細説明を求めます。総務部長。

0総務部長(藤浪竜徳君) 議案第98号、日野市議会議員の報酬及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例の制定につきまして御説明申し上げます。

2ベ→ジ、 3ペー ジをお聞きいただきたいと存じます。

第5条の期末手当の条項でございます。 5条の第 1項は基準日の改正でございます。

今まで 6月の15日、 12月の15日となってお りましたけれども、これを 3月 1日、 6月 1

日、及び12月 1日とするものでございます。 2項におきまして率の改正でございます。

3月に支給する場合が100分の50、それから 6月の支給が100分の200を210にするもので

すO

これより本件について採決いたします。本件は原案のとおり決するに御異議ありませ

んか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。 よって議案第98号、日野市議会議

員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定の件は、原案のとおり

可決されましたO

これより議案第99号、日野市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定の

件を議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

0市長(森田喜美男君) 議案第99号、日野市長等の給与に関する条例の一部を改正す
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る条例の制定について。

本議案は、日野市長等の給与に関する条例第4条第 3項に規定する期末手当の額のう

ち6月期の乗率を100分の210に改めるものでありますo

詳細につきましては担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審議のほどお願い

いたしますO

0議長(小山良悟君) 関係部長から詳細説明を求めます。総務部長。

0総務部長(藤浪竜徳君) それでは、議案第99号、日野市長等の給与に関する条例の

一部を改正する条例の制定につきまして御説明申し上げます。

4ページをお開きいただきたいと存じます。

新旧対照表でございますけれども、第4条の 3項の改正でございます。 3月、 12月は

変更ございませんで、 6月期の100分の190を100分の210に改めるものでございます。

よろしく御審議のほどお願し、いたしますO

以上です。

O議長(小山良悟君) これより質疑に入ります。なければ、これをもって質疑を終結

いたします。

お諮りいたします。ただいま議題となっております本件については、委員会付託を省

略いたしたし、と思いますが、これに御異議ありませんか。

( r異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって本件については、委員会付

託を省略することに決しました。

本件について御意見があれば承ります。なければ、これをもって意見を終結いたしま

す。

これより本件について採決いたします。本件は原案のとおり決するに御異議ありませ

んか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって議案第99号、日野市長等の

給与に関する条例の一部を改正する条例の制定の件は原案のとおり可決されました。

これより議案第100号、日野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例の制定の件を議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕
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0市長(森田喜美男君) 議案第100号、日野市一般職の職員の給与に関する条例のー

部を改正する条例の制定について。

本議案は、日野市一般職の職員の給与に関する条例第16条第 2項に規定する期末手当

の額の乗率を、 3月期、 100分の55、 6月期、 100分の160、12月期、 100分の200に改め

るとともに、平成 2年度12月期における期末手当の額の乗率の特例を定めるものであり

ます。

詳細につきましては担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審議のほどお願い

いたします。

0議長(小山良悟君) 関係部長から詳細説明を求めます。総務部長。

0総務部長(藤浪竜徳君) それでは、議案第100号、日野市一般職の職員の給与に関

する条例の一部を改正する条例の制定につきまして御説明いたします。

お手元の議案書、 4ページ、 5ページをお開きいただきたいと存じます。 16条の期末

手当の改正でございます。 3月期を今まで100分の50でございましたけれども、これを1

00分の55、 6月期につきましては100分の135を100分の160、12月期におきましては100

分の195を100分の200と改めるものでございます。

なお、その前の付則、 2ページ、 3ページでございますが、付則をごらんいただきた

いと存じます。付則の 2でございますけれども、 平成 2年度12月期におきます期末手当

に限りまして、 100分の200を100分の203と改めさせてもらうものでございます。

よろしく御審議のほどお願し、いたします。

0議長(小山良悟君) これより質疑に入りますO なければ、これをもって質疑を終結

いたします。

お諮りいたします。 ただいま議題となっております本件については、委員会付託を省

略いたしたL、と思いますが、これに御異議ありませんか。

( r異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって本件については、委員会付

託を省略することに決しました。

本件について御意見があれば承ります。なければ、これをもって意見を終結いたしま

す。

これより本件について採決いたします。本件は原案のとおり決するに御異議ありませ

んか。

c r異議なし」と呼ぶ者あり〕
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0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって議案第100号、日野市一般

職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定の件は、原案のとおり可決さ

れました。

これより議案第101号、損害賠償の額の決定の件を議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

議案第101号、損害賠償の額の決定について提案理由を申し0市長(森田喜美男君)

上げます。

本議案は、日野市立総合病院事業の設置等に関する条例第 5条の規定に基づき、損害

賠償の額の決定について議会の議決を求めるものでありますO

詳細につきましては病院事務長に説明いたさせますので、よろしく御審議のほどお願

いいたします。

0議長(小山良悟君) 関係部長から詳細説明を求めますO 病院事務長。

O病院事務長(大崎茂男君) それでは議案第101号について御説明申し上げます。

本議案は、昭和57年11月 9日に日野市立病院で死亡いたしました国立市北三丁目22番

地、曽我部マサさん、当時75歳の遺族であります夫の曽我部繁人、子の曽我部芳子、並

びに有坂弘子の 3名が原告となり、昭和62年 1月12日に日野市に対して提起きれました

金額924万円の損害賠償請求訴訟事件の和解による損害賠償額の額の決定をお願いする

ものでございます。

相手方につきましては議案書のとおり 3名でございまして、和解による損害賠償の額

は500万でございます。

なお、裁判所の和解調書の内容分を 3ページ、 4ページに添付してございます。訴え

の内容は、骨折の治療手術に当たりまして患者の体の状態を十分把握していなかったの

ではないか、というようなものでございます。裁判は 3年10カ月にわたりまして、東京

地方裁判所で22回の口頭弁論が行われ今回の和解となったものでございますo

以上でございます。よろし く御審議のほどお願し、し、たします。

0議長(小山良悟君) これより質疑に入ります。なければ、これをもって質疑を終結

いたします。

お諮りいたします。ただいま議題とな っております本件については、委員会付託を省

略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕
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0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって本件については、委員会付

託を省略することに決しました。

本件について御意見があれば承ります。なければ、これをもって意見を終結いたしま

すO

これより本件について採決いたします。本件は原案のとおり決するに御異議ありませ

んか。

( r異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ない もの と認めます。よって議案第101号、損害賠償の

額の決定の件は、原案のとおり可決されました。

これより議案第102号、平成 2年度目野市立総合病院事業会計補正予算 (第 1号)の

件を議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

0市長(森田喜美男君) 議案第102号、平成 2年度目野市立総合病院事業会計補正予

算(第 1号)について提案理由を申し上げます。

本議案は、平成 2年度日野市立総合病院事業会計補正予算第 1号でありますO

補正予定額は、収益的収入及び支出に569万9，000円を追加し、 収益的収支及び資本的

収支の予定額を30億8，424万1，000円とするものでありますO

詳細につきましては病院事務長に説明いたさせますので、よろしく御審議のほどお願

いいたしますO

0議長(小山良悟君) 関係部長から詳細説明を求めます。病院事務長。

0病院事務長(大崎茂男君) それでは、議案第102号、平成 2年度目野市立総合病院

事業会計補正予算第 1号について御説明申し上げます。

収益的収入及び支出の補正でございまして、補正額は569万9，000円でございます。内

容につきましては 4ページ、 5ページをお開き願います。

今回の補正は、ただいま 101号議案でお願し、いたしました病院に係わる損害賠償の額

の補正額でございます。損害賠償の金額といたしましては500万、 それから弁護士の謝

礼が70万ということで総額570万の支出になりますが、科目存置が1.000円ございますの

で569万9，000円という補正額をさせていただいております。

まず収入でございますが、 569万9，000円の補正につきましては、これは特別利益とい

うことで保険会社の方から入ってくるものでございます。
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それから、支出の項目ですが、まず報償費といたしまして弁護士の謝礼、これは弁護

士の報酬規定に基づくものでございます。 70万の補正をお願いするもので、す。それから、

損害賠償金として500万の額にするために499万9，000円を追加するものでございます。

よろしく御審議のほどお願し、し、たします。

0議長(小山良悟君) これより質疑に入ります。なければ、これをもって質疑を終結

いたします。

お諮りいたします。ただいま議題となっております本件については、委員会付託を省

略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

C i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって本件については、委員会付

託を省略することに決しました。

本件について御意見があれば承ります。なければ、これをもって意見を終結いたしま

すO

これより本件について採決いたしますO 本件は原案のとおり決するに御異議ありませ

んか。

C i異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めますO よって議案第102号、平成 2年度

日野市立総合病院事業会計補正予算(第 1号)の件は原案のとおり可決されました。

これより議案第103号、川原付団地市営住宅建替建築工事 (4期工事)請負契約の締

結の件を議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めますO 市長。

〔市長登壇〕

0市長(森田喜美男君) 議案第103号、川原付団地市営住宅建替建築工事 (4期工事)

請負契約の締結について提案理由を申し上げます。

本議案は、川原付団地市営住宅建替建築工事 (4期工事)の請負契約を締結するもの

で、地方自治法第96条第 1項第 5号の規定及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得文は処分に関する条例第 2条の規定により提案するものでありますO

随意、交渉による見積もり合わせの結果、 2億3，587万円で大成プレハブ株式会社に決

定いたしました。

詳細につきましては担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審議のほどお願い

いたします。
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0議長(小山良悟君) 関係部長から詳細説明を求めます。総務部長。

0総務部長(藤浪竜徳君) それでは、議案第103号、川原付団地市営住宅建替建築工

事 (4期工事)請負契約の締結につきまして御説明いたします。

契約金額でございますが、 2億3，587万円、契約方法は随意契約、工期でございます

が、契約の翌日から平成 3年 9月17日まで、契約の相手方でござい ますが、東京都品川

区西五反田七丁目23番 1号、大成プレハブ株式会社取締役社長 幡川宏邦でございますO

次のページに入札の状況が記載してございます。現場説明を平成 2年11月15日、入札

を平成 2年11月30日に執行いたしました。入札の結果でございますが、入札を 2固執行

いたしましたが、いずれも予定価格に入らないため最低価格の入札者、大成プレハブ株

式会社と随意交渉の結果、決定をしたものでございます。

工事の概要でございますが、工事場所は日野市宮399-5番地。工事内容でございま

すが、本体建物は P Cづくり 3階建 1棟、全24戸、 1種の公営住宅24戸でございます。

建築面積は532.961平方メートル、延床面積は1438.56平方メー トルでございますo 付帯

建物といたしましては、自転車置き場がございます。

4ページに配置図、それから 5ページには各階の平面図、 6ページが住戸の平面図、

7ページが外観図となってございます。

よろしく御審議のほどお願し、し、たします。

0議長(小山良悟君) これより質疑に入ります。市川資信君。

026番(市川資信君) 契約とかなにかには、私、質問するつもりは全然ないんですが、

市営住宅、都営住宅、公団住宅もそうでございますけれども、現実に、市営住宅がやは

り建ってみれば車を乗られるんですね。これを見ると自転車施設はあるんですけれども、

現実問題としして、やはり、これからは自転車置き場だけじゃなくて!駐車場の確保とい

うことも必要ではなかろうか、と思うんですが、例えば、ひばりが丘ですか、七生中の

ちょっと手前の、あそこも建てかえて現実に素晴らしい街区と住宅ができたんですけれ

ども、駐車場がないために一部河川敷を利用した駐車場で、その占用に関 して住民の間

でもトラブルが起きておる、というような声も聞いておりますし、 今後も、 これから市

営住宅というものの建てかえ等は日野市もあるわけで、その辺の見解というんでしょう

か、どのようなとらえ方をしておるのか、ちょっと考え方があったら お聞かせいただき

たし、と思いますO

O議長(小山良悟君) 総務部長。

0総務部長(藤浪竜徳君) この川原付団地につきましては、既に 3棟建ってございま
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す。配置図をごらんいただければおわかりかと思いますが、 1号棟、 2号棟、それから

4号棟の間の 3号棟ということでございます。

駐車場につきましても検討はいたしましたけれども、既に計画が24戸ということで定

められておりますし、この住宅につきましては、従来の方針どおり駐車場は考えでござ

いません。

なお、今後、市営住宅とはいえ車社会の現状でございますので、できれば有効な駐車

場も考えてはございますけれども、今後も建てかえの工事が始まる計画があるわけでご

ざいますけれども、駐車場の一一限られた面積でございますので駐車場の確保をいたし

ますと、いわゆる改築の基準に達しませんので、若干、駐車場の確保については難しい

面がございます。

今後、新しい場所を求めて市営住宅を増設する場合には検討を、できるだけ取り入れ

る方法で考えてみたい、とは考えております。

以上です。

0議長(小山良悟君)

026番(市川資信君)

市川資信君。

川原付市営住宅は既に 3棟ですか、既存のものがあって、
，.... ，.... .._ .._ 

で4棟目だと思うんですが、現状ですら、もう、恐らく市営住宅の方々の車であろう、

というものがあそこに随分路上駐車しているわけですね。今度また24戸追加されれば、

さらにそれに加わった路上駐車というものがふえてくる。

今、まだ万願寺区画整理等の中で空き地等があるので、それほど問題にはならないか

もしれませんが、いずれ完成の暁には、いろんな面で、また問題点が浮き彫りになって

くるであろう。やはり市の行う事業でありますので、こういうことは、そういった問題

を、ある視点からとらえればぜいたくと思えるかもしれないけれども、今日の日本の社

会、現状の車社会というものを勘案すれば、やはりその辺も考えざるを得ない時代に来

ているんじゃなかろうか、と思いますので、今後の検討課題に入れておいていただきた

い、ということを要望しておきます。

0議長(小山良悟君)

07番(天野輝男君)

天野輝男君。

私も同じような質問になってしまったんですが、まず、今後、

駐車場のできないところにこういう公共の施設というのは、なかなかつくるのに、いろ

いろ付帯意見がついてくるんじゃないか、とこのように思うんですね。

そういう面で、今後、こういう所得の制限があって、多分車を持っている人は対象に

はならないんじゃないかな、というような気がするんですけれども、そういう面でこれ
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からは、もし、こういう形で市営住宅をつくる場合には、まず、これは 3階ですけれど

も、もう少し上に伸ばす方法を考えて、そして駐車場をつくる、というようなことも考

える必要があるんじゃないか、このように思うんです。そのあたりをちょっと説明して

いただければ.....

0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 私も先日、広報紙上に、公営駐車場の必要について市民にお

諮りをする意味で記事を載せさせていただいておりますo

今日の、まだ公営住宅法の中に駐車場要件というものが込められてはありませんけれ

ども、現実に市民生活、特に市営住宅の入居対象者になる階層の方々も、車なくては仕

事ができない、生活にならない、という状況もございます。したがって、現時点では確

かに矛盾があると思っておりますO 別に、近隣になるべく農家の土地を借りるなどして

斡旋を今まで努力をしてはおりますけれども、状況によっては、今後は有料駐車場を公

営するということも必要だ、というふうに考えております。

今後の社会生活の矛盾を解く意味でも積極的に方策を検討し、実現を期していきたい、

このように考えておりますことをお答えしておきたいと思います。

ほかに御質疑はありませんか。なければ、これをもって質疑を0議長(小山良悟君)

終結いたします。

お諮りいたします。ただいま議題となっております本件については、委員会付託を省

略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

[ I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって本件については、委員会付

託を省略することに決しました。

本件について御意見があれば承ります。なければ、これをもって意見を終結いたしま

す。

これより本件について採決いたします。本件は原案のとおり決するに御異議ありませ

んか。

[ I異議なしj と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって議案第103号、川原付団地

市営住宅建替建築工事 (4期工事)請負契約の締結の件は、原案のとおり可決されまし

た。

これより報告第11号、議会の指定議決に基づき専決処分した事項の報告の件を議題と
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0市長(森田喜美男君) 報告第11号、議会の指定議決に基づき専決処分した事項の報

でございます。

なお、自転車、それから庁用車については被害はございませんでした。

以上で報告を終わらせていただきます。よろしくお願し、し、たします。

0議長(小山良悟君) これより質疑に入りますO なければ、これをもって報告第11号、

議会の指定議決に基づき専決処分した事項の報告の件を終わります。(i議事進行Jと

呼ぶ者あり)土方尚功君。

06番(土方尚功君) 特別にお許しをいただきました。議事進行の形で、質疑ができ

なかったので意見に近い状態なんですが、特に毎回専決処分の事故の関係が、毎回と言っ

ていいほど出てきているかと思います。

特に今回の場合、ほとんど状況が同じ、要するに道路に停車をして後方の確認をしな

いまま運転席のドアをあけた。二つが、ほとんど 8月と10月ということで接近もしてい

ますし、全く同じ形態の事故であります。過去に、いろいろここで意見なり質疑をして

いる中でも特段に運転管理者なり、それからそれぞれの課の管理の立場から指導はして

いる、というような話でありますけれども、 8月に当然、事故があって職員に向けても

そういった指導をしたと思いますO にもかかわらず、またすぐ10月にこういった事故が

起きている。自分たちは事故を起こそうということじゃなく、たまたま事故というのは

起きるわけですけれども、特段に管理的立場、あるいはまた、そういう心がけ、職員に

指導を徹底をしていただくように要望しておきたいと思います。

以上です。

O議長(小山良悟君) 本日の日程は、すべて終わりました。

次回本会議は、 12月10日、月曜日、午前10時より開議いたします。時間厳守で御参集

願います。

本日は、これにて散会いたします。

いたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

告をいたします。

本報告は、市の義務に属する交通事故に係る相手方との和解の締結及び損害賠償額の

決定について、地方自治法第180条第 1項の規定に基づき専決処分をしたものでありま

す。

詳細につきましては担当部長に説明いたさせますので、よろしくお願いいたします。

O議長(小山良悟君) 関係部長から詳細説明を求めます。総務部長。

0総務部長(藤浪竜徳君) それでは、報告第11号、議会の指定議決に基づき専決処分

した事項の報告をいたします。

2件ございます。 2ページ、 3ページに 1件目の専決処分書が載ってございます。

事故名でございますが、日野市豊田三丁目 14番地の 2先路上の事故でございます。和

解の相手方は、東京都日野市豊田四丁目24番地の11、有限会社 増島商広、代表取締役

増島昇さんo 続きまして、事故発生状況でございますが、平成 2年 8月31日、午後 1

時30分ごろでございますが、公園緑政課職員が運転する庁用車が市立豊田公圏内にあり

ます水飲場の修理をするため、日野市豊田三丁目 14番地の 2の先の道路わきに停車をい

たしました。その際、後方をよく確認しないまま運転席側のドアをあけたため、後方よ

り接近してきた相手方車両の左ドアの前部に庁用車の右ドアが接触し、双方の車両のド

アに損傷を与えたものでございます。損害賠償額は 8万4，840円でございます。

なお、過失割合は、市が10割ということでございます。なお、市の車両の損害額は 3

万3，063円でございますが、これについては保険から支払われるもので、共済会から入

るものでございます。

次の 4ページでございますが、もう 1件は、事故名でございますが、日野市多摩平一

丁目 10番地先路上の事故。和解の相手方は、東京都八王子市暁町二丁目 12番地の18、大

谷荘、光永陽介さんでございますO 事故の発生状況でございますが、平成 2年10月10日

午後4時15分ごろ、公園緑政課職員が運転する庁用車が、多摩平一丁目 10番地先路上の

左側へ停車いたしました。その際、後方をよく確認しないまま運転席側のドアをあけた

ため、後方より接近してきた自転車に接触し、たしまして、自転車が横転して負傷したも

のでございます。損害賠償額は3，150円でございます。それらは病院の初診料、検査料

午後 6時43分散会
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市 長 森田喜美男君

助 役 砂川雄 君 収 入 f支 佐藤智春君

企画財政部長 長谷川暢男君 総務部長 藤浪竜徳君

市民部長 永瀬誠 君 生活環境部長 糸川 滋君
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社会教育部長 坂本金雄君
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局 長 落合 豊君 次 長 田中正美君

書 記 濃沼哲夫君 書 記 小林章雄君

書 記 増田善和君 書 記 橘 達雄君

書 記 斉藤令吉君

速記委託先 住所 東京都立川市曙町一丁目 10の3

立川速記者養成所 所長 関根福次

速記者 大迫嘩子君

議 事 日 事呈

平成 2年12月10日(月)

午前 10 時開議

日程第 1 一般質問

本日の会議に付した事件

日程第 1

午前10時 9分開議

0議長(小山良悟君) 本日の会議を聞きます。

ただいまの出席議員26名であります。

これより日程第 1、一般質問を行います。 一般質問 1の 1、今年も違法な給与制度

「通し号俸制Jの是正を怠った市長の責任についての通告質問者、古賀俊昭君の質問を

許 します。

(25番議員登壇〕

025番(古賀俊昭君) それでは一般質問をさせていただきます。

給与制度の問題を長く取り上げてきておりますが、これは職員の勤務意欲をいかに引

き出すかというこ とにかかわりを持つ、重要な課題であ ると思うからであります。

再三指摘をいたしておりますように、市議会でも昭和58年の 6月議会で退職手当等を

含む日野市の給与制度の是正を求める決議、また近いと ころでは昭和62年の12月議会、

一部職務給が導入される折りにも、市議会は速やかに係長職以下への職務給導入を議決、

可決をいたしております。

こういった議会の意思があるにもかかわ らず、また日野市行財政調査会の指摘にもあ

るとおり、職員のこの給与制度の是正については、喫緊の課題ということで、議会を問

わず今までも地方公務員法の定めに従う、いわゆる職務給と民間準拠の原則に基づく職

務給導入を強 く求めてきているわけでありますが、今日までこの違法状態は解消するに

至っておりませんO

さらに市長自身もみずから通し号俸制の廃止を約束をしております。給与の改定計画

はぞ蒋に当たるわけですが、通し号俸制を廃止をするとはっきりと示しておきながら、

これまた作業が一向に進んでいないのが現状であるわけです。

そこで私はさきの議会でまず医療職、医療機関、日野の場合には市立病院に当たるわ

けでありますが、この市立病院でまず職務給の導入、また給料表の改定を行ってはどう

か、つまり是正を求めて具体的な提案を行いました。具体的には医療職を 3本の給料表

に分ける。現在は市立病院の医師については一般の行政職とは別に給料表が完成をいた

しておりますので、残りは薬剤士、医療技術職員、これを一つの給料表にまとめる。ま

たもう一つはいわゆる国家試験等をノミスし、 一定の資格を持った人たちを一つの給料表

にまとめる。つまり保健婦、助産婦、看護婦等を一つの給料表で評価をしてい くという

ことが、現実的に第 1歩として給与是正については可能ではないかということで提言を

行いました。
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議案上程のときにも申し上げましたが、昨年平成元年の 8月に、小松市の市立病院を

視察をいたしました。このとき病院担当者から、いろいろ小松市の市立病院の現状を説

明を受けたわけでありますが、看護婦等の不足が深刻であるということは、まあ全国的

には確かに言えるわけでありますが、小松市の病院では看護婦の不足はない。またこと

し参りました松江市の市立病院でも同様の返答がございました。それ以前に私は大都市

とも言える大阪近郊の宝塚市の市立病院も視察を行いましたが、この宝塚市の市立病院

でも、看護婦の不足はないということでありました。

これらの病院、私どもが回ったところは、ごく限られた地域になるのかもわかりませ

んが、いずれも日野とは全く違う給料表を、この医療職については適用いたしておりま

す。つまり市が一つの案として持っております給料表の到達すべき目標、こういったも

のを現実に実行しているわけであります。まず、いかに勤務意欲を引き出すかというこ

とを申し上げましたが、正しくその職員の持っている能力を評価し、また責任と仕事の

内容に応じた評価を給与の面で、行っていくということは当然のことだと思います。こう

いったことを実行し、初めてその上でどうしても看護婦さんが集まらないということで

あれば、ほかの対策もおのずから出てこようというものでありますO しかしまず根本の

こういった評価をないがしろにして、ただ看護婦不足だけを嘆くのは、私は十分な努力

がなされていないというふうに言わざるを得ないのであります。

今まで行われてまいりましたこの通し号俸という給料は、どなたでも基本的には同じ

評価を行うということですので、いってみれば社会主義的手法に基づく評価ということ

になるのかもわかりません。高度に発達をした自由主義、資本主義のこの我が国で、今

もって役所だけが職員の勤務評価をこの社会主義的手法によって行っているということ

は、甚だ不可解であります。ある程度の、民間では当然行われている経営の方針である

競争原理を導入するとか、実績や、またその人の持っている責任に応じて、人事や給与

を評価をしていく、そういった制度を導入するということは当然であります。

また費用と効果のパラ γスも同時に考えていかなければならないわけでありますので、

こういった、今後市立病院が取り組む課題は多いと思いますが、このような観点に立っ

てぜひ給与制度の面で、まず市立病院における先行しての着手をお願いできればと思う

わけであります。

具体的には先ほど申しましたように、給料表を幾つに分けるかということについては、

技術的な面もあるかもわかりません。しかしまずその検討を進めるところからぜひ始め

ていただくことが最善の策ではないかと思うわけです。
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さきの 6月議会では組合がうんと言わなし、から、この給与の改正案は出せないという

市長の答弁もありました。しかしながら助役は、私のこの提案に対して、このように答

弁を行っております。1"特に医療職の問題では現実的な問題も起こっておりますので、

一一これはし、わゆる看護婦さんの不足のことだと思います。起こっておりますので、そ

ういった面に向けての改善策を取る必要というのは、私どもも痛感をしておるところで

ございますので、その辺のところにつきましてはさらに内部で詰めて、まず現実できる

可能性の強いところから手をつけ、改善に向かつて進んでいく」こういう答弁が行われ

ております。つまり非常に看護婦不足という慢性的な市立病院の問題を抱えて、言われ

ることはわからないでもないという答弁だったと思います。

そこで 9月議会からそれほど時間は経過をしていないわけでありますが、何せ看護婦

さんが足りないということを10年一日の如く言うだけでは芸がないと思いますので、何

らかの検討が進められているのであれば、その内容をお話しいただきたいと思いますし、

実際に私は至急この問題、検討に値するというふうに考えて御提案をしておりますので、

現時点でのお考えをお聞きをしたいと思います。その上で改めて再質問をさせていただ

きますO よろしくお願し、し、たします。

0議長(小山良悟君) 古賀俊昭君の質問についての答弁を求めます。助役。

0助役(砂川雄一君) ただいまの御質問についてお答えをしたいと思います。

給与制度の問題については今まででもいろいろ御論議をいただいておりまして、いろ

いろまた御意見も私どもも伺っております。私どもとしても、この給与制度の改善につ

いて努力をしているところでございますけども、この給与制度というのはなかなか生活

に密接に関係する問題でございますので、十分に調整をした上でないと、なかなか実行

に踏み切れないという面が確かにございます。

ただいま御質問ございました職員給与制度の中でいろいろ改善すべき点のーっとして、

この医療職の問題が確かにございます。前にも概要について答弁しているわけでござい

ますけれども、私どもとして確かに現実的な解決策を見出さなければならない立場に現

在来ておりますので、この辺についてはこの最近の組合との話し合いの中でも、そういっ

た問題については常に提起をしておりまして、行政の内部でもそのための準備は進めて

おります。これは組合との話し合いの結果によりますので、今どちらが先でどちらが後

だというようなことはすぐには申し上げられませんが、少なくとも問題意識としては私

どもも十分にその点については把握をいたしておりますので、できるだけ早くそういっ

たことが実現できるようにこれからも努力をしてまいりたいというふうに考えておりま
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す。以上です。

O議長(小山良悟君) 古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) まあ相変わらずの答弁で、ピンと伝わってこないんですが、も

ちろん先ほど申しましたように市議会ではとっくに昭和58年にも、全職員の通し号俸制

はいわゆる違法な給与制度ですから、これを至急、改めなさいという議決をして、もう何

年も時間が経過をしているわけで、すO その後、市議会では改めて係長職員以下の職務給

導入も速やかに行えという議決もしている。そういう中で組合が反対をする、組合が合

意をしないから、給与是正が行えないということは、理由としていつも言われているわ

けです。であればせめて医療職の市立病院に勤務するそういう専門の勉強をして、資格

を有する人について、まず別途給料表をっくり、責任やその方の能力を評価するという

ことから始めたらどうですかという、私の提言はそう無理、無茶な話ではないというふ

うに思うんです。具体的に組合にそういうお話をなさったかどうか、もう一度そこをお

答えいただきたいと思いますし、市長の方には昭和61年に通し号俸制jを廃止をするとい

うことを給与改定計画の中で、はっきり市長自身が約束をしているわけです。これは一

向に進んでいない。進展がないということで、この点については市長はどのように現状

をお考えになっているか、もう一度現時点での所見をお聞かせいただきたいと思います。

O議長(小山良悟君) 助役。

0助役(砂川雄一君) 組合の方にはこの給与改善についての、私どもの考え方につい

ては、さまざまな段階で話を示して、検討の材料として提供しております。以上です。

O議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 課題にしておることはもう言うまでもないことでありますが、

組合は組合の立場というものもあるわけでありますので、合意に向かつての理解を双方

が進めるということでなければいけないとこう思っております。

医療職の専門性について、給与の体系を分けるということも意味はあると思いますが、

やっぱり全体のこの給与の受ける側の組織ということになりますと、なかなかそれもど

のように理解されるものであるか、我々のまだつかみがたいところもありますO 今後の

新しい 1年間でも期して、そのことを集中的に検討を進め、適切な方向を取っていくと

いう考え方で望みたいと、こう考えております。

0議長 (小山良悟君) 古賀俊昭君。

025番 (古賀俊昭君) 市長からでも助役からでも結構なんですが、私が話をしており

ます、提言しております、その医療職についてまず給料表の改定を行ったらどうかとい
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うことについては、検討に値するというふうにお考えなのか。やっぱり全体を一度に、

一挙に解決したいから具体的にそういう提言は組合にまだ行われていないのか、もう少

しはっきりとお答えいただきたいんですが。どうですか。

O議長(小山良悟君) 助役。

0助役(砂川雄一君) 職員の給与制度の問題につきましては、既に俸給表 1、いわゆ

る行政職の部分に関しては、係長相当職の問題が一つございますO 係長職のですね、問

題が一つございますし、今御指摘いただいております医療職の問題もございます。この

ような問題については、私どもは組合の方にも提起をして、私どもの考え方も示してお

ります。したがし、まして十分にその問題の所在を私どもも理解をしておりますので、鋭

意話し合いが詰まるように、私どもの方も努力してまいりたいというふうに考えていま

す。

0議長(小山良悟君) 古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) それはわかるんですが、まずそれでは医療職から手をつけよう

ということをお考えになることは、できないのかということを私お聞きしているんで、すO

0議長(小山良悟君) 助役。

0助役(砂川雄一君) そういう考え方も、私どもも当然、私どものこの考え方を進め

ていく上で一つの考慮、の範閤には当然入れています。

O議長(小山良悟君) 古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) 私は看護婦さんだけではなくて、先ほど申しました慢性的に不

足をしております助産婦，保健婦、こういった人たちについても、当然国家試験を受け

て、それなりの専門的な知識を持って仕事をしているわけですから、それに見合う評価

をきちんと行う。これはまず人を集め、採用してし、く、こちら側がまずやっておかなけ

ればならない前提条件であると思うんですね。しかしそれが日野の場合にはできていな

い。それでいたずらに定数外条例を設けたり、あちこちに人を出して、人集めというこ

とでまあ苦慮、をしておられる。こういった苦慮、を繰り返すならまずそういった工夫とい

いますか、みずから何かできることは何かということをもう少し詰めて、早急に手を打っ

ていただきたいと思うわけであります。

先般、日本看護協会という看護婦さんの組織がありますが、ここが200万人以上の署

名を集めて、准看護婦制度を廃止してもらいたいという、国会へ請願書を出しておりま

す。一時的に看護婦不足を補うために、戦後この准看護婦というシステムが導入をされ

ているわけですが、やはり正味 3年間の看護学校で学んだ医療専門職としての、看護婦
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さんの地位をきちんと確立をして、また十分な能力や経験、知識を持った人を医療現場

に派遣していくということからすれば、当然のことだと思います。

先般、新聞でも報道されましたが、准看護学校を卒業した若い看護婦さん、夢を抱い

て、そういった仕事にこれからっこうという人が医療現場で、胃潰蕩で入院している男

性に、牛乳を点滴して、それを血管にまあ牛乳を入れたわけですから、当然死亡に至っ

てしまったわけですが、ベッドに絶食という札が書いてあったから、牛乳を飲ませては

いけないと思って、血管から入れたというんですね。こういうことが現実に起きており

ますo

また生まれた直後の赤ちゃんを熱湯に入浴をさせて、これまた死亡させたという事件

がついこの間ありました。この人も准看護で病院で働いている生徒さんだったんですが、

ゴム手袋をしていたために、熱いかぬるいか、全くその温度の感覚がなかったというこ

とで、医療現場では非常にこういったいろいろな報告を聞いたり、我々が日常接するニュー

スを見聞きするだけでも、背筋が寒くなるような事件が起きているわけです。ですから

少しでもやはり安定をして、その職場になじみ、そして先ほどから申しておりますよう

に、意欲を持って働いていただく看護婦さんを安定して確保するということがどうして

も大切です。

直接は関係ありませんが、先般本会議で即決されました医療の市立病院での係争事件

について和解ができたということで、詳しい内容は私どももこの本会議場の報告を聞い

ただけでありますが、だれにどういう責任があったかということはわかりませんが、や

はり万全の態勢を持って市民や患者さんに対していく。相対していく、こういう姿勢を

ぜひ持っていただきたいと思うんです。そのためにもこの給与の面で市がきちんとそれ

なりの能力、資格を持った人を処遇してし、く。これは当然のことだと思うんです。この

ことをまずほかの職務給の導入が他の職員の人については、組合がいるからできないと

いうのであれば、まずこういった医療現場からでも始めていただきたい。こういうふう

に考えるわけです。単なる医師のお手伝いということではなくて、やはり医療の専門家

として市立病院の住事の一翼を担ってもらう 。そういった考え方が必要だと思いますO

看護婦さんだけには限らないと思いますが、 市に働く職員の皆さんがそれぞれ自分の力

に応じて、きちんと評価がされるような、そういった給与制度の是正に取り組んでいた

だきたいと思って、毎回この問題取り上げているわけですが、市長に最後にお尋ねをい

たしますが、市長は昭和61年に通し号俸制を廃止をするということを、改定計画の中で

明らかにしたということは何回も申し上げております。森田市長はいつまでにこの給与
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制度、通し号俸を職務給の給料表に改めるという目標を置いておられるか、具体的にい

つごろこの仕事を完成させたい、そのようにお考えになっているか、この点を最後にお

答えをいただきたい。以上です。

O議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 懸案にして、交渉の課題に供していることは、現状助役から

も答弁をしているとおりでありまして、いろいろ論議のまだ一致できない部分もありま

すし、努めていわゆる給与体系そのものと、それから御指摘の医療職に対する人材確保

ということも考えあわせ、先ほどお答えもいたしましたが、ここ 1年 ぐらいをめどに到

達できる努力をしてみたい、とこのように考えております。

0議長(小山良悟君) 古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) ここ 1年ぐらいという、今、市長のお話もありました。これを

市長はよく約束を守ってくれたと、私がこの場で市長とまたこの給与制度について議論

をする際、また質問をする際にそうした評価も私もぜひ市長に対してたまにはしたし、と

思っておりますので、ぜひ約束の実行をお願いしておきます。以上です。

O議長(小山良悟君) これをもって 1の1、今年も違法な給与制度「通し号俸制」の

是正を怠った市長の責任についての質問を終わります。

一般質問 1の2、市内小・中学校に連絡用のファクシ ミりを設置せよの通告質問者、

古賀俊昭君の質問を許しますO

025番(古賀俊昭君) 高度情報化社会と言われて久しいわけで、すO 我々になじみのな

かったパソコンやワーフロ、またファクシミリというものが、お茶の間にもどんどん進

出をして、子供たちも含めて、まあ家庭の必需品とまでは行きませんが、ビジネスに携

わるサラリーマ γゃOLの人にとっては、高度な情報機器も全く身近なものになってま

し、りましTこO

市議会では前の議会事務局長の時代に、昭和63年、 6月に全市議会議員の自宅に、ま

た事務所にファクシミリを設置をいたしました。それまでは市議会と各30人の議員との

連絡は、電話連絡や、郵便物等による通知、連絡で、まあ前近代的といっては何ですが、

まあ相変わらずの方法を取ってきたわけであります。しかしこのファクシミリの導入に

よって、そういったことは全く一変一新をいたしました。最初は説明書を片手に使い方

に難行苦行をいたしましたが、今ではどなたもこのファクシミリの便利さ、ありがたさ

というものを、当然のように享受しているわけであります。

この私の経験からいたしましでも、各市内の小・中学校と教育委員会との聞にも こう
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いったシステムを至急導入すべきではないかという、そういった結論に私なりに考えが

及びました。

聞くところによりますと、現在市内の小・中学校と教育委員会は、電話で連絡のやり

取りをしているということであります。継送電話という名称がついておりますが、教育

委員会から何校か代表校に電話を入れ、あとは昔からやっている電報ゲームじゃありま

せんが、同じ内容を伝え、相手はそれを復唱して次の人に回してし、く。こういう方法を

取っているそうであります。事故が起きたり、台風が接近をしたりするときなどに使わ

れているわけでありますが、早いときには30分前後で連絡が一周するそうでありますが、

たまたまうっかりした、連絡がつかないということで、何時間も時間が経過する場合も

あるそうであります。

そういったことを一挙に解決する方法がこのファクシミリの導入だというふうに思い

ます。間違いがない。速やかに文書が送達できる。こういったことを考えれば、早い、

確実ということを当然連絡の際にはだれしも考えるわけでありますので、そういったこ

とが無条件に達成できる、効果が期待できるこのファクシミリの導入をぜひ図っていた

だきたいというふうに考えるわけであります。

そこで具体的にお尋ねをいたしますが、私が申しましたとおり 、現在の各学校との連

絡は具体的にはどのような方法を取っておられるか、もう一度確認の意味でお尋ねをい

たします。またフ ァクシミリの導入については、市教育委員会としてどのように現在お

考えになっているか。私は速やかな導入が行われて当然だと思います。そういった立場

から 2点お尋ねをいたしますので、答弁をお願いいたしますo

0議長(小山良悟君) 古賀俊昭君の質問についての答弁を求めます。学校教育部長。

O学校教育部長(藤本享一君) お答えいたします。今質問者のおっしゃるとおり、情

報化の時代ということで、至るところにファ クシミリが普及しているところでございま

すO また小・申学校の校長先生方からもそういう要請が出ている状況でございます。今、

市役所では一般的に使うファクシミリが、庶務課にーっという状態でございましたが、

ことしから 3台ほどふえて各階に 1台ずつ置かれるようになりました。また他市の状況

では設置していないところがほとんどでございます。しかし今おっしゃるように、今現

在は電話の連絡、または交換便 1日かかりますけど、 翌 日になりますが、交換便と、こ

の二つを使って連絡を行ってるところでございますが、両親で言葉の話すことができな

い両方の御父兄が、両親が話せない人も最近出てきたりしていることがございます。こ

ういうようなことも考えあわせまして、 導入をしていくべきであるというふうには考え
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ております。

今現在私ども検討を始めていますが、中学校の電話回線が今 3本、小学校が 2本す'つ

とい うような状況の中で、これらをどのように使えるか、また別に設けなき ゃいけない

かというような ことも一応調べております。また機種も安いものは10万円か ら、高いも

のは100万円ほどの範聞があるわけですが、こういうものもどの程度のものがし、いかと

か、 現在調べております。いずれにしましでもこれらの ことに対して、できるだけ早く

導入できるように努力をしていきたいというふ うに思っております。

0議長(小山良悟君) 古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) これは別に対立がある問題ではないと思いますが、予算もそん

なには多額を要 しないんで、すねO 既存の電話回線が 1本でないと いうこと ももう はっき

りしておりますから、電話がまず各家庭にも引カ亙れている のと同じように小学校・中学

校の電話回線を使い、しかも機種もほどほどの ものであれば十分その用を足すと思いま

すので、そう いったこ とを考えれば、 さほど多額の予算は必要としなし、。というこ とで

あれば、 ぜひ来年度からでも実行 していただ きたいと思う んですが、教育委員会として

予算要求をしていかれる項目 にな っているのかど うかですね。その点、平成 3年度の予

算がつけられる可能性があるかどうか、そういった努力をぜひ していただ きたいと思っ

てお りますが、その点をお尋ねをいたします。

それから一つ我々は先にフ ァクシ ミリを使って、初めてわかったことであ りますが、

実際当初は余 りこれが役に立たなかったわけで、すO 機械に十分慣れていなかったという

こともまずあるわけですが、留守のまずお うちが多い。市議会の皆さ んは大変忙しい方

が多いようで、送ろうと思って事務局か ら文書を入れても、相手不在でこれが送達でき

ないということが再三繰り返しありました。

そこでF網というシステムを採用したんですね。 ファク シミリのFを取って、 F網、

Fの網と書 くんですが、これだと相手が留守でも、また夜間で、も、ファックスを送るこ

とができる。受信側はベルで起こされることもなく、自動的に機械から文書がおとなし

く出て くるだけなんですね。これを採用しまして初めてこの議会で導入したフ ァクシミ

りというのはその効果を十二分に発揮するようになりました。ですからせっかく導入さ

れる際には、我々 も使ってみて初めてこれがわかったわけですので、こういったことも

ぜひ参考にしていただきたいと思います。契約料は800円、何十万もするわけじゃあり

ませんし、それに付加する使用料というのも、 40枚まで送っても月額100円ということ

で、 多額のこれまた経費を必要とするものでもありませんO こういう F網の、 Fネッ ト
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の利点というものも私どもいやというほど今度わかりましたので、検討される際にはぜ

ひ参考にしていただきたいと思いますし、これだと一度に、同時に数カ所、最大100カ

所ヘファックスが送れるということで、大変便利なシステムであります。このこともあ

わせて申し上げておきたいと思いますが、現在検討中であるということを踏まえて、来

年度からの実施はどうなのか、その点についてだけ再答弁をお願いし、たしますO

0議長(小山良悟君) 学校教育部長。

0学校教育部長(藤本享一君) 現在、今おっしゃられましたようないろいろの機械の

ことについても、それから中学の方については先にどうかとかというようなことを今検

討している最中でございます。来年度即できるということは、ここでちょっと回答はで

きませんが、できるだけ努力したいと思います。

回線につきましてはそのままで、たしか費用がかかりませんO またこの使用料につき

ましでも電話の使用料でそのまま使えるということ。ただ若干電話よりもこの送る時間

がやや長くなるということで、若干それがふえるんじゃないかと。それからあとはペー

ノミ一代とし、いますか、印刷機の問題、それから一番のもとであります備品費が一番最初

の問題となります。これらのことを考えて、また結論を出していきたいというように思っ

ております。

0議長(小山良悟君) 古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) できるだけ一生懸命取り組んで、実現を図りたいという趣旨の

答弁で、私はそれを是といたします。平成元年度の決算でも、お金が 6億円日野の場合

には繰り越しで残る。積み重なった黒字はもう 150億ほど銀行にも残っているというこ

とで、教育委員会が独自の予算を持っていない。つまり市長部局の方にお願いをして、

予算をつけるということになるわけでありますので、そうし、った面の一ーまあ手続きは

あろうかと思いますが、お金がない、財政力の弱し、自治体じゃありません。先般の新聞

にも出ておりましたように、法人、市民税、ここで若干陰りは出ておりますが、それで

も日野の場合には全国で 5本の指に入る程度の潤沢な税収が日野の場合には確保されて

いるということですので、義務教育現場の教育環境を充実させるということで、決して

無理な予算要望ではないと思いますので、 市長の方の理解をお願いをしておきます。以

上です。

O議長(小山良悟君) これをもって 1の2、市内小・中学校に連絡用のファクシミリ

を設置せよの質問を終わります。

一般質問 1の3、職員海外研修に関する助役答弁の疑義についての通告質問者、古賀

A
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俊昭君の質問を許します。

025番(古賀俊昭君) ことし初めて職員の海外研修ということが、この日野市で実施

されました。この海外研修のやり方については、私は注文を しておきました。海外視察

の研修の結果が市政に生かせる、そういった観点からぜひ今後は実行してもらいたいと

いうことで、一般職員の人についても門戸を開くようにお願いを したわけです。このこ

とはきょうは特に議論はいたしませんが、部長さん方について海外視察をやっていただ

くということはもちろん結構ですが、やはり何かテーマを設けて、役職についてない方

でも、そういう意欲と能力があり、しかもこいつはぜひ海外の事情を学ばせてやろうと

いう人があれば、この海外視察の制度をぜひ生かして、ただ御苦労様でしたという形で、

職員の方に行っていただく褒賞的な意味じゃなくて、今後制度の面ではぜひ改めて市長

の方には取り組んでいただきたいと思うわけです。

先般武蔵野市の市長に会いまして、私の市では こと しから海外視察を始めたんですと

いうことで、日野市の内容を話しましたら、武蔵野の土屋市長は全く 日野とは違うんで

すね。もちろん部長さん方からも選ぶし、 課長さんから、それから係長さん、 一般の職

員の方からも選んで派遣をしているとい うこと です。まず行きたい人に手を挙げさせる

わけです。そしてどういう目的で行きたいか聞くわけで、すO そしてその研修の内容、ま

た市の行政目的、そういうものから照らし、その人の視察目的を是とすれば、大体10人

以内、まあ10人前後で実施するということで、もう何回もやっているそうです。そうい

うことが当然行われてもいし、んじゃないかと思うんで、すO

私はこういう目的で、例えば今、駐車場の問題、非常に議論になっておりますが、外

国では一体自治体は駐車場を経営したりするようなことはあるのだろうか。都市問題と

して、各自治体は駐車場問題をどういうふうに取り組んでいるか。こ ういうことも実際

に見てくることは必要だと思います。行ってやっぱりわかるということもあるわけであ

りますので、ぜひこの海外研修、市税を使って、税金を使って行くわけでありますので、

そういった考え方に基づく行政視察をぜひ実施していただきたいと、まあ思うわけです。

そのことはきょうは特にこれ以上は触れません。お願いをしておきます。

ことしの 8月15日から25日までの10日間、東欧諸国を幹部職員の方 3名が視察を行い

ました。このときの参加費用、この参加費用について当初募集をした段階では、このツ

アーを計画しております社会教育センターのパ γフレット等には、 55万7，000円と、ど

のパンフレットを見ても書かれております。ところが実際に支払った額は、 57万7，000

円、各自 2万円の開きがありますO トータル 3人ですから 6万円違ってきている。つま
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り増額になっているということで、その理由を私は助役にさきの議会でお尋ねをいたし

ましTこ。

そのとき助役は何とお答えになったかということがきょうのテーマであ ります。砂川

助役は私のこの聞に対して、このようにお答えになりました。読んでみます。 i海外研

修の問題で私が申し上げました金額との間に若干違いがあるということで御指摘がござ

いましたけれども、確かに初めの募集の基点では、55万7，000円でございました。とこ

ろが実際には、その後為替レートの変動、その他があったということで、 2万円の追加

が行われましたので、当初の負担金は57万7，000円という形で執行しております」 。こ

うお答えになったわけです。これは速記録ですので間違いがないと思います。

で、私はそのとき、為替レート の変動があった、なるほど、そういうことも あっ たの

かということで、それ以上は何も質問いたしませんでした。質問が終わってみますと、

よく考えてみました。為替 レートというのは、NHKのテレビでもそうですが、ほかの

民放でも円とドルの交換比率等は毎回、毎日変わっているわけです。この為替レートが

変わったごとに旅行費用を算出 して、旅行代金を決めるという ことになる と、これはい

つの時点でその為替レートを特定するか、ちょっと後になってふしぎな気がして きたん

です。その場では別に思わなかったんですけど、質問が終わってそういうふ うに感じ ま

した。

そこで私はどこにどなたに聞いていいかよくわかりませんので、いろいろ調べてみま

したら、旅行業をやっている民間団体のいわゆる業界団体と いうものがあります。 社団

法人日本旅行業協会、それから社団法人全国旅行業協会、こういうのがございます。 こ

この事務局の方に聞いてみました。そうしましたら、結論を先に申し上げますと、為替

レートの変更を理由に、旅行費用を増減するということはないというふうにおっしゃっ

たんで、すね。ああ、これはやっぱり私の素朴な疑問はやっぱり当たっていたなあと思い

まして、いろいろその根拠を聞いてみました。そうしましたら、旅行業法という法律が

あるということに行き着きました。昔は旅行斡旋業法と言ったんですが、昭和46年に旅

行業法というふうに改正をされており ます。これは旅行業を営む者の業務の適正な運営

を確保するとか、それからその組織する団体の適正な活動を促進する。旅行業に関する

取り引きの公正の維持、 旅行の安全の確保及び旅行者の利便の増進を図る、こう いう目

的でつくられている法律です。この法律に旅行業者はちゃんと資格者を置いて、旅行者

と、その旅行業を実施する人の間で、旅行業約款というものを結んで旅行に行くと いう

ことになっているという規定が ございました。
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ことし市議会、を代表して海外視察に行かれた方も、この契約を行って行っているわけ

です。この旅行業約款というものは、運輸省が定めました「標準旅行業約款Jというも

のがありまして、標準とありますが、全部旅行業者はこれに従って、各お庖の前に掲示

しであ るわけで、すO この中に旅行業者との卜 ラフ'ルが起き ないように、 いろんな定めが

書かれております。 i旅行代金の額の変更」とい うのが、この旅行業法の第12条に書か

れてお ります。これは読むと長くな るんですが、 簡単に申 し上げますと、変更をする場

合には、 運送機関などの運賃料金の増額により、 旅行代金を変更する場合、それは可能

だというんです。 しかもそれは旅行の開始の前、16日前までに旅行者に通知しなさいと、

そうしなければ増額はできなし、。こ うい うふうに書かれております。その理由というの

は、今申 しましたように交通機関の運賃の増減が起きたとき、その範囲でならばできま

すよとい うふ うに書かれており ます。つまりこの法律が根拠にな っており 、しかもその

旅行業の約款、これを根拠に考えれば、為替レー トの変動を理由に旅行代金、費用の変

更をするこ とは一一一これ以外はできないわけです。それはいけないんですよと いうこと

を教えていただいたんです。だか らよくその資格者がし、なければ旅行業者にはなれない

わけですが、その業者を登録する際、資格者を置 く際には、その資格者はいろんな試験

を受けるわけです。その試験問題なんかも よくこうい うのは出るそうです。だからこれ

は旅行業を営む人にと っては常識ですよというような ことも言われたわけです。

こういうことに私は結論が至ったわけですが、 ということになる と、助役が この 2万

円は為替 レー トの変動があったから、 増額をして相手に支払ったと いうこ とは、あって

はいけないし、払っても いけないし、 請求 して もいけないものに助役は応じたのか、そ

こがわか らなくなるわけです。この点にっし、て助役の方から一一担当の方がほかにいらっ

しゃれば結構ですが、私によく理解できる よう に、 市の職員の方が初めてやった海外視

察ですので、市民に疑念を持たれるような ことがあってはいけませんし、社会教育セ γ

ターのツアーに参加しておりますので、社会教育セ γターに何か疑いがかかってもいけ

ないわけですので、もう一度答弁の機会をここで、持っていただいて、改めての説明をお

願いいたします。

0議長(小山良悟君) 古賀俊昭君の質問についての答弁を求めます。助役。

0助役(砂川雄一君) 前回、 9月の議会のときに、この職員の海外研修の問題につい

て御質問がございまして、ただいま御指摘をいただきましたような答弁をしております。

それで確かに当初このツアーが企画をされましたときの経費は55万7，000円ということ

で、その後 1人頭 2万円の追加請求があって、その追加をしたということで、 まあ私の
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方で為替レートの変更によるということで、御説明を申し上げました。

今旅行業法との関係で、るる御説明を受けたわけですが、私どもの方ではその時点で、

本人の方に企画をしました業者の方から請求があって、その分についてまあ負担をした

ということで、こちらの方に連絡がございましたので、当時非常に円の為替レートの変

動が確かにあったということは、私どもも承知はしていたわけですが、そんなことで、

そうなるとそれが旅費とし、し、ますか、航空運賃その他に関係をしてくるんだろうという

ことで、それについては負担をするのが当然だということで、まあ負担をしましたので、

請求がその為替の変動によるということでございましたので、そのとおり私の方として

は説明をしたわけでございます。

それについて何か私どもの方で検討の不十分な点があったどうか、あったとすればま

た改めて検討してみないといけなくなるかもしれませんが、少なくともその時点では私

どもはそれについて疑問を持ちませんでした。

O議長(小山良悟君) 古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) 知らずに犯したということであれば、その間違いは、ある時は

過失として許されるかもわかりません。ただ旅行業者が聞に入っているわけですね。旅

行業者はこのことを知らないはずはないんですよO こういう知識がなければ、旅行業者

になることはできないわけです。だから潜りの業者とか、そういう資格者を置かない場

合にはこういうことが起こるかもわかりませんが、きちんと旅行業約款にも書かれてい

ることで、私が先ほど申し上げましたとおり、旅行業者でつくっている業界団体、社団

法人の日本旅行業協会、もう一つあるんですね。社団法人の全国旅行業協会。この事務

局の方のお話では、為替レートが変更になったから、運賃を変えるというのはちょっと

理解できないというお話です。詳しく文書を見なければ、何とも言えないけれども、し

かしそれは旅行業者はそういう理由で費用を増額するということは、法律にも触れるし、

あり得ないというふうにお話しなさっているんです。

ですからその辺のところを市の方にもまた十分な知識がなかったのかどうかわかりま

せん。初めて市が実施をした旅行視察ですので、そういった専門知識がなかったという

ことで許されるかもわかりませんが、法律はそうなっているんです。

そこでどういういきさつで市の方に請求 したかということをちょっと見てみますと、

助役は日野社会教育セ γター館長岩崎勝二さ んから来た請求書に従って、多分私は払っ

たんだろうと思うんです。この岩崎さんが詐欺をしたとも思わないんですが、この岩崎

さんの請求書というのを見ますと、確かに 6万円、 2万円 x3人分というととで、東欧

。。
八
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諸国研修負担金増額分(為替レート変更による)とはっきり書いてあります。と して、

上記のとおり請求する、として 6万円の金額が載っております。市長あてにこの文書は

ことしの 7月27日に来ております。 これを受けて、旅行業者の方に日野市は支払ったん

ではないかというふ うに推測されるわけですが、この請求書にもはっきり為替レート変

更によるというふうに書かれておりますので、素直な助役は、これをまさに素直に受け

取って、 「あ、 6万円足りないんだ、為替変動があったからその差額を払おうJという

ことで、お支払いになったのかもわかりませんが、先ほど申しましたとおり、交通機関

が公示している運賃、きちんと役所に届け出をするわけですから、その運賃に変更があっ

た場合には、金額の増減ができる。ふやす場合には、 16日前までに相手に、旅行者に通

知をしなさい。まあ減る場合には別に通知しなくてもし、し、というふうにな っております

が、そういう規定があるわけです。 これしかできないんですね。運賃の増額、減額。旅

行業約款はそうなっているわけで、す。今回の職員の視察についても、これは株式会社、

富士国際旅行社、社会教育センターが使っている取り扱い業者ですが、この旅行の条件

というところにも、これは同じことが書かれておりますO つまり運輸省が告示をしてお

る標準旅行業約款はそのまま、多少わかりやすく 表現は変えてありますが、同趣旨の内

容が書かれておりますO ですから為替レー トが変わったからということでもし 6万円を

市が払ったとすれば、これは支払いの必要のないお金を、市は出したということになる

わけで、すO

私はこの旅行費用のことについてお尋ねをするという ことで通告をしていたんですが、

特に旅行業法とか、こういった面の検討は助役や総務部長の方はなさらなかったのです

か。

0議長(小山良悟君)

O助役(砂川雄一君)

助役。

ただいま、御質問の中にもございましたように、 このツアーに

ついての募集のパンフレットの中の旅行条件というとこ ろにも、この旅行は1990年 3月

10日現在の基準で計算されていると、 当初、利用運輸機関の適用すべき運賃料金が増減

額されるときは、その範囲内で旅行代金は増減額するときがありますと明示をされてお

りましたので(1"だから運賃なんです」と呼ぶ者あり)それでその為替変動による云々

という形で、一応社会教育セ γターを経由して、 請求がございましたので、それについ

ては当然そういうことが起こると、これ臨時便でこの企画がされていると聞いておりま

したので、当然運賃に影響をしているんではないかというふ うに、私どもその時点では

判断をしたということでごございます。
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今、旅行業法を事前に検討したかということでございますが、大変申 Lわけないんで

すが、旅行業法についてはまだ検討しておりません。

0議長(小山良悟君) 古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) 私は推測や、また不確かな資料をもとにお聞きしているのでは

なくて、万が一私の今解釈していることや、表現している、お話ししていることに間違

いがないとは言えないんで、す。しかし少なくともこの旅行業の約款とか、それからその

解説書を見ますと、はっきりと為替レートの変動を理由に、旅行費用の変更は認められ

ないということで、これはこの資格を取る場合にはよく試験に出る問題だそうで、すO だ

から旅行業者がこれを知らずに、この為替が変わったから、変動が行われたから費用を

少し、不足分を補ってくださいということは、現実は考えられないことなんです。そう

いうように私は聞きました。ですから市の方でも、助役答弁ということでお聞きをする

ということを通告いたしておりましたし、職員課の方にもこの費用のことについてお聞

きをするからということで、お話をしていたんですが、そこまではお調べにならなかっ

たということですけど、今後どうなさるおつもりですか。

0議長(小山良悟君) 助役。

0助役(砂川雄一君) 私の方で、旅行期間が 1日、初めの公示されていた期間より短

縮をしたということで、その辺の事情についてお伺いがあるのかなというふうに私ども

で考えておりまして、ちょっと旅行業法云々について細かく検討することを、事前にし

ておりませんでした。しかしいずれにしましでもこの点については、今そういう御疑問

がある以上、私どもとしてもきちっと解明はしたいと今思っております。

予算の支出、その他につき ましては、私どもの方としては予算の範囲内ということで、

この海外研修の要綱は定めておるわけでございますが、この額について言いますと、 60

万円以内ということで、負担をするということで臨んでまいりました。今回の場合、そ

の2万円の問題がございましたけども、 55万、 60万円の範囲内で納まって、実際問題と

してはそのほかにもいろいろ渡航手続き料とか、送料とか、いろいろ本質的に個人で負

担しなければ、だれでも負担しなければならないような経費もございまして、実際には

オプショナルツアーとか、その他の個人負担分を別にしても60万円以上参加者の職員は

負担をしていたというようなこともござい ますO そういうような経緯でやってきている

わけですが、ただ今おっしゃられた当初ツアーを企画した側が、為替レートの変動を理

由に、増額をすることが困難だという御指摘でございますので、その点については私ど

も二っとも早急に解明してみたいというふうに考えています。
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0議長(小山良悟君) 古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) これは予算の範囲内に納まうたからいし、という問題 じゃないわ

けですよ。全然、それは全く別の話ですね。本来増額の根拠にならないこと を理由に、

しかも旅行業法や、旅行業約款に決め られてい る運賃や、それから公示されている輸送

機関の料金が変わった場合にのみ、 変更ができ る。 それ以外はできない。だからよく勘

違いされるのは、為替レートの変動というようなこ との理由があるけれども、それには

くれぐれも気をつけてくださいよという ことで、旅行業者になるための資格を受ける人

によく出る問題だということです。だから私も この点はほぼも う間違いないと、専門家

の方にも聞きましたし、 こういう 根拠 も教えていただきま したから、 ぜひ早急に調査を

していただきたいと思います。

先ほども申しましたとおり 、為替レー トの変更によると いうことを理由に挙げて社会

教育センターから森田市長に請求が来て、それに従って 2万円余計に払ったということ

ですので、金額の大小ではなくて、本来違法な形で請求されたものを、市が知らずにうっ

かり払ったのであれば、これは当然返還請求 しなければな りませんO まだ決算までは少

し時間がありますが、そんなに難しい問題 じゃない と思う んです。始めたばっ かりの視

察ですので、以後こういう一一 業者が全く私は悪い とは思いませんが、 うっ かりミスも

それは仕事の中にあるかもわかりま せんO どちらがうっ かり だったかわかりま せんが、

私の指摘はほぼ間違ってないという 自信を持ってきょうは取り上げておりますので、ぜ

ひ解明をお約束いただきましたので、 早い機会にきちんと市民の前に真相を説明して、

この問題に決着をつけていただきたいと思いま す。以上で終わ ります。

0議長(小山良悟君) これをもって 1の3、職員海外研修に関する助役答弁の疑義に

ついての質問を終わります。

一般質問2の 1、市民要求に応えた図書館行政をの通告質問者、米沢照男君の質問を

許します。

[30番議員登壇〕

030番(米沢照男君) 市民要求に応えた図書館行政をと題して、 一般質問を行います。

新設の百草図書館のオープンを報じた「赤旗」に対して、夏井議員から名指しの中傷

攻撃が行われましたので、一言反論をしておきます。

夏井議員の発言は、いろいろ言っておりますけれども、 要するに日本共産党と「赤旗」

はつくったうそまでついて攻撃をしている、まあこうい う発言であります。聞き捨てな

らない発言でありますので、この機会にはっきりと反論をしておきたいと思います。私
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は事実経過を簡単に振り返って確認しながら、うそではないということを明らかにして

おきたいと思います。

まず、このビラでありますが、 「東京新聞Jvこ報道されたその日に私が手書きで作成

したビラであります。つまり翌日 17日に配布したビラであります。ここではこういうふ

うに私は書きました。 1新設の百草図書館を日曜休館においこんだ自・公などへ市民か

ら怒りの声 職員の適正配置を妨害」こういう見出しであります。内容を簡単ですので

紹介しておきます。これは事実経過に基づいての内容であります。もちろん「赤旗」の

報道もそうであります。 126日『東京新聞』に、 11月16日からオープンする『市立百草

図書館』が職員不足のため、利用者が平日の 3倍もある日曜日は休館しなければならな

い、と報じられました。

市民本位の民主的な施策をすすめる為に、職員の適正配置は必要不可欠な条件です。

多数を頼んで“職員の適正配置"を否決した自民・公明などの議員にたいして「市民の

願いを踏みにじったj と強い怒りの声が拡がっています。

3月定例市議会で、森田市長は百草図書館の司書や幼稚園教諭、保健センターの理学

療法士や市立病院の看護婦、さらに学校給食調理員など38名の職員の適正配置(増員)

を提案しましたが、自民党・公明党などの議員が否決。森田市長の公約実現にむけての

実績づくりはさせない、と露骨な妨害に出てきたものです。

市民の切実な要求に応えて、積極的に市民のいのちとくらしを守る施策を進めるため

の“職員の適正配置"にあえて反対した自民・公明などの各派議員に、これからの市政

を語る資格があるでしょうか?

日野市の職員数は、 38名を加えても、三多摩26市中少ない方から 9番目という人員で、

行政水準の向上に内部努力が続けられてきました。

市民の要求と期待に応えて設置された新設図書館が、駅前という便利な所にありなが

ら、職員不足から“平日しか開館できない '市民不在の状態に追い込んだ自民・公明な

どの議員らの責任は重大です。(1自民・公明だけじゃないじゃないか」と呼ぶ者あり)

市民サービス向上に全力 日本共産党市議団は、市民本位の民主的な施策の前進と市

民サービス向上めざして、みなさんとともに運動を進めながら全力をつくす決意ですJ

というのが、とのビラの内容であります。

さらにさかのぼって言えば、 3月議会が終わった直後、これは 4月号ですけども、議

員団ニュースでも、その結果、経過が市民の前に明らかにされてきたところであります。

それでは 3月議会、この定数条例の一部改正が、本会議の場ではどうだったのかとい
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うことを簡単に触れておきたいと思います。まず総務委員長の谷議員から、議案第 6号

日野市職員定数条例の一部を改正する条例の委員会の審査報告がされてお ります。そし

てるる報告をされ、採決の結果は原案に対して賛成少数でございました。少数により、

原案は否決すべきものと決しましたので、よろしく御審議のほどをお願し、し、たします。

そしてその後賛成意見として福島議員と竹ノ上議員が発言をしております。そこで竹ノ

上議員は、この38名の職員定数条例の一部改正の内容がどういうものかを簡単に触れて

おります。竹ノ上議員はこういうように言っております。 138名という数字になってい

るわけでございますO その中身を全部は例を挙げませんけれども、 一部具体的に列記し

たいと思います。例えば三中の学校給食開始、これは給食調理員という 専門職が 2名増

員しなければならない。これは差し迫った課題で、ござい ます。また百草園図書館開設、

ここに司書を2名配置するとい う人員増の提案でございます。また市立病院においては、

夜間の看護婦の勤務条件の今の大変な厳 しさ、 これを今厚生省が指導 してい る水準に取

り戻す。しかも入院患者、外来患者に行き届いた看護ができ る。そのために最低な看護

婦さんの増員要求となっております。」 以下、幼稚園の教諭や生活・保健セソターへの

職員の配置、公民館、博物館などなどの職員の適正配置がこの議案の内容として触れら

れているわけであります。そしてこういうふうに委員会の状況が簡潔に触れられており

ますo

「本日休憩がございまして、休憩の前は継続 3名、可決 1名、 否決の方 3名というあ

んぱいでございましたが、休憩後否決がふえまして、総務委員長報告のとおりになった

わけでございます。」私はこの場であえて総務委員会の中での、どの議員が否決に回っ

たかは触れないでおきたいと思います。つまり 3月の議会の最終日で、多数をもって否

決をされた。これは事実でありますし、そのことが改めて10月26日の「東京新聞」に報

道され、 「赤旗」でも報道をされたわけであります。こういう事実経過があった。した

がって「東京新聞」も「赤旗」の報道もうそではないということをはっきりさせておき

たいと思います。 (1そのとおり」と呼ぶ者あり)提案された議案に対して、市民の信

託にこたえる立場、市民の要求と期待に こたえる立場から、みずからの判断で態度を決

定する、賛成、反対のそれぞれの立場から、相手を事実に基づいて批判をしながら、み

ずか らの主張を押し出してし、く 。これは当然であります。これこそ議会制民主主義、民

主的政治を進める原点であろうと確信をいたしております。このことで一言反論をして

おきます。

具体的な質問に入ります。市民要求にこたえた図書館行政と題して、以下質問をいた
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します。社会教育、平成元年度事業総覧に、日野市の図書館行政について触れられてお

ります。 I日野市立図書館は、日野市民の図書館であり、市民の図書、その他の資料に

対する要求を公的に保障する機関で、健康保険制度が体の健康における社会保障である

ように、精神や教養の面での社会保障が図書館であるということができます。さらに市

立図書館は、市民がどこに住んでいても、図書館サービスが受けられるよう、全域にわ

たるサービス網を形成しておりますJということで、積極的に日野市の図書館行政が、

進められていることがここでも触れられております。

かなり制約された職員数のもとで、最大限条件を生かして取り組まれている日野市の

図書館行政、その前進を大いに評価をし、その労苦を多としたいと思うわけであります

けれども、最初に質問する点は、現在の日野市の図書館行政は、全国的に見て、どうい

う評価ができるのか。近隣市との比較ではどうかという点、 1点伺っておきたいと思い

ますO この社会教育の小冊子の資料によりますと、登録者 1人当たりの貸し出し冊数、

それから市民 1人当たりの貸し出し冊数が年々少しずつ数値として下がってきておりま

す。この点についての日野市の図書館行政が、客観的に見てどういう評価がされるであ

ろうか。当事者としてどのように認識されているかを 1点伺いたいと思います。

それから 2点目は平山図書館が依然として午後からの開館になっております。前々か

ら午前中からの開館が求められているわけでありますけれども、これについての今後の

取り組みはいかがでしょうか。伺いたいと思います。

それから 3点目は新設の百草図書館の日曜開館、午前中の開館など、市民の要求にど

うこたえていくのか、せっかく開設された図書館が日曜日はだめ、午前中はだめという

ような状況は放置しておけない重要な問題であります。それに向けての具体的な取り組

みが企画されていましたら、御回答いただきたいと思います。

それから 4点目は今後の地域図書館の増設計画、この時点でどういう構想、が示される

か、でき得る範囲で結構ですけれども、お答えいただきたいと思います。

それから 5点目、これも過去から何人かの議員も発言をし、市民からも要求が出され

ております、夜間の図書館の開館でありますO これも要求としては非常に強いものがあ

りますO 職員の配置等考えますと、これも一朝一夕にはいかない課題であろうかと思い

ますけれども、しかしいつまでも困難を先に立てて、実施を先送りするということもで

きない課題ではないかと思います。この点についても、今日の時点で示し得る計画なり

企画なりありましたら、お答えをいただきたいと思いますO 以上5点質問をいたします。

O議長(小山良悟君) 米沢照男君の質問についての答弁を求めます。社会教育部長。
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0社会教育部長(坂本金雄君) ただいまの 5点の御質問に順次お答えをさせていただ

きたいと思います。

第 1点目の日野市立図書館の全国的な評価でございますけれど'も、昭和40年に日野の

図書館が開設をされました。その開設以来一貫いたしまして、全国の市町村立図書館の

あり方の方向性と申しましょうか、行き方の一つの模範となっております。すなわちと

の図書館におきます活動と申しますのは、中央館、分館、そして御質問の中にもござい

ましたように、移動図書館が有機的に結ぼれております。市内のどこに住んでいても、

図書館サービスが受けられる。とういうサービスシステムとして運営されてまいりまし

た。こ の点が全国的に大変大きく評価をされている点でございます。

図書館におきましては、資料の提供、貸し出し事務でございますが、提供でございま

すとか、そのほかの図書館サービスにつきまして、貸し出 しサービスの中に移動図書館

車方式というのを取りまして、最初に中央館を市の真ん中にドンと建てるのではなくて、

移動図書館車に よりまして市内全域 くまなくこ の貸し出しサービスをやってし、く 。そう

いった基本的なサービスをもとに行ってまいりました。こ の結果貸し出し冊数に限って

申し上げますと、当時の図書館の常識を破るような非常に多くの貸し出し冊数があった

のでございます。その後に移動図書館車の後に分館設置、それから中央館開館、こうい

うような段階を踏みまして、市図書館のシステムの充実に努めてまいりました。

現在この貸し出し冊数とか、それからそのほか数字の上で比較できるようなものにつ

いて、貸し出し冊数というのがございますけれど、この貸し出し冊数などを見てみます

と、全国でトップというところには行ってお りませんけれども、全体的には上位の実績

を残しております。全国で図書館行政と申しますと、日野へ行ってまず見てみようと、

そういう方が多くやってまいりまして、特に市政図書室の運営につきましては、全国の

図書館でも余り例のないユニークな運営である、このような評価もございます。

それから 2番目の近隣図書館との比較でございますけれども、現在東京都すべての市

区町村に図書館が設置されておりますO それぞれ各自治体とも活発な運営がされており

ます。特に市町村の図書館につきましては、それぞれ独自の活動のほかに都立の図書館

とか、あるいはほかの自治体との図書館との連携を図りながら、 その活動を盛んにして

おるところでございますO ただし単純にこう数を比較するとい うことにな りますと、人

口規模、予算規模、あるいは地理的な条件、施設の配置、そういったようなサービス内

容などが、それぞれ異なっておりますので、一概に比較はできないのでございますけれ

ども、日野市と人口規模がそれほど違わなし、小平市、あるいは三鷹市などと比べてみま
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しても、余り大きな差がない。ただし全体の水準から申し上げると、日野の水準は大変

高い水準になっている。このように申し上げて問題はないかと思います。

なお現在図書館長の会がございまして、この館長会で図書館実績を数字でこう比較で

きるような方法はないだろうか。統計データについてどういう条件のもとで比較をすれ

ば客観的な比較ができるか、まあそういうことについて検討を加えているそうでござい

ます。例えば登録者の数でございますと、毎年登録者のカードの枚数でもって、簡単に

数が出ますけれども、この登録者の数を 1年限りでまたゼロに戻して翌年始めるところ

と、そうでなくて、そのまま続けてしまうようなところもあって、なかなかこう一概に

比較はできないというような現状もございますO ただし先ほど申し上げましたとおり、

決して低い水準ではなくて、高い水準が維持できている。このようにお答えを申し上げ

ておきたいと思います。

それから平山と百草の時間の問題でございます。平山図書館の午前中の開館、それか

ら新設されました百草図書館の日曜の開館、それから午前中の開館、こういった市民要

求がございますけれども、この市民要求をどのように実現するかというお答えを二つま

とめてお答えをさせていただきたいと思います。

御質問の中にもございましたように、百草の図書館の開館時間は午後 1時から 5時で

ございます。また平山図書館は土曜日と月曜日、それから百草の図書館については日曜

日と月曜日、休館をしておりまして、週 5日の開館でございます。また第 5点目の御質

問と関係してまいりますけれども、夜間の開館はいずれの図書館も実施していないのが、

現状でございます。市民からの要望も大変強いものがございますので、この時間の延長

という問題、それから休館日を少なくするという問題、これは今後の図書館運営の大き

な課題となっております。現在、日野市立図書館につきましては、職員が館長以下40名

おります。定数上は41名でございますが、 1名欠員でございまして、現在40名。それに

開館時間に対応いたしまして、嘱託職員を雇用しておりますO これらの正規職員と嘱託

職員、この組み合わせによりまして、中央館、八つの分館、 2台の移動図書館車、これ

らの手段を通じまして、図書館サービスを行っているわけでございますO

サービス業務は個人貸し出し、団体貸し出し、それからリクエストサービスなどござ

いますが、年間の個人の貸し出し冊数は、元年度におきまして84万冊余でございまして、

延べ利用者は26万7，004人を数えております。それから団体貸し出しにつきましては100

の団体に約 4万冊のサービスをしております。 リクエストサービスが 2万5，000件、そ

のほかレファレンス処理件数は4，600件ほどございました。これらのサービスのほかに、
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障害者サービス、あるいは学校訪問、お話し会など、児童向けのサービスも行っており

ます。

先ほども申し上げましたけれども、市内すべての図書館が一つのシステムとして、効

率よく機能するように事務の統一化、省力化に努めてまいりますことは、時間の延長、

休館日の数を減らす。あるい夜間の開館をするということで、まず第一に取り上げなけ

ればならない視点でございます。職員の配置にしましても、カウ γター業務、このカウ

ンター業務につきましては、ローテーションを組むな どしております。あちらの分館で

急に休みが出た場合には中央館から職員を派遣すると いうような方法を取りまして、弾

力的に現行の態勢で努めておりますけれども、 今以上に時間をふやす、あるいは休館日

を減らす、こういう方法で考えるには、 どうしても現在の態勢がぎりぎりの対応となっ

ておりますので、人員をふやすという問題が出てまいります。この問題につきましては、

大変難しい問題でございまして、 具体的にいつから夜間開館ができるのか、それから休

館の日数を減らすのか、こういうようなことについては具体的にいつからということは、

今の場合ちょっと申し上げられませんが、全般的な図書館業務の見直し、それから職員

配置等検討の上、御質問の趣旨に沿う方向で努力したいと考えております。

この業務の見直しでございますけれども、具体的にそれじゃどんなところを見ていく

のか、こういうことになります。まずーっは団体貸し出し、これについてもう一度見直

しをしてみたいと思います。それから二つ目については、百草の図書館ができまして、

あの地域にとめておりました百草・ 落川地域の移動図書館車の駐車場が、 6カ所ほど減

るわけでございますけれども、こういう 事実と、それから移動図書館車全般の問題につ

いて、現在のレベルを落とさない方向で、職員配置を検討してまいりたいと思います。

平山の図書館、それから百草の図書館、夜間の図書館開館、これについてまとめてお答

えを申し上げました。

それから今後の地域図書館の増設計画でございますけれども、今のところ具体的な分

館設置の計画はございませんO しかしなが ら現在の図書館のシステムの中で、もう十分

である、こういうような考えは取っておりま せん。で、今後の施設計画といたしまして

は、分館設置の請願が採択されている地域、それから昭和60年度の図書館調査結果とい

う結果がございますけれども、この二つの事柄を念頭に置きながら、現在の図書館の配

置及びその規模などを検討して、より効率的な図書館サービス網の充実に努めたいと考

えております。全市的な地域の文化施設、地域コミュニティー施設、そういった構想、な

どとの整合性を図りながら、施設計画を検討してまいりたいと存じておりますO 以上で
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す。

0議長(小山良悟君)

030番(米沢照男君)

米沢照男君。

再質問をいたします。これは職員の配置など一一部長だけでは

ちょっと答弁し切れないところも感じられます。再質問で市長の方からも答弁があれば

いただきたいと思いますが、今の答弁で午前中の開館、あるいは日曜日の開館、つまり

休館日を減らすという、それから時聞を延長するなど、いずれも現在の職員配置ではギ

リギリという状況が今答弁で明らかにされましたけれども、しかし業務の見直しという

ことで、一つは団体の貸し出しについて検討をするということ、二つには百草・落川地

域などで、百草の図書館の開設に伴って、移動図書館の駐車場所といいますか、 6カ所が

減るということから来る職員の配置の検討、二つの見直しが示されましたけれども、そ

れだけではちょっと市民の期待、市民の要求にはこたえ切れないのではないかというの

を私は率直に思うんですが、その点はいかがでしょうか。必ずしも一ーもちろん正職員

による配置が理想ではありますけれども、それに補ういろいろなやり方は検討できるだ

ろうと思うんですが、その点はいかがでしょうか。再質問いたします。

0議長(小山良悟君) 社会教育部長。

0社会教育部長(坂本金雄君) 再質問にお答えいたします。

見直しの具体的な観点といたしまして二つほど挙げさせていただきましたけれども、

この見直しで、果たしてどの程度の余力が生み出せるか、その余力については、余り大き

いものではないのではないか、このように考えております。一挙に 5時の閉館を 7時ま

でとか、 8時までとか、 2時間も 3時間も延長できるようなものが極めて難しいと思っ

ております。せいぜい 1時間程度の延長に終わるのではないかと思っておりますけれど

も、まあこのサービスの充実については、段階的に一段一段、こうステップを上ってい

くことが大事でございますので、最初は小さな効果しか生まれなくても、ただいま申し

上げたような点で見直しをして、市民要望に沿う方法につなげてまいりたいと思ってお

ります。

0議長(小山良悟君) 米沢照男君。

030番(米沢照男君) 市長から一言御答弁あればいただきたいと思いますO

0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 現状この職員の定数枠ということが一番の考慮、の範囲という

ことになってまいりますなど、これから一一まあかねて我々の庁内の行政改革というこ

とに当たるわけでありますが、委託をして、外に出して、職員を配置転換を行う。その
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具体的な例といたしましては、例えば多摩平の支所のこの本庁統合でありますとか、下

水道処理場の委託でありますとか、いろいろ工夫をしながら、定数枠の与えられた条件

の中で、しかも可能なサービスを充実をしていくという考え方も大切だと思っておりま

す。議会の定数枠の議論ということも当然理解するわけでありますし、内部努力もしな

ければならない、こういうことが大切な要素でもあるというふうに考えてお ります。

それでこれからいわゆる余暇時代という社会教育的サービスが、極めて市民要求に高

まってくるものと考えられますので、図書館行政におきましでも充実をより図ることに

あわせ、例えばまあ日野市の特色と、図書館行政の特色と言われております市政図書室

等につきましては、今後日野市公文書館とい うような考え方を持って、場所の新設拡大

を図る必要があろう、とこのようにも考えております。

地域図書館につきましては、これからできるだけサービスを一一 住民の利用される側

の方の立場も考えますが、また一方に行政サービスの一つの地域社会としての限度もあ

るということもありますので、お互いの市民自治の中で、知恵を出し合って、そして解

決を図っていくべき重要な時期に来ていると、こんなふうにも考えております。

しかし物理的な意味もありますから、人なしでサービスができるということも成り立

ちませんから、やっぱり必要な人は積極的に設置するということが、問題解決の重要な

順序であることは間違いないと考えております。

0議長(小山良悟君) 米沢照男君。

030番(米沢照男君) 最後に要望意見を申し上げて、この質問を終わりたいと思いま

すo

せっかく待ちに待った百草の図書館、開館されてみれば午後だけの開館、そして日曜

日は閉館、こういう状態でがっかりしたという声を直接耳にしました。こういう状況で

は、本当に待ちに待った図書館の開館という点で、私たちの要求にこたえたものになっ

てないということで、既に署名運動が始まっているやに聞いております。積極的に市民

運動にこたえる、そういう立場から、今るる部長、市長からも答弁ありました。さらに

市民本位の民主的な図書館行政を積極的に進めていくという立場から、鋭意、検討、努力

されるように強く要望して、この質問を終わります。

0議長(小山良悟君) これをもって 2の 1、市民要求に応えた図書館行政をの質問を

終わります。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異

議ありませんか。
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( 1"異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたしますO

午前11時47分休憩

午後 1時 9分再開

0副議長(福島敏雄君) 休憩前に引き続き会議を聞きます。

午後、議長所用のため、私副議長がその任を務めます。特段の御協力をお願いし、たし

ます。

一般質問 2の2、教育における父母負担の軽減についての通告質問者、米沢照、男君の

質問を許します。

(30番議員登壇〕

030番(米沢照男君) 教育における父母負担の軽減について質問をいたします。

この問題については、私は56年 9月と12月議会で一般質問を行ってまいりました。ひ

さしぶりにまた質問をさせていただきます。

義務教育における授業料以外の教育費の父母負担が相当な額に達しております。文部

省による昭和63年度、保護者が支出した教育費調査では、小学校の場合年間18万8，262

円、中学校の場合23万2，430円となっております。

御承知のように憲法では、国民の教育権を明確に保障しています。第26条で「①すべ

て国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利

を有する。②すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育

を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする」と明記されています。さら

に教育基本法第 3条では憲法のこの規定を受けて「すべての国民は、ひとしく、その能

力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならないのであって、人種、信条、性

別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。②国及び地方公

共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学困難な者に対して、奨

学の方法を講じなければならなし、。」と定めております。義務教育における保護者負担

が年々増大する中で、事実上経済的理由による教育の差別がますます拡大きているだけ

に、教育基本法第 3条の規定は、とりわけ重要な意義を持つものとなっております。私

のきょうの質問は、移動教室、修学旅行への補助金に絞って行いたいと思います。

最初に小・中学校の移動教室、修学旅行の実施状況、そしてそれに伴うそれぞれの父

母負担の現状はどうなっているのか、 1点お伺いをいたします。

さらに 2点目として移動教室、修学旅行に対する補助に関して、これまでの経過につ
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いて確認する意味合いで、お尋ねをいたします。昭和54年度から小学校 5年の移動教室、

中学校 2年の移動教室の補助金が打ち切られております。そして56年度まで小学校、中

学校の移動教室、修学旅行に対する補助金は、ともに2，500円でありました。その後57

年度では小学校4，000円、中学校8，000円と大幅に増額をされておりますO しかしその後

の経過をたどってみますと59年度は、小学校4，500円、中学校9，000円、平成元年は小学

校4，500円、中学校9，500円、平成 2年で小学校4，500円、中学校 1万円。こういう一一

年度をたどってみますと、推移をいたしております。つまり57年度から今日までわずか

小学校の場合500円のアップにとどまっている。中学校は8，000円から 1万円ということ

で、 2，000円のアップであります。それぞれ年度を追って補助金の額を今お示ししまし

たけれども、間違いがあれば御指摘いただきたいと思います。

それから 3点目の質問は、こういう各年度の移動教室、並びに修学旅行に対する補助

金の推移があるわけでありますけれども、来年度予算でこの補助金を増額できないかど

うか。これから予算の編成作業が進められるわけでありますけれども、この点について

お答えをいただきたいと思います。以上とりあえず 3点お伺いをいたします。

0副議長(福島敏雄君) 米沢照男君の質問についての答弁を求めます。学校教育部長。

O学校教育部長(藤本車ー君) ただいまの 3点の質問にお答えいたします。

小学校、中学校の移動教室、並びに修学旅行の実施状況でございますが、小学校の 5

年生の移動教室につきましては、市内20校がそれぞれ独自に計画して実施しているとこ

ろです。平成元年度につきましては三浦半島が15校、箱根、真鶴が 2校、静岡県美保が

2校、千葉県勝浦が 1校と、こういうような状況で 1泊 2日で実施しております。

小学校 6年生のお尋ねのこの日光移動教室でございますが、これは20校が連合で実施

して、 4班に分かれて 2泊 3日で行っています。

中学校の移動教室につきましては小学校と同様、各校のそれぞれの場所で日程等を決

めて実施しておるところでございますが、内容もスキー場とか富士山麓とか、夢科高原

等さまざまでございます。中学 3年の修学旅行は、 8校全校が京都、奈良方面へ 2泊 3

日で実施しているところでございます。

5年生の移動教室については 1人、 9，000円から 1万8，000円かか りますが、これは全

額父母の負担となっております。日光の移動教室につきましては、約、 1人が 2万3，00

O円ほどかかりますが、 1人当たり今おっしゃられましたよう に5，000円の補助を行って

いるところでございます。

中学生の移動教室につきましては、補助は行っていませんO 修学旅行の方に 1人経費
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が4万5，000円から 5万円ぐらいかかっておりますが、 1人 1万円の補助をしているの

が現状でございます。

これらの補助金が過去どのように推移してきたかということでございますが、既におっ

しゃられましたように57年で小学校の日光移動の方が4，000円、それで中学の方が8，000

円。それから 3年目の59年に 6年生の方につきましては500円上がって、 4，500円です・うっ

と63年まで来ておりますO 平成元年、 2年が500円上がって、 5，000円ずっという経緯で

はございます。

それから中学の方につきましては、 8，000円からスタートいたしまして、 59年で1，000

円アップして9，000円、それがやはりずうっと続きまして、 63年で500円アップしまして、

昨年まで9，500円、そして平成 2年から 1万円と、こういう推移で来ております。

それから来年度の予算で補助金が増額できないかという御質問でございますが、今予

算編成の時期で私ども財政当局といろいろヒアリングをしたり、お願いをしたりしてい

るところでございます。ここ 2年ほどアップがしてないという状況を踏まえて、中学の

方へ重，点を置きまして、何とか増額できないかというようなことで、検討を進めている

ところでございます。

0副議長(福島敏雄君) 米沢照男君。

030番(米沢照男君) 再質問をいたします。

予算の編成という点ではこの後の答弁は企画財政部長にちょっとお尋ねするようにな

るかと思います。今答弁がありましたように、小学校の 5年、 1泊 2日の移動教室は全

額父母負担になっている。それから 6年については 2万3，000円が経費としてかかって

いますけども、これが5，000円の補助金ということで、保護者負担もそれぞれ相当な額

になっています。中学校もさらに額が、支出が大きいだけに、相当な負担になっており

ます。そこでお伺いしたいと思いますが、それぞれ違ったあれこれの施策について、毎

年補助金が支出されています。それぞれの事業の内容はもちろん違うわけでありますが、

それぞれ物価の上昇等、経済的な変動、推移に合わせた形で増額が図られています。私

が疑問に思うのは、特に冒頭触れましたように、本来義務教育は無償とするという国の

責任で負担すべきものが、実際はそうではなく て、地方自治体や、あるいは直接に保護

者に負担がより多くかかってきているという実態があります。そこで自治体として可能

な限り、保護者負担を軽減しようということから、あれこれの施策が取られてきている

わけですが、あれこれある各種補助金の支出の中で、私は特にこの義務教育での保護者

の負担に対しては、とりわけカを入れて助成をしていく必要があるんではなし、かという
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ふうに思っておりますo

ところがこれから申し上げますが、あれこれの補助金の各年度の推移と比較して、余

りにも小・中学校の移動教室、あるいは修学旅行に対する助成というのが、ほかとの比

較ではちょっと力の入れ方が弱いのではないかというふうに感じております。幾つか挙

げつらえばキリがありませんが、幾つか比較する意味で挙げてみたいと思います。 例え

ば私立幼稚園に対する補助金、 57年度は 3歳児に対してわずか1，000円でありましたが、

平成 2年度では 6倍の6，000円になっております。それから 4歳児、 5歳児に対して57

年度は4，000円の補助金でありました。今日では倍の8，000円になっております。

それぞれ団体などの事業でもそうですけれども、例えば農業祭りなどに対する補助金

は、 57年度は80万が今日では230万O 商工会も700万から1，000万。産業祭り 80万から230

万ということで、それぞれ物価の変動等に比例した形で必要な増額を行っております。

先ほど触れましたように小学校、中学校の移動教室、修学旅行に対する補助金も若干

アップはされておりますけれども、ほかの各種補助金の増額との比較では、ちょっと力

の入れ方が弱し、かなあというふうに思うんです。私は前に、つまり 56年の 9月、 12月の

議会、 9月の一般質問で時間切れで終わりましたので、続けて12月でも取 り上げたわけ

ですが、そのときには近隣市の状況など、かなり詳しい資料を整えて、質問をいたしま

した。そこでも強調しましたけれども、もう少し教育委員会もそう でありますし、財政

当局も目的意識的に、そして実情に沿った形で、補助金の増額を図る必要があるんじゃ

ないか、こういうふうに過去に指摘してきた経過があります。それにこたえて、先ほど

紹介しましたように大幅にアップされた一時期がありました。その後がちょっと増額の

テンポが落ちている現状があります。この辺について企画財政部長として、どのように

御意見をお持ちなのか伺いたいと思います。積極的にひとつ目を向けて、実情を踏まえ

て増額を図ってほしいというふうに私は思っておりますが、お答えをいただきたいと思

いますO

0議長(小山良悟君) 企画財政部長。

0企画財政部長(長谷川暢男君) お答えしたいと思います。

今、補助金の幾つかの事例を挙げて57年以降、平成 2年の今日までの状況、それに関

連して義務教育に関する保護者負担との内容の質問でございます。平成 3年度の予算編

成期に当たって、現状既に各部署の要求は、財政の方にすべて提出されております。現

在その精査をしている事務的な状況でございます。今、質問の要旨の中にありましたと

おり、確かにいろんな補助金等の増額もなされた部分があるわけでございますが、これ
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は絶対的な財政フレームの中で、やはりより有効に予算編成に当たるという原則論に立っ

て編成をしているわけでございます。御指摘の部分の、質問者からの意見は十分理解で

きるところでございますが、我々も平成 3年度の当初予算の編成に当たって、このよう

な面、部署の要求の内容を把握しながら、できるだけ積極的な努力と、また最終の査定

を理事者との相談の中に詰めていきたいというふうに、現在考えております。以上でご

ざいます。

0副議長(福島敏雄君)

030番(米沢照男君)

0副議長(福島敏雄君)

米沢照男君。

同じことで市長から答弁をいただきたいと思います。

市長。

0市長(森田喜美男君) 教育における父母負担の軽減は、一時努力をし、それを継続

する形で今日に及んでおりますが、また社会情勢の変化もありますので、十分真剣な討

議をしてみたいという考えでおります。

家庭側の世論ということもありますし、それをよく把握をした教育委員会の資料等の

精査ということも大切だと思っておりますし、理念といたしまして、なるべく差別のな

い、子供が平等に勉強のできる条件整備は、これは当然のことでもございますので、課

題として十分状況判断を的確にしたい、こう考えております。

0副議長(福島敏雄君) 米沢照男君。

最後に要望、意見を申し上げて、この質問を終わりたいと思い030番(米沢照男君)

ます。

御承知のように私費負担の軽減ということで、市としてこれまで修学旅行、あるいは

移動教室に対する助成、補助だけではなくて、入学祝い品とか、卒業記念品、あるいは

通学費補助、給食に対する一定の補助などなど、努力をしてきているわけでありますけ

れども、前にも私は指摘をいたしました。地方財政危機に見舞われた当時、あれこれを

見直しをするということで、財政的な対策ということで、幾つかの施策が打ち切られた

りしてまいりましたO その後、財政的な若干の好転の中で、補助金の増額も図られてき

たわけでありますけれども、先ほど指摘したように各種補助金の年度別の推移を見まし

ても、それぞれ物価の変動、経済動向に沿った形で必要な増額が図られてきております。

小・中学校の移動教室、修学旅行へも、そういう立場からの見直し、是正が行われては

きておりますが、比較してみて増額率とし巾、ますか、という点ではちょっとテンポが遅

い。結果的に少し力が抜けていたやに受け取らざるを得ませんO そういう点では先ほど

触れましたように、年々、交通費等物価の上昇によって、保護者の負担が相当多額なも
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のになってきております。これは単にこの修学旅行、あるいは移動教室の負担増だけで

はありませんO 冒頭文部省の調査資料で紹介いたしましたように、大変な負担増になっ

ております。そういう状況を踏まえて、ひとつ来年度の、以降の予算編成の中で、十分

こうした実態を見極めた上で、適切な補助金の増額等図っていただきますように強く要

望いたしまして、私の質問を終わります。

OalJ議長(福島敏雄君) これをもって 2の2、教育における父母負担の軽減について

の質問を終わりますO

一般質問 3のしみんなで祝える「市の表彰」にするためにの通告質問者、一ノ瀬隆

君の質問を許します。

[18番議員登壇〕

018番(一ノ瀬 隆君) 一般質問を行い、その一般質問によってその後の市政にし、さ

さかでもその成果があらわれればうれしいものです。 しかし何の成果もなく、一生懸命

主張した結果がマイナスとなってあらわれたら、質問した本人にと っては穏やかではあ

りませんO 残念でなりません。

例えば1975年4月から発足した難病福祉手当は、最初月額3，000円でした。これを近

隣の市では5，000円になっているから2，000円アップして5，000円にしてほしいと主張し

た。その後3，000円が2，000円に減額されてしまったとしたら、質問者はがっかりです。

もちろん、実際は森田市長の決断ですぐに5，000円に引き上げられたので喜んだのです

が、マイナスになったとしたら尋常ではいられないと思います。

実は私の一般質問で、これに似たことがあったので、す。その、私の一般質問というの

は、きょうからちょうど 3年前、 1987年12月10日のものでした。1"表彰条例を再検討せ

よJと題した質問で、現行の日野市表彰条例と表彰条例施行規則を批判し、さらにいい

ものにするための提言を行いました。再表彰を考えるべきだ、中小企業の経営者が表彰

されて、農業経営者が表彰きれないのはおかしい。市立の小・中学校の教員だった

も表彰していいのではないか。都や国で活躍した日野市民も表彰すべきだ。表彰の年齢

制限とその男女格差はおかしい。その他市長が認めるものといった弾力条項をつく るべ

きだなどの質問、提起を行いました。多くの点で、今後検討するとい う答弁がなされ、

市長も「一ノ瀬議員の趣旨もよくわかるわけでございますので、御指摘の点も十分判断

を加えまして、一歩でもし、ぃ内容に今後とも努めてい きたい」と答えていました。

ところが 3年たった今、何一つ私の主張に沿った改善がなされませんでした。 3年前

から変えられたのはただ一つ、私の主張から見て、マイナスの方向のものだったので、すO
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私から見て明らかに改悪されたものは、市の職員への表彰で、ありますo 3年前、私は市

の職員の表彰に触れました。社会福祉功労で、私立保育園の保母が20年で表彰されるこ

とになっているが、市立保育園の保母は特に定められておらず、強いて言うなら市職員

として、それも条件づきでの25年ということでありますと主張し、私立保育園などの保

母が20年で表彰されるのに、市立保育園の保母は25年なのか、それはなぜなのかと質問

し、言外に市の職員である保育園の保母の表彰条件の引き上げを要請したのでした。こ

のほか、一般病院に勤務する看護婦は25年で無条件での表彰だが、市立総合病院の看護

婦はそうでないのはなぜかの質問をしました。そして長い間市の職員として、市民のた

めに活動された人が市役所をやめられたと き、市として表彰するのは当然だと思います、

特に下積みで苦労し続けた人にこそ、その感が強いのです、と発言いたしました。

以上のように市の職員への表彰の強化を主張しました。ところが私の主張を聞き入れ

るどころか、全く前進しないというだけではなく、後退するというマイナスの成果が悲

しいことに実現してしまったので、す。市の職員であった人の表彰をやめたといううわさ

を聞きましたが、まさかそんなことをと思い、ことし11月 3日を待ちました。果たして

表彰式の当日、この 3月、市を定年でやめられた山崎 彰さんも大貫松雄さんも、村山

巳世治さんも、いずれも豊田の出身ですけれども、表彰者リストには載っていませんで

しTこ。

3年前、私の質問に答えたときの総務部長だった山崎 彰さんは、我々公務員は市民

に奉仕する精神であると、私の主張に消極的ではありましたが、まさか 3年後の表彰を

自分がもらえなくなるとはつゆ思わなかったと思います。かくして私の、市の職員の表

彰がもっと配慮、されてしかるべきだという主張は、マイナスの成果となってあらわれま

した。保母さんで言うなら、私立対市立が20年対25年だったのを、 20年対20年にすべき

だという私の主張が、 25年が50年でも100年でももらえなくなり、 20対25が、 20対無限

大になってしまったということになりました。私にとってふんまんやる方なしというも

のです。

早速私はこれでいいのかと調査を始めました。東京25市のすべての市の職員への表彰

の実態を調べました。他市がどうであっても、節を曲げる ような森田市長ではないとい

うことは、十分承知はしていましたけれども、 そう せざるを得なかったのです。他のす

べての市が職員を大切にし、その職務を評価し、当然のこととして職員を表彰の対象と

しているのに対し、ただひとり日野市だけが職員をボイコ ットしている、職員を一人と

して表彰しないという事実がもし判明したとした ら、黙っているべきではないと思った
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からです。議会事務局に調査を依頼しました。正確には小山議長に調査依頼書を提出い

TこしましTこO

事務局の増田主査が奮闘してくれて、 表彰条例、職員表彰規則など、全市のものをそ

ろえても らいました。これがその25市の調査資料です。日野市の1979年、昭和54年まで

の旧条例も入っていますO

この資料をも とに、各市の職員に対する表彰の状況を調べました。 加えて八王子市の

庶務課へ電話をしたり 、議会図書室で各市の例規集を見たりしました。私の調査の結果、

おおよそ次のよう なことが判明いたしました。まず第 1に若干の相違はあっても25市す

べてで職員の表彰が決められている。表彰のないのは日野市だけである。 2番目として、

日野市では11年前までは、規則ではなく 、条例によって 3クラ スに分けられていた表彰

のうちの最高の表彰、功労表彰と いうものですが、 最高の表彰を職員は受けていた。 3

番目と して、多摩市では25年勤続 した職員の自治功労表彰が条例で定められ、 ほかに職

員表彰規則によ って勤続10年、勤続20年、勤続30年の節目で表彰される。4番目と して、

立川市は15年勤続で表彰され、 これに加えて20年以上勤務した ものに自治功労賞が考え

られており 、これがいずれも条例で定められている。町田市もこ れと ほぼ同じであ り、

国立、国分寺も類似したものにな っています。 5番目 として、青梅市では条例で職員表

彰として、市長などと同列に列記され、 25年以上在職が、 一般職職員の条件になってい

る。ほかに20年以上勤続勤務の職員に感謝状贈呈が実施されている。6点目と して、府

中市でも条例で、市長と同じ ように15年以上の職員が表彰さ れるようにな ってい る。こ

れと同じような市が田無市、昭島市、小金井市、小平市、稲城市、 清瀬市、東久留米市、

調布市である。 7点目 として、八王子市は職員表彰規則によって勤統15年と30年での表

彰などが決められ、 条例による一般表彰の道も開かれている。こ れと類似したものは武

蔵野、 三鷹、東村山、保谷、 福生、 東大和、 狛江、武蔵村山、秋川の各市である。以上

がおおよその調査の結論です。

第 1点を繰り返 しますが、 三多摩26市、職員に対しての表彰がないのは日野市だけで

ある という ものです。

1979年、日野市表彰条例が全面改正されました。抜本的に改正されたその考え方の大

きな点は次の二つだと思いますO 一つは全市民的に対象を拡大し、市政関係者だけでな

く、真面白 に働 くひたむきに活動する市民に広け.たこ と。もう一つは、広く一般市民か

ら表彰の候補者を推薦してもらうこと。この二つが挙げられると私は理解しています。

そのーの対象拡大について考えるとき、勤労者とい うことで限定すれば、それまで市職
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員だっただけのものを、中小企業者、そこで働く労働者などにまで広げたということで

すO

庖を25年やっていれば、市から表彰されるんだってO そこで25年働いたので表彰だっ

てようと、多くの批判があったところです。 しかし私はこれも価値ある施策だと思って

います。だからといって、もともと最優先されて表彰されていた市政発展のために、長

年働いた人を外すことは絶対にあってはならなことです。これを本末転倒と言つては言

い過ぎでしょうか。

大きな改正の考え方その 2の、市民からの推薦制度の導入についても触れておきます。

これは森田市長の自慢の施策だと思いますが、私もし、し、ことだと思っています。毎年 6

月ごろ、表彰候補者を推薦してくださいと、表彰条例と施行規則をつけて、私たちに推

薦依頼状が送られてきます。 7月いっぱいに提出してくださいと、ことしも送られてき

ました。送られてきた日野市表彰条例施行規則には、地方自治功労、職員25年以上とちゃ

んと書いてありました。 1990年11月 3日の表彰式に向けて、多くの市民の推薦活動から

始まるこの90年表彰の作業は開始されたので、すO

試合を開始してから途中でのルールの改正はあり得ないことです。草野球でそんなこ

とがあったとしても、少なくとも試合参加者にはそのことを連絡しなければならないで

しょう。私もことしの表彰作業レースのー参加者ですから、職員の表彰をやめたという

ことを聞いて、そんなことがあるはずはないと思ったのです。よくよく調べてみました

ら、 試合途中でルールを変えてしまい、それを試合参加者に知らせてなかったのです。

これではろくな試合ができないのは当然です。この試合の最終回、 11月 3日は藤浪総務

部長の的確な司会ぶりが目立っただけで、私たち議員が胸に花をつけている中で、代表

してあいさつする小山議長の何もつけていない姿に象徴されていた表彰式の行事で、した。

試合途中というのは 8月の14日、ルールの変えたところというのは、施行規則の地方自

治功労の職員の部分で、これが全部削除されていたので、すO 規則が変えられたというの

に、職員自身大いに関係のあることだというのに、ほとんどの職員が知らないのにも驚

きました。試合途中で黙ってルールを変えたと いうことは、試合参加者、すなわち推薦

を依頼した市民に対して、失礼千万なことだと思います。一般市民は、表彰に職員を推

薦することはないから、規則を変えても関係ないなどということは決して許されること

ではありませんO

ここで1979年にさかのぼって反省が出てきます。それまで職員の表彰は条例にはっき

りとのっとっていました。第 3条の功労表彰の第4項で市の職員として満25年以上勤務、
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特に業績があったものとありました。ところが1979年、全面改正された条例は、地方自

治功労として区分が示されているだけになっています。あとは議会に関係なく、市長が

決められる規則にゆだねられるようになってしまいました。11年前の総務委員会の審議

のときに、条例と規則の関係が論じられなかったと記憶しています。何で条例にこのこ

とを含ませなかったと悔やまれます。

先ほど申し上げましたように、常識的には全く不当ですが、文字どおり市長のみによっ

て合法的に表彰の重要部分が改悪されてしまったのです。 この意味でも表彰条例は早急

に改正する必要があると私は考えたところです。このま まにしておくと、地方自治功労

は市長だけでいい。市議会議員も表彰しないと、市長によって表彰制度を変え ることも

できる のです。 このことは、日野市長だけができるよ うで、すO 三多摩25市の市長はだれ

もできる権限を持っていないと思います。なぜな ら、25市の表彰条例には恐ら くすべて

市議会議員の表彰が定められていると思いますが、 日野市だけが条例ではなく、規則の

中で不安な姿をしているからです。

先ほども申し上げましたが、職員にとって重大関心事である表彰条例施行規則が改悪

されたことを、ほとんど知らなかった。議員も知らず、一般市民も知るよしもなかった

と思います。今回の場合、職員に知られると騒がれるか ら特に内密にやったように私に

は感 じますが、 表彰に限らず一般の規則の改正の場合、だれに もわかる よう にするべき

だと思います。そっと例規集に差しかえておいて、澄ましているのは、 意地悪に思えて

ならないのです。以上申し上げた市の職員の表彰について質問いたします。

質問 1、市の職員の表彰をことしから中止したのは、 なぜなのか。

質問 2、ことし 8月に施行規則を改正した点に、落ち度はなかったのか。

質問 3、施行規則を改正したとき一一これは表彰には限りませんが、それを周知させ

るにどのような方法が取られているか。

質問 4、今後職員の表彰を復活する考えはないか。

質問 5、表彰を復活させるとしたら、当然ことし落とされた人も含むべきだと思 うが、

どうか。

質問 6、必要な表彰内容を施行規則ではなく、条例で決めてお くことはできないのか。

以上 6点を質問しますが、さらに市の職員の表彰について述べてお きたいと思います。

市長は3年前の私の質問に対して、こう答えています。 r全体の奉仕者である市の職

員を表彰することを、私は疑問に思っている。地域社会で一市民として頑張っておられ

る方を厚 くしたい。 J市長の回りくどい言い方を整理すると、こう言われています。公
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務員の全体の奉仕者論、教師聖職論などに私たちは反対ですが、あえて言えば奉仕者で

あるという市の職員だからこそ、表彰だけでもまず第 1にすべきではないでしょうか。

条例改正で目的の文章を変えてはいますが、 「市民の生活と文化の向上Jは、市政その

ものが目的としているものであり、この目的のために市に雇われ、これを職業として生

涯を貫いて頑張ってきた職員こそ、表彰に値すると私は思います。

国の叙勲でも、その人の職業をよ りどころに表彰される人が大部分であります。地域

社会の一市民を厚くする考えはいいと思いますが、職員を薄くする理由は全くないと思

います。また条例改正のとき、職員よりー市民の方を厚くするのが改正の趣旨だという

説明は全く聞いていません。

次に職員の表彰以外の表彰制度について若干触れ、 4点ばかり質問させていただきま

す。きょうから 3年前の私の質問に「検討するJ 11歩でもし、ぃ内容に努めるJと言っ

ておきながら、何の前進もないということは先ほど申し上げました。このとき、私の主

張したものを重ねて二つだけ質問し、新規に二つの質問をさせていただきます。

まず前回検討を約束した再度の表彰についてでありますo 再表彰はいかに検討された

かの質問であります。前回の主張を、会議録でそのまま読み上げてみます。 1私が指摘

したいものは、議決を要する表彰条例そのものだけではなく、議決を要しない施行規則

の方にも多くありますo

表彰条例そのものの中では、第4条『再表彰』に問題を感ずるところでありますo こ

の点をまずただしたいと思います。分厚いノートをいつも携帯し、勤勉で知られた前議

長の高橋道夫さん、来年 3月になれば元議長となるはずでありますが、この高橋道夫さ

んが議長をやめられでも、表彰されませんでした。長い間議員を勤められた村議会議員、

町議会議員、市議会議員を勤められ、最後には市長と対等の市議会議長を勤められた方

が、議員としての表彰を受けないというのは、驚くべきことであります。

高橋前議長は、かつて農業関係で表彰されたから、 2度と表彰しないというのだそう

ですが、この何年も前の表彰状を穴のあく ほど見詰めても、そこに誇りある市議会議員

の文字を読むことはできないと思います。この高橋道夫さんと一緒に議会から離れた藤

林理一郎さんもかつて消防関係で表彰されたので、議員としての表彰は、受けられなかっ

たと聞きます。このよう なケースを見たとき、再表彰を禁 じている、一部を除いて禁じ

ている表彰条例第4条は断じて再検討すべきだと思います。 (1そうだ」と呼ぶ者あり)J 

中略いたしまして、 「森田市長は今まで表彰を受けたことはないようであります。これ

がもし何らかの表彰をすでに受けていたとしたら、日野市での『空前絶後』の名市長も、
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市長をやったということでの表彰がないということでありますO この点をぜひ検討して

いただきたし、。Jまた再質問で、このようにも発言しています。 1それから再表彰につい

て、平等であるという立場でもって、再表彰はやらないんだというようなお答えでした

けれども、そ うい うことであるんだとしたら、表彰状の内容を従来のものから、変えな

ければいけないのではないか。日野市民の名において 表彰 しますとい うことでその具

体的な内容は触れるべきではないと思います。例えば先ほど例に出しました高橋道夫前

議長の場合、農業用水での表彰だと聞いておりますけれども、それに対して表彰します

ということが、表彰状に書かれであるわけです。それがもし、高橋前議長がそういう表

彰を受けなかったとしたら、今度の場合、市議会議長という 名前は載らないでしょうけ

れども、日野市議会議員という ことで、 長年御苦労様でした、ありがと うございました

という内容のものが、載るはずですから、どう 考えたって後者の方がよく思 うのは人情

だと思うし、前議長も不満だと思うわけであります。繰 り返 しますけれども、平等とい

うことで再表彰をしないということだったら、市議会議員 としてもも ちろん書かない。

農業用水という 言葉も入れない。ただ、ただ市民としてあなたの功績に対 して表彰 しま

す。それだったらわかりますけれども、またそんな表彰状なんてないと思います。した

がって、私が先ほど主張したように、これは検討すべきだと思いますo J以上が、 3年

前の私の発言で、す。

先月になりますが、 11月3日の表彰式でのこと、この 3月議員をやめ られた石坂勝雄

さんが客席から、泰 正ーさんや後輩の中山基昭さんや川島 博さんの地方自治功労の

表彰を見上げていました。議長まで経験した市議会議員という ことでは、石坂勝雄さん

も3年前に申し上げました高橋道夫さんと同様です。石坂勝雄さんはかつて遺族会の役

員で表彰されてしまったので、今回は表彰されなかったということです。

他市の状況を見ますと、既に表彰を受けたものであっても、さらにその事由が生じた

ときは重ねて表彰することができるというような 1条が、多くの市の条例に入っていま

す。ほとんどの市が再表彰を認めています。

ここでこ ういうケースこそ再表彰が絶対に必要であるということを申し上げ、それを

やらなかったのは、市の怠慢ではないかと主張したいものがあります。石坂勝雄元議長

のケースの場合がそれで、石坂さんの遺族会役員としての表彰は、昭和54年までの旧条

例によ る一般表彰だったのです。そのとき、功労表彰であ ったなら別ですが、一般表彰

だったので、表彰の思典が全く違うのです。かつての表彰を足かせにして議長経験者を

このように不当に扱うのは全くもってけしからんと言わざるを得ませんO けさお聞きし
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たところによると、藤林議員も全く同じケースだということです。確かめてはいません

が、高橋道夫さんもそうなのかもしれませんO

次に表彰の事前の公表はできないかということで質問いたします。毎年、毎年11月 3

日当日 、会場に行かなければだれが表彰されるのかわかりませんO もちろん表彰される

当人はわかっているのですが、私たちはそれを知らなし、。 したがって直前にお会いして

も、 「おめでとう」も言えないのであります。市議会議員だから知っているだろうに、

お祝いも言ってくれないと思うかもしれませんO 少なくとも11月 1日付「広報 ひの」

には表彰者を掲載し、みんなで当日の表彰をお祝いをするのが望ましいと思います。11

月15日の広報で初めて知るのでは、祝電もお祝いの電話も価値が大きく後退したものに

なっています。以上表彰の事前の公表はできないかの質問です。

各市の表彰条例を調べてみましたら、私道の寄付をしたものへの表彰がありました。

私道が故に、強い要望がありながら、今なお舗装されていない道路もあります。私道の

寄付を奨励するために、考えるべき施策であると思いました。施行規則で善行の中の寄

付した者に入れることができると思いますが、今までこのケースはあったか。あったと

したらどの程度あったか。今までなかったとしたら、今後どう考えるかを質問いたしま

す。

最後に農業経営者と中小企業経営者の比較であります。中小企業功労の中で、中小企

業経営者は25年で表彰されますが、農業経営者は50年やっても、 80年やっても表彰され

ることにはなっておりません。この点をどう 考えるかを質問いたしますo これも 3年前

に指摘したものですが、このときの総務部長の答弁は「規則をよく見れば農業者も表彰

されるようになっているJということでした。しかし幾ら考えても幾らよく見ても、一

般農業経営者が表彰されるように出てこないのであります。そして現実に中小企業経営

者は表彰されていますが、農業経営者は表彰されていないと思います。農業経営者も中

小企業経営者と同じように表彰すべきだと思いますが、どうでしょうか。

以上で質問を終わりますが、市の職員の表彰以外の表彰についての質問を繰り返しま

すと質問 7、再度の表彰は検討されたか。

質問 8、表彰の事前の公表はできないか。

質問 9、善行表彰の中で、 100万円以上の寄付への表彰の中に、 私道の寄付は入れ

てないのか。

質問10、農林水産功労で、中小企業功 労の中小企業経営者25年表彰に相当するもの

はないのか。
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以上、 10問へのお答えをよろしくお願し、し、たします。

0副議長(福島敏雄君) 一ノ瀬 隆君の質問についての答弁を求めます。総務部長。

O総務部長(藤浪竜徳君) それではただいまの御質問にお答えをさせていただきます。

まず第 1点の市の職員の表彰をやめたのはなぜかという御質問でございますO 市の職

員の表彰につきましては、市民と同時に今ま で行ってお りました。 しかしながら公務員

は全体の奉仕者と、市民のために働く責務を持ってございます。いわば市民、市の発展

に尽くすのを仕事をしているわけでございますので、 当然であるというように考えてご

ざいます。

そして別の規則を定めまして実施するのが望ましいということで、規則の改正を行い

ました。また他市の状況を見ますと、ただいま一ノ瀬議員さんがし、ろいろ調査 したと同

じでございますけども、同じ条例を適用して別の日に表彰を行っているのが 7市ござい

ますし、また別に規則を制定して、 表彰を行ってい るのが 8市等ございます。市の場合

も新しい別の規則を制定をしてございます。

それからことし 8月に規則を改正した点に落ち度はないかという御質問でございます。

規則の改正につきましては、所定の決裁を受けて、市役所、本庁、それから七生支所に

設置してあります掲示板に、日野市公告式条例に基づきまして、掲示をして公告をして

ございます。

それから表彰に限らず規則を変えた場合の手続きでございますけども、条例、規則等

の制定、それから改正がされますと、担当課より庶務課に公告依頼が参ります。庶務課

では所定の決裁を受けまして、日野市公告式条例の規定に基づきまして、先ほど言いま

したとおり本庁、それから七生支所の前に設置されております掲示場に掲示して、公告

をいたしております。

今後職員を表彰する考えはないかという御質問でございます。先ほどお答えいたし ま

したけども、職員の表彰につきましては、規則を定めまして、実施に向けて準備を進め

ておりますO

それから 5点目になりますが、 表彰するとしたら、ことしきれなかった人も含むべき

だという御質問でございます。これにつきましては、定年で退職した職員に対しまして

行うベく準備を進めているところでございます。

それから 6点目でございますが、必要な表彰内容、規則ではなく 、条例で決めておく

ことはできないかということでございますけども、職員の表彰につき ましては、東京都

初め別に規定を定めております市の状況を見ますと、 これは規則または規程で行ってお
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ります。規則によることで問題は特にないと考えてございます。

それから 7点目になりますけども、市の職員の表彰以外のことの御質問でございます。

再度の表彰の件でございます。条例によりますと発明、研究功労、及び特許に関するも

のにつきましては、再表彰の規定がございます。また26市の再表彰の状況を見ますと、

13市にその規定がございますO 当市におきましては、どの分野で表彰されま しでも、す

べて日野市表彰条例に基づく同ーの功労者である。重い、軽いというものはないとい う

ふうに考えてございます。

それから 8点目になりますが、表彰の事前発表はできないかとい う御質問でございま

すo 発表につきましては、表彰審査会に諮りまして、決定された被表彰者には、 市の関

係所属長を通じまして推薦者に対しまして、 9月中旬ごろ連絡をいたしてございます。

なお、表彰者本人につきましては、 10月上旬に市から直接通知をしてございます。御質

問の広報での発表でございますけども、辞退者が出ることもありますので、式典終了後

の11月15日号に発表をしております。今後につきましては辞退者の確認方法などを検討

いたしたいと思います。

それから善行表彰の中で、 100万円以上の中には私道の寄付というものはないかとい

う御質問でございますo 物件の寄付でありましても金額に換算して、 1件100万円以上

であれば、対象になります。なおこれは事例でございますけども、私道の寄付につき ま

しては、今該当はございません。

それから10点目、最後でありますけども、農林水産功労で中小企業功労、中小企業経

営者25年に相当するものはないかという御質問でございますが、農林水産経営者につき

ましては、中小企業経営者25年以上に相当するものはございませんけども、農芸、林業、

畜産、水産業、産業等の改良に15年以上尽力された方には対象となるという項目がござ

います。農業経営者につきましては、この条項が適用されるんではないかと、このよう

に考えております。以上です。

O総務部長(藤浪竜徳君) 一ノ瀬 隆君。

018番(一ノ瀬 隆君) 市の職員の表彰については、 今検討中である というようなお

答えをいただいたと思います。今の部長の答弁ではなく、 職員か ら聞いたところに よる

と、職員課で検討中だとい うことのよ うです。一般の表彰は庶務課が担当であるけれど

も、市の職員の表彰は職員課が担当だとい うふ うに聞いています。

私の主張しているのは、まずは昨年までのようにすべきだと言っているのですか ら、

市の職員だった人への表彰で、すか ら、職員課でやる とい うのではなく、やっぱり庶務課
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である、庶務課で担当する表彰条例にのっとってやってほしい、やるべきだと思うので

す。職員課の担当で、表彰をいつ、どこでやるのか知りませんが、市民会館大ホールで

大勢の来賓や市民の前で、受賞 したいと思うのは当たり前だと思います。

表彰は公平であるべきです し、同じ要件を備えてい る市民が一方は表彰され、他方は

表彰きれないとい うのではまずいはずです。不公平がまずいというのは、同じ時間で言

うだけではなく 、限られた範囲ならなおさらのこと時間が違っても、不公平な表彰はま

ずい と思います。 市の職員としてお年以上勤めた人が退職したとき、昨年は表彰した、

ことしは表彰しないというのは職員にとって不公平だということです。なにしろこの不

公平は職員が亡くなる ときまで、死んだときまでまと わりつくのですから。この死亡の

際における弔詞及び弔意金の贈呈という受賞者に対する特別待遇が大きな魅力であると

思いますO 自分の生涯をかけた職場である日野市役所か ら、市長が来て自分の霊前に弔

詞を述べてくれる。市役所に勤めていてよかったと思 うかもしれません。逆にそれがな

いとき、市長の弔辞がないと、成仏できないかもしれませんO 職員課で職員の勤続表彰

を考えるのはいし、 と思いますが、ただし多く の市でそうであるように、それとは別に条

例による表彰、表彰条例で昨年までのように職員の表彰される道を残しておかなければ

ならないのだと思いますo

職員を充実した形で表彰するこ とにより 、あるいは将来表彰することを決めておくこ

とにより 、まさ に職員の士気高揚を図り 、もって行政効率の向上に資するとなります。

将来表彰をする ことを決めておいて、それを急、に中止する のは、職員に対する裏切 りで

あるとも思う んです。 職員の表彰を考えるとき、特殊な職員には、優遇した表彰を行っ

てもいい と思います。 3年前私が主張 したよう に、 労働精勤功労に示されている苦労の

割りに、と かく人目につかない領域の業務、危険度の高い業務、一般に人の好まない業

務、 これが市にあるとした ら、優遇すべきも のだと思います。ま た市立保育園の保母と

か、 市立病院の看護婦なども一般の職員よりも優遇されてよいものだと思います。

実は私は高血圧のためにたまには市立病院に行きます。つい先日 11時に行って、 4時

間待ちました。こ の待ち時間が有効に使えないので不満に思ったところですが、私を診

てくれた土方医長は 3時半まで、朝から昼飯も食わずに、ずうっと診察をしていること

を知って不満に思う のをやめました。看護婦もそうだが、病院の医師は大変だとつくづ

く思いま した。市立病院の医師も、市の職員だから今表彰がないわけですが、市民が命

を預ける医師である市の職員こそ、短期間で表彰しても市民は歓迎こそすれ、文句は言

わないと思います。立派な市立病院にするためにもまず必要でしょう。全体の奉仕者だ
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から表彰をしないと言っても、市民のひんしゅくを買うだけだと思います。

職員は全体の奉仕者だから全市的な表彰はできない。一部の奉仕者だったらなぜいい

のかと言いたいところです。職員独自の表彰をするとしても、それが実現しないうちに

なぜ従来の表彰をやめたのか、全く理解できませんO 実現した後でやめるべきだったの

を、それもできなかったのはなぜなのか。

職員を表彰させないために施行規則を変えたので、すか。ことし 3月に役所を退職した

方など、当然11月 3日の表彰を楽しみにしていたと思いますが、その方々にあなたは表

彰をしませんよという長い間の友情にかられての連絡はしたのでしょうか。

そのほか再度の表彰、私道の寄付、中小企業などまだまだ聞きたいことはいっぱいあ

りますけれども、ここで再質問として三つだけを取り上げたいと思います。職員課担当

の職員表彰に加えて従来のような庶務課担当の表彰、これは職員課庶務課ということで

表現してますけれども、お酌み取りいただきたいわけでありますけれども、そういうよ

うな表彰を併用しなければ、多くの矛盾は解決できないと思います。今考えられている

表彰だけではなく、従来やっていた表彰も併用しなければ、職員への表彰の矛盾は解決

できないと私は思いますが、そうしたことについてどう考えるかを、重ねて質問したい

と思います。

2番目に急に表彰されなくなった方ヘ、その旨連絡したかどうか、この点もこの際質

問しておきたいと思います。

3番目で、幾ら職員を冷遇するにしても、今検討中の職員表彰が実現した後で、従来

の表彰から職員をボイコットすべきではなかったのか。そうすべきだったのに、そうし

なかったのはなぜなのか。以上 3点もう一度お答えいただきたいと思います。

0副議長(福島敏雄君) 総務部長。

0総務部長(藤浪竜徳君) 第 1点目になりますけども、庶務課担当、これは市民を対

象にした事務になりますけども、それから職員課、市を退職された職員を対象とするこ

とで 2課があるわけでございます。これについても併用は考えられないかという御質問

でございます。これについては、今のところはそういう考えございませんけども、新し

い規則によりましてスタートをしたいと、このように考えてございます。

それから急に一一2番目の御質問ですけれども、市の職員で今回の対象と考えられた

方がございます。当然期待していた方もあろうかと思いますけども、この表彰につきま

しては、今までもそうでございますけども、規定によりますと、市の職員につきまして

は当然優秀な職員が対象になるわけでございます。25年以上た って職員を退職したとい
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たしましでも、その前提といたしましては一一ちょっと項目が出てきませんけども、当

然市の職員として市民生活と文化の向上に寄与した者が対象になるわけでございますO

ここで退職された方はすべて、あるいは期待があったかもわかりませんけども、特に連

絡はしてございませんO

それから 3点目については、ちょっと再度もう一回一・・・・o

O副議長(福島敏雄君) 一ノ瀬隆君。

018番(一ノ瀬隆君) 申しわけありませんO 質問の仕方が悪かったのだと反省して

います。

今、職員を表彰するということを考えているという、先ほどの部長のお答えでしたけ

れども、考えて、新しい職員の表彰の規則をつくる、 単につくってあと表彰しない とい

うことに私は反対ですけれども、それは百歩譲ってそれを認めたとしても、表彰の制度

をつくった上で、従来の表彰をやめるべきではなかったのか。それだって遅くないはず

です。ゃめちゃって、ことしの11月3日はだれも表彰しないということを例え 1回でも

つくっておいて、後から準備するというのでは、全くおかしいのではないか。そういう

ふうにしたのはどうしてなのだという質問なんですけども、まあお答えにくいと思いま

すから、結構です。後で市長にその辺をお答えいただきたいと思います。

ことで職員に対する表彰以外で幾っか申し上げましたけれども、いずれもさきの部長

答弁については、不満であります。それぞれ真剣に検討していただきたいと思うのであ

りますけれども、一つだけ再表彰についてここで伺っておきたいと思います。名前をた

びたび出して申しわけございませんけれども、石坂勝雄さんのケースで、すO かつて遺族

会役員として表彰されたということで、市議会議員をやめても表彰されなかった。藤林

議員も同じであります。このままにしておくと、前に表彰されてしまったので、非常に

マイナスの面が出てくるということ。先ほど申し上げまして、おわかりと思うのですけ

ども、恩、典の内容を特に示さなかった。後で職員ということで申し上げましたけれども、

大きな差があるんですよねO 何でも言うことではないので、言いたくはないのですけど

も、理解してもらうためにあえて申し上げます。石坂勝雄さんや、藤林議員がもし亡く

なられたときです。その事実はもう何十年も先のととだと思いますけれども、そういう

ときにです。私が死んだときには、恐らく弔意金と時の市長が来て、弔辞を読んでもら

えるはずです。ところがお二方のような場合にはそれがないということです。そういう

ことをどう思うか。あ、その点は確かにうかつだった。これから真剣に再検討しますと

いう答えだったらそれで結構ですけども、先ほどのお答えにはそれがなかった。したがっ
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てその点だけを再び質問させていただきますO

0副議長(福島敏雄君) 総務部長。

0総務部長(藤浪竜徳君) ただいまの御質問にお答えをいたします。

再表彰の件でございますけども、ただいま御質問でございますけども、不幸な場合に

なった場合ですけども、当然市長の弔辞等はあるわけでございます。自治功労の、まあ

ないかわかりませんけども、功労を受けておりますので、市長の弔辞等はあるというこ

とになります。

0副議長(福島敏雄君) 一ノ瀬隆君。

018番(一ノ瀬隆君) 今、部長が答弁したことはどういう条例でどういう規則でさ

れるのですか。表彰条例には、あるいは施行規則にはそういうことは載っていないと思

いますけども。したがって私はそういうものを変えるべきだ。再表彰すべきだと言って

いるのですけども、どういうところによるんでしょうか。

0副議長(福島敏雄君) 総務部長。

0総務部長(藤浪竜徳君)

O副議長(福島敏雄君)

018番(一ノ瀬隆君)

失礼いたしました。付則の第4項で規定がございます。

一ノ瀬隆君。

そうだとしたら私不勉強なんですけども、現実に、そういう

表彰者が不満を持っていますので、そう申し上げたので、今後私も調査して、また主張

したいときには主張していきたいと思います。

独自の表彰だけでなく、多くの市で行われているように、昨年まであった表彰条例に

よって、長年市役所に勤務した前職員を表彰するために、市長の再考を促したいところ

です。ぜひ職員を表彰するための表彰条例をもとのように実質的にもとのように復活し

てほしいと思います。そのためにぜひまた検討していただきたいことを強く要望いたし

ますo

最後に、私が今まで批判した今回の市のやり方、市長のやり方をみずからどう思うか、

間違っていないと思っているのか、それとも反省しているのか、部長が答えられなかっ

た部分も含めて、市長に伺いたいと思います。

0;1j議長(福島敏雄君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 表彰行為ということは、社会の進歩のために一定の意義を持

つことも事実でありますし、それからまあ制度をつくるにとっては、とにかく我々の立

場としては市民の皆さんに、なるほどということで納得をされる、そういう表彰結果の

あらわれることが、一番妥当な扱い方であるというふうに考えるわけでありまして、 54

oo 
q
J
 

つム

年の時点で日野市表彰条例を改正しておりますが、そのときの趣旨はとかく自治功労が

優先をして、そして一般の市民生活、文化、こういう面のいわゆる評価がその表彰の行

為の中にあらわされていない、そこで一番の表彰のポイントを、条例に示しております

とおり、市民の生活と文化の向上に、特に功労があったものの事績をたたえることによ

り、市民の福祉増進に資することを目的とする。こういう目的にもなっているとおり、

市民生活という生活者のレベルで、物を考え、 t また推薦もしていただく、そういう仕組み

につくり直したということであります。そして表彰条例そのものがなかなか完壁である

というところには、これから多くの議論を行った り、それから改正手順を行ったりして、

少しでもし、し、ものに仕上げていくという性格のいわゆる表彰行為である、このようにも、

都度お答えをしてまいっておるわけであります。

一ノ瀬議員が過去において質問をされたこともよく記憶をしておりますが、我々の行

政というのは、いわゆる市役所という市民生活を守ることを一番目標として、法律や規

則に準じながら、まあサービスという言い方もありますけど、いわゆる奉仕をしていく

というところに、地方公務員の本務がある、このように認識をするわけでありまして、

市民の生活者としての立場を優先をし、行政の立場にある者は一歩退いて、そうして謙

虚に事を考える。これが一番納得される、いうなれば地方自治の基礎になるんではなか

ろうか、このように考えます。したがし、まして、職員を表彰する ということも、不当だ

というふうには考えませんけど、市民に優先をして、行政職員を表彰するということに

あってはならないということを最も強く感じるわけでありまして、数におきましても表

彰者は30名とか40名とかいう、そういうことでありますし、また市の職員がその中の大

半を占めるというようなことになったんでは、表彰という行為そのものが市民側から見

て批判されるんではなかろうかということも感じないわけではありません。そして市民

の中には、企業に勤められて、そして長期にわたって間接的には社会に奉仕をされる、

そういう形にもなっておりますし、企業は企業で、それぞれの表彰形式が整っておると

いうふうに解釈をいたしましたら、一番社会の仕組みの上で表彰にとかく外れる立場と

し、し、ましょうか、目が遠い立場の方、それらがつまり職人きんでも結構だと思いますし、

何か一義に一生をかけてやってこられたと、まあ農業者もそう言える方も少なくないと

思いますし、まあそういう意味で農業者の表彰があったり、商庖経営の方の表彰があり

得る。またそこに勤めておられる Ci時間がない、簡単にJと呼ぶ者あり)はい、まあ

そういう意味で日野市の表彰条例の精神が組み立てられておるということだけを了解し

ておいていただきたいと思います。
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そこで職員は一般の社会で、例えば企業は企業で表彰規定がある。このように我々の

行政の組織の中でも別の規定を設けて、そうしてその衝を明らかにするということでイ

取り組むのが妥当ではなかろうか、とこんなふうに考えておるわけでありまして、なる

べく市民にもよくわかっていただけるふうな、そういう手立てを取りたい、こう考えて

おります。細かく議論に入るところも一々その理由が理解できないということではあり

ませんが、なるべくどなたが考えてもまさに納得できる、こういう状態をつくることこ

そ、そのまた表彰の権威で、もあり、表彰の意義でもある、このように考えるところであ

ります。

例に出されました、例えばことし該当した方がもう該当の機会はないのかと、こうい

うふうに関われておる面もあるわけでありますが、なるべくことしももっと早い時期に

職員の、職員顕彰ということで規定を今進めておりますが、一，二カ月早めたら、別段

の矛盾はなかったと、こういうふうにも言えると思っております。ですから不公平があっ

てももちろんいけませんし、私は定年退職をされるということが、これは人生のやっぱ

り一つの大きな完成といし、ましょうか、一生とにかくその道に尽くされたということで

すから、定年退職を機会に、その職員の全部の人を該当させると、こういう規定の内容

にすれば一番妥当性があるんではなかろうか、とこのように考えております。一つ一つ

お答えをすればよろしいわけですが一一再表彰のことは確かに御指摘のこともあります

ので、どれが優先する、優先しないということではないと思っておりますけど、年齢基

準をなるべく遅くするというようなことも、そういうことも含めてということがござい

ましたが、再表彰の規定はなるべく積極的に検討してみたし、と、こう思っております。

総務部長からかなり的確にお答えをしたというふうに言えると思っておりますので、

御意見は尊重しながら、一番妥当性のある内容にっくり上げていくということが、表彰

条例にかなうことではなかろうかとこのように思っております。

0副議長(福島敏雄君) 一ノ瀬隆君。

018番(一ノ瀬 隆君) 二，三カ月早くすればよかったというようなことは、市長の

反省だというふうに受けとめたし、と思います。今後ぜひ私の主張したことも入れていた

だいて検討していただきたいと思いますけれども、市長の職員表彰に対する考え方には

大部分において私は反対でありますことを表明いたしまして、この質問を終わります。

O副議長(福島敏雄君) これをもって 3のしみんなで祝える「市の表彰」にするた

めにの質問を終わります。

一般質問 3の2、豊田南区画整理の早期の完成を願つての通告質問者、一ノ瀬 隆君
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の質問を許します。

018番(一ノ瀬隆君) 豊田の北側は「日本一のニュータウン多摩平」から出発して

整備されているのに、南側は駅のすぐ近くでも吸い込み処理による排水があるなど、未

開の状況であります。この大きな格差を是正し、豊田駅を中心として立派な町をつくっ

ていくためには、区画整理がどうしても必要であるとして、豊田南区画整理が緒につき

ました。森田市政の大きな決断の一つで、あると思います。私は1976年、昭和51年第 2固

定例会で、 「豊田南口地域の整備、開発を急げJの一般質問を行い、区画整理の決断を

促しました。このときの私の質問へのやじを思い出しますo Iできるわけないじゃない

か」野党席から聞こえた大きな不規則発言でした。そして1982年第 3回定例会には「豊

田地域区画整理を住民の理解のもとに」と題した質問をしました。質問 1、質問 2と質

問58まで豊田南の区画整理全般にわたって数多く質問し、詳細に問題を提起しましたの

で、御記憶の方もおありかもしれませんo 58問、すべて回答してくれた方は、今は亡き

結城都市整備部長でありました。

このたび仮換地案の供覧が行われましたが、これを機会に若干の質問をしておきたい

と思います。仮換地の案が指定された段階で、数多くの要望、要求、相談などが出され

ています。これらを詳細に取り上げたいとは思っていますが、今回は特に今聞いておき

たいもの、主張しておきたいものに限って四つだけ質問させていただきます。

豊田南区画整理の仮換地案の供覧が終わった時期と思いますので、この供覧の状況と、

要望書の提出の状況についてまず御報告願います。供覧に来た人の数、提出された要望

書の数、要望書の主な内容などをお教えいただきたいと思います。そしてこれらの要望

にはどのように答えたか、あるいは答える方針なのかも質問いたします。

次に豊田南区画整理とともに、駅前再開発事業が叫ばれて久しいのでありますが、こ

の区画整理が 1歩進展した中で、再開発事業はし、かに考えられたか。今後どんな方針か

を質問いたします。区画整理とともに再開発事業もぜひ早期に市民の期待にこたえるも

のを完成してほしいと強く望みますので、前向きの答弁を期待いたしますO

続いて中央線との立体交差についてどう考えているかを質問しておきます。鉄道と道

路との平面交差する踏切はこれからの町づくりには不要です。中央線が立川まで複々線

になれば、みんな立体交差になるに違いない。中央線が日野橋を渡ってからも、ずうっ

と立体交差で来るわけでありますが、東豊田三、四丁目の堀の内踏切で初めて平面交差

になることになります。続く黒川踏切、豊田駅西踏切は豊田南区画整理の境界にあるも

のです。区画整理という絶好のチャンスにこれらの立体化を考えることは必要なととだ
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と思います。これより以西は西平山区画整理で解決してもらうとして、近代的な都市を

つくるために、立体交差をいかに考えていくかをお示しいただきたい。区画整理の範囲 e

から外れますが、堀の内踏切についてもあわせてお示しください。中央線の電車区間で

踏切のあるのは日野市だけだと将来言われないために、 この質問を取り上げました。

最後に二小の敷地についてでありますo 多くの関係者から要請されていました狭い二

小の校庭の拡張は仮換地案ができた現在、どうなったか、今後どうなっていくかをお答

えいただきたいと思います。以上4点、質問いたします。

0;0議長(福島敏雄君) 一ノ瀬 隆君の質問についての答弁を求めます。残り時間が

11分ですので、その範囲に納まるように答弁をお願し、し、たし ます。都市整備部長。

0都市整備部長(前田雅夫君) お答えいたします。

第 1点目の仮換地の供覧の結果の状況でございます。権利者数が1，329名でございま

す。供覧に来た人が912名、これは 1人の方が何回かに回数で来ておりますので、延べ

にしますと1，405名とい うことになります。 この実数で率を出しますと、 68.6%の方が

見に来たということでございます。この912人のほかには共有者で代表の方が来たり 、

あるいは第一豊田荘、あるいは第二豊田荘の方が比較的来なかったということが、来な

かった理由の主なものでございます。

要望書の数でございますが、 266通でございます。内容につきましては、現在分析、

調査をいたしまして、処理方針を市がある程度定めまして、審議会の意見を聞き、要望

として取り入れることのできるものにつきましては、換地設計の変更をこれから行うと

いうことでございます。この作業につきましては、 5ないし 6カ月要する予定でござい

ます。

それから第 2点目の駅前再開発事業でございますが、この件につきましては、前から

申し上げておりますが、一番理想的には仮換地の前に再開発事業をある程度かためて、

換地設計をすれば一番いいわけでございますが、なかなか権利者の御理解が得られなかっ

たということで、区画整理事業を最優先にいたしまして、今回換地の発表をしたという

ことでございます。換地の納まりがつき次第、権利者には再開発、あるいは共同ビル化

の必要性を申し上げまして、今後進めてまいりたいというふうに考えております。

それから 3点目の中央線との立体交差でございますが、市内の幹線道路につきまして

は、 当然のことながら立体交差を考えておりますO 御指摘のございました駅の西側の八

王子街道踏切、それから東側の黒川踏切、さらにその東の堀の内踏切でございますが、

これは現状の平面交差を考えております。
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それから 4点目の二小の敷地の問題でございますが、第二小学校の現在のいわゆ る区

画整理法で扱っております基準地積でございます。これが 1万819平方メート ルでござ

いますO 減歩率が10%で、換地後の面積が9，812平方メ ー トルでございます。これに保

留地を4，196、学校用地として配置しまして、合計面積が1万4，008平方メー トルでござ

いま す。 この面積の増でございますけれども、こ の 1万4，008平方メートルを確保する

につ きましては、小学校としての機能の問題、それか ら区画整理の換地の基本原則でご

ざいますと ころの照応の原則、 それか ら学区内の今後の児童増、それからあと一つは西

平山の区画整理を進めておりますけれども、小学校用地を 1校予定しておりますO そう

いう ものをいろいろ考えまして、 これだけの努力をしたということでございます。

さらにこ の保留地の4，000平米でございますけれども、これは当然一般会計の中で、

区画整理事業から買い取るというこ とでございます。 一般財源か、ある いは起債等特定

財源にいたしましでも、かなりこ の面積でも大きな財政負担を負うこ とになるとい うこ

とでございます。面積の拡張にいたしましては、今申 し上げましたよ うに非常に課題が

大きいわけでござい ますので、大変難しい問題であ ると いうふう に考えております。以

上でございます。

0副議長(福島敏雄君)

018番(一ノ瀬隆君)

一ノ瀬 隆君。

どうもあ りがとう ござい ました。

この立体化というのは全く考えてないことのようですけども、やっぱり この際将来に

向けて区画整理という機会に何らかの検討をしておく ことが絶対に必要であると思いま

すので、ぜひ検討していただきたいと思いま す。

ここでこの豊田南区画整理の完成時期をずばり何年の予定かということをお示しいた

だきたいと思います。

0副議長(福島敏雄君) 都市整備部長。

0都市整備部長(前田雅夫君) 本区画整理事業につきましては昭和61年 8月19日に認

可を取りまして、 事業期間を昭和61年から平成 5年度と 7カ年で考えており ますO 今回

換地を発表した時点を見ましでも、およそ 4年を経てお ります。事業の延長はせざるを

得ないという ふうに考えておりますが、この完了を現在いつとい うこと はち ょっ と今の

段階では申し上げられない。いずれにいたしましでも、換地が順調に行き、権利者の協

力を得まして、早急に仕上げたいというふうに考えておりますO

0副議長(福島敏雄君) 一ノ瀬隆君。

018番(一ノ瀬隆君) あと 4分になりました。最後に市長から再開発、立体交差、
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二小の敷地などについてコメ γ トをいただければ幸いです。

O副議長(福島敏雄君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 南口の駅前再開発は手順を経て取り組むべきだというふうに

考えております。その際に一番一一組合施行に行政が参画をするという形が適当ではな

いかという考えであります。

都市計画道路の立体交差ということは、望ましいことでありますが、これはまた別の

法基準、あるいは行政手順ということがありますので、区画整理の中では今回特に用い

てないということでありますが、まあ駅前北口に持っております市の南側との関係アク

セスの、アクセス用地と言っております。これは生かしていきたいとこう考えておりま

すO

二小は納まるところに納まると私は思っております。(I名答弁」と呼ぶ者あり)

O副議長(福島敏雄君) 一ノ瀬隆君。

018番(一ノ瀬 隆君) 簡潔なコメジトありがとうございました。

仮換地の案の供覧が終わった時期に、今回は簡単に質問をさせていただきました。時

間の関係上用意したものも割愛したことになります。あとは次の機会に譲ることにした

いと思いますO

既存の住宅が数多くある地域に取り組んだ初めての日野市の区画整理を成功させ、一

刻も早い完成を願いつつ、この質問を終わります。ありがとうございました。

0副議長(福島敏雄君) これをもって 3の2、豊田南区画整理の早期の完成を願って

の質問を終わります。

お諮りいたします。議事の都合により、暫時休憩いたしたし、と思いますが、これに御

異議ありませんか。

( I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長(福島敏雄君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩をいたします。

午後 3時 3分休憩

午後 3時33分再開

O~IJ議長(福島敏雄君) 休憩前に引き続き会議を聞きます。

一般質問4の 1、日野市をより一層活性化させる為に、商工関係に関する予算をさら

に充実せよの通告質問者、沢田研二君の質問を許します。

( 1番議員登壇〕

01番(沢田研二君) それでは通告に従いまして、質問させていただきたいと思いま
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す。

最初に、一番目に日野市をより一層活性化させるために、商工関係に関する予算をさ

らに充実せよという内容でございます。これは産業振興のためにも、より十分なる予算

をつけるべきであるという観点でございます。そこで平成元年度の歳入、歳出につきま

しては、既に 9月の議会で確認をされているところでございます。 この確認内容を細か

く見まして、大変驚いたというか、改めて関心をヲ|し、た部分がございます。それがいわ

ゆる商工関係に対する予算としみ、あるいは決算ということでございます。

改めて申し上げるまでもないわけですけれども、平成元年度の歳入合計が401億、そ

の中の占める市税の額が247億、この比率からしますと、 62%弱というところでござい

ます。そ してまたその市税の中身でございますが、市民税、固定資産税等々、いろいろ

ございますけれども、その中の市民税の部分が158億、そして固定資産税がおおよそ66

億という こと でございまして、またこの市民税、固定資産税の個々の内容一一個々の内

容というのは個人分と法人分に分けてのことでございますが、市民税の中の122億が個

人、そして法人が約36億でございますO 固定資産税66億の中の個人分が29億に対して、

法人分が36億ということでございまして、これらを合計していきますと、個人税分の合

計が152億、法人関係がおよそ72億と。さらにこれの中には都市計画税の法人的なもの

は含まれておりませんので、もろもろ入れるとおおよそ400億の歳入に対して、 80億前

後が法人の分野から歳入という形で占めているんではないかというふうに思います。

一方歳出関係でございますが、これは395億でございます。そしてこの395億の中で、

では商工関係にどの程度の予算が使われたかとし、し、ますと、 実績として 1億5，288万円、

率にしまして0.4%という数値でございますO 全体に占める商工関係予算、これは先ほ

ども言いましたように、産業振興に充てたといし、ますか、内容でございますが、余りに

も少な過ぎるんではないのかなあというのが実感でございます。道路整備、あるいは下

水道整備もすべて産業振興にかかわるものといってしまえばまあ言えなくはないわけで

ございますけれども、ただ純粋にそういったことにかかわりを持つものという数字を集

計したのは、先ほど申し上けYこ内容で、ございます。

また一方視点を変えまして日野市が三多摩26市と比べてどういう位置づけにあるかと

いうこととの兼ね合いも非常に大事なことだと思いますので、これも改めて申し上げる

部分ではないかと思いますが、例えば面積で言いますと、 27.53平方キロで、これは26

市の中の第 5位に位置づけいたしています。また人口、世帯とも16万2，000、あるいは

世帯が 6万2，000世帯ということで、いずれも第 6位に位置しております。そしてそう
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いった背景の中で、工業出荷額でございますが、これは63年度の出荷額でございますが、

おおよそ7'，436億ということで、 26市の中では第 3位に当たります。これ第 1は断トツ

の府中で、 2位、 3位については八王子と日野がほとんど同じレベルで 2位、 3位を分

けあっているという実態でございまして、人口比その他、もろもろの比較をしたときに、

日野市がし、かに大きな出荷額を出しているかということが理解できるかと思います。そ

れから商業販売額でございますが、これも2，000億強でございまして、これは26市の中

の第12位ということが63年度の場合に示されております。

こういったことを見てきますと市としての規模でございますが、面積なり人口、世帯

とどの部分を取っても、三多摩26市の中では堂々たる位置づけにあるということが言え

るかと思います。そしてまた商工業生産額におきましても、あわせて9，500億にも達し

まして、極めて恵まれた背景、環境に位置づけしているということが言えるんではない

かと思います。ではその背景なり環境に対して、十分なる配慮、なり、あるいは行政的な

施策が施されているかということになりますと、私の感覚なり、またこれまでいろいろ

な人からの声を総合しますと、いささか疑問を感じずにはいられないわけでございます。

私自身もこういう分野で分けますと、商工業関係にかかわりを持つということになる

わけでございますが、だからといって、そういう立場にあるからということではなくて、

テーマとしても掲げましたように、日野市のより活性化を考えたときに、この産業振興

のための予算づけということは、最重要の位置づけにあるのではないかというふうに思

うわけでございます。すなわち産業の振興のために、いかに行政としてアシストするか、

サポートするかということで、今後のまた将来に向けての日野市の発展なり、活性化に

つながるというふうに考えますo あるいはそういうふうに考えるべきではないかという

ように思うわけでございます。そのことを念頭に置いていただいて、二つの視点からの

具体的な質問に答えていただきたいというふうに思います。

まず 1点は、歳入全体の中の市税割合は、他市と比べてどのような水準にあるかとい

うことでございます。これは、この水準が何番目だということだけではなくて、非常に

恵まれた状態にあるというようなとらえ方をしているのかどうかといったととも含めて、

伺いたいと思います。

それからまた市税に占める法人関係税の水準に対しての印象とし、し、ますか、感想、とい

いますか、これをどのようなとらえ方をされているかということ。それからさらに歳出

全体に占める商工関係費に対する印象、あるいは感想についても、まあ私自身は非常に

少な過ぎるのではないかというような提起をしたわけでございますが、このあたりにつ
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いてどういうような受けとめをされているかということもお伺いをしたいというように

思し、ますO それから数値につきましては、私が調べ得た範囲での数値でございますので、

若干の違いがあろうかと思いますので、もし正しい数値がありましたら、その辺も含め

て御説明いただければ幸いでございます。

それから 2項目目には、市の活性化には市内の産業振興は不可欠だ というふ うに思う

わけでございますが、 具体的な振興のための計画、あるいは対応策等があればあわせて

お伺いをしたい、 以上 2点についての御答弁をお願いしたいと思います。

0副議長(福島敏雄君) 沢田研二君の質問についての答弁を求めます。企画財政部長。

O企画財政部長(長谷川暢男君) それではただいまの質問の 1点目 ，歳入全体に関係

する部分を私の方から御説明申し上げたいと思います。

まず 1点目の関係につきま しては、歳入全体の中の市税割合、他市と比べてというよ

うな水準でございます。26市全体を比較するわけにいきませんので、近隣 5市で説明し

ていきたいという ふうに思います。内容的には、ただし、ま議員さんから平成元年度の決

算の状況が話されました。平成 2年度の当初予算との比較の中で、近隣 5市の歳入全体

の中の市税の割合をちょっと比べてみたいと思います。

これはあくまでも近隣 5市につきましては、八王子、立川、町田、多摩、稲城、 それ

に対して日野というような形で御説明をしたいと思いますが、 前段の部分では歳入総額

に対しましての市税の割合でございます。八王子市が55.8%、立川が43.4%、町田が67.

5%、多摩市が58.9、稲城が38.1という ことで、 当市が66.0というような状況でござい

ます。 5市の平均をしますと、 55.2とい うようなパーセントが出るわけでございますが、

日野市は当然66でございますので、 10.8ポイソト程度上回っているわけでございます。

こういった環境の中では、歳入総額か ら市税対比を見ますと、財政的には、今質問者の

方からもありましたとおり、かなり恵まれた環境にあるというふうに理解しております。

2点目の問題でございます。 2点目につきましては、市税に占める法人関係税につい

てと、市税の全体的な中での法人関係税の水準はどうかということだろうというふうに

理解しております。先ほどの、同じような比で、パーセ γ トだけ申し上げたいと思いま

す。八王子が12.4%、立川が24.8、町田が10.5、多摩が9.5、稲城が10.7、日野市は15.

7とい うようなノミ一セントに当たるわけでございます。 5市の平均は13.4ということで、

これについても日野市が2.3ポイントぐらい上回っているというような状況でございま

す。当然、この中では、近隣 5市の中でも最高、最低では2.6倍程度の差があるわけでご

ざいますが、特に市税に当たる法人関係税については、日野市が特に突出しているとい
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うような状況ではないというようなふうに思っておりますo 6市の中では、立川市が、

次いで立川市に次いで 2番目というような中での、法人市民税の状況でございます。

過去の状況をちょっと振り返って申し上げますと、昭和59年度にはちょうど額的にも

43億というような状況があったわけでございます。当時の43億を総額から市税に占める

割合を考えますと、 22.1%というような比率に値するものでございますO 平成元年度で

は、先ほど申し上げました15.7ということでございますが、 59年が最高時には22.1とい

うような実態でございます。しかし立川市に次いで 2番目ということでございますので、

やはり企業関係、あるいは法人の税収についてはかなり当市の歳入は潤っているという

ふうに理解しておりますO

3番目につきましては、歳出全体に占める商工関係費に対する問題でございます。今、

質問者の中にもお話がありましたが、平成 2年度の当初予算を 5市で比較してみますと、

平均1.2というような状況にあるわけでございますが、平成元年度の決算でも日野市はo.

4、平成 2年度におきましでもちょうど0.4というような数字でございます。 5市平均の

3分の lにも至ってないような実情は御指摘のとおりでございますO しかしこの実態を

見ますと、各市の、 5市の大きな要因としては、特に商工費予算額の総額の中で、八王

子、町田、この 2市だけをちょっと参考に申し上げますが、予算総額に対しまして預託

金の額が非常に多いということで、予算総額の預託金の額が八王子においては84%、町

田では70.6ということでございます。日野市においては54.2というような部分がありま

すが、ただこれだけが大きな要因ではないということも一概に言えるわけでございます

が、いずれにしても全体の数値の中では0.4というような実情であるというような状況

でございます。そういう中では今後一層の、予算総額の中での配慮、が必要であろうとい

ふうに考えております。以上でございます。

0副議長(福島敏雄君) 生活環境部長。

0生活環境部長(糸川 滋君) それでは企画財政部長の答弁に続きまして、お答え申

し上げます。

今、財政部長の方からお答えいたしましたとおり、日野市は0.4という構成比でござ

います。これは近隣5市と比較いたしまして、多摩、稲城と同水準にございます。内容

的には商工費全体に占めます政策経費の割合は、やはり財政部長の方から申し上げまし

たとおり、数値的に区々にわたっている点がございますO 政策的経費の中でも、政策費、

あるいは預託金の構成で明示されましたとおり、区々にわたっております。このように

差異の生じます要素といたしましては、人口、あるいは商工事業者数の多寡、あるいは
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行政面積の大小、さらには交通機関等含めました環境的な面などございます。各市特色

を持っているという言い方も、あるいは一面としてできるかというふうに思いますが、

いずれにいたしましでも当市といたしましては、数値の上で低位にございます。

第4点目の御質問等に移らせていただくわけでございますが、そういう中で現在市の

産業振興策で、現在実施いたしておりますものを御紹介申し上げますれば、事業資金の

融資制度、融資斡旋制度、第 2といたしまして小規模事業者に対する利子補給、 3点と

いたしましては、装飾街路灯の設置費の補助、同じく 4点といたしまして街路灯の電気

料の補助、 5点目といたしまして商工会に対します運営費の補助、第 6点といたしまし

て同じく商工会に対し、小規模事業者育成補助などがございます。

そこで現在活性化を図るということにおきまして、 実施に向けて鋭意検討を進めてい

るものがございます。事業資金、融資斡旋制度のパソコンによります処理システム、あ

るいは商店会が催しますイベ γ トに対する補助制度などがあるわけでございますが、当

面これら改善を図るなどしながら、活性化を図っていきたい、とそのように考えておる

次第でございます。以上でございます。

0副議長(福島敏雄君) 沢田研二君。

01番(沢田研二君) ありがとうございました。

今の具体的数値で、近隣他市との比較をしていただいたわけでございますが、比較状

況については理解をいたしました。いずれにしても、同レベルのところもありますけれ

ども、総じて言えることは、やはり日野市の場合は非常に恵まれた環境下の中での行政

が行われているということは間違いないことではないかと思います。

そこで最後の部分の、今後の産業振興に向けての具体的な施策に関連することでござ

いますけれども、先ほどは生産額とし、し、ますすか、そういった面で、申し上げたわけです

けれども、商工業に直接かかわりを持つ人の数につきましても、おおよそ 2万7，000人、

これは工業関係が 1万7，000、商業関係がおよそ 1万でございます。当然これに関係す

る家族等々含めますと、この数字の 2倍、あるいは 3倍という数字になるんだろうと思

います。ただ産業振興策だからといって、商工業にかかわる人のために特別何かをすべ

きであるというととでは決してないというふうに私は思っております。また関係するこ

とは何かと、直接のかかわりにだけこだわる必要もないというふうに思いますO 今、生

活環境部長の方から極めて密接な関係あるもののみを幾っか答弁していただいたわけで

ございますが、余りそういった方面だけではなくて、もっと広い範囲でその関係という

ものを見ていいんではないかなあというふうに思います。ただ一つだけ、そうは言いな
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がらも一つだけこだわりたいたところがございまして、例えば役所の中における直接商

工関係にかかわりを持つ人でございますが、これは当然ながら生活環境部であり、そし

て産業経済課であり、商工観光係というのがあるかと思いますが、こういったところで

はないかというふうに思うわけですが、これはスタッフ 3人というふうに伺っておりま

す。果たして 3人で商業、工業、観光をサ ポートして、ま た年間 1兆円にも近い生産額、

あるいは80億円前後の納税者の面倒といいますか、面倒を見るといいますか、行政対策

とし、し、ますか、そういうことが本当に現在の配置状態の中でできているのかと。で、こ

れをちょっとお伺いをしたいんですが。

0副議長(福島敏雄君) 生活環境部長。

0生活環境部長(糸川 滋君) お尋ねの件につきまして、確かに現在商工、観光行政

に携わります職員は、課長補佐を入れまして、直接的には 3名でございます。そういう

意味から申し上げますると、決して十分な体制とは言えないことは確かでございます。

しかしこれからの体制という ものを考えてまいります中で、基本的にそれがどうしてい

くか。現在、行政の中で全体的に人員不足を来している現状の中で、いかにそれを解決

していくかという点におきまして、とりあえず先ほども一ーとりあえずという形でお答

えしておるわけでございますが、パソコンによります電算化によっての現在業務の見直

し、改善を端緒といたしまして、今後しかるべく体制を整えていきたいと、そのように

考えておる次第でございます。

O副議長(福島敏雄君) 沢田研二君。

01番(沢田研二君) ぜひ今の答弁に期待をしたいところなんですが、私自身が感じ

るところの産業振興に向けてのサポートとしてどんなことがあるか、あるいはこういう

ふうにとらえてもいいんではないかというようなことについて、 一、二触れさせていた

だきたいと思います。これは考え方なり、とらえ方の問題によっていろいろ違ってくる

面もあろうかと思います。また私が申し上げるのは、結果としては単に商工業関係者だ

けの問題ではなくて、結果として市民全部の方にも必ず効果が出てくること。それを商

工関係で多大な歳入があるわけですから、それで補ってはどうかという観点で、二，三

申し上げておきたいと思いますO

例えば勤労者用の住宅の確保、これも今までいろんな方からも要望が出されておりま

す。これだけ勤労者の多い町でありますので、そういった意味では市営住宅なり、ある

いは都営住宅等々のより確保といったこ とも、これは産業振興のためにも大事な施策の

一つではないかというふうに思います。
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それからスポーツ、文化施設の充実ということでございますO これは 9月議会で、私

は健康増進という面から、施設充実についての要望をいたしました。産業振興のかかわ

りでも、充実ということが非常に大切なことではないのかなあと。よくこの商工関係に

従事している人たちか ら聞かれる言葉と して、野球場一つない、ある いは体育館も十分

なものがない。日野市では一体何に重点を置いているんだ。おれたちが一生懸命税金を

稼ぎ出してて、ど うなっているんだとい うような声が方々 から聞かれているのは、これ

は十分市長初めとした理事者側も耳にしていることではないかなあと いうふうに思いま

す。そういった声にこたえるためにも、もっ とも っとこれは声にこたえる ということは、

結果として商工関係の活性化なり、あるいは市の活力になっていく んではないかなあと

いうように思うわけでございます。

それから保育園なり、あるいは学童クラブの充実、こう いった こともその域の一つに

入るんではないかなあと思いますO 現在は福祉行政というこ とで扱われているわけです

が、これは間違いなく大きな分野か ら言えばま さに福祉行政の一つだろうと いうふ うに

思いますが、 これも産業振興という面でとらえてもおかしく ない問題でございます。

それからさらにパス路線の充実ということでございます。これは先ほど工業生産にお

いては、 26市においても 2位、あるいは 3位という位置づけ。 しか し一方では、商業関

係の売り上げは若干規模に比べて見劣りがするわけでございますが、 これはやはり人の

動きという意味では、パス路線の問題が非常に影響を及ぼ しているんではないかなあと

思し、ます。足の確保、利便性とい うものをよく すること によって、結果として産業振興

にも極めて大きな価値が出てくるんではないかということでございます。

現在ノ〈スの運行に市が補助している金額は、お よそ1，700万円というふうに伺ってお

りますo しかしその金額に対して一方では、乗る人が少ないのにもったいないとか、あ

るいは限られた地域だけにというような言い方をする部分も、一部あるようでございま

すけれども、しかし現在運行されている、例えば高幡不動駅から平山城祉公園駅間のパ

スの時間でございますが、これは 1時間10分、 70分に 1回の割合でございます。これで

は利用したいと思っても、とてもこう辛抱強く待てる状況ではないんではないのか。

( iそうだ」と呼ぶ者あり)まあ一部の人のためにとか、利用者が少ないのにというよ

うなとらえ方をしてしまうと、何かもったいないようなという 言い方になりますけれど

も、市の行政サービスというのは、サービスをやればやるほどお金もかかるのは当然で

すし、また一つ一つそういう一部の人というとらえ方をしますと、どんなサービスもす

べて一部分の人の対応ということになるんだろうと思います。
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こういったことを考えますと、先ほど数字を挙げて申し上げましたように、商工関係

では、日野市は他市にも誇る大きな、大きな財源があるわけでございますので、そうい

う面でぜひもっともっと有効な使い方をしていいんではないのかなあというように思っ

ております。特にこのパス路線の絡みで言いますと、例え1，700万が倍になっても、 5，0

00万円になったとしても、そのことによって日野市が活性化をする。またそれが将来に

向けての大きな種になるんだということであるならば、十分検討してし、く価値があるん

ではないかというように思っております。以上、産業振興のための対応事例として、幾

っか挙げたわけでございますが、いずれもこれら挙げた問題というのは、市民全部の人

たちにとっても極めて貢献できる、あるいは期待のしている部分ではないかと思います。

日野市という大変恵まれた産業基盤を持った都市の特徴を生かして、そして行政を行っ

ていただきたいというふうに思うわけでございますが、全体の疑問とし、いますか、要望

に対しまして市長からのお考えがあればお伺いをしたいと思います。よろしくお願いい

たします。

0副議長(福島敏雄君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 御質問の指摘されるものは、我々が日常考えておることに符

合することと思っております。ただ日野市の今日の発展経過におきまして、いわゆる産

業経済行政ということに関しましては微力であるとし、いましょうか、まだ本格的な取り

組みまで至ってないというふうに受けとめております。

農村社会が、急速に都市化という変化を遂げつつある今日の情勢でありますので、い

わゆる勤労者の方々を一般市民と同じ対象に見定めまして、ハードな面では御承知のと

おり今将来に向かつての、都市基盤の整備を進めておる。それからこれまで人口に伴っ

て、待ったなしの福祉でありますとか、教育でありますとか、そういうことにはかなり

力を注いだわけでありますけど、これからいわゆる余暇時代に向かつて、特に勤労者を

対象とする文化施策、あるいはスポーツ、レクリエーションの施策が社会的に重要になっ

てきたと、こういうことも今まで申し上げておるとおりであります。八王子市、あるい

は町田市、これはもう 1世紀、 2世紀の過去の物資の集散地としての、いわゆる経済基

盤を持っている町でもあります。多少そのあたりに差がある。それから日野市には幸い

に御指摘のとおり、いわゆる大企業、つまり外に向かつて、つまり海外、あるいは圏内

に向かつて、いろんな社会が必要とする資材を生産をされている。生産工業が大変な、

日野市の、いわゆる生産カの大部分を占めておるということになるわけでありますし、

一方のいわゆる小規模事業者と言われる階層は、市民生活に対しまして物の供給、生活
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資材の供給とか、いわゆる当面的なものが主流になっておる。そこに大きな差がある。

したがって地元の産業奨励を大企業に対してどうこうという手段はなかなか難しいわけ

でありますけど、やっぱり基盤整備、特に従業員の方の師弟がきちんと教育におきまし

て、あるいは児童福祉におきまして守られている。あるいは遊び場、公園とか自然環境

とかということで人間性を養うに十分な環境がある。こういうことにつきましてはすべ

て均てん的に行政サービスだけではないわけでありますけど、公平には行き渡っている

というふうに認めていただきたし、、とこう考えております。

結論といたしまして、今指摘されました財政力でありますとか、あるいは生産に対し

ます行政投資の関係でありますとか、こういうことも一つの指標になることはもう言う

までもありませんので、これからーーまあ地元のいわゆる経済産業の行政、対象はどう

しても中小企業という範騰に入ると思っておりますけど、一定の態勢を整えながら、い

わゆる地域社会としての活性化のこともありますし、なるべくならば地元の消費を地元

で間に合う、こうし、う状況をっくり出す必要があろうと思っております。御指摘のこと

に、これからむしろ積極的に取り組む時期になっておることだけはお答えできると思っ

ております。

0副議長(福島敏雄君) 沢田研二君。

01番(沢田研二君) ありがとうございましたO 私、今申し上げたように、決してあ

る特定の大企業なり、あるいは産業にかかわりをしている人だけのための施策というこ

とではなくて、一般住民、みんなを含めたことに結果的にはなるんで、そういう意味で

ぜひより注力をしていただきたいということを言っているつもりでございます。

最後に市長は、緑と文化の市民都市を目指して、日野市基本計画というものを出して

おられますO その基本目標として五つの柱があるわけでございますが、その第4項の中

に、 「活気ある産業と豊かな消費の町」という項目を掲げておられます。産業そのもの

は、数値が示すように極めて活気があるというふうに思われます。しかし大事なことは

その行政と産業聞の聞にもみなぎる活気が必要ではないのかなあというふうに思います。

働き出した税金とし巾、ますか、そういったものがやっぱり実になっているということが

感じられるような、そんな政策をぜひ期待をしたいなあというふうに思います。この基

本計画に沿った立派な町づ、くりがあるわけでございますんで、そのためにも、そして産

業振興にも通じるような予算組みをして、これをぜひ実現をしていただきたいというこ

とを申し上げまして、一番目の質問を終わらせていただきたいと思います。ありがとう

ござし、ましTこO
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0副議長(福島敏雄君) これをもって 4の 1、日野市をより一層活性化させる為に、

商工関係に関する予算をさらに充実せよの質問を終わります。

一般質問4の2、老人 (70歳以上)入院見舞金の給付方法および制度の一部改善をの

通告質問者、沢田研二君の質問を許します。

01番(沢田研二君) それでは 2点目の質問をさせていただきます。

70歳以上の入院見舞金の制度がございますO この制度は先輩議員の皆さんが、まさに

熱心な論議の結果、でき上がってきた立派な制度の一つであるというふうに伺っており

まして、敬意、を表する次第でございます。そして制度発足から 2年ほど経過をしたとい

うふうにも伺っております。

平成元年度のこの制度実績といいますか、請求された数が926件、給付金といってい

いのか、見舞金といっていいのかですが、およそ2，000万弱、 1，961万円というふうに伺っ

ております。制度としましでも相当浸透しているんだなあということを思いますし、ま

た多くの御老人に大変喜ばれているというふうにも伺っているところでございますO こ

のすばらしい制度を、まあ大変おこがましいわけでありますけれども、もっと市民本位

のものとしていくために、いま一歩改善をして利用者の声に沿って、さらに喜んでいた

だける制度にしてはどうかということで、今回取り上げさせていただきました。

制度の詳細については、ことしの 9月15日の「広報 ひのjの「敬老の日 特集号」

で改めて紹介をされていました。この内容は申し上げるまでもないわけでございますが、

日数に応じまして5，000円から最高 5万円まで七つのラ γク分けがされておりまして、

なかなか充実した制度だなあという感じがし、たしますO ただその請求条件といいますか、

給付条件なり、その方法と、それから対象範囲に関しまして、若干の疑問、あるいは市

民からの要望の声もございますので、そのあたりについてお伺いをしたいと思うわけで

ございます。

請求条件でございますけれども、一つは退院のとき、それから入院してから151日以

上のときということになっております。これはせっかく七つのラ γクに分けられている

わけですから、どの時点でもその条件を満たしたときに請求できるといいますか、支払

いできるというか、そう いうことに改善できないかどうかということでございます。

それから 2点目に請求方法でございまして、これにはわざわざ括弧して、 (郵便局の

使用はだめ)だと、こういうようになっております。いろいろ制約事項があるとは思い

ますけれども、このあたりを何とかできないものかどうか。それとあわせまして当然途

中での給付が条件になってきますと、本人が取りに行けない場合も生じてくる。まあ家
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族が行けばし、し、ということもあるかもしれませんが、やはり本人が直接ほしいなという

ようなときもあろうかと思います。そういったときに、振込方式といったものが取れな

いのかどうか。あるいは郵送システムができないのかどうかというようなこと、こんな

ことについてどんなお考えを持っているのかどうかお伺いをしたいという ふうに思い ま

す。

それから 3点目に、入院見舞金制度の年齢範囲は70歳以上という ことで、これは当然、

制度そのものの健康管理手当 との兼ね合いがあるわけでございますけれども、 この見舞

金の部分だけについて、例えば65歳以上に も適用できないか どう か。当然費用が2，000

円、老人健康管理手当は 1万4，000円のうちの2，000円が、こ の見舞金制度の方に回され

ているわけですから、それに充当する分の2，000円という のは必要になってくる わけで

すが、 65歳以上で、任意で2，000円を払い込めば、同じ扱いができるというよう なそん

な方法が検討できないのかど うか。以上についてまずお伺いをしたいというように思い

ます。

0副議長(福島敏雄君) 沢田研二君の質問についての答弁を求めます。福祉部長。

O福祉部長(坂口泰雄君) 御質問にお答えしたいと思います。

まず第 1点目の請求条件は、退院のとき、あるいは入院から151日以上のと きという

ことになっております。入院日数に応じた給付制度に改善できないかという御質問でご

ざいます。現行制度の中では入院日数、 7日以上を最低の請求日数の条件といたしまし

て、入院の日数に応じまして、 5，000円から 5万円の 7段階の給付をしておるのが現状

でございます。請求のできる期日につきましては今申し上げましたとおり、 退院のとき、

あるいは入院日数が151日以上になったとき等になっております。なお、入院日数が 7

日以上になった場合には、入院の途中でも入院日数に応じた請求ができないかというこ

とでございます。これらの現行の規則を改正することによって可能でございます。ただ

請求するにはやはりそのつど入院の日数が確認できる書類が必要となってまいります。

医療機関によりましては、いわゆる入院の精算の時期が例えば10日締切とか、 15日、 20

日締切とか、いろいろあるようでございます。そのように聞いているところでございま

すが、いずれにしても入院途中での、入院のかかった領収書、あるいは証明書等が必要

にな ってまいりますので、請求者についてもかなりの負担がかかってくるんではないか

というふうにも、考えるわけでございます。

それから 2点目の請求の方法についてでございます。郵便局の使用はどうであるか、

あるいは振り込み方式は取れないか、郵送のシステムは取れないかという御質問でござ

F
同

υ
F
h
u
 

つU



います。この最初の郵便局の使用につきましては、これは自治法の規定によりまして、

市では金融機関を指定して、市の公金の収納、または支払いの事務を取り扱わせること

ができるということになっております。また口座振替の方法によりましでも、法に基づ

きましてできることになっておりますが、郵便局の場合には銀行と金融機関との、いわ

ゆる民間金融機関との相互間で結ばれておりますところの為替の取り引き契約、こうい

うものに加入していないということで、郵便局の振り込みはできない、制度上できない

ということでございます。収納事務のみではよろしいんじゃないかというふうに考えて

おります。制度的にちょっと現段階では難しい面があるということでございます。

それから振り込み制度、あるいは郵送システムでございますが、請求書等につきまし

ては、申請に応じまして実際市役所の窓口、あるいは郵送によりまして受理しておりま

すO しかし見舞金の支給に当たりましては、基本的には本人自身のお手元に確実に届け

るというのが一番ベターな方法ではないかと考えております。実態といたしましては、

本人の指定する方法、口座振り込み、または直接窓口での支給方法を取らせていただい

ております。郵送方式にいたしますと、やはり現金書留ということになろうかと思いま

す。郵送料金の問題、あるいは今申し上げましたとおり、請求者以外の者が受理してし

まうというようなケースも考えられるわけでございます。そのようなことから、できれ

ば現行の、現在の方式にとどめさせていただきたいというふうに考えております。なお

口座振込の指定をされている方は、ほとん ど100%に近い方、実際窓口に取りに来られ

る方は月 1件あるかないかというようなのが現状でございます。

それから最後でございますが、入院見舞金制度の年齢の範囲を65歳まで引き下げまし

て、 2，000円の有料の任意加入方式はどうかということでございます。この入院見舞金

は70歳以上の方の、いわゆる相互扶助を目的とした全員加入を原則としております。制

度的には会費2，000円とする任意加入でありますが、相互扶助の精神、目的が理解され

まして、結果的には全員加入となっております。今まで若干のトラフ'ルがございました

が、制度発足来 2年目を迎えまして、順調に事業が執行されているところでございますO

会費の納入に当たりましては、御指摘のと おり健康管理手当の支給にあわせまして、納

入してもらっております。そう いうよう なこと から全員加入とい うことが実態でござい

ます。御指摘のように年齢の引き下げ、 会費2，000円の有料任意加入という方式の制度

を取り 入れた場合には、現在加入している70歳以上の方々、こういう方々の制度への見

解が非常に不明確になりまして、相互扶助を目的といたしまして、全員加入しているこ

の原則が損なわれるよ うな ことも考え られます。
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いずれにいたしましでも、年齢の引き下げ、あるいは制度の拡大、充実につきまして

は、これら制度の定着を見ながら検討を加えていきたいというふうに考えております。

以上でございます。

O副議長(福島敏雄君) 沢田研二君。

01番(沢田研二君) ありがとうございました。

若干再質問をさせていただきたいと思いますが、基本的にはこの項目については要望

的な形で問題提起をさせていただくということでございますが、まず最初の請求条件に

かかわる問題ですが、入院をしてい る人の立場という ことになったりしますと、あるい

は見舞金という性格からしますと、退院をしてからいただくとい うよりも、やはり入院

中にいただく ということの方が、 見舞金としての価値とし、し、ますか、は るかに感謝がよ

く伝わるんではないのかなあと、 市がこんなことまでやってくれているとい う意味でで

すね、感謝の意、が強く持たれるんではないのかなあ。あるいは入院中の人自身の励みに

もな るんではないかなあとい うふうに思うわけです。

事務手続きのことを考えますと確かに煩雑的な部分が出てくることはくるわけですけ

れども、やはりこの目的に沿い、そしてそのことによって対象者であります御老人が喜

ぶということを考えるならば、多少の事務煩雑化なり、問題等があったとしても、努力

可能の範囲ではないかなあというふうに思いますので、ぜひ検討をしていただけないだ

ろうかなあというふうに思います。

それから 2項目の郵便局にかかわる問題でございますけれども、確かに為替取り引き

契約との兼ね合いということで難しいということは理解できるわけでございますが、し

かし今回の議会の中でも、市民課事務の一部郵便局への代行ということで、一歩前進を

しているわけですから、この辺は法の制約に触れてはもちろんいけないわけでございま

すけれども、何と言いましでも銀行の数よりも郵便局の方が身近にある金融機関とい う

ことになろうかと思いますので、そういった面で、も検討してみる価値はあるんではない

のかなあというふうに思います。

それか らあわせまして郵送シス テムでございますけれども、これは請求者以外の者が

受理する こともあり得るという心配、これはあるかもしれませんが、 そこ まで家族を疑っ

てい るわけじ ゃないでしょうけども、その必要もないんではないのかなあと、そしてま

た入院中の人に郵送するということですから、間違いなくもう本人に届 くわけでして、

そのあたり郵送料の問題ありますけれども、 これもサービス の範鴎でできればなお問題

ないんではないのかなあということも思いますので、ぜひ御検討をしていただきたいな
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あということでございます。

それから最後の年齢範囲の関係でございます。現在、 65歳以上の人がおおよそ 8%ぐ

らい、人数にしまして 1万3，000人 ぐらいになろうかと思います。 70歳以上の人の数が

市民全体の0.5%ですから、およそ8，000人程度が見込ま れるかと思います。そうします

と、 65歳から69歳までの人というのが、およそ5，000人前後になろう かと思います。で、

先ほどこの高齢者福祉条例との兼ね合いで、その全員加入の問題が難しくなるというよ

うな言われ方をしたわけですが、 1万4，000円の健康管理手当の中から2，000円を別建て

にした管理をしているという ことですから、そうなりますとその2，000円の扱いにあわ

せて65歳以上の人を、この入院見舞金とい う扱い方をすれば、その70歳以上の制度まで

侵すような話にはならないんではないのかなあ というふうに思うわけです。

こういったことも含めま して、ぜひ今後積極的に検討を していただきたいとい うこ と

を申し上げまして、今回は要望的な感じでこの問題を取 り上げさせていただき ましたの

で、ひとつよろしく御検討のほどをお願し、いたします。あり がとうございま した。

0副議長(福島敏雄君) これをもって 4の2、老人 (70歳以上)入院見舞金の給付方

法及び制度の一部改善をの質問を終わります。

一般質問 5の 1、より豊かな女性の未来にむけて(パー ト・サテラ イトの設置につい

て)の通告質問者、宮沢清子君の質問を許します。

[12番議員登壇〕

012番(宮沢清子君) 通告に従いまして、より豊かな女性の未来にむけて (パー ト・

サテライトの設置について)質問をさせていただきます。

労働省は12月2日、平成2年度版の婦人労働の実情であります「婦人労働白書Jを発

表いたしました。好景気によるところの人手不足で、、女性の職場進出に拍車がかかり、

平成元年の女性の雇用者は1，749万人で、前年に比べますと79万人もふえております。

史上最高の伸びとなりましたが、特に中高年齢層のパート労働での伸びが大きく、 15歳

以上の女性人口に占める雇用者の割合は34.2%と、初めて 3分の 1を超えました。元年

の女性雇用者は、前年比79万人、 4.7%増で、増加数、率とも男性の61万人、 2.1%増を

上回っております。この結果雇用者総数に占める女性の割合も、過去最高だった前年よ

り0.6ポイント上昇し、 37.4%に達しました。 年齢別に見ましても、 20歳から24歳が292

万人と最も多いわけですけれども、 40歳から44歳が238万人、 45歳から49歳で、 225万人

の順であります。前年に比べますと40歳から49歳層が38万人、50歳から64歳層が15万人

とふえ続け、中高年齢層の伸びが著しく、労働省では 1、パー トなどの再就職の増加、

。。
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2、団塊の世代が40歳層に移行してきたためと分析をしております。

人手不足を反映して急増しているパート労働者のうち、数が正確に把握できる非農林

業の短時間雇用者は602万人で、 7割強の432万人が女性であります。農林業の方と、休

業中の方を除くと、女性の雇用者の4人に 1人がパー ト労働者である と言われておりま

す。

労働省が作成をいた しましたパート・タイム労働対策要綱において、 パー トタイマー

とはそのものの 1日、 1週、または 1カ月の所定労働時間が当該事業所において、 業種

の業務に従事する通常の労働者を言いますと定義づけてお りますO 一般労働者との関連

においても、身分的な区分を意味する のではなく、短時間就労という勤務の形態を意味

するも のであ りますO 働 く時間が短いというだけで、そのほかのことはすべて一般労働

者と同じであり、雇用労働者として労基法などの労働保護に関する法律の適用を受ける

ことができ ますが、働 く側にも使用する側にも、お互いの認識が薄い面があります。今

や基幹的な労働力として欠かせない存在になっているパー トタイマーですが、一般に労

働条件や待遇の面では不利な立場に置かれている実情ではないかと考えます。 私も先

日、パートタイマーで働く Fさんから市民相談を受けましたが、Fさんは昭和62年 9月

に労働基準法が改正され、昭和63年4月より施行されてお りますノ《ー トタイマーにも在

職期聞によって、 年次有給休暇が比例付与され、年休を使えるこ とを知 りませんでした。

好きなときに、好きなだけ働 くのがパー トだから、労働基準法は適用 されないと思い込

んでいたよう です。

また就業理由についても、 生活費の補てん、 不時のための貯蓄、学費、教育費に充て

るなどの経済的理由と、家にこも っていたく ない、能力や技術を生かしたいなど、家庭、

主婦層の人生サイクル、 生活バタ ーγの変化、 あるいは高齢化社会等の到来によって等

の理由がいろいろと考えられてきております。さらに雇用する企業の側からは仕事の内

容がパー トタイマーで間に合うこ と、人件費が安く、 雇用調整が容易である などを挙げ

ていますO このように需要と ニーズの一致したところに今後もその傾向は一層顕著にあ

らわれる ことは周知のとおりで、すo

現在、こうした状況下に的確に対応するために、昭和56年度か らパー ト・ パγクを設

置 し、 一定の成果を上げられて きておるようですが、現行のパー ト・パン クの設置基準

は、中心都市の人口が20万人以上のところとなってお ります。現在、東京都の中には、

4カ所設置されており、都下ですと立川職安の管轄で立川ノミ ンクがあります。労働省は、

平成 2年度でありますが、ことしからパート・パンクの設置されていない都市に、パー
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ト・サテライトを設置されました。パート・サテライトは人口が10万人以上のところを

対象として、既にパート・パンクが設置されている都市、及び設置計画なる都市を除い

て、今年度15カ所設置される予定であります。さらに平成 3年度には、 20カ所設置する

よう考えているようです。

またノミート・パソクについては、既に設置の52カ所に加えて、 ことしは 5カ所設置さ

れ、 3年度には10カ所の設置を見通しております。日野市の人口からいたしますと、人

口10万人以上、 20万未満の都市に設置されますノミート・パ γクのミニ版とも言われます

ノミート・サテライトの設置を、ぜひ職業安定所を、また国へ申し出ていただき、誘致を

していただきたいと思いますが、そのお考えをお伺し、し、たします。

次に急速に進む高齢化社会の到来により、老後生活の不安が高まり、定年後も就業を

希望する人がふえております。正社員として雇用されることは困難なので、パー トでも

よいから就業したいと考える人がふえつつあります。したがって将来ノミー トとし、う就労

形態は、主婦層だけに限らず、高齢者の有力な就労形態となってきますO こうした観点

から市民と事業所を対象に高齢者の就労実態調査を実施していただきたくお伺いいたし

ます。

さらには市内の事業主を対象に、奨励金か助成金の制定をしていただけないでしょう

か。御見解をお伺いいたしますO 以上、 3点について御答弁のほどよろしくお願いいた

します。

0副議長(福島敏雄君) 宮沢清子君の質問についての答弁を求めます。生活環境部長。

O生活環境部長(糸川 滋君) 御質問の点につきまして、お答えいたします。

今、御質問の中で言われましたとおり、大変ノミートタイム雇用が増大する傾向にあり

まして、このような中でパート・タイム希望者に対する情報の提供、職業相談、職業紹

介、さらには求人等に対する雇用管理指導等、パート・タイム雇用に関しましての総合

的なサービスが社会的に求められております。

御存じのとおり、このような状況の中で労働省が、今お話にありました昭和56年、 パー

トタイム雇用の需給が集中 している大都市で、パー ト・タイ ム雇用にかかわる職業相談、

あるいは職業紹介等専門に取り扱う機関といた しま して、パー ト・パ γクを設置 してお

るわけでございます。さらに大都市のみならず各地区におけるパー ト・ タイム雇用に対

処するため、大都市でのパー ト・パ γクの設置とあわせまして、中規模都市に平成 2年

度よりパート・サテライト を設置 しておるのは、お話のあったとおりでございます。こ

れらは労働省の設置計画に基づきまして設置 してい るのが実情でございます。全国的に
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も150カ所というふうに聞き及んでおるわけでございますが、そういう中でこの計画に

乗ることが非常に困難な実情にございますO 一応の規模に従いまして適合するから設置

してほしいと申し出ましても、なかなかそのようにいかない面があるわけでござし、ます。

しかし御趣旨に沿いまして私どもといたしましては結果はともかく、関係筋の方へ働き

かけをしてまいりたい、その よう に考えております。

職業紹介等に関する行政は、御存じのとおり国が管轄しておりますので、市が行える

範囲は大変限られたものでございます。今後とも当市におきましては、当面八王子、あ

るいは立川の両職業安定所、立川のパー ト・パンク、また調布のパー ト・サテライトと

連携した中で、情報提供に努めてまいりたいと考えております。

次に雇用促進の奨励金とい うこ とでございますが、勤労者の多く は定年退職と いう 生

活環境の変化が待ち受けておる わけでございますが、 定年退職後も仕事を持つ ことは経

済的安定、健康維持、そして生きがし、を見出せる ことになり、 高齢者雇用の促進は重要

な問題として認識してい るところでございます。労働省の調査によりますれば、 55歳か

ら69歳までの高齢者の就業者は男性で70%以上、 女性で40%となっているそうでござい

ます。先ほどもお話あったとおりでございますが、 そして未就業者のうち、就業を希望

する人は、男性で50%、女性で30%と高い就業意欲を示 しております。 しかしながら高

年齢者に対します求人は絶対数が少なく、職種も限定されており、 東京都におきまして

も60歳以上の求人 1人に対して、就職希望者が3人ないし 5人という状況にあると聞い

ているところでございます。

高年齢者雇用の安定を図るため、国で高年齢者等の雇用の安定等に関する法律を定め

ており、その対策を講じておるところでございます。その法律によりますと、 60歳定年

の法制化、あるいは高年齢者の再就職の促進、また事業主による再就職の援助、高年齢

者雇用安定センターの開設、またシルバ一人材センタ ーの設置、あるいは国の援助等、

以上の内容によりまして、定年退職者やその他の高年齢退職者の職業生活の充実、そし

て福祉の増進を図っています。

また高年齢者を雇用 した場合、 事業主への国の援助制度は高年齢者多数雇用奨励金、

また特定求職者雇用開発助成金、あるいはその定年退職予定者等再就職援助促進助成金、

四点目と いたしまして高年齢者職場改善資金、最後に継続雇用制度導入奨励金などでご

ざいます。雇用に関します業務は国が所管しており、特に高年齢者雇用促進につきまし

ては、その制度の範囲が拡大されております。市行政の段階でどのような分野でどのよ

うに対策ができ るかを含めまして、研究課題とさせていただきたいと考えておる次第で
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ございます。

次に実態調査の実施でございますが、これにつきましては現在近い将来にお きま して

実施すベく鋭意準備を進めておるところでございます。以上でございます。

0副議長(福島敏雄君) 宮沢清子君。

012番(宮沢清子君) ありがとうございました。

今、御答弁いただいたわけでございますけれども、その中で八王子市では職業安定所

ございますし、立川市には立川の職安と、それに兼ねてまたパー ト・ パンク が設置され

ております。今お話がありましたように、調布市では今年度でしょうか、 パー ト・ サテ

ライトを職安から指定という形でし ょうか、また行政の働きかけもあったんではないか

と思いますけれども、相互の理解のもとに設置を されたんではないかと感ずる わけでご

ざいますけれども、ぜひ新しい趣向でございますけれども、 日野市におかれましても、

こういった新しい国の制度を先取りをしていただけるよう な、そんな施策を近い将来き

ちっと位置づけというか、お考えになっていただきたいと思いますO このパート ・サテ

ライトを設置いたしますと、国というか、職安から職業相談員もきちっと 1名ない し2

名は配置していただくという制度でございますので、 そういったものをぜひ クリアして

いただいて、近い将来、この近年 5カ年の計画の中で、全国で150カ所を予定 してい る

ようでございますので、できないという ことではなくて、今御答弁いただきました よう

に研究課題の中でしっかりとした位置づけをしていただければと思います。

日野市の実施基本計画の中で、私、以前にパー トで働く婦人が生き生きと働き続ける

ためにということで、以前一般質問させていただきました。その中で労働相談の年 2回

の設置でございましたけれども、月 1回から週何回かというふうに、年次計画を建てら

れて推進をしていただきたいということでお願いもしてきたわけで、ございますけれども、

現在、月 1固まで労働相談が開かれるようになりまして、平成4年度には週 3回という

ふうに、この日野市実施基本計画の中では計画を折り込んでいただいているわけでござ

いますけれども、そういった中でぜひ労働相談は、労働上の問題の相談だけでございま

すけれども、そのほかにこのパート・サテライトというものは、職業相談とか、職業の

受理及び職業紹介とか、求人の受理及び相談というふ うに、もう少しまた開かれて きま

すので、ぜひその辺の整合性も持たせていただきまして、今後の検討の中に含めていた

だきたいと思いますが、その辺もお伺いしたいと思います。

それからもう 1点、今シルバ一人材センタ一等を初め、いろいろと日野市の中で行わ

れている施策の位置づけの中から御説明をいただきましたけれども、私が今お願いして
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いるのは、 そう いったものではなくって、市内の事業者に対する中小企業者とし、し、ます

でしょうか、 そう いった方々が高齢者の雇用を促進した場合には助成金と申し ますか、

奨励金をつけていただけないかという質問でございますO これは一つの例に、 まあ位置

づけられるかどうかわかり ませんけれども、一つの施策といたしまして、日野市障害者

雇用促進援助事業実施要綱というものがございます。障害者に関しましては、中小企業、

また事業者、市内の400幾つかの事業者に月に 3万円で したかしら、何がしの補助金を

出しているわけでございますから、ぜひ高齢者にも求人というか、求職、就業の非常に

厳しい状況に置かれる方々でございますし、さりとてといって高齢者の中で長生きをし

て、いつまでも元気で働いていただけるというものに対する一つの制度と いうも のを実

施していただければと考えた次第で、ございますo この点について市長さ んはいかがお考

えでございますでしょうか。パー ト・サテ ライトとそれから高齢者雇用促進のための奨

励金と申しますか、助成金の制度について制定していただけないかどう か、 そのお考え

をお伺いしたいと思います。

0副議長(福島敏雄君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 高齢化社会が進行するに伴い、 いろんな社会事業と申しましょ

うか、 新 しい発想、が必要だとい うこと は、もう 言うまでもないと思っておりますので、

御提案のパー トタイマーの雇用先、あるいはパー トタイマーの相談所に位置づけられる

ようなそうい う施策を、 むしろ誘致 しないかと、 こういう御提案でございますので、当

局に御相談もし、条件が整えば声を挙げてお願いをしてみたいと、こんなふう に伺った

ところです。

0副議長(福島敏雄君) 宮沢清子君。

012番(宮沢清子君) どうもあ りがと うございました。

これが設置されましたと ころによりますと、大体 1日に30名から50名の方が相談なり、

いろいろと こう持ちかけていって利用されてい るようでございます。非常に利用率とい

うか、 高い比率でございますので、ぜひ今後の施策の中で対応していただければと思い

ますので、どう ぞ前向きな御検討をお願し、し、た しまして、この質問を終わらせていただ

きます。

0副議長(福島敏雄君) これをもって 5のしより豊かな女性の未来にむけて(パー

ト・ サテラ イトの設置について)の質問を終わります。

お諮 りいたします。議事の都合により、あらかじめ会議時間の延長をいたしたいと思

いますが、これに御異議ありませんか。
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C 1"異議なしJと呼ぶ者あり〕

0副議長(福島敏雄君) 御異議ないものと認めます。よって会議時間を延長すること

に決しました。

一般質問 5の2、火葬場の改築および市民葬斎場の建設促進についての通告質問者、

宮沢清子君の質問を許します。

012番(宮沢清子君) 続きまして火葬場の改築および市民葬斎場の建設促進について、

質問をさせていただきます。

人類起源のこの方、生ある者は必ず滅するとの言葉どおり、生死を繰り返してきまし

た。この厳粛な事実は経験的にはどなたも知っていたかと思います。人が亡くな られる

という現象に対して、他の残された人たちが弔いの儀式を行うようになったのは、かな

り後のことと伝えられています。

日本では上古、土葬が行われていたようですが、次第に火葬が伝えられてきたと言わ

れています。初めは高貴な人たちの間で行われ、10世紀以降には広く民間の風習として

広まってきたようです。

さて、日野市営火葬場は、昭和39年、 3月31日に公設民営という経営管理形態の中で

設置をされてきましたことは、認識をするところであります。 日野市民を初め、多くの

方が利用されておられることも御存じのとおりでございますO この間建物の老朽化、炉

の損傷等もあり、その都度手を加えられてお られることも理解するところでありますが、

ここで私はさらに整備充実をしていただきたく 、数点にわたり質問をさせていただきま

す。

第 l点、といたしまして、一つ門塀のブロックの損傷が目立ち、美観を損ねております

ので、塗装直しと申しましょうか、化粧直しをしていただけないでしょうか。 二つ、火

葬室と炉前ホールに、クーラーを設置していただけないでしょうか。特にことしの夏は

異常とも言われる猛暑であ りましたので、会葬者の方も、作業をされる方たちも大変だっ

たようです。私もこのと きに伺って感じたことでございますO 三つ目といたしまして、

現在、園庭に砂利が敷かれておりますが、火葬室か ら待合室へ移られるときに、女性の

方はハイヒール等の靴を履いていますので、靴のかかとが砂利の中に入って、足元が大

変歩きにくくなっています。部分的でもよいと思いますので、舗装していただければと

思います。4として、待合室の和室等の箇所で、部屋に上がるぬれ縁のところが高 く、

大変滑りやすくなっておりますので、工夫をしていただけないでしょうか。五つ、 委託

業者の事務所、控え室の改修等、会葬する方の運転手の控え室の設置等もお願いしたい
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と思います。さらに何かの工夫で、煙突の地中化についてできないでしょうか。何か名

案がないかと考えたわけでございますが、以上 6点についての整備をお願いできればと

お伺し、いたします。

次の質問といたしまして、火葬場の現状と問題点について教えていただきたいと思い

ます。

第 3点目 といたしましては、今後建物の老朽化が続き、建てかえの時期もあろうかと

思いますが、改築計画について教えていただきたいと思います。

第4点目といたしまして、 市民葬斎場の建築促進についての考え方をお伺いいたしま

すO 過日 の日本経済新聞に報じられておりましたが、手狭で自宅葬儀が減るという見出

しで出てお りま した。都内の冠婚葬祭互助会が13年前より、 3年ごとに調査をして、今

回で 5回目という ことであり ますが、東京、神奈川、埼玉、千葉の400世帯を対象にア

ンケー ト調査を行っており ますO その結果、自宅での葬儀は43.6%、前回より20.2%も

減少してい るといっており ますO 特に都内においては37.7%で、他の 3県は52.9%でご

ざい ますけれども、それに比べて大きく落ち込んでいるとの ことで、すO 同互助会ではこ

のよ うな現況はアパー トやマン ション暮らしの家庭が急増 して、 自宅を会場に利用でき

なくな っているためと、 年々規模が拡大して、 会葬者がふえてきており 、葬儀の費用も

平均354万44円と前回比10.8%増であると のことです。こ れは寺院や斎場等利用される

費用も含まれていると思われますけれども、 こう いったケースが急増 しているというこ

とでございます。だれもが直面する問題でございますO 団地等の場合は集会場等の施設

が利用できますが、 宿泊等はできない状況でございます。また地域によ っては地区セ γ

タ一等の利用申し込みが多い状況でございますが、この利用も現状では不可能でござい

ますO

自宅で葬儀のできない市民の方にと って、葬祭の場所が必ずしも十分に求められる現

状ではありませんので、ぜひ市民葬斎場の建設を考えていただきたくお考えをお伺いい

たし ます。 現実の問題として避けられない切実な課題でございますので、ぜひ基本計画

の中にも今後含めていただけた らと思い、御所見をお尋ねしたいと思います。以上、御

答弁のほどよろ しくお願し、し、たします。

0副議長(福島敏雄君) 宮沢清子君の質問についての答弁を求めます。生活環境部長。

O生活環境部長(糸川 滋君) それでは順次お答え申し上げたいと思います。

火葬場にお きます 6点の修繕でございます。これらにつきましては逐次実施していく

手立てになっておりますO なお煙突の地下式につきましては、構造的にちょっと施行が
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困難な状況であるということを申し添えたいと思います。

現在の火葬場は大変古い時代に設置されたものでございまして、現行建築基準法以前

に建設いたしまして、その後何回かの改修等を経て、現在に至っておるわけでございま

すが、そういう次第でこの基準法に適合した建物とはなっておらないというところが、

大変大きな課題となっておるところでございま す。

改修計画ということにつきましては、今申し上げましたような実情でございますので、

大変厳しい状況に置かれているということを申し上げなければならないと思います。し

かし現実は施設の老朽が大変目立って苦慮、しておるところでございます。主管部局とい

たしましては、早急に条件をクリアしまして、解決を図っていきたいと考えておるとこ

ろでございます。

最後に葬斎場のことでございますが、最近とみに申されるとおり 、住宅事情、あるい

は生活様式の変化から、自宅での葬式ができにくい状況になっておりまして、またこの

ような状況とあいまって、隣近所との交際が少ない状況では、迷惑をかけるより、多少

の費用がかかっても、自宅以外での葬儀を希望すると、こういう人もふえております。

葬儀や儀式に利用できる葬斎場、中でも使用料の低廉な公営葬斎場を望む声が多く寄せ

られる状況にあるわけでございますo 市内には民間の葬斎場4軒あるというものの、 こ

の問題は行政にとりまして見過ごしにできない課題となってきておるところでございま

すo 用地を含めまして、多くの問題を抱えておるわけでございますが、基礎調査にかかっ

ていきたい、そのように考えておる次第でございます。以上でございます。

O副議長(福島敏雄君) 宮沢清子君。

012番(宮沢清子君) ただいま改築というか、現状の問題点についてお伺いしたわけ

でございますけれども、改築に当たって都市計画法一一建築基準法の適合となっていな

いとおっしゃられましたが、これはどこに適合するんでしょうか。ちょっと教えていた

だきたいと思います。

O;IJ議長(福島敏雄君) 生活環境部長。

0生活環境部長(糸川 滋君) これは基準法の第51条でございます。 51条を見まする

と、次のようなことになっております。 I卸売市場、火葬場、又は屠畜場、汚物処理場、

ごみ焼却場、その他の処理施設の用途に供する建築物は、都市計画においてその敷地の

位置が決定しているものでなければ、新築し、または増築しではならない」というくだ

りがございます。建築基準法の第51条でございます。

O;IJ議長(福島敏雄君) 宮沢清子君。

012番(宮沢清子君) ちょっと私の理解があれだと思いますけれども、私、自分で勉

強した中で、またいろいろとお伺いさせていただきたいと思いますけれども、私「日野

市史」をずうっと議員になってから読んでまいりまして、その中で火葬場の経緯という

ものも市史の中に若干触れられておりまして、そこを読んだときに随分古い歴史がある

んだなあということも感じまして、桑田村という全く私なんかのわからない旧桑田村の

所有で、疫病による死者の火葬場として、それを使用されていまして、ずうっとその経

過の中で日野町との合併があり、そしていろいろとその当時は土葬であったようであり

ますけれども、伝染病がこうはやってまいりまして、それは土葬では無理ではないかと

いうことで、火葬をするようになったということ。そういったこうずう っと市史を読ん

でし、く中で、経過がわかってきまして、そういった中で昭和39年に市でそこの場を委託

という形で受け継いだわけでございまして、その聞の昭和、今年度まで幾度となく改修

というか、手を加えられてまいりまして、その期間にずうっと、あそこはちょうど多摩

平団地ができるときの状況等もかんがみまして、墓地というんですか、それが移設をさ

れてきて、それと付随をして、火葬場もできてきたんではないかというふうに理解をし

たわけですけれども、そういった中でその後いろいろと住宅の専用地域が第 1種専用地

域に用途地域が変わってきたわけでございますけれども、その変わってきた時点で、用

途地域の変更はなされたのかなというのを一つ感じました。

それからもう 一つはあそこにこう本当に一一火葬場がありますので、近隣の住民の方

たちはそのことを含んで日野市に、そこに居を構えたのかどうかということもちょっと

素朴な疑問というか、私の疑問として浮かんだわけでございますけれども、用途地域の

変更をすべきではなかったかなというのを感ずるんですけど、その辺は(円、ぃ質問だj

と呼ぶ者あり)建築課の方に伺った方がいいんでしょうか。それとも生活環境部の部長

さんの方でよろしいんでしょうか。ちょっとお尋ねの仕方があれですけれども、どちら

かわかる範囲での御回答というか、お願いできればと思います。

0副議長(福島敏雄君) 都市整備部長。

0都市整備部長(前回雅夫君) 私の方からお答えをいたします。

火葬場につきましては、都市計画法に基づきまして、位置の決定が必要でございます。

ですから多摩平のあの地域は、豊田土地区画整理事業と称しまして、区画整理をし、用

途地域をその当時改正をしているわけでございます。ですからその当時、都市計画法に

基づきまして位置の指定がしてあればよかったわけでございますけれども、どういう理

由があったのかわかりませんが、位置の指定がしてなかったというのが、現時点での火
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葬場の改修なり、建てかえができない、そういうことだろうと思います。今、私ども急

なちょっと質問でございましたので一一あと用途地域との問題もあるわけなんですが、

仮に現在その都市計画法の位置の指定をする場合、用途地域が第 1種住居専用地域でで

きるかどうか、まあその辺のちょっと問題がありますけれども、現時点で私が知ってい

る範囲内は以上でございます。

O副議長(福島敏雄君) 宮沢清子君。

012番(宮沢清子君) ありがとうございました。

今、基準法の適合となっていないとこう伺ったものですから、用途地域の変更さえさ

れていれば、じゃあ今後あそこはもう老朽化してくることは目に見えておりますし、現

状といたしましでも、利用状況としても昭和60年には575、ずうっと来ましてちょうど

昨年は631名の方が火葬をされて一一火葬というか、御利用されているわけなんですね。

それで今議会の議案の上程のときには、市民部長さんからは条例によります第 5条の 6

の国保条例を引かれまして、非保険者が死亡されたときにその者の葬祭を行う者に対し

て、葬祭費が 3万円支給をされるという、で、亡くなられる方がふえておりますので、

それも高齢者社会の中での一つのことではないかというふうに指摘をされておりまして、

補正予算を計上というか、議案上程をされてきているわけなんで、すO こういった中で、

これからますます利用者というものがふえていく中で、今後この改築を私たちとしては

どのように市民の皆さんに御説明をさせていただいたらいし、か。ま た私も実際会葬者と

なって、御一緒するときもございますし、実際列席の場合と待合室で、少々のことでは

ございますけれども、お茶の接待なり何なり皆さんと御一緒にお手伝いをさせていただ

くとか、そういった何回かあそこに伺わせていただく中で、この町というか、この住宅

の中にこれだけの施設があるというのは、どういう経緯なんだろうなあということが、

私のこの質問のきっかけになりました。

そういった中で、今後利用状況がだんだんふえてまいりますし、そういった中で、昭和何

年でしょうか、南多摩斎場に加入をされまして、市長さんはそのときの行政報告の中で、

「現状の火葬場は当分の間現状のまま使用に供していく、こういう考え方でございます。

六，七年たちますと、例えば炉の改造、あるいはその機能をオーパーすることも考えら

れますので、将来の日野市の安定のために、この南多摩斎場組合に現在加盟していこう

というものでございますo Jと、こうい うふう なことで行政の御報告がございまして、

採択をされて、そして南多摩斎場組合に加盟をされているところですけれども、そういっ

た中で、地の利的なものが、皆さん大変ではないかなあと思います。私、南部に住んで
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おりますから、近隣市と言えば距離的には私の方が近いんですけれど、実際じゃあ北の

方の方たちが行く場合にはどうだろうかということも含んで考えてみたわけでございま

すけれども、そういった中で、この用途地域の変更ということが一番改築計画の中では

問題となってくるんではないかと思いますけれども、例えばその基準法の中からいきま

すと、都市計画審議会に諮ったりとか、いろいろとこう手立てを踏んで行かなければな

らないと思いますが、今後そういったことに対してどのような手立てというか、ことを

考えていかれるか、その辺をちょっとわかっていらっしゃっいましたら教えていただき

たいと思います。

0副議長(福島敏雄君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 現在の日野市火葬場は、都市整備部長もお答えの中にある程

度触れておりましたが、多摩平区画整理事業の中で、古い慣例に基づいた現在位置をそ

のまま取り扱ったという、そういうことであります。そ して加えて別な場所にあった墓

地を隣接の土地に改葬した。ですから当時は周辺には特に今のような人家はなかったわ

けであ りますが、その後宅地が分譲されてだんだん家が建って、 住宅の中に位置する今

日の状況になったと、こういう経過でありまして、都市計画的な手法を行うべき時点が

あったと思いますが、多分地積が狭いとか、あるいは住宅地に密接しているとかいうよ

うなことで、表向きには 1種住専地域に包含されてしまったと、こういうことだろうと

推測をしております。日野市の一つの自治体としての本来持つべき火葬場でありますと

か、あるいは葬斎場ということにつきまして、確かに弱い点があ るというふうには感じ

ております。そこで一つの緊急避難と申しましょうか、将来の一一市民に説明のできる

利用の可能な場所を確保しなければならないという積極的な考え方に立ちまして、たま

たま南多摩 4市で組合を設けております南多摩斎場組合に加入を認めてもらいました。

それによって日野市が、市内にはありませんが、固有のそういう火葬場は持ち得たと、

こうし、うことにはなっておりますが、市内に何とか一一今までの慣例もござし、ますし、

現在の火葬場をできるだけ法的にも可能ならしめる地位がほしい、そして地積等も十分

ではありませんが、伴っておりますいろいろな改善を施して、そうして用途が存続をで

きる状態は維持しなければならないという状況にあるのが現在の日野市の火葬場の使命

と性格というふうに言えると思っております。できるだけの改善を しなければなりませ

んが、法的な建築基準法でありますとか、あるいは都市計画法という手法もなかなかク

リアしがたいという一面の弱点を持っているということはまさにまた現実の問題で、もあ

るわけであります。

Q
d
 

p
りつL



地元で一一後から来られた立場ということもありましょうから、積極的に反対運動は

あり得ないわけでありますが、何かきっかけがあるとそういうことだって出ないとも限

りませんので、十分礼を尽くし、また用途にも落ち度のないように維持管理をしていか

なければならない、こういう立場にあるというふうに受けとめております。したがし、ま

して、なるべく現在地で可能な限りの改善を施すということについては、御指摘のとお

りでありますし、またそのような努力も一層施していく考えでございます。

OilJ議長(福島敏雄君) 宮沢清子君。

012番(宮沢清子君) 今、 51条に基づきまして質問させていただいたわけでございま

すが、 51条の中で上段の部分だけ環境部長はお読みになったのかなあって、私はちょっ

と聞き漏れたのかもしれませんが、その辺もし失礼なことがあったらお許しいただきた

いと思いますが、ただし書きがその後に出ているんですね。そのただし書きが「特定の

行政庁が都市計画地方審議会の議を経て、その敷地の位置が都市計画上支障がないと認

めて許可した場合、または政令で定める規模の範囲内において新築をし、もしくは増築

する場合においてはこの限りではないJというふうにうたってあるわけでございますけ

れども、このただし書きについて建築課の方と申しますか、都市計画審議会の方ではこ

ういったことが諮られたんでしょうか。

それからもう一つはその建築課の方ではこういったものに対して、検討されたことが

おありかどうか教えていただきたいと思います。(Iうっかりやっちゃったんだよ、知

らないでJと呼ぶ者あり)

0副議長(福島敏雄君) 都市整備部長。

0都市整備部長(前田雅夫君) 先ほど私が答弁したことにもちろん関係してますし、

また少し不足をしていましたので、私から御説明申し上げます。

現在の火葬場は建築基準法上は不適格建物と、既存不適格と、そういう形になってお

ります。これは建築基準法が制定されたときに既にあった施設で、法律上はそこに建物

として存在できない、建築できない施設と、そういうことでございます。したがって現

在の施設は都市計画法上の問題と、それから建築基準法上の問題があるということでご

ざいます。 ただいまの宮沢議員さんからただし書きの適用というのがございましたけど

も、ただし書きの適用にいたしましても、都市計画法の位置の決定にいたしましでも、

これは付近住民の同意なくしてはできないというのが大前提でございます。もし都市計

画法ないしは、ただいまの建築上法のその但し書きでやるということになりますと、今

の施設の拡張から始まって、抜本的な計画を立てなければできないというふうに私ども
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考えている次第でございます。

O副議長(福島敏雄君) 宮沢清子君。

012番(宮沢清子君) ありがとうございました。

第 1種専用住宅地域でございますので、住民の理解を得られるということが最大の課

題ではないかと思いますし、ぜひこのことに関しましては都市計画審議会等でも審議は

なされてきていると思いますけれども、引き続いて御検討なり、主管課でも結構でござ

いますので、考えていただくなり、改築計画として一一現在地がどうなのかという こと

もございますけれども、含めて御検討していただきたいと思います。

先ほど火葬場の整備についてということで、 6項目にわたりまして細かいことでござ

いますけれども、女性の小さな視点からというか、細やかな視点からお願いをしたとこ

ろでございますので、市民の皆さん、会葬者の皆様や委託業者の方や主管課の事務を取

られる方たちとか、そういった方々皆さんが気持ちよくお仕事をしていただき、利用，し

ていただけるということで、ぜひ一一今の御答弁ですと、随時実施してし、く手立てになっ

ていますということでございますが、 一つ一つやるんではなくて、次年度予算でぜひこ

の6点については予算の計上をしていただいて、整備の充実、促進を図っていただきた

いと思います。このことはお願いしておきたいと思います。

最後に葬斎場の件でございますけれども、これもいろいろと課題があるかと思います

けれども、これにつきまして先ほど調査研究費を計上していただけるような御答弁をい

ただいたんでしょうか。再度お伺し、し、たします。ちょっとその御検討がある かどうか教

えていただけませんか。

0副議長(福島敏雄君) 生活環境部長。

0生活環境部長(糸川 滋君) お答えいたしますo

これは具体的には費用をということではございません。私の方は基本的に調査に入っ

てみたいと、そのようなことでございます。

0副議長(福島敏雄君) 宮沢清子君。

012番(宮沢清子君) 私、先般広域大和斎場に行ってまいりました。すばらしい斎場

ができているんです。本当に焼かれるならこういうところでという気持ちというか、率

直な表現とい

うか、あれですけれども、思ったというか、感じた次第でございます。パンフレットも

いただいてまいりまして、すごいんですというか、内容がすばらしいんですね。無煙、

無臭、無公害ということなんですね。ですからいろいろと不規則発言と申しますか、場
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内から聞こえてくるようでございますが、一度ぜひ皆さんも御見学にいただけると、南 12月11日 火曜日 (第 4 日)
多摩斎場もし、し、けれど、これもし、し、なというふうになりますので、またその時節はぜひ

厚生委員会でも御視察をしていただければと思います。

それは余談でございますけれども、自動操作回路による燃焼操業ですか、それから熱

交換機による排気ガス余熱の燃焼用空気としての再利用もされて、省エネルギー化もさ
平成 2 年

れているということで、近代的なとてもすばらしい建物でございます。こういったこと 日野市 議 会会 議 録 (第35号)
第 4固定例会

も将来の計画の中では、また御見学なり研究なり、調査なりしていただけるんではない

かと思いますので、一言含んでいただければと思いまして、お話というか、感想、感じ
12月11日 火曜 日 (第 4日)

たことを申し述べさせていただきました。
出 席 議 員 (30名)

人生には本当に生老病死というのは必ずあるわけでありますし、そのときどきに自分
1番 沢 田 研 一 君 2番 執 印 真智子 君

自身の人生をどう生き切っていくかということが大事ではないかというふうに考えます。
3番 田 原 戊 君 4番 ) 11 友 君

有名であっても、無名であっても、人間として人生をどう生き、どう死していくか、ま
5番 高 橋 徹 君 6番 土 方 尚 功 君

たどう生死を克服していくかというととが、このこと自体が万人が避けて通れない課題
7番 天 野 輝 男 君 8番 下 村 功 君

の道であり、終駕の厳粛な儀式の場所であるととを感じますし、また葬式は単なる形式
9番 佐 藤 洋 一 君 10番 ?肩 島 敏 雄 君

ではなく、故人が今生あって、苦楽さまざまな未来を開く境目であり、残されたものが
11番 内 田 勲 君 12番 宮 沢 清 子 君

心を込めて故人を慕う大事な儀式であります。荘厳にして威厳のある場所としてふさわ
13番 ，馬 場 繁 夫 君 14番 f亘 島 盛之助 君

しい日野市民葬斎場を建設していただけるよう要望 というか、提案をさせていただきま
15番 藤 林 理一郎 君 16番 山 良 悟 君

して、この質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
17番 高 橋 徳 次 君 18番 一 ノ瀬 隆 君

0副議長(福島敏雄君) これをもって 5の 2、火葬場の改築および市民葬斎場の建設
19番 板 垣 正 男 君 20番 鈴 木 美奈子 君

促進についての質問を終わります。
21番 奥 住 日出男 君 22番 夏 井 明 男 君

本日の日程はすべて終わりました。
23番 黒 )11 重 憲 君 24番 飯 野 rr 雄 君

明日の本会議は午前10時より関議いたします。時間厳守で御参集願います。
25番 古 賀 俊 昭 君 26番 市 )11 資 信 君

本日はこれにて散会いたします。
27番 谷 長 君 28番 名古屋 史 良E 君

午後 5時27分散会
29番 竹ノ上 武 俊 君 30番 米 沢 昭 男 君

欠 席 議 員 (な し)
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議 事 日 手呈

平成 2年12月11日(火)

午前 10 時開議

日程第 1 一般質問

本日の会議に付した事件

日程第 1

-274-

午前10時12分開議

0議長(小山良悟君) 本日の会議を開きます。

ただいまの出席議員24名であります。

これより日程第 1、一般質問を行います。

一般質問 6の 1、大和田運動場の防犯灯新設(未利用の広場の利用は)の通告質問者、

高橋徳次君の質問を許します。

(17番議員登壇〕

017番(高橋徳次君) それでは、 通告に従いまして一般質問をさせていただきます。

まず、大和田運動広場の防犯灯の新設と 、その未利用地について質問させていただき

ます。これは前にも一度、ほかの件で質問したことがございます。前のお話でおわかり

と思いますけれど、 この大和田運動広場というのは、現在、場所は日野市と八王子の行

政境にある場所でございます。現在、日野市が八王子市から借りて使っておりますけれ

ども、この中にはゲー トボール場が 2面と 、それか ら少年野球場が 1面と、未利用地が

少しございます。最初は運動広場と してということでつくったんですけれど、この地域

は、もともと所有者は建設省、行政区域は八王子市、それで利用させていただいている

のは日野市でございます。

そういった中で、これは八王子市の中でも、八王子市の浅川を飛び越えて北野分になっ

ていたんですけれど、その後、八王子の市民の方からの要請で、浅川を飛び越えて北野

に置いておくというのは何かと不便だということで、その後、八王子市の大和田町に編

入されてきている場所です。当初は、これ 1万平米あったんですけれど、その後建設省

がそこへ築堤をしましたので、現在は6，000平米の広場とな っています。

この建設にかかりましたのが昭和44年です。日野市議会へ八王子から借りて子供たち

のグラウンドをつくってほしいということで、あの地域にはそういった広場が全然なかっ

たもんですから、たまたまこの地域には耕作者が18名ぐらし、し、ました。半分以上はその

耕作者の方が戦前から耕作していた。残り半分はその周辺のごみ捨て場になっていたと

いうような状態の場所でした。その当時、八王子はこの地域は全然眼中になかったよう

なんですけれども、今のうちに何とか確保できないかということで、この運動に着手し

たのは、日野市で自治会単位の少年野球が初めてできたときに私どもの自治会で出場し

て、練習場がないために田んぼで練習した。ところが初めて出場して優勝したというよ

うな経過がございまして、それでは何とか子供たちのためにも広場をつくってやろう。

それには八王子分でもあそこが理想的な場所だということで目をつけて、先ほど申し上
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げたとおり議会の方へ請願を出したんですけれども、たまたまその当時、日野市では市

営プールの憐の駒形公園で、すか、これがちょうど同じような状態のところだったもので

すから、離作料の問題で大分議会の中でももめていたという話を聞いておりました。そ

ういうさなかで起こしたものですから、なかなかこれが進みませんでしたO それで、建

設省の大丸だとか、また八王子市の方へも、結局自治会の方で動いて 1年、 2年とい う

歳月をかけて運動してまいりました。

ところが、もう一つ問題は、例の18名ばか りの方の離作料です。この問題もあったと

いうことで、この問題も駒形と同じような形だったものですから、莫大な離作料を耕作

者の方から提示されてきた。 そういう中で、それを突っ張るとなかなかできないとい う

ようなことで、耕作者の方は 1年以上かかってやっと説得して、ほとんど感謝状と ごく

わずかの慰労金で放棄していただいた。

それで、その方は片づいたのですけれど、今度は八王子市の方がなかなか日野市と う

まくいかなし、。日野市の方も行政の方からは動いてもらえない。八王子市の方も行くた

んびに、どうも日野は余り好かんというよ うなことで、大分その当時、 3カ所ぐ らい八

王子市と日野で対立していた問題がありました。

そういった中で、今度はそこへ多摩ニュー タウγと八王子の北野、長沼へ行く水道管、

これは、当初は今できています16号のバイパス、浅川の、中央線の鉄橋と八高線の鉄橋

の間ですが、そこへ16号のバイパスの橋をかける。それに抱かせるという予定で、直径

1，000ミリの利根分水が入ってくるということになっていたんですけれど、そのバイパ

スの架橋が大幅におくれるということで、北野ないしはニュータウンの方ではそれを待っ

ていられないというようなことで、東京都の水道局、八王子の水道局、それから日野市

の水道局、それと自治会とで話し合って、 1年ぐらい話し合っていました。もちろん住

民の方は、日野には何の益もない利根分水です。しかも最初は八王子の中を真っすぐ甲

州街道から行くはずだったのが、 90度曲がって日野ヘ来る。しかもその道は1.8メート

ルの細い道へ直径1，000ミリの送水管を送るということで、その周辺の住民の方は猛反

対しました。それで 5者で何回となく話し合って、ょうやくこちらの方から最終的な条

件を出して話がついたんですけれど、その後の質問にもつながってくるところがあるん

ですけれど、この送水管がグラウンドの真下を通って、しかもグラウ γ ドの真ん中で立

ち上がって浅川を越えていくというようなことで因るということでしたんですけれど、

いずれにしても、ょうやくそれらの問題を 4年かかってやっと解決させました。そのと

きには都の方に対しては、 2メーター弱の道路は 4メーターに拡幅して舗装して側溝を
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つけてほしいということと、またもう一つは、たまたまあの地域の簡易水道がもう全部

だめになってしまって、水道部の方へ市の水道の導入をお願いしたんですけれど、水量

が足らなくて、下へおろすと上の旭が丘がだめになると いうような状態だったものです

から、それでは、要するに工事を認め るかわり に、ま ず 3者で協力して、もうほとんど

下話はできているんですから、あとは 3者で協力してつくってほしい。それと 同時に、

日野は利根分水が必要になった時点では、 日野にも素直に渡 してほしい、分けてほしい

とい うような条件を出して、ょうやくでき上がったいきさ つがございます。

そういう いきさつを踏まえて、 これ、たしかでき上がったのは昭和、 私もはっきり覚

えてなかったんですけれど、昭和50年ごろだったと思います。これの落成式には森田市

長さんにも出席していただいた経過がありますので、50年ごろだっ たと思いますけれど、

一応かなり広い、 1万平米近い広さ のあれが確保できて非常によかったんですけれど。

この周辺は、南側はもちろん浅川。それから周囲には余り人家もなく 、また通 り抜け

の車もない。ただ、そのグラウ ンドへ入って くる道が両脇にあるだけで、 環境的には非

常に安全でし、ぃ場所なんです。それで最近、利根分水の水道管の関係で築堤も早まりま

した。ちょっと狭くはなりましたけれど、 早まったとい うことで非常に場所的にはいい

場所だったんですけれど、ただ、何分と もこ こには人家が少な くて、 また小さい木を当

時植えたのが、今はもう相当大きく なっています。 ですからこれはもう夜は真っ暗とい

うことで、ここへ中学生、高校生等が夜集まって くる。最初の うちは四輪車とか二輪車

とかを乗り入れて走り回って騒音をまき散 らしていたということで、 これはお願いして

両方の出入り口へ車どめをつけてもら った関係で、 これは解決したんですけれど、それ

がなくなったと思ったら今度は中学生や高校生の一部がそこへ夜、遊びに来てシンナー

を吸ったり、また周辺の器物を壊したりということの繰 り返しが続いています。つい先

だってもパトカーが来まして、男女三、四人の高校生らしきものが手錠をかけられて連

れていかれたというようなことがございますO

そういった中で、とにかく暗いところをもう少し明るくしなければ非常に青少年の非

行化の防止のためにもうまくないんじゃないかということで、市の方にも何度かお話 し

したんですけれど、そのままになっていました。ですから、 本来こ れは窓口で折衝すベ.

きことかもしれませんけれども、なかなからちがあ きませんので、それで仕方がないか

ら自治会でつけようということで業者の方にお願いして、 つけ始めたんですけれど、道

具だけ、柱や何かは持ってきたんですけれど、その後そのままになってしまってなかな

かやってくれないということで問い合わせたら、たまたまほかの工事で高いところから
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落ちて背骨を傷めて動けない。当分はだめだろうというようなことで、すo 児童課の方が

ときたま見回れると思います。また、公園緑政課の方も行かれると思いますけれど、今、

自治会でつくった倉庫のわきに 2本の鉄柱が置いてあります。それがそのときに使うベ

く用意した柱です。

そこで、ついこの前も自治会の中で、これはとにかく何とかしないとうまくないんじゃ

ないか。もう金網はすYこすγこ、パックネットは新しいのをつければすぐ切られてしまう 。

また今度は、真ん中に立っている水道管、これは最初は金網だけで囲うだけだったんで

すけれど、それを乗り越えて、その塔の階段を上り下りするということで、今度は金網

の上部を中へ曲げたんです。曲げたところが、今度は下の方を切って入ってしまうとい

うような状況でいます。それで 3年ほど前ですか、この新しい水道管がどういうわけか

取りつけ部分から、つなぎ目の部分からですか、ものすごい勢いで漏水したんです。直

径 1メートルの管で、して、浅川を渡るときにはそれが 2本に分けられていますけれど、

このすごい水圧ではねていたこともあります。そういった意味で、ふだんはやはりこの

水道管の立ち上がり塔の影の部分が、やはり 金網が破られてしまっているというような

状態で、この際、何としてでも自治会の中でもつけて、とにかく余り子供たちに危険が

ないように、また非行の関係も排除するようにという、それにはもう少し暗いところを

明るくしなければならないだろうということで、幸い自治会の三役の中に多摩電工とい

う会社がありますけれど、旭が丘の会社です。そこの課長がたまたま三役にいましたの

で、市の方でだめなら多摩電工で寄付しでもし、し、んじゃないかな、という話は出ました。

しかし、公共施設ですので、ぜひ何とかして市の力で暗い箇所を明るくしていただきた

し、。

と同時に、利根分水の関係で、その塔のところにも行政なり、あ るいはまた水道部な

りの方から都の水道部の方へ話して、そこにも照明をつけてもらえないかということで

す。

と同時に、この場所は非常に細長い場所なので、今、公園と児童遊園地と少年野球場

と、そのわきにゲートボール場、そのわきにまだ雑草の地があるんですけれど、これは

一度、雑草をはいていただいて、砂でも敷いて、またここも利用できればというふうに

考えていますO

そういったことで、街灯と未利用地の整理、まずこの 2点に対してお答えをお願いし

ます。

0議長(小山良悟君) 高橋徳次君の質問についての答弁を求めます。福祉部長。
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0福祉部長(坂口泰雄君) 御質問にお答えいたします。

ただいま御質問のございました大和田の運動広場でございますが、これにつきまして

は、行政区域外に設置する公の施設というようなことで、八王子市との協議、あるいは

耕作者に対する離作料の問題、あるいは水道橋の問題、 また地元の設置についての御努

力、これらについては十分経緯について認識 してい るところでございます。

この運動広場につきましては、 非常に環境的にも恵まれてお ります。御指摘のように、

最近、特殊な子供たちがここに集まってシンナー遊びとか、そう いう ような ことをして

いるということも聞いており ます。そのよう なことで、非行化の防止につき ましては、

これは当然、行政もそうでございますが、 それに増してやはり家庭の目、ある いは地域

の目が必要ではないかとい うふう に考えておりますO 早急に警察と協議いた しま して、

果たして防犯灯の設置によってそのような非行化が防げる んであれば、 設置の方向で検

討していきたいというふ うに考えてお ります。

また、水道橋の管理につき ましては、 早速東京都の多摩水道本部の方へ御連絡してい

きたいというふうに考えております。

また、 この広場は、東西にですか、南北といし、ますか、非常に細長くて、面積的には

6，536平米。 そのうち5，664平米が建設省とい うようなこ とでございますO そのために全

体をその防犯灯でカバーするという ことは、ちょっと無理ではないかと考えております。

もし防犯灯によって効果があらわれるんであれば、できれば現在、壊れたトイレ、ある

いは市の方で設置 してい る トイレ、 ベンチ等、また子供の遊び場とな っている若干の遊

具が置いてありますが、 その辺を明るくしてい きたいというふうには考えておりますo

一番下流の方にございます未利用地とし、し、ますか、 現状では未利用地になってござい

ますけれども、たまたま地形的に非常に不正規でございますので、どうしても人の足が

入らないというようなことで、 一度は砂をまいて除草等もしたんですけれども、やはり

人が入らない ことによって、かなりまた砂の下か ら草が生えてきているというような状

況でございますので、これ らについてもこれか ら整備をしていきたいというふうに考え

ておりますO

以上でございます。

0議長(小山良悟君) 高橋徳次君。

017番(高橋徳次君) どうもありがとうございました。

この大和田運動広場、これは建設省から許可を受ける場合には、大和田運動広場とい

う名称で受けております。しかし、今管理してもらっているのは児童課と公園緑政課で
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管理してもらって、自治会としても480世帯のうちの全世帯で毎年 2回、夏場に半ば強

制的に除草させないと、たちまちに草になってしまうということで除草させているんで

すけれど、なかなかこれが夏の暑い盛りです。皆さん、口の方はとてもよく動くんです

けれど手がなかなか動かない。それで草の生えている先を見てはため息をつくというよ

うな状態の中でやっていますけれど、自治会としてはできるだけのことはやっているつ

もりですo そういったことで、ぜひ照明の方を一ーまた現地をよく見ていただいて照明

の方をお願いしたいと思います。また、東京都の水道局の方へお願いする場合にも、そ

のさきに申し上げた今までの経過、これもよく御理解願うようにして、何とか努力して

いただきたい。このように考えていますO そういったことで、窓口でなかなからちが明

かなかったもんですから、この一般質問の中へあえて取り入れた次第です。どうか、と

にかく早急にこの対応を要望して、この質問を終わります。

0議長(小山良悟君) これを もって 6のし大和田運動場の防犯灯新設(未利用の広

場の利用は)の質問を終わります。

一般質問 6の2、西平山五丁目の中央線ぞいの新規道路の危険防止の通告質問者、 高

橋徳次君の質問を許します。

017番(高橋徳次君) それでは、 2番目の西平山五丁目の中央線ぞいの新規道路の危

険防止について。これも前にちょっと申し上げましたけれど、ここで、なぜ再度取り上

げたかと申しますと、ここは仮称西豊田駅ができるすぐ隣でございます。それで、去年

からこの線路沿いにずっと、中込踏切ですね、この線路沿いからずっとグリーソベルト、

帝人の方、それから下を抜けて帝人の坂道の方へ 6メーターの道路が新設されました。

これは非常にこの地域にとっては喜ばしいことですけれど、なぜ前にちょっと申し上げ

たことを再度申し上げるかと申しますと、まず、ここに今度は八十五、六世帯入るワン

ルームマンショ γを今建設中です。もちろんワ γルームマンショ γですから、男子一一

独身の男の子の住むところだと思うんですけれど、入る人はほとんど車を所有してくる

んじゃないかという気がするんです。ここは駅の問題が起きておりますけれど、この場

所は非常に、豊田を出て八王子へ向かつて中央線の鉄橋のそばです、蛇行していまして、

戦前はここはそれこそ自殺の名所で、 1カ月に二、三回は必ず自殺があったという、勾

配があってS字型に曲がっているので、それでとうとう戦前、近所の方が中込大踏切の

そばに慰霊塔を建てたというようないきさつがありました。私たちも子供のころ、よく

電車が警笛を鳴らす。それが急の警笛ですから「これはあった」と思って行くと必ず人

身事故が起きているということで、す。
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その後、豊田団地ができてからは人身事故はほとんどなくなったんですけれど、今度

は逆に車の大きな事故が何回となく、中込踏切というのがあるんですけれど、両方の踏

切で起きています。一度なんかは完全に車が巻き込まれてしまって、上下線が半日以上

にわたって不通になってしまった。また、 消防車が3台、 パトカーが四、五台、それか

ら取材のヘリコプタ ーが二、 三台とい うよう な大きな騒ぎ もございました。また、かわ

うそうなのは、新聞配達の少年が、見通 しが悪いもんですから、下り電車が行ったから

いいだろうと思って入ったら、今度はそ こへ上り電車が入ってきてはねられたというよ

うな事故も ございました。こうい うような危険な場所なんです。

そこへ今度は6メータ一道路がつながって、まして今度はそのマン ションへ85人の若

い方たちが入る。今現在はまだ通行どめになっています。しかし、もう間も なくこれは

解除をされると思いますけれど、解除された場合、どう しても この道を通る のが、私ど

もにとっては豊田駅へ行く一番最短距離になる。ところが、 その頂上が、 前にも申し上

げましたとおり T字型にな っていて、そのT字の真下は切り割りで線路になっている。

そこで片っ方の坂が急なもんですか ら、私もきのうちょっ と通ってみたんですけれど、

坂の頂上へ行くと、前から来る車が全然見えないで、見える のは 自分の車のボン ネット

だけというような場所です。それで、 そこにガー ドレールがつく ってありますけれど、

転落防止用の、しかしこのガー ドレールももう腐っています。普通の道路でしたら、ガー

ドレールを破っても田んぼヘ落ちたとか何とかとい うことになるんでしょうけれど、こ

この場合はガードレールを破ると、も う線路へ落ちる以外にないんです。 これまた大き

な事故につながっていくことは間違いない と思う んです。

それで新しい道を通ってみると、 一応カーブミラ ーがあ ります。 しかし、このカーブ

ミラーの視覚が非常に見づらいというような中で、この道は早急に何とかもっとしっか

りしたもので対応していただかないとまずいと思うんです。それでT字型の一方を一時

停止にしても、またこの一時停止を果たして守る人がし、るかどうか。まして坂の方を一

時停止にするということは、初心者の方や女の方には、そこからの急発進はまた危険が

伴うんじゃないかなという気がするんです。

そういった状態にありますので、この点に関して、前にも言ってありますので、その

後どのような対応がとられたか。また、考え方でいられるか。お願いします。

O議長(小山良悟君) 高橋徳次君の質問についての答弁を求めます。建設部長。

O建設部長(橋本栄寓君) お答えを申し上げます。

御質問の場所は、市道H-15号線です。旧の名前で申しますと西平山 1号線でござい
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ます。御質問のとおり、ことしの 7月にこの道路整備の工事は完了しております。現在、

安全対策上の規制の標識の設置がまだできていないために、この道路はまだ一般には開

放しておりません。現在、交通管理者において、この件について調整、準備中でござい

ます。

見通しといたしますと、平成 3年 3月末を目標としております。今現在、道路管理者

の方といたしましては、街路灯、反射鏡、視線誘導灯、それからガードレール等を設置

するようなことを検討中でございます。いずれにしても、御指摘のとおりこの道路につ

いては安全確保というのが一番大事なことでございますので、この点について今後努力

していきたいと思っておりますO

以上です。

O議長(小山良悟君) 高橋徳次君。

017番(高橋徳次君) この道路は、ちょうど山を切り割って下を中央線が通っている

という、高台のところでT字路になっているんです。ですから、ちょっと強く衝突した

り何かすれば、必ず運転を誤って下の線路へ転落する可能性が非常に強い場所です。ま

してこれから開通すれば車の通る台数はふえていくし、独身寮の方たちはまだ若いです

から、あるいはスピードも出すでしょうし、そこで一時停止の白線を坂の方ヘヲ|し、てし

まうと今度は女性の方や初心者が大変だ。引くとすれば反対の方。反対の方ヘヲ1"、ても

なかなか、反射鏡ですか、それから白線の一時停止、これはなかなか守られないという

ことがございます。

そういった中で、幸いというか、その頂上の一番危ないところがちょうど 5メートル

ぐらいのあきがあるんです。ですから、かなりの防護柵ができると思うんです。普通の

ガードレールですと、万一、長雨や何かの場合、地盤が緩んでドスンとぶつかってガー

ドレールを倒して飛び込むという危険性があるんで、普通のガードレールではちょっと

完全とは言い切れないんじゃないかなと、こういう気がするんですけれど、その点はま

た関係の建設部内で十分現場も把握していただいて、とにかくこの道の安全を確認して

から通すようにしていただきたい。このように要望して、この質問を終わります。

0議長(小山良悟君) これをもって 6の2、西平山五丁目の中央線ぞいの新規道路の

危険防止の質問を終わります。

一般質問 6の3、西平山五丁目から四丁目八王子との行政区域の変更の考えはの通告

質問者、高橋徳次君の質問を許します。

017番(高橋徳次君) それでは、西平山五丁目から西平山四丁目へかけての八王子と
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の行政区の変更について、質問をさせていただきます。

これは、やはりこの場所は、さきに申し上げました大和田運動広場、それからその先

は、そっくり全部八王子分です。今は八王子の大和田町になっております。

もう一つは中央線の、今のは中央線の鉄橋の上です。それから四丁目の方は中央線か

らすぐ下流の方です。浅川を飛び越えて左岸の方に、昔は八王子が町村合併する以前は

四丁目の方と、五丁目の方もそうです。柚木村の北野ということになっていたのが、今

度は八王子の合併で八王子の北野町。その後、五丁目の方だけは八王子の大和田町に編

入されているということです。

また、グラウンドだけではなくて、両方とも今八王子の市民の方が十数軒す.つ住んで

おります。まして四丁目の下流の方は今盛んに宅地の造成が行われていて、ふえるとい

うことです。それで、ここで住まわれる方たちは、 最初は皆さんが日野分と思われてこ

られたようです。ところが粗大ごみ、生ごみ、く み取り 、こういったものがしばらく来

なかったというような中で、 一時、日野の方で便宜的に助けてやったといういきさつが

あるようです。その後、最近は週に 1回ずつ八王子の方で回ってくるようですけれど、

これがまた、ここのところが道路が狭いもんですから、八王子から来て長沼橋の方へ曲

がっていかないと、途中でまたUターンはできないというようなところなんですけれど、

一番困るのは子供さんo 中学生はし、し、ですけれど、小学生です。こ れがどうしても日野

の学校を目の前に見て、旭が丘小学校を目の前に見て、 八王子のムラウチ電気の先の大

和田小学校へ通う。また、四丁目に住んでいられる方は長沼橋を渡って長沼の小学校に

通っておられる。それで、それらのお子さんはどうしても日野へ通いたいという希望を

強く持っておられますo

そこで、ちょっとこの問題について、最初申し上げました大和田の運動場を八王子市

から借りるときに、いっそのこと行政区域の変更もしたらという話も出たんですけれど、

これは手続上なかなか簡単にはいかないということで、難しい問題も同時に抱え込むと

いうのも余りうまくないということで、 運動場の方へ重点的に動いてきたんですけれど、

まず都市整備部長に聞きたいんですけれど、技術的に区域の変更ということは難しいこ

となんですか。その点、伺います。

O議長(小山良悟君) 高橋徳次君の質問についての答弁を求めます。企画財政部長。

O企画財政部長(長谷川暢男君) 私の方からお答えさせていただきたいと思いますo

今、御質問の要旨の中にありました四丁目、五丁目の問題、この地域につきましては、

確かに居住者がいるわけでございます。ただ、五丁目の中の運動広場の関係につきまし

つ、
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ては、日野市の居住者の方が利用しているという実情もよく理解しているわけでござい

ますが、当然、この八王子の行政区の中には居住者がし、るということにおきましては、

行政区域内で不便を感じる問題も、かなり利便性の問題等を考慮する問題があろうかと

思います。しかし、あくまでも当該地が八王子市であ ると いうことでありますので、 自

治法上の協議も必要でございますので、居住者がやはりその考え方を居住地域の自治体

に申し入れた中での、関係市との協議とい うことになるわけでございます。よって、そ

の2カ所の四丁目、五丁目につきましての居住者の意向を積極的に当該地の八王子市に、

やはり調整する必要があるというふうに考えてお ります。

ただ、五丁目の関係の運動広場の利用につきましては、私の方も今後の問題としては

考えなければならない問題かと思いますが、大変この行政区の変更につき ましては難 し

い問題であるというふうに、私自身は理解しております。当然、こ の行政区の変更に基

づきましての交付税の算定基準の問題、いろいろ行政に対する条件があるわけでござい

ますO その辺をまず居住者の利便性、あ るいは要望を踏まえた中での八王子当局との申

し入れがあれば協議を進めていきたいという ふうに、現状考えております。

以上です。

O議長(小山良悟君) 高橋徳次君。

017番(高橋徳次君) 一朝一夕にいかないようなんですけれど、この問題についてち ょっ

と心配したのは、これは八王子の行政区の場所ですので、この話し合いの最終的な煮詰

めのときに、八王子で利用をする場合には同等に使わせてもらいたいという、これは文

章にはしてありませんけれど、約束事が入っているわけです。

そういった中で、八王子は上にやはり河川敷に持っているんですけれど、そこは非常

に道路と接していますので、いろいろな催 しをする場合、車で来るからいろいろ問題が

起きてくるというようなことで、こちらを貸してくれというふうに、よく来るんですけ

れど、たまたま先だっても「運動会をやるんだからぜひ貸してくれJということで、た

またま私も呼ばれて伺ったんですけれど、そのときに八王子の議員の方が 3名ばかり 見

えていました。それとの話を聞いていたら「とにかく八王子にこれだけのよい場所があ

るんだから何とかして日野から返しても らえ。 それが議員さん方の仕事だろう」なんと

いうようなことを話し合っていたんで、こちらとしてももちろん「ああそうですか」と

言って、おいそれと返せるものではないんですけれど、そこへ住まわれる方の不便さ、

また浅川を飛び越えてこちらに少しばかりあるという、またグラウ γ ドの件や何か考え

ていただいて、でき得ることなら行政区の変更をしていただければと思います。
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それと、もう 1点、これも前にちょっと聞いたんですけれど、以前、四丁目の方の八

王子分、この方を日野の方で集めて何か話し合いをされた。恐らく区画整理に絡んでの

ことじゃないかと思うんで、す。この四丁目のこの場所は、将来20号線のバイパス的な3・

3・2ですか、 前、1.3・4といいましたね。これがここの場所で曲がって新しく橋がかけら

れて、八王子分の北野の卸し売 りセン タ一前の広場へつながってい くというよ うな場所

なんです。こ のと き都市整備部で話 し合われたのは、 やはり区画整理へ絡んでのことの

ように受け取り ましたんですけれど、そのときの雰囲気をち ょっと詳 しく 教えていただ

ければと思います。

0議長 (小山良悟君) 都市整備部長。

0都市整備部長(前田雅夫君) お答えいたします。

御指摘の場所は浅川左岸、中央線の下流でございますO 西平山四丁目に接した八王子

の市域でございます。ごく 概要を申し上げますと、面積が約1.9ヘクタールございまし

て、 そのうち民地が0.9ヘクタ ール、それから河川敷といいますか、建設省用地が 1ヘ

クタ ールございます。

所有形態でございますが、地主さんといたしましては、これは昭和63年の時点でござ

いますけれども、日野市に在住の方が7名、八王子市の在住が 1名、そのほか調布市在

住が 1名という ことでございました。こ の土地につきましては、御承知のように、日野

市が西平山の土地区画整理を進めてまいりま して、 その当然、隣接地にな るわけでござ

いますので、 市の区画整理事業に合わせて、この1.9ヘクタールのま ちづ くりをします

と、双方が非常に有効な土地利用ができるというこ とで、日野市の方から八王子市の方

に協議をしたわけでございます。

八王子市の方は、御承知のように飛び地でございまして、非常に面積も狭いというこ

とで余り積極的ではなく、日野市の方で地主さんも 日野市在住が多いので、まちづくり

について何らかの指導をしていただけないかというような話もございまして、本来なら

八王子市がやることではございますけれども、 日野市の方から関係権利者を集めまして、

日野市の計画、それからあわせてまちづく りをすればこういうことになるということで、

いろいろ話をしたわけでございます。

結論的には、組合施行でお願いをしたわけでございますけれども、その事業化につき

ましては、まとまらなかったということでございますO

したがって、現在は一部、開発行為等で宅地化が進んでいる、そういう状況でござい

ます。

「
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0議長(小山良悟君)

017番(高橋徳次君)

高橋徳次君。

どうもありがとうございました。

いずれにしましでも、この行政区の変更、これは非常に難しいことだと思います。物

事というのは、難しければ難しいほどやりがし、があるという希望を出していただいて、

何とか努力して今後進んでいただきたいと思います。だめでしたら、そのうちまたやら

せていただきますから。

これで終わります。

0議長(小山良悟君) これをもって 6の3、西平山五丁目か ら四丁目八王子との行政

区域の変更の考えはの質問を終わりますo

一般質問 7の 1、市長の政治姿勢を問うの通告質問者、 福島敏雄君の質問を許します。

(10番議員登壇〕

010番(福島敏雄君) それでは、市長の政治姿勢を問うという ことで一般質問をさせ

ていただきたいと思います。

私は副議長ということでございまして、副議長の任務が何たるかというのは承知をし

ているつもりでありますけれども、今議会では一般質問をさせていただきたいと思いま

す。

私が議員になって、もう 9年になろうとしているわけであり ますけれども、議員とし

て年月を重ねるごとに、森田市長の偉大さということについては感心する度合いが深まっ

てきておりますO 特に、緑と清流を取り戻そうということと、 憲法を市政に生かそう、

こういうこつのスローガンを基本に置きましての行政施策の展開、さらには実践、こう

いった面では大変評価をする面が大きくて、先進的役割を果たしているものが数多くあ

ると思います。

特に緑地信託制度、あるいは環境緑化基金の設立、こういったことによります緑の保

全、保存。さらには、最近、建設をいたしました市街地への公設による特別養護老人ホー

ムの建設、こういったようなものは代表的な事例だと思います。

さらに、私が森田市長を尊敬をするというもう一つの大きな柱は、市長の座右の銘と

いいますか、生活信条といいますか、市長の行動の本当の基礎になっている言葉に「私

心がなければ恐いものなし」というのがあ ります。私は、森田市長が 5回にわたって市

民の信任を得られたというのは、この「私心がなければ恐いものなし」という、この言

葉を文字どおり実践した清潔で公平で公正、こういったような政治市政があったればこ

そだというふうに考えているところであり ます。
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私が、こうした多くのこの問題において市長の政治市政を評価するわけでありますけ

れども、最近、課題になっております市立総合病院の建設の問題、さらには浅川公会堂

にかかわる建設の問題、そして幼児教育セ γターの継続というふうな三つのこの内容に

つきましては、多少、市長の考えていることと違うふうに私自身が考えていることが多

いものですから、きょうはその 3点を中心に、市長のお考えをもう少し聞きたいという

ことで質問をさせていただくわけでございます。

まず 1点目に、市立総合病院の建てかえについて市長の見解をお聞きしたいわけです

けれども、 一つは、私はこの質問の背景といたしましては、 市立病院の建設にはもっと

市民、職員、全体の英知を結集すべきではないかとい うとこ ろに疑問を持っております

ので、 質問を させていただくわけでございます。

1点目は、 11月 1日付広報ひのにお きまして、 「ま ちをつ くる市長室から」というこ

とでは、 今まで議会に示していない内容を も含めて直接市民に構想、を示 していると思い

ます。

私は、 市民に情報を早 く知らせると いうこと は、 この市長の仕事と して悪いことでは

ないというふうに思っており ますが、この中で、 特に議会筋には新規に適地を求めて一

点集中の解決をはかれとの意見もあり ますが、 今日 の土地事情のも とで、 適地を確保で

きる見通 しはなく、 また、 巨額の二重投資は財政負担の上で不可能と判断しなければな

りません、 こういうふ うにきめつけてお られます。

私は、 今まで前段で申し上げましたとおり、 森田市長が歩んできたいろんな仕事ぶり

について評価をしてみますと、市長の言われるこ眼レ フ構想、が間違いないのだなという

ふうには思いますけれども、こういうふうなおっしゃり方というのは、私は、何といい

ますか、市民への情報提供という、そうい うふう に名をかりた、 この議会への挑戦といっ

てはちょっとオーパーかもしれませんけれど、そういうような受けとめ方をしたわけで

あります。私自身は、市長自身もこの中で言われておりますけれども、現実的かつ可能

性のある最善の方策として二眼レフ構想 しかないんだ、こういうふうに言われているよ

うに思います。

それで、私自身もこの病院についていろいろ検討をしている方々の中で、この二眼レ

フ構想、をベス トであるというのは、そういう方はいらっしゃらないと思いますし、ベター

だという ふ うにお考えになってやられる方も、ほとんどいないのではないかというふう

に考えております。市長が言うように、現実的に今古くなっている市立病院を新しくす

る。南部に病院が欲しいという市民の要望にこたえるためには、その可能性として二眼
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レフしかないのではないかと、こういうふうにおっしゃって、それをこれから推し進め

ようとされているんだなというふうに感じているわけであります。

私は、やはりそうだとすれば、ここにも書かれておりますけれども、事業費100億程

度を見込むという大事業でありますから、もっとベストに近いベターを追求するという

ことがあっていいのではないか。実現可能なことを考えたからそれでやろうよという市

長構想のもとに、そのまま行くというのではなくて、そういう構想について、もっとベ

ストを追求するという姿勢があってよろしいのではないか、というふうに考えるわけで

あります。

したがし、まして、質問の 1点目といたしましては、市長は、議会、市民との合意形成

について、市長の二限レフ構想というものを、これは一つのたたき台という話はされて

はきておりますけれども、もう少し本当の意味のたたき台というふうにして議論を展開

させるというふうに、私は必要性を感じておりますけれども、市長の御見解を承りたい

と思います。

その理由は二つありまして、この二限レフ構想に不安を抱く一つは、日野市立総合病

院の現状の問題点をしっかり把握した上で、市立病院が果たすべき役割と機能、具備す

べき設備等が検討された上で、市長の言う二眼レフ構想、が提案されていない、というふ

うに私自身は考えるからであります。

言いかえれば、市立総合病院建設はなぜ必要なのかという原点が、議論の中からやや

希薄になっていると思うわけであります。市長は「議会は一点集中の解決を図れという

が」ということで、一点集中があくまでもねらいであるように言われておりますけれど

も、一点集中でないと現状の改善につながらないのではないかということを、私自身は

考えているものでございます。

その 1f1tlを挙げますと、過去の夏井議員の一般質問で、夜間の急患のことが論議され

たことがありました。今、市立病院で夜間の急患に対しまして、当時のやりとりで年間

2，000件超えているものが対応できなくて断っている、ということが明らかにされたと

思います。私の家でも 1カ月ほど前、 3歳になる孫が高い熱を出して市立病院に電話し

たら「きょうは診られません」こういう話でありました。断る理由は何かということに

なりますと、病院側の説明では、その病院の規模が小さいがために先生の数が少ない。

したがって、宿直する先生も少なくなる。そうすると専門医が少ないということで、専

門以外の、専門医が宿直している以外の病気の人はお断りだということだから、夜間の

診療のお断りの件数がふえているんだと、こういうふうに言われております。
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私はやはり市立病院の役割としていろいろあると思いますけれども、夜間の救急対策

について、このことに市民に安心感を与える。このことは、新しく病院を建てる上で大

変重要な要素だと思います。お金はいっぱいあると思います。そのことが二眼レフ構想

で、果たして解決されるのかといえば、私は「解決できない」こういうふうに言わざるを

得ないわけであります。

したがいまして、市立、要するに総合病院の建設に当たって、私も 2年間、病院等対

策委員会の中で議論をさせていただきましたけれども、まず市立総合病院はどういう役

割を果たすべきなのかという、その役割を幾っかきちっとしっかりさせて、その役割を

果たせるための病院はどういう形なものなのかという ことが、議論をされてこなければ

ならないというふうに思うわけでありまして、そういうことからいくと、市長の提案さ

れるこ眼レフ構想、はまさに私といたしましては、その市立総合病院の役割を果たし切れ

ない。ここに大きな不安があるわけでして、このことについて市長の御見解を伺いたい

と思うわけであります。

二つ目の大きな不安。むしろこの方が不安なのかもしれませんけれども、建設費あ る

いは運営費、設備費、こういったような見通しは、果たしてどの程度検討されて、 この

二眼レフ構想、ができてきたのかということであ ります。へたをすると、二つの赤字の病

院をつくることになり、一般財源から毎年多額の負担をすることにならないかというこ

とであります。市長は、一点集中が多額の二重投資と いうふうに、広報ひのできめつけ

られました。私は250床と200床に分けて建設する方が、むしろ建設費、設備費、後日の

その後の運営費を考えれば、このことの方が二重投資になるのではないかというふうに

判断をするわけでございます。したがいまして、この 3点について市長の御見解を賜り

たいと思います。

それから質問の 2点目は、浅川公会堂に関します文化施設の建設について、基本的な

考えをお聞きしたいと思います。

市長は、浅川公会堂建設に当たりまして、中ホールの必要性を説いておられます。私

も中ホールが日野市の施設として必要だということは十分理解をいたしますし、必要だ

と思いますO 市民会館の大ホール1，100、そして小ホール200、それか ら現在、七生公会

堂が300席です。その中間として600席程度の中ホールを市民の文化施設として持ちたい

ということについては、積極的にこれは支持し、つくる ことについて賛成でございます。

しかし、その中ホールの場所を万願寺区画整理地内にしたいという市長構想には異論

があるわけであります。市民施設であるからには、市民の声を聞く必要があったと思い
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ますし、もし聞かなくて行政が主体的に案をつくる場合でも、市内へのバランスのとれ

た配置計画が論議され、計画されるべきだと思います。日野市の市街地形成の歴史、将

来のまちづくりの方向を考えましでも、日野駅を中心とした日野ゾーン、高幡駅を中心

とした高幡ゾーン、豊田駅、西豊田駅を中心とした豊田平山ゾーンが、それぞれバラン

スよく発展すべきだというふうに考えるわけであります。

そうしたことを考えれば、市民ホールとして位置づけする中ホールをどこに設置した

らし、し、かということになれば、市民会館のある日野ゾーン、七生公会堂のある高幡ゾー

ン、残っているのは豊田平山ゾー γ、ここに市民施設としての中ホールを建てるという

のが、これがやっぱりパラソスのし、ぃ配置になるし、そういうふうに考えるべきではな

いかというふうに思いますので、それについての御見解を賜りたいと思います。

それから、中ホールについての質問の 2点目は、中ホールをつくるなら立派な中ホー

ルを建設しようと私は考えたいと思います。昭和60年だと思います。 i住むことが喜び

であり誇りであるまちをJという、こういう学者の皆さんの提言、日野市のまちづくり

の提言の書物が出されましたO 細かい内容はともかくといたしまして、私は、この「住

むことが喜びであり誇りであるまちをつくろう」という言葉が大好きであります。まち

づくりの基本に据えるということについては、市長もよくこの言葉を使われますので、

同感ではなかろうかと思います。

1例を挙げますと、来年4月には「つり橋のあるまち」、こういうことがキャッチフ

レーズとして使えるわけであります。要するに、このごみごみとしたまちの中に自然が

あって、そこにつり橋があり、日野市の説明をするときに、浅川につり橋があるよと、

こういう何というんでしょうか、住むことも楽しいし、そういうことが言えるという誇

りの持てるまちをつくろう、こういう意味だと思います。

そこで私は、同じ600席の市民ホールをつくるんであるならば「日本一の600席の中ホー

ルをつくってみませんか」こういうことを市長に提案をしたいと思うわけであります。

これからは生涯教育の時代だ、生涯教育を考える時代だといわれております。あるとこ

ろで聞きましたら、生涯教育とは 1人 1芸を持つ、こういうことだと。簡単に言えば。

そういう話を聞いたことも あり ますO 日野市民が地区セシタ一、あるいは福祉セ γタ一、

あるいは公民館という、その地元、自宅の周辺でいろいろ習ったこと、そういったよう

なこと を複合文化施設のホールというよう なところでおさらいをして、それで日本一の

中ホールで、発表する。これがやはり私も民謡などをやって舞台に立つと、大変、何かい

い感じがするものであります。結局そうしたことが生きる喜びという一つになろうと思
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います。それで、日本ーという折り紙のつく中ホールであるとすれば、東北の方に「バッ

ハホール」というのがあるそうですけれども、一流のそういう芸術家の皆さん方が進ん

で利用をしにやってくる。それで、日野の市民が居ながらにして一流の芸術と接するこ

とができる。こういうふうにも展開をしていくと、私は思うわけであります。

したがいまして、市長も「住むことが喜びであり誇りであるまちを」という言葉をよ

く使われるわけでありますので、私自身、今度、行政報告の中でも議論になりました浅

川公会堂の、懇談会の皆さん方の議論を束縛するようなことになっては恐縮だと思いま

すけれども、そうでなくて、私自身、 気持ちとしてやっぱり立派な中ホールは、 豊田、

平山地区の区画整理の中に、本当に日野市民が誇れる中ホールをつ くっていくという必

要があると思うんです。

それで、これのたたき台、懇談会へのたたき台を見せていただき ましたらば、このま

ま行ったとして大変私は残念だと思いますのは、ホールが600席前後とするというその

下に、 楽屋、最小限でし、し、と書いてある。これは、 格好だけホールができて、最小限の

楽屋のと ころにはし、ぃ芸術もないし、私たちの民謡の会にしても、服を着がえた り、多

少三味線を持ったり、尺八を持ったり、 そこで舞台に出る前に声を出して練習 したりと

いうのがあるわけです。それは最小限でいい、こ う言われますと、何か中ホールという

もののイメ ージというか、これが大変残念な姿がもう想像できちゃう。七生公会堂が、

音響効果がよろしいけれども余り発表会に使われない一つの大きな要員が、楽屋がない

という ことであります。

したがって、私は同じつくるんであれば、中ホールということであれば、もっと文化

協会、中ホールを使うであろう民謡だとか詩吟だとかいっぱいあると思いますけれど、

そうい ったようなところの要望を入れてつくらないと、せっかくつくってもおかしな格

好になりますよ、という感じがいたします。それで、文化協会に加盟するそういった舞

踊ですとか、吟詠ですとか、民謡ですとか、そういったところでは、大ホールじやどう

も使い切れない。二、三百席じやちょっと足りない。600ぐらいがし、し、な というのは非

常にあります、これは。 したがって、中ホールという市長の発想は大きくこれは支持を

させていただきますけれど、つくるならもっといし、ものをつく ってほしいという感 じに

ついて、市長の御見解を賜りたいと思います。

質問の三つ目は、やっぱり公民館と複合文化施設の計画を早 く煮詰めなくてはいけな

いんではないか、ということでございます。私は昭和58年に、中学校区単位に複合文化

施設の建設を、というふうにお願いをした一般質問をしております。昭和62年にできた
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日野市基本計画には、そうした方針が載せられているわけでありますけれども、まだ複

合文化施設とはどんなものかという議論が煮詰まっていないような気がいたします。こ

の概念を早く詰めていかなきゃいけないんではないか。私自身は、やはりそこには、そ

の地域の幼児からお年寄りまでが必要とするいろんな施設が最低限そこにあるというの

を複合文化施設としたい、という要望をそのときに言わせてもらっております。ここで

は細かい話は抜きにいたしますけれども、そういったものをどうしていくかということ

が必要になっているんだと思うんです。

浅川公会堂がなかなか議論がぶつかっち ゃってうまくほぐれないというのは、私はや

はり市長は「中ホールだ。市民施設としての中ホールだ」と言いながら、あ、そこに用

地があるからそこにつくろうかという発想で来ちゃった。それから地元の方としてみれ

ば「あ、これはそこなんだから地元の必要な複合文化施設にしてもらいたいよ」とこう

来ちゃっている。それから、公民館の方々は、日野市の中には、あの中央公民館とあと

幾つかの公民館が必要だよという、そういうのがあるわけです。 Iあ、ではあそこは公

民館を建設してもらえばちょうどし、いよ」と、 こうなると思う 。 したがって、この浅川

公会堂の懇談会に諮問をしてもらうことになっておりますけれども、大変重要なテーマ

を掲げられた審議になると思います。日野市の文化施設はいかにあるべきかというのを、

この浅川の懇談会でやるということになると思う 。市民施設としての中ホールはどうす

るか。それから公民館というのは、日野市の公民館の配置計画はどうする。複合文化施

設というのはどういう概念で、どういうふうにつくっていくのかということの中で、そ

れを整理して、ではあの万願寺にはどうい うものをつくるのか、というふうになってい

くわけですから、これは大変な事業になると思います。

したがって、森田市長にお願いするのは、そこの整理を早くしないと、なかなか、意

見がぶつかり合っちゃってうまくいかないという感じがいたします。私は先ほど、中ホー

ルはそういった整理の仕方で、豊田の方に立派なものを、日本ーのものを建てるという

気構えでもっていっちゃう。あと、あそこヘ残ったのは公民館機能と複合文化施設機能

を残すべきじゃないのかという、私はそういう考えでありますO それについて市長の御

見解を伺いたいと思います。

3点目は、これも行政報告で議論になりましたけれど、幼児教育センターの今までの

成果と、ではこれからあの幼児教育センターは何をするのかと言うことについて、お聞

きをしたいと思います。

私にも平和基金条例のときに紹介をしたんですけれど、あのときは 1歳と 2歳の孫だっ
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たですけれども、 3歳と 5歳になりました。この孫たちの成長の過程を見るのは大変興

味深いですし、楽しみであります。上の子がことしから私立幼稚園に入園したわけであ

りますけれども、これを契機に友達の輪がぐっと広がる。さらには最近では、女の子二

人ですけれども、兄弟げんかをしても何となくそれぞれが思いやっているなという、そ

ういった心の感じがわかるときがありますo 幼児機能、人間形成に対する、何とし、いま

すか、大事だなというのがよくわかります。そういった意味で、は、私自身は娘一人っ子

ということで、兄弟げんかもさせたことがないとい うようなことで、これはまずかった

のかなというような感じもしたり 、私自身は 7人兄弟の末っ子で当然、貧乏だったです

から幼稚園にも行かなかった。幼児期でそんなに温かく育てられたという 感じはない。

私自身だけでなくて、私と同世代の人は、とてもそんなこと よりもっと厳しい生活が待っ

ていた。農家の人なんかは特に放っ ぽり離しにされていたとい うような ことであります

けれど、み‘んなそれとなく立派に成長をしている なと いう感じも持っておりますO

それから、この間、11月17日に、日野一中を昭和30年に卒業 した、 当時 5クラス あり

まして300人を超える学年だったで、すけれど、学年会をやりました ら110人程度が集まり

ました。 35年ぷりということになるわけであります。そのときに「昔と変わらないなJ

というのと、 「いやあ、あのときのあのいたずら坊主がおめえかJというような、もの

すごく変わったなという感じとあるわけでござい まして、 こんなこ とを言 うのは、人間

の形成というものの中に、やっぱり幼児期が大事だなというのがよくわかりますけれど、

その後、幾つかの人生の岐路というか、きっかけというか、 そう いうものもあって、成

長して一生を送るんだなという感じがいたします。

そういう意味で、幼児教育というのはどういうものであればいいのかというのは、私

自身もよくわからない。まして幼児教育セソターというものが果たすべき役割、これに

ついては私自身不勉強であります。よくわからなかったわけで、今回 4冊ばかり報告書

をいただきましたので、熟読とまではいきませんけれど目を通してみたんですが、 重松

先生の三つ子の魂の重要さ、あるいは幼稚園と保育園の交流、あるいは幼児、 そういっ

た教育と小学校との連携強化の必要性とかいうのが書カ亙れておりました。その中でも、

私立幼稚園の協力がなかなか得られないとかいうようなことも理解をできたわけであり

ますけれども、私がこれを読んで感じましたのは、この報告書が大変すごく研究した

「内容はこうですよ」というのは、なにかわかるような気がするんですけれども、幼児

教育のためにこれから何をしなくちゃいけないのか。この幼児教育のために行政は環境

整備として何をしなくちゃいけないのか。それから、幼児をうまく育てるために親とし
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てはどういうところに留意したらし巾、のかというようなことを、ほとんど提言してくれ

ていないというふうに感じるわけであります。

私はやはり、地方自治体がそうした幼児教育センターというものを設置する一つのね

らいは何かといえば、私はそういう、そこに住んでいる方々に具体的な考えを示唆する

というか、それから行政にはまちづくりに対するいろんなことを展開してもらうとか、

そういうものが必要なんではないかという感じがしているわけであります。

幼児教育セソターというものが、そういう果たして今まで役割を果たしてきているの

かということについては、私自身は大変疑問に感じております。したがって、ここでの

質問は、本当に幼児教育セ γターとしては、幼児教育のためにこうし、う立派な仕事をし

てきました、さらに、これから延長するに当たってはこういうことをするんです、とい

うことが書かれた書物が欲しいわけであります。あの 4冊、 5冊を一生懸命読んでもそ

ういうことが書いてないわけですから、それはやはり必要だと思いますO ぜひそのこと

について、ここで市長の、なぜ必要なのかということについての御見解をお聞きをした

いと思います。

以上であります。

0議長(小山良悟君) 福島敏雄君の質問についての答弁を求めます。市長。

0市長(森田喜美男君) 御質問に、政治姿勢を問うという御趣旨が込められておる意

味が、多少わかりましたO

私は、自分が内面的には政治姿勢というものはあるものだとは思っておりますけれど、

私の気持ちといたしましては、行政に対する基本市政ということで、短い表現ではあり

ますけれど、一つの、憲法で一番正しく地方自治の中で運営をすることに努力をしたい

ということと、それから、とかく人聞社会の成長が経済の発展に大きな目を向いて、人

間性の面に目がなかなか届かなL、。こういうことを地方自治の中で本当にいいまちをつ

くるには一番大切な事柄ではないか、というふうなことを感じながら、そして自然を大

切にすることがやっぱり人間性の一番もとになるという発想で、少々大き過ぎる行政テー

マを掲げさせていただいておるということでありますO

御質問の、日野市の行政が当面しており ます市立病院の改築に伴う全市域とカバーの

問題、そのことをたまたま11月 1日の広報に、まちをつくる欄で一つの意見表明をさせ

ていただき、市民の批判をいただくとしヴ 気持ちでありました。内容といたしましては、

当この市議会で、あるいは関係する場所で、関係する場所と申しますのは、地域保健協

議会というような場所で申し上げてきておりますことをほとんど、一応順序を整理しな
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がら短い記事にした、こういう気持ちでありました。

日野市が市立病院を持ったということは、まちの発展、当時の状況を見ますと、住民

がふえても医療機関がない。応急にこたえなければならないというところから、 20床と

いう小規模な病院として多摩平の地に事業が始まったということでありまして、ーたび

そういう公的な病院を自治体として持つということになりますと、ますますよくしてい

くとい う目標のみが絶えず掲げられて、自治体が病院を必ずしも持たなくてもし、し、とい

うことには、振りかえることは不可能だというふうに思います。

八王子市は、これは古い歴史のあるまちですけれど、 長い間の歴史の中で人口がふえ、

一定の都市形成がされておりますから、それに伴って 日本の医療にふさ わしいといし、ま

すか、 風土にかなった形で、民間その他の医療機関が需要に応 じて、 需要を満たす形で

整ってきて、したがって、歴史の古い市では必ずしも医療に不自由がなかったというこ

とがあったかもしれませんO

日野市の場合は事情を異にするわけでありまして、とりわけ日野市の南部という地域

で医療に非常に欠けている。医療施設が希薄であるということは、もう住民のどなたも

日常生活の中で感じておられるところでありまして、何らかの方法で医療の一次診療の

形は、なるべく民営という形で整 うことが必要でありますけれど、今日になると民営と

いうわけにはなかなかまいりませんO 当初、用地を提供して誘致をしよう、というふう

にお答えをしたこともあります。それを一歩進めて、公設を して医療体系をどのように

整えていくかということまで考えないと、別の方法はち ょっ と探せなくなってしまった

という 感 じもいたしております。市立病院の、持ったか らにはよくしな きゃならない。

これを持続するということは、まず建てかえという ことか ら条件を拡大をして、そうし

て内容の整備、あるいは増床ということもやらなければならない、と こういうことになっ

てくると思いますO

日野市という自治体が、面積としてそう大きい自治体でもありませんので、なるべく

中心部に近いところに、しかも便利のいいところに目指す形を保ちながら位置づける。

要するに場所を変えてということになりますが、今までいろいろと工夫をしてみました

が、場所の確保ということは、つまり 1点集中で場所の確保をするということは非常に

困難だとい う、現在の状況では結論であります。

それで、南部の医療施設あるいは市の公的病院、いつまで、よほど先になっていいと

いうことには私はむしろなってはいけないと思っておりまして、一定のめどをつけて、

いろんな住民の御理解、それから特に議会の合意をしていただくという手順は、極めて
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その事業を遂行する上で重要なことでありますので、そういう形を目指しながら一定の

方向づけをしていこうというふうに考えざるを得ないわけでありますO したがって、 二

眼レフ構想ということを思い立ち、特に御指摘の救急体制につきましては、できるだけ

整えていかなければならない。こういうことはあわせ考えておるつもりであります。

そして、二重投資とい う言い方が妥当であるかどうか。二つつくる方が二重投資では

ないかといわれることにも異論を差し挟むものではありませんが、現在、一番困難なの

は用地の確保。 しかも用地は相当固定的な投資を要するわけでありますから、現在の市

持ちの範囲で事を考えるというのが順序ではなかろうか。これが高幡では区画整理事業

で市有地をまとめさせていただく 。それから、従来ある多摩平は本院的な役割として現

在地に手順を経て、つまり診療機能を日野市として休むことなく 建てかえていく 。こう

いう順序こそ取り得る、ベストということにはいろんな評価があろうと思いますけれど、

より ベターな、可能性のある順序ではなかろうか。こういう考え方でございますO 必要

な住民、それから地元医師会、それから関係の方々になるべく合意をしていただくとい

う手順が、今後の課題として残っておるわけでありますが、医師会では過去の経過の こ

ともありますので、南部に医療施設をつくることについては十分了解がいただけると、

このように考えておりますo

時間のこともありますので、また 2回目の質問がありましたらお答えをするといたし

まして、ちょっと順序でお答えをさせていただきます。

浅川公会堂につきましては、御指摘のとおりの考え方もある得るというふうには思っ

ておりますけれど、物にはやっぱり順序が伴う必要がありますので、幸いに用地を確保

し得た。したがいまして、市民から常々聞かされております市民会館の大ホール、それ

から七生公会堂の小ホール、その次には中間的なものが一番ふさわしいといいますか、

住民要望にこたえる順序であろうと、このような、どちらかというとまちづくりの大き

な進行の中の一つの手順だというふうに御理解をお願いしたいと思っております。

これから浅川左岸、つまり元日野市側という地域には、御承知のとおり、東京バイパ

スという八王子につながる一番幹線になる交通路が開けるわけでありますから、それに

列した形で位置を決めていく。今回の豊田南区画整理事業の中の、また豊田にも必要な

複合文化施設の場所として、小学校の西のところに三千数百平米という程度の予定地を

想定をしておる。こういうことでありまして、西平山でも地域に文化施設をという強い

要請をいただいておりますので、区画整理の換地の中で必ずそういう用地設定はいたし

ますというふうに、地元にもお答えをしておるような次第であります。
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日野、高幡、豊田という関係で、バランスをとるということも、これも大きく意味のあ

ることでありますし、高幡というのは特に程久保という、また一つの南北幹線を共に、

その関係の位置にあるところでありますので、む しろ高幡というのがおのずからの順序

だというふ うに御理解をいただけるんではなかろう か。このよ うに思ってお ります。ゾー

ン的なネ ットワー ク構想、は、もう御説のこと に何 ら異論を持つものではあ りま せんO 全

体的にはそういう 考え方が今後のま ちづ くりにふさわしいということには異論のないと

ころであ ります。

よく私も 申し上げておるわけですが、自治体は、これは非常に息の長い悠久の仕事で

ありますか ら、一次の状態が将来を固定化するということも余 り考えなくてもいいとい

うふうに思います し、 この時期に一番可能な方法と、それから一つのシェアとして考え

得る範囲で、そのときそのと きの市民自治の姿を実現をしてし、く 。そういうことでまち

の形成というものはおのずからできていくものではなかろう か。こう思っており ます。

合意の手続のことはいろいろこれか ら努力をするというこ とは、もう 当然だと思ってお

ります。

第 3点の幼児教育センタ 一、確かに先般も触れましたとおり、幼児教育センターは重

松先生を日野市がお迎え したことに伴って、幼保の一元化という言葉がございましたが、

幼保という、いわゆる 日野市内の子供、幼稚園、保育園と いう形の長い歴史はあるわけ

でありますけれど、なるべくこれを一体的な職務のでき る、そう いう可能性を、地方自

治体ならば追求し得るということにおきまして、幼児教育セン ターの発足をさせていた

だきました。研究に余 り偏り過ぎて実践が伴っていないとい うことは、 もう御指摘のと

おりだと思っております。自治体の仕事でありますから、そ う研究と いうことが目標で

はないわけでありまして、研究の背景のある、その形で実践ができる。また、その方式

についての提案をいただくというのが、本来の我々の期待をいたします幼児教育セ γター

の性格でもあるわけでありますので、そのような将来の方針をとらせていただきたい。

このように考えておりますO

大変欠落していることも多いし、それから内容のこもった御質問で、回答が不十分だ

ということはよく承知しておりますけれど、一応お答えにさせていただきます。

0議長(小山良悟君) 福島敏雄君。

010番(福島敏雄君) ありがとうございました。

私の方からは、多少、意見を述べさせていただきまして、この質問を終わりにさせて

いただきたいと思います。
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1点目の市立総合病院、さらには 2点目の浅川公会堂、そして 3点目の幼児教育セン

ターにも共通して言えるのかもしれませんけれども、私は市長構想、と、それを支える市

職員のパックアップ体制、このところに多少つながりが薄いという感じをずっと持って

おります。

市長は、今も答弁がありましたように、行政というのはそのときどきの市民自治で決

めていくんだという、この政治姿勢の、何か基本をお持ちのような感じがし、たしますO

したがって、市長選挙で4年間に公約したことは、その 4年間に片づけりゃし、いんだ。

私は、今まで 8年間の問、長期計画の必要性をずっと訴えてきましたけれども、その辺

で市長とかみ合わない部分がかなりある。今回もそれぞれずっと見ていくと、市長のお

考えの中に、その短期的に、自分が市長の聞にやってしまわなければいけないんだとい

う、このことが出ております。それで、その市長構想と、それをノミックアップするとこ

ろの市民自治、この市民自治というのは、言いかえれば請願みたいなような気がし、たし

ます、市長の場合。ですから市長構想があって、それを支える請願、請願が先か市長構

想、が先かはよくわかりませんけれど、それがうまく合わさって「これが市民の今時点の

要望です。行政が最大限可能とする政策はこれです。それでやっていけばいいんだJと

いうのが、今の市長答弁のいわゆる政治姿勢の基本のような感じがし、たします。私はそ

れを、そういうこともあるのかなと思いますけれど、私自身は、やはりもっとそのこと

であるならベストを追求して、もう少し長い目で見て、日野市のため、日野市民のため

に、何の、どういうことなのかという発想がそこにあっても、私はいいのではないかと

いう感じがいたします。

したがって、今、それぞれ問題を三つ提起させていただきましたけれども、市長構想、

に余りこだわるんではなくて、市長が構想、を出したら、その構想、は本当にチェックして

いただく。この構想はこれでし、いかなというのは、やっぱり職員が検証するというか、

そういうことが私は必要なんじゃないか。それで、それは市民の請願とミー卜している

から行っちまえ、というような感じが、それぞれのこの三つのテーマで見えるわけです

けれど、そこに私は不安を感じておりますので、そのときどきの市民自治というのは、

選挙で選ばれた市長と、それと市民の請願、このことを余り重要視一一一大変、大先輩の

市長に申しわけないんですけれども一一最近、重要視し過ぎているんではないかという

感じがし、たしますので、物事の本質とい うか、この千何百人いる日野市の職員、あるい

は一般の市民の皆きんのそのほかの皆さんのお考えというか、みんながどう思っている

のかというようなこともぜひ配慮をしていただいた上で、いろいろ政策決定に臨んでい
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ただきたいということを申し上げまして、きょうは一方的に持論を展開するような形に

なって、私はこれでもいいと思いますので、質問をさせていただきました。

ありがとうございました。終わります。

O議長(小山良悟君) これをもって 7の 1、市長の政治姿勢を問うの質問を終わりま

すO

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異

議ありませんか。

( i異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

0議長(小山良悟君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

午後 0時 8分休憩

午後 1時25分再開

一般質問 8の 1、平和基金の運用目的を拡大せよの通告質問者、高橋 徹君の質問を

許します。

(5番議員登壇〕

05番(高橋徹君) それでは、 質問をさせていただ きますO この質問のお答えは森

田市長からいたたきたいと思いますので、よろしくお願し、し、たしますO

今、地球上の全人類が、特に国家を代表する人々 が、 争いのない平和な環境をつく る

べく日々そのための努力を続けている ことは、私たち多くの知るところであります。 平

和とは、読んで字のごとく平かに和する。でこぼこがあってはならないわけであり ます。

また、 聖徳太子は5箇条の誓文の中で「和をもって尊 し」と述べているように、和とは

目標達成に向かつてできるだけ上手に人心を一つにし進めてし、く、人間が考えた一手段

であろうと思います。そして、今、 21世紀に向かつて日 本人の平和に対する考え、取り

組む姿勢も年ごとに前進が図られておりますO

当日野市におきましでも平和基金を設け、その果実等を啓発事業や国際交流事業に注

ぎ込み、あわせて行政上の大きな課題の一つであります地域の国際化の施策も前進が図

られていることは、私も市民の 1人としてよく理解できるところであります。

そこで、 最初の質問でありますけれども、今、日野市は青少年の国際交流事業に対し

て、平成 2年度の予算でも、 1年度から比べまして予算のレベルアップを図り、青少年

海外派遣に400万円を予算化をしておるわけであります。この予算といし、ますのは、財

団法人世界青少年交流協会、この会が主催をしていますところに、日野市内の18歳以上
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から35歳までの方を対象として、世界各国に行かれる方に 1人20万円を限度として派遣

費用の半額を負担している。このようなところでありますO

しかし、この18歳から35歳-18歳とし、いますと高校 3年生が一番年齢的には低い対

象者となっているわけでありますけれども、この皆さんが行って 2週間ないし15日前後

の日程で行かれるわけであり ますけれど も、帰ってこられた後、聞 く言葉に「私にとっ

ては毎日がすばらしかったとか楽しかったとかし、うよ りも、とても貴重な体験でした」

このような内容を、一口で言いあらわしますと、 言葉を もって皆さん言われているわけ

です。初めて自分の生まれ育った国以外に行って肌で感 じるもの、見るもの、そしてそ

こでもらう世界の人たちとの友情づくり 、これはまさ しく平和というものに対する一つ

の大きなステップであろうかと思います。

しかし、あわせまして、今、日野市では、中学校の授業に平成 2年度から外国人の英

語教師を招いて、そして担任の、また日本人の英語の先生と一緒に授業を進めているわ

けであります。授業を進めている中で、終わりましでも生徒さんとその外国からの先生

とがいろんな雑談とか話の中で、大変に授業を楽 しく受けられるという、好評を博して

いるわけであります。何とかこの中学生という 15歳ぐらいまで、の、年齢を少し下げるこ

とによって、若ければ若いほど、また心の中に飛び込んでくる大きな刺激というものが、

18歳とは違つであるんではないかとい うふうに感 じるわけであります。

この中学生に対するそのような予算組みというものをもって、海外での体験的な生活

を1週間でも10日でもつくってあげることができないか、ということが 1点であります。

2点目としまして、ただ単に行かれるというよりも、 今、社会には三つの教育があり

まして、家庭教育、学校教育、社会教育というふうに言われておりまして、これは日野

の行政の中でもいろいろな名称のセ γターをつくったりして、幼児教育もそうですけれ

ども、あるわけですけれども、その中に一つまた新たにつけ足して、ふるさと教育。日

野のまちに生まれ育って、そして日野のまちの中で義務教育を受けている学生が自分の

まちをよく知って、そして興味を持ち、まちを好きになって、そして自分のまちにも市

長の言われるところの「住むことが喜びであり誇りあるまちj。そんな日本人としての

自覚と日本の文化と、あわせて日野の文化、そういうものを行えるような社会教育、ふ

るさと教育、セ γターというようなものが将来、施策の中に取り入れることができるな

らば、そこでいろいろな日野のまちについて知ることもできるし、学校で教えていただ

けないような、そういうものをもって、それで日野からいろいろな国へ行き、また今レッ

ドラ γズと姉妹都市を結んでいますけれども、レ ッドランズに出かけてし、く 。そしてそ
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の中で音楽とかスポーツとか、先日も東西のベルリンの壁がなくなりまして、そこで日

本からの青少年がオーケストラで行き、向こうの方と一緒に演奏会を開催した。そうい

うようなことを私はマスコミを通じて知ったわけですけれども、日野のまちだからこそ

でき るよう な施策づく りのために、セγターをぜひつ くることを心がけていただきたい

わけでありま す。

その2点につき まして、市長の所見をいただ きたい と思います。

0議長(小山良悟君) 高橋 徹君の質問についての答弁を求めますO 市長。

O市長(森田喜美男君) 御質問にお答えをしながら、提言についての所見を述べさせ

ていただきたいと思います。

本来、日野市は平和事業の基金という ことを条例で定めまして、基金の 1億円を管理

し、その活用を図るという行政項目があるわけであります。いわゆる平和行事としての

諸活動にいろいろな市民の要望、それから国際化の時代に向かつての取り組みについて、

毎年、 平和事業市民会議というふうなものも設けて、意見を聞 く機会をなるべく広げな

ければな らないというふうに考えておりますO

今、 海外派遣事業の、 青少年を海外に派遣する事業の年齢を下げて、中学生もその対

象に加える行事を考えたらどうかとい う御提言でございますので、確かに今日、いわゆ

る青少年の時期に何らかに海外に触れる機会を体験をするという ことは、その人のいろ

んな社会を見る目、あるいは育つ人生に大変な影響があ るというこ とは、 もう言 うまで

もなし、と思いますので、どういうふ うに人を選び一一人を選ぶと し、い ましょう か、そう

いった要望を受けとめ、どういう方法でそれを実現に展開させる か。引率の問題とか、

あるいは行き先の生活管理の問題とか、 若干の検討は必要だと思っております。御提言

の、中学生に幅をひろげてということにつきましては検討をさせていただきたい。こう

考えます。

それから、同じく 青少年の育成の課題として、 自分たちのまちをよく知り、また愛情

を持つ。そして私は、地域の教育力という ような言葉を時々使わせていただくわけであ

りますが、地域の教育力というのは、まさに青少年を対象といたします社会のそういっ

た雰囲気をつくる、風土をつくる、こういうことでなければいけないと思っておりますo

まさにまた文化というものは、おのずからそういうことで教育効果を発揮するというふ

うに考えますので、これまたいろいろな御提言を聞きながら、一番成果を上げるにはど

ういう方法があるかということを教育委員会でも討議をしていただき、我々もまたそれ

の協議も図っていきたい。こう思っております。
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今、セシターをという名前が用いられておりますが、センターというのは施設である

のか、あるいはそういうことを目標とする仕組みであるのか、このこともまだ伺ってみ

なければならないわけですが、考え方としては同感でございますというふうに、お答え

をしたいと思っております。

0議長(小山良悟君) 高橋徹君。

05番(高橋 徹君) ありがとうございました。

中学生に対して、年齢を今よりは下げて検討をしたい、また検討する、ということで

ございますので、ぜひこれは前向きに対処をいただきたいと思いますo

また、 2番目の、センターという名称ということでありますけれども、私の申し上げ

ていますのは、その建物をつくって、その中で何々 をやるというようなことは、これも

できればいし、と思いますけれども、なかなか当初の段階ではそこまではいかないと思い

ますので、行政の中において、そのような考えをぜひ教育関係において随所に盛り込ん

でいただき、そしてそれが中学生レベルにおいても十二分に理解をしていただき、そし

てその次の段階として、そのような生徒が、または義務教育の中で十二分に海外の研修

に参加をできるような、段階的な体制づくりをぜひ進めていただきたいと思うわけであ

ります。

やはり世界の人たちが仲よくこの地球上で暮らしていくということは、その地域の国

際化、それもまた当然なくてはならないわけでありまして、そのような輸が世界に広が

ることによって、日野がますます国際化とい うことに対して市民の今以上の関心と目が

向けられていくことだと思います。どう ぞよろしくお願し、いたします。

以上で終わります。

0議長(小山良悟君) これをもって 8の1、平和基金の運用目的を拡大せよの質問を

終わります。

次に、一般質問 8の2、地方分権とまちづくりについて問うの通告質問者、高橋徹君

より取り下げの申し出がありましたので、これを取り下げます。

一般質問 9の 1、堀之内地区のまちづくりについて問うの通告質問者、土方尚功君の

質問を許します。

(6番議員登壇〕

06番(土方尚功君) それでは、通告に従いまして一般質問を進めてまいりたいと思

います。

今回、特段に堀之内の地域のまちづ くりとい うようなことで質問を繰り広げさせてい
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ただきますけれども、大変、日野も新しいまちづくりというようなことで区画整理が順

次進んできてまいりますし、万願寺、これについてもまだ 1期、これから 2期というこ

とで、まだ 3期、 4期、 5期というようなことで、大変区域的には広いわけですし、時

間もかかるなというふうには思っているところですが、また片や堀之内からそして西平

山、こ ういったところで事業が順次進んでし、く見通 しでも あり ます。そ して東町や、あ

るいは高幡、 高幡も今進んでいるわけですけれども、それ以外に組合施行で落川方面、

南平、また四谷から東光寺にかけて順次計画が進められるところですけれども、今回取

り上げました堀之内の地域、大変、 黒川段丘とし、し、ますか、 あれか ら続いて堀之内の緑

と、 そ してまた南の面には浅川ということで、 自然に大変多い場所とし、し、ますか、地域

的にはそういうことで住みやすいとこ ろである。また、水田がずっと開けていたと いう

ようなことからあるわけですけれども、市の基本的な都市計画街路とし、し、ますか、 3・3・

2号線、あるいは3・3・4号線との関連、こういったものo それと、下水道を とってみれば

浅川の中央幹線、非常に重要なポイ γ 卜を占める場所であります。この地域が堀之内か

ら豊田にかける間のところが、全然ま ちづ くりの計画と し、し、 ますか、 そうい った方向性

が打ち出されていない面があるわけなんで、ぜひ今回取 り上げて、 それぞれの事業がス

ムースに進捗する方向が見出せればし、し、なという視点で、 質問をさせていただきたいと

思っております。

そういう中、大変今の高橋 徹さんにしても、 短い時間の中に質問を終わらせたよう

でございますけれども、私の方も極力余 り時聞をかけない中でやっていきたいと思いま

す。そういう中で、 単万直入にとい う方向づけでい きたいと思います。

まず、今申し上げたとおり、都市計画道路3・3・2号線の実現の方向性はどこら辺に見

出しているか。特に3・3・2の一部、当然、都道までの買収が今進んできていることと、

それから今後に向けて3・3・4号線との関連 も徐々に話が始まったというような状況は、

ある程度は承知しているんですが、それ以降、 重要な3・3・2の豊田へ抜ける方向の商』

どのよう な考え方で見出せていけるのかということ。当然、土地区画整理事業を批進を

して、まちづくりを進めていく方向というのがあるかと思いますけれども、日野Tfj、

の方の施行によるような考え方によるものか。あるいは、 組合施行でお願いをしていく

んだとい うよ うな方向であるのか。そこら辺の方向性について、ある程度あ りま したら

御回答をお願いしたい。

あわせて、当然、その3・3・2号線に埋設を考えておりま す浅川中央幹線の敷設について

は、当然それとの関連が起きるわけですけれども、 そちらの面ではどのような考え方に
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基づいてふるのか。場合によっては暫定管渠の必要性というようなことが出てこょうか

と思いますけれども、そういった点を含めて御回答をいただきたいと思います。

駒形公園の整備計画ということで、この地域の中にあるわけですけれども、私の方も

別の委員会等で総体の考え方等は十分伺っておりますけれども、それの進捗といいます

か、建設省の協議等もあろうかと思います。どういった点で協議がされ、あるいはそこ

に問題点等が出され、またそれらに向けての解決方法等がされているか。この点につい

て、お伺いをしたいと思います。

それから現状の状況でありますけれども、二、三お伺し、し、たします。

一つは交通の対策ということで、大変この地域はもともとの 6尺道路とし、し、ますか、

1.8メーター前後の道路しかないわけですけれども、特段に、まず 1点としては、市民

フ。ールから市役所ヘ抜ける道路であります。途中が堀之内の研修所のちょっと北側から

日野のゴルフ練習場の聞は拡幅がされていいわけですけれども、吹上へ抜ける一部分と、

堀之内の研修所からプールヘ抜ける部分、ここは大変地元の人も朝はその道路からなか

なか出られない。市役所通りだというようなことで、市の職員が大変通っているという

ようなことを地元の人も言って、時間をずらして中を、それから出かける。こんなこと

の自衛策をとっているんだというようなことがありますO この辺の拡幅とあわせて、外

の関係、考え方によれば大変研修所から東へ、研修所の南側で都道とは平行に近いよう

な形で、例えば多摩の自動車練習場といいますか、あそこへ抜けるような農道の部分、

こんなものの拡幅もすれば、そういった点も解消されるかと思いますし、また、もう 1

本、中聞から上田のこども広場ヘ技ける道路、あるいは一番中心となります郵便局から

研修所まで出る道路、こんなことが幾っか、堀之内の方で例をとればあります。

豊田の方も、まだ例のあの水路に沿った道路等が都道以外では中心に東西に抜ける道

路、それしかないわけでありますので、こんなことで現状の交通対策といし、ますか、現

状の認識とあわせて今後どのように現道の整備といいますか、そこら辺の方向性がある

か。

そしてもう一つは、堀之内の緑道が黒川の公園の方からずっと延びてきていまして、

今、堀之内のあのガソリンスタンドのところへとまっています。その先の問題は、神社

との係争といいますか、争いの解決も見たわけですけれども、あれを浅川の堤防口まで

延ばすような計画があるかないか。そこら辺について、まずお伺いをしたいと思います。

O議長(小山良悟君) 土方尚功君の質問についての答弁を求めますO 都市整備部長。

O都市整備部長(前田雅夫君) それでは、都市整備部の関係につきまして、お答えを

-304-

いたします。

まず、堀之内を中心にいたしますところのまちづくりの関係でございますが、この件

につきましては、平成2年度に予算計上をいたしまして「川辺堀之内及びその周辺地区

まちづくり調査Jと題しまして、現在、委託調査をしておりますo 調査の内容は、面積

が62ヘクタールでございますO これは、地域で申し上げますと、 まず北側は吹上の土地

区画整理の境から始まりまして、その東にまいりまして神明上の区画整理の境。それか

ら万願寺の都市計画決定がなされているその区域。それからさらに東にまいりまして川

崎街道、南が浅川、西側が豊田南の区画整理の境。一番橋通 りでございますO この区域

を現在、調査をしているという ことでございますO

調査の内容といたしましては、 区画整理で言われるところのA調査と、それか らB調

査の一部を含むよう になってお ります。A調査とし、し、ますのは、ごく 基本的な基礎調査

が主なものでございまして、 B調査とし、し、ますのは、具体的にまちづくりの手法をどう

いう 手法でやったらし巾、かという、そういうところまで踏み込んだものになるわけでご

ざいます。 こういう調査が平成 2年度に完了するということでございます。

一方、御質問の中にもございましたけれども、この堀之内の地区には、都市計画道路

3・3・2号線と3・3・4号線が通過をしております。

まず、3・3・2号線で ございますけれども、 これは万願寺土地区画整理の区域の西側の

境で現在とまっておるわけでございますけれども、 この境から川崎街道まで延長にいた

しまして340メーターございます。この区間につ きま しては、 現在、建設省が直接買収

で用地買収に入っておりますo

それから、川崎街道から以西でございますが、市役所の南側の神明上の区画整理の境

まで、これが550メーターございます。通称「日野バイパス」 と称 しております。この5

50メーターにつきましては、現在、 建設省が現況及び用地測量に入っている段階でござ

います。その次の作業とし、し、ますのは、用地買収に入るということになるわけでござい

ますO

それから3・3・2号線は、川崎街道の西側から、いわゆる3・3・4と分岐をして堀之内、豊

田の南、西平山を通りまして八王子に接続されるものでございますけれども、西の方か

らちょ っと申し上げますと、豊田南の区画整理で、この道路につきましては1，400メー

タ-延長ございまして、さらには西平山が1，600メートルございます。合計いたします

と約3，000メーターあるわけでございますが、この区間につきましては、区画整理事業

の中で用地をあけるということになっておりますO
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そうしますと、残るのが、いわゆる堀之内の3・3・2号線と3・3・4号線の分岐点から一番

橋通り、要するに豊田南の区画整理の境まででございますが、この間が約1，100メート

ルございます。このし100メートルでございますが、官頭申し上げましたように、まち

づくりの今調査をしておりまして、その調査結果を見て、この道路をどういう方法でつ

くるかは固めていきたいというふうに考えております。

また、調査の内容につきましては、途中ではございますけれども、市の現在抱えてお

ります事業量、将来を見越した中でのまた財政負担の問題、こういうことを考えますと、

市施行でこの区域を区画整理を行い、基盤整備をするということは非常に大変だろう。

できる限り組合施行を誘導するような、そういう考えで現在のところおります。

それから、下水道の関係でございますけれども、下水道の浅川中央幹線は御承知のよ

うに、都市計画道路3・3・2号線の地下に入るわけでございます。先ほど申し上げました

ように、 3・3・4号線から分岐する、いわゆる堀之内、豊田を通る区間につきましては、

堀之内分の1，100については、埋設のいわゆるスペースがまだ見通しがつかないわけで

ございます。平成元年度、平成 2年度にわたりまして、いろいろ検討をしてまいりまし

た。まだ完全に確定したわけではございませんけれども、 一応方向としては、将来的に

はやはり3・3・2号線に浅川中央幹線を計画どおり埋設をする。

ただ、これだけにこだわりますと、豊田南あるいは西平山の汚水が浅川処理場で受け

ることができませんので、この1，100メート ルにつきましては、暫定管を既存の道路に

埋設をする。そういう方法を検討しております。比較的財政負担も余 り大きくならずに

当面の問題は処理でき るという ふう に考えておりまして、この辺につきましては、 事業

認可を浅川左岸、現在805ヘクタールまでございますので、平成 3年度に事業認可をと

る段階で明確にいたしたいというふうに考えております。

以上でございます。

0議長(小山良悟君) 建設部長。

0建設部長(橋本栄寓君) 御質問の 2点目でございますけれど、駒形公園の改築に伴

いまして建設省と協議の中で問題点等がある かど うか、ということでございますO お答

えを申し上げますO

駒形公園の改築についての基本計画については、現在、 河川管理者である建設省と協

議中でございます。既に全体的の構造の配置については、打ち合わせ済みになっており

ます。

問題点といたしますと、今出ているのは堤防の護岸工事費の負担割合という点が 1点
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と、それから公園の整備計画の区域内に今ある不法占用で 1カ所あるわけですけれど、

その会社の移転の問題。それからなお、東京都の施設でございますけれども、日野工区

という事務所がございます。この移転先の問題と、こういう点の三つの問題が今問題点

として残って、それを協議中であるということでございます。

2点目 の、 堀之内地内の現道の整備についてとい う御質問でござい ます。こ れについ

てお答えを申 し上げます。

区画整理などで困難な地域については、道路整備計画を立てて今現在、担当課では順

次整備を していくという基本的な考え方で今行ってい るわけでございま す。こ の堀之内

地区においても 、このよ うな考え方で現在進めております。先日も、11月29日でござい

ますけれども、 市道D-78一7号線でございます。これ、場所は研修所の北側の方の位

置にあ るところでございますけれども、そと の道路の拡幅の説明会を行いました。基本

的には地権者の方々 に賛同を得られました。ここで、この賛同を得られた場所について

は、まず調査設計に入ろう ということで、ここで入るところでございます。

今後の堀之内地内の道路整備については、地権者とよく話し合いをしまして、その理

解と協力を得なが ら、こ の地域の整備を進めていきたいという考えでおります。

4点目 になりますけれど、 堀之内の緑道の件でございます。この件についてお答えを

申し上げます。この緑道計画は、 全延長が513メー トルでございます。整備は昭和61年

から62年にかけまして東豊田一丁目、場所から申 しますと第一住宅から都道までの間で

す。こ れを2カ年で施行をいたしました。延長は363メー トルでございます。残 りが150

メー トル残っているわけでございます。こ れは都道から浅川の堤防までのところでござ

いますけれど、延長にいた しますと先ほど申した150メー トルございます。この整備計

画については、 平成 3年から平成4年、2カ年で整備をすると いう計画になっています。

以上でございます。

0議長(小山良悟君) 土方尚功君。

06番(土方尚功君) それぞれ回答いただ きまして、ありがとうございました。

特段にこちらの地域に向けた調査とい うこ とで、まちづくりの調査も行われていると

いうこ とであ ります。 A調査、B調査の一部ということでありますけれども、ぜひまち

づくり、それか らまたこちらの関係に合わせて用地を開いてし、 く。 あるいは、それに伴っ

て下水管を埋設を してし、く。状況によって、今、暫定の管渠の敷設というようなことも

ありま したけれども、総合的な動き方が出てきたかなという感じを今の回答の中で得て

いるわけです。ぜひ、どうも状況が今最近あそこで虫食いとし、し、ますか、スプロール化
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といいますか、個々に開発をしているわけで、できるだけ早い時点で方向性を見出して

おいて、極力地権者の方でも事情がそれぞれあって宅地化をしなければいけない現状が

あるわけですけれども、そういった総合的なまちづくりとしての指導体制を早い時点で

組んでいただきたいと思うのが今の気持ちでありますので、ぜひそこら辺を頑張ってい

ただきたいと思います。

特に、あそこに住んでいる方も、今建設部長の方か ら、地権者の皆さんの理解を、と

いうようなことがありました。大分方向が、今のままではいかんというような気運とい

うのは相当あるわけなんで、ぜひそこら辺、行政側も一生懸命地域に足を運んでいただ

いて話し合いを進めて、それらの事業がうまくいくようにぜひお願いをしたいところで

あります。

そういう中で、ひとつ市長に、 1点だけ伺っておきたいと思いますが、大変その区画

整理で事業量がふえている。これは全市的にその対応をせざるを得ないということがあ

るわけですけれども、我々、今見ていますと、都市整備部長という形で包含をされ、形

としては区画整理の関係は参事がいるわけですけれども、これからの体制、まだ早くたっ

て20年やそこいらまではずっとぴっちりとした事業遂行をしていかなきゃいけない。場

合によってはもっとこれがどんどんほかの地域へ広がっていって、やっぱり区画整理と

いう一面は相当対応をしていかなければいけない。こ んな一面があるんで、組織体制の

確立といいますか、課から部制なりをひいてその対応を図るべきだろうというふうに思

うわけですけれども、市長はそこら辺どのようにお考えでいるか、ちょっとお伺いをし

たいと思います。

0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 今、日野市には都市基盤の整備事業という大事業に、しかも

その大量な内容の仕事に取り組んでおりますので、執行体制は極めて大切だということ

は、もう言うまでもありませんo 一番機能できる方法を考えて、なるべく近いときに実

現を図っていきたい。こう考えております。

0議長(小山良悟君) 土方尚功君。

06番(土方尚功君) できるだけ、現実に迫っている問題でありますので、そういう

体制をとっていただいて、仮にこの堀之内に組合施行等があったとしても、技術的な指

導、そういったものがない限りは、なかなか地元の人も動けないであろうというふうに

推察をするところですから、極力そういった技術指導もでき、また行政側としても補助

金関係等の対応、組合施行の場合には一定のものがあるわけですけれども、よりそういっ
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た中で手だてをして早い時点でまちづくりを進めていただきたいと思います。

先ほど建設部長の方でありました、建設省との例の築堤の関係等も、先ほども第三次

の東京都の長期計画の資料を手元に持っているわけですけれども、そういう中にも、都

としての補助体制というようなことも出ておりますO 建設省だけに限らず東京都もそう

いった浸水的な堤防の建設に向けてもあるわけですから、そういったところも力、手を

延ばしていただいて、極力、市の税金の少ない中で対応してもらうというふうに方向づ

けをお願いをしておきたいと思います。

それから、基本的な形ではこういうことでお答えをいただいたわけですけれども、午

前中に、特に福島議員も言っておりました。物には順序というような形のものもありま

す。ぜひ今回の方向づけをして、浅川公会堂の問題もあ ります。これはこれとして、私

の方も今後向いていきますけれども、病院の問題なんかにしても、私とすれば一極集中、

二限レフ構想なんていう のは、も うはなから賛成ができないわけですけれども、そんな

中に、私なんかに言わせれば、まちづくりの堀之内あたりに本当にもうこれから必要の

施設なんだという理解をしてもらって用地をあけてし、く。それでそこへすれば、 道路も

どんどん整備できれば、東西 8キロ程度、南北で 6キロ程度の小さい小ぢんまりとした、

本当に行政としてはやりやすい範囲ですから、本当にどこ かへ一極すれば、 交通の整備

が整いさえすれば、それこそどっちであろうと一一 西であろうと東であろうと南であろ

うと、それほど問題に、それが交通状態が対応できれば、何ら遠いということはないわ

けですから。そんなことからすれば、私なんかはもう この堀之内の地域にぜひそんな構

想を打ち出して、市の施行あたりでやってほしいということがあります。それぞれ違い

ますから、また別の機会にそんなことも市長と話し合いをしてみたい。こ んなふうには

思っております。ぜひ、先ほどの市長と、それから職員、それから市民、こういった関

連の中、よりよいまちづくりのためには十分討議をいただいて方向性を出して、それか

ら事業を進める。こ んなことにぜひ行政の手だてを向けてほしいというような要望をい

たしまして、私の質問を終わります。

ありがとうございました。

0議長(小山良悟君) これをもって 9の 1、堀之内地区のまちづくりについて問うの

質問を終わります。

一般質問10の 1、西平山区画整理事業は住民負担を極力軽減し、自然環境との調和の

とれた町づくりを望むの通告質問者、田原 茂君の質問を許します。

( 3番議員登壇〕
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03番(田原 茂君) 通告に従いまして一般質問をさせていただきます。

去る10月 5日、西平山地区区画整理対策協議会主催の「地元議員を囲む集いJが開か

れました。私もお招きを受け、参加をさせていただいたわけでありますが、急な知らせ

にもかかわらず各自治会から58名もの地元住民が参加をし、川北地区センターはあふれ

んばかりの熱気に包まれたのでありました。区画整理に対する関心の高きを改めて実感

をした次第で、あります。

その集会で、住民の方々から活発な意見や質問が出されたわけでありますが、その底

流にあるものは、市側の区画整理事業の進め方そのものに対する疑問と不満の声であり

ました。幾っか紹介させていただきますと、 「市は住民にかつてどんなまちにしたいの

か。何の呼びかけもないではないか。」また、 「意見を言えばまざまざと聞きあきた態

度をとるのはけしからん。 J I市はしばしば市民との対話というが、市民が参加して案

を練ったことはない。また、取り上げたこともない。 J I市民との話し合いは本音で話

し合ってほしい。 Jr区画整理は実際、私たちの財産の損失である。だから重大な関心

事である。しかし、市は本当のことは隠 Lていることが多いのではないか」等々であり

ました。本来、区画整理事業とは、住民参加のもとに行政と住民が一体となってよりよ

いまちづくりを目指すというのが、その本旨でなければならないと考えます。

1962年、高度経済成長政策下に策定された全国総合開発計画や、田中角栄の列島改造

論が全国に激しい地域開発をもたらし、地域の環境破壊、公害問題が発生したのであり

ますO また、大都市への人、物、金の集中が進み、公害のスプロール状の市街地の拡大、

都市の内部では土地の高度利用が進み、環境問題が発生したのであります。工場公害、

マンショ γ公害をもたらす開発や、土地区画整理事業等の開発事業に対する住民運動が

各地で展開され、そうした中で、住民参加のまちづくり、住民生活本位のまちづくりが主

張されてきたところでありますO

しかしながら、既に住民が生活を営み、街が形成されているところに区画整理事業か

実施されようとするとき、居住地としての環境整備を目的とした住民にとっての住みよ

いまちづくりと、行政側が描くいわゆるまちが一致するのかが問題となり、区画整理事

業に対する住民の反対や疑義が生まれてくるのでありますO

都市計画決定段階では、どのような街づくりを進めるかの十分な議論のないまま都市

計画決定され、あとは事業実施が目的化される。このような道筋が今までの区画整理事

業の実態ではなかったかとも思うのであります。今こそ私は、市レベルで、意思決定され

た都市計画であっても、地区レベルの住民の意思決定の頭ごなしには実施できないとい
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う大原則を貫くべきであるということを訴えたいのでありますO

そこで、西平山地区区画整理事業について、地区住民側がこれほどまでに不信感を募

らせてしまった背景も踏まえて、住民側との十分な話し合いができているのかどうか。

交渉の経過も明らかにしながら、今後どのように住民の意見を聞き、反映させようとし

ているのか。今後の事業の見込みも含めて御説明いただきたいと思います。

次に、平均減歩率が28%とのことですが、まず、この根拠を示されたい。

また、 参考に、万願寺地区、高幡地区及び豊田南地区の平均減歩率をお教えいただき

7こし、。

また、今の計画ですと、市道平山 7号と近接して都市計画道路7・5・1号線が走るよう

ですが、既設道路を有効に利用するという 意味では、かなりむだがあるように思われる

のですが、 7・5.1号線を見直しをするとか、 整合性を持った活用はできないものかどう

か、お尋ねいたしますO

次に、 清算金の問題であります。 10年後の固定資産税、相続税の相場を見て決めると

のことですが、住民にとってはこれほど不安に思うことはありません。区画整理により

地価は上がっても、 居住者にとっては意味がなく、それによる固定資産税等の税の上昇

だけがはね返ってくる。ましてその上昇した税の相場によって清算金が取られるのでは、

踏んだりけったりである。 したがって、この清算金については住民側の納得のできる形

で話し合って、また住民側の了解のもとに処理をすべきである。

さらに具体的に、 100平米以下の宅地、 生活困窮者、老齢者、母子世帯などは清算金

を免除すべきであると思うのですが、この点についてもお考えをお聞き したいと思いま

す。

最後に、環境保全の立場からお伺いしたいと思います。

区画整理が完成することによって、 一見、整然とした街づくりがなされる。しかし反

面、従来の 3本の域内幹線道路が、一挙に通過道路を含む 9本の幹線道路ができてしま

う。車の交通量は飛躍的に増加することが予想される。これによって種々の車公害はア

セスをはるかに超えることは、各地の事例が示すところであります。しかも 4万平米の

公園はできても、 53万平米の農耕地はすべて宅地化され、緑とオープγスペースの大部

分が失われてしまう。日野市のスローガンである自然と人の暮らしが調和する豊かなま

ちづくりとは、ほど遠いと言わざるを得ないのであります。したがって、車の交通量の

増大に備え、幹線道路の構造、標識を整備し、特に子供とお年寄りの交通事故防止には

全を期していただきたいとともに、幹線道路の騒音、振動、排気ガス等の道路公害を
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緩和するため万全の処置をとっていただきたいと思うのであります。この点については

いかがお考えでしょうか。

さらに、自然保護のため、宅地造成に不向きな場所を活用して市民農園の設置をして

はどうか。ちなみに、市民農園法が明年度、国で立法化するようであります。この点に

ついてもお伺いをしたいと思いますO

以上、大枠 5点についての質問となりました。11買を追って明快な る御答弁をお願いす

るものでありますO

0議長(小山良悟君) 田原 茂君の質問についての答弁を求めます。都市整備部長。

O都市整備部長(前田雅夫君) それではお答えをいたし ますO

まず、 1点目の区画整理を行う上の市の姿勢でございますが、こ れは今、 御質問の中

にもございましたように、市民がお持ちする貴重な財産をベースにいたしまして、まち

づくりをするわけでございますので、権利者の皆さんの意見を十分聞き、また市の考え

も理解をしてもらうとい うのが大原則でございます。

それで、事業を進める上で、 事業の進める段階ごとにいろいろ市から説明をいた しま

して、御理解をいただいているわけでございますけれども、 まず区画整理を行う場合に

は、二つの大きなステップがあるわけでございます。これは最初の手続でございますけ

れども、一つは、都市計画法に基づくところの都市計画決定。こ れは区画整理事業をど

の団体、いわゆる市施行か組合施行かということになるんですが、 この地区では市施行

で行う。区域は、この区域である。その中にある主な都市施設は、都市施設とし、し、ます

のは道路、公園、駅広場等を言ってお りますけれども、ど ういう計画で進めるか。そう

いうものが第一段階にあるわけでございます。

第二段階は、この都市計画決定を受けまして事業認可をとる。その事業の内容により

まして事業化を進めていくということになりまして、現在、西平山は第一段階の都市計

画決定をとる準備を今まで進めてきたということでございます。

それで、まず、この地域でございますけれども、過去に東京都が都営住宅をつくる。

地域の権利者の皆さんから一定の割合で土地を東京都に売っていただいて、 区画整理を

し、集合換地をして都営住宅をつくる。そういう目的で調査費等をつぎ込んだわけでご

ざいますけれども、東京都の財政事情の中で事業の進捗が図れなかった。いわゆるとん

ざしてしまったということでございます。

その次には、住宅都市整備公団が、やはり考え方は同じでございますけれども、いま

少し東京都よりレベルといいますか、取得面積を下げた中で事業化ができないかという

つ臼qu 

ことで、いろいろ調査しましたが、公団の計画どおりの用地取得ができないということ

で、この公団による事業化も進めることができなかった。

それで昭和62年10月でございますけれども、地域の方か ら 「市施行で区画整理ができ

ないだろう か」という話がございま して、 市が市施行と いう方向づけで説明会に入りま

した。こ の説明会につ きましては、全体の説明会が 4回。それから、あと地元から要請

等がありま して出向きまして話 し合いをしたのが17回ございます。この全体会議ある い

は個別の話 し合いの中で、区画整理の理解をお願いを してきたということでございます。

この地域につきま しては、東京都の環境影響浄化条例に該当いたしますので、いわゆ

るアセスの調査等も経まして、本年の12月6日でござい ますが、都市計画決定がなされ

たという経過でございます。これからは事業認可をとるべ く作業に入る わけでございま

すので、区画街路の問題等も細かく説明をして、また説明会も、全体の説明会ある いは

各地区ごと の説明会、それか ら地元の要請、こういった機会をつくりまして事業の内容

の理解を図っていきたいというふう に考えておりますO

2点目 の減歩率の問題でございますが、現在、計画段階で28%という 数字を出してお

りま す。この内容につきましては、公共滅歩率が26.5%、保留地減歩が1.5%というこ

とでございます。現在、日野市が行っております市施行の区域の減歩率の数字でござい

ますが、万願寺につきま しては24.55、高幡が25.81、盟国南が27.08%でございます。

第 3点目は、減歩率のいわゆる引き下げでございますけれども、この件につきま して

は、 私どもも権利者の皆さ んの負担が軽 くなると いうことは、こ れはもう結構なことで

ございますので、今後いろいろ検討いたしまして、できる限り低くなるよう努めてまい

りたい というふう に考えております。

第 4点目 の市道平山7号線と都市計画道路7・5.1号線と の整合性の問題でございます。

平山 7号線と申しますのは、滝合橋から北に参りまして住宅供給公社の平山住宅の西側

の南北道路でございますO それと、今回予定してお ります、この道路に平行して西側に

7・5・1号線と いうも のを計画してお ります。 この道路の2本できることの整合性でござ

いますけれども、 これは、 この地域の今後の土地利用のあり方でございますけれども、

生活必需品等を中心としたシ ョッピ γグ街を計画をしております。したがって、片方が

住宅団地、片方が一般の市街地ということでございまして、片側だけの土地利用が促進

をされ、 片側は住宅地ということで、永久に土地利用がなされるということでございま

す。

あと一つは、道路の取りつけが北の部分で技術的になかなか難しい部分があ るという
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ことで、 7・5・1号線を 7号線の西側に配したということでございます。今後のこの辺の

交通の問題等の心配が指摘されるわけでございますけれども、十分、安全対策あるいは

規制、誘導等を図りまして、そういう問題が生じないよ うに今後検討、努力をするつも

りでございます。

5点目は、清算金の件でございます。この清算金の件につきましては、事業が終了す

る時点になりませんと何とも言えないわけでございます。ただ、過去の日野市が行いま

した市施行の清算金の実態をまず見ていただく以外にはないわけでございまして、 一番

新しく清算をしたというのは、かなりの年数はたっておりますけれども、この市役所が

ございます神明上の土地区画整理事業でございます。この区域につきましては、政策的

にかなり清算金を引き下げをしておりまして、経済的に特に、何とし、し、ますか、経済力

の弱いとし、し、ますか、そういうところにしわ寄せがし、かないような、そういう配慮、をし

たということでございます。今後も、仮に西平山が区画整理が進み、清算段階になりま

すと、そのときの情勢の中で、政策的な判断をするということではないか、というふうに

考えております。

6点目の問題でございますが、これは将来の問題になりますが、まちづくりができま

して付近の住民が安全に生活できるよ うな、そういう配慮、の要請だと思います。道路の

っくり方、交通安全施設、信号の問題、こういったものを今後、十分検討して安全対策

を講じたい。

それから 2点目の市民農園の件でござい ますが、この市民農園法とし、いますか、その

法律の問題も出ましたけれども、私もその法律の内容をま だよ く承知はしておりません

けれども、この西平山にはまだ良好な農地がた くさんあるわけでございます。市の方か

ら権利者の方にいろいろお願いをする形で、できる限り農耕地として存続できるような、

そういう努力をしたいというふうに考えております。

0議長(小山良悟君) 田原茂君。

03番(田原 茂君) どうもありがとうございました。

まず 1点目ですけれども、いわゆる都市計画決定の段階であるということでございま

す。今後さらにまた事業認可等をとっていく中で、やはりこうい ったものが法的な手続

をされたものにすぎないと いうふうな指摘も有るわけであ りまして、やはり本音で市民

の意向をくみ取りながら、またその中で、先日の集会の中でも出た意見の中に、 専門的

な用語を使い過ぎる。 したがって、何を言っているかわからないままに事業が進んでいっ

てしまっているというか、はっきり 言って理解できないままに進んでいってしまってい
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るんでないかという、このような御意見も数名の方々から出たわけでありまして、やは

り今後きめ細かな市民との対話というか、また市民の納得のいくような御説明というか、

そういったものを心がけていただきたい。このように思っており ます。 r計画には時間

をかけ、工事は短期間に」こういう原則があるという ふう に私は聞いてお りま す。こ れ

らの原則を貫いて、 どうか住民側と膝詰めの理解を得られるような、そのような話 し合

いを今後も進めていただきたい。このように御要望をさせていただ きたいと思います。

2番目 の減歩率についてでございますが、この減歩率につき ましては後ほど再質問を

させていただきますので、次に進めさせていただき ます。

3点目、 4点目を含めて、いわゆる市道平山7号線と7・5・1号線との整合性というこ

とでの、商庖街のモール化とい うようなお話のように私は承っているわけでございます

けれども、 あそこ の市道平山7号線は、 現在でも北野街道に抜ける抜け道という か、そ

んな形で現在でも交通量は結構多 くな ってお ります。また、現在計画されてお ります都

市計画道路3・4・15号線ですか、 これがまたで、きますと 、やはりここ からもこの市道平山

7号線に抜ける車が、私は今よりも さらに多くなってくるのではないかし、う、このよう

に危倶をする わけでございます。

そのように考えますと、この市道平山7号線と平行して、いわゆる7・5・1号線をつ く

る意味と いうものが、先ほどの部長の御説明の中にも、私は少し無理があるのではない

かとい うか、 その必要性がちょ っと疑問視をせざるを得ない。こ のよ うに思う わけでご

ざいます。これは住民側も全 く同じ意見でありま して、 この点についても先日 の集会で

もそのような御意見の方が結構いら っしゃったわけでございますけれども、そのような

中で、 やはり住民側からすれば、 そのような道路を一つでも二つでも減らすということ

が、一つには減歩率を減らすという 意味にも通 じてまい りますので、そのような観点か

らも、 この平山 7号線と7・5・1号線については再度の御検討をお願いをしておきたい と

思います。

次の清算金についてですが、 最近の例を示 していただいて、そのよ うに私は住民側に

も説明をな さっていら っしゃるわけですけれども、やはりそれではまだまだ住民側は納

得をしないわけです。 そのような説明とともに、この基礎と なるのは固定資産税等の、

その10年後ま たは15年後の固定資産税の評価額がその基礎にな ってくるという ことにな

るわけですから、また現実に大変な清算金を神明上の区画整理でも取られたという方も

実際にはいらっ しゃるという、そのようなお話も聞いておるわけで、これについては明

確に、明快な事例というか、または協定書等を住民側 とも結ぶような形でできないのか
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どうか。特に私は先ほど申し上げたような、いわゆる生活困窮者であるとか、高齢者で

あるとか、母子生活者、母子家庭の方であるとか、いわゆるそのような方々についても

明確に清算金は免除する。このように私は一つの取り決め的なところを結ぶべきでない

か。このように思っているわけでございますので、そのような観点でも、今後さらなる

検討をお願いをしたいと思います。

5点目です。私の言った中での 5点目ですけれども、環境保全という立場であります

けれども、これは将来のバイパスになるわけでございますので、 20号のバイパスができ

るということでございますので、やはり周辺住民にとっては、これは大きな被害を被る

ということになるわけでございますので、しっかりした対応をお願いをしたいという ふ

うに要望をさせていただきます。

また、それに伴って、現在の日野市でも農穣な農耕地が今、西平山に残されている。

そのような、いわゆる自然と一体となったそのような農園を、担当部局というか、市全

体の中での横の連携も密にしていただきながら、何とか公設でそのようなものがこの区

画整理を機にできるように、ひとつ前向きな検討をお願いしたいというふうに要望させ

ていただきます。

それでは、 2点目の減歩率についての点なんですけれども、この点について何点か再

質問をさせていただきます。

西平山区画整理事業が、先ほどの部長の説明にもあったとおり、今までの区画整理事

業の中で一番高い減歩率というふうになっているわけでございます。その理由というの

が、いわゆる公共減歩が一番また高いということもありますけれども、公共用地が今ま

で少ないがために公共用地を生み出す率が一番高いと見ていいわけであります。まして

公共用地の減歩面積比率を見てみますと、国道となる3・3.2号線を含んだ 6本の都市計

画道路が、何と合わせて54.8%を占めているわけです。残りの45.2%が、いわゆる生活

道路、公園、水路ということになっておるわけでございます。これではまるで都市計画

道路をつくるための区画整理事業といわれでも仕方ありません。住民側からすれば、 28

%のこの平均減歩率を到底認めるわけにはいかないのは、私はある意味では当然なこと

であろうというふうに思います。そこで、この減歩率を何とか下げるために、何点か提

案を含めて質問をさせていただきたいと思います。

まず第 1点目は、この 6本の幹線道路用地のほぼ 2分の 1を占める、いわゆる3・3・2

号線の道路用地 6万平米を、直接買収方式にしたらどうか。

第 2点目に、 200平米以下はノー減歩にできないか。 60坪以下は小規模宅地として固
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定資産税の減免措置がとられているわけであります。これは快適な生活のできる限界で

あるというふうに言われております。ちなみに最近の近隣市における実例としては、府

中市で50坪、横浜の港北ニュータウンでは80坪以下はノー減歩、このようなことで実際

に行っ てい る実例がございます。

第 3点目は、 200平米以上の宅地は、 200平米まで、は基礎控除を設けたらどうか、とい

うことでございます。これも他市に実例がありまして、埼玉県の蕨市では100坪以下は3

0坪を、 茨城県の牛久町では100坪までの土地については50坪を控除して減歩している例

があるわけであります。この基礎控除の考え方と申しますのは、 一つには、なぜこのよ

うな基礎控除という考え方が出てくるかというと、今、市で行っております減歩の緩和

処置、この緩和処置の実は矛盾がある わけであります。その矛盾や欠点を補うためにぜ

ひ必要だということで、この基礎控除方式が考えられてきたわけでございますO すなわ

ち、今130平米から330平米まで順次緩和を行うとの ことですが、細かく見ていきますと、

例えば減歩率が20%で250平米の人は減歩緩和40%ですから、換地面積は220平米と なり

ます。しかし、 260平米の人は換地面積は218.4と、もとの面積は多いのにもかかわらず

換地面積では何と1.6平米減ってしまうという、この矛盾があるわけでご ざいますO 同

じように290平米と300平米を比較すると、何と3.6平米、約 1坪減ってしまう 。こ のよ

うな実は矛盾が、この減歩の緩和処置にはあるわけであります。このことを市の方とし

ては知っているかどうか、それはわかりませんけれども、 このような矛盾を一つには解

消するためにも、 この基礎控除方式というものがやはり考え出されて、また必要だと い

うふうに私も思うし、実際に行っているところもあるわけでありますので、この点につ

いても市の方として実施に向けての検討をお願いしたいという 意味で、お考えをお開き

したい。こ のように思います。

この 3点について、よろしく御答弁のほどお願いしますo

0議長(小山良悟君) 都市整備部長。

0都市整備部長(前田雅夫君) まず 1点目の、都市計画道路3・3・2号線の直接買収で

ございますが、区画整理事業を行う場合に、公共減歩と保留地減歩という 言い方をして

おります。公共減歩とし、し、ますのは、もう言うまでもなく道路、公園、水路、駅広、そ

ういった公共用地で、ございますO

保留地減歩といいますのは、道路あるいは水路、公園の築造、それから家の移転の経

費に充てる費用でございます。この都市計画道路を除けば減歩が下がるということは、

理論的にはあり得ないことでございます。
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要するに、この3・3・2号線につきましては、土地代金としてこの事業に入ってくるわ

けでございます。ですから、これが保留地処分金で入ってくるか、都市計画道路の用地

として国から入ってくるかの相違だけでございますので、直接買収をいたしましでも、

この保留地減歩には影響がない。そういうことになるわけでございますO

それから 2点及び 3点目でございますが、これは減歩されると いうことは、保留地減

歩の負担を市が肩代わりをするということに、理論的にはなるわけでございます。現在、

西平山の事業費を、まだ概算でございますけれども、 299億と踏んでおります。こ の中

で国庫補助金、いわゆる国の支出金が138億。それから都の補助金、都の支出金と考え

ていただいて結構であります。 72億円。市費が57億円。それから保留地処分金が32億円

でございます。

市の負担は、この57億のほかに、先ほどございましたけれども、小宅地の減歩緩和用

地ということで先買いをし、減歩緩和用地に充てるわけでございますので、その財政負

担が約50億と考えておるわけで、合計いたしますと、この西平山の区画整理には現在10

7億の一般財源をつぎ込むということになるわけでございます。 したがって、今後、こ

の減歩緩和ということで、この財政負担をしていくというととになりますと、市政全体

の問題から検討していかないと、その決断はできなくなるということでございます。

いずれにいたしましでも、できる限り事業費の節約でありますとか、いろいろ国及び

都の支出金を獲得するとか、そういう努力をして減歩緩和には努めてまいりたし、という

ふうに考えております。

以上でございます。

0議長(小山良悟君) 田原 茂君。

03番(田原 茂君) どうもありがとうございました。

第 1点目からですけれども、第 1点目の減歩率の引き下げをいかにするかということ

で、の、直接買収方式がどうかという、こういう私の質問の中で、答弁で部長がおっしゃっ

た、ルールの中で、言えばそのようなことになると思います。これについてはまた再々質

問になりますが、させていただきますので、次の第 2点目及び第 3点目の私の質問に対

する御答弁ですが、いわゆる市の方の先行取得用地ですが、土地の先買いが追いつかな

いということでしょうか、があるということの中での可能性ということでの御答弁だっ

たわけでございますが、市の都合もそのとおりでございましょうけれども、住民側の立

場というものを最終的に私は考えるべきであるというふうに、当然のことながら思って

おります。
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そのように考えていきますと、この先買いが追いつかないということでの一つの理論

というか、それでもってノー減歩というか、それができないということについては、極

端な話が、それほどこの事業がおくれでも仕方ないと思うんですが、やはり基本的には

土地が買えるまで事業を多少おくらせるぐらいの腹づもりが私は必要なのではないかと

いうふうにも思うわけであります。先ほど申し上げたよう に「計画は時間をかけて、工

事は短期間に」というこの原則を、こういう場面でも私はどうか貫いていただきたい。

このように思っているわけでござし、ます。

きて、先ほどのいわゆる直接買収をしてもというルールの中では変わらないという、

こういう御答弁の中での再々質問をさせていただきます。

それはルールの中でいけば、それは直接買収をしても保留地減歩がふえるだけで、平

均減歩率そのものは変更がない。それはわかりますO これはしかし、あくまでも幹線道

路のすべて、 住民負担の原則を貫 く限り減歩率は変わらない。こういう一つの大原則の

もとに御答弁がなされていると思うわけであります。 i区画整理は減歩からJとし、 ぅ、

このよ うなことがよく言われるわけでございますが、それもよくわかるのでありますが、

この西平山の場合は地域性を考えるべきであります。 日野市の中でも一番取り残されて

きた地域であります。また、日野市のチベットといわれるゆえんも、そこにあるわけで

あります。まして公共用地の減歩面積比率の半分を幹線道路に占められているというこ

とは、何らかの私は救済措置を講ずるのは当然なこ とであると、 声を大にして訴えたい

のであります。

そこで質問ですが、先ほどの国道用地の件です。国から138億ですか、補助金が出る

わけです。さらに、この金額に市が上乗せをしていただけないかどうか。 つまり、道路

については公費負担を導入 していただきたいということであります。そ うすれば減歩率

も大幅に下がるでありましょう。こ のような形で、市はこの西平山地域の方々に私は報

いるべきであると、このように思うわけでありますO これは先ほど部長の方からも話が

ありましたけれども、市全体の事業または全体の枠組みの中で考えていかなければなら

ない。こ のような御答弁でもありましたので、この点については部長もお考えがあれば

もう 一度御答弁いただいても結構ですけれども、その後に市長にも御答弁をいただきた

い。このように思っております。よろ しくお願いし、たします。

0議長(小山良悟君) 都市整備部長。

0都市整備部長(前田雅夫君) 先ほど減歩の件で申し上げましたけれども、 28%のう

ち公共減歩26.5、保留地減歩1.5。要するに公共減歩が高く、公共減歩の中でいわゆる3・
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3・2号線の用地代が入ってくるということで、保留地減歩が1.5という低い数字になると

いうことでございます。

要は、ではこの1.5をどれだけ減らせるかと いうことにもなるわけでございます。理

論的には、この1.5を市が持てば保留地減歩は全部なくなるということになりますけれ

ども、ただ、実際に区画整理を行う場合に、換地計画の段階で、保留地が全くないよ う

な状態で換地が行えるかというと、まず技術的に今不可能といえるわけでございます。

そうしますと、公共減歩を減らすということになるわけでございますが、この地域が住

宅地、宅地が少なく、いわゆる農耕地が多いということにな りますれば、道路用地を少

なくすることによって公共減歩が減るということになるわけでございます。

道路用地が減るということは、一つの街区の面積が多くなる。ある いは、 今まで敷地

延長であった宅地が、市が今やろうとしている区画整理は 6メータ一道路に原則的には

面するように、敷地延長の宅地もなるわけでございますけれども、そういう敷地延長の

宅地はそのまま敷地延長で残すとか、要するにそういう形の区画整理になってしま う。

それから農地の場合には街区を大きく取りまして、将来その宅地化をする場合には 自分

ないしは共同でまた再街路を自分で入れなきゃならないと、そういうようになるわけで

ございます。そういう努力も若干は必要でございますけれども、それを行き過ぎると区

画整理の意味もなさなくなるわけでございます。いろいろのことを考えまして、市の方

も今後、その減歩の減少に努めていくということでございます。

3・3・2号線を直接買収でという声が非常に強いんですが、これは豊田南の区画整理の

中でも3・3.2号線を国に直接買収をしてほしい、そういう話も ございました。これは3・3・

2号線の用地として用地提供ができるということであれば、これは市が先買いをするな

ど、いろいろ方法があるわけでございます。そ ういう形で市の方は行いましょう。ただ、

しかしながら、 区画整理を行う区域の中で、よほどの家庭の事情がない限りは大幅な土

地の譲渡というのはないわけでございます。要するに遺産相続か何かでどうしても相続

税を払うために売却したいというようなことがありますけれども、それ以上に積極的に

損をするということは非常に少なし、。要するに直接買収で買うということは、なかなか

実際問題としてはなかなか難しいという、そういう面もあるわけでございます。 くどい

ようですが、直接買収を、直接売りたいとい うことがあれば、市の方も積極的にそれに

は対応するという気持ちでおります。

0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 西平山区画整理とし、ぅ、これから取り組む同じく基盤整備事
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業なんですが、区画整理のいろいろな手法の中に、おのずから法の定める原則があるわ

けでありまして、もちろん公平で公正で一番喜ばれる手法で行うということは、もう言

うまでもないことでありまして、その地域の減歩率そのものに内容的な理解がまたでき

ていない という状態のことは、言う なれば地域に事業をおろすという意味では、未熟な

状況であ る。もっ ともっと説明をわかりよくして、今後も徹底的に区画整理手法の意味

と、それか ら効果という ものを理解をしていただ くとい うこ とが前提になる わけであり

まして、市内で既に幾つかの市施行の区画整理事業も行われてお りますし、また組合施

行の事業もあったわけでありま して、最初の段階、いわゆる減歩とい うのを、取られる

とい う感覚では成り立たないのが区画整理でありま して、減歩はお互いが協力 し合うと

いうことで初めて理解ができる。そう いう性格のものであ ります。

そして、 その中にいわゆる環境整備をするための公共減歩、それから経費を生み出す

ための保留地減歩、これを公共保留地合算減歩ということで、平均減歩率が出てくるわ

けであり まして、それもま た平均減歩率でありますから、どこも平等にその減歩率をか

けるといった性質のものでもあ りま せん。居住者の方に減歩率を仮に何らかの方法で下

げるかとし、いますと、結局は小宅地の緩和という ことで、市が別に市有地を持って、市

有地は換地を求めないとい うことで細かく分ける、こ ういう ことになりました。

区画整理の理論から見ますと、その過不足を清算をすると いうのが清算金でありまし

て、計算的に得を した立場にな る人には徴収を し、 それか ら受益と言ってはちょ っとお

かしいんですが、 計算上、益を した立場の方には清算金の徴収交付という 言葉が用いら

れておりまして、 そうい う理解をだんだんと進めていただきながら「なる ほどJという

ふうにな っていくのが、 今ま での区画整理の実例であります。区画整理問のまた公平と

いうことも、 これも大切な事柄であります。

日野市は、これまで幾つもの区画整理事業を施行してきた歴史がございますので、大

多数の市民の方には基本的に大きな意味での御理解がある。そして各論の部分で、個々

に詰めていく問題がある。こういうことで事業が実施し得てきておるわけでありまして、

区画整理が、つまり被害者をつくるんだという意識では本来成り立たないわけでありま

して、区画整理を全部が受益者であるということで初めて実施ができる。こうし、う性格

の仕事でございますので、時間がかかりますからなかなか先のことを個々に明確に「あ

なたはかくなります」という言い方はできないわけでありますけれど、そのまた期間の

中で、おのずからの、無理のある方には無理のないように、そして比較的農地という形

で土地をお持ちの方にはどうしても負担側になっていただかなければならない。こうい
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うことであろうと思っております。道路等の公共施設が多いから減歩率が高くなる。そ

のことが弱い立場の小宅地の方には不利になる。こういう論理はあり得ないわけであり

まして、そのあたりのところをひとつよく納得をしていてただくということを、これか

らも努力をしていかなければなりませんO

要するに、保留地減歩はその一つの経費を生み出す部分の割合ではありますけれど、

なお市がなるべく先買いの用地を多く持つことによって、い ろいろな公共事業が成り 立

つということにもなりますし、また公共事業が完成しない、 成り立たない事業では意味

がないということになりますので、そのあたりのところを、ひとつ前後を大きく御判断

をいただきまして理解をしていただく。こういう努力をまだまだ行う 必要があるなとい

うことが、西平山区画整理事業の現実だというふうに考えております。

これまで私も説明等に出向いた際、総論では特別の異論はなかったと思っております。

各論の段階で、特にまだ区画整理の説明が未熟であるために、ち ょっ と論外の論がまだ

されておるんじゃなかろうかというふうに思ってお ります。失礼があっ てもなりません

が、ある意味では区画整理事業は自問自聞をしていただかないと、説明だけでは納得で

きない部分もあるということも日ごろの経験の中から感じるわけでありました。多少時

間はかかるにいたしましでも、日野市の将来にわたってし、し、まちであるために、 また地

域の方々にいし、環境をつくって快適性、利便性を完成させるためには、やはり 区画整理

事業でお願いをする。こういうことにな らざるを得ないと思ってお ります。

0議長(小山良悟君) 田原茂君。

03番(田原 茂君) ありがとうござい ました。

部長のお話の中で、今後、何らかの手だて等を講 じなが ら、極力減歩率の引 き下げに

努めるというところは、大変評価をさせていただきながら、 ぜひその方向で努力をして

いただきたい。このように強くお願いをする次第でございます。

ただ、市長の答弁の中で、やはり私は、そうはいっても住民側はそのようなことまで

原則論を訴えたとしても、私は住民側は到底納得し得ないのではないかというふうに、

今の住民側の空気を察しますと、少なくと も今の段階ではかなりの、市というよりも市

長の考え方との間に、私はかなりの隔た りがあ るのではないか。このように思わざるを

得ないわけであります。

話を変えまして、話は若干古くな って大変恐縮ではございますが、 参考のために申し

述べさせていただき ます。

昭和38年から昭和48年にかけて、いわゆる平山台区画整理事業が行われました。工業
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団地の関係や用途地域の関係で大変住民側ともめたと記録が残ってお りますO そのため

に居住者同盟が結成されて、現森田市長みずからもー住民として先頭に立って闘ったと

伝え聞いております。その闘いが効を奏して、当時古谷町長と覚書なるものを交わした

ということでございますO その内容は、 現森田市長を先頭とする居住者同盟の主張をほ

とんど飲み、 平均減歩率24.7%を100坪以下の規制宅地について12.6%の減歩率にする

という ようなものの内容を勝ち取ったというような、 まことに輝かしいものであったよ

うであります。減歩の仕方も、 家族数とか建物の大きさ などを考慮、に入れた大変ユニー

クなものであ り、当時、 古谷方式と いわれたそうでありますO 町側は大変な譲歩をした

ために、当時の金額にして 1億2，000万円ほどの負担をしたというも のであります。私

は、 時代は変わったとして も、 状況はこの西平山と非常によく似ている と思うのであり

ます。市長 もかつては住民側の代表と して闘っ たとい う経験をお持ちなのですから、住

民側の心はよく わか ると思いますO どうか市長の英断を強く 望むものでありますO

最後に、市長の再度の決意のほどをお聞かせいただきたいと思います。

0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 平山台区画整理の話が出ました。平山台区画整理というのは、

当時の町政から地域全体の何割かとい う広大な部分を工業地域にして町の発展を図ろう、

こうい う施策でありましたし、 施策そのものがどうこうじゃありませんが、我々地元に

住んでおりました人聞は、 工業団地に追われる形で物が考えられているという受けとめ

方があり ました。つまり、学校は一つも予定されていない。学校と し、し、ま しても小・中

学校、 その他公共施設のこと も何一つ内容になし、。こう いうことで、将来の都市として

の環境が成 り立つだろ うかというところが疑問の出発点だったよう に思います。

つまり、 欲 しない市街地をつ くるために区画整理方式とい うものは、これは直しても

らわなき ゃいけないというのが運動持論だったとい うことでありまして、結果、 工業団

地と共存のできる、そうい う結論になった とい うこ とでありますし、区画整理そのもの

が住民にもかなり配慮があったという こと も当然であったと思っておりますが、いわゆ

る住民としての立場、居住者としての立場、地権者としての立場、いろいろな意味でそ

の意味はよく 理解できるわけであり まして、結論としますと、全部が受益者になり得た。

こうい う理解でございますか ら、成功といえるものではなかろ うかと思っております。

そのような勉強の経過もいただきながら、各区画整理事業に対しましでも日野市独自の

方式をそれぞれ行ってまいったと思っております。

西平山におきましでも、当然そういう考え方で臨むということには変化はないと思っ

つ、
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ておりますので、できるだけの施策を行う。そしてまた、十分な説明をなお行っていく

ということについては、全くそのつもりでおりますということです。

0議長(小山良悟君) 田原茂君。

03番(田原 茂君) どうもありがとうございました。

今、市長の方から当時の平山台区画整理事業の思い出を語りながら、住民にも配慮、が

あった、また独自の方式でやったそのものを、またこの西平山の区画整理事業でも踏襲

をしてし、く。このように答弁をしていただいたわけであります。私は先ほど来から申し

上げているように、やはり全体の半分以上を道路用地としてこの西平山の区画整理事業

は行っていくわけでありますので、やはりそこら辺のところを十二分に考慮、に入れなが

ら、新たな日野市独自方式というものを生み出しながら、住民負担の軽減を極力図って

いく西平山の区画整理事業をどうか推進をしていただきたいという ことを強くお訴えさ

せていただきながら、私は質問を終わります。ありがとうございました。

0議長(小山良悟君) これをもって10の 1、西平山区画整理事業は住民負担を極力軽

減し、自然環境との調和のとれた町づくりを望むの質問を終わります。

お諮りいたしますo 議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、 これに御異

議ありませんか。

( i異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

午後 3時12分休憩

午後 3時50分 再開

0議長(小山良悟君) 休憩前に引き続き会議を聞きます。

一般質問11の 1、酸性雨調査を市民参加で実施せよの通告質問者、鈴木美奈子君の質

問を許します。

(20番議員登壇〕

020番(鈴木美奈子君) それでは質問を行わせていただきます。

酸性雨調査を市民参加で実施せよという 質問でございますが、日野市におきましては

「緑と清流を取り戻そう j、これは森田喜美男市長が就任されて以来ずっとこの事業に

取り組んできた、大変評価できる私は中身だというふうに思います。日野市は緑も多い

ですし、また水も大変よく保全されているということで、。

また緑の問題で、は、多摩平団地の中に入りますと非常に緑の多い団地ということで、

駅を下りた方々から「多摩平は緑が多くていいですねJというふうに言われております。
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今ごろはもうイチョウの黄色の葉が大分散り始めまして、先週の日曜日ごろは団地の中

をカメラを持って写真を写すという、こういう姿もございましたが、私はそういう中で、

私どもが住んでおります229号棟から247号棟の一角の中、このところにあります松の木、

この松の木は秋深くなりまして、 12月の冬を迎える時期になりますと、いつもこもが巻

かれまして松を保全する。こう いう仕事がもう三十数年続いているわけでございます。

朝早くはたくさんのいろんな種類の鳥が飛んでまいりまして、声が聞こえます。最近は

カラスが大変多くなってちょっと困っている部分もありますけれども、コウモりなども

おうちの中に入ってくるということで、退治をしてほしいなどという、こういう要望な

んかもあるわけですけれども、 このようにやっぱり緑がありますと鳥も飛んでまいりま

すし、私はそういう意味で大変大事な木だという ふうに思っております。

ところが、この松の木が茶色に変わってきて、この変化が最近見られまして、特に12

0本ある松のうち既に枯れてし まって20本が木の根を少し残して切られてしまうという 、

こういう事態が起きてきております。木そのものが全部枯れてしまったのと、あるいは

まだ根が残っているのもあるんですけれども、こういうのを見ますと、私は酸性雨のせ

いかしらというふうな、そういう関係があるのかしらという、 そう いう疑問を思うわけ

でございまいす。特に植物などが一番この雨の中では被害があるわけですから、そうい

う意味で私はぜひ市の中においても問題提起として、酸性雨の問題を取り上げてみたわ

けでございます。

もう 100年も前、足尾銅山にありましたこの酸性雨の被害、これはもう皆様も御存じ

だというふうに思います。銅山からの鉱石処理に関連して鉱毒が出始めて、そして農業

も漁業も被害が広が り、ここではもう仕事ができなくなったということで、精練所から

出てくる酸性の粉塵や酸性雨によって、周囲の山がもうはげ山になって、 100年たって

も、今でさえもう木が生えないという、 こういうことになって、わずかに汚染に強いと

いうアカシアの木だけが生えているということで、私はやはり 100年たってもこれだけ

のこういう大きな被害を起こした企業の責任が問われるべきではないか、というふうに

思います。

また、近年では群馬県の安中市の東邦亜鉛安中精練所によります酸性雨の被害でも、

この近くの丘陵地で杉の林や松などが被害を受けて、足尾銅山と同じように裸の山になっ

ている。こういうふうに言われておりますO 安中精練所が操業を開始して 8年後に、も

う既に1945年には梅、樫、機、そういうものが枯れてしまうという、こういうことで、

その後、杉や槍、松などが枯れて、私はこういう意味で、まず植物が被害を受けて、そ
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してその後人間にも影響が出てくるという、こういうことをぜひしっかりと見ていかな

ければならないというふうに思います。松などは外から見た場合には全然枯れていない

ように思いますけれども、中の方では非常に影響を受けているという、こういうことで

す。朝顔の葉っぱがよく調査に、汚染物質を吸っているということで調査がやられます

けれども、朝顔は表から見ればすぐに色が変わる。また、粉をふいたような跡があると

いうことでわかるわけですけれども、松とかこういう問題については、なかなか目に見

えない中で枯れているという、こういうことです。

それで、酸性雨というものがどういうものかというふうになるわけでございますけれ

ども、これはやはり工場や自動車などで消費される化石燃料から排出される硫黄酸化物、

そして窒素酸化物が大気中の雨や雪に溶けて降ってくるものO それで霧になったものを

酸性密度といし、ますO これが、酸性雨ができる二つの原因があるわけですけれども、 こ

の一つが大気中に漂っている汚染物質が水滴の核になって雨となって降る。そ しても う

一つは、雨になる途中で酸性物質を水滴の中に取り込むときにでき るということで、 降

り始めるほど雨の酸性度が強いということで、そして小さな水滴ほど酸性が強いとい う

ことでございますO

雨水の酸性の度合いを PHとあらわされておりますけれども、このPHもゼロか ら14

までの数字であらわされておりまして、 7というところが中性でありまして、こうい う

点で、は本当に皆様も御存じだというふうに思いますが、私たちはこのことによって、私

たちが今健康であるかどうかというととを 目安にする。こういうことにできるのではな

いかというふうに思います。

最近、建物の影響などが大変あ らわれてきておりまして、 都市のピルのほとんどがコ

ンクリートや鉄筋などによってつくられておりますので、コ γクリ ー トはアルカリ 性で

あるために酸性化した雨によって傷みが早 く、傷んでしまう 。腐敗も促進される。 こう

いうことをよく新聞報道などでも私どもは知るわけです。また、大気汚染の深刻な四日

市市の学校の校舎の窓ガラス、この鉄枠も腐食が激しくな って、ほかの学校よりも傷み

が早いというふうに、こ ういうふうに言われてお ります。

私どもはこういう中で、人体に及ぼす影響、この ととを見ますと、植物ですと、植物

が生きていかれなくなるとい うわけですけれども、人体の中では、新聞報道などにもよ

りまして知るところでございますが、 1971年 9月23日に東京の代々木の駅付近で、 霧雨

によって十数人が強い目の刺激を受けた。こうい うこともありますし、 1973年 6月には、

山梨県や静岡県で霧雨が降って、のどへの刺激、目の痛み、こういうことが訴えられ、
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またキュウリやナスにも影響が出たということも聞いております。一番多いのが1974年

7月 3日の栃木県を中心にして茨城、埼玉、群馬のこの広い地域で、午後 2時あたりか

ら住民の方が目の訴えをされて、そして 3万人を超える方が被害を受けたとい う、こ う

いう報告も受けております。

私どもはそ ういう 点で、 この酸性雨の問題は大変人体にも、また植物にも影響を与え、

水俣病でも有明海の魚を食べた猫が狂い死にをしたということか ら、公害の発見もされ

ますし、これは人間がつ くる、こうい うものですか ら、ぜひ自然環境の中で、動物も植

物も影響が真っ先に出て、その後、私ど も人間が被害を受ける わけでございますので、

ぜひ私は、日野市においても市民と一緒にとの調査をやって、 そして企業の公害責任、

こうい うもの ももちろんある わけですので、そう いう点などがどこ から来ているのか。

こういう 発生源など もし っかりと調べていく必要があると いうふうに思います。

昔は、 お芝居などにも春雨じゃ濡れて行こう」などと いうすてきな言葉もあ りました

けれども、 今はそんなことを言ったらも う体に悪いとい う、こういう 言葉もあり ますの

で、皆さんも一緒に この問題を考えてい きたいとい うふうに思っております。

最初に このことについて質問を行います。

。議長(小山良悟君) 鈴木美奈子君の質問についての答弁を求めます。生活環境部長。

O生活環境部長(糸川 滋君) 御質問の点、今るる御説明がございました。確かに現

在、酸性雨の現状といたしましては、 自動車あるいは工場から排?世されます硫黄酸化物、

あるいは窒素酸化物、これ らによ って生 じておるわけでございますが、その被害といた

しまして、 今、例に取られました自に対する刺激とい うこ ともございますが、そのほか

には有害金属の流出を招くもとでも ございます。ま た、 栄養点の支障でございますが、

欠乏、あるいは樹木等が冒されますので鑑賞能力の低下といった環境破壊、ひいては人

体への影響という ふうにな ってく るわけでございます。

ただ、 今お話にありましたとおり、 発生源の突きとめということでございまして、大

まかに一般論として先ほど申し上けYこような工場の石炭、あるいは石油の燃焼によりま

すことが原因ということではございますが、これは実際に日野市な ら日野市で調査いた

しまして、 降ってきた酸性雨が このところから出たというふうには、なかなかっかみ難

いところでございます。どうしてもよそ様で出たものが気流に乗ってくる とい う形態も

ございます。北欧関係におきましでも、工場から排出されたものがめ ぐりめぐってドイ

ツのシ ュパルツバルトですか、が冒されているということもございますし、いたします。

いずれにいたしましても、これらに対します市民あるいは国民、言わば人類の個人個
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人がこれら環境に対します保全ということで、の認識を持たなければならないことだとい

うことは、言うまでもないわけでございます。市民参加ということでございますが、一

つの環境保全運動、あるいはその環境保全に対する認識を持つということにおいては、

大変有効なる手法だと思います。私どもも今後、その点につきまして検討をしてみたい

というふうに考える次第でございます。

以上でございます。

0議長(小山良悟君) 鈴木美奈子君。

020番(鈴木美奈子君) ありがとうございました。

この調査は、先ほど部長が言われましたように、どこから発生 したかというのをつか

むのは難しいと思います。空を流れて世界じゅうから日本にも来ますし、日本の風も雨

も飛んでし、くわけですから。

しかし、ここでしっかりと我々がどういうふうになっているかという状況を、 との日

野市の今の状況を調べることは、私は必要だというふ うに思います。今、回答としては

余り具体的じゃないですね。環境保全運動として認識を持った上で有効である。これは

まあそうだと思うんですけれども、今後その点で検討していくということですけれども、

何ら具体的な回答という形で出ておりませんO

この問題は、先ほど言いましたよ うに、 100年昔から出ていることですけれども、よ

うやくここの数年、皆さんの口にも上るようになりましたし、政府の方でもやる状況に

もなってきております。これはやはり住民の運動、そしてまた1970年代に革新自治体が

次々と誕生し、その中で条例を独自につくって、こういう企業が発生するこういう公害

に対しでもしっかりとした住民の立場に立った、こういう政策がとられてきて、そして

それを政府も負わざるを得ないという、こういう状況の中で今この問題が今日まで引き

継がれているわけでございます。

1989年、昨年の 8月14日に環境庁の調査をいたしました。そしてその調査結果を発表

をしております。全国で29の地点で実施されまして、札幌や仙台、それから工場などが

活発に動いている大きな都市と、それから比較的静かな田園都市と、こういうふうな組

み合わせで、東京でも江東区とか武蔵野市でも行って、このデータが出ておりますが、

武蔵野は4.4から4.8ということで、非常に酸性雨は強かったとしヴ、こういう結果が出

てきております。江東区も4.8から5.5。かなり長崎でも仙台でも、札幌、青森、弘前、

こういう形で全部、数字が5.6以下の雨が酸性雨ですので、そこに関係した自治体の名

前が資料として出されておりますが、私どもぜひ日野市においても、この調査を独自で
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やっていただきたいというふうに思います。それで、各自治体でやった調査もございま

すけれども、随分たくさんの市がやっております。やはり植物の影響、また天候に関す

る影響、こういうことからそれぞれやっているをいうふうに思いますが、 50以上の自治

体が酸性雨とその生物影響ということで調査をやっておりますので、私はぜひこの調査

をやって、そしてその結果を市の広報を通 じ、 市民に訴えてし、く。特に日野市は今消費

者運動なども非常に活発にな ってきておりますし、 女性の方たちは子供たちの食べ物の

問題、も ちろん夫もそ うですけれども、 健康に本当にこ の世の中で過ご していただきた

いとい うことで、 健康管理なども注意 しておりますけれども、 そう いう点では、この酸

性雨の問題はそのこ ととも関係することでございますので、私はぜひやっていただ きた

いとい うふうに思います。

府中市でも12月 1日から市民とペアで酸性雨調査という ことで毎日新聞に報道されて、

皆様のところにも お配りされているというふうに思いますけれども、 4カ月間、市民の

手で雨のPHを測定するということで、基礎データを集め、地球規模の環境問題を市民

レベルで、考える足がか りにする。こういうことでございますO 小学校 5年生から75歳の

方ま でとい うこ とで、 私はこういう ことを本当に日野市の中においてやれないわけがな

いわけで、すo 私ども婦人団体でも大気汚染の問題、毎年やっ ております。交差点のとこ

ろに小さなカプセルを1日24時間置いて、またそれを取りに行って、またそれが戻って

きて、この地域はどうでしたという ことが、 私どもの手に戻ってま いり ます。こ としも、

つい今やっている最中でございますけれども、 そう いう点で、 私は日野市において、特

に「緑と清流を取り 戻そう」という ことで、 ある程度本当にし、し、とこ ろまでいって、こ

の緑が破壊されてし、く、そういうこと を黙って見る わけにはいかないというふうに思い

ます。そういう 点では、やっていただきたいわけでございますが、市長の見解をお聞き

したいと思います。

0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 最近、この地球規模の公害問題が、ごみの社会問題あるいは

人の生活、あるいは健康の問題ということと関連をいたしまして、大きくマスコミ等で

取り上げられております。酸性雨のことも同様でありまして、近ごろ自治体でもその調

査に取り組む。多分、市民運動や婦人団体との協力によって行われることだと思ってお

ります。

割合簡単な調査システムもあるようでございますので、それらをどういう一一何とい

いましょうか、整えながら市民運動に問いかけ、そしてまたあるいは学校の生徒にも学
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校を通じて勉強してもらう手段としての一つの勉強課題というようなことで取り組むべ

き重要な課題ではあるというふうに、認識をしているところであります。今まで調査シ

ステムということを計画するに当たりましては、ある程度の時間も必要と思いますので、

できるだけ積極的な目標を立てて取り組んでいきたい。こ のように考えます。

0議長(小山良悟君) 鈴木美奈子君。

020番(鈴木美奈子君) ありがとうございました。

市長の方から、積極的にやっていきたいとし、 ぅ、こういう 答弁もございまして、 学校

の方の協力も得ながらということでございますので、教育長の方から、もし市の方でそ

ういう要請がありましたら、学校の方としても先生方、子供たちの協力を得てやってい

ただけるかどうか、お尋ねしたいと思いますO

0議長(小山良悟君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) お答えいたします。

教育委員会の方も、現在、 環境読本の作成委員会というものをつくりまして、 環境教

育の充実、この問題につきましては、新しく 新年度から子供たちにその面についての副

読本をお渡しし、市の方と協力しながら自分たちの周 りの環境というものについて、 十

分理解を深めていくような手だてをと ってい きたい。こ う考えてお ります。

0議長(小山良悟君) 鈴木美奈子君。

020番(鈴木美奈子君) お二人の理事者の方から大変結構な答弁をいただきまして、

ぜひこれは、私はやはり地球環境のこの問題は、みんな人類生きている上ではどなたも

取り組まなければならない。こういうことだとい うふうに思っておりますO そして今の

この環境破壊は、人聞がっくり出したものであり 、また人聞はこれを人間の力で変えて

いかなければならないというふうに思ってお ります。

ケニアでは「地球を大切にしなさい。それは親か らもらった ものではなく、 子供たち

から借りているものだから」と いう、こういうことわざがあるということを私は聞いて

おりまして、テレビだったと思いますが、この言葉を聞きましたし、また本で、読みまし

TこO

その とき、ふと、ああ これはケニアのことだけれど も、日本ではこれと 同じよ うな言

葉があるというふ うに思ったのが、 「青い空は青いままで子供らにつたえたいJとい う、

詩人の小森香子さんが核兵器廃絶を願 う気持ちから、広島 ・長崎を歌ったこの歌の最初

のところが、こういう 言葉でございました。小森香子さんは、日野の母親大会にも 2回

お見えになりまして、 参加した女性の方たちに、とっても感銘の深い講演をなさって、
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それだけにこの「青い空は青いままで子供らにつたえたい」という、この日本のこの言

葉を私はやはり 今生きている私たちが子供たちに、世界の子供たちと一緒に残していか

なければならない。これが私たちの務めだという ふうに思っております。

革新自治体の中で、 先ほども言いましたように、公害発生の運動、そしてこれを規制

する運動、こういうこ とから、し、し、環境になってきてお りますけれども、でも政府の方

が大企業と か財界の要求を入れて、 二酸化窒素の環境基準を緩和して、公害健康被害補

償法を改悪して、もう一切新たな公害患者は認めなし、。こう いうこと を決定をしており

ます。そ して政府の方の予算を見ましても、地球環境の保全に関係する かのような、肩

書はそう いうふうになっておりますけれども 、その予算の 3分の 2近く が原子力関連予

算と いうことで組ま れている。こ ういうことです。

私は、 そういう意味で、 もし本当に国の方が積極的でなく、こう いう消極的な態度で

あれば、私たち自身が、 この住んでいるこの自治体でそれぞれ運動を起こして、そして

またその結果を知らせてし、く 。それが大き く政府を動かすカにもなる、というふう に思っ

てお ります。かけがえのないたった 1回しか生きていないこの人間の命と、そしてまた

動物も植物も同じ、こう いう立場で、生きているものが安心 して住んでいける、 この地

球のこ のまちを私たち自身がみんなと一緒につくってし、く。そう いうために、ぜひ私は

この酸性雨の問題は大きな公害、またいろいろ複合汚染、こういうも のがある中では、

大事な問題だとい うふ うに思いますので、ぜひ積極的な努カをお願いし、たしまして、こ

の問題について質問を終わります。

0議長(小山良悟君) これをもって11の 1、酸性雨調査を市民参加で実施せよの質問

を終わ ります。

一般質問11の2、市民斎場と納骨堂の建設をの通告質問者、鈴木美奈子君の質問を許

します。

020番(鈴木美奈子君) 引き続きま して、 市民斎場と納骨堂の建設をという ことで質

問させていただきますO

ことしも あと数日で 1年も終わり ますけれども、年賀状の準備でお忙 しい御家庭も多

いかと思います。そう いう 中で 「こと しは年賀欠礼させていただ きます」と いう、こう

いうおはがきが届きますと、 あらあ、またあの方も亡くなったのとい う思いで、悲しい

思いをする わけでございますけれども、私の周辺でも、ことしは一緒にいろいろと地域

の中で活動 したり、またその中で自治会活動、教育活動、ス ポー ツとか、地域の中でい

ろいろと運動にかかわっていた方たちが突然お亡くなりになる。こういう悲しいことも
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たくさんございました。

この 1年間でも約600人の方がお亡くなりになるという、こういうことが統計ひのに

も出ておりますし、団地の場合ですと葬儀が優先されまして、 集会場をお借りしていて

も優先で利用できるわけでございますけれども、一般の家庭では、 アパートに住んでい

る方とか、あるいは市内に四つ葬祭場がございますけれど も、なかなかそ こま で、 金額

の問題やらいろんなことがあるために葬儀場を利用できない、 こういうことがある とい

うふうに思います。

そういう点では、日野市民としてここに生きて、 そ してお亡くなりになった暁には、

私はやはりお金があるとかないとか、こうい うこ とにかかわ らず一生を市民葬祭場で葬

儀ができるような、こういう斎場を日野市としてもつくっていくべきではないかとい う

ふうに思います。

もう一つは、納骨堂についてでございますが、今お墓を買うにしても非常に高い金額

です。また、霊園などもありますけれども、東京都の霊園はもうい っぱいで入れない。

募集も中止ということ。あるいは民間も あり ますけれども、 民間の霊園もかなりの金額

となっている中では、市内に納骨堂があって、 これがマン ショジ形式であっても私は構

わないと思いますが、私の友人も「もうお墓を買う のも なかなか買えないから、私が死

んだら灰にして海に流して」なんていうこ とを冗談におっしゃいますけれども、灰を流

すことは法律上だめですし、またそんなことはとても遺族としても私はできないこと だ

というふうに思いますO

お葬式が済むと真っ先に思うのが、このお骨をど こに納めようかというのが、多くの

方々の家族の方たちの気持ちです。遠くのふるさとに持っていく方、また親のところに

入れてもらう方とか、この質問をするに当たりまして、いろいろな方の御意見を聞いて

まいりました。そういう中では、やっぱり市民斎場と納骨堂は必要ですねということを、

随分たくさんの方からおっしゃられました。

ですから、ぜひ私はこのことを、いろいろと制約があることは私存じておりますO 用

途地域の問題とか、土地の問題とか、いろいろ困難な状況はありますけれども、でも今

までも困難な状況を切り開いて今日の革新市政の前進があるわけですから、私は用地の

問題でも、例えば老人アパートの問題と違いますけれども、市の方が訴えれば老人アパー

トを二棟建てられるとか、また土方さんという方が土地を提供してくれるとか、やっぱ

りこちらが積極的に皆さんに訴えれば、私は斎場でも納骨堂でも道は開けるのではない

かというふうに思うんです。これは市民のためで、すから。その点では、私はぜひお願い
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したいと思いますので、御答弁をお願し、し、たします。

0議長(小山良悟君) 鈴木美奈子君の質問についての答弁を求めますO 生活環境部長。

0生活環境部長(糸川 滋君) 御質問の点でございます。

まず、市民斎場でござい ますが、昨日 、宮沢先生か らも御質問ちょう だいしたと ころ

でございます。 大変その住宅事情によりま して、最近では自宅からの葬儀という ことが

非常に難しい状況になっておるのは、今、御質問者からのお話にあり ましたとおり でご

ざい ます。そう いう中で、自宅以外での葬儀を希望する人も大変ふえてお りまして、 葬

儀や儀式に利用できる葬祭場、中でもその使用料金の低廉な公営葬祭場を望む声も多く

ございます。

現在、市内には御存じのとおり 民間としまして 4件ございまして、大体、基本使用料

金とし、し、ましょうか、18万とい うのはおよその相場でございます。そういう中で、 祭壇

その他になりますと莫大な金額にのぼってくる一面もございます。昨日もお答え申し上

げま したとおり 、これは市として、やはり見過ごしにできないものと いうとらえ方をし

てお ります。

また、 納骨堂につき ましでも、 現在、墓地を持つと いうことは大変難しい状況でござ

います。そう いう中で、葬祭場、墓地のこの問題も、やはり見過ごしにできない、取り

組ま ねばならない時期が来ておるものと承知しております。逐次、精力的に検討を進め

てい きたい というふう に考える次第でございます。

以上でございますO

0議長(小山良悟君) 鈴木美奈子相O

020番(鈴木美奈子君) ありがとうございました。

昨日の宮沢議員の質問にも、 用地を含めて基礎調査にかかりたいということでござい

ましたが、 具体的にはどの ような ことをやろう とい うふう にお考えで、すか。もう 一 日た

ちました。きのうの質問の後、どんなふうに考えてい らっしゃるか、お尋ねしたいと思

います。

0議長(小山良悟君) 生活環境部長。

0生活環境部長(糸川 滋君) 具体的にということになりますと、 大変、きのうも御

説明申し上げましたとおり、 あらゆ る取り巻く環境が難しい状況に ございます。私ども

も速やかにこれが処理できれば大変ありがたいのでございますが、何はともあれ、とり

あえず昨日の話に戻 しまして、火葬場の待合い棟の改築に当たりましでも、都市整備部

長からお話がありましたとおり、都市計画法上あるいは建築基準法上の制約もございま
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す。 51条で、ただし書きがございますが、その辺であるいは可能性ありやということでお

りますので、当面はその辺を突破口といたしまして、都市計画法上の条件を満たす。そ

ういう中での改築ということを考えていきたいし、その改築に合わせまして、あるいは

この葬祭場ということの解決策が生まれはしないだろうかというふうに考えているとこ

ろでございます。

また、別にこれらの施設を求めるといたしますれば、当然にそういった都市計画法上

の条件を備えたところにおいての用地の見出しということになるわけでございまして、

これにつきましては、大変、今、 Tこだで、さえも用地取得の難しい時期でございますので、

今ここでどのようにということは申し上げられませんが、大まかには突破口としまして

現在の火葬場というものの改築に手がかりを得たいというふうなことで、内部的にはそ

れに重きをとっておるところでございます。

以上でございます。

0議長(小山良悟君) 鈴木美奈子君。

020番(鈴木美奈子君) ありがとうございました。

都営の納骨堂が七つぐらいありますけれども、ここも使用料は 1年間で 2万1，000円O

市内のあるお寺にお預けして 1年間見て、お預かりしてもらいますと 3万円ということ

で、なかなか大変だなというふうに思います。

日野にもお墓がありますけれども、このお墓にちょっと触れさせていただきますと、

この使用に関しては、使用者が住所不明になって 5年を経過したときには、これがまた

市の方に返還するというふうになると思いますが、そういう状況がありますかしら。そ

ういうことをちょっとお尋ねしたいと思い ます。

やはり私はこの問題を解決するのは、土地が問題だというふうに思います。ぜひ土地

の確保の点についても、市民の方にも訴えて、これから高齢化社会を迎えて、行き先ど

うなるかしらと不安に思っていらっしゃる方も多いんです。老人アパートができるとい

うことを聞いて、本当に喜んでいらっしゃる方が多いんですけれども、やっぱり安心し

て暮らして、そしてここで、日野市で一生を終わりたいという方が多い。 I日野はやっ

ぱりいし、わねJということを、私は本当に多 くの方から言われまして、行政にかかわる

1人としてはとてもうれしく思うわけですけれども、やはり都営の墓地はもう満員。民

間は金額が高くてなかなか買えない。墓地だけでも面積が3.3平米で120万から265万O

これは 3年ほど前の統計ですけれども、お墓だけでも50万というのは安い方です。 130

万。こういうことですし、ですからやは り今 「団地にいて狭いところで、また死んでも
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ロッカー型の小さなマンションjなんて言われるんですけれども、お墓よりは、なけれ

ば私はこういう納骨堂の中で終わっても、私はいいというふうに思っております。ぜひ

この点について、もう一度生活環境部長の方から答弁をいただきまして、それから市長

に最後にお尋ねを したいと思います。

0議長(小山良悟君) 生活環境部長。

0生活環境部長(糸川 滋君) 市営墓地の状況について、お話し申 し上げます。

今、何とし、し、 ましょうか、使用者の放置とし、し、ましょうか、そういうことでの空きと

いうことでございますが、現在にお きましては、そのような事態はございませんO 皆さ

ん、きちんと使用料を納めて、御自分の墓所といたしましてよく管理なさっておる状況

にございます。

以上でございます。

0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 昨日も、自治体として本来整えておくべき火葬場、あるいは

斎場、 墓地、この種の御質問もいただきました。期せずしてお二人の方か ら御提案をい

ただくということで、この重要性をより深刻に考えなきゃならなし、。こう思っておると

ころであります。

日野市は、町政時代から、 墓地は公営墓地を持って、狭い面積でありますけれど、持っ

たわけであります。それから、不十分といわれるかもしれませんが、火葬場も現在では

最小限間に合うという程度で、それぞれの機能を持っているわけであります。とりわけ

人生の一番最終段階の最も厳粛で、しかも人の、人間と しての礼にかなった処遇のでき

る、そういう条件をつくるということは、極めてまた重要なことだというふうに認識を

しております。

多少、何か考えなければならないということで思い当たることもないわけじゃありま

せんが、また、今、公表できるという段階でもございません。十分その必要性を認識す

る中で、日野市あるいは日野市の行政として全 うしなきゃならないことに取り組んで、

何か打開の方法を考えたい。このように考えてお ります。

0議長(小山良悟君)

020番(鈴木美奈子君)

鈴木美奈子君。

ありがとうございました。

なかなかすぐには私はできないというふうに思いますけれども、 やっぱり用地の確保

の点では、市民の皆様への訴えだとか、用途地域の変更の問題なんかいろいろあると思

いますので、ぜひ取り組んでいただきたいというふうに思います。

F
h
d
 

q
J
 

q
J
 



それから要望といたしましては、日曜日にたまたまお葬式がぶつかりまして「どこか

葬儀屋さんはないですかJという相談を受けたこともございます。市民葬が一一市民葬

儀ができるということで窓口に電話をしたんですけれども、窓口では日曜日だったとい

うことで「わからないJということがございました。ですから、ぜひ日曜日というのは

そういうときにもお葬式もありますし、またお誕生ということもありますので、日曜日

の窓口のところでもきちっと対応ができるような、そうい う状況をつくってたいという

ふうに思います。

やはり私ども、この日野市を本当に好きで、私もこの日野市で命を全うしていきたい。

そういうふうに思っております。やっぱりみんなでつくってきた、この日野市でござい

ますので、ぜひ市民の皆さんの要望が、私がこの質問をするに当たり 、い ろんな方たち

の御意見を聞きますと、やはり市民葬祭場と納骨堂、これはし、し、わねo 1年間の預かる

だけの納骨堂でなくて、永代のこういう納骨堂にしていただきたいという、こういう意

見もございましたので、ぜひ積極的な取り組みをお願いをいたし まして、私の質問を終

わります。

ありがとうございました。

0議長(小山良悟君) これをもって11の 2、市民斎場と納骨堂の建設をの質問を終わ

ります。

本日の日程はすべて終わりました。

明日の本会議は午前10十分よ り開議いたします。時間厳守で御参集願います。

本 日はこれにて散会いたします。

午後 4時36分散会
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午前10時 9分 関議

。副議長(福島敏雄君) 本日の会議を開きます。

ただいまの出席議員24名であ ります。

本日 、議長所用のため、私副議長がその任を務めま す。特段の御協力をお願し、し、た し

ますo

これより日程第 1、一般質問を行います。

一般質問12の 1、日野市の防災体制についての通告質問者、下村 功君の質問を許し

ますO

(8番議員登壇〕

08番(下村 功君) きのうか ら前線の通過に伴って、大分雨と風が激しかった よう

ですけれど、千葉県の方では、 竜巻によ ってかなりの家屋損傷とけが人も出たよう でご

ざいます。ことしは、台風のまた当たり年でございまして、今まで日本に上陸 した、こ

局

書

書

書

長 落合 豊君 次 長 田 中 正 美 君 の本土に上陸した台風は、六つを数えている。特に台風28号は、11月30日に日本に上陸

記 濃沼哲夫君 書 記 小林章雄君 したわけですが、 これは観測史上初めて、 このような遅い台風だと 、上陸したのが遅い

記 増田善和君 書 記 橘 達 雄 君 ということが、新聞にも載っております。

記 斉藤令吉君 テレビや新聞でこうした台風や地震や、さまざまな災害の被害、とりわけ人的な損害

と申しますか、死者や行方不明者などの報道を聞 くにつけまして、人が宇宙に飛び出し

速記委託先 住所 東京都立川市曙町一丁目 10の3

立川速記者養成所 所長 関根福次

速記者 本間ムツ子君

平成 2年12月12日(水)

午前 10 時開議

ていくこの科学技術の進歩の中にあっても、自然災害というものについては、 その発生

を人為的にはなかなか制御できないとい うことへの無力感も感 じるところでございます。

火災など、ある程度は人為的に防げるものはありますけれども、先ほ ど申しましたよ

うな台風や地震といった自然災害というものは、ま ず個々人が日常的な備えをしてし、 く、

そして万が一のときの被害を物的にも人的にも極力被害を少な くする。 できればゼロに

することはもちろん当然のことでございますが、しかし、 やは りこのよ うな都市とい う

共同社会にいて、防災というものに対する自治体の役割といった ものは、非常に大切な

ものであるというふうに思います。

緑や清流に固まれて、美しい自然環境を持つこの日野市ですから、それに加えてやは

り、防災面からも市民が安心して暮らせるまちづくり が大切ではないかと いうふう に思

います。

日野市でも再三議会で、質問に上っており ます地域防災行政無線一一同報無線と言 うよ

うですが、が設備されようとしていますけれども 、防災にはこう した情報機能、これは

日野市防災会議条例ですか、そこで地域防災計画として位置づけられているようですけ

議事日程

日程第 1 一般質問

本日の会議に付した事件

日程第 1
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れども、それともう一つ、万が一起きてしまった場合の救援救護、これも日野市災害対

策本部条例、これにさまざまな機構が明記されておりますが、こうした二つの体制の確

立が、やはりポイントではないかと思います。

しかし、マンション等大きな建物が次第にその数を増していくこの日野市の中で、地

域防災計画なり、災害対策本部の機能なりが、その実態に合わせて効果的な救援救護体

制、また情報連絡体制、指示体制といったものがとられるように、絶えず見直されてい

かなければならないということも、言うまでもないことだと思っております。

そこで日野市の防災体制について何点かお伺し、いたしたいと思います。

1点目に、まず地域防災計画についてですけれども、同報無線が、先ほど申しました

地域防災行政無線が設備されれば、それに伴い計画の見直 しとい うことになるのであり

ましょうけれども、現在の状態の中では、災害の発生を市民にどう伝達し、また発生の

可能性も含めてですけれども、そうしたものをどう伝達し、もし、市民に避難の必要が

ある場合は、どういうメカニ ズム、システムで指示をしていくのか、それについて具体

的にお示し願いたし、と思います。

2番目として、いざ起こってしま った場合、災害が発生 してしまった場合の被災者の

救援救護活動というものは、災害対策基本法で市町村の責務とされておるようですが、

どのような救援体制が組まれているのか。また、平素から具体的な災害の発生を想定し

た訓練を、これも実態に合わせた形で実施しているのか、また、その頻度等についてお

伺いいたします。

第 3点といたしまして、地域防災計画に基づ く避難場所というのが、定められてい る

と思いますが、日常的にはどのような手段に よって市民への周知徹底を図っておられる

のか。また、そうした避難場所というものには、 トイレや飲料水が十分確保される必要

があると思いますけれども、そうした設備が整っているのかどうか、それをお聞かせ願

います。

最後の 4点目ですが、東京都は、昭和48年度及び、昭和50年度から53年度までに、災

害時の初期消火と飲料水の確保を図る目的で、三角ノくケツというものを配布したそうで

すが、私も一度もお目にかかつてはいないわけですが、 日野市において、その三角ノミケ

ツの配布状況と、その後、現在ど う設置されているのかの状況について、お示しいただ

きたいと思います。

以上、 4点について御質問いたします。

0副議長(福島敏雄君) 下村 功君の質問についての答弁を求めます。生活環境部長。
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0生活環境部長(糸川 滋君) お答えいたします。

まず、災害情報、避難情報等の市民への伝達ということでございます。

申されるとお り、災害時において、いかに正確に、迅速に情報を把握して、市民にい

ち早くお伝えする かということは、だれもがこれ、 一番重要なこととして御承知になら

れている ところでございます。現在、市と いたしまして、 災害時におきます情報連絡を

確保するのための手段といたしましては、 第 1点としては、公営情報を市に受け取ると

いう ことにおきましては、 東京都と各自治体と の聞に防災行政無線電話を設置しており

まして、 これにより まして情報収集を図る体制に ございます。

一方、市内への情報伝達につ きま しては、 受け取りました情報を含めまして、移動系

の防災行政無線83局から幼稚園、あるいは保育園、小・ 中学校、ある いは行政各機関、

消防団といった所へいたしておりまして、 それを受けて、市民への今度は情報伝達とい

たし ましては、 市の広報車、あるいは消防団の所有する消防車等によりま して、行って

おる のが実情でございます。

加えまして、先ほどもお話が出ましたとおり、 防災情報センタ ー設置によりま して、

地域防災情報の受信、発信の体制を強化する中で、 固定系、いわば同報無線によります

市民への情報伝達を現在整備すベく 取 り組んでおる ところでございます。

次に、 被災者の救援体制でございますが、これにつきましては、いざと いうときには、

消防署、また日野市医師会、あるいは日野保健所等の協力をを得ての応急救護体制をとっ

てございます。これは日野市立総合病院を中核として、災害時の救援体制をとるという

ことになっておるわけでございます。また、こう いった訓練でございますが、毎年「防

災の日J周辺におきまして、 年 1回でございますが、地域を定めま して順次、各地域、

防災訓練を とり行 う中で、 各機関の訓練、並びに住民の方々の避難訓練等も行われてお

る状況でございます。

次に、 避難場所への市民への周知という ことでございますが、避難場所案内板の設置

という ことで、50カ所の避難所があるわけでございますが、それらに対し まして48カ併

案内板を設置 しております。また、避難場所の地図、それを標示し ました地図を作成 し

て配布 しておる ところでございます。これにつきましては57年、た しか作成いた しまし

て、 この地図を逐次配布 しておるところでございますが、 ここへ来ま して、来年度には

新たに作成 し直して、配布したいということでの予定を持っておると ころでございます。

そのほか、 災害時の「避難の心得」というパンフレ ットが作成 してございまして、こ

れらは従来から災害あるいは消防ということでの講習会、あるいは防災訓練というよう
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なイベントにおきまして、参加者に配布しているほか、公共施設の窓口においての配布

ということをしておるわけでございます。

最後に、水の関係でございます。(iトイレの設置。飲料水の確保。三角ノミケツjと

呼ぶ者あり)三角ノミケツについてでございますが、三角ノミケツにつきましては、現在市

としては、設置を取り入れておりません。

また、飲料水の関係といたしましては、現在、防災計画では給水可能量として多摩平

給水場ほか 4カ所が指定されておりまして、貯水量としては 1万1，120リッター確保し

てございます。これは飲料水の基準として 1人 1日3リッターと想定いたしまして23日

分の該当という状況でございます。そのほかには、小・中学校等の受水槽を利用すると

いう形態のものも想定しでございまして、これにつきましては、 2，946立方以上を確保

する状況にございます。輸送する手段としましては、給水車 2台、あるいは容器20リッ

タ一入りのものを150個等用意しでございまして、飲料水に対する一応の備えをしてご

ざいます。

それから、トイレにつきましては、現在避難所が先ほど申し上げましたとおり、小・

中学校等の施設でございますので、一応トイレ施設があるということで、現在はそれら

を利用するということではおりますが、実際には水洗トイレでございますので、いざと

いうときには、限られた利用しかありませんo したがし、まして、今後、備蓄倉庫備品の

一環といたしまして、移動式トイレ等設置していく考えでおるところでございます。

以上でございます。

0副議長(福島敏雄君) 下村功君。

08番(下村功君) ありがとうございました。

いろいろ体制を整えておられることはわかるんですが、正直言って、例えば、その避

難場所の地図を配布したのが昭和57年だと。今から 8年も前に配布されているようです

が、その後に移ってきた新住民は、全くそういう、どこに避難していいかわからない。

かなりこの点においては、期間的に長過ぎたんではないかというふうに思っております。

やはり、広報等でしつこいくらいにそうした避難場所については、市民に周知徹底を図

るのが行政の役割ではないかと思いますので、来年出されるということですが、ぜひと

もその点についてはお願いしたいと思います。

それから、訓練も年 1回ということですが、これはかなりの規模で行われるというこ

とで、いたし方ないかと思いますが、私が心配しますのは、災害というもの、特に地震

な左においては、突発的に起こるものについては、夜間も起こるということです。昼間
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においては日野市の職員等は、本庁ないし出先に詰めておるからよいということになる

でしょうが、夜間に起こった場合の職員の動員体制、さらには、必要な場所に出向いて

いくときに巻き込まれるという二次災害も当然、想定されるわけですが、そういうことへ

の対策といったものは、どうなっているのかお伺いしたいと思います。

それから、食糧の確保の問題、これについてはどうなっているのか。 23日間の飲料水

の確保についてはわかりましたが、食糧等はどう確保なさるおつもりなのか、それにつ

いてもお伺いしたいと思います。

次に、 トイレの問題ですが、避難場所が50カ所あると。 トイレじ ゃなくてその前にで

すね、避難場所が50カ所あるということで、 48カ所に誘導標示がある ようですが、私、

こうざっと見渡して、目が悪いのかもしれませんが、 余 り見当たらないなとい うふうに

思っています。もっと市民にわかりやすい避難場所の明示といったものが必要 じゃない

かと、そういうふうに思いますので、この点についても、どう思われるか、御検討の方

法についてお伺いしたいと思います。

それから、 トイレの問題ですが、避難場所については当然だと思いますけれども、そ

れ以外の公園についても、多分、市民は、いざとなったら避難するんではないかなとい

うふうに思います。 しかし、日野市の公園は、 意外にトイレが少ないですね。この辺、

何か日野市は公園にトイレをつけないことを建前としているのかど うか、 ぜひ私はつけ

ていただきたいと思うんですが、その辺についてもお答え願いたいと思います。

それから三角ノくケツについては、これは先ほど申しましたように、 災害時の初期消火

と飲料水の確保を図るということで、東京都が財政負担をして配布した。日野市でも多

分、配布した経緯があると思うんですが、現在使われてないということなんですけれど

も、昨年も何かデータによると11件、初期消火にはこの三角ノ〈ケツが役立ってたという

ことも聞いております。三角ノミケツを現在使っていないというのであれば、各家庭の消

火器具、消火方法、また飲料水の確保といった問題について、その代替案としてどうい

うものを考え、また市民に提供しているのか、それについてお答え願います。

以上です。

O副議長(福島敏雄君) 再質問についての答弁を求めます。生活環境部長。

0生活環境部長(糸川 滋君) まず第 1点目の、市の職員の動員でございます。

防災計画に基づきます動員の手だてがあるわけでございますが、防災対策本部を設け

ての非常招集、これにつきましては、各その状況によりまして、それぞれ動員の範囲が

定められているところでございます。また通常、その防災対策本部が設置するに至らな
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い程度の状況下におきまして、具体的には先般の台風襲来というようなそういった状況

の中では、それの前の段階といたしましての体制で、およそ職員を招集する形態をとっ

ております。まず、そういう襲来が参りまして、あるいは市民サイドからの要請等が入っ

てまいりますと、直ちに技術部門としての対応をとる状況にございますし、公害防災と

いたしましては、全職員当たりましての各連絡等、行っておるという状況にございます。

また、夜間の現場での二次災害ということにつきましては、職員サイドとしましては

技術部以外については、これはあくまで支援の範囲においてしておりますので、現場そ

のものへの立ち入りということは控えておりまして、ほとんど消防署あるいは消防団、

水害等につきましてはそういったところで行っておりますO

それから、食糧確保につきましてでございますが、これにつきましては、備蓄倉庫を

整備しつつあるところでございます。小・中学校、幼稚園、保育所と、先ほど申し上げ

ました避難所へ 1基ずつ設置するということで年次計画を立てて設置しておることろで

すが、現在これは10カ所設置し終わったところでございます。その中に食糧、乾パンと

いうもの、また毛布、つるはし、スコップ、懐中電灯、あるいは飲料水一一ミネラルウォー

ターですが、そういったものは一応この備蓄倉庫へ格納しておるという状況にございま

す。今後におきましでも、引き続き、この計画に従いまして設置していく手だてになっ

ておるところでございます。

それから、避難所の案内でございます。現在、 48カ所を設けているというものの、な

かなか人目についてないという実態があるやにお聞きいたしますが、この点につきまし

でも、やはり物の役に立つということでなければならないわけでございますので、逐次、

早急に検討を進め、対処していきたいというふうに考えます。

それから、三角ノミケツ絡みにつきましては、特に現段階では、各個人の対応策という

ことについては、やはり市民の方々の側で対応していっていただきたい、このような考

えでございまして、特にそれの代替えとし、いましょうか、ということは現段階では考え

てない状況でございます。

なお、総体的にやはりこの防災体制というものは、重要なことでございますので、各

方面にわたって再検討し、対応を練っていきたいというふうには考えます。

以上でございますO

O副議長(福島敏雄君) 建設部長。

0建設部長(橋本栄禽君) お答え申し上げます。

防災上でなくて、この公園のトイレについては以前から、一般質問にも出ておりまし
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て、今担当課の方では、年次計画を立てまして、公園の利用者に対してのトイレという

ことで、今進めている段階でございます。

以上です。

O副議長(福島敏雄君) 下村功君。

08番(下村功君) 細かくありがとうございます。

夜間におきます体制についてはわかりましたけれども、なるべく救援に向かう、ない

しは現場で作業される職員等の安全についても、ぜひとも確保していただきたい、考え

ていただきたいというふうに思います。

それから、食糧等の確保、備蓄倉庫を今10カ所まで設備されているということですが、

これについても、いつ災害が起こるかわからないわけですから、ぜひとも避難場所等に

おいての食糧等の確保を急いでいただきたいと思います。

それから、避難所への誘導標示で、すが、これについても、幾っつけても多過ぎるとい

うことはないと思います。目立たないんでは、たとえ50カ所程度つけてあっても、何も

用はなさないわけですから、これについても急いで検討をお願いしたいと思います。

それから、 トイレについても、防災上の観点も持って、ぜひとも設置方、お願いした

いというふうにお願いしておきます。

最後に、防災対策という観点について、市長から全般についてのお考え、ないし今後

の対応といったものについて、お聞きしたいと思います。お願いします。

O副議長(福島敏雄君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 自然災害の防災ということになりますと、大変広範でありま

すし、時間のこと、それから昼夜のこと、場所のこと、いろいろ状況が複雑であります

から、完全を期したいという考えはだんだんと詰めていかなければなりませんが、ごく

常識的にあり得る状況を判断をしながら、対応しておるというのが現状であります。

法規の上では、各自治体に常時、防災会議というものを持って、そして年次的に内容

の改正を正確に図りつつ、体制づくりをしておる。それから災害が発生しますと、防災

本部を、地区組長がその本部長になって、地元の消防署、警察を幕僚的立場になってい

ただき、行政的な活動が始まる、こういう仕組みであります。

それから縦の関係で言うと、国から発信される。東京都がそれを受信する。 そしてま

た東京都は、各自治体に発信をする。自治体はそれを受けて、また内部の公共施設、あ

るいは市民に伝達を図る、こういう一応の仕組みにはなっておりますO

私どもは、市民に防災という意識、いつも私、申しておりますが、防災というのは行
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政用語ですよと。市民の皆さんは、自分の身を守る、つまり避難ということで、御判断を

ください。そして「防災の日」という設定もございますので、広報でアドバイスをした

り、それからパンフをつくって配布をしたり、いろいろな活動をやっておるわけであ り

まして、その発生時には、もう何といついても 自分で、とにかくけがをしないように、

そしてまた身を守っていただく。日野市の合言葉では、 「防災は、避難、 気配 り、命第

一jとし、うふうにお願いをしております。そのよう なこ とをパγフ等で配布をしておる

という状況であります。

それから、水のこととか食糧のことも御質問があ りましたが、 医療とか薬品のことも

また、当然でありまして、市民の皆さんには私は、 災害が起きて数時間たった ら、救援

活動が始まりますO 行政側の救援活動が始まります。 したがって、 発生時の瞬間は、 こ

れは自分でひとつ、ぜひ身を守ってください。その後、一応の避難場所が指定してあ り

ますO 日野市の避難場所は大体学校を使おうということでありまして、学校区の範囲で

避難場所は学校だ、というふうにごく常識的に記憶をしておいていただく 。それか ら、

発生をしたから、避難場所にすぐ走るというようなことではないわけであり まして、一

次避難は現在地でやっていただく 。つまり初期消火な どをやっていただく 。それか ら二

次避難が、ごく近隣に芦をかける範囲で、状況判断をしながら、 二次避難のことを、必要

があれば考えていただく 。いわゆる数時間たって、 そして災害状況によって、いろいろ

な対応が始まるわけでありますが、避難場所というのは、つまりその第三次避難場所で

すよ。医療を要すること、あるいは炊き出しを要 したり、給水とかそういう第三次避難

という場所で、学校であれば水もありますし、それから救急医療の場所を開くこともで

きますし、通信手段もある。一番学校が適当だろうと、 このように思っておりますO 炊

さんもできます。

それから、その食糧のことですが、今日のこの情報の発達した、そしてまた交通の発

達した状況で、すから、全国が一斉にだめになるということは、これは大変なことなんで

すけれど、度合いによって、各地域の状況も違う 。 したがって、救援活動は、私は、 関

東大震災のときのような状況ではなくて、かなり状況判断ので、きる、したがってテレビ

を、携帯テレビを持っていただく 。それから夜間のこと もありますので、携帯用のラ γ

プを用意しておいていただく。ラジオで大体の情勢がわかると思います。あと細かい地

域の中の指導、状況伝達は、同報無線という方法もありますし、できれば将来は、 電気

が切れるということを想定するとかなり因るわけですが、 CATVなどの設備が整えば、

それなりのまた手段もあり得ると思っております。地元の建設業者には、建設協和会と
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いうのをつくってもらって、中級の土木工事等につきましては、市の指令に基づいて、

後払いで対応していただく、 ということもできてお ります。

それから食糧も、市内の食料品庖に、 食糧、ある いは米一一一米とし、し、ますかね、米屋

さんやおそば屋さんや食料広には、契約をいた しまして、災害時には供出を していただ

く。あとの決済はいた しますと、 こう いうことになっております。

それから、地域社会で得られる範囲のことは、それなりの手は打つであると いうふう

にお考えいただいて結構だと思っております。全体の災害時の情報連絡、ある いは緊急

対応、 それから市民に対する避難誘導とし、し、ますか、避難に対しての対応、一応できて

おると思っ ておりますし、 なおそれを綿密に仕上げていくという ことが大切なこと だと

いうふうに考えておりますO

したがし、まして、 何か三角ノくケツが云々という ことも言われておりますけれど、これ

は初期消火、あるいは水の一時貯有と、蓄えという ことの材料で、しまい込まれたらちっ

とも役に立ちませんO したがって、目の前にいつでも使える状態、で置 くと。これはバケ

ツであろうと、何であろうと、十分対応できる、こういうふうに言えると思っておりま

す。

部分的な こと も、まあトイレのこ とも大切ですが、学校では十分ト イレは対応でき る

と、 このように思ってお りますO 常時、あらゆる想定をし、神経を配って、行政的対応

をするとい うこ とは言 うまでもありま せんので、そのような配置は、今日なりのこ とは

やってお りますけれど、 なお今後とも一層、徹密にやっていくと 、この必要性は感じて

おり ます。

0副議長(福島敏雄君) 下村 功君。

08番(下村 功君) 市長より、 大変自信を持った防災対策についてのお答えをいた

だきましたので、避難、 気配り、命第ーという ことでありますから、安心していたいと

思いますけれども、やはり、いつ何どきどんなことが起きるかわからないということで、

考えれば大変不安になることも多いわけですから、細やかな対策をぜひともとっていた

だきたいということと、今の先ほど申しましたように、マンション等がだんだん建って

きて、人口がだんだん縦の変化とし、し、 ますか、縦に積み重なってくるような形になって

きたわけですので、そうしたことへの対処ということも、ぜひとも考えていっていただ

きたいと、そういう ことを切にお願し、いたします。

以上です。

O副議長(福島敏雄君) これをもって12の 1、日野市の防災体制についての質問を終
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わります。

一般質問12の2、消費生活展についての通告質問者、下村 功君の質問を許します。

08番(下村 功君) 次に、日野市の消費生活展について、幾つかお伺いしたいと思

います。

御存じのように、消費生活展は、一昨年の生活保健セ ンターのオーフ。ニングフェスティ

パルに端を発しまして、多くの団体が参加した消費者の一大祭典になったわけですが、

その前は、日野消連の方々が、毎年、独自に単独で行ってこられたようです。私も、こ

のオープニングフェスティパルから若干のかかわりを持つようになりましたので、毎年

出かけていって、主体的にもやっておるわけですけれども、参加の消費者の団体、日野

市の方々は、大変意識が高いというふうに言われでもいますし、実際によく勉強もなさっ

ているし、実践もされているということで、そういうことがこの消費生活展によくあ ら

われているというふうに思っています。

この消費生活展の展示というものを私なりに大別してみますと、低農薬や無農薬といっ

た農産物、無添加食品とい ったものを紹介する食というのがまずある。それから合成洗

剤追放などを訴えております水、それから古紙の再利用や、空き缶、空き瓶の分別など

を進めております廃棄物、そして核や、 N02、CO2といったものの大気汚染を扱った大

気の四つに大体分けられるように思っています。

こうした食、水、廃棄物、大気といったものは、本市議会でもよく取り上げられるわ

けで、生活環境という側面からも、市民が比較的注目している諸問題ではないかという

ふうに思っております。しかし、一昔前というと語弊がありますが、つい先ごろまでの

消費者運動では、たしか物価、 家計、節約といったような言葉がよく使われておったよ

うに思いますけれども、これが先ほど言いましたように、食、水、廃棄物、大気といっ

たものに変わってくるというと ころには、時代の流れというものがあるのかどうか、そ

の辺も非常に考えるところでございますO

いずれにせよ、消費者展、消費生活展である以上、どのような団体も参加できるとい

うシステムをつくって画期的にやっていかなければならないと思っていますけれども、

この点について、過去 3回の一一一過去 3回といいますとオープニングフェスティパル以

降ということになりますが、消費生活展の参加団体の数をつかんでおられれば、お示し

いただきたいと思いますO また、どのよ うな基準で参加団体を募っているのか。これは

実行委員会の自主的な運営という形をと っておるようですが、最初のきっかけとなるの

は、多分、生活課の方で消費者団体に呼びかけてし、く、そうした形をとっておると思い
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ますんで、その辺の参加団体を募る基準、それと方法も合わせてお示しいただきたいと

思います。

次に、消費生活展には、参加団体に所属している人だけではなくて、その他の人々も、

多くの市民がそれに、その成果を見ていただくとい うことも、必要があると思います。

消費生活展が行われることのそうした事前の市民へのアピール、それがどう 実施された

のかということと、オープニ γグフ ェス ティパル以降 3回の来場者の数について、やは

りお示しいただきたいと思います。また、 展示された内容についても、何らかの形で事

後に、市民に広報したのかどうか、それについてもお伺し、し、たしますO

また、消費生活展自体は、 参加団体による自主的運営であろうかと思いますけれども、

その提議された問題点については、行政としても真撃に受けとめるべきではないかと思っ

ております。

そこで、 ここに御列席の各部長さんは、消費生活展を ごらんになったのかどうかにつ

いても、お伺いしておきたいと思います。

これは、例えば学校給食の問題、それから清流の問題、そう いうさまざまなことが消

費生活展の中で提議されてきており ます。また、廃棄物の問題ももちろんあります。そ

うしたものを、やはり市の行政としての部長さんたちが、どう 受けと めておられるのか、

それをどう行政に反映していこうとしておられるのか、とい うこ とが大切だと思います

ので、それについてもお答えいただきたいと思います。

以上ですO

O副議長(福島敏雄君) 下村功君の質問についての答弁を求めます。生活環境部長。

O生活環境部長(糸川 滋君) お答えいたします。

参加団体をどういう基準で、募っているかということからお話申 し上げたいと思います。

消費生活展は、市内で消費活動を行っております団体グループが実行委員会を構成いた

しまして事業主体となって、自由な討議の中で消費者展の目的、あるいはそのテーマを

定めておるところでございます。その 目的を掲げて、さらに広く参加団体を募っておる

というのが、参加団体を募る実態でございます。 したがって行政は、市民団体がみずか

らの発意により、主体的に活動できるよう支援する立場におります。

したがし、まして、参加基準ということでございますが、 参加基準ということでは第 1

点としましては、市内で消費活動を行っております団体グループ、ということでござい

ます。第 2点としては、消費生活展のテーマでともに参画できる団体グループ、という

ことが言えるかと思います。
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過去 3回の参加団体の数でございますけれども、お話ありました生活・保健セ γター

落成の行われました年でございます。オープニングフ ェスティパル実行委員会と日野市

が主催になりまして実施したものでございます。このときの参加団体は、 20団体でござ

いました。それから次の年でございますが、 19団体の参加でございますO それらの事業

推進の形態でございますが、最初のときは市の補助金によって事業化いたしまして、消

費生活展実行委員会主催で市の執行へという形になったわけでございます。それで90年、

ことしでございますが、 23団体の参加を得て実施しております。

それから、展示された概要とし、いましょうか、内容についての広報啓発ということで

ございますが、消費生活展のPRにつきましては、日刊紙を初めタウ γ誌という新聞へ

の掲載、市の広報版、公共施設を利用してのポスタ ーの掲示、あるいはチラシの配布、

こういう形でございます。また、行政関係者、 あるいは地域組織への案内状の郵送等も、

考えられる方法すべてを一応行っておるとい うのが実情でございます。

次に、来場者の関係でございますが、オープンしましたオープニン グフェスティパル

として実施したときでございますが、これにつきましては、来場者の数は、残念なが ら

記憶しておりませんo 次の 2年目でございます。89年でございますが、このときには、

およそ1，500名、ことしにつきましては、 1，600名前後の御来場があったというふうに推

定しておりますO

また、消費生活展終了後の啓発でございますが、これにつきましては基本的には、広

報におきまして全内容とはいきませんが、 一応概略、お知らせしておる、こういうこと

でございます。しかし、消費生活展の内容を、より多くの人々に伝える意味で、参加団

体の制作いたしましたそのパネル、展示品の多くは、 そのまま生活・保健セ γターで展

示を続けております。また参加団体によっては、市庁舎のロビーに展示するケースも見

受けられます。それに加えまして参加団体の制作しましたパネルは、その終了後もあら

ゆる機会に活用できるように、保管リストを作成の上、保管し、申し出によりまして各

団体に利用していただいておるというのが実情でございます。

最後に、展示内容を関係各位ではどう理解しているかということでございますが、今

年度の消費生活展にあたりまして、実行委員会から市庁舎で行われているリサイクル努

力についての現状に一一そう題しましての現状についての要望がございますo 生活課が

中心になり、ごみの減量、リサイクル、水の再利用をまとめました「今、市庁舎では」

と題しての冊子を作成し、来館者に配布することができました。これも関係各課の全面

的な協力によるものでございます。また、実行委員会の呼びかけに、市職員も多数、来
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館しておりまして、消費生活展への関心と理解を得ていると考えておる次第でございま

す。

以上でございます。

O副議長(福島敏雄君) 下村功君。

08番(下村功君) ありがとうございました。

この問題とし、し、ますか、消費生活展そのものは、消費者団体そのものの自主的な運営

にある程度はゆだねられているということで、細々生活環境部長にどうこう言うという

ことではないわけですが、やはり 意外に町中では、消費生活展が知られていないといっ

たようにも思っております。単純に先ほど、来場者数をお示しいただきましたけれど、

開催日数や展示方法に違いがあるということで、単純には比較できないとは思います。

しかしやはり、まだまだ事前の広報活動というのが不足しているのではないかというふ

うに感じていますし、また事後の広報活動についても、まだまだ不足しているな と私は

思っております。

と申しますのは、先ほど日刊紙というふうに言われましたが、当日取材に来た 日刊紙

が毎日新聞だけだといふうにお聞きしております。それで、 これは朝日新聞だったか、

読売新聞だったかちょっと忘れましたけれど、消費生活展の行われた次の日の地方版に

は、町田市で、行われた消費生活展が大々的に 5段抜きで載っておりましたが、日野市に

ついての記載は全然なかったということです。後で聞きますと、町田市の展示と日野市

の展示が、いい悪いということは全然、優劣つけがたいわけですが、日野市の方が参加

団体の数においてはまさっておるということなんで、もう少しその辺、日野市側でも考

慮 して、広報紙等への掲載を進めるべきではなかったかなというふうに思っております。

それから、今回、 1週間前、あれは10月21日ですか、保健祭りが開催されております

ねO 生活・保健センターでO これは同じ生活環境部の所管の中なわけですが、 1週間違

いで保健祭りと消費生活展が同じ場所で行われるといったことについて、やはり できれ

ば消費生活展と同時開催という形で、あの生活・保健センターをもっと有効に利用して

はどうかと思います。この点についても、ぜひとも御検討をいただきたいと思っており

ます。

それから、部長さんが、どの部長さんが消費生活展を見にいったかということを強制

でき るわけではありま せんから、それについては別に細々お聞きするつもりはございま

せんが、生活環境部長さんだけの所管ではないということは重々、あらかじめ皆さんよ

く御承知のことだと思っております。しかし、非常に展示を見るということ、ないしは
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あそこで説明を聞くということは、自分の職域においても非常にためになることではな

いかというふうに思いますので、各部長さんが来年から、競って参加されるよう、これ

もお願いを申し上げます。また、市長にもそうしたムードづくりをぜひともお願いして

おきたいと思います。

それから、関連してですけれども、一つだけ私、 気がついたことがあるんですが、生

活・保健セ γター 1階のロビーに、消費者相談コーナーが設けられております。間仕切

りが天井まで取れていないために、消費者相談コーナーの中で話し合われている声、ま

た外のロビーでいろいろ話し合う声が相互に聞こえてしまうようですが、相談コ ーナー

ではかなりプライベートなことも話し合われているというふうに聞いておりますので、

きちんとした間仕切りをするか、それができないということであるなら、別のワ γルー

ムの使用ということについても、ぜひ御検討をお願いしたいと思いますが、この点につ

いてお聞きしたいと思いますO

それから、最後に市長にお聞きしておきたい、お伺いしたいのですが、消費生活展に

は毎年、原発問題が展示されておるわけです。原発をめぐる問題というのは、同じ反原

発を一口に言ってもさまざまな考え方があるわけですが、その辺について、ぜひとも市

長の御見解をお聞かせ願いたいと思います。

以上、 2点についてお願いします。

0副議長(福島敏雄君) 答弁を求めます。生活環境部長。

0生活環境部長(糸川 滋君) まず、 P Rの点でござい ます。一応考えられるすべは

しているつもりでございますが、もちろんお話のとおり、まだまだ知られてないという

実態もございますO 数では幾らとし、ぅ、 参加者の数を申し上げてはおりますが、 実際に

その数値の参加者しか得られない。開催する側といたしましては、より一人でも多くの

方に御参加いただき、内容的にも御理解をちょうだいし、そういう方向での市民生活を

営むというふうに持っていってほしいわけでございまして、おっしゃられるとおり、広

報活動については、十分意を注いでいきたいというふうに思います。まして町田市の行

事の新聞記事の話もありました。大変私どもも残念に思っておるところですが、これは

新聞社のことでございますので、どうしよ うもないことですが、新聞社に対する P Rと

いいましょうか、その辺も、新聞紙上に載せるということも、大変啓発効果のあるこ と

でございますので、その辺についても、 意を注いでいきたいというふうに考えます。

それから、第 2点目の保健祭りの同時開催、私どもの部署では、いろいろイベントの

多い部署でございます。この事例はもちろんのこと、ほかにつきましても、いろいろや
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はり同時開催することによって、より以上の効果が生めるというみなしのできるものと

いうのはございます。十分この点についても、私ども、今後配慮、していきたいというふ

うに考えます。

それから、 最後の相談 コーナーでございます。おっし ゃられますとおり、現在、パネ

ルとし、し、まし ょう か、仕切りによりまして コーナーを設けているわけですが、 生活 ・保

健セン ター設置の段階から、そういった相談室の設置とい うことが含まれてればよかっ

たんでございますが、後に付加された機能で、ございまして、 どう しでもああいう形にな

らざる を得なかった点がございますo 2階以上の高みでの相談よ りも、やはり一番利用

しやすいというこ とにおきましては、 とかく 出入り 口に近い所というこ とでございまし

て、 あのよう な状況が ございますO おっしゃられますとおり 、プラ イパシーの点を考え

ますと、 あれでよしと いう ことにはな らないわけでございます。 しか し、 全館エアーコ

ンディシ ョナーを整えており ます集中型の構造でございますので、やはり 天井まで仕切

りま すと、その辺のコンディショ ンが崩れてくると し、し、ますか、途絶 してしまいますも

のですから、一概に封 じ切れない部分も ございます。そこで、 通常においてはなるべく

相談をしているときには、相談コ ーナー近くでの行動というものは避けるような工夫を

したり 、ある いは相談コ ーナーの中でパックミュー ジックを流すというようなことで消

音効果を図っておると いう工夫は一応 しでございますO おっしゃられることはごもっと

もでございまして、今後、いろいろできる限りの検討を進めま して対処していってみた

いというふうに思います。

以上でございます。

0副議長(福島敏雄君)

0市長(森田喜美男君)

市長。

今の、部長が答弁 してお りますけれど、消費者相談でプライ

パシーにかかわる相談事が周辺に漏れるというような ことは、本来あってはならない こ

とですか ら、そういう必要のある場合には、特に別室を使うとか何とか、すぐやれる方

法があると思います。 何か壁を しな きゃ、工夫をしなきゃできないなんでい うことはな

いと思って ますから、そのことは早速、対応いたします。

それか ら、原子力発電について、思想調査に近いことを求められる感 じがし、たします。

原子力発電は、今、人類が到達をしております文明を支える材料としてのエネルギーに

も役立っているわけであります。またその文明を破壊をする力も持っておると。大変矛

盾を したエネルギーの取り出す手段だと言わざるを得ませんo そして、その原子力発電

から発生を したいわゆる死の灰と言われる物質が、原子爆弾のまた材料にもなる。大変
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な破壊力を持った原爆の材料になるということでありますが、願わくは、そういう手段

によらない形でエネルギーの、人類の文明を維持するエネルギーの確保ができる、これ

を早く開発されることが最も望ましいわけであります。しかし、今日、その手段がまだ

開発し得ていないわけでありますから、比較的学術的に進んで、手段の一つではありま

しょうけれど、あの原子力発電が行われている と。そのあたりを、 その大きな矛盾を人

類がどのように判断をするかというのが、今日のまた重要な課題だ ということになって

おると思います。

したがし、まして、市長はどう考えるかと言われるならば、現実も尊重しなきゃなりま

せんし、またそういう破壊、人類の文明を減殺するような手段が用いられている。特に

そのいわゆる生じた灰の置き場に困っている。東北の人里離れた所にも皆、人が住んで

おるわけですから、そうe いう所ヘ汚染や、それから危険が伴うということは、住民の判

断に任せてあるという形ではありますけれど、全体としては、理解される状況ではない。

こういうことの矛盾の現実は知っておると。その解決はどうすべきかという私には、そ

れだけの頭はありません。それだけお答えしておきます。

0副議長(福島敏雄君) 下村功君。

08番(下村功君) ありがとうございました。

反原発問題については、いろいろ日常、新聞紙上でも騒がれておりますし、核兵器と

の、また反原発との関係とかいろいろ問題もあるようですので、そういう点において市

長にちょっと、その見解をお聞きしたわけでございます。

先ほどから申しておりますように、 話は戻りますけれど、消費生活展というもの、 市

民のというか、消費者団体の自主的運営によって、毎年行われておるということで、 一

つでも多くの参加団体が運営に参加し、そして一人でも多くの市民が消費生活展を見て

いただく、また生活・保健セ γターに来ていただくということも、非常に重要なことだ

と思っておりますので、ぜひともそういう企画を立てやすいような条件整備というもの

を市側でも考えていただきたいというふうにお願いして、この質問について終わりたい

と思います。

0副議長(福島敏雄君) これをもって12の2、消費生活展についての質問を終わりま

す。

一般質問13の 1、スポーツ振興に関連し、体育協会への補助金・委託費等についての

通告質問者、小川友一君の質問を許します。

(4番議員登壇〕
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04番(小川友一君) それでは何点か質問をさせていただきます。

現在、日野市の体育協会には21団体が登録され、それぞれの種目ごとに活発な活動を

しているわけであります。スポーツを趣味としてとらえる人、また個人の体力の増強と

か健康維持のためにスポーツに興ずる人、またスポーツを専門的な分野からとらえ、技

術や技能の追求のためにスポーツを愛している人、 それぞれの人の考え方で、 また見地

に立って、異なってくるわけであります。

ここ数年前より、 「働き過ぎの日本人」などと世界の国々より指摘され、また今日の

社会状況の変化の中で、週休 2日制の一部導入などによ って、 余暇を趣味やスポーツに

時間をとる人たちがふえてきている昨今でございます。そのような状況の中で、先般、

私のところに 1通の手紙をいただきました。この質問に関連の手紙でございますので、

ちょっと御披露をさせていただきたいと思います。

このたび、第 3回全国スポーツレクリ ェーション和歌山大会に東京代表として平成 2

年10月13日より 16日まで、 ラージボール卓球大会に参加しました。参加選手は、日野市

卓球連盟より選抜された選手たちで、この大会に出場する ため、昨年、東京都代表選手

権大会で、日野は準優勝となり、 優勝した目黒区が第 2回の四国松山大会に出場し、こ

とし、今年第 3回和歌山大会に我が日野が出場することに東京都より連絡がありま した。

その際、個人負担金が 1人当たり 3万5，000円が必要だとい うこ とで、皆さんで行こう

か、やめようかと協議されたそうでございます。その協議の結果、二度とないチャンス

なので、選手たち も皆さんで行くとのととで参加しました。全国44チームが白浜ホテル

に集まり、夕食はお互いに交流の場として話し合いをしました。たまたま参加費用の件

を聞いたところ、ほとんどのチームが個人負担なしとのことでした。県と市が半分ずつ

負担していただいたそうであります。我が東京は、都が半分、あとは個人負担をして大

会に参加したということでございます。その話を他県の方にしたら、大変驚いていた、

このようなお手紙をいただきました。

試合の結果は、第4グループで我が日野の町の代表が優勝されたというこ とでありま

す。もう l枚の用紙に、その際にかか った費用の明細が記されているわけでありますO

私は、このお手紙をいただいた際、私もどちらかというとスポーツが大好きでござい

まして、以前、若いときに、何種目かの競技で全国大会に参加した経過があるわけであ

ります。その際、スポーツの種類によっては、一つの団体に属さないと、そしてその団

体で勝ち抜いて初めて全国大会に行けるという経過の中で、私もスポーツを愛してきた

わけであります。私ごとで大変恐縮なんですけれども、今までそのような際に、団体の

F
h
d
 

F
h
d
 

つd



代表ということで個人負担をして全国大会に参加をした経過が、今まで私自身なかった

もので、この手紙をいただいて、大変驚いたわけでありますO 天下の日野市の代表とし

て全国大会に出場するのに自己負担をしてまで行くのか、私の見解が誤っているかもし

れませんけれども、私個人の考えとしては、市を代表して全国大会に行くときぐらい、

日野市である程度の助成を考えるべきではないか、このよう に思います。

先般、私も、体育課の方にその状況をお伺いに行ってまいりました。なかなか種目も

多いし、競技の種類によっては難しい状況なので、大変苦慮、 している、このようなお考

えを伺ったわけでありますけれども、 26市の中の現在の補助金、委託費等の状況を調べ

てみましたところ、大体、一番補助並びに委託を出している市は府中市であります。金

額として2，399万8，000円を支出しております。一番それに支出をしてない町は回無市で

ありまして、 102万1，000円だそうでございます。我がまちの日野市は、 26市の中で 9番

目、 842万4，000円ということで、決して他市と比べて低いとかそういうふうな関係では

なくて、このような全国的な大会にはひとつ何らかの形で是正策を講じていただいて、

日野の代表として行く選手たちが、日野の代表だと いうこ とでプライドを持って戦える

よう、何らかの是正措置を講じていただきたいと思います。その辺で、担当部局の方の

今後の対策並びに是正策等をお知らせ願いたい。このよ うに思いますo

Oilj議長(福島敏雄君) 小川友一君の質問についての答弁を求めます。社会教育部長。

O社会教育部長(坂本金雄君) ただいまの御質問にお答えをさせていただきます。

今年度予算におきます日野市体育協会関係の予算は、総額で842万4，000円ございます。

この内訳を見てみますと、補助金に160万円、 それか ら委託料に682万4，000円、合わせ

まして842万4，000円でございまして、これが対前年対比で23万2，000円ほどふえており

ます。この予算の裏づけといたしまして、延べ参加人員560名を中央大会へ派遣をいた

します。この中央大会というのは都民大会でございますとか、それとか都下市町村大会、

さらに都民スポーツレクリェーショソ大会、こういうような大会がございますけれども、

その大会への派遣費用が組んでございます。こういうことによりまして、スポーツ振興

に果たす役割は大変大きいものがございます。

今、御質問の中にございました白浜の実例でございますけれども、 種 目はラージ ボー

ル卓球という種目でございまして、都大会におきま して優秀な成績をおさめた日野市の

チームが和歌山県白浜に参りまして、 4泊 5日の日程でこの全国大会に参加をいたした

わけでございます。こ のときの報告によ りますと、全体の費用が67万400円かかってお

ります。そのうち、東京都は50%の34万7，680円を負担をしております。市の体協か ら
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お祝金なども含めまして、派遣費のやりくりによりまして、この都の負担分に上乗せを

した金額が 4万2，720円ということになりますので、個人で御負担された額が28万円に

なり ます。で、これを公費で負担した分、それか ら個人で負担をした分、 この比率で見

ますと、 東京都並びに市から公費で負担した分が約58%、それか ら個人で御負担になっ

た分が42%という数字でございます。

御質問の中には、 全額公費で負担を している例が多いというお話でございます。確か

にそのと おりでございます。 日野市の代表として地方大会で優秀な成績を上げ、そして

市の栄誉をひっ提げまして全国大会に出て御活躍するわけでございますから、私どもも、

なるべ くこ の公費の負担分を多 く、 そして私費の負担分を逐次減らしていく方向でなけ

ればいけない、 事務局としてもこのような認識でおります。

多少、言いわけめいたお答えになりますが、このラージボール卓球につきましては、

年度の途中で急に参加しないかというお話がございまして、十分な旅費の積算がないま

まに派遣をしたものでございます。今後につきましては、そういった長期の見通しを早

目に杷揮をいたしまして、 公費負担分を多 くする、こう いう 方向で努力をしてまいりた

いと思います。

御指摘になりました各市の体協への補助金、委託費でございますけれども、26市に比

べまして 9番目 でございます。人口1人当た りに割 り返しますと 、100円が少し欠けて

いるような金額でございます。これをさらに増額いたしまして、全国大会派泣の選手が

安心 して出場でき、優秀な成績をおさめられる ように事務局と いたしま しても努力を し

てまいりたいと思いますo

0副議長(福島敏雄君) 小川友一君。

04番(小川友一君) 大変御理解ある御答弁をいただ きま した。こ れか らこ の卓球大

会だけではなく て、 サッ カーや野球ゃいろんな分野で、日野市を代表 して全国大会に出

場するよう なケース も多々 あると思いますので、今御回答いただいたような形で、その

スポーツを愛する人たちが安心して大会に参加できるよう に努力をしていただきたい、

このように思いまして、この質問を終わります。

0副議長(福島敏雄君) これをもって13の 1、スポーツ振興に関連し、体育協会への

補助金 ・委託費等についての質問を終わります。

一般質問13の2、地域開発事業は基本コ γセプトを明確にし、企画室の新設について

問うの通告質問者、小川友一君の質問を許 します。

04番(小川友一君) 先般の 6月議会で、日野市のまちづ くりの基本的な方針並びに
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市長の考え等について、総体的な見地に立って質問をさせていただきました。市長のソ

フト行政への意欲は感じられたわけでありますが、ハードの部分では、いま一つ消極的

な感を強くしたわけであります。

現在、我が日野のまちでは、区画整理事業による地域開発事業が実施または実施計画

され、将来に向けて大きく変貌し、多くの人から指摘されている基盤整備のおくれ等が

着々と進展してし、く過渡期であることは、だれもが認めるところであります。このよう

な状況の中で、前回の質問に関連し、何点か質問をさせていただきたいと思います。そ

の事業を進めるためについての行政の手法についてであります。

1点目は、東町の区画整理事業の計画地内にある国有地の 3万4，500平米のその後の

国との交渉経過並びに進捗状況、及び総合体育館建設に向けての市の基本計画、 進みぐ

あいを再度お聞かせ願いたいと思います。

2点目に、同地区内にある都有地 1万4，000平米の件であります。東京都と協議を進

めていくとの先般の御回答をいただいてあるわけでありますが、 あわせて、この東京都

の話ぐあい等もお聞かせ願いたいと思います。

この 2点は、先般の 6月議会の関連のお答えということ でよ ろしくお願し、し、たします。

きて、今回の質問の本題であります。さまざまな地域開発事業を進めるに当たり、 基

本コンセプトを明確にして事業に取り組まなければ、よりよいまちづくりができないと

いうことは、だれもが理解するところでありますO また、現在の中央集中の税体制のも

と、しっかりした基本構想を持ち、国及び東京都の助成を受けられるような事業を計画

することが、市政の長としての責務であると考えますO

私たち日野市民は、日野市民であると同時に都税、国税を市税対比でおおよそ55対45

の割合で納めている東京都民であり、また日本国民であるわけであります。

このような観点に立ち、基本コンセプトの策定の件であります。先般の質問の中に、

都市整備部長のお答えで、 「日野市の基本コンセプトは、日野市市民憲章である」、こ

のような御回答をいただいてあるわけでありますが、日野市全体の基本コソセプト、そ

してまた、今計画されている事業ごとの部分、そしてまた、現在計画が全然なされてい

ない地域について、今後の構想等を、もう少し詳細に御説明をいただきたいと同時に、

現在、このコ γセプトはどのセクショ γで策定しているのか、あわせて御回答をいただ

きたいと思います。

2点目に、現在実施及び実施計画のある区画整理事業の手法の基本であります公有地、

いわゆる先買いの件でありますが、行政の中でどの部署でどんな手法で先買いを行って
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いるのか、また、その成果はどの程度なのか。あわせて、一つの区画整理事業をするに

当たり、公有地が十分な確保がされているのか、その点をあわせて御回答いただきたい。

以上でございます。

0副議長(福島敏雄君) 小川友一君の質問についての答弁を求めます。企画財政部長。

O企画財政部長(長谷川暢男君) 1点目の、前回の質問に関連 しての進捗状況という

ような ことについての御説明を申し上げたいと思います。

東町区画整理地域内の国有地の問題でございます。面積につきま しては、総体の3.4

ヘクタールが固有地ということでございます。この用地を含んでの東町区画整理地域内

というこ とに現状、範囲を決めているわけでございますが、その後の国有地の進捗状況

につきま しては、2ヘクタ ールを緑地、残り分について体育館構想を持っているわけで

ございますO 現在、国とその用地の買収に関係しての交渉等を進めておりますが、当然、

これはあ くまでも一定の区画整理地域内の決定等があるわけでございます。現在、国と

は緑地の関係を当面進めながら、その後の体育館用地、残り残地についての使用方法を

協議しているところでございます。なかなかまだ区画整理との関連もありますので、い

つかと いうよ うな提示はでき ないのが状況でございます。

以上でございます。

O副議長 (福島敏雄君) 都市整備部長。

0都市整備部長(前田雅夫君) それではお答えをいたしますO

まず、 1点目 の中の都有地、これは都営住宅用地を指しているんではないかと思いま

すが、 約 l万4，000平方メー トルあると いうことでございます。こ れは、現在東京都が

将来建てかえをするという 予定にな っており まして、空き家になっ たものはそのまま入

居させないでおると、そういう状況でございます。この土地利用につきましては、区画

整理の細かい計画の中で十分検討いたし まして、東京都の方にいろいろ要請をしていき

たいという ふうに考えております。

それか ら、大きな問題として 2番目でございますが、そのうちの、市が例えば大きな

プロジェ ク卜を区画整理を含めて行 う場合の基本コ ンセプト、そういうことでございま

すが、これは御承知のように、日野市には基本構想、があり、その基本構想、を受けまして、

基本計画を策定 しております。 さらにその基本計画を計画的に遂行するめに、実施をす

るために実施計画を策定をしております。当然この計画の中で大きな事業が位置づけら

れ、 実施されるということでございます。

それか ら、 2点目の先買いの件でございますけれども、区画整理事業の例で申し上げ
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ますと、まず区画整理の事業を進める上で、減歩緩和用地としてどれだけ必要か。それ

からさらには、まあこれは理想的なことになるわけでございますが、公共施設を整備す

る上でどの程度の用地が必要か。合わせますと当然、先買いに必要な面積が出るわけで

ございます。これらの数値につきましては、都市整備部及び区画整理の中で固めていく

わけでございます。

それで、この先買いの実現でございますが、説明会でありますとか、あるいは関係の

団体、これは農協等でございますけれども、情報の提供、それからさらには、この用地

取得につきましては、所管といたしまして総務部用地課が行っております。こういった

所に情報が集中をしてまいりますので、この積極的な用地の提供者を探すと同時に、そ

ういう情報をもとにしまして用地の先買いをしているということでございます。

この個人の用地を取得するというほかに、この区域内にある例えば都有地であります

とか国有地、こういったものも取得できれば、区画整理事業の推進が非常に円滑にいく

わけでございますので、そういう努力もしていると。例えば、万願寺第二でいし、ますと、

中央自動車道のそばに固有地がございます。こういったものを事業用地として取得でき

ないか、大蔵の方にも交渉をするとか、あるいは東町の中で申し上げますと、ただいま

企画財政部長から申し上げました留保地が約3.4ヘクタール、これが区画整理で換地を

いたしますと公園に約 2ヘクタール、それからあと体育館予定地として約1.3ヘクター

ルぐらいになるわけでございます。こういったものを計画的に取得することによりまし

て、先買いと同じような効果を持つということで、そういった手法も含めて努力をして

いるということでございます。

確保がどの程度行っているかということでございますが、万願寺につきましては、も

う事業も折り返しを過ぎておりまして、これは十分先買いが行われたと。今進めており

ます高幡につきましでも、先買いは一応、かなり到達をしております。高幡については、

さらに公共用地として確保できるようなそういう用地の確保もできている。豊田南につ

きましては、減歩緩和用地におおよそ必要な用地確保が可能になってきたという状況で

ございますo 西平山につきましては、先日も申し上げましたけれども、本年の12月6日

付で都市計画決定をし、これから事業認可をとるわけでございまして、事業認可をとる

までいろいろ市の方も努力をいたしまして先買いをし、事業に支障がないように務めて

まいりたいと、そういう状況でございます。その他の地域につきましては、これから事

業認可、計画決定等をとるわけでございますので、各方面の御理解なり、御協力をいた

だきまして、用地確保に務めていきたいというふに考えております。
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0副議長(福島敏雄君) 小川友一君。

04番(小川友一君) 部分的に御回答いただきました。

今、私の手元に東町の土地区画整理事業について、私、たまたま地元なもので、この

資料を持っておりますo その中で4番目に、この事業(区画整理事業)を進めて実現が

予定している主な公共施設、このような部分がございます。これを見ますと、道路とか

下水道とか公園とか、児童公園、地区公園、こういうふうなものが公共施設として実現

する施設だ、というふうなことが書いてあるわけであります。私は、この程度の施設を

つくるのであれば、組合施行の区画整理事業でもできることであって、市が市施行とし

て行う事業としては余りにもお組末ではないか、こんな感を強くするわけであります。

引き続きまして、基本コンセプトの件でありますけれども、いわゆるまちづくりのテー

マということでここに明記されているわけでありますが、 「緑と水につつまれた、うる

おいと健康のまちJとこう記されているわけであります。

先般、この説明会に私もちょっと出席させていただいていたわけであります。そのと

き、日野市の方の説明の中に、水と緑は、これは多摩川だ。そして自然と触れ合いので

きるスポーツのまち、これは市民の森・スポーツ公園だ。このような御説明をなされて

いたわけでありますけれども、基本的にこの基本コ γセプトというものは、この事業に

よってできるものを、どういうふうなまちづくりにしょうかということが、このまちづ

くりのテーマであって、現在多摩川も、もう今あるわけでありますし、市民の森・スポー

ツ公園も、もう現在できているわけであります。そうしますと、この区画整理事業によっ

てできる公共施設は、どんなものだろうと疑問を感じたところであります。

私は常日ごろから、皆さんも高齢化社会を迎えてJ、こういうふうな言葉がよく耳に

されます。そのような状況で、今現在、日野市がどのような施策を具体的にとっている

のかというふうな感を感じたときに、先般、ちょっと資料をひもといていました。そう

しましたら、東京都でこんな要綱がちょっと載っておりました。これからの高齢化社会

を迎えるに当たって、高齢化社会対応型まちづくりをこのようにつくったらいいのでは

ないか、というふうな構想をちょっと見てみました。新市街地での、また既成市街地で

の総合的なまちづくりというふうな形で、その地域の特殊性を十分に生かした施策がと

られているように拝見しました。

これからの開発事業は、将来に向けての新しい日野の創造をしていくために、もう少

し事業に対しての工夫が必要だ、このように思うわけでありますけれども、再度、その

辺で御答弁等ありましたら、お聞かせ願いたいと思います。
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0副議長(福島敏雄君) 再質問についての答弁を求めますO 都市整備部長。

O都市整備部長(前田雅夫君) 区画整理を行うときには、必ず現状の調査等からスター

トするわけでございます。専門的な言葉になりますけれども、 A調査、 B調査を踏まえ

まして区画整理の事業計画を立てるということでございます。

このA調査について、若干申し上げますと、この中には、まず二つございまして、一

つは調査環境評価という項目がございます。この中で広域的な条件調査でありますとか、

あるいは地域の実態調査、あるいは市街地の環境評価、こういったものをまず調査し、

またベースにするわけでございます。こういったものを踏まえまして、いわゆる区画整

理の基本構想を立てるわけでございますO この基本構想、には、基本方針とそれから人口

及び諸施策の配置構想、実現方策の検討ということになるわけでございます。これらの

基本構想、を固めるには、当然のことながら日野市の基本構想なり、基本計画を踏まえて、

事業を固めていくということになるわけでございます。

それで、例えば東町で申し上げますと、その地域の生活環境、あるいは業務なり商業

の発展をどうするか。それから市全体から見て、この東町地域をどう整備開発をするか、

保全をするか、そういうことになるわけでございます。

また、一方、御質問にございましたように、高齢化社会を想定をしたまちづくりとい

うお話もございました。教育の中で生涯教育という言葉が前から叫ばれ、また現在もさ

らに重要視されておりますけれども、まちづくりもまさに、赤ちゃんからお年寄りまで、

そういったものを考慮、いたしまして、生活しやすいまちづくりをしなきゃいけないとい

うふうに基本的には考えておりますO 事業の中でそういう点を踏まえて、施設計画等い

ろいろ考えていきたいといふうに考えております。

0副議長(福島敏雄君) 小川友一君。

04番(小)11友一君) 今、部長より御回答いただきました。先般、我が会派の土方議

員からも御指摘があったように思います。基本的に今、日野のまちでは、さまざまな地

区で区画整理や、地域開発事業が計画されているわけでありまして、もう少しこの事業

に対する執行体制をもう一度確立し直す時期ではないか、このような指摘が昨日、行わ

れました。市長さんの御回答を開いており ましたら、大変前向きな御回答で、執行体制

は大変大切であるので、これから考えてし、く、というふうな御回答をきのう、耳にしま

した。現実的に今、所轄の都市計画部で執行体制一一私はこの質問の本題にさせていた

だきました企画室というものは、あくまでも仮称でございますけれども一一執行体制を

進めていく中で、何らかの形で一つの事業に対するセクションを置いていただきたい、
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このような提言をさせていただきたいと思って、この質問を取り上げさせていただL、た

わけでありますが、その点、関連の部長さんはどのようなお考えを持っていらっしゃる

のか、再度お聞かせ願いたいと思います。

0副議長(福島敏雄君) 答弁を求めます。都市整備部長。

0都市整備部長(前田雅夫君) 都市整備という仕事の中には、ある意味では将来の日

野市の基盤整備を行うということで、企画的な業務も当然含まれているわけでございま

すO 若干、私見になりますけれども、国の財政が厳しくなり、行財政改革が叫ばれたわ

けでございますO この中で私ども仲間が集まりまして、将来に危倶したことは一つござ

います。

これは、 今企画という話が出ましたけれども、やはりまちづくり、これはソフト、ハー

ドを含めまして将来計画なり、将来構想、を踏ま えて現時点で実施しなきゃならないとい

うことは、もう 当然のことでございます。それを考えたときに、いろいろ財政の効率化

とか、いろいろそういうものは十分承知はしておりますけれども、いわゆる計画、企画

部門の縮小とし、し、ますか、後退なり停滞というのは、将来の市の発展にかなり大きな影

響を及ぼすんではないか、そういう結論でございます。そうは言いましても、今の社会

経済情勢を考えますと、潤沢な執行体制を持つとい うことは許されないわけでございま

して、将来にわたりましてそういう禍根が残らないようなものを現体制の中で、現精力

の中で知恵を絞ってやっていきたい、そういう感じを持っている次第でございますo

0副議長(福島敏雄君) 小川友一君。

04番(小川友一君) ちょっ と不満でありますけれども 、執行体制の強化、体制を整

え直して、私が今述べさせていただいたような将来計画を持てるよう なまちづくりに取

り組んでいただきたい。部長からのお話もありましたけれども、これからのハード行政

は、ソフトの部分としっかりと組み合わせながら計画をしていかないと、市長の大変好

きなソフトの部分が、何となく不合理で使いにくいものができてしまうのではないか。

せっかく施設をつくっても、市民から利用きれなかったり、利用しにくいものができ上

がることも予想されますので、もう少しコンセプ卜並びに執行体制の強化に努めていた

だきたい、このように思います。

引き続きまして、用地の先買いの件であります。今私が述べさせていただいたような

いろいろなさまざまな公共施設、事業に基づいてでき上がる複合施設等の建設に当たっ

ては、どうしても減歩だけではこのような事業は、多分できないと思うわけであります。

当然、先買い用地、公有地を持った形で事業に取り組まなければ、私が今まで言ったよ
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うなものができ上がってこない状況の中で、先般、日野市で先買いをしている状況の中

で、国土法という一つの法律が現在あるわけでありますけれども、この国土法というも

のは、あくまでも地方自治体が中心に、その地方自治体の中で取引される不動産の価格

を調整していく法律であると、私は考えているわけでありますけれども、先般、こんな

実例が私のところに、耳に入ったわけでありますが、日野市に仲介業者が、国土法の申

請を売主さんと買主さんの名前を明記して出したO そうしましたらたまたまその場所が、

ちょうど区画整理事業地で日野市でも大変欲しい土地だったそうであります。そうしま

したところ、市の職員の方がその業者に、この土地は公共事業として大変いし、土地であ

るから、日野市の方に譲っていただけないか、こんなお話をしたそうであります。その

業者の方も、公共事業のためになるのでは、ということで、一生懸命奔走して、日野市

の方に買い上げていただいた、このような経過があったそうでございます。

私は、この件についてでありますけれども、公共事業を進めるために日野市が行った

行為であることに対しては、何の不満もないわけでありますけれども、それでは、では

その土地を買いたいとして日野市に国土法申請した方の身になった場合、どうでしょう。

この土地が何らかの活用で欲しいということで日野市に出した。そうしたら、いつの聞

にか日野市に買われちゃった。何か買いたい人にとっては、不満が残っていくのではな

いか、こういうふうに思うわけでありますけれども、先般、私の顧問弁護士さんにこの

件を相談させていただきましたO いや、公共事業の優先、また公共事業としての必要性

の度合いにもよるけれども、これは一つには、行政サイドの国土法という法律を乱用し

ているのではないか、こんなような弁護士さんのお話であったわけで、ありますけれども、

当然公共事業の優先、また事業に協力するというふうな形では、私はこの問題に対して

は強くは触れたくないわけでありますけれども、その辺、行政サイドの見解等をちょっ

とお聞かせ願えればと思っております。

あわせて事実関係等も、御回答いただきたいと思います。

O副議長(福島敏雄君) 答弁を求めます。総務部長。

0総務部長(藤浪竜徳君) ただいまの御質問でございますけれども、事例については

ちょっと聞いておりませんけれども、あくまでも過去にはそういった例はございます。

その場合には、やはり買主それから売主の了解を得た上で、の取引というふうに聞いてお

ります。

以上です。

O副議長(福島敏雄君) 小川友一君。
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04番(小川友一君) この問題は、今回の主たる質問ではございませんので、後日改

めて私もゆっくり相談して、また改めた形で質問をさせていただきたい、 この ように思

いますo

今、公有地、要するに先買いの問題でありますけれども、さまざまなそのような問題

がこれから先起きないために、またこれから先いろんな事業を、複合施設をつくってい

くようなことにするためには、どうしても公有地、先買い用地が必要なことは皆さんわ

かっているわけでありますので、私はこのように考えたので、あります。市の職員の方が

一生懸命地主さんのところへ、この土地を日野市に売っていただけないかということで

多分歩いていると思うわけでありますけれども、そういうふうなものは専門家、プロフェツ

ショナル、いわゆる不動産の業界の方に委託して、何らかの委託する経費を払ってこの

用地の買収に協力していただいたらば、よりよい情報が得られて、も っとすっきりした

形で公有地の確保ができるのではないか。私も以前、何年か前に取引主任者の資格を取っ

た経過もあります。

今まで日野市では、日野市で買収する際に、 業者には手数料は払っていなかったよう

でありますし、なかなかいいものが出れば、業者の人はどうしても手数料、お金になる

所へ持っていくし、また日野市で手数料でも払っていただく、また何らかの形で一つの

要綱をつく って、その業者に利益を与えるようであれば、 業者の人も多分、これは日野

市に持っていって買っていただこう、こういうような ことで情報の世界で生きている業

者の方は一生懸命、いい土地を持ってくるのではないか。こ のように私自身で感じたわ

けであります。

そんなことを感じていた際に、ちょっとその業界の人とお会いしましたら、ことしの

6月に東京都宅地建物取引協会(社団法人)南多摩支部の支部長が森田市長さんあてに、

「これからの公共用地買収にかかわる仲介手数料の支払いについて」という陳情書を何

か市長さんの方にお出しした、このようなお話を聞きました。もしよかったら、そのコ

ピーをいただけないかということで、このコピーが私の手元にあるわけであり ますけれ

ども、そうしましたらその添付書類の中に、足立区の土地開発公社と足立区の多分地域

の東京都宅地建物取引協会の支部長さんと、一つの要綱をまとめて締結されている経過

もあ るわけであります。こんなことを加味して、将来の日野市のまちづくりをよりよい

ものにするために、公有地の確保に努力していただきたいと思うし、またこういうふう

な業界の方ともしっかりタッグを組んで、官民一体となった地域の開発事業に取り組ん

ていただきたいと思うわけであります。
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最後に、この業界から出されている要望書に対して、市長さんの御回答をいただきた

い、このように思います。

O;IJ議長(福島敏雄君) 答弁を求めますO 市長。

O市長(森田喜美男君) 公共用地の取得の仕方で、これまでは地主さんというのが日

野市の場合は大多数の場合、従来の農業をしておられた方という事情もありますし、事

前の公共用地取得に今まで業界の方の手を煩わせたということは、表向きにはなかった

わけであります。先般、そのような要綱があるというお話も承知しておりますので、今

は検討中という状況であります。なかなか今日、土地の取引ということは非常に困難で

もありますが、専門家の意見ということも、価格の設定等には仕組みもできております。

東京都その他の公共団体でも、業者にある程度依頼をしたり、また業者の情報が取引の

動機になったというようなことも十分あり得るだろうと思っておりますので、そのあた

りのところを十分検討してみたいと、このように考えます。

0副議長(福島敏雄君) 小川友一君。

04番(小川友一君) どうもありがとうございました。

日野市のまちづくりの全般のベースとなる部分で今回質問をさせていただきました。

私は、ことしり 2月に市議選にチャレンジした際に、日野のまちの基盤整備の改革を訴

え続けて市政に上がってきた一人でございますので、どちらかというとハードの部分で

これからもやっていきたいと思います。本日は、どうもありがとうございました。

0副議長(福島敏雄君) これをもって13の2、地域開発事業は基本コンセプトを明確

にし、企画室の新設について問うの質問を終わりますO

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異

議ありませんか。

( i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長(福島敏雄君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

午後 0時 7分休憩

午後 1時18分再開

0副議長(福島敏雄君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

一般質問14の 1、浅川公共施設建設計画についての通告質問者、夏井明男君の質問を

許します。

(22番議員登壇3

022番(夏井明男君) それでは 1問自の質問について、特に市長からお話を受けたい
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と思います。

いわ.ゆるこの浅川公会堂の建設につきましては、過去に鎌野議員からも一般質問があ

りましたし、また文教委員会でかなり質疑もされましたし、今般の行政報告の中でもか

なり各議員の方より質疑がなされまして、実態、もかなり明らかになったところでありま

す。私があえてここ でまた一般質問として提起しておりますのは、昨日 の福島敏雄議員

からもお話がありましたが、この事業計画がかなり幅の広い層の方から支持をされてい

る計画なのかどうかということについて、多くの疑問点があ りますo 私も何回か質疑を

させていただきま したし、 答弁も いただ きましたが、内容についても大きな不安があり

ます。市立病院につき ましては、約100億と いう 金額の大事業というお話もありますが、

この計画も42億の事業ということで、かなり事業としては大きい事業の一つに入るかと

思い ます。

それで、現在この建設計画につきましでも、予算上では設計費も計上されてお りまし

て、 来年の3月までの執行ということを見ますと、かなり現在の時点では重要な時期に

差しかかっているのではないかという ことで質問させていただくわけであります。

現在までのと ころ、こ の施設がどうして必要なのかということを、市の方から説明を

受けまして、合理的な根拠を何かと いうこ とを質問をさせていただきましたが、はっ き

りいたしておりませんo 一つは、 600席の中規模ホールを願う市民層の存在がある とい

う指摘があ りますが、この中身についても明確ではないと思いますO さらに、これは前

回の文教委員会のときのお話ですが、 社会教育委員会の答申の中にも過去に、中規模程

度のも のが必要であるという根拠があります、という根拠が挙げられておりますO さら

にこれは、 決算委員会の中での市長の答弁でありますが、市の長期計画、実施計画の中

で、特に強い市民要望があれば、それを十分に市の中に取り入れる柔軟性が必要ではな

いか。既に決まった計画をそのまま転がしていく ということだけではなく、そのときど

きの状況に合わせて、 柔軟な市の政策を展開 していく のも重要なー視点である、という

お話がありました。

それ以上の具体的なお話がない ところであ ります。今回、なぜ、あそこの地域に中規模

ホールの施設が必要なのか。特に600前後のものが必要なのか、この点のお話を承りた

いと思います。

これは請願で採択されましたけれども、 600席のホールにこだわらないでやってほし

いという 請願か採択されたわけでありますが、過日の助役のお話によりましても、大規

模ホール、 いわゆる市民会館の1，100ホール、さらに七生公会堂、市民会館の小ホール
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の中規模程度のものは基本的な骨格としては維持しているんだ、という答弁がなされて

おります。そうしますと、やはり600から700という線が出てくるわけでありますので、

なぜそこまでして固守をされるのか、その合理的な根拠をつぶさに提示をしていただき

たいというふうに思います。

以上ですo

O副議長(福島敏雄君)

O市長(森田喜美男君)

夏井明男君の質問についての答弁を求めますo 市長。

いわゆる万願寺区画整理事業に幸いに市の公共施設用地に使

える適地があるということが一つの動機になるわけで、ありますが、その提案は昨年、議

会の承諾を得て用地を確保しであるわけであります。したがって、用地を確保したらそ

の次には施設をつくると、こういう段階に進むのが普通でありますから、私どもの頭の

中では、もう用地を確保し、その用地を何に使うかと。複合文化施設に使いたいという

考えです、ということはもう、順を追って説明をしてきたというふうに考えております。

また、複合文化施設がなぜ必要かということにつきましては、これもいわゆる、余暇

時代を迎え、市民に日常的に生活の中で文化やスポーツやレクリェーショ γのそういう

場所とそれから機会を提供すると。それによって市民自身で大いに文化活動、スポーツ

活動、あるいはレクリェーション活動していただく必要のあるそういう時代であるとい

う認識は、どなたも私は異論のないところだと思っております。

したがって、大きな区画整理事業を行い、一つの南西のシンボルとして、特に万願寺

区画整理地域は、日野市の東西の、あるいは南北の一つの要衝にも当たる場所でありま

すので、極めて私は位置としても適当だろう、このように感じております。

それで昨年、いろんな形で市の既設の、いわゆる地区セ γターから始まって市民会館

までの関係施設のネットワーク化ということも点検をいたしまして、今後、中規模施設

を何カ所かつくっていく順序に入るというふうにもお答えをしておりますし、それが区

画整理の一つの完成のモニュメ γ ト、一様のモニュメントという位置づけも、別の意味

ではできるんではなかろうか、というふうに申し上けYこと思っております。 この庁舎

のわきにあります市民会館のできます際にも、いろいろ御意見がありました。もっと大

きく 1，500規模ぐらいにやれという御意見もありましたし、それから私どもは、 1，000席

をひとつ標準として考えたい、このように説明をさせていただきまして、地形の、ある

いは地積の活用ということの一つの限度といたしまして現在の建物が一応できて、いろ

んな意味でお役に立っていると、こういうふうに認めておりますO 日野市が今まで、町

制合併以来、だんだんと人口もふえ、都市化の中で近代、今日を迎えておるわけであり
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まして、南部の公共施設につきまして、かつて七生公会堂、あるいは図書館、それに市

民体育館、これらを南部地域に対します当面の公共施設ということで一つのバランスを

とってきたということも、お話をさせていただきました。

また、この事業を組む順序といたしまして、やっぱり用地がまず先に立つわけであり

ますから、そのまず用地を確保し、いわゆる複合文化施設の今後に対する考え方といた

しまして、中規模ホールというものを市民の方々のいろんな活動の場として必要だとい

うふうにも言われておりますので、そこで中規模ホールということが思い立つてのまた

一つの目標になるというふうに考えております。日野市が考えます中規模ホールといい

ますと、既存のものの中間のホールと。したがって、今までも申し上げておりますとお

り、 600を中心とするプラスマイナスの範囲ではなかろうか、ということでありまして、

何か大変唐突なことを持ち出して、それに執着しているというふうにとられておるとす

れば、私どもの説明の至らない点でありまして、突然出せば唐突ということになります

し、バランスが崩れれば奇異ということで、チェックを受けるのは大いに結構でござい

ますけれど、全くそういう考え方の一定の経過を経た路線の上にあるということであり

ますので、根拠というのはそういうことである、というふうにお答えをいたします。

それから、市民の多数から支持されているかということは、これは要望があるという

ことは、支持されるということでよろしいんではないかと思っております。

そのことが何かまちづくりに大きく不安を与える。今、 42億という金額のことを言わ

れておりますけれど、金額のことはまだ積算をいたしておりません。なるべく経費を財

源の能力の範囲にとどめて、そして内容のし、いものをつくっていくということは当たり

前のことでありますから、そのように考えたいと思っております。

伴う、つまり一機能ー施設ということは、なかなか無理でありますので、いわゆる複

合目的とか多目的とかいう形で公共施設のことを考えるということにも御理解がいただ

けるものと、このように思っております。まあ、十分でないかもしれませんが、細かく

問われるんでありましたら、お答えをしていきたいと思います。

0副議長(福島敏雄君) 夏井明男君。

022番(夏井明男君) 今のお話は、従来説明を受けてきた範囲を超えないわけです。

もう少し内容について、何回もお聞きしているところですが、それについて私は、答弁

不能ではないかというふうに思っております。特にこの件につきましては、事業を進め

るに当たりましては、結局、議会の予算承認という場が出てまいります。その前の段階

で、どの辺まで理解が届くかということで質問させていただいているわけですので、そ
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の中身についての疑義についてもう少しお話を承りたいと思います。

この設計費の予算計上のときには、議会で承認をされているということでありますが、

その議会の承認の中では、今まさに市長がおっしゃったように、生涯学習の観点、それ

から複合施設の観点ということが、一つの大きな柱にな っております。この議会承認の

中で600席か700席かということについては、議会の中でも議論は全くされておりません

し、計画の中身についても、これからであるという ことで、議論の組上にはのっており

ません。で、過日の請願の全会一致、採択された内容は、要するに生涯学習のために、

また複合施設として600から700席のまさに固定いすのホールというものが必要なんだろ

うかという大きな疑問の中から出された請願で、ありました。私もその観点から見ますと、

なぜ初めに600とか700とか、さらには固定いすというふうな言葉が先にあるのか、その

辺が非常に疑問でありました。

さらにお尋ねしますが、ですから議会の承認があったからというのは、その計画の中

身についてまで、議会はどうぞ、おゃんなさいと。 600から700でおゃんなさいというふ

うなことについてまでの承認ではなかったというふうに思います。

それから、今市長の方からも、用地取得に際しての名目ということで、これは使用実

績の中にも明示、明言されているところでありますが、生涯学習のための施設をつくる

ための用地取得ということであります。そうしますと、生涯学習のための施設、さらに

は複合施設というふうな考え方から立つと、なぜそれが600席のホールになってくるの

か、なぜそういうふうになるのか、その過程が欠落をいたしております。今までの部長

の方、助役からも何らその点については説明がなされており ません。これをもう少し具

体的にお話をしていただきたいと思います。

以上、お願いいたします。

0副議長(福島敏雄君) 答弁を求めます。市長。

0市長(森田喜美男君) 先ほども申し述べましたが、日野市で既設の施設のことを標

準にとりながら、一つのまた中央ということで考えます場合には、既設のものの規模や

能力のやっぱり真ん中どころというのが、私は自然に推理されるものだというふうに思っ

ておりまして、その数に単純計算をすれば、そういう数字が出るわけでありまして、そ

のあたりが標準だろうということでありますから、何回も言いますように、理由が、な

お市民により使いいいということがもちろん大切でありますから、プラスマイナスは当

然のことだというふうにお答えをしております。

また、土地の用途や、それから建築基準法の制限もございますから、一方には駐車場
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のことも合わせ考えなければなりません。そういうことで、設計の上でそれは無理だと

いうことであるならば、また当然それなりの、無理でない方法を考えなければならない

わけでありますから、何か根拠、根拠というふうにおっしゃられる御質問には何回も お

答えしておりますとおり 、そういう考え方で成り立たせておるということでありますか

ら、なおそれにあくまでも固執をしてということは、伴っておりませんO できることは

やっぱ りやらな きゃ なりませんので、私どもの考え るのが、つまり600という数で問わ

れるからお答えをしておるということでありまして、そのことは物理的に、いわゆる建

築法規の上でクリアできるかど うか、こ のことと また合わせ考えなければならない。な

るべ くならば駐車場も広くとりたい、 こう いう ことも合わせ考え、これがこれからの調

査に入る内容だ と、 このよ うに思ってお りますO

0副議長(福島敏雄君) 夏井明男君。

022番(夏井明男君) 市長 も、 中規模の程度のものが日野市の全体的な文化活動の中

では必要ではなし、かとい う、むしろ自明の理ではないかというお話のように聞こ えるん

ですが、特にその点で問題にいたしますのは、これは過日 の行政報告の中で、浅川公会

堂建設計画の素案という ことで資料配布をさ れた ところであり ますが、こ の中の 2ペー

ジのところでも、ホールということで 1600席前後」 という ふう に書かれた内容になっ

ております。そ うしますと、いわゆる公民館を利用されてい る方々のさまざまな団体の

中で、いわゆる生涯学習を踏まえての複合施設の展開という ことを理念的に持ってくれ

ば、 600という考え方は固守をしないでそれにふさわしいもので展開をしてほしい、と

いう請願でありました。

これは、特に600席にこだわらないで、という附帯意見 もつけて、さらに全会一致で

採択をされたと ころでありますが、それが、これは名古屋先生の言葉ではありませんが、

議会は議会としてどうぞおやりなさいと、我々はこの道を行きます、というふう な態度

のように見えるわけであります。何もこの案について市長の失政を追及して、 こうだあ

あだという ふうな議論ではなくて、これか らの話ですので、その辺、十分意見を取り

れていただきたい。

取り入れる作業が庁内においての、庁内の検討委員会の過程の中でも、それは十分に

なされて きたのであろうかということが、非常に疑問であり ます。特に問題になります

のは、これは前回の文教委員会でも明らかになったとこ ろでありま すが、いわゆる600

のものを固守してここに建物を建てた場合には、いわゆ る複合施設の呈をなさないんで、

はないかという有力な意見があります。で、との点についての、そうではないんだとい
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う明示がありません。その辺を、これは非常に出しにくいのかもしれませんが、 600で

とるとほかの複合的な用をなさないという、それはなすんだというですね、根拠を特に

示していただきたい。複合的な要素を加味して、さまざまな年齢層の方、それからさま

ざまな文化活動されている方の利用がなされないということであれば、これは複合的な

意味をなしませんし、わざわざ生涯学習という言葉をつけた意味もなしません。ですか

ら、これをとることによって、複合的な形態をなすんであろうかということを、なすの

だということの理由をここでお話をしていただきたい。特に市では建築設計部を持って

おりますから、また従来の建物も手がけてきておりますので、あそこの地域でそのよう

な公共施設を持った場合には、ほかの機能的なものはどうだということは、私は予測が

十分つくと思います。この辺が従来、明確な答弁がなされておりませんので、この点を

特にお聞きをしたいと思います。

さらに、私は申し上げておりますが、あそこの地域は、長期的に見ればどうかという、

長期的に考えてほしいという議論もあるわけですが、現在のあの交通の便の問題、それ

から人口の流れの問題、それから現在市民会館が使われている現状、使っている方の文

化団体の層、さまざまな角度からいいますと、私は市民会館が大は小を兼ねるというこ

とで、 600から700人の方の観客席であれば、市民会館の大ホールで十分機能し得るとい

うことを提示しております。その辺についての明確な答弁もありませんO この点、どの

ようにお考えになっているか、お尋ねをしたいと思います。

さらに、これは社会教育部長になると思いますが、庁内においてこの建物についての

検討をされる委員会がつくられて、委員長として仕事をされてきたわけですが、特に文

教委員会の中でも名古屋委員の方から600というのを、要するに可動式のような形で複

合施設というふうな機能を強化できるかどうかということも、案として示されていると

ころでありますので、その辺を御答弁は、これは部長の方からいただきたし、と思います。

以上です。

O副議長(福島敏雄君) 答弁を求めます。市長。

0市長(森田喜美男君) 何回も申し上げますけれど、 1機能 1施設ということは、場

所のこともありますし、経費のこともありますので、そこで複合的に役立つ機能を持つ、

そういうものを思い立つわけでありまして、その複合という意味のその度合いとか割合

というのは、いろいろあると思っておりますけれど、これからの市民生活、市民の文化

活動の場を提供するという意味では、人口規模のこともあります。各階層のそれぞれの

活動の十分間に合うという状態に達成することが最終目標だと言ってよいと思います。
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そういうことの発想でこの事業に取り組んでおるわけでありますから、何か既に大きな

骨格を決めてということではありませんが、先般、楽屋がなるべく小さくとか書いてあっ

たとかいっ之、御指摘がありました。楽屋機能ということも大切だと思いますから、な

るべく小さくでない方がし、し、に決まっておりますけれど、 全体の容積率等の中で、バラン

スをとって、しかも複合的に役立つ、そういうことが一番 目指すところでありまして、

かねて申し上げておりますけれど、市内にそのような施設をだんだん普及させることに

よって、将来の生涯学習時代に対応できるハー ドな施設と、それから中身の豊なメニュー

の提供だ、というふうに申し上げておる ところでございまして、 私自身も、 この内部構

造につき ましては、これから調査段階に入るという ことも ありますが、駐車場をなるべ

く潤沢にと らなきゃならないという こと、 それから容積率が決まっておるわけですから、

それをいかに有効に構造を考えるかとい うことにな ると思っておりますから、それから

先のと ころは建設なり、それから事業を組む部局に預けたい、 このように考えておりま

す。

0副議長(福島敏雄君) 社会教育部長。

0社会教育部長(坂本金雄君) 委員会のお尋ねでございますけれども、 文化スポーツ

行政推進本部の事務局長を兼任 してやっております。今までに この推進委員会は、本部

会を 3回、それか ら幹事会を2回、並びに小委員会を3回ほど繰り返 してまいりました。

御質問の ように、 600席の客席の問題、それから駐車場の問題、この二つが大き な問題

でございまして、 600席の客席を固定式にするか可動式にするか、 駐車場を敷地の中に

とるか、 それとも敷地の外に考えるか、 こう いう ことによって、600席のホール以外の

占めるスペースがかなり違ってまいります。もちろん、 こう いう面につ きましでも、そ

れぞれのケースで考えられるように、 建築家の方にお願いをしているところでございま

す。

0副議長(福島敏雄君) 夏井明男君。

022番(夏井明男君) 今の市長のお話でも、まだよくわからないわけです。 600席の

ホールが必要だということが、現状の時点で言えると。長期的には言えるというお話で

あります。 またメ ニュー も豊富に用意をしておいた方がいいというお話であります。私

もメニュ ーを多 く用意をしておくということは、それは賛成ですけれども、この大きな

金額をどういう 市民全体の中で投入をしていくかという重要な要素が絡んでおります。

人によ っては、何も600席のホールをつくることはない。市民会館で十分ではないか。

市民会館が果たせない理由というのは何だろうか。なぜ第 2市民会館までつくる必要が
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あるのか、という議論に対しては、私は説明ができませんo 600人、 700人の方が、生涯

学習ということでお集いになって、そこで行事を催される。これは十分可能ですし、何

も600のぎりぎりの所にそれをつくって、生涯学習の複合施設でございます、といって

も、私は市民の方に合理的な説明が全くできませんO 長期的には一ーというこ之は、 30

年、 50年、 100年後という意味なのかもしれませんが、そのときには、それは有効な形

として市民の方に利用していただきます、というふ うに私が話をしても、市民の方も納

得をしないと思うんで、すO

で、今市長の方で、市民の要望があるのは、 これは当然でありますと。 市民の要望が

あるから多数だということには、私はならないと思うんですが、さまざまな市民要望の

中で、どのようにそれを整合させていくかという重要な過程があるわけですが、 今回の

この計画の中身については、なぜ600のホールが生涯学習の複合施設なのかとい うこと

の説明がなされていないとい うこ とと、 それについての、も しも必要ならば、 大規模の

いわゆる市民会館を利用されている利用者層の問題、七生公会堂、市民会館の小ホール

を利用されている方の問題の中で、なぜ700規模のものがあそこ の地域に必要なのか。

その辺の調査、またさまざまな角度からの検討、検証、ア ソケー ト調査がなされていな

いというふうに思います。

この市民会館が建てられましたときには、もう 全会こぞって、 建てなければいけない

ということでやってきた経緯があります。こ の中身については、少々議論が、市長のお

話のとおりあったわけで、すが、それにしても、もうグローパルな意思として、それがあっ

たわけであります。また、過日開園をしてお ります浅川苑の特養ホームにつきましでも、

ぜひ日野の市内の中につくらなければいけないということ がありました。こ の機構につ

いては、私は異論を持っておりますが、 それをつく らなければいけないという ことは、

あったわけであります。今回の この中身については、ぜひあそこに600から700のホール

をつくらなければいけないとい うものは、私は声として上がってきていないというふう

に見ております。

ですから、この問題は、とれからも大きな問題として私は尾を引くと思いますが、 な

ぜここでこれを急がれるのか。複合的な施設として可能性があるのかないのかも明確で

はありません。今のお話ですと、用途地域の問題、駐車場を外に置くのか、内に置 くの

かという問題、さまざまに絡んでいて、かな り浮動的な要素があるということですけれ

ども、ここに600前後とするということは、それを優先させてやっていくという ふう に、

要するに議会の意思を無視をして、進めていくという ふうにしか読めないわけでありま
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すO ですから、それはそれなりの合理的な理由を、職員定数の増のときではあり ません

が、ふんだんな資料を提供して、私は提示すべきではないかとい うふうに思います。

また、急、j阜、 これは出てきた問題で、はないというお話ですが、事実の経過は、生涯学

習、 複合施設という観点から見れば、これは長期計画の中に もあり ます。しかし、その

中で具体的な構想と して、あの地域に必要であるとい うふうなこ とにはならなかったは

ずですし、また実施計画の用途、土地取得につきま しでも、その辺の指摘はなかったと

いうふうに私は記憶をいたしており ますO 今の市長のお話ですと、 十分、 中規模ホール

が必要だ というこ とを口を酸っぱいほどにして説明しているではないか、というふうに

言われている ようでありますが、先ほども何回も申し上げたとおり 、なぜ600が必要な

のか という ことが、説明をされていない。私は思い ます。その裏づけになる大と小と真

ん中がだから必要ですとい うのは、これは感覚的にはわか りますが、それが実際、 四十

数億のお金を投入をして、現在の この時点で、あの地域につくる必要性というのは、合

理的な理由はど こまであるのかとい うこと が、私にははっきりいた しておりません。

ですから、先日の福島敏雄議員か らもお話があったとおり、あそこ の場所でなく て違

う場所に、とし、う構想、さらには、楽屋が最小限で使われるという ことは機能的に無理

だ、というふうな議論も出ているほどであります。実際、 楽屋を最小限にいたしますと、

これは実際に使われている方、今の市民会館もそうであり ますが、 ふんだんにそれに付

随する機能的な ものを設けないと 、こ の600的なも のも十分に市民の方から利用が無理

だとい う声も上がってい るほ どであ ります。これについての検証も私はな されていない

とい うふうに思います。その辺を含めて、市長のお話を承 りたい。

特に私は、 単に欠点を指摘をして、だからこうだとい うふ うな議論ではありませんで、

これは来年の予算委員会の中で、当然また、この議論が出てくるわけであります。そう

であれば、やはり今ここで、ああ、なるほど と、 私の方の意見が間違っていた、とい う

ふうな説得の材料を既に私は提示されるのが当然であろうと思います。今の説明だけで

は、 一市民の方に対 して、 先ほど申 し上けγこ疑問点、指摘に対しては、市長が市民の要

望とい うことで建てました。それ以上私どもは、あ りませんという ふうな答えしかでき

ないわけであり ます。既に市民会館の利用率、かなりこれはほかの市町村から比べます

と、 担当の方の努力 もありま して、かなり利用率を高めておりますが、しかし、それだ

からとい って、 生涯学習、複合的なものの集まりとして、 あの1，100のホールをこれか

らも使うこと は、 私は十分に可能な時間もありますし、 可能なところでもあると思いま

す。そう いう点を含めて、市長のお話を承りたいと思います。
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0副議長(福島敏雄君) 市長。

0市長(森田喜美男君) これ以上加える説明と申しましょうか、私の頭の中にはない

わけでありますけれど、なお描いておりますのは、日野市のあらゆる公共施設、集会に

おける市民施設等をこれからフルにいろんな形で、使っていただく。そのまたこの浅川公

会堂の場合も、一拠点になる。こういう将来像を描きながら、これからの地域社会の市

民がみずから文化やスポーツやレクリェーションに活躍をされる、そういう条件づくり

をしようということでありますので、その科学的な席数を決める根拠というふうなこと

は、なかなかとりがたい思いますO やっぱり一般論になるかもしれませんけれど、全体

の将来像を把握しながら、一つ一つの事業を遂行していくことではなかろうかと思って

おるわけでありまして、たまたま区画整理が半ばを終え、用地の確保ができ、しかも日

野市の東の方に当たる大切な地域でもありますし、将来はまた御承知のとおりの浅川左

岸のバイパス道路もできると。そのバイパス道路に並べて 3カ所ぐらいを設けるという

のが、今まで申しております、あとは豊田、西平山になるでしょうということでありま

して、今までの事業は用地の確保こそ、一つの事業の可能性を決定するというふうにも

言えると思っておりますので、ぜひ御理解をいただきたいものだと思っております。

ただまあ、もっともっと市民の意識を調べればし、し、ということでありましたら、それ

なりの手だてもやっていきたいと思っております。

0副議長(福島敏雄君) 夏井明男君。

022番(夏井明男君) 今、市長の方から、市民の方の声もさらに聞く作業も進めてい

きたいということでありますが、ぜひお願いをしたいと思いますO

科学的な検証として、市民のニーズをどういうふうにとらえるかということは難しい

問題だというお話でありますが、過去の日野の大きな行政の展開を見ていきますと、そ

の前のアンケート調査ですとか、市民相談から上がってきている問題ですとか、さまざ

まな調査事項の中から日野市で必要なもの、日野市で特に住んでよかったと思われるも

のは何ですかとか、これから何が不足をしていますか、というふうな問いかけの中でも、

かなり市民要望というものが浮かび上がっております。その中で、市の行政も大枠とし

ては進んでいるんではないかというふうに理解をいたしておりますが、今回の事業につ

いては、私はその辺、疑問を持っている一人であります。

市長のお話がありましたが、さらに市民の方の声を聞いていくという作業を引き続き

続行していただきたいというふうにお願いをして、この質問を終わりますo

0冨IJ議長(福島敏雄君) これをもって14の し浅川公共施設建設計画についての質問
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ル終わります。

一般質問14の2、下水道事業の今後についての通告質問者、夏井明男君の質問を許し

ますo

)22番(夏井明男君) この問題につきましては、私は過去に、やはり一般質問で 3回

ほど質問をさせていただきました。受益者負担の制度についても論拠をさせていただき

ました。これは日野の悲願ということで総意を挙げて進め られてい る問題でありますが、

ごく最近の展開とすれば、特に浅川地域ですね、浅川区域、一番大きく 残っております。

この地域の問題をどうするかということが、過去にも議論をされたとこ ろであります。

これは事業認可をとる作業を現在進めて、来年には、 どの地域には何年ごろ、というふ

うな具体的な作業がされた上で発表にな るかなとい うことで楽しみにしてい る問題であ

ります。

最近、広報にございましたけれども、下水道課の事業として、公共下水道計画を変更

する。日野市公共下水道事業をより早 く進めるために「従来の計画を変更 した」とあり

ます。この辺についての資料については、 関係する方の縦覧を供 します、ということで、

出ております。特に、この従来の計画変更につきましては、都計審への資料の提供等も

含めまして、かなり具体的な問題として展開をされているようであります。特に、 「よ

り早く 進めるために」という非常に魅力のある言葉も出ております。そうしますと、こ

れは予測ですから、そうなりますというふうな答弁は、なかなかできないところだと思

いますが、そうしますと、平成13年の完成目標としますと、大体平成10年ぐらいの展開

になっていくのかなと思うと ころでありますが、それを含めまして、この最近の下水道

計画の中身についての展開についてのお話を承 りたいと思います。

以上です。

O副議長(福島敏雄君) 夏井明男君の質問についての答弁を求めます。 都市整備部長。

O都市整備部長(前田雅夫君) お答えをいたします。

下水道の推進につきましては、現在、南多摩処理区につき ましては、ほぼ完了 してお

ります。

秋川処理区につきましては、八王子処理場及び浅川処理場が平成 3年度ぐらいに完成

し、 平成4年度に供用開始をするということで、 この処理場の供用開始に間に合うよう 、

準備が進んでいる。ほぼ秋川処理区につきましては、 この供用開始と同時に接続が可能

になる、という状況でございます。

それで浅川処理区でございますけれども、 806ヘクタールでご ざいますが、 これは浅
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川の右岸、それから万願寺土地区画整理の区域でございます。区画整理の区域は、事業

に合わせるということになるわけでございますが、浅川右岸でございますけれども、こ

れは、この地域につきましては、平成 5年度までに仕上げたいということで今努力をし

ております。

そうしますと残るのが浅川処理区の805ヘクタールでございます。これは浅川左岸で

ございまして、今、この事業化に向けての準備をしているということでございます。こ

の805ヘクタールを早期に完成ということになりますと、何らかの手だてをしなければ、

事業がはかどらないわけでございます。

今回の都市計画決定の変更で二つあるわけでございますが、そのうちの一つでござい

ますが、浅)11処理場から万願寺を通りまして都市計画道路3・3・8号線というのがござい

まして、この道路に従来の計画ですと公共下水道として、いわゆる市施行として多摩川

中央幹線をつくるということになっております。こ の多摩川中央幹線を、処理場から中

央線の西側でございますが、中央線に沿いまして3・4・17号線、これは立)11日野駅線と称

しまして、 20メーターの都市計画道路がございますO 一部、四ツ谷前の区画整理で今事

業化を進めておるわけでございますが、この処理場からこの都市計画道路まで3，300メー

トルでございますが、これを公共下水道の多摩川中央幹線から都が施行いたします流域

幹線に格上げをするということでございます。この流域幹線につきましては、日野幹線

という名称をつけて、東京都が施行するということでございます。こ れが大きな変更の

内容でございます。

この格上げによりまして、従来、公共下水道で日野市が面整備を行うということにな

りますと、 処理場の近くから、いわゆる下流から面整備をしなきゃいけない、そういう

ことになるわけでございますが、流域幹線に格上げをすることによりまして、その幹線

にいわゆる排除する。その周辺、いわゆる極端に言いますと、この流域幹線が栄町でと

まるわけでございますけれども、その栄町の面的整備も早急に着手できるということで

ございます。この事業認可につきましては、現在準備をしておりまして、平成 3年度に

都市計画法及び下水道法の認可を得る予定でございますO

それから、浅川中央幹線でございますけれども、これは昨日の土方議員さんの御質問

にもございましたけれども、計画といたしましては、早急に豊田南及び西平山の地域の

汚水を排除できるよう、万願寺の区画整理の境からいわゆる上流に向かいまして、現在

の計画では平成4年度ごろから着手をし、 一部、暫定管等を考まして、豊田南へ接続す

るよう努力をしているということでございます。これらの計画が順調に進みますと、当
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初、下水道計画を平成13年100%完了ということで進めてまいりましたが、 大体 2年な

いし 3年、要するに平成10年ごろの100%完了ということで事業が進むとい うこと でご

ざいます。

OiilJ議長(福島敏雄君) 夏井明男君。

022番(夏井明男君) 今、部長から、多摩川中央幹線の日野幹線ということで、いわ

ゆる格上げをして、市施行の幹線か ら格上げをして、というお話でありました。そう L

ますと、今、浅川処理場から下水の工事の進め方として、下流から上流へというふうな

束縛されたような手法は事実上、 なくなったとい うことでございますが、利点としては、

格上げをすることによって、これは市の努力が多くあったことだと思いますけれども、

これによる時期の新しい、 短縮を されるとい うこともあるんでしょうが、それ以外の具

体的な利点とし、し、ますか、 長所とし、し、ますか、そういう点についてお話を承 りたい。特

に、 費用が、私の記憶ですけれども、前の結城部長にお尋ねしたときに、 700から800億

ぐらい、 事業計画としてはかかりますという中で、起債の問題等含めて、受益者負担の

導入の執行を含めてお話があったところですが、この辺、どういうふうな展開になるの

か、お尋ね したいと思います。

0副議長(福島敏雄君) 都市整備部長。

0都市整備部長(前田雅夫君) いわゆる日野幹線として格上げのメリットでございま

すが、これは一つは、東京都が施行するわけでございまして、 東京都の視点で見ますと、

逆に東京都は、東京都自身が財政負担を余分にまず負うということになります。 しかし

ながら、 多摩川水系の下水道の早期いわゆる完了とし、し、 ますか、促進ができることによ

りまして、 多摩川水域の水質の向上とし、し、ますか、そ ういうものがあるわけでございま

すO

それから日野市で見てみますと、 一つは先ほど申し上げました、市の公共下水道の早

期完成でございます。それから 2点目は、東京都が行 うこ とにより まして、 市の財政負

担が軽くなるという ことでございますO 多摩川中央幹線として 日野市が施行した場合、

あるいはまた、それから東京都が日野幹線として、流域幹線として建設した場合の建設

費の相違でございますけれども、おおよそ 4億円ぐ らい という ふうに見ており ます。

0副議長(福島敏雄君) 夏井明男君。

022番(夏井明男君) もう 1点落としてましたのでお尋ねをしたいんですが、都計審

に提出をされた資料を見ますと、排水区が何カ所か細かく分けられたような形に見える

んですが、そうしますと、これは何回か本会議の答弁をいただいているかと思いますけ
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れども、来年あたり、この地域では平成何年ごろに供用開始の見通しになりますよとい

うふうな、多少幅があると思いますけれども、具体的な発表が私、なされるというふう

に期待をしておりますが、そのように理解をしてよろしいでしょうか。それ 1点、お尋

ねしておきたいと思います。

0副議長(福島敏雄君) 都市整備部長。

0都市整備部長(前田雅夫君) ちょっとお答えの前に、一つ答弁落としたんですが、

事業を進める上で、従来は、面整備につきましては、日野市が直接、業者に委託、請負

で出しまして、工事を進めていたわけでございますが、今年度から、浅川処理区の一部

につきましては、財団法人東京都新都市建設公社に工事の委託をいたしまして、事業の

進捗を図っているということでございます。今後、来年度とります805ヘクタールの事

業認可区域につきましでも、公社委託の拡大を図りながら、事業を進めてまいりたいと

いうふうに考えております。

それから、今御質問ご，ざいました都市計画決定の変更の件でございますが、まず、今

回の変更の中で、汚水の排除面積の基準が、今までは20ヘクタールでございましたもの

を、 100ヘクタールということになりましたので、この幹線の本数なり、距離が減った

ということでございます。これはいわゆる事業計画の変更の際に、都市計画の管渠となっ

てない場合には、補助金等については従来どおりでございますけれども、わざわざ変更

しなくて、事務的といいますか、事業が割合しやすく進められるという変更でございま

すO

それから、この805ヘクタールの将来のいわゆる地域別の年次計画ということでござ

いますが、かなり概略になるということと、実際に工事を計画した場合に、いろいろ陸

路が出てくるわけでございます。これが場合によれば、 1年、 2年おくれるようなこと

もあり得るわけでございますけれども、そういう条件設定の中で、ある程度の今後の計

画は提示できるというふうに考えております。

0副議長(福島敏雄君) 夏井明男君。

022番(夏井明男君) 平成4年度中に浅川処理場の一部が稼働されるということで、

期待が高まっているところであります。公社委託を、というお話もありますが、新都市

建設公社につきましでも、事務量の増大によって、市町村の仕事が十分にこれからなさ

れるかどうか不安で、あると。その体制についても十分配慮、されたい、というふうな市長

会の要望もございますけれども、ぜひ、この下水道事業につきましては、さまざまな問

題があると思いますけれども、市民の期待に沿うベく、年度を早めるというふうなお話
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も、広報にも展開されているところでありますので、ぜひその期待に沿うように努力を

していただきたいと思います。

以上です0

0副議長(福島敏雄君) これをもって14の2、下水道事業の今後についての質問を終

わりますO

一般質問14の3、商店街におけるゴミ収集の将来の通告質問者、夏井明男君の質問を

許します。

022番(夏井明男君) この問題を取り上げます理由は、直接のきっかけになりました

のは、豊田の北口に商広街がございますけれども、その辺の地域のごみ収集の問題、そ

れから地域の住民の方との問題、ということで問題が浮かび上がってきております。市

もかなり苦労されまして、警告板を立てたり、またマナーについての指導もあったり、

それから周辺の整備についても仕事を進めているところであります。

最終的にはそれを捨てられる市民の方の問題である。モラルの問題で、あるというふう

に帰着をするわけですが、特にここで問題になりましたのは一一問題と私は思いました

のは、この商庖街にお勤めの方が、またさらに事業主の方が、日野市外にお住まいになっ

ている方もいらっしゃいます。特に、駅周辺では、新しいピルも建ち、その中に飲食庖

を経営する方も入ってまいっております。当然、ごみ質の問題として、特に夏はひどい

わけですが、腐敗が進みます。飲食関係のお仕事をされている方のごみの問題につきま

しては、この商広街だけではとどまらないと思いますけれども、特に弊害的に起きてい

る状況があります。また、ここで働いている方と事業主との関係ということも帰着する

わけですが、どうしても乱雑な捨て方になってしまう傾向があるようであります。これ

が駅をおりて日野は臭いというふうな指摘もされるところで、 一つの要因かなというふ

うに思っているところでありますが、現在、この商庖街におけるごみ収集におきましで

も、通常の家庭への収集と同じような収集体制がとられているというふうに私は思って

いるわけです。

このような状況をやはりこれからもですね、日野市は駅を、中核駅を何カ所か抱えて

いるわけですが、私は豊田の北口の現状しか知らないわけですけれども、ほかの地域の

現状の類似性はどうなのか、そこで指摘される問題点としてどういうふうに清掃部では

把握をされているのか、その将来の解決に向かつて、どのように現在作業を進められて

いるのか、その点についてお尋ねをしたいと思います。

以上です。
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0副議長(福島敏雄君) 夏井明男君の質問についての答弁を求めます。清掃部長。

O清掃部長(小林修君) お答え申し上げます。

今、夏井議員から、駅前の商}吉街の現状と問題点を指摘されました。確かにそのとお

りでございまして、対策にいろいろ苦慮、しながら現在まで来ているのが現状でございま

す。特に豊田の北口の所が一番目につく 問題点でございます。そこ で清掃部としては、

今後は、駅前の繁華街のごみは、商店街と居住者のも のを区別して ごみの収集をする必

要があるんではないかと。現在は、飲食庖とそれから居住者が一緒のボ ックスに入れて

おるんで、いろいろ問題が起きているわけで、す。

そこで、まだ具体的な検討に入っているわけではございませんけれども、 清掃部で今

早急に考えていきたいということは、豊田駅の周辺、それから日野駅の周辺、 それか ら

高幡駅の周辺の商庖街のごみは、できれば毎日、各戸収集で収集する方法が一番ベ ター

であろうと思っております。これは東京都の繁華街については毎日、早朝やっておりま

すし、立川の繁華街についてもやっいるということを開き ます。 そ ういう対応も、 もう

日野市もそろそろ考えて、できるだけ早い時期に実施していく必要があるんではないか

と。それでなかったら、駅前の問題は、 清掃部やら地元の人たちが一生懸命対策を練っ

てくれでも、なかなか問題の解決にならんと思っておりますので、各戸収集、毎日収集

に向けて検討させていただきたいと思っています。

これは今まで、大概の飲食広なりお庖が、毎日の出す量が10キロ以下ということで無

料でなっておりますから、今後、商庖街と、 また地元の人たち と話 し合いで、毎日収集

となると無料でいいのか、また有料で、と るべきかとい う問題等、 またそれから、収集コー

スの変更もしなきゃいけません し、それから業者の問題等もありますので、その辺も早

急に詰めて、このごみ問題を解決、特に駅前の繁華街について解決していきたいと思っ

ているところでございます。

以上です。

0;11議長(福島敏雄君) 夏井明男君。

022番(夏井明男君) 今、部長から、この対策については、考えているところだとい

うことで、具体的な内容もお話をいただいたわけですが、少し詰めさせていただきます

と、そうしますと清掃部の方では、何年後にこうだということはまだ調査段階とし巾、ま

すか、情報段階ということで言えないけれども、東京都、また立川等に見るように、 実

際にこれを展開している所があるということを踏まえると、日野市もこれをやろうとい

うことを前提にして今走っておられるのか。そうではなくて、ちょっと答えにくい答弁
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かもしれませんが、そうではなくて、さまざまの問題点もあり、他市の状況も見、今の

お話のとおり、 有料、無料というお話もありますが、もう少しその辺を研究した上でな

いと、これを取り 入れるということについての改良決定はできない、というふうにおと

りしていいのかどう かを、お聞き したいんです。特にその理由をお聞きしますのは、こ

のような現在の収集形態の中の商庖街におけるごみ現状を、どのぐらい、 それに補完す

るようなことをしながら、辛抱すればいいのか、 ということ もありますので、その点、

震えに くいかと思いますが、御答弁いただければありがたい と思います。

以上ですO

O副議長(福島敏雄君) 清掃部長。

0清掃部長 (小林修君) お答えいたします。

この件につきましては、ガイ ドラ インですか、本当の大枠については、 一応理事者の

方にも申 し上げて、 早急の研究課題にさせてくださ いということは申レ添えております

から、その観点からいえば、 今御答弁申し上げたことを、何年も先に引き延ばして、あ

あだ、こうだと言っている時期ではないだろうと思っております。できれば来年の半ば

あたりまでには地元の方、また関係者とも現実にお会いして、 詰めていきたいと思って

おるのが、清掃部の今の考え方でございますO

以上です。

O副議長(福島敏雄君) 夏井明男君。

022番(夏井明男君) 以上で終わります。

0副議長(福島敏雄君) これをもって14の3、商庖街における ゴミ 収集の将来の質問

を終わります。

一般質問15の 1、市内マンション建設について問うの通告質問者、藤林理一郎君の質

問を許 します。

(15番議員登壇〕

015番(藤林理一郎君) それでは、 今議長き んから一般質問のお許しをいただ きまし

たので、市内マンション建設について問う 、という題名で質問させていただき ますO

現在、日野市内をめぐり まして、 民間企業、特に民間企業のマ ンショ γ経営事業が経

過されておりますのが、たく さんの地域で建設されております。地域住民の方たちにし

てみ ますと 、非常に迷惑というようなことでございます。このことをこのままに手をこ

まねいてい ると、いつの聞にか、という聞に、高層化ビ、ルの建設が行われているという

ことでございます。そうしますと、このままにしておいてますと、一番地域にいたしま
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して迷惑になってくるのが、非常にその地域にしてみますと、望ましくない将来が生ま

れてくるというようなことでございます。

そこで私は、この件につきまして一般質問をさせていただきました。長年住んでいる

静かなまちの中で、住宅の中で、このようなマンションが建設されてまいりますと、静

かに長年住んだまちが、非常におびただしく、またその、 静かに暮らそうというような

形で住んでたところが、このようなことになって、影響がすごく出てまいっている地域

がたくさんございます。そこで、この私たちが住んでいる日野台一丁目から五丁目につ

いてのことで一つ、この問題のマンショ γについて市長さんにお尋ねするわけでござい

ますけれども、昨年の12月ですか、の定例市議会で、皆さん方によって請願が出された

のが採決、皆さんによっていただきまして、そして議会の方でいろいろとこの問題につ

きましては取り組んでいただいてまいりました。ところが、そのマ γショ γが、今にも

査定をというようなことになっておりますO

そこで私は、この行政の中にございます要綱でございますけれども、この要綱につき

まして、後日また触れさせていただきますけれども、非常に緩やかな要綱のように私自

体は考えているわけでございますけれども、これは皆さん方が、議員の方、そしてまた

市長、部課長、関係職員の方たちが一生懸命になって取り組んでまいりまして、そして

つくられたことでございますから、これを強いて私は、非難するとかそういうことでは

ございません。その要綱についても、もう少し厳しくしていただけたらよろしいんじゃ

ないかなというような考え方から、この質問に取り組んできたわけでございますけれど

も、今、日野台一丁目に、過日議会の中に請願が、マ γション反対の請願がなされてお

ります。ここでまだ審議はしておりませんけれども、当然これ審議がなされると思いま

すけれども、こういうようなところから、非常に地域の人たちにしてみますと、悲観な

思いで請願なり、そしてまた地域の方たちが反対に取り組んでおられることでございま

すO

そして、私どもの地域にも、 2カ所ばかり実はマ γショ γができるということで、やっ

ぱりこれも、地域の方たち、また自治会の有力者、またはこの地域から選出されておら

れる議員の方たちにおいても、その建設に反対の取り組み方をしていただいているわけ

でございますけれども、そういうことから、私はいつも感じてはいるんですが、いつで

したかな、あれは日野台四丁目の北側にございます、今石川町ですか、石川町の所に、

長谷工さんが建設された 6階建てのマソショ γがございます。このマンションにつきま

しでも、地域住民が非常に煩わしいというようなことから、反対運動が起こされ、これ
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は昨年だったと思います。にもかかわらず、その地域住民の話も聞かず、また行政の方

はどうなっているか、後でまた聞きますけれども、実は、この問題についても、 非常に

地域の住民の方たちが反対されまして、そして途中で、反対をやめたというんですか、そ

ういうと ころに市の行政の方から、何か建て主の方から話し合いがなされておっただろ

うと私は思うんですけれど。そのようなですね、 途中でいつも反対運動をやめてし まう、

統かない、というようなことから、これは私、市長さんとも何回かお会いしましたけれ

ども、そのと きに市長さんが、こういう ことを言われましたで、すね。住民は、住民の考

えがあって反対している。だか ら、一生懸命になってこの反対を、途中でやめずに続け

ても らいたい、という市長からの言葉を2度ばかり私は聞いております。そういう、市

長が自信を持った話を私にされるものですから、私の方も安心をして・・・・一。ところが、

けさほども見てまいりましたけれども、 実は入居が始まっ て、も う何軒か入っていると

いうよ うな ことも聞かされました。

そこ で私、市長さんの言ってることと 、そ して私が考えてたこと と、全然違った、と

いうような ことか ら、実は私、 この問題について市長さんにお聞きするわけでございま

すけれども、 実はこのマンシ ョンの経営をな さっている長谷工さ んと、それから市側の

方と、どのようなやりとりがあったのか、それともや りとり がな くして、要綱等を無視

して、そして長谷工さんが建設を完了し、入居させているのか、 その辺のところがちょっ

と私、疑問がございますので、先にこの 1点だけちょっと、 お尋ねさせていただきます。

O副議長(福島敏雄君) 藤林理一郎君の質問についての答弁を求めますo 市長。

O市長(森田喜美男君) 掌握 してい る限 りのあらま しの経過か らお答えをいたしたい

と思います。

日野台五丁目に面します八王子の行政区域、道路 1本が境界になっております。そし

てたまたま八王子行政区域に、 長谷工の施工による長銀マソショ γというのが建設に伴っ

て、市に協議があったように記憶しております。本来、八王子市が建築確認行政をやっ

ているわけでありますO 業者の期待は、日野市の管理いたします、つまり行政境のその

道路の側溝か、あるいは雨水管を排水路に使わせてほしいと、こういうことだったわけ

であります。たまたまその建物に対しましては、日野市側の、つまり日野台五丁目 の一

番面する方々の範囲、地域から反対が出され、市にもその情報が伝えられ、行政指導を

やってほしいということでありましたので、日野市民の側を守る気持ちで対応しており

ました。ところが、突然、反対側が今度は、和解ができたということに持ち込まれまし

て、少々、戸惑いをしたと、こういう経過がございます。この和解はどうも、何とし、ぃ
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ましょうか、補償金という性格のものではないかもしれませんが、多少そういうことに

近い状況があったということを、間接に聞いております。

行政をてこにして反対をしながら、そういう和解になるということは、まことに困る

ことでございますから、そういうことがないようにあってほしいという考えは持ってい

るわけでありまして、我々の指導要綱は、これは建築業者という特定少数の相手であり

ますから、市民側の支持があれば、かなりの機能ができるわけでありますが、条例では

ございませんので、法的な係争になると敗訴する場合があります。 したがし、まして、反

対運動のできる際には、反対は途中で挫折しないようにしてくださいと。理由のわから

ない和解は、せっかく行政がその気で何ですね、非常に厳しく責任を問われる。市民感

情でなるべくならば、我々も市民の生活をお守りしたい、こういうことで、なし得る限

度を少々超えても、やる場合があるわけであります、とこんなことを申し上げました。

そういうことです。

0副議長(福島敏雄君) 藤林理一郎君。

015番(藤林理一郎君) 今、市長さんが答弁していただきましたけれども、これは何

ですね。私が聞いたのと、変わってはいないように今答弁していただきました。これは

そうしますと、長谷工さんが独自で排水、それから水道の問題は、八王子の行政の中に

許可を得て、そして入居させているというふうに私は考えるんですが。

0副議長(福島敏雄君) 市長。

0市長(森田喜美男君) あの建物は、要するに日野市の管理する道に面して工事をす

ることにもなります。それから、たまたま以前に、空き地にな ったときの以前には、何

か工場があったようでありまして、八王子水道が水の供給をやっていた、こういうこと

でありまして、つまり日野市は、建設企業ももちろんでありますが、将来日野市民でな

い、つまり納税をされる方でない立場の方に水を供給したり、それから排水の便宜を図っ

たりというわけにはまいりませんので、結論といたしましては、八王子との行政聞の協

議によりまして、日野市の道路占用は認めます。しかし、日野市の雨水管とか、 道路側

溝に放流することは認めませんO したがって、自前で排水の装置は八王子の管につなぐ。

その管につなぐまで日野市の道路を占用するということは、申請に基づいて許可をした。

こういうことになっておりますから、八王子側の行政当局と協議をしながら、常軌に対

応 したということであります。

0副議長(福島敏雄君) 藤林理一郎君。

015番(藤林理一郎君) 今、答弁の中で、あくまでも日野市は、道路の許可はしたけ
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れども、あとの水道、それから汚水の終末処理ですか、こういうことについては一切許

可してないということの答弁でございます。これは私も、市長さんは、そのように、言

われたとおりに実行されたということなんですけれども、非常に私、立派だと思います。

あくまでもこれから先、いろいろな地域で、マンシ ョンが経営されると思います。だから、

そのような考え方でひとつ取り組んで、絶対に行政側と、それから建て主側が懇ろにな

らないような方法で、その解決をしていただくように、ぜひ私の方からお願いしたいと

いうことでございます。

次に戻 りますけれども、日野台の今問題になっ てい るモリタ興産の跡地でございます

けれども、 非常に この地域は、 道路が狭く て、そして込み合っている地域でございます。

ただし、 ここは準工業地帯にな っておりますので、その辺のところが行政の方でどのよ

うな形で指導 していくのか、これもひとつ、市長さんの方から聞きたいと思いますが。

O副議長(福島敏雄君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 私の承知している範囲のお答えで、より細部にわたりまして

は、 質問によって、 担当の方からお答えをさせていただきます。

日野台一丁目 のかつて10年ぐらい前に、 建築反対の運動のあった工場がございました。

モリタ興産という 工場だったわけで、すO 今回、その用地が企業の土地処分によって、た

またま長谷工の所有するとこ ろと なった。長谷工からまだ日野市に建築の開発協議は出

てないと思っておりますけれど、地元で早 くその状況を承知されて、現場へ行きますと、

たくさんのマ γション建設反対という意思表示の立て看板が立てられてあります。聞く

ところによりますと、日野市はとても怖くて事業ができないというこ とで、やめたとい

うふうに聞きましたけれど、 果たしてどうであるか、 それは何とも言えません。しかし、

合法的に出るものを、余り法規以上の ことも難しいわけでありますから、そのあたりが

いわゆる協議という形で行政指導になるべく沿っていただくということになるわけであ

りまして、今たまたま日野台五丁目の相面します八王子行政区域と、いわゆる長銀マ γ

ショ γというんでし ょうか、それは完成をして、既に入居始まっておるようであります。

日野市は日野市として、市民を守 り、また行政を守るという立場で一応、対応したとい

ふうに考えておりますが、 一丁目の今のマンションの場合は、これは日野市内のことで

すか ら、よその行政境とは全く内容を異にいたします。したがし、まして、どういうこれ

から計画が協議として持ち出されるか、これからの課題だということになるように思い

ます。

ただ、道路が狭かったり、排水の手段がなかなか困難だろうと思いますO 御承知のと
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おり、 8月から指導要綱の内容を若干改訂をいたしまして、個人住宅、いわゆるワンルー

ムマンショ γと言われますマンションの場合にも、戸数に、なるべく戸数要件の 2分の

1程度は駐車場を設けてください。そういうことを特につけました。それから一般生活

と、入居者が住めば、これは市民ですから、その排水の面倒は見ないなんていうことは

できませんが、路上の雨水を排除いたしますいわゆる側溝は、これはマンショ γの排水

には向かない。したがって、別途の手段を使っていただく。こういうことになろうと思っ

ております。たまたま既設の汚水管があるというようなことの場合には、それを使うこ

とも、これは機能的に他に支障がなければ認めなければならないというのが、行政側の

今の解釈であります。

あくまで誤解をしないでいただきたし、と思っておりますけれど、これは指導要綱は、

むしろ法規をオーバーする部分で協議をするという形で、なるべく周辺の住民の側に立っ

た、あるいは市の行政のまちづく りにかなう、そういう意味でお願いをするわけであり

まして、幸いに日野市では、開発指導要綱を破られたという実績はいまだかつてないわ

けでありまして、それなりの内容の整ったところで今後も対応していきたい、こう考え

ております。

0副議長(福島敏雄君) 藤林理一郎君。

015番(藤林理一郎君) この日野台一丁目の地域につきまして、 48年のころから大体

7カ所のマンショソが完成し、そして入居がされているわけで、すね。一つの部屋もあい

ていないというようなことで経営されているわけなんですけれども、そこで問題になっ

たのは、日野台ハイツですね。これが約 5年間も話し合いが持たれたというふうに聞い

ております。それから東洋建設さん、元の小笠原機械工業の跡地ですか、ここの跡にい

る東洋建設の、今は名前がどうなっているかわかりませんけれども、これにつきましで

も、その地域の者から随分いろいろな反対運動がなされて、そしてこれが指導要綱に伴っ

て協定を結ぼれたと思いますけれど、最後に。

ま、こういうこともあるし、それから全然反対運動も起こらない所もあって、その辺

のところなんですが、やっぱり反対運動が起きて、住民は地域の有志、それからその地

域から選出されている議員の方たちに、その住民から反対運動の先頭に立たされて、立

たされるというよりも立ってですね、反対運動に参加すると。そうなって最後に、とこ

とんまで反対するつもりでいてたやつが、いつの聞にかその反対運動が消えてしまった、

ということが、幾つも私どもは聞いております。その辺のところの指導要綱にかなった

ものが整ってすれば、当然これは許可するべきだと思います。
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先ほど、生活の何ですね一一皆きんから雑排水なんかが流れ出すその側溝、これは共

同的なものには使わさない、というふうに市長は常にそうはおっしゃってますけれど、

この地域におきましても、ほとんどが一つの側溝に流しているということでございますo

ですから、このことをA、B、Cに分かれてその地域によっては、それをあくまでも何

していくということで、市長がこれか ら先まだ考えていくのか、その辺のところをもう

一度、聞かせていただきたいと思いますが。

0副議長(福島敏雄君) 市長。

0市長(森田喜美男君) いろいろあれですね、住民側か ら、マン ション等の高層建築

が地域にできるということはいろいろな違和感のあるこ とでもあ ります し、とりわけワ

γルームマンションの場合は、 今まで形成されており ます地域のコミュニテ ィーが破壊

されるとか、あるいはごみの処理のことだとか、 車の駐車のことなどで、何か心配が伴っ

て出るようでありまして、その際に、 その建物に対 します建て主とのいろいろな折衝が

地元で行われ、一方には、市の行政指導を求めて こられると いう事例が多いわけであり

まして、その市民の側が主張される理由 も、 理解は しなきゃ いけませんが、 法規以上の

ことを指摘されても、なかなか市の権限には、いわゆる建て主の方を説得するという根

拠にはなり得ないということで、市民生活を守 りたい行政の側と、それか ら事業を遂行

したし、建て主側との意思衝突が生まれるわけであります。

その際の一つのチェックする手段として、例えば、下水道の整っ ていない状況の中で、

道路側溝に放流するということは、これは市の放流許可を要する、そういう仕組みになっ

一ておりますので、その権限を用いてとし、し、まし ょう か、放流を認めることはできません

が、というふうなことを言って、ある程度規制をすると。そのことを藤林議員さんは、

既に道路側溝に放流しているのがある、とい うことで、その矛盾を問われているようで

ありますが、そういう手段がなかなかじゃ抵抗の材料にならないんだ、というふうにも

伺ったわけでありまして、ケースケースということにならざるを得ないわけであります

けれども、その道路側溝がまたどういう荷重の状況にあるかと。機能的に無理であると

いうととならば、それなりのまた指導の方法があろうかと思っております。市内に土地

をもって開発を予定している企業にも、なるべく公共下水道が供用できる段階で設計を

進めていただくようにしてほしい、というようなので協力していただいているのもある

わけでありまして、段階をつけてと言われますが、段階がつけられるかどうか、ちょっ

と内部検討もしておきたいと思っております。

0副議長(福島敏雄君) 藤林理一郎君。
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じゃ一丁目への問題につきましてはこれで終わらせていただ015番(藤林理一郎君)

きます。

次に、私たちが住んでいる日野台二丁目のことでございますけれども、 「エトワール

日野建設及び、その建物の管理に関する協定書」とし、ぅ 、これはこういうのが私、けさ

ほど、反対運動の方から実はいただいてきたんですが、これが、その反対運動の方たち

に聞いてみますと、 まあ第一番に問題になってい るのが、 この地域では駐車場ですね。

それから管理者を置くとい うことと、騒音、それから風紀、ごみ、電波障害、排水の施

設の問題、それから窓に目隠しのことをするように、というような反対同盟の方から建

て主の方に実は何回か話し合いが持たれて、そして最終的にこう いうようなものを作成

してきたんじゃないかと、こ ういうふうに私は理解しているんですけれど…...。

そこで、この問題について 1回市長さんのところに、私と反対同盟の地域の住民何人

かと市長さんにお話に行って、大体、地域住民が建て主と話 し合った結果、どうい う協

定する段階にこぎつけましたと いう ことで、市長さんのと ころにこういう結果になり ま

したということを私、申し上げに行ったことがあったと思いますO そのときに、 市長さ

んが言われたことが、ここまで反対をして きたにもかかわ らず、このところで協定なん

か結ぶということは、それは地域の住民の方はそれでいいで しょ う。地域は地域の方で

おやりなさい。結構ですよと。行政側は行政側の何がありますから、という 言葉を聞き

まして、そしてその責任、同伴になっていた地域の住民の方が、市長さんがなぜ、ああ

いう 言葉を出したのかな、ということで、 そのままになって、地域住民が、どうも考え

切れない、ということで、そして帰ってか ら、私どものと ころに何人か参 りまして、 非

常に私も困ったわけで、す。それは、市長さ んが言われるのは当然だと思います。ですか

ら、それはそれとして私はいし、と思うんですか、 もう少し、地域住民の方たちに納得 し

ていただけるような話し方をしていただければ、私ももちろん何だし、地域住民の方、

そしてここにおられる議員さんで地元から奥住議員、そしてこれに携わっている夏井議

員がおられるわけですね。こういう議員さんたちも、今どのように解決していいのか、

ということで悩んでおられると思うんですよ。ですから、あの言葉の後、市長さんに、

地域住民の方たちがどのように話し合いが、行政が、また市長と話し合いがなされてい

るのか、私の方、それっ きり になっておりますので、ほかの議員さんたちもそれっきり

になっていると思います。ですから何らかの話し合いが持たれておられると思います。

持たれておられるな ら、どのようになったのか、それ一つ、聞かせていただければよ ろ

しいんじゃないかなと思います。
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OilJ議長(福島敏雄君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 日野台二丁目のエト ワールで、すか……(iそうですJと呼ぶ

者あり)その建築協議の場合の質問だと思いますが、 周辺の方が我々の想像以上に強い

姿勢で反対を主張され、私どもも、どのよう にそれでその意思を行政という立場で守っ

てさしあげること ができるだろう かということで、かなり悩んでおりま した。そうした

ところ、そのリーダーの方も、これまでの私どもの認識と打って変わって、いわゆる常

識的な範閤でお話を される状況に認めましたので、少々驚いたという感じはあり ます。

結論としましては、市のいわゆる行政指導、指導要綱に基づきまして対応する ことに

なる、それが残っている というこ とでありまして、 市は市で、とし、し、ますのはそう いう

意味です。今お願いをしておりますのは、 結局、結果において戸数を減らすということ

になるか もしれませんが、 駐車場要件をな るべく満たしていただ く。それか ら排水につ

いては、何かいい方法があるか検討します、ということで、 内部の指導要綱に基づいた

いわゆる協議の提起をしていると、こ う思っており ます。

0副議長(福島敏雄君) 藤林理一郎君。

015番 (藤林理一郎君) 今言われたのは、この商栄さんの方は、この協定書を見ます

と、 あらゆる地域に対して、 反対者の意見等を酌み取りまして、そして協定書を結ぶ段

階に来たと いうんですが、そのと きに、もう 一度繰り返しますけれども 、市長さんがあ

あいう態度だったから、住民側の方も不安定、そして我々もどうしようもない、 という。

そして、あの地域で考えてみますと、 放流の問題が市長はいつも言われているよう にネッ

クになっている と思う んですが、この問題も、何ら生活する人たちに何にも、全然関係

しない場所になっておるわけですね。

例えば申 し上げますと、日野台五丁目 、四丁目からあの道路にヒ ューム管が入ってお

りまして、それは直結にその管に結びつけられる仕組みになって一一私たちは思って理

解しているわけなんですけれども、その辺のところ、私、これ以上どうこう申し上げま

せんけれども、 行政側と商栄商事と話し合っていただきま して、できれば、一日も早く

この協定書にサインできるような方法をひとつ考えていただけたらどうかなO これも私、

申し上げますと、あの地域住民がある程度話 し合いを重ねて、そしてその思ったことが

全部これに、協定書に載っ けて、そしてお互いに納得がいった、というところでこうい

うものが出て きたと思うんです。だからこの辺のところをもう少し、行政の方で煮詰め

ていただけたら よろしいんじゃないかなと思うんですが。

OilJ議長(福島敏雄君) 市長。
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0市長(森田喜美男君) いわゆる地元でトラフツレが、 トラフ'ルとするところがなくなっ

たということであれば、あとは残るのは、いわゆる指導要綱の条項だけということにな

りますので、それらもまたクリアできれば、当然協定が成立すると、そういうことにな

るはずであります。

0副議長(福島敏雄君) 藤林理一郎君。

015番(藤林理一郎君) これ以上申し上げても、行政側の方もいろいろ何があるよう

でございますから、最後に申し上げておきますけれども、住民のために、それから行政

のために、できましたら厳しい要綱がもう一度ですね、見直していただけるような方法、

これには市長とそれから関係部課長、職員の方と一緒になって見直しをしていただけた

らよろしいんじゃないかなと、こういうふうに考えます。要望しておきます。

この件につきましては、これで終わらせていただきます。ありがとうございました。

O副議長(福島敏雄君) これをもって15のし市内マンション建設について問うの質

問を終わります。

一般質問15の2、町名地番表示について問うの通告質問者、藤林理一郎君の質問を許

します。

015番(藤林理一郎君) 表題につきましての一般質問をさせていただきますo

町名地番整備施行が行われましたのは昭和40年、多摩平地域が最初に町名地番として

行われた、ということで聞かせていただいております。その中で私は、町名がつくられ

てもう 26年目に入ろうとしております。そういう中から、その表示板とそれから、その

地域の自治会と申し上げますか、その町内地番ですね、それの掲示が古くなって、そし

てまた紛失されてなくなっているというような所も、この市内に大分あるように見かけ

ます。

そこで私、この質問をさせていただいたわけなんですが、日野市の面積は、 2，711ヘ

クタールというふうに聞いてますね。その中で、施行済みは1，721、64%ですか、それ

から、まだ未行の所が99ヘクタール、 36%、これは未改になっていますね。こういうと

ころから私、考えますのに、まだ施行されていない町名地番の、百草、百草台、落川、

下回、宮、高幡、高幡台、三沢、上回、旧日野、万願寺、万願荘、新井と、大体13地域

がまだ未行というような形で、なされていないということでございます。こういうとこ

ろをできるだけ早くしていただきまして、 そしてこの町名地番、そして一般の方が新し

い方入ってきても、それからほかから来ても、すぐにわかるような町名を、できました

らやっていただけたらよろしいんじゃないかなと、こういうふうに考えます。
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私たちの住んでいるところは、 43年に町名地番整備を行っております。こういうとこ

ろも、もう今まで電柱に長細し、町名地番が入っておりましたけれども、この表示板も、

ほとんどといっていいくらい、なくなっております。それは、なくなっているのはなぜ

かと申し上げますと、ここで電柱が、木の電柱を今度は鉄骨っていうんですか、そうい

うものに変わったために、この表示がなくな っているということでございます。ですか

ら、外部か ら参りました方が、聞き歩いて、非常にわかりにくいということで、私のと

ころに実は尋ねて参ります。本当に煩わしいときもございます。これはだれしもおんな

じことだと思いますが、そういうような中から、 表示板につきましでも、少し来年度の

予算にでも計上していただきまして、できるだけ早 く、 ついている所もございますけれ

ども、なくなっている所につけていただけるよ うな方法を していただけないか、という

ことで、そのことについて市長さん、ひとつお考えを・・・・ 。

O副議長(福島敏雄君) 藤林理一郎君の質問についての答弁を求めますO 都市整備部

長。

O都市整備部長(前田雅夫君) お答えいたします。

まず、 電柱などに張ってございますのが、 街区表示板でございます。御指摘のように、

大分傷んだり、それからなくな っているものもございますので、現在、 4カ年計画を立

てまして、 更新をする予定でございます。平成 2年度には多摩平、旭が丘、大坂上、西

平山五丁目、 富士町、さくら町、この区域で約1，300枚必要でございまして、今作業を

しているところでございます。 3年度以降、 JI慎を追いまして更新をする予定でございま

す。

それから、 案内板でございますけれども、市内に83カ所設置 してございます。これも

大分傷んでおりますので、本年度でございますけれども、 18基新しくする予定でござい

ます。既に発注をいたしまして、工事を施行中でございますo さらにまだ傷んだ部分が

約10基ほどございまして、これは予算さえ決まれば、平成 3年度に施行したいというふ

うに考えております。 4年度以降につきましでも、状況を見ながら、対応をいたしたい

と考えているところでございますO

0副議長(福島敏雄君) 藤林理一郎君。

015番(藤林理一郎君) 今、部長さんの答弁で、 83カ所のうち18基ですか、これを今

年度の何でやっていただけるということですね。そしてその後が、その後の分がいつご

ろになりますか。

O~IJ議長(福島敏雄君) 都市整備部長。
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0都市整備部長(前田雅夫君) お答えいたします。

新しく建て直しの必要があるのが、平成 2年度につきまして18基施行いたしまして、

まだそのほかに約10基ございます。その10基につきましては、平成 3年度に施行したい

ということで予算のお願いをしている、そういう状況でございます。

O;IJ議長(福島敏雄君) 藤林理一郎君。

015番(藤林理一郎君) そうしますと、今何ですか、電柱になくなっている地域のこ

のあて表示っていうんですか、街区表示というんですかな、これは即やるというような

ことできないんでしょうか。そのことについてO

O副議長(福島敏雄君) 都市整備部長。

0都市整備部長(前田雅夫君) ただいまお答えいたしましたように、街区表示板につ

きましては、 4地区に分けまして 4カ年計画で実施をしたいという考えでございます。

平成2年度につきましては、中央線と国道20号線に挟まれた地域、町名で申し上げます

と多摩平、旭が丘、大坂上、西平山五丁目、富士町、さくら町、約この地域で1，300枚

必要でございまして、現在作業をしているということでございますO そのほかにつきま

しては、年次を追いまして更新をしていくということでございます。

0副議長(福島敏雄君) 藤林理一郎君。

015番(藤林理一郎君) ありがとうございました。

私が思ってたことよりも、幾らかおくれてやるという、 2年間によってやっていただ

ける という回答が得られましたものですから、これ以上どうこう申し上げても、どうに

もならないことだと思います。予算の関係もございますから O

以上をもちまして、私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

O副議長(福島敏雄君) これをもっておの 2、町名地番表示について問うの質問を終

わります。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたし、と思いますが、これに御異

議ありませんか。

[ I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長(福島敏雄君) 御異議ないも のと認めます。よって暫時休憩いたします。

午後 3時27分休憩

午後4時2分再開

O;lj議長(福島敏雄君) 休憩前に引き続き会議を聞きます。

一般質問16のし教育委員会に望むことの通告質問者、板垣正男君の質問を許します。
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[19番議員登壇〕

019番(板垣正男君)

ます。

昭和23年の 7月に、教育委員会法が施行されました。現在の教育委員会制度を発足さ

教育委員会に望むことということで一般質問を行いたいと思い

せた最初の法律であったわけでございます。この教育委員会法が国会に提案された際、

提案者の森戸文部大臣は、次のように説明しております。

最後に、教育の本質的使命と。したがって、 その運営の特殊性にかんがみまして、教

育は不当な支配に服さぬためには、 その行政機関も自由性を保つように制度的保障を必

要といたします。教育委員会は原則として、都道府県または市町村における独立の機関

であり、知事または市町村長のもとに属しないのでありま して、直接国民にのみ責任を

負って行われるべき教育の使命を保障する制度を確立するに至りました、と説明したわ

けでございます。

これは、教育委員会を語る際、いろんなところに資料として抜粋されておりますので、

私たちも何回か目にする機会があったわけでありますし、今改めて私も、 この文を読み

返しまして、教育委員会制度発足のその目的としたところは、実に見事に説明されてあっ

たわけでございます。

そして、その教育委員会法の第 1条には、 「この法律は、教育は不当な支配に服する

ことなく、国民全体に対し、直接に責任を負って行われるべきである という自覚のもと

に、公正な民意、により、地方の実情に即した教育行政を行うために、教育委員会を設け、

教育本来の目的を達成することを目的とするJとうたったわけでありま す。

これは既に現存ではない法律でありますから、資料として しか我々は自にすることは

できないわけでありますが、教育委員会の設置の目的が、鮮やかに述べられていると言

われているわけでございます。

この教育委員会法の第 1条は、教育基本法の第10条、 「教育は不当な支配に服するこ

となく、国民全体に対し、直接に責任を負って行われるべきものであるJという点と、

「教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を

目標として行われなければならない」という教育基本法第10条の精神を受け継いで立法

されたと言われているわけであります。私が申し上げるまでもなく、教育長は、これら

のことについては十分御承知のことと思います。

そして、この教育委員会法の精神は、三つの原則をとらえていると言われております。

一つは、教育行政の民主化をうたったものであり、二つ目には三教育行政の地方分権を
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うたい、三つ自に、教育行政の自主性の確保をうたったものと言われております。この

三原則は、文部省が昭和27年に発行いたしました「教育委員会設置の手引」の中にも明

確に述べられているものでありますし、教育委員会のすべてのことに触れる際、この設

置の目的とするこの手引の中の教育委員会の三原則が、これもまたいろんな資料に引用

されているわけであります。この文部省がっくりました「教育委員会設置の手ヲIJの中

に、教育行政の民主化をうたった部分がありますが、次のように述べております。

「国民主権を原理とする憲法の精神にのっとる教育基本法は、教育は直接に国民に責

任を負って行われるべきものであることを規定しているが、この法律の基本理念を、ま

ず第一に教育に従って教育行政の民主化を主とするものであって、教育行政の主体を国

民に置こうとするものである」と。当時、文部省はこういうことを述べて、国民を指導

されたわけで、あります。まことにその趣旨も明確になっていたわけであります。

教育行政の地方分権は、どういう述ベ方をしているかとし、いますと、 「民主政治を原

理とする憲法は、その有力なてことして地方自治を強力に培うものであるが、教育委員

会より国民に誓って、その民主的運用を促進するためには、教育行政権の地方移譲を図

らなければならない。これによって、過去の行き過ぎた中央集権制に基づく画一性よ形

式性が是正され、地方の実情に即した教育行政の樹立、運営が期待されるものである」

と、こういうふうに述べているわけであります。

教育行政の自主性という点では、教育は、理想、の人間像と社会像を目標として営まれ、

しかも今日の努力が直ちにあすの成果となることを期待できないところに、教育のもう

一つの特質を見るのである。このように、教育を早急な要求や、慌ただしい期待をかけ、

またそのような意図のもとにこれを営もうとすることは適当でない。したがって、教育

行政もまた、教育のこの特質に尽くした運営がなされるべきであって、目前の功を目当

てに、そのときその都度の都合によって営まれるべきではない。ここに教育行政の安定

性、一貫性が要求せられてくる。こういうふうに文部省が述べておるわけでございます。

私も、こうした資料などを、この一般質問を行うに当たって、再度拝見し、そしてい

ろいろと考えさせられたわけでありますけれど、教育委員会の発足は、まさに憲法にう

たわれる国民主権を原理とする教育基本法をもとに、教育行政の民主化、教育行政の地

方分譲、教育行政の自主性の確保ということを三つの原則に発足させ、また教育もそう

いう方向に目標とした、ということを明らかにしたので、はなかったかと思うわけであり

ますO 中央集権的な画一性といったものを排して、本当に国民に責任を負う教育の民主

化というものを目指した意気込みというものが私は感じられるわけであります。

F
O
 

Q
U
 

つd

その後、昭和31年 6月には、現行の「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」が

施行されまして、大きくその意図するところが、時の政府権力者によって変えられると

いうことが危倶され、大論争が行われてきたわけでありますが、今日に至るまで、私は

当初意図いたしました教育委員会の発足の精神というのは、たとえ現行法であったとし

ても、 生かされるべきものではないんだろう か、とい うこ とを考えてまいってきたわけ

であります。

そこで具体的な質問に入る前に、この点についての教育長の考えをまず伺っておきた

いと思います。

O-;IJ議長(福島敏雄君) 板垣正男君の質問についての答弁を求めます。教育長。

O教育長(長沢三郎君) お答えいたしますO

今、板垣議員さ んの方から御質問のありました教育委員会法、この教育委員会法が

「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」と いう形で変わってお りまして、その法

律に基づいて現在日野の教育行政が進められていると。ただ、日野の教育行政を進めて

いく中で、やはりその一番基本になるところの憲法並びに教育基本法と いうも のにつき

ましては、現在も厳然、として存在しておりまして、それに沿った形の中で、この「地方

教育行政の組織並びに運営に関する法律」を取り扱っていると、そ ういうような状況で

ございますO

0副議長(福島敏雄君) 板垣正男君。

019番(板垣正男君) 教育長からは、極めて事務的な答弁としか思えないような御説

明があったわけでありますけれど、私も教育の専門家ではもちろんないわけでございま

して、教育行政に関することなどについて、これ ら一般質問を通じまして見識の深い教

育長にいろいろと教えていただこうという、そういう 気持ちもある ものですから、ぜひ

とも教える立場で、ひとつお考えなどをお示し していただ きたいと思うわけでございま

す。

さて、私が今申し上げましたよ うな教育行政の民主化、そして地方分権、教育の自主

性の確保ということは、今日に至るまでも教育の大原則だと思うわけでございます。そ

れゆえに教育委員会の教育行政が、今教育長が申されましたように、憲法や教育基本法

をもとに日野の教育行政が行われているということであるならばなお、この教育委員会

の設置と、その目的とした民主的な、そして地方の分権、自主性を確保して教育行政、

教育委員会の運営を行っていくことが大切だと私は思う次第でございます。そのことが、

具体的な教育行政の中にどう生かされていくかということにもなってくるわけでありま
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すから、その基本点を踏まえるならば、私は、現教育委員会のさまざまな教育行政の分

野に、もう少しいろいろと御検討いただけるものがあるんではなし、かと、こう考えてお

る次第でございます。

一つは、 9月の議会にも私は質問に少し触れました。質問を行ったときに少し触れた

んでありますが、教育委員会の活動といい ますか、会議といいますか、定例会の資料、

昨年度分 1年間、拝見させていただいたわけでございますが、 確かに定例会は、 会議規

則に決められたように、毎月 1回、定期的に行われておるわけでございます。議題も明

示され、恐らく活発な論議が展開されて、それぞれ結論が出されてい るこ とだと、 想像

するものであります。そして、誤りのない見識ある結論とともに、今日の日野の教育行

政が推進されていると考える わけでございます。

しかるに、市民との関係でどう考えていく か、とい う点で、 私もいろいろ関係者の方々

の御意見、住民の方の御意見なども伺いつつ、次のよ うなことなどにも考えを及んでま

いってきているわけでございます。 それは、 恐らく毎回、 定例の教育委員会の会議とい

うのは、もちろん事務当局からの準備された議題に基づいて会議は進められていくんだ

ろうと思います。その会議で論議さ れるこ とに、日野教育行政全般にわたって、 教育委

員会が目くばせをする、ということが十分行えるんだろうかということなどに、 一つは

気になったわけであ ります。

例えば、昨年の公民館の設置運動、請願に基づくさまざまな論議もありましたふそし

て、公民館増設の問題なども論議されたという経過などもある わけでありますけれど、

議題として準備されないよ うな問題を、 教育委員会で論議する という場というのは、ど

ういうと ころでそれが行われるのだろうか、と いう疑問を持ったわけであります。例え

ば非公式の協議会とか、あるいは懇談会と か、その他の方法で議題にされたもの以外の

教育行政にかかわるものなどについての、例えば論議をしたいというある教育委員から

の御意見などがあった場合、どういう方法でそれが行われるのだろうかということに、

一つは疑問を持ったといし、ますか、実際は行われるんだろう、という ことがあったわけ

でありますO 例えば協議会と いうようなことを開催して、そこで定例会に報告される以

外の議題などについてのいろんな意見の交換などが行われるかど うか、あれ実際行われ

ているんだろうか、とい うこ となどがあるわけであ ります。それを具体的な質問の第 1

点と して伺いたいと思い ます。

二つ目に、定例会はいつも昼間といし、ますか、 午前中行われたり、午後から行われた

り、というようなことがあるようであり ますが、現在、週休 2日制ということで、 土曜
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日の休日も、かなりお勤めの人がふえてきてまいっているわけでありますが、しかし、

まだまだ社会全体が週休 2日制に至るというところま では来てないわけであります。そ

こで、夜の定例会、あるいは協議会というようなものが、実際、行われてこなかったよ

うであります。昨年 1年間は。しかし、 そ ういうこ となどを頭に入れて、市民の方など

の傍聴などができやすいよ うな条件をつくって開催するというこ となどは、教育委員会

としては論議されたことがあ るのかどう か、 2点目として伺っておきたいと思います。

それか ら、 3点目であ りますけれど、市民との対話、ある いは懇談、こういうのが教

育委員会としてはどう 展開されているか。私は教育行政だけではなく、もちろん市の行

政全般にわたっても同じことが言えると思うんでありますが、教育委員会としては、直

接市民との対話や意見交換などを行う機会を持っているかどうか。例えば、市P協が 1

年に1回、教育行政懇談会と いう のを開催しておりますO 教育長も御出席されますし、

教育委員長も御出席されて、いろいろとそこで質疑あるいは意見交換等ございます。ま

た教育委員会側から も説明があります。これは承知 しておるんでありますけれど、教育

委員会側か らの働きかけ、提起によって、こうした対話を行う機会が持たれてきたのか

どう か、 3点目として伺いたいと思います。

さて、4点目であ りますけれど、教育委員会も傍聴者が、人数は少数であるかもしれ

ませんけれど、おられるようであります。教育委員会の会議室は、そう 広 くはないとこ

ろで行われているよ うであ りますけれど、傍聴者の不自由などは、ないのかどうかとい

う点と、もう 一つは、委員会の会議で論議される議題の資料を傍聴者の求めなどがあっ

た場合は、 配付 しているかどうか。議題の列挙されたいわゆる議案書の日程表などは、

当然配付されている ことではないかと思うんでありますけれど、なおよく、その資料等

も含めた配付などが行われているのかどう か、という点を伺っておきたいと思います。

5点目に、教育委員会も請願を押しつけることはできるんですね。請願の提出があっ

たのかどうか。昨年 1年間でも よろ しいです し、 今日までのものでもよろしいわけです

が、請願の提出状況をお聞かせ していただきたいと思います。

0副議長(福島敏雄君) 答弁を求めます。教育長。

0教育長(長沢三郎君) まず第 1点目 の、協議会、あるいは懇談会と、こういう性格

の問題につきましては、教育委員会規則の中には、全ぐ掲げられていない内容でござい

ます。教育委員会規則の中では、定例会及び臨時会という、それだけが正式の教育委員

会の会議として提起されているということで、臨時会というのはこれは、年に三、四回

で、すねO 緊急の場合、例えば人事案件その他、どうしても早急に定例会に間に合わない
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状況の中で決めて、とにかく提出しなくてはならないと。そのような緊急性のある場合

に、臨時会を招集して、持っと。ですから、教育委員会の会議というのは、あくまでも

定例会と臨時会、これが委員会規則の中に決められている会議の内容でございます。

今、お話の出ました協議会とか懇談会とかというようなものは、特にその規則の中に

は触れられておりませんけれど、教育委員さん方の意思統ーを図るために、教育委員会

のもろもろの行事、例えば、よく教育委員さん全員そろって学校訪問等も行われます。

あるいは教育委員会連合会の研修会等で一緒になる機会等もございますo そういうよう

な状況の中で、随時、教育委員さん方のいろいろ教育にかかわる問題についての意思統

ーを図るために、随時持っておるわけでございまして、正式の今申し上げました、委員

会規則に定められております会議とは、性格が異なった問題で、ございます。ですから、

その中で決めた問題が、そのまんま結局、議決されるとか、あるいは承認されるとか、

そういうような性格のものとは性格が違っておりますo

それから、 2番目の土曜日の休日がふえてきているから、土曜日とか夜間に持って、

もっと市民の方々が参加できるような機会を設けたらどうか、という御質問でございま

すけれど、現在定例会というのは、第 2木曜日の午後というように決められております。

ただ、今月もそうですが、議会月のある月は、議会の行事と重なりますので、議会のあ

る月だけは土曜日の午前10時からということで、これは委員長の権限によって、定例会

の日を変更して、土曜日の午前10時から教育委員会を持っている、そういうような状況

でございますO

それから、夜間に教育委員会を持つことがあるのかと。何か特別の問題でもあれば別

なんですけれど、これは職員の超過勤務その他ですね、勤務の問題等も当然出てきます

ので、特別の状況がない限りは、夜間に特に教育委員会を開くというようなことは、日

野市では取り扱っておりません。

それから、 3番目の市民との対話、あるいは懇談、こういうものについてはどうかと。

今、市P協との行政懇談会のお話が出ましたけれど、市民との対話集会につきましては、

市民からの要望があれば、いつでもこれに対応する、そういうような体制はとっており

ます。一番頻繁に持たれましたのが、昭和58年から59年当時にかけまして、当時の中学

校の状況というものが、これはもう全国的な問題だったわけですけれど、非常に大きく

校内暴力とか、非行問題が取り上げられまして、中学校教育が大きく揺れた時代がござ

いました。その時点では、各中学校区ごとに夜間 6時から 9時ごろまで、教育委員さん

全員出かけていき、その地域の父母の方、自治会の方、あるいは子供会の方、その他学
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校の教職員、そういう方々とじかに教育問題について話を持つ、そうい うような機会を

何回もとったことを覚えております。それから昨年度、この学習指導要領の改訂、これ

に対しまして、学習指導要領の白紙撤回という形で、これも各地区、相当いろんな形で

あったわけですけれど、それについての要請、これを十数名の当時、傍聴者ですね、 教

育委員会の傍聴者の方々が、教育委員会の会議が終えたあと、教育委員さんとの話し合

いというような形で、委員会終了後二、三回、そういう関係で十数名の傍聴者の方と問

題点の話をした、そういうような状況がございまして、いわゆる何かこう、教育にかか

わる大きな問題が取り上げられた際、どちらかという と、そう いう 市民の方、あるいは

傍聴者の方、そういう方々と話を持つ、そうい うような機会を開いているというような

状況でございます。

それから、傍聴者に資料の配付とか、 その他そう いうような便宜を図っているのかと。

確かにですね、毎回、教育委員会の際に、 2ないし 3名の傍聴者の方がお見えになりま

す。多いときには、先ほど申し上げましたよ うに、 十数名の方がお見えになることもご

ざいますけれども、 全 く教育委員会が関かれたときに、傍聴者ゼロと いうととはござい

ませんので、いつでも常時、その一席といし、 ますか、 傍聴者の方々 の席というのを、 10

人程度は入れるような形で用意 してございま す。

傍聴者の方々に対しての資料配付の件でございますけれど、これは議会と全く同じよ

うなことで、直接傍聴者の方に、教育委員会の委員 さんにお渡 しする議案書と同じよう

なものをお渡しするというような形のことは、 とっ ており ませんO ただ、終わった後、

非常に熱心な方が、資料として要求される場合、そう し、 う場合には、その申し出に応じ

まして、 差 し支えない範囲で提供していると。やはり、 一応教育委員会としての議案書

ですから、その中で、資料部分で差 し支えないものについては教育委員会が終わった後、

申し出に応じて、差し支えない範囲でのその提供をしていると、そんなような状況でご

ざいます。

それから、最後に請願、教育委員会に対する請願というものの取り扱い、これは当然

議会に対する請願と同じように教育委員会に対しても、請願を出すことは可能でござい

ます。かつて幼児教育の問題等で、相当数の署名を添えた請願が教育委員長あてに提出

され、 第七幼稚園をつくるかつくらないかというような問題等も含めながら、大変熱心

に教育委員会の中でもその請願に沿った形での審議等が行われたということにつきまし

ては、そういうような請願を受け付ける、そういう姿勢はいつも持っております。いず

れにいたしましでも、教育委員会自体、関かれた教育委員会という姿勢、これは今後と
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も持ち続けていきたいと、こう考えております。

O副議長(福島敏雄君) 板垣正男君。

019番(板垣正男君) 現行の教育委員会の開催状況その他、詳しく今、教育長から説

明がありまして、私もよくわかったわけでありますが、教育委員会の会議は、会議規則

でも決められていると。確かにそのとおりで、定例会と臨時会ということになっており

ますね。その他協議会、懇談会等々の規定はないからやらないんだ、ということじゃな

いかと思うんです。教育長のおっ しゃ ることは。会議規則ですから、例えば国会で法律

がいろいろ改正されなければ、その会議規則も変えられないんだ、ということでもない

と思うんで、す。もし仮に、教育委員会、教育委員の方々の全員の御意見などもあって、

会議規則に規定されなければ、一切そのほかできないということであるならば、もう少

しその辺を弾力性を持たせる ような会議規則の改正なども含めて検討しようではないか

ということになれば、私は十分可能なんじ ゃないかと思うんです。

ですから、会議規則は確かにおっしゃるとおりなんですが、定例会で示される議題の

ほかに、いろいろと日野教育行政全般にわたって意見交換をする、協議をするというよ

うなことなどは、私はもっとあっていいんじゃないかというふうに考えておりますから、

このようなことも伺ったわけなんで、すO

例えば、議会は全員協議会というのがありますね。議会と教育委員会はそっくり同じ

だというふうな比較するわけじゃありませんけれど、そういうようなことであるとか、

それから、つい最近でありますけれど、 文教委員会の委員と日野の小・中学校校長会の

役員の方と懇談を持つという こと などで、教育問題での意見、いろいろな意見交換も行っ

たことも ございます。これは既に 4回も続けられているということなどもあるわけです

が、議会も、理事者か ら示された議題だけを論議する場、本会議、あるいは委員会だけ

で、あとは一切何もしないということではやっぱりないわけですから、私は、会議規則

の運用や、あるいはまず協議会、あるいは懇談会等が行えるようなものは、十分やっぱ

りそれらの運用の中でできるんではないかとい うふうに思うわけであります。

しかし、規則は規則だから、絶対にできないんだということであれば、その規則の改

定等も含めた御検討というところまでいかなければ、そういった論議も行ってみてもい

いんではないかと思うんです。

中野区の教育委員会は、いわゆる中野は準公選が実施されている所でもありますから、

若干この教育委員会の、いわゆる教育委員会活動というものについての認識が、ちょっ

と違うのかもしれないんですね。しかし、教育委員会の設置そのものは同じ法律に基づ
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いて行われているわけでありますから、基本的には私は違つてないんじ ゃないかと思う

んですが、しかし、そういう中でも、定例会、臨時会というのが昨年度の例で申し上げ

ますと、定例会は12回で、すねO これは月 1回ですからいいんですが、臨時会が9回聞か

れております。合計して21団関カ亙れているんですが、協議会が、協議会と名のつく教育

委員会の会議は42日も聞かれているんです。このとき議題になっております内容を見ま

すと、 非常に細かく、いろんな教育の各分野のものを議題にして、協議会を開いて論議

をしているということが、 最近私も、知ることができたんで、すO

例えば、 ある小学校のブラスパンド発表会の参加について、と いうよ うなことなども

議題に しまして、論議をしているんですね。それか ら区民の区民連絡会の対話集会の出

席などについても、論議すると いうようなことなどいろいろありまして、教育委員会に

かかわるすべての問題を教育委員会のこの協議の場で、教育委員さんのすべてのやっぱ

り認識にする ということで、いろいろと論議をさ れているんじゃないかと思う んです。

それと区民との直接対話、懇談とい うも のが行われておりまして、 毎月第 4週の協議会

と夜の教育委員会、これ、昨年 2回開催したそうですけれど、ここで傍聴者の発言を認

めているという ことがあります。そして対話集会というのも行っているというこ とがわ

かり ましTこO

傍聴者はどのくらい来られるかとし、し、ますと、昨年度で傍聴者数742人だそう で、す。

大変な数の区民が教育委員会の開催状況を見守ってい るとい うことになっているわけで

す。

それから、傍聴者に資料配付とい うのも、 やっぱり行われているんだそうで、すね。こ

れはどの程度までの資料か、詳 しくは私はそ こまでは聞かなかったんですが、資料は配

付されているということですので、 傍聴者の便宜を図ると いう 点では、相当教育委員会

側、 気を使って傍聴者にいろいろと資料など も配付してい る。 協議会あるいは定例会な

どの論議をより理解しやすいようにされているということじゃないかと思 うんです。

実に驚くべき協議会の開催回数と傍聴者の数ということに、私も この資料を拝見いた

しまして、知ることができたわけでありますけれど、 1年間の各教育委員さんのいろん

な活動など、あるし、はさまざまな団体や集会などへ出席された ことなどもすべて記録さ

れているとい うことなども ございます。何よりも教育委員会の聞かれる会議室が、た く

さんの傍聴者が来られでも十分傍聴でき、筆記もでき ると し、ぅ、そう いうところをやっ

ぱり設定して会議を開いているということも、特徴の一つだと思います。もちろん、定

例会、そして協議会の開催される以前には、開催のお知らせを区民にされているという
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ことは、当然あるわけでございます。

私、先ほど、傍聴者の発言を認めているかどうかということについて聞き漏らしてし

まったんですけれど、これは現在日野では、恐らくやられてないんじゃないかと思うん

です。つい最近の伺った話によりますと、三鷹の教育委員会が、傍聴者の発言を認めた

というニュースを、私も見ることができたんですが、ーたん休憩して、そして傍聴者の

発言なども聞いた上で、再度委員会を再開して、議事を進めるというやり方をとったそ

うなんですが、これは最近までそういうことがなかったものを、三鷹の教育委員会はあ

えてそれを行ったということなどが、ニュースとして伝わっているわけで、すねo それぞ

れ実際の委員会の運営の中で、私は今申し上げたようなことは、十分でき得る範閤内の

ものではないかというふうに考えているわけでございます。中野の場合は、協議会その

他について、あるいは会議規則で決めているかもしれません。そうしたことなどを今後、

資料を取り寄せていただいて、大いに研究していただきたいと思うわけでございますO

そのことが何よりも、やっぱり住民の意見を直接反映させるという機会だということだ

と、私は思うんです。

かつて最初に引用いたしました昭和23年にできました教育委員会法、この趣旨は何と

いっても、民意を教育行政に反映させるということろに大きな柱だったんではないかと

思うんです。それは公選制という方法を取り入れたことによって裏づけされているわけ

でありますけれど、住民の意思、住民の教育に対する考えというものを教育委員会が直

接それを聞く、あるいはそういう意見と教育委員会側の意見を互いに交換し合って、よ

りよい教育行政が進むようにするとし、ぅ、そういう機会を多くやっぱりつくっていると

いうことじゃないかと思うんです。私は、日野の教育行政の中で、そういう機会をもっ

ともっと多くつくっていくということが、今求められているんではないかというふうに

思うんです。教育長の教育行政手腕は、私は大変それなりに、これまでの教育行政の実

績を踏まえて、評価はするものの、教育長一人で教育行政を進めているわけではもちろ

んないと思います。各教育委員の十分な論議を進める上でも、住民のさまざまな教育に

対する意見の反映できる条件を、今後大いに御検討いただけるものではないかと、そう

いう余地のある問題ではないかというふうに私は考えるわけでございます。ぜひとも、

それらの点を今後の教育長の教育行政を進める上で、ぜひとも留意していただきたいと

思います。

先ほど教育長が、教育委員会のさまざまな地域での教育懇談会への出席などの話もあ

りました。確かにそういう点での活動はよくされていると思います。例えば61年 8月 1
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日の広報で、七生中学校区の教育を語る会実行委員会で、いろいろと論議があった、と

いうようなことなども、紹介されております。それから62年 3月 1日付のこれ広報で、

「地域で教育委員と教育を語る会」という御案内も出されておりますし、このように、

これは二中学区でありました。63年 3月 1日には、これも教育を語る会の開催のお知ら

せ、四中学区の地域の父母の方々が、やはり意見交換をされて、熱心に教育問題につい

ての論議が行われているわけでございまして、そういう 点での各教育委員を初め、教育

委員会のそれなりの熱心な教育活動というものが行われてい るとい うと とは、私も十分

承知をしているつもりでございます。その上に立つてなお一層、今申 し上げましたよう

なことなど御考慮、に入れまして、今後の教育行政推進に当たっていただきたいと思いま

すO

以上をもって、質問を終わります。

OilJ議長(福島敏雄君) これをも って16の 1、教育委員会に望むこ との質問を終わり

ます。

お諮りいたします。議事の都合によりあ らかじめ会議時間の延長をいたしたい と思い

ますが、これに御異議ありませんか。

C i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0副議長(福島敏雄君)

に決 しました。

御異議ないものと認めます。よって会議時間を延長すること

一般質問16の2、パス路線計画の進捗状況についての通告質問者、板垣正男君の質問

を許 します。

019番(板垣正男君) 質問を行ってまいりたいと思います。

今議会の行政報告でも質疑がございまして、 今、日野市で検討を進めておりますパス

路線の新設等につきまして、それなりの御報告がございまして、おおよそのことはわかっ

たわけでございますが、少し具体的に、どの程度までの検討が進められているかについ

て私なりに質問を行ってまいりいたと思います。

従来からいろいろと要望なども行われてまいりましたし、市側もその住民の要望にこ

たえまして、検討が行われてまいりました。 日野駅、日野台、豊田の駅を結ぶ一つのコー

スのパス路線、もう 一つは、 高幡不動駅から聖蹟桜ケ丘駅に抜けるコースのパス路線、

もう一つは、市民会館の前に停車するパスの時刻の延長ということがいろいろと要望さ

れてまいってきたと思いますO 市民会館というのは、すなわち市役所前ということでも

いいわけですが、この三つの路線の実施方、細かい路線のことなど含めまして検討が具

-405-



体化していれば、そういう点も説明していただきたいと思いますO

0副議長(福島敏雄君) 板垣正男君の質問についての答弁を求めます。企画財政部長。

O企画財政部長(長谷川暢男君) お答えいたします。

3路線についての御質問をいただきました。既に過去パス路線の計画につきましては、

あらゆる角度から各委員さんの意見、あ るいは御質問をいただいているわけでございま

す。この路線につきましでも、十分御承知のとおり、 市内パス交通対策特別委員会の不

便地域の指摘を受けまして、その中でいかに解消するかというような問題の中での課題

でございます。 61年以降、答申がなされ、かなり長期にわたっているわけでございます

が、市としてはいろんな手法を考え、京王との交渉に当たりました。その問、 (仮称)

日野市環境ノミス公社の設立研究会というような形の中での経緯もあるわけでございます。

そういう状況を踏まえて、今、 3路線についての内容を具体的に御説明を申し上げたい

と思います。

まず 1点目の日野駅、日野台、豊田駅の路線の問題でございます。 これは当然、、京王

サイドの中では、自主運行は無理だとい う前提の中で、 一定の負担を行政がすると いう

ことで、補助方式というような協議の路線を してきた経過でございます。現在、 なお補

助負担の額の提示の問題、あわせて具体的な路線の問題を含んで京王とのある程度見通

しをつけておりますので、今後、新年度に向かつての早急な対応をしていくという 考え

方でございます。

なお、高幡不動駅、三沢台、聖蹟桜ケ丘駅の路線でございます。これは当初より京王

帝都の方が、自主運行方式でやるということでございます。それにつきましては、も ち

ろん変わってないわけでございますが、 当時の計画につ きましては、関係自治会、 七生

自治会に提案し御相談も申し上げた経過があるわけでございます。 一部一自治会で、ど

うしてもその路線についてはなかなか、環境破壊、あるいは環境問題があるということ

で、この経路は無理だというような状況があったわけで、ございます。その後、市として

は、京王と路線の変更をいたしまして、主要道路の変更程度でございます。そういう 中

で一定の協議が成立してお ります。

ただ、現在、二つの路線ともパス路線の運行の認可を受けるための停留所の問題、あ

るいは幾つかの課題を抱えております。道路管理者でやるべき問題、あるいは京王帝都

でそれに対しましての、警察あるいは陸運局との協議の問題、これについての最終的な

協議を現在続けております。できるだけ早い時期に実現する方向で現在詰めている段階

でございます。
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なお、 最後の 1点でございますが、市民会館前の時間延長の問題でござい ます。この

問題につ きましでも、大変担当としては苦慮、しているところでございますが、京王との

協議の中でも何回か行っております。 しかし、大変市民会館の利用者、公演時間の日数

等の問題、これは当然、 市民会館を利用する人のために、何とか延長すべきだという 考

え方の中で協議を進めておりますが、 現状の中ではなかなかそういった公演日数との問

題等がありまして困難な状況で、 具体化されていないのが実情でございます。

以上でございます。

0副議長(福島敏雄君) 板垣正男君。

019番(板垣正男君) 日野台を回る日野駅から豊田に向かう コース、それから高幡不

動から聖蹟桜ケ丘へ向かうコース、後者の方は一部主要道路の変更等で、京王帝都の自

主運行はほぼ成立すると いう見通しのようであります。こ れはぜひ、 実現を図っていた

だきたいと思うわけでありますが、日野台のコ ースと いうのは、例えば日野の駅か ら甲

州街道をずっと 日野坂を上りまして八王子工業団地に抜ける方向へ向かう わけでしょ う。

コースはどういう方に走るのか、その辺のことも恐らく検討されていると思うんですが、

今そこまで説明すると 、この計画は破産してしまうというわけでもないでしょう。大体

どんな方向に走るのか。それか ら高幡と聖蹟桜ケ丘のこのコ ースも 、どこの道路を走る

のかぐらいはおっしゃっていただきたいと思うんです。

それから、もちろん許認可等の関係や、停留所の設置箇所などいろいろ細かい点など

検討されていると思う んですが、例えば日野台回りのコ ースであれば、何カ所ぐ らい停

留所を今考えているのかということ、それから高!幡不動、聖蹟桜ケ丘のコースは、大体

何カ所の停留所になる かということで、すね。それから始発から終わり の時刻の終バスは

大体何時ごろを想定 しているのか。で、運行の本数ですね、 1時間に3本とか、 ーあるい

は1本とか 2本とか、ある いはもっと多いかもしれませんけれど、時間帯によってはい

ろいろとあると思う んですが、 大体平均どのぐ らいの本数になるのかというような こと

を、現在の時点で説明できる範囲で、ひとつ御説明いただきたいと思います。

それか ら、行政報告ではたしか、 来年度から何とか実施したいという ような意味の説

明資料があったと思う んですが、今、部長は、できるだけ早い時期と レうことで説明が

ありました。早く話がついて運行でき るということになれば 1月からでも運行するとい

うこ とになるか。 いや、新年度になるだろうと。いや、新年度も もう少 し5月になるか

6月になるか一ーというような見通しなどがもしわかって、 4月からちゃんと発車でき

るようになる、とい うことになるかどうか。その辺のところも、ひとつ、もう少し詳 し
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く説明していただきたいと思います。

0副議長(福島敏雄君) 企画財政部長。

0企画財政部長(長谷川暢男君) 再度の質問にお答えしたいと思います。

もう少し具体的にということでございます。私の方も協議した中でのわかる範囲でお

答えしていきたいと思いますが、まず 1点目の日野駅から日野台、豊田駅というような

御質問の趣旨でございましたので、そういう趣旨で申し上げました。日野駅から日野坂

をちょうど途中で右に折れまして、日野台方面に向かつて、できれば東光寺に一一右が

東光寺側、左が日野台、ちょうど八王子の境界境でございます。そこを抜けまして日野

台のバイパスと申し上げましょうか、主要道路、大通りに出ていくと。境界境を通りま

しての主要道路に出て真っすぐ直線で豊田へ向かうと、そういうような方法で、日野の

住民の利便を図るというような考え方の財政負担でございますので、日野としては、そ

ういう方向で考えております。

しかし、問題なのは、そのちょうど日野台に上がった東光寺の反対側の、境界の所の

反対、左側に入った所でございますが、その境界の道路の問題が非常にネックであると。

できれば私の方は、住宅に面した日野側を通りたいということで、その提示をしている

ということでございます。もちろん、今質問者の中に、主要道路八王子回りということ

であれば、割合簡単に京王はやる方向にあるわけでございます。できるだけ私の方は、

市民のために財政負担をするという目的の中で、近い所を通ってもらうということで協

議を進めているということでございます。

なお、停留所等につきましては、ある程度の数字は提示しておりますが、なかなか陸

運局との調整がつきませんo 道路の問題、坂の高低の問題、希望は希望でありますが、

まだ具体的に発表する時期等ではないと思いますので、これにつきましては差し控えさ

せていただきたいというふうに思います。

時間等につきましでも、ある程度財政負担する中では、 40分間隔ということでの財政

提示を求めているところでございます。できれば40分程度で往復折り返しというような

日野台路線を考えているということでございます。なお、始発、終発のその時刻表につ

きましても、まだ具体的なところまで至ってないということで、できるだけやはり利用

者を考えた中での朝の時間、夜の時間、市内循環パス等を含めましての状況を勘案した

中で考えている、というふうにお答えしておきます。

なお、 2点目の同じような御質問でございますが、高幡不動から聖蹟桜ケ丘駅の問題

でございます。高幡不動から出ましてち ょうど四つ角に出た所で左折をし、川崎街道を
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三沢に向かいまして、三沢のスタンドの所から三沢台小学校の隣接する主要道路、その

坂を上がりまして百草団地の裏側、ちょうど西武信販でしょうかね、日本信販の開発し

たちょうど真ん中のメー γ通りがあります。そこを通りまして百草に向かい、百草から

多摩市に入っていくということの折り返 Lでございます。その中間、百草地域の道路の

中での多少の幾つかの問題を抱えておるということでございます。できるだけこの問題

につきましでも、具体的な停留所等につきましても、ある程度基本的に市の方の提示数

と、京王側の考え方とも一致しておりますが、そこを停留所にする場合には、ある程度

改善する部分がかなり求められておりますO 緑地を一部削るとか、そういう状況があり

ますので、これについても、幾つというふうには申し上げにくい部分がございます。

同じように時間帯につきましでも、できるだけ市民の利便を図る考え方で一定の時間

を定めていきたいということで、ただ、これにつきましては、あくまでも京王の自主路

線でございますので、なかなか私の方の希望どおりの時間でいくかどうかは、ひとつの

課題であろうというふうに思います。

なお、 2点目の中で、新年度から、あるいは来年 1月からというようなお話もありま

した。これにつきましては、私の方も新年度の予算編成に当たって、財政負担の提示も

あった中での検討を要するために、新年度に向かつてできるだけ予算化をしていきたい

という気持ちは持っております。 しかし、今の状況で、財政負担をする日野台から豊田

に、日野駅から豊田に関係する路線の部分で、これからの協議の進む状態との改善問題

を含んでやっていくわけでございますので、 予算化を当初にしながら、できるだけ早い

時期に実施していきたいという 気持ちで現在進めておりま すO

以上でございますO

0副議長(福島敏雄君) 板垣正男君。

019番(板垣正男君) 市側の考え、かなりわかってまいりました。いわゆる日野台コー

スというのは、今私が質問した中で、主要道路ということじゃなくて、パスが使用する

道路という意味で私は申し上げたんで、ちょっと私の言い方まずかったかもしれません

が、使用する道路はどういう道路になるかということになるわけですが、 今の御説明で

すと、要するに日野駅から日野台の方向に向かつて東光寺におりていく 反対側の、左折

して日野台の二丁目から四丁目の方に向かっていくということですね。その道路は、日

野自動車の西側じゃなくて、北西の方向ですかね。北西の塀と、それからこばと保育園

に面している道路ということですね、要するに。これは新しい道路の名称で言いますと、

市道幹線 1・15号線というんだそうですね。建設部長が 9月議会で報告された新しい名
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称でこういうふうになっているようなんですが、この道路を通って都道に出ますと、そ

の角に、向こう仮IJの角に花王石鹸の工場の倉庫がありますけれど、その手前の信号を左

折して豊田の駅に真っすぐ向かうと、こういう路線のことを想定していろいろと御検討

されているということでありますから、ぜひこういうコ ースで実現を図っていただきた

いと思います。

それから、 40分間隔で走らせたいということをおっし ゃいましたけれど、これは日野

駅から豊田まで行くのが往復で40分かかるというんじゃなくて、大体40分間隔で発車さ

せたいと、こういう意味ですね。 1時間に 1本、 40分間隔で運行したいとい うことの計

画であるということですから、これもわかりました。

最後に、これは説明ができるのかどうかわかりませんけれど、京王側から提起されて

いる補助金の金額というのは、市が負担できる範囲内のものなのかどうか、はっきり し

ませんけれど、どの程度の財政負担を提起きれてい るんですか。こ の段階でまだ説明が

できないということなのか。説明しでも構わないということであれば、ひと つ教えてい

ただきたいと思うんです。その ことだけ 1点。

O副議長(福島敏雄君) 企画財政部長。

0企画財政部長(長谷川暢男君) お答えしますO

今、お話をちょっ と触れましたが、新年度予算の対応をするために、現在京王からは、

財政負担の提示がありません。それは、 一つは路線がまだ不確定であるということ が前

提でございますので、そういった部分を合わせて財政負担の提示と協議を進めてい ると

いうことでございますO 現状では、まだございません。

0副議長(福島敏雄君) 板垣正男君。

019番(板垣正男君) 使用するパスとい うのは、今走っておりますミニパスでしょう

か。それでよろしければ、そういうことで。

0副議長(福島敏雄君) 企画財政部長。

0企画財政部長(長谷川暢男君) ミニパスでございます。

0副議長(福島敏雄君) 板垣正男君。

019番(板垣正男君) わか りました。鋭意、検討を進めて、ぜひとも新年度から この二

つの路線が実施されますよう に強 く要望いたしまして、この質問を終わりたいと思い ま

す。

0副議長(福島敏雄君)

を終わります。

これもって16の2、パス路線計画の進捗状況についての質問
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一般質問16の3、大坂上四丁目の新都市建設公社用地(1，800附)暫定利用についての

通告質問者、板垣正男君の質問を許 します。

019番(板垣正男君) この問題について も、過去に議会で一般質問で取り上げまして、

市側に要望してま いっ てきたところでございました。しかし、なかなか市側の考えと住

民の考え、一致するところまで至っていないようでございまして、特に市側からの積極

的な働きな どによって、この用地が暫定的なものにしろ、住民に開放されると いうこと

が今日までないわけでございます。依然として金網で周囲を囲ま れて、外部から入れな

いよう に新都市建設公社で管理されているわけでございます。

こういう状態がも う十数年続いてまいってきているのではないかと思いますが、こう

いう用地を目 の前にいたしまして住民の方々が、ここを何とか利用できる方法はないの

だろうか、 という思いをするのは、私はむしろ、自然なことではないかと思うんです。

ですからこそ、いろいろな機会で、この用地の開放ということを、市が新都市建設公社

に要望してきたと いう経過をたどっているわけでございますO 住民の要望も 、そんな大

それたことではないと思うんで、すO 非常にささやかな要求ではないかと思うわけでござ

いまして、用途をどのように新都市建設公社が考えているかは明らかではありませんが、

暫定的な次の用途が決まるまで住民に開放してほしいという、 こう いうものであったわ

けでございます。

しかし、なかなか思 うよ うにこの願いがかなえられないという経過をたど りましたの

で、住民の方々御自身で所有者である新都市建設公社に出向いて、そして公社側の開放

に応じてもよい という 、こう いう回答を こと しの 1月に引き出すことができたわけでご

ざいます。

60年の第4固定例議会でこ の問題を私、 実は一般質問で取り上げまして、市側の考え

等ただしたわけであり ますが、やはりそれ以前に、住民の方々 が新都市建設公社に出向

きまして、市から協議があれば、それらの要件についての話 し合いを行ってもいし、とい

う、こう いう対応を引き出 していたわけですね。その後、特に市側がこうした動きを行っ

たという話も聞かなかったわけでありますし、また住民自身も、その後、特に目立った

動きと いうのはなかったと思います。

昨年の12月でありますけれど、市長に関係住民の方々が、この用地の暫定開放につい

て要望を行ってまいりました。市長もその際、それに応ずる表明があったわけでござい

まして、 続いて この 1月に、住民の公社との話し合いで、開放してもいい、市側とも話

し合いま しよ うと、こういう態度を引き出して、そのことも市側には伝えてあったわけ
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でございます。

こういう経過をたどってまいりまして、恐らく市の方も何とかしてやろうという考え

のもとで、公社側とも折衝があったんではないかと思います。そして、約 1年近く経過

してまいってきているわけでありますけれど、 残念ながら今日に至るまで、この用地の

暫定開放という見通しは、まだ私どもには、住民には知ら されてはいないわけでござい

ます。

そこで、具体的に伺いたいわけでありますけれど、この用地を市も住民の意向を十分

酌んで、公社とも話し合って、それなりに暫定開放に少しでも役立つような動きをして

いただきたいというふうに、私もあえてこの一般質問を取り上げたわけで、すO その点に

ついて、御答弁をいただきたいと思います。

OmlJ議長(福島敏雄君) 板垣正男君の質問についての答弁を求めますO 企画財政部長。

O企画財政部長(長谷川暢男君) 私の方からお答えしたいと思います。

大坂上四丁目の新都市建設公社が持っている面積1，800の用地の暫定利用だというふ

うに理解しております。確かに過去の経緯としては、担当部等を通しまして、あの地域

の遊び場の、というような話も十分承知しているわけでございます。その後、議会等の

いろんな質問の状況を踏まえながら、市といたしましては、新都市建設公社のかなりの

用地が日野市内の神明上を中心として点在する部分があるわけでございますO これにつ

きましては、一つの公共住宅の政策の中で、できるだけ早 く新都市は住宅政策を求める

意味での活用、あるいは何か対策を、というようなことの要請をした経締がございます。

よって、そういう中での当時の経過の中では、新都市の中でも既に、その市内に持っ

ている新都市建設公社の用地についての検討を始めていると。もちろんこれは、新都市

の中での関係部局での一つの検討委員会を設置した中の検討をしているということでご

ざいます。よって、その結論は、現状の中では、この大久保の用地については住宅建設

をする方向である程度煮詰まっている、というような状況があるわけでございます。よっ

て、今、質問の趣旨も、十分理解できるわけでございますが、市が要請してきた経過も

ございますので、現状ではここに暫定的にも借りるということにつきましては、なかな

か困難であろうというふうに考えております。

以上です。

O副議長(福島敏雄君) 板垣正男君。

019番(板垣正男君) 市側が住宅建設を新都市建設公社に申し入れたということで

ございますが、これは何年も前から、市が公社に、そういう住宅建設を行いなさいとい
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う申し入れを行ってきているということであれば、私も理解でき るんですよo ところが、

その住宅建設を申し入れたというのは、住民の方から暫定開放を言われて、その件で公

社と話 し合うというのか、まあそういう 話はしなかったのかもしれませんけれど、その

後に住宅建設を申し入れたと、 こうい う経過をたどっているんじゃないんですか。住

が入れる前に、何年も前か ら繰り返 し、 繰り返 し、 市が「住宅建設を行いなさし、」 と公

社に申し入れを行ってきているんだとい うこ となのか。その時間的なところはどうなん

でし ょうか。そこをはっき りしていただきたいと思う んで、す。

0副議長(福島敏雄君) 企画財政部長。

0企画財政部長(長谷川暢男君) 時間的な申し入れの時期ということになるわけでご

ざいますが、新都市建設公社でも、内部の検討委員会の中では、既に協議 していた経過

があると いう前提があるわけでございます。私の方の申し入れにつきましては、確かに

ずれがあるかもわかりませんが、やはりここで最近の状況としての住宅政策の問題の課

題が大きな問題としてクローズアップした、そういった経緯もあろうかと思います。も

ちろん新都市が建てる とい うことであるかどうかと いうことにつきましては、十分私の

方も把握 してお りませんが、その申し入れについては、多少のずれがあると いうことで

ございます。

以上でございます。

0副議長(福島敏雄君) 板垣正男君。

019番(板垣正男君) 多少のずれが申し入れの時期にあったと いうことでありますが、

ことしの1月に住民の方々が新都市建設公社に出向いて、この用地の開放を申し入れた

際に、当面する住宅建設が予定されてい るから、開放には応じられない、ということは

一言も言ってないんです。むしろ、 当面は利用する目的はないから、協議によっては開

放 しても よろ しいですよと、 こう いう ふう に応 じてくれたわけですね。だからこそ、日

野市にもぜひとも住民の立場で、そうい う方向で協議を してほしい、こういう申し入れ

を行ったんだろうと思うんです。また事実、そう いうことで申し入れを行ったわけで、すO

その後、いろいろ市の方でも検討されたんだろうと思いますが、住宅局、新都市建設公

社に出向いて、 住宅建設を申し入れたり、 行ったということに、 今、時期のずれがある

というのは、そ ういうことを部長は意味したことを説明したんではないかと思います。

そうしますと、 市側の考え、もちろんあるわけでありまし ょう が、住民のこれまでの

要望とい うこ とについての市側の対応が、住宅建設を行えとい うふうに申し入れをした

ということである ならば、そういうことをやっぱり 言わなければいけないんじ ゃないで

町
、

υ
1
i
 

A
生



しょうか。我々は話を聞いて、市長にもそうした申し入れを行ったということであるな

ば、それなりの期待感を持つわけです。そのときも、市側は住宅建設を公社に申し入れ

ますから、皆さんのそうした申し出は、ちょっと難しいんじゃないでしょうか。こうい

う話もなかったわけですよ。当初からそういう話があれば、また住民側の認識の状況も

変わるわけですけれども、そういう話がなくて、む しろ住民側の申し入れを受けて、 公

社との協議に応ずるという対応であるな らば、ど うしてそう いうふ うに住宅建設を行え

というふうに変わったのか、ということなど含めて、私は住民に十分その辺のと ころを

説明してこそ、市側の住民に対する対応の仕方ではないかと思うんです。そういうもの

が全くなくて、市は住宅建設の申し入れを行った。だからあの用地は開放できないと い

うことを、相当の時間がたってから明らかにするということは、私はちょっと理解でき

ない、という気持ちを持っているわけであります。

少なくとも主権者は住民だという考えのもとで市政を進めているものであるならば、

やはり住民に対する説明や対応をち ゃんと行っていただくということが、私は必要だと

思うんで、すO

さらにお伺し、し、たしますけれど、過去に公社の用地を市が借りて使用したという こと

はありますか。企画財政部長、いかがでしょ うか。

0副議長(福島敏雄君) 企画財政部長。

0企画財政部長(長谷川暢男君) お答えいたします。

私が記憶している部分としては、 自分自身で担当した経過がありますので、ちょう ど

神明上の中央線のそばだと思いますが、学童クラブ施設に借 りたという経過があるとい

うふうに記憶しております。

以上です。

O副議長(福島敏雄君) 板垣正男君。

019番(板垣正男君) 市長に伺っておきたいんですが、今私が質問した事柄について

部長からも詳しく報告、説明がありました。経過なども市長も承知されていることと思

います。住宅建設申し入れにかかわって市長の政策的な選択も恐らく働いたんだろうと

思いますけれど、その辺も含めてこの問題についての対応のお考えをお聞かせいただ き

たいと思います。

0副議長(福島敏雄君) 残り時間 8分でございますO 答弁を求めます。市長。

0市長(森田喜美男君) この市役所の所在いたします神明上区画整理事業、市施行で

行った事業でありますが、その際に、今名前の出ており ます新都市建設公社が用地を先
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買いをいたしまして、区画整理を広くするという意味もありましょうし、それから所管

をしますいわゆる都市整備事業、各市にもわたるわけでありますが、土地の交換であり

ますとか、あるいは協力でありますとか、日野市の場合でもいろいろと相互の協力をし

てもらっておるわけでありまして、いわゆる御指摘の当該地、大坂上四丁目の新都市建

設公社の社有地1，800メー トルという部分は、この当該公社の所有ということで区画整

理の中で換地をされ、現在の当該地、 今の場所にさくをして管理されておる。この状況

を付近の方か ら見ると、地主はどこだかはっきりしなくても、何とかその周辺の役に立っ

てもらえないだろうか、 こういう 発想の出ることは別段、奇異でもなく 、あり得ること

だと思いますO

そして、かねてその話を聞いておりまして、この新都市建設公社はこれまで、用地の

処分については非常に慎重であったと いう感じがし、たし ます。現在私も、その新都市の

評議員をしておりま すけれど、 関係市のかかわり ます範囲で所有しておる土地は、処分

する際には、 1件ずつ評議会、理事会に諮って決定をしていると。当然と いえば当然で

あります。まさ に公社とい うところの所有する土地ですから、管理が厳選に行われてい

ると いうこ とは当然であります。

そう いうことで、今御質問に、市内で新都市から公共事業のために借 りたことがあ る

か、という質問でございますが、第七小学校区の学童クラ ブの場所に、全 く困り抜いて

といいましょう か、 暫定的に借 りて、 借周期間を決めて借りました。その|燦にも、期限

が来ると非常に催促をされま して苦労したことがありましたが、とうとう返還をすると

いう ことで、 一応の処理をいたしました。こ の場所確かに、タイミングの多少のずれが

あると いうふうに思っておりまして、その点では、 今まで推進の役を して こられた板垣

議員にも地元に も、 説明が不十分だったなと いう感じは持っております。また、時ちょ

うどと いうべきかどう か、 市内に勤労者住宅を、ということが、我々もだんだんと要望

という形、あるいは政策とい う形で考えてまいる時期に達 しま した。言うなれば、そこ

の場所が二つの暫定利用と、 ある いは恒久利用の対象になって、そしていろいろと御不

満をかけておると いう感 じがしております。

OjlJ議長(福島敏雄君) 市長、残 り3分です。

0市長(森田喜美男君) そうし、 う経過でございますから、私どもは暫定使用というこ

れか らの期間のこともありますけれど、やはり住宅政策に、この当該公社に日野市内で

所有する ものは積極的に対応してくれということを言って申し立てておりますので、そ

のあたり の調整はしてみなきゃならない、こういうふうに受けとめておるところであり

「
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ます。

O副議長(福島敏雄君)

019番(板垣正男君)

12月13日 木曜日 (第 6日)
板垣正男君。

住民も私も、住宅政策については何の異論もないところなんで

す。大いにつくっていただければ、それはそれで非常によろしいことではないかと思う

んですが、あくまでも住民がこれまでお願いしてきた、要望してきた点は、暫定的にあ

そこを開放できないかということについての市側の努力を期待したわけであります。
平成 2 年

説明が不十分だったという市長の発言などもございました。確かに説明という点は、
第 4固定例会

日野市議会会議録 (第37号)

民主主義にもかかわる問題だと私はこの点で強く感じているわけであります。そして、

なお余地があるかどうか、これはまだまだ検討していかなければならないわけでありま
12月13日 木曜日 (第 6日)

すが、十分住民側の意向を酌んだ対応というものが、この公社の用地の問題だけではな
出 席 議 員 (30名)

くて、行政全般に求められることは言うまでもないことであります。少なくとも行政の
1番 沢 田 研 一 君 2番 執 印 真智子一 君

主人公は住民にこそあるという考えを持つならば、手続上の民主主義はしっかりと踏ん
3番 田 原 茂 君 4番 ) 11 友 君

でいくということが、私は革新市政の本道だろうというふうに思うわけであります。
5番 高 橋 徹 君 6番 土 方 尚 功 君

今後、なおこうした点で、我々も努力いたしますけれど、市側の対応に強く要望いた
7番 天 野 輝 男 君 8番 下 キサ 功 君

しまして、この質問を終わります。
9番 佐 藤 洋 一 君 10番 :t@ 島 敏 雄一 君

0言IJ議長(福島敏雄君) これをもって16の 3、大坂上四丁目の新都市建設公社用地
11番 内 田 勲 君 12番 宮 沢 清 子 君

(1，800附)暫定利用についての質問を終わります。

13番 ，馬 場 繁 夫 君 14番 f高 島 盛之助 君

本日の日程はすべて終わりました。

15番 藤 林 理一郎 君 16番 山 良 '悟 君

明日の本会議は午前10時より開議いたします。時間厳守で御参集願います。
17番 高 橋 徳、 次 君 18番 一 ノ瀬 隆 君

本日はこれにて散会いたします。

19番 板 垣 正 男 君 20番 鈴 木 美奈子 君

午後 5時32分 散会
21番 奥 住 日出男 君 22番 夏 井 明 男 君

23番 黒 )11 重 憲 君 24番 鎖 野 行 雄 君

25番 古 賀 t三チ又凸 日召 君 26番 市 ) 11 資 信 君

27番 谷 長 君 28番 名古屋 史 良R 君

29番 竹ノ上 武 俊 君 30番 米 沢 ~，~ 男 君

欠 席 議 員 (なし)
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説明のため会議に出席した者の職氏名

市 長 森田喜美男君

助 役 砂川雄 君 収 入 f生 佐藤智春君

企画財政部長 長谷川暢男君 総務部長 藤浪竜徳君

市民部長 永瀬誠 君 生活環境部長 糸川 滋 君

清掃部長 小林 修君 都市整備部長 前田雅夫君

建設部長 橋本栄寓君 福祉部長 坂口泰雄君

水道部長 高野 隆君 病院事務長 大崎茂男君

教 育 長 長沢三郎君 学校教育部長 藤 本 享 君

社会教育部長 坂本金雄君

会議に出席した議会事務局職員の職氏名

局 長 落合 豊君 次 長 田中正 美 君

書 記 濃沼哲夫君 書 記 小 林 章 雄 君

書 記 増田善和君 書 記 橘 達雄君

午前10時12分開議

0議長(小山良悟君) 本日の会議を開きます。

ただいまの出席議員23名であります。

これより日程第 1、一般質問を行います。一般質問17の 1、自己啓発のために生涯教

育体系の整備をの通告質問者、奥住日出男君の質問を許します。

(21番議員登壇〕

021番 (奥住日出男君) おはようございます。議長のお許 しをいただきましたので、

平成 2年12月13日(木)

午前 10 時 開 議

通告に従いまして一般質問をさせていただきます。

今回のテーマ、自己啓発のために生涯教育体系の整備をとい う、ち ょっと大きなタイ

トルでございますけども、これまでも何人かの方が生涯教育についてはいろいろと御質

問等をされてまいりました。教育委員会あるいは市長部局の行政全般の方々が年々努力

されて、そういった学習の場の整備を充実されてい るこ とも重々承知をしております。

したがし、まして、ずぶの素人の私が教育についてあれこれ言 う気持ちは毛頭ございませ

んO 現状、 若干見、またそれを感じている ことを申し上げ、何点か質問を していきたい、

このように考えます。

御案内のように今世の中が、精神的な豊かきを求めていろいろと 、あれやこれや模索

しながら自分なりの価値感を見出そうと、 真剣に対処してい ることは周知のとおりでご

ざいます。年々 、新 しい価値感を生み出そうという、またそのために行政側も新 しいメ

ニューをそろえながら、どうぞ学習をしてくださいとい う、こ ういう展開がされてるわ

けでございますけども、毎年教育委員会が「社会教育Jという 事業総覧を発行してお り

ます。この中で昨年の元年度の事業総覧の体育課の報告があるわけですけども、この中

で生涯教育というのがいつごろから叫ばれてきたのかということが書かれております。

それによると、 20年前注目されてきたという 。それで一般的に聞かれる ようにな ったの

が、 15年前である とい う、こういうことが体育課の基本方針の中にるる述べられており

ます。随分前から生涯教育が叫ばれてきているんだなあということを、こ こで改めて知っ

たわけでございますけども、この中では第 2回の定例会で私どもの内田議員が、生涯教

育について質問したときに、担当部長の方からなぜ今生涯教育なのか、 そのために教育

委員会、あるいは行政も含めて、 トータルでこんなことをしております。側面、あるい

は後方からパックアップをしていますよと、こういう説明 も受けているわけでござい ま

すけども、今なぜ生涯教育が必要なのかということを私な りに整理をいたしますと、 社

会の変化が年々激しくなってきている。とりわけいろんな今言われ方が している国際化

書 記 斉藤令吉君

速記委託先 住所 東京都立川市曙町一丁目 10の3

立川速記者養成所 所長 関 根 福 次

速記者 大迫嘩子君

議事日程

日程第 1 一般質問

本日の会議に付した事件

日程第 1
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であるとか、高度情報化であるとか、あるいは本当の豊かさの時代を求めている。さら

には高齢化社会の到来であるとか、こういうことも言われている。それが自分たちの生

活の領域まで及んできている。したがって私ども 1人ひとりが自分たちの考えでもって、

自分らしい生き方を選択していく必要性が生まれてきておるわけでございます。したが

いましてその力は何かというと、まあ学習以外にない。そのために行政に何とかひとつ

教育の場を整備をしていただきたいということが、私はこの生涯教育の根本的な考え方

の一つではないかなあと、こんなふうに受けとめているところでございます。

しからば現状はどうかというふうに見ますと、これまで教育委員会、あるいは市長部

局が懸命に御努力をされまして、いろんな学習の場が整備されていることは高く評価を

しておるところでございます。行政が提供するもの、これはかなり充実をしてきている

と思うんですけども、地域社会でもって自主的に行うものもございます。そういったこ

とを整理すると、見るとか聞くとか、あるいは行 くとか、遊ぶとか、こういうことを全

部整理しますと、文化活動、 スポーツ活動、趣味、レ クリエーシ ョン活動、読書、 コミュ

ニティー活動、ボラ γティア活動、消費者活動等々幅広く展開をされているわけでござ

います。その年齢層も幼児からお年寄りまで、広範囲にわたっている。ただ今、行政側

のいろんなそういう後押しが年々改善をされて、充実をされているということを申し上

げましたけども、個々に見てくると、果たして市民にとって十分学習しやすい環境が整

備されているかといえば、私は“NO" と言わざるを得ないんじゃないかなあというふ

うに思います。もちろんこういった社会環境の流れを取りまして、昨年、文化・スポー

ヅ行政推進本部が発足いたしました。さらにことしの 1月 1日には教育委員会が次長制

から学校教育部と社会教育部の二つに分かれた。大変結構なことだと思います。そうい

うふうに組織、機構がきちっと改革をされましたので、 さらに私は期待を込めて今回、

こういった質問を取り上げているところでございます。

今、市民にとって学習しやすい場であるかという点で“NO"というふうに答えたの

は、例えば生涯教育に対する公的な面の援助、これを整理すると、学習するための施設

などの整備をするという物的な側面、専門的職員やボランティアなどを配置するといっ

た人的な側面、学習機会を提供したり 、団体活動を援助するといった事業の側面、さら

には広報日野を発行をしておりますけれども、こういったものをタイムリーに配布した

り、あるいは学習相談に応じるといった情報提供の側面、この辺が大別されるんではな

いかなあというふうに思います。

それで部分的にまだ市民要望にこたえ られていない部分というのは、例えば公共施設

ハ
Uつ山Aせ

にとっても、整備のおくれがあるとか、あるいはいろいろと今議会でも言われました公

会堂の問題、この立地条件、さらには交通の利便性、こういった問題がある。片や学習

機会の提供ということで整理をいたしますと、教育の場所、あるいはこういう学習の場

を与えてくれるんですけども、その場所であるとか、 時間帯であるとか、期間であると

か、いろいろと受講者側か らの要望がまだ反映をされていない部分が多々ある。今、勉

強してて、 こういうことをひとつ何とか改善 してほしいとい うこ とを言いますと、それ

は今年度は もう 予算がないか ら，来年度以降に反映いたし ましよう という、こういうこ

とはわか らないわけじゃないんですけど も、 受講者にと ってみれば、もう少 し勉強した

い。もうちょっ と期間を延長 してほしいという、 こうい う講座もあるわけで、すO できれ

ば大したお金のかか らない講座であれば、タイムリ ーに、その辺をケースパイケースで

もってやっていただく のも、これも一つ公的のサービスではないかなぁと 、こんなふう

に思うわけでございます。

自由時間がふえて、 ある いは先ほど申し上げましたように、 精神的な豊かさを求める

市民が多くなってい る。自己啓発のために学習の意欲は本当に今高まっている。こう い

うこ とを考えますと、 環境の整備は もう急務であると いうふうに考え るわけでございま

すO

平成元年度のこ の社会教育の事業総覧の中で、社会教育課が基本方針を出されている。

この基本方針は昨年と全く同じなんですけども、 重点施策として青少年教育の振興とい

うことをうたっていますO 今、 生涯教育が26市を見ると、そう いう体系整備をやってい

るところは 1市もなし、。それなり に場所なり 、教育の場は提供するんですけども、体系

的に整備をしている ところはなし、。青少年のとの教育の振興に関連して、私はこれ大変

いし、重点施策だなあと いうふう に思ってい るわけですけど も、 なぜかといいますと、高

齢化社会の到来とはいって も、日野市の人口と いうのはまだまだそこまで行き着いてい

ない。年齢別にちょっと見ますと、 これは生活課からいただいた資料で、すけども、 一番

年齢構成で高いのが20代です。これが19.2%とし、 ぅ、こういう数字になってい る。30代

と20代あわせますとも う3分の lになる。

ことしの 1月 1日現在の日野市の平均年齢が35.1歳、非常に若い。勉強ざかりと いう

ことはないですけど も、勉強とか、あるいは働く、そういう面では大変年齢的には一番

し、し、時期ではないかなあ、 こう いう市の実態もありますので、ぜひその体系を整備して

いただいて、これか ら次代を担う子供たちのためにも、立派なものを残しておくべきで

はないかなあと、こんな感じがするわけでございます。
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この生涯学習については、いろんな方がし、ろんなところで、いろんなことを言われて

おりますけども、教育長からいただいた「新しい教育のうねり 第 2集j この中にもか

なり細かく書いてあります。これだけ読めば私はもう教育委員会にお任せして、私がこ

こでしゃしゃり出て、どうのこうの言う必要はないわけですけども、若干これを読ませ

ていただいて、今回の一般質問とちょっと絡みあわせて述べてみたいと思うんですが、

私は先ほど一生懸命やっているんだけども、なかなか整備が行き届いていない。かなり

欠落している部分がある、ということ言いました。教育長もそれは十分承知をしており

まして、こういうことが書いであるんで、すね。 I今、日野市の教育行政を考えるとき、

学校教育においては、学校長以下教職員組織が充実し、日常の教育活動が展開されてい

る。」学校教育の方は大丈夫だろう。 Iしかし学校教育と対した際、社会教育施設の陣

容は図書館行政を除いては極めて貧困であるJと、こうい うことを述べておりますO 先

ほど公的援助という面で、専門的職員や、ボ ラγティア などの配置するとい った人的な

側面、こういうこともひとつ充実をしてほしいというふ うに思っているわけですけども、

これも文化・スポーツ行政を推進する市長の積極性を支持しつつ、施設づくりとあわせ

て専門的施設要員の充実こそが、社会教育活動を成功させる決め手であることを強く 訴

えていきたし、。こういう :ふうに言われております。

さらに元年度の事業総覧の冒頭で、社会教育充実のためにということで、行政改革の

嵐のあおりを受けて、社会教育分野への人的配置まで萎縮する ことはないよう、教育に

対する人件費は事業費的性格を持つものであることを訴え続けていきたいと思いますと

いうふうに、かなり昭和63年度のこの事業総覧のときに、 生涯教育の時代を迎えてとい

う教育長のこのあいさつ文からしますと、 1年でかなり考え方が変わってきておりますO

それは時代がそのように変わってきたとい うことを教育長も顕著に認めて、こういうふ

うに書かれていると私は理解をするわけでございますけども、それらを踏まえながら 7

点について、質問をしていきたいというふうに思います。

まず 1点は現在実施しているいろんな講習会等々があるわけでございますけども、そ

の社会教育の内容について教えていただきたい。

それから二つ目は内容を、教育委員会、行政も含めてですけども、行政側から企画立

案し、実施しているものと、市民サイドの要望によって実現したもの、これがどんなふ

うに分類をするとなっているのか。その比率。

それから三つ目は、 そういった教育の内容、一番新しい予算、決算額でお示しをいた

だきたい。
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4点目は、いろいろと問題点あるんでしょうけども、現状の問題点等があったら、何

点かお聞きをしたい。代表例だけで結構です。

五つ目は市民サイドから、現在緊急的なものを含めて、要望等が出されているかどう

か。

それか ら六つ目は、差 し当たって今すぐにでも実施したい教育内容等があったら、お

聞きを したい。

それか ら最後にこう いった現在の社会環境等踏まえながら、生涯教育体系の整備をお

願いしたいわけでございますけども、教育委員会としてどのように考えているのか。で

きれば計画等があったら、お聞きを したし、。以上 7点について御答弁を願いたいと思い

ます。

0議長(小山良悟君) 奥住日出男君の質問についての答弁を求めます。社会教育部長。

O社会教育部長(坂本金雄君) 1点目の、現在実施してい る講習会等、社会教育の内

容についての御質問からお答えをしてま いります。

社会教育部 2課、3館で取 り組んでいる講座、講習会等の事業は、年間を通 しま して、

それぞれ対象別に幼児から高齢者まで、幅広い対象に多岐多様にわたり まして、展開を

されておりますO 具体的な内容の概略についてお答えを申 し上げますと、まず社会教育

課関係でございますが、 学級講座のと ころでは、 寿大学、これは高齢者を対象にした大

学でございます。 さらに健康体操教室、家庭教育学級、青年講座、市民講座、手話講習

会がございます。 そのほかに大きく分類をいたし ましてリ ーダー講習研修会といたしま

して、 PTAの研修、それから少年団体育成者の講習会、ジュニ アリーダーの講習会、

さらにジュニア リーダーの上級の講習会、そう いった事業がございます。

体育課につき ましては、 健康体操教室ほか10教室の初心者向けの各種教室を開講いた

しており ます。初心者アーチェ リー教室でございますとか、中高年の体操教室、それか

ら大極拳、母と子の体操教室、水泳教室、アーチェリ -教室、体操教室、スキー教室、

ボーリγグ教室などが初心者向けの教室でございます。さらにスポーツ指導者講習会ほ

か七つの講習会を、南平体育館にお きまして実施をいたしました。個人利用者に対する

実技指導員派遣を行っており ます。

それから図書館につきましては、 16ミリ映写機の操作講習会がございます。 16ミリフィ

ルムを借りに行った場合にこの講習会を受けておりませんと、 貸 しても らえません。そ

ういうことで市内の企業にも呼びかけまして、操作の講習会を行っております。それか

ら講演会、大人のためのお話し会、対面朗読者の勉強会などが図書館の事業でござい ま
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す。

さらに公民館へ参りますと、障害者の青年学級、それから障害児少年学級を初めとい

たしまして、青年部門では演劇入門、ハ γクソレ語教室、アウトドア入門、仕事を語ろう、

こういうような青年向けの講座を開設いたしております。

高齢者向けには、話し方教室、それから一般向けには公民館講座、御婦人には婦人講

座、街づくり講座、こういうような事業がございまして、そのほかに趣味、それから生

活実技、こういう面の講座もたくさん用意されております。年聞を通しまして33本の学

級、講座、講習会、こういったものが公民館で組み込まれております。

さらに博物館におきましては、バードウォ ッチジグでございますとか、自然観察会、

館の中にとどまらないで、外へ出て行う、そ ういう勉強の機会をつくっております。

2点目の内容の決定でございますけれども、教育委員会が企画立案するのか、それと

も市民側でやるのかというお尋ねでござい ます。こういった学級とか講座、講習会、大

別して三つに分類できると思います。一つは教育委員会が単独で企画立案する スタイル、

二つ目が教育委員会とそれから市民が共同で企画をし、運営に当たるという方式、それ

から三つ目はもうまるきり市民側の単独企画であると、このように 3種類がございます。

で、社会教育は、市民の主体的、それから自発的な心がなければ成り立たないもので

ございます。そういうことから教育委員会が一方的にっくりまして、これを市民に提供

する、こういう形よりも、教育委員会と市民が共に協議をいたしまして、一つの講座、

学級をっくり上げてし、く、こういう方が遥かに理想、に近いわけでございます。そう いう

ようなことを私ども社会教育部の職員は認識をしております。この比率でござい ますけ

れども、一つ一つ具体的に申 し上げますと 、社会教育課で行っております寿大学、 この

寿大学は年間を通しまして、前期、後期と二つに分けて行っております。広報委員会で

すとか、それから運営委員会ですとか、委員会の活動を取り入れまして、お年寄りの意

向を酌みながら、教育委員会が企画立案をしていく。

それから家庭教育学級が市内20校の小学校、それから 8校の中学校、 PTAまたはP

TAにかわる団体に委託方式で行っております。この家庭教育学級はそれぞれ地域の課

題を踏まえて、その課題を解決するための学級でございますO したがいまして教育委員

会側ではもうできる限り最低の条件をお示しするだけで、あとはすべてPTA、それに

かわる団体に、内容の立案をお任せしております。

それから手話講習会、 手話講習会につき ましては、手話サークルに委託をして、組み

立てております。それからジュニアリ ーダ-講習会でございますが、上級講習会と同様
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にこれは青少年委員会、子供会連合会に、日子連と申します子供会連合会、そういった

方たちと協議をいたしまして、ともに企画立案をしております。

それから体育課におきましても、初心者教室につき ましては市民からの要望に沿って

教育委員会が企画立案をしております。さらにシニア向けの講習会についても、市民サ

イ ドの要望と、それからスポーツ人口の動向などを勘案しながら、教育委員会側で企画

立案を しており ますO

さらに公民館でございますけれども、公民館につきましで も同様の考え方で、障害者

青年学級、 障害児少年学級、それから青年講座、公民館講座、環境セミナ一、料理教室、

こう いった ものにつ きましては、公民館利用者団体と公民館側と協議をいた しま して、

双方でっ くり上げております。

で、はっきりしたその比率でございますけれども、これなかなか難しいんでございま

す。社会教育課について申し上げますと、市民の企画立案事業、これは 4件ございます。

それか ら市教委が企画立案 した事業、これが行事と か大会を含めま して、 14ございます。

それか ら公民館でございますけれども、公民館側が企画をいたしました講座、行事、こ

れは24事業ございます。市民と共同しまして企画をいたしました講座、行事は 9事業で

ございます。 したがいまして双方で協議をしながらっくり上げていくという数は、まだ

教育委員会側で企画立案する数の半分に満たないわけですけれども、最初に申し上げた

とおり 、できるだけ市民の声を反映した講座、学級を目指してまいりたいと思っており

ます。

それから3番目 の御質問で、内容を最新の予算、決算額で教えてほしい、まあこう い

う御質問でございます。予算、決算につきましては、 元年度の決算、それから予算につ

きましては、平成 2年度の当初予算で比べてみま した。社会教育費、体育費を合計いた

しました。項で申しますと、 社会教育費になりますけれども、これの平成元年度の決算

額が13億6，863万円でござい ます。平成 2年度の当初予算額について見ますと、 11億8，3

79万7，000円でございますO したがいましてこの予算額と前年度の決算額を比較をいた

しますと、 社会教育費で 1億1，638万4，000円のマイナスになってます。体育費について

も同じように6，845万円のマイナスにな っております。このマイナス要因についてははっ

きりした理由がございます。社会教育費を目別にさらに分解をいたしまして見てみます

と、文化財保護費が元年度よりも今年度は約 1億減っておりますけれども、この 1億分

につきま しては、 高速道路下に元年度に建設いたしました文化財の資料整理室、これの

建設代金がなくな ったことが理由でございます。
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それから博物館費については 4，500万、これも減っておりますけれども、元年度には

常設の展示経費が盛られておりました。それが 2年度にはなくなっているわけでござい

ます。それから公民館につきましでも、 3，000万円の減でございますけれども、元年度、

公民館については5，300万ほどかけまして、改修工事を行っております。この分が減じ

たわけでございます。同じことは体育費でも申し上げられます。体育総務費でも1，300

万、市民プール費でも2，300万、市民グラウンド費で2，100万、体育館費で960万、それ

ぞれ少なくなっております。体育総務費の減は、今年度はナイターの建設がないためで

ございます。それから市民プール費は、市民プールに大型の浄化機を備えつけましたけ

れども、それがなくなったためでございます。それから市民グラウンドの減につきまし

ては、昨年度管理棟の建設がございました。その分とでございますO 体育館費につきま

しては、アリーナの照明工事、まあこのようにそれぞれはっきりした理由がございます。

それではこういったハードの面の予算だけ少なくなったのか、 一方のその学級講座の

方の費用はどうかと申しますと、ハー ドの面のマイナス分をカバーして、学級講座の費

用はふえております。例えば社会教育課の学級講座で申し上げますと、学級講座の主た

る経費は報償費でございます。元年度決算が639万でございますけれども、平成 2年度

は678万になります。同じようにリーダー講習・研修会につきましては、元年度決算188

万が、今年度は253万にふえております。このように体育課におきましても同じことが

申し上げられまして、体育総務費のスポーツ教室につきましでも、 2年度予算は、元年

度決算よりも20万ほどふえております。さらに指導者養成講習会、これにつきましても

ふえております。プール監視員の講習会につきましでも、軒並みふえております。図書

館につきましでも、同じことが申し上げられます。講演会の予算、それから対面朗読者

の勉強会、これの報償費は増額になっております。さらに公民館におきましでも婦人講

座、婦人学習グループの援助、一般講習会等、学級講座の費用はふえております。

このように単純に前年度の決算額と、今年度の当初予算を比べますと、数字の上では

減っておりますけれども、その減った理由はハードの面の工事がなかったこと、しかし

それを上回るその他の費用はふえているという ことが申し上げられると思います。

それから御質問の第4点目ですけれども、現状の問題点などがあったら、お聞きした

いということでございます。社会教育の問題点につきましては、ジュニアリーダーの講

習会というのをやっております。これは小・中学生、さらに高校生、こういった子供た

ちの中から、地域の子供会活動のリーダー的役割を果たす子供を養成する講座でありま

す。このジュニアリーダー講習会も非常に出席率がよ くて、 多くの子供さんが熱心に通っ
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てきます。申し込みのあった子供の 9割以上が皆勤賞のような出席率のよさで、それぞ

れ終了証をもらうわけですけれども、せっかくこの講習会で得た知識、技能が実際には

地域の子供会活動にそれほど大きく利用されていない、こういう問題がございますO こ

れは私ども考えるのに、親御さんの考えが随分影響 しているんじゃないか。また最近の

受験競争、これも大きく影響 しているんではないか、このように考えておりますけれど

も、地域活動への結びつきが非常に弱L、と いう 。それか らリーダーの全般的な不足、こ

れも大きな問題点で、ござい ます。スポーツ、体育の面では体育指導員が、さらに社会教

育の面では青少年委員さんが、それぞれグループワーカー とか、 体育実技の簡単な指導、

こういう面について活動を願ってお りますけれども、 こう いった方たちが全般的に不足

をしている。今後学校の週休 2日制などが定着をいたしますと、こう いったり ーダーの

不足が、 社会教育面における リーダーの不足が大きくなってくる んではないか。

さら に学級とか講座、御婦人を対象にいたしました学級講座につきましては、女性の

職場進出が大変多くな りまして、 なかなか学級講座に集まっていらっしゃらなし、。人集

めが大変だ、こうい う問題点もございます。社会教育の面で勝負は内容ということで一

生懸命知恵を絞って学級をっ くりましても、 ふたをあけてみますと、 満足するようなた

くさんの人が集まっていただけない。こ ういう 悩みがございますO

さらに各単Pに委託をしております家庭教育学級、 これにつきましで も運営をする方

たちの数が大変少なくて、運営上支障を来すような問題も起きており ますO さらに行政

側の問題といたしましては、成人向けの学級講座をつく っても、 やは りこれは参加する

人が少ないとい う問題点がございます。男子成人層へのアプロ ーチはいかにあるべきか、

これも大きな問題点でございます。

さらに市民要望が非常に高まってまいります。その要望を満たすためには、現有の職

員体制では大変無理がある。現在もうぎり ぎりのと ころに来ているということも問題点

でございますo 公民館につきましでも、あの建物が25年前の建物でございますO 元年度

は大きな改修工事を施しましたけれども、 構造的に見まして、ロビー、 それか ら障害者

エレベータ ーの設置、こういう ことがも う物理的にできないような状況でございます。

展示ス ペース、 資料室なども教育機関としては当然備えておかなければならないものが

確保できない、こういう問題点もございますし、公民館職員の現有 4名という体制、こ

れで全市的な市民の学習 ・文化活動要求に対応するには、 限界がある。 このような問題

点もございます。

それから御質問の 5点目でございますけれども、市民サイドから現在要望などが出さ
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れているかということでございますけれども、 4番のお答えの中で申し上げましたけれ

ども、家庭教育学級などで、進んでその学級の運営に携わる方が非常に少ない。学級と

名がつく以上、これはある一定期間を通して、そこで学んでいただかなければならない

わけです。教育委員会側は、できるだけ注文を少なくということで、学級ですから最低

3回はやってくださいと、その程度の注文しかっけないんですけれども、この 3回も非

常に運営に携わる人にとっては重荷になる。なぜ重荷になるのかというと、時間が生み

出せないということなんですね。やり方がわからないというわけじゃないんです。学級

をつくるにはこうしなさいというような講習会は、あらかじめ運営に携わる方に行って

おりますが、行っておりますので、そのやり方がわからないんじゃなくて、なかなかそ

の学級に出る時間がつくれなし、。そういうようなことから 3回をもっと減らせないかと

か、こういうような要望が出ております。 3回をもっと減らすということになりますと、

2回か 1回になってしまいまして、これはもう学級でなくて、講演会になってしまうわ

けです。

それからジュニアリーダーの講習会、これに参加したリーダーの名簿を、各単位子供

会に配ってほしい。こういう要望が日子連から出ておりますO それからどの学級とか講

座の終了者からも出ておりますけれども、講習会、あるいは学級終了後の同好会をつ く

る、こういうような要望などもよく出される要望でございます。

さらに図書館における要望でございますけれども、本来の図書館業務のほかに、講座、

講演会を図書館独自で実施せよ、こういうような要望が出ております。それからさらに

公民館での要望でございますけれども、利用者の中に南部地区に分館的な施設がほしい。

こういう要望が出されております。

それから 6番目でございますけれども、差し当たって今す ぐにでも実施したい教育内

容などあるかということでございます。生涯学習の体系が整備されますと、この体系の

中で、二つの大きな核になるものがそれぞれの機関が連携し合うこと、そして二つ目が

市民に情報を提供できるような、そういう体制をつ くること、この二つが私は大きな核

になろうかと思いますO 情報提供の第 1歩といたしまして、現在社会教育部で行ってお

ります 2課・ 3館の学級講座、講習会、そういったような計画を一覧表にまとめまして、

また学習の総合カタログでございますけれども、そういうようなものをつくって、市民

の皆さんにお配りをしてみたい。これはできたら来年度手をつけてみたい、このような

考えでおりますO

最後のお尋ねでございますが、 7番目 、市民一人ひとりの生涯学習を支援いたす立場

-428-

から、何と申しましても生涯学習推進基本構想のようなものをまとめる必要がございま

す。ぜひまとめたいという考えを持っておりますけれども、これは言うにやすく、行う

は大変難しい、私は市の基本構想、にも匹敵するような大きな仕事だと思っております。

この中でもって生涯学習推進の考え方、さらに生涯学習推進の方向、そして生涯学習推

進の環境づくり、 この三つに視点をまとめて論議をしていく必要があろうかと思います。

推進の環境づ くりの中では、体制をどのように整備していくかとか、学習機会の提供の

問題でありますとか、それから学習の拠点づくり、学習情報の提供と、学習相談の整備、

さらに指導者の養成、こういったような五つの面に向けて充実の方向をまとめていかな

ければならないと考えております。以上 7点についてお答えを申し上げました。

0議長(小山良悟君) 奥住日出男君。

021番(奥住日出男君) ありがと うござい ました。大変詳細に御回答いただきまして、

よくわかりました。答弁を聞いてまして、教育をする立場とそれを受ける学習をする立

場との、 若干その差があるよ うな気がし、たし ます。市民の方でも余り わがまま を言わず

にも う少し協力もする必要があ るんじゃないかなあ という ふうに思います。

何点か再質問させていただ きます。4点目 の現状の問題点とい うこ とで指導員、いわ

ゆるリー ダー不足、特にこれからの社会教育活動の中で、リ ーダーの確保は当然、必要な

んでしょ うけども、これが、不足が深刻であるという、 この辺をどんなふう にそれでは

考えていくのかという、こういったこと。

それから ジュ ニアリーダーですけども、これ日子連でやって、 なかなか地域に反映さ

れてないというのは、私なりに考えますと、 子供会とい うのは小学校だけで終わ勺てし

まう 子供会が日野市の中に多いんですね。五十何団体もあるわけですけども、ほとんど

6年で終わっちゃう 。ジュ ニアリー ダーになる子が大概 6年生なんで、すね。そう する と

自分が ジュニアリ ーダーとして受講 して、 今度は中学に行っちゃうともう子供会関係tl

いですから、自分だけのもので終わってしまう。毎年そういう繰り返し。この辺に I{U~

があるんじゃないかなあと。まあ一部には中学生までもっている、例えばあそこ の佐川

の黒川子供会みたいなところありますけども、あれは本当の例外中の例外でありま

あそこのまねをしろといっても、なかなか難しい面がございますので、すばらしいあそ

こは子供会ですけども、あの辺はきちっと反映はされてい るんですけども、一般的には

そういった理由があるんじゃないかなあと。したがいましてリ ーダーの講習会の層を5

年にするのか 4年にするのか、若干下げたとこ ろでやれば、 この辺は解決できるんじゃ

ないかなあと、私なりに感じますO このリー ダー不足をどうする か、この解決方法をど
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のように考えているか、これをもう一度お聞きしたいというふうに思いますO

それから、それぞれ回答いただきまして理解をいたしましたけども、教育委員会がい

わゆる実施をしている講座と、それから市民団体が進んでやる、そういった比率を今見

て、パーセ γテージ的にはまだちょっとこれ計算してないんですけども、どうも市民団

体がやるのが 4件ということですから、非常に少ない。 4分の 1か、 5分の 1ぐらいし

かないという、こんな感じになってます。

今、市民が一一一そういう講座は非常に少ないんですけども、かなりいろんなことを教

育委員会の方に、まあ社会教育課の方が主になるんでしょうけども、いろいろと注文を

つけているという、例えば図書館でもって講演会を聞いてくれとか、あるいは公民館、

もっとこうつくってくれとか、いろいろある。それで要望ですから実現するしないは別

にして、努力をしていただければ結構だと思うんですけども、私が一番知りたかったの

は、体系を整備していただきたいということ。それは余り難しく、それぞれ各層にわたっ

てやれといっても非常に難しいですから、ほぼ社会教育の場合には成人層が中心になる

と思います。しかし小学生も中学生も入っているわけですね、その社会教育部門には。

先ほど言ったようなそういう子供会の問題、あるいは少年野球のこと、これは全部もう

地域でやってますし、先日いただいた平成 2年12月のこの「まどベ」、地域に根差した

教育ということで、この中にも巻頭論文ということで、都立教育研究所教科研究部長の

篠田信司さんという方が、地域に根差した学校教育ということで、るる書かれている。

この中に、学校は決してオールマイティーではないんだと、何でもかんでも注文つけら

れちゃ因りますよということを言っているんですね。ですから地域の人々もそれなりに

責任を負っていただきたいという、負っているんですよ、今地域でも。いろんなスポー

ツ団体があって、ほとんどお父さん方が中心になって面倒見ている。これはやっており

ますから、まあ成人じゃなくて、そういう子供も社会教育、いわゆる教育は学校で受け

る、あるいは家庭で受けても、しつけですね、そういうものやっているにしても、生活

の場というのは地域ですから、子供も。ですからそういう面では多くの大人の方が青少

年の健全育成のためにいろいろと尽力されているということ。 したがいましてかなりの

幅があります。年齢層に。これをどう体系づけていくかということは大変難しい仕事だ

と思いますし、今部長もおっしゃられたように、基本構想的なものをまとめたいけども、

これは大事業なんで、大変難しいなあということもわかります。

私、体系的にというのは、クェスチョンの 6でもってお答えいただきました、総合カ

タログ的なものをつくってみたいという、これぜひつくっていただきたいと思うんです
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ねO 市民がそういう講座を広報とか何かで、なかなかこう見落としてしまって、関心の

ある方はよく見てますけども、ほとんどの方が見てない。

さらに潜在的な方がし、るんですね。何かしたいんだけども、どうしたらいいのかなあ

という、そういう学習したい方もいっぱいおります。そういう方の言ってみれば吸い上

げをどうするか、それにはそういう学習総合カタログ的なものがあれば、何かに参加を

したいし、勉強もしたいという、こういうものが私はまずスタートじゃないかなあとい

うふうに思いますし、ただいまの回答大変結構だと思いますので、来年度から実施した

いということですから，ぜひこれはやっていただきたいというふうに思います。

その生涯教育の基本的なイメ ージ、 これを今部長いろいろとお話をされましたけども、

どんなふうに今絵を書いて、これを基本構想としてまとめたいのか、もしお考えがあっ

たら、お聞きをしたいというふうに思います。よく市長が「よき市民として育っていた

だくためにJということをおっしゃられます。私も よき市民として、行政側にも協力し

なけりゃいけないし、市民として何を行政側にすればいいのか、こういうお手伝い的な

こともありますから、それも一つ生涯教育の中の重要な点でございますから、このイメー

ジが、基本的なイメ ージがどんなふうに書かれているのか、 考え方があったらお聞かせ

いただ きたいというふうに思います。

先ほど私、都下26市の中で、まだ生涯教育についてのそうい ったものを、体系的なも

のをまとめた市はどこもないというふうに申し上げましたけども、ことしの10月の21日

の読売新聞に、 「多摩市懇談会の報告書Jというタイトルで、 生涯学習に援助という記

事が載っております。これは生涯学習のあるべき姿を話 し合ってきた、多摩市生涯学習

推進市民懇談会が活動報告書をまとめた。これを市の方ではたたき台にするのか、これ

を参考にするのかわかりませんけども、この報告書をもとに、来年多摩地区では初めて、

生涯学習推進計画を作成したいというふうに言っているとし、ぅ、こういう記事があり ま

した。議会事務局の方にお願いをいたしまして、その資料も多摩市から取り寄せていた

だいたわけでございますけども、中身はなかなかすばらしいことが書かれておりますo

当然社会教育課の方でも承知のことと思いますけども、ひとつこの辺も参考にしながら、

ぜひ日野市独自の体系整備をお願いをしたいと思います。きょうは こうしてほしい、あ

あしてほしいという質問もありますけども、要はこれから日野市の生涯教育をど う整備

をしていくのかということがポイントですから、今、 2点ばかり再質問いたしましたけ

ども、その辺の御回答をいただきたいということと、 若干教育長に御質問したいんです

が、この新しい教育のうねりの中で、かなり社会教育の重要性がうたっています。ほと
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んどの方がこれは読んでいると思うんですけども、これからの生涯教育ということが大

変重要であるということが言われておりますし、ただ助役不在が長く続いたんで、基本

的対応の機構整備がおくれているとし、ぅ、 こういうこともあります。まあどの辺がおく

れているのかわかりませんけども、実際には助役が誕生して、昨年文化・スポーツ行政

推進本部ができて、まあ坂本部長がその幹事長でございますけども、助役が中心となっ

て、この辺の、いわゆる生涯教育をですね、一つの部としてというよりも、局としてま

とめていくような答弁もいただいてますから、教育長が言われる、助役がいなかったか

らこういった機構整備がおくれたということ、何でそういうことが言われるのか、考え

方をお聞かせいただきたいというふうに思います。

それから行政改革のもとでもって、人員増の困難はわかると、しかし生涯学習教育を

推進していくためには、どうしても専門職が必要だということ。これをなくして社会教

育はないというようなことが言われてますので、私は内容的に教育委員会が主催してい

るものと、市民が要求したものと、 どう比率的にあるんだ、こういうことをお聞きした

わけで、ございます。今の部長の答弁でもって、人材不足、特にリ ーダー不足が深刻であ

るということをお聞きしまして、ここら辺の考え方もあわせてお聞きをしたいというふ

うに思います。以上、大きく分けて 2点についてお願いします。

0議長(小山良悟君) 教育長。

0教育長(長沢三郎君) 奥住議員さんの方から、大変詳細にわたりまして生涯学習体

系の今後のあり方について御質問がございました。確かにおっしゃるように、例えばリ ー

ダー不足というような問題、ジュニアリー ダーの講習会を行っても、小学校を卒業して

いく とそこで途絶えてしまう。何とか子供会等とも連携を取りながら、中学校、高校と

リーダーを養成していく形での継続的な方向性というものをつくれないか。確かに受験

体制下で、なかなか中学、高校までこういう形での社会活動に参加していただくーという

ことは困難な現状はありますけれど、何かその中で克服できる道も探していかなくてば

いけないんではないかと、こんなように考えております。特に人材パンクと申しますか、

そういう形の、日野市内にも非常にすぐれた特技、あるいは特性、そういうものをお持

ちになっている方々もいらっ しゃる。そういうものがある程度社会教育の中で、人材登

録されて、いわゆる人材パ γク的な形で必要に応じて、それらの方々と連携を取りなが

ら、必要な箇所には民間講師として派遣していっていただけるような、そういう制度も

やはり必要なんではないだろうか。また施設面からいきますと、確かに現有の公共施設、

これをどんなようにネットワーク的に結びつけて、有効な利用を図っていくか、こうい
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うことがやっぱり決め手になっていくんではないか。その中で、先ほど申し上げました

ように、例えば公民館関係の問題等につきましても、先ほど社会教育部長が話がござい

ましたように、公民館関係の職員が 4名というような存在である。せめて私自身として

は、各中学校区当たり 1名ぐらいは社会教育主事の資格を持ち、専門的にその地域の社

会教育活動を掘り起こすような専門的な人材、そういうものが張りつきながら対応して

いっていただけた らというところか ら、大変行革の中で困難な実態があることは十分存

じなが ら、あえて教育活動の面におけるところの人件費という問題、これは事業費と密

接不可分な関係を持っているんだということを強調したかったわけでございます。

それか ら助役不在の状況が長く続いた中でというような表現、これ等につきましでも

教育委員会関係の事業、これは生活課の事業とか、あるいは福祉との関係とか、非常に

密接な関係を持っている、今回初めて文化 ・スポーツ推進本部というものができて、い

わゆる横断的な形で、そういう状況の問題を取り上げていただけるよ うな方向づけができ

たということ、このことはやっぱりこれから先の生涯学習を大きく展開していく上には、

何と してでも必要なポイントではなかったのかとこのよう に感じて、そう いうような形

のま とめを書いたわけでございます。以上です。

O議長(小山良悟君) 社会教育部長。

0社会教育部長(坂本金雄君)

げますO

リーダー不足にどのように対処してい くのかというこ とでございますけれども、社会

教育面では教えられる者と教える者、これがし、わゆる相互教育と いうこ とで呼ばれてお

リーダー不足の点についての再質問にお答えを申し上

りますので、学校教育のよう に教師対生徒というようなはっきり した関係ではなくて、

教えた り、教えられたり 、そういう 関係でございます。 その関係を地でいっているのが、

文化協会でございまして、 毎年文化協会では 1度講演会を催 します。この講演会の講師

にだれをするかということにつきましては、各連盟から推薦を受けたその道のお考えの

深い人、 そう いう方を講師に仕立てて、講演をお願いをしている。そういうことから考

えまして団体とか市民の皆さんか ら、あの人はこういう特技を持っている。そ ういう情

報をいただいて、社会教育の方でその方の名簿をつくっていく 。そう いう具体的な方法

しかないんじゃないかと思っております。

それからジ ュニアリー ダーのリーダーでございますが、 子供が受験をするから、もう

子供会活動なんかやめて、しっかり勉強しなさいって、そういうお母さんの考え方に子

供は こうなびいてしまう。したがって、これは私の願いですけれども、高校とか中学の
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受験のときに、成績表の 5、4、3でなくて、日野市教育委員会が発行いたしましたジュ

ニアリーダーの終了証があれば、オール 5と同じような成績の扱いにする学校があって

もいいんじゃないか、そのようなことも考えております。

生涯教育の考え方の根底には、この学歴打破ということが大きな意味を占めておりま

す。受験体制、偏差値教育、そういうところから一歩踏み出した新しい教育の方向を探っ

ていかなければならないと思います。

それから体系的な作業でございますけれども、教育体系の一本化につきましては、人

生80年時代が来まして、そのうち小学校から大学まで、行ったといたしましでも、 16年間、

80年の人生の20%が学校教育でございます。残りの80%が生涯学習の面でございますか

ら、この使い方によってこれからの人間は随分大きな差が出てくるかと思います。市民

の皆さん一人ひとりが生涯学習に没頭できるような、そういう環境づくりを基調にした

教育体系の一本化を目指してまいりたいと思ってます。

0議長(小山良悟君) 奥住日出男君。

021番(奥住日出男君) ありがとうございました。

よくわかりましたo ぜひ、大変難しい事業でございますけども、日野市の基本計画に

のっとって、ひとつ御尽力をしていただきたいというふうに思います。社会教育分野の

需要、年々高まってきておりますし、機は熱しているというもう状態でございます。先

ほど申し上げましたように、日野市はまだまだ若い市でございますから、 年齢的にも、

せひ早くそういった体系整備をしていただいて、日野市独自の生涯教育を実践してい っ

ていただきたい。またいくべきであるという ふうに思います。以上で終わります。あり

がとうございましTこo

0議長(小山良悟君) これをもって17の 1、自己啓発のために生涯教育体系の整備を

の質問を終わります。

一般質問18の1、地球にやさしいエコロジーの街づくりを求めての通告質問者、 馬場

繁夫君の質問を許します。

(13番議員登壇〕

013番(馬場繁夫君) それでは通告に従いまして一般質問をさせていただきます。

地球を取り巻く環境の問題は温暖化、酸性雨、熱帯雨林の破壊、砂漠化、廃棄物などの

対策が大変急務となっているところであ ります。 1国だけでは解決できぬ問題でもあ り

ますし、地球益、人類益の観点に立った グローパルな取り組みが必要であると専門家の

指摘も受けているところであり ます。
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ょうやく厚生省の生活環境審議会での答申がまとまりまして、この答申を受けま して、

通産省が再資源化促進法案、環境庁も仮称リサイクル法案の提出をそれぞれ検討され、

通常国会に改正案の提出をされるよ うでありますO また環境問題の動きが高まりつつあ

るところであります。

既に ごみ問題、またリサイクル社会の構築、転換等について取り上げてま いりました

が、 今回は日野市の目指す都市像、緑と文化の市民都市におきまして、文化につきま し

ては行政の文化化とい うことで 2度ほど質問をさせていただいておりますので、今回緑

について取り上げていきたいと思う んで、す。今ま でも緑については何度か触れてまいり

ましたが、今回特にその緑につき ましても、地球環境の問題の高まる中でありますので、

我々の住んでいく 日野市のできる範嶋内での地球環境汚染に対して、 また子孫に美しい

緑の地球を、また美 しい 日野市を残すために、未来への責任を果たすという思いを持っ

て、 一般質問をさせていただきます。

最近季節外れの台風の28号や、雷雨、また千葉県にあ りました竜巻等がありまして、

大変気象報道で用いられており ます数十年ぶり の、 また観測史上初めてといった形容詞

的な部分については大変驚かな くなってきているぐらい、 近年の気候の変化には大変異

常きが多 くな ってきている こと は、 周知の事実であ ります。

化石燃料の燃焼など、産業活動に伴 う排出物は、 自然のリサイクルを大きく狂わせて

しまっているところであ ります。酸性雨につきましては、 西ドイツ の黒い森のモミ、ト

ウヒなどの針葉樹の大半が枯死した り、スウェ ーデンの4，000を超え る湖沼が死の湖と

化すなど、東欧諸国の森林破壊が数々報告されております。

また日本にお きま しでも、 環境庁の調査等で明らかになっていますように、各地で欧

米並みのPH4ないし 5程度の酸性雨が降っている こと が確認をされております。酸住

雨が生態系に及ぼす影響は長期の酸性雨によ りまして、湖沼などへ酸性化を進め、魚な

どの生物が生息できず、死の湖となってしまう。また森林の枯死を招き、アル ミニウム

などの金属を も溶かしてしま う。またコ ンクリー 卜の中性化を起こすなど、環境破墳

または人体までにも及んでい ると言われているところであります。

まず質問の 1点と いたしましては、小・中学校等の公共施設におきます酸性雨つらら

の件でありますが、このよう な酸性雨つららが現在市内の小・ 中学校及び公共施設にで

きているのかど うか、もし御調査等の状況がありました ら、まずその辺について御報告

をお願し、いたします。

権威ある国連レベルの専門家グループによります気候変更に関する政府間ノミネルの部
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会におきまして、 21世紀末には地球の平均気温は約 3度上昇する、また海面は65センチ

上昇するというような予測が出ているところであります。予防策を取りませんと潜在的

には破壊的な変化が起きる可能性があるともあわせて報告されております。気温 3度上

昇が、今後100年間だけで、地球が過去 1万年かけて温まってきた以上の中で気温の変

化が起こってくるわけであります。農業生産への影響ははかり知れませんO また海面の

上昇によりましては、極地的に水没する地域も出てくるなど、地球全体の様相が一変す

る可能性もあると言えます。

世界各国は温暖化への主因とされております二酸化炭素の規制など、本格的な対応も

迫られておりまして、日本政府におきましでも地球温暖化防止行動計画を決定しつつあ

ります。国民 1人当たりの排出量を2000年以降、概ね90年レベルまで安定化させる。ま

た排出総量も今後の技術開発などで90年レベルまで安定化させるように努めるとい う2

段階の考え方であります。また二酸化炭素吸収源対策といたしましては、圏内の森林、

都市の緑の保全、整備等、地球規模の森林の保全、造成への積極的な取り組みという こ

とであります。またその環境庁の大都市圏におきます環境資源の保全創造に関する懇談

会におきまして、熱汚染という視点からの報告によ りますと、大都市では自然、の生態系

が本来持つ自立性、安定性、循環性が失われていると指摘されております。都市化とは、

緑地がピルや住宅に変わ りまして、道路もアスフ アル ト舗装となり、水を通さない不透

水型となっているところであります。この結果によりまして、蒸発による気候の和らげ

る、水の持つ動きが低下するなど、また人口熱が大量に放出されることによりま して、

ヒート アイラン ド現象が発生している。こ のような変化への対応した都市改造を今後構

築する必要があろうかと思います。 特に この場合、緑の効果を見直す必要が大変重要に

なってきておると ころであります。

そこで質問の 2点目としましては、建設省の緑のマスタープラソにおきまして、 市街

化地域の緑被率の目標を30%以上と設定し、 21世紀初頭までに達成しようと呼びかけて

いるところであります。緑の環境基準の緑視率、緑被率、自然度率の目標を定めて、 緑

の保護、保全、緑化を進めていくべきなことは当然であります。現在日野市ではこ のよ

うな目標もありませんので、この緑視率、緑被率、また自然度率について明確な目標を

定め、数々の事業がこの方向の中で総合的に関連しながら進めていける施策と考え方に

ついてのお考えをお伺いし、たします。

第 3点、目としましては、東京都は多摩動物公園の南に隣接します自然林を一大野鳥公

園、 バード・サ γクチュアリ、鳥の聖域とする構想、を新開発表されているとこ ろであり
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ますO 日野市の緑地の保全、利用で骨格的な緑地であります日野緑地、多摩動物園を中

心とした近隣緑地域の保全、それから百草園の樹林、段丘の樹林等の保全の取得につい

てであります。なかなか取得につきましては難しい ことも種々存じているんですけど、

この取得する計画とい うか、取得はいつまで、どういうような方向で取得をしていくん

だとい う見通しについてのお考えをお伺し巾、たします。

第4点目 といた しましては、 日野市にお きます緑化促進は、 骨格的緑地の取得、それ

から緑地信託の活用、また区画整理事業におき ましての地区公園、児童公園におきます

緑の増加が中心となっていると ころであります。今後の生け垣を初め、個人の緑化促進

の視点という観点から、モデル事業としての区画整理事業内に、政策と して保留地を区

画、集合化を図り 、緑化協定を結び、緑豊かな住環境のモデ、ルをつくったらど うかと、

このモデルにより まして、 多くの土地をお持ちの方は、 これを参考にし、生け垣を初め、

緑の増加に努められる ようなモデルというものの考え方について、お伺し、いた します。

第 5点目と しまして、 緑の増加を目指す誘導的な役割は、当然公共施設になってまい

ります。現在公共施設の生け垣の促進を行っているところでありますが、またその中心

的な役割を果たしているのが、小・ 中学校であ りますO 自然豊かな学習環境づ くり、ま

た学校の森と いう観点の中から、児童 ・生徒が 自然と触れ合うことのできる緑豊かな学

習環境をっくり 、自然学習に適 した学校緑化を図りながら、周辺地域への緑の核として

の学校を位置づけていく。そして市内の企業への さらなる協力の促進、ま たこの緑の核

としての学校を中心とした周辺の緑化推進を図っていくという ことが、大変必要ではな

いかと考えている次第であります。その意味からも、 学校の森という核づくりについて

のお考えをお伺し、し、たします。

それから第 6点目と しましては、自然の生態系に見られます水の循環が失われてい る

ところでありますO 都市化によりまして、山林などはピルや住宅などに変わり、 道路も

アスフア ルト化していく 。水を通さない不透性型に変化しているところであ ります。こ

のために雨水は地下へ浸透せず、一気に河川に流れ込んでいく。このために先ほど申 し

ましたヒ ー 卜アイラン ド現象が加速さ れていると言われているとこ ろでありま す。

本来水の持ったさまざま な働きが都市化によって阻害されていると ころであ ります。

浸透性舗装の促進、及び公共施設を初めとする企業、個人の建物の施設の雨水の浸透の

促進などが、この水の循環システ ムの保全のために、 さらに必要性が出てきております。

それと 同時に地下水の保全、保護を図りながら、 本来水の持っさま ざまな働きを取り戻

していくこと が、 水の循環等の立場から考えますと大変必要になってまいります。この
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辺についてのお考えをお伺いします。

第 7点目としまして、緑と水と生態系のネットワークという観点であります。多摩丘

陵などの骨格的緑地、多摩川、浅川、また公共施設の緑、企業、個人等の緑を結ぶネッ

トワークでございます。野鳥を中心とした生態系のネットワークづくりができますと、

大変緑と生態系が調和された街づくりに変わってい くかと思いますので、この緑と水と

生態系のネットワークということについてお伺し巾、たします。

その 8点目としましては、日野市の公園整備につきましては、児童公園のリフレッ シュ

と区画整理事業によります公園の設置が中心となっておるところであります。1981年の

国連提唱によります「国際障害者年」を契機としまして、障害者を対象とした都市施設

整備が唱えられているところであります。公園の新設、並びに改造におきましては、 健

常者とともに体の不自由な、まずこ視覚の不自由な人も、四季を通じて楽しめるよ うな花

や樹木の香り、また音の風景、風、雨、水の音や動物、また鳥、昆虫の鳴き声など、 自

然の音を五感一一ー視覚、聴覚、臭覚、味覚、触覚のすべてをトータル的に総合して、 体

全体で自然をまた緑を動物と昆虫も体験をできるような公園づくりということが、 今後

大きな課題になろうかと思いますので、この辺の考えについてお伺し、いたします。

質問 9点目としましては、南平駅東側に位置します南平第 1自転車の駐輪場でござい

ますO これはたしか昭和58年当時、放置自転車対策場に設置された駐輪場でございますO

通学、通勤の動線ルートより外れていたために、使用状況が極めて低い地域であります。

また他の目的に活用したらとの地域住民の声もあるわけであります。特にこの南平駅周

辺は公園や緑地もなく、住環境が悪化の一途をたどっているため、緑もあります児童公

園的な活用として再生し、地域に活用できないかという観点であります。

第10点目の質問としましては、平山六丁目の平山城祉公園に隣接します雑木林、約3.

1ヘクタールが京王帝都電鉄より、日野市へ寄付されたわけであります。また今定例議

会におきまして上程されております、議案第95号の仮称平山緑地用地として、開発公社

より7，774.56平米の用地の取得予定であります。またこのような部分も含めまして、こ

の山林、また自然公園を設置してい くお考えがあるようであります。今後のこの施策の

具体化計画の中で、この土地に隣接します市道Kの69の 1号線、幅員1.82メーターの一

部と、市道Kの69の3号線、幅員同じく1.82メーターで、ここに位置します道路は、幅

員が狭隆のため、通常の生活の中に大変不便も感じておりますし、またこの将来的な山

林の管理という面からも、この狭隆の道路を拡幅し、また安全対策も取れることが必要

となってくるのではないかと思われます。現在も約 3メー ター前後の高低差がある ため
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に、この安全対策をしながら、場合によれば、壁面緑化という観点から、擁壁ができた

場合は、この擁壁を露出するのではなく、壁面緑化をしながら、この山林と この高低差

がある壁面とが調和しながら地域の中で、また安全として、道路としても利用でき るよ

うな施策を講 じていただくよう、お考えをお伺いすることでございます。以上、 10点に

つきま しての答弁をお願し、し、たします。

0議長(小山良悟君) 馬場繁夫君の質問についての答弁を求めます。学校教育部長。

O学校教育部長(藤本享一君) 学校教育部にかかわりのある点についての御回答を申

し上げますo

まず一番最初の小・ 中学校で酸性雨等によるつららが出ている かという件でございま

す。建築基準法の12条に基づきま して、 特殊建築物等の定期検査という ことを3年に 1

回実施 しておりますO この中で危険のある箇所の指摘等を行っていただいております。

現在この中で酸性雨によるつららと いうことについての報告は、出てきておりません。

新聞で私も酸性雨が都庁もというようなことで、以前に出ていたのを見ましたが、こう

いう 具体的な報告では出てきておりません。

それか ら緑のマスタープランのお話の2番目の件でございますが、学校ではどのよう

にと いうことで、これは学校を建設する際に既に学校の全体に緑を配置する ということ

で、これは計画をされまして、市の緑をふやしてい くと いう市の方針に合致する学校が、

各学校につ くられております。さらに植樹をして、 緑化に努めているとこ ろでございま

す。

それから 4番の分については、直接学校のかかわりはない と思いますが、学校の方で

も公闘緑政課の方に協力をしながら、学校の生け垣、フェンスのかわり に緑化をという

ような ことも改良に考えてい るところでございます。

それか ら小・ 中学校ですね、地域での核となる、緑の学校というようなことで、 学校

の森という ようなことでお話がございました。日野は大変恵まれておりまして、 この多

摩丘陵の方にある学校につきま しては特にこれは学校の敷地の中に、一部山林をも含め

て持ってい ると いうよう な状況で、また旭が丘にしてもしかり、 東光寺の方の小学校に

しても しかり 、大変学校の周辺が緑に閤ま れているという状況になってます。これをさ

らに活用しながら、生かしなが ら守っていきたいというふ うに思っておりますO

それか ら全体的な問題といたしまして、小・中学校でのかかわりでございますが、理

科の教科の中で、 実は日野で、扱っている「新しい科学j とし、う理科の本の中で、生徒全

体にこの緑に関心、 自然環境に関心を持たせるとい うよう な教育が行われております。
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中学の 3年生の本でございますけれども、自然環境の汚染と破壊という中で、この緑を

大切にするということを教えております。ちょっと読ませていただきますと「きれいな

水や空気はかつては自然そのものが自由に供給してくれるものであり、適度な水分や養

分を含んだ土とともに、地球上の豊かな命を支えるものであった。 しかし急速な工業化

や都市化に伴って、このような生きるために最低限必要な自然の環境さえも広い範囲に

わたって汚染され、破壊されている。 Jそしてこの中で、写真、絵の中で、太陽からの

光合成に基づきまして酸素がつくられ、そして呼吸をされて、二酸化炭素になっている

と。そして一方この石油や石炭を燃すことによって、この現象によって二酸化炭素とか

窒素酸化物、こういうような ものが一ーまたススなどが出てるというようなことを教え

て、それから大気や水の汚染のことについてもまた書かれております。そして石油や石

炭の燃焼によって生じる二酸化硫黄や、窒素酸化物が雨水に溶け、酸性の強い雨とな っ

て降り 、ところによっては森林が破壊され始めたり、 生物の住めない死の湖が出現して

いる現象が見られる。先ほど議員さんがおっし ゃったような具体的な名前ではないけど、

そういうことを示した本でですね、関心を持っていただいて、生徒全員に こういう 気持

ちを植えさせていくというような教育がなされてます。以上です。

O議長(小山良悟君) 建設部長。

0建設部長(橋本栄寓君) 御質問の10点のうち、 7点についてお答えを申し上げます。

まず御質問の 2点目でございます。緑被率についての考え方でございます。お答えを

申し上げますo 日野市は緑に関する行政の先進都市として、緑化推進基本計画に基づき

まして多くの施策を実施してきているわけでございます。その中のーっとして、昭和52

年に緑の環境である植生調査をいたしておりますO それから13年、都市化が急、ピッチで

進行してきており、植生的な変化の状況を明らかにするために、今後の緑の環境をより

よい姿で保全し続けるために、平成元年度に日野の植生を再調査いたしました。さらに

今後の一一変化をしてきているので緑の実態調査を実施しまして、緑の基本計画の策定

をする中で、これらの問題について、緑化推進委員会というものが設置されておりまし

て、この中の御意見を伺いながら、緑被率を定めて、緑の質を、それらの関連について

今後行政を進めていきたいという考えを持ってお ります。

それから 3点目の緑地保全と取得計画の見通しという御質問でございます。この点に

ついてお答え申し上げます。緑地の保全と取得計画については、日野市の基本計画の中

で実施計画を策定して、 事業化を今現在しているところでございます。保全については、

緑地の買収と緑地信託等の条例に基づく方法で進めてきております。取得についての状

-440-

況を申し上げますと、昭和52年度から、平成元年度までで 9年間で、都市緑地の買収状

況は、面積にいたしますと約9.5ヘクタールでございます。これを買収費にいたします

と、約50億7，000万円の買収をしてきているとい う実績がございます。

今後の問題でございますけども、平成 2年度から平成 5年度までの計画では、買収費

約14億7，400万円を投入をいた しまして、 日野緑地及び緑地信託等についての買収等の

申し入れが出てくれば、 これに対して対応 してい きたし、 とい う考えを持っておりますO

それか ら6番目の親水空間の浄化と保全とい うふうに御質問をまと めさせていただき

ましたけども、 これについてお答えを申し上げます。今水路 ・清流課の中で、東京都の

市町村活性事業として、平成元年度から2カ年計画で、ふるさとの水辺活用事業を実施

をしてい るところでございます。こ の事業の内容でございますけども、日野市の基本計

画にもとづく清流、 それか ら親水事業の施設を進める上の判断の基礎資料をつくろうと

いうこと になってい るわけでございます。水資源に関する調査とか、また住民からの情

報の提供により 、その地域環境づくりを推進をするということがこの大きな事業の目的

でございます。これを具体的に申し上げますと、市内の水環境についての基礎的なデー

タを集めるために、観測の井戸、それから湧水量の調査等を定期的に実施をいたしまし

て、地下水の循環等の解明をいたしまして、地下水の耐久的な保全と、それから有効的

な利用の展開をしていくというものでございます。雨水の循環については、 都市施設は

もとより、 各家庭の雨水ますの透水化、 まあ穴をあけて、浸透させる とい う意味でござ

いますけど、こう いうものについては積極的に取り組んでい くと いう、今計画でおりま

すO

それか ら緑の方でございますけども、この緑の、水の循環については、大雨が降って、

緑の中の下の土壌が雨水を吸収 して、 河川に流れるとい うことがノミター ンになっている

わけでございますけど、こういうものの中で水量を調整いたしまして、それから地下水

に浸透させる能力を持っておる中で、 緑の面については今後こういう役目の中で確保も

していく 必要があ るだろう とい うように考えております。 この水循環に対しては、今現

在非常に問題にな っており、 我々 もこの大切さ を認識 しているところでございます。今

後こ の関係についても、 積極的に進めていきたいという考えを持っております。

それか ら7番目の緑のネッ トワ ークについてということでございます。お答えを申し

上げます。緑のネッ トワ ーク については、市では昭和57年度にこの緑のネ ットワークを

作成 したわけでございます。この日野市の緑のマスタープランの中で、この詳細につい

ては報告がされておりますけども、現時点では若干見直す部分もありますもので、今後
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このネットワークについては検討していきたいというように考えておりますo

それから 8番の公園についてでございますけれど、この件についてお答えを申し上げ

ます。日野市の基本計画の中で、既設の児童公園を今現在、児童公園を街角公園という

形の中で整備をしております。これは毎年 1カ所ずつ実施をしております。この整備に

対しては地元利用者の意見を取 り入れ、また利用面での改良にとどまらず、周辺の景観

上の配慮とか、それから環境にマッチした個性あ るものにするということで、今改良を

しているところでございます。それから一般的に公園の設計については、日野市の福祉

の町づくりの整備基準に基づきまして、設計も取り入れております。

御指摘の点でございますけども、確かに私たちも先ほどのお話の中で、今後公園の整

備の中には取り入れていく必要が一番大きいんではなかろうかなあというように、 思っ

ておるわけでございますけど、この一方に対して、こういう利用する方々の人たちのま

た意見も取り入れまして、御指摘の問題については今後研究課題として進めていきたい

というように思っております。

それから 9点目の南平駅の北第 1駐車場の活用についてという御質問でござい ます。

ここの駐輪場については河川敷の一部、面積にいたしますと約526平米を建設省より 占

用を受けまして、昭和57年の 3月に設置をしたわけでございます。収容能力を申し上げ

ますと自転車、バイク等を含めまして332台でございまして、それからこの駐輪場から

南平の駅までの距離でございますけども、 228メーターという地点に、この駐輪場があ

るわけでございます。この当駅の南平の駅についての自転車利用についての、この利便

性を図るために、この駐輪場はほかの駐輪場と比較しますと、かなり劣っているとい う

ことでございます。利用率を申し上げますと、 1%を切っているというような状態でご

ざいます。幸いにもこの南平駅については南側についても、北側の一部についても、 土

地所有者の理解と協力を得まして、 駅周辺には駐輪場の確保ができていることでござい

まして、こういう面を考慮、いたしまして、御質問のような件については、ほかの目的、

駐輪場じゃなくて、ほかの目的として有効に利用を図れるように、今後各種の制約条件

とか、そういうものを調査いたしまして、公共の目的の活用ができるように、前向きに

検討をしていきたいとい うように考えており ますO

それから10点目の、平山六丁目の緑地の今後の計画ということでございます。道路の

拡幅も含まれております。これについてお答えを申し上げます。この場所については、

既に京王電鉄株式会社より寄付を受けたところでござい、またその他に緑地を含めて、

周辺の山林についても土地所有者の同意を得て、 今後は都市緑地として都市計画決定を
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取り、またその後に事業認可を受けてここの面整備をするという考え方でおります。

御指摘の中にも出てきておりますけども、この際の構造的な問題でございますけども 、

法面についてはできるだけ緑化をするということを基本的に考えております。それから

擁壁等についての構造についても、今現在行ってます、ったのようなもので壁面緑化を

したいという 考えも持っており ますO

それか ら拡幅道路についての件でございますけども、この公園と一体となっての中で、

こう いう拡幅問題を整備していきたいという考えでおります。以上でございますO

O議長(小山良悟君) 都市整備部長。

0都市整備部長(前田雅夫君) 4点目 の緑化協定に関する件につきま して、お答えを

いたしますO

まず緑化協定でございますけれども、これは緑化の推進の一つの手段と いたしまして、

都市緑地保全法とい うのがございます。こ の中に緑化協定が結べるよ うに法的な裏づけ

があるということでございます。こ れは大体 1街区を最小の規模といたしま して、権利

者100%の同意を持ちまして、協定を結び、まあ日野市で言えば市長に届け出をする、

まあ市長がその公告をする。それで法的な裏づけができましても拘束力 も発生をする、

そういう ものでございます。

一方、これに準じたものと いたしまして、日野市では地区計画というも のを進めてお

りますO 特には区画整理をしたところにおきまして、地区計画を導入いたしまして、建

物の用途制限とか、あるいは建築物の敷地面積の最低限度の面積、それから壁面の位置

の制限、これは境界から何メー トル、何十セソチにセ ットパックをするという、そうい

う制限。それか ら垣、これはくねでございますけれども、もし くは櫛の構造物の制限

これはブロッ ク塀と か、 万年塀を極力避けまして、 生け垣を奨励すると、そう いうも の

でございます。 したがって緑化協定は緑だけの問題でございますけれども、 総合的に地

区計画で町づ くりを指導をしているという ことでございます。

まあ議員さ んか らの御提案は区画整理の中の保留地を集合いたし まして、 緑化協定を

結び、モデル化した らどうかとい うことでございます。まあ保留地を 1街区まと めると

いう のは、なかなか難しいわけでございます。発想といた しましては非常に鮮側できる

と思いますけれども、 今後検討の課題とさせていただ きたいとい うふう に考えており ま

す。

0議長(小山良悟君)

013番(馬場繁夫君)

馬場繁夫君。

それぞれ答弁あ りがと うございま した。 じゃあ順次再質問をさ
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せていただきます。

まず第 1点目の酸性つらら等の件でございますが、先ほど答弁した方からも話があり

ましたように、東京都の第 1庁舎と議会棟を結ぶ連絡路に、十数本の酸性つららがある

ということを新聞報道でもされているところであります。新聞は酸性つららは、皆さん

も既に御承知のように、アルカリのコ γクリ ー トが酸性雨によりまして、中性化いたし

まして、成分の石灰質が溶け出して生じるものであります。ほとんど鐘乳洞のつららと

同じメカニズムになっているところでありますが、鐘乳洞は 3センチ伸びるのに約200

年かかる。酸性雨は約10年で15センチも伸びてしまうということであります。特にこの

酸性雨によりまして、建築物の耐用年数が非常に短くなってしまうということが考えら

れます。特にその外壁の剥離とか、そのパラペ ット部分の落下等の心配性も今後出てい

く可能性はありますので、今後特に公共施設の中でも古い建物、また学校施設も古い校

舎等につきましては、十分こういう観点も含んで、 3年間の 1回の法的に従った建物調

査の中におきましでも十分認識をしながら、 これを確認をし、また このことにより まし

て、北九州等でもいろんな事故が起きておりますので、それが酸性雨だけではなく、 ま

あいろんな公害的な部分も含んだ中での問題等のような報道もされておりますので、十

分これを含んだ中で調査をし、こういう 事故等が起きないように考慮していただ きたい

ということをひとつ要望しておきますO

2点目の問題ですけど、非常にこれは森田市政におきましては、確かに非常に緑につ

いての積極的な対応については非常に評価もできるなあという気がします。ただその中

で、それだけ緑に対していろんな角度から、いろんな施策も持ちながらやっている割り

には、総合として、 トータルとしてどれだけ緑を日野市としては緑化していくんだ、 ま

た緑をどうやって保全していくんだという 全体観が非常に今までなかったのが残念だな

あという気がするんですね。ですからこれから、この緑被率について、日野市の場合は

どれだけ緑被率を設ければいいんだ。その中で特に純粋なる緑をどのぐらいにしていく

んだ、そしてまたそれと同時に緑視率というんですね。人間の目から見た、人間の目の

視野に入る緑の量によって、 実際の緑よりも、非常に緑豊かに感ずるとい う観点の緑視

率なんですね。ですから こういう観点も少し研究していただきたいなあとい うことであ

ります。それと同時にこの緑につきましては、非常に今、日本が排出する炭酸ガスの総

量が約9.3億ト γあると言われております。そして日本の緑なので、この炭酸ガスが吸

収されていくの、約 6億ト γだO 全体の 3分の 2は日本の圏内で対応できてますけど、

残りの 3分の lは、もう日本では、日本の緑では対応できてないんだと、これはもう諸

-444-

外国の緑に依存している状況であるということであります。

で、やっぱりでき得るかぎり我々が住んでいる市内の中から発生する炭酸ガス等の、

またいろんな汚染物質についても、この市内の中で極力緑によって汚染源を食いとめて

いける ような、そういうような方向の緑の保全とい うこ ともあわせて考えていただきた

いとい うことであります。

現在、100ヘクタ ールの森林で、約 1万人の人間が必要な酸素をっく り出すと言われ

ている わけです。これか らこう算出しますと 、10メー トルのケヤキ 1本で、人間 1人分

の生命維持する必要な酸素が供給されると言われております。

生け垣50メー トルで、人間 1人分なんだと、また漉木 1株はスズメ 1羽分の生命を長

らえていくだけの酸素供給源というような こと も言われておる ところでありますので、

そうするとどうしても今までの緑地保全という観点は、我々人間が住んでいくためには

緑が潤いとか、そう いう観点の緑の保全、保護という観点は余りにも強かったわけです

けど、もう少し視点を変えてやはり我々人間が生活を営むために、酸素を吸収し、炭酸

ガス出したり 、そう いうふ うな部分も含んで、またいろんな自動車の廃棄等々あります

ので、それも極力、我が市の中である程度吸収し、それをまた汚染物質も食いとめると

いう発想、を持った緑の増加、またそういう観点も今後あわせて考えていく必要があるん

じゃないかとい う観点から、この緑視率だけではなくて、緑視率も当然両面から今後の

調査、研究の中でも、また将来的な基本計画の中でも、十分対応していただきたいとい

うことであります。これについてのお考えを一一ーなかなか担当が厳しければ市長の方か

らでも結構だと思います。

それと3点目 の骨格的に緑地の取得なんですけど、確かに今ほどの答弁の中では、平

成元年度までには総額で50億円という緑に関する山林等を買収 した、今後平成 2年から

5年までは約14億を予定 しているんだという答弁がありま したけど、なかなか今の土地

高騰の中で、またなかなか緑地を取得しようと いうこ とが非常に実際は難しくな ってき

ているんですね。今、日野市は他市に先駆けて信託条例というものを制定して、今現在

10人の方がそれの対象になって行っていると。今後対象にできる件数としては約100件

前後あるんじゃないかと。で、常時担当課では地主さんにお願いをしてい るところであ

りますけど、まだ 1年と いうこともあり ますし、認識の面とかいろんな部分がありまし

て、今後さらに努力していくんだというようなお考えがあっているところでございます

が、まだ取得というこ とがまだ具体的な事例としてはないんではないかと思います。今

後、取得という部分の中におきましては、ひとつの これから大きな課題になってくるの
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かなあと思うんですね。ですからこれを今度どういうような施策を設けながら、これの

一一せっかく条例化をし、その協力していただくものを日野市が購入できやすいような

条件整備ということも今後の中で考えていきながら、じゃ、大枠として、じゃあいつま

で日野市としてはこれだけの緑地をまた購入していくんだという大枠の目標をもう少し

具体的に明確にする必要があろうかと思うんですね。やはり 明確な目標なきところには、

やはり施策は二の次になってしまいますし、交渉そのものも限界が出てきますので、も

う少し具体的な目標年次を、例えば20年でこれだけやるんだとか、 10年単位で考えると

か、 5年単位で考えるとか、一つの方向を見出しながら、特にこの平成4年以降に考え

ていきます基本計画の中には、明確な位置づけをしていただきたい。それと同時に具体

的な取得しやすいような方策も検討していただきたいと思うんで、すo 特に今後市内にお

きます区画整理事業が積極的に今、日野市は取り入れて今やっておりますので、何かこ

の区画整理事業の保留地も何か上手に活用し、今後区画整理事業を行うところはなかな

か難しい部分もありますけど、積極的に先行取得を行いまして、この緑地保全のために

その一部を、保留地を何か活用しながら、うまく緑地を持っている方にも理解を示しな

がらできるような方策があれば、その辺もあわせて今後検討していただきたいと思うわ

けで、す。その辺の考えもお伺いしたいところであります。

それから 4点目の緑化協定の件でございますが、緑化協定というのも、 100%の地主

の了解という非常に厳しい限定がありますので、なかなか現実には進みにくいという大

きなネックがあるわけです。今区画整理事業におきましては、地区計画の中で、十分に

皆さんに理解をしていただきながら、その地区計画を制定しまして、その中で生け垣と

いうことの促進を今図っておりますO ただこの生け垣につきましては、たしか 1メーター

まではプロック塀等を設置してもよいというような、非常にこう生け垣という観点がも

う少し全面的に生け垣になった方が、随分緑視率の面からも違うなあという気がするん

で、すね。ですから何かこのもっとモデル的に、そういう一つの生け垣が、その一つに実

施街区ができますと、非常に緑に対する緑視率から見ますと、緑が多いなあ、確かに少

ない緑であっても、非常に緑が感覚的に受ける影響は大変大きいものがありますので、

何か他の方法でも結構ですから、モデル的な部分も何かできましたら、それを通して市

民の多くの方に理解と協力が得られるよ うな方向を見出していただければ、なかなかこ

ういう緑化ということも総論では賛成だと、でも各論になりますと、ある程度の限定さ

れた敷地の中に生け垣をするということは非常に大変な部分もわかりますので、それを

超えてプロック塀よりもはるかに生け垣をした方がやっぱりし、し、んだという、そういう

-446-

感覚もわかっていただける部分が出てこょうかと思いますので、何かそのような方向も

見出しながら、流れをつくっていただきたいなあということであります。

それから学校の森という 5点目なんですけど、確かに都内等から見ますと、日野市は

まだまだ緑的には恵まれております。しかしながら今までの日野市の緑のマスタープラ

ンとか、また日野市の区画整理事業のいろんな基本的な考え方等を見ましても、どうも

公園とか、 こういう骨格的な部分についての緑ということについては、ある程度考え、

積極的に導入していこうという考えは持っているんですけど、じゃあ我々が住んでいる

この町の中に、緑をどう点在をしながら、そしてまたそれをどうネ ットワーク化してい

く、その辺がどうももう少しトータル的に深めていく必要があるのかなあという気がす

るんです。

その地域の中に緑というものを深めていくためには、どうしてもその核となる公共施

設が積極的に緑化を推進しませんと、なかなか協力等にしましでも、なかなか難しさが

出てきます。こ の学校の緑化ということは、先ほど答弁にありましたように、生け垣等

順次進めているところでございますが、どうも生け垣だけでは森という雰囲気になりま

せんし、それに効果は、従来以上のブロッ ク塀等よりも効果は出てきますけど、やはり

この学校の敷地の状況等にあわせて、またそこ に多少余裕があ るなり、また緑化するこ

とも可能な学校につきましては、も っと踏み込んで、地域の森なり 、またちょっとした

そこに樹木が密集というか、ある程度量的に もあって、 そこで子供たちが触れ合うこと

によって、そういう自然というものとの感覚が養って くるんではないかと、特に小さい

児童のときから 自然、に親しみ、触れ合うこと が、 自然に対する理解、また先ほど学校の

教科書を通じて公害問題等についての答弁いただきま したか ら、やはり小さいときから

そういう感覚を養 うためには、身近な学校という 一つの場におきまして、緑がある、自

然がある、そして触れ合う、そしてその四季の織り なす状況を自然の中に当たり前とし

て、当然としてその幼い児童の脳裏に焼き込むことが、今後将来的な環境問題には大き

なウエー トが行くことは間違いない ことでありますので、そういう意味ではこの学校を

含んだ公共施設の緑化促進については、 全力的に取り組んでいただきたいという ことで

ありますので、またこれを通 して企業、個人の緑化も進めていただきたいと思うんです。

それで企業につきましでも随分協力をしていただきまして、 緑化を推進 している企業も

あります。

で、今後の方向の中ではこの、特に企業におきましでも、個人におきましても、その

敷地をある程度緑化をしていくことによりまして、その緑化した敷地を一般市民に365
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日開放しなくても、ある程度特定の日にちを設けて開放していただいて地域の中で、そ

こでいろんな催し物を行ったり、また地域の緑がない中で、緑を活用することがある程

度深まっていくようなことがありましたら、その敷地におきましてボーナス的に、 場合

によれば一部都市計画税の税率を引き下げるとか、何かそういう部分も含めなが ら、企

業の緑地を保全ということも、積極的に対応していただければいいのかなあとい う気が

するんですね。それと同時に最近言われていることは、企業のモラ ルというか、 非常に

今、特に欧米の中では厳しく今指摘もされつつあるところがあるんですね。地球環境に

対して、その企業が積極的に対応している企業なのか、それとも環境を破壊する動きを

しているのかということも、それによってその企業の商品を買わない運動とか、その辺

が非常に最近欧米では高まっていくと。この欧米では、特にアメリカにおき ましては、

グリー γ ・コンシュマーという、そういうのがふえてきているんだと。そしてその大き

な側面に、二つは一一先ほども触れましたよ うに環境によい商品を買う 運動と、 企業に

よって、環境によりまして、企業活動を求めていく運動と、その大きく二つの方向性の

中で、この運動が高まっているということです。

我々この日本におきましでも、徐々にでありますが、このような流れが出て きますし、

またいろんな本も最近は出されているところでありますO こうい う観点から来ますと 、

企業におきましても、その生け垣の緑化を推進することによ って、 非常に企業イメージ

が変わってくる。ということは、企業イメ ージが変わるという ことは、その会社の存続

方向にも非常に悪い影響どころか、非常にいい影響も受けているということ が、今後ま

すますその重要度が出てまいり ますので、日野市の行政におきましでも、 企業への全面

的な協力を、さらに押し進めていくという ことが非常に肝要かと思いますので、 その辺

をさらなる促進についてお願いすると同時に、お考えをお伺し、し、た します。そ ういう流

れの中で、個人の生け垣づくり、もしくは敷地の中の樹木を植えていく 動きを深めてい

ただきたいなぁと。

それと同時に非常にエコロジーという立場から考えますと、ただ緑をふやすんではな

く、その緑の中にいかに鳥が生息し、また昆虫が、そしていろんな虫が共存共栄できる

ような方法が大事になってまい りますので、できることな らいろいろな公園にしても、

樹木をふやす中にも秋に実がつ くような柿であったり、またミ ズキであっ たり、い ろん

な鳥と かそういうものがそ うい う樹木を食べるこ とによって、そ こに集まってし、く。そ

のよ うな方向の樹木の植え方とい うか、 その辺の方向も今後は深めていただければ、 い

いのかなあという思いがありますので、その辺についてもお願い したいと思います。
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それから水の循環につきましでも、先ほど答弁いただきまして、今後やっぱり取り組

んでいくということであります。ただ、 今日野市の住みよい町づくりの指導要綱の中に

も、細則の中に雨水ますは浸透式構造とすると いうこ とが、細則の13条の中にうたわれ

てますけど、やはり 細則の中で うたわれているだけではわかりにくいことがありますの

で、 今後やっぱりもう 少し明確に浸透ます方式を位置づけしながら、強化をしていただ

きたいなあと思います。やはりその水の循環という 中で、下に地下水の汚染も含んだ中

で、いかに循環システムを活用しなが ら、水を上手に利用 してい くか。例えば我々が飲

んでいる水道は、 今現在日野市内へ十数本の地下水をくみ上げて、我々は水を飲んでい

るんですけど、 東京都の利根川とか、 そういうまずい水よりもできればそ ういう循環シ

ステムによって、自然の恩、恵の中でおいしい水を、我々市民が活用 して、普段飲んでい

る水が本当においしく て、安全にいけるよう なためにも、何か今後この地下水を含んだ

水の循環についての新しい環境の中で、 保全、 保護、活用という観点から今条例化する

なりして、この水を活用するものを考えていただければ、非常に我々市民にとっても、

非常にプラス になってまいりますので、今後の政策の中では何かこういうものを含んだ

中で、条例化なり、もっと明確にした法成文を検討されたらどうかということもありま

すんで、これについての考えをお伺し、し、たします。

第 7点目 としましても、ネットワー クということですけど、今まで、の緑のマスタープ

ランのネッ トワーク にしても、非常にネットワーク とい う位置づけが少し弱いんですね。

弱し、と いう言い方はあれなんですけど、やはり野鳥の生態系と いう観点から見ますと、 -

非常にネットワークが大事にな って くると言われているわけです。特に野鳥につきまし

ては余り緑が点在してますと、緑から緑に移ってい くと いう ことが非常に難しいという

ことですから。ただ東京都が先ほど話 しました一大野鳥公園というのをもし建設もでき

ますと、そう いう流れの中で、 日野市の骨格的な緑と、それからまたいろんな学校等、

公共施設、また企業の緑、家庭の緑とか、 それが上手に連携しながら、ネットワークし

ながら、そう いう鳥が飛んできて、そしてそんないろんなちょっとした緑の中でも鳥が

いる という、そう いうような共存共栄できる という 中では、非常にネ ットワ ーク という

のが重要な位置にな ってま いります。ですからそのネ ットワークとい っても、 実際は、

例えば道路の緑化という ことがメ イγになってまい りますけど、現在は一一東京都にお

きます道路における街路樹の地図を見ますと、残念なが ら日野市はその街路樹の少なさ

は、すごい少ないんですね。ほかの行政か ら見ますと非常に街路樹が少ない。というこ

とは、逆に言えば道路整備が進んでいないと いう ことにな るわけです。ですから積極的
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な区画整理を推進している中で、極力街路樹をふやしていただきたい。ただ街路樹をふ

やすにしても、やはりそのためには歩道を幅員2.5メーターだとか、ある程度幅員しな

きゃいけませんと、その区画整理の中で、道路の占用する面積が大変多くなる。そうな

るとやはり総論としては理解できても、各論ではなかなか難しいという現実になります

ので、これはやっぱり緑を推進する森田市政につきましては、これはもう政策的に大幅

に区画整理事業をする場合は先行取得をして、これだけは少なくとも街路樹をつくって

いくんだと、それをもっと明確に打ち出しまして、それについてはある程度予算もかかっ

てもやむを得ないですから先行取得をして、減歩率に余り響かない程度の中で、また区

画整理の中で、多くの市民の権利者の皆さんにも理解できるような先行取得しながら、

思い切ったネットワーク化ということも促進していかないと、せっかく緑をある程度取

得して、点在しただけで、は、効果が半減いたしますので、その辺もあわせて考えていた

だきたいということです。これはやっぱり市長に答弁をしていただくということになろ

うかと思います。

それから 8点目、公園につきましては、特に五感で、全身で感じられるような、また

いろんな体の不自由な方、また特に目の御不自由な方は、どうしても公園とは縁遠いの

が現実ですから、そういう人はにおいとか、音、それも自然の中でやっぱりそういう体

で感じあっていくような、そういうような公園づくりというのが、ただ地区公園の中の

一角をそういう部分にしてみたり、また将来的には思い切って一つの公園を全面的にそ

.ういうような公園にしていくような施策も今後必要になってまいりますので、これは積

極的な対応をしていただきたい。そうしますと先ほど、緑のネットワークの鳥という部

分については非常に連鎖反応で一体化してまいりますので、その辺も考えていただきた

いと思います。

9点目の南平の駐輪場の件につきましでも、これは本当に今狭隆道路についても、区

画整理事業によって、道路の整備される部分と、今後区画整理がない場合の狭隆度の問

題、これと同じようにある程度区画整理が進行することによって、公園ができてくる。

ところが区画整理等がない地域においては公園すらなく、将来的に公園もできないとい

うのが現実であります。ですからこういうような再活用の面については、やっぱり何が

何でもそういう公園なり、地域に対しての格差是正の観点からも、児童公園的な部分の

積極的な対応についてはお願いしたいととろであります。

10点目につきましては、やっぱり壁面緑化ということを十分対応していただきたいと

思います。特に京王帝都から譲り受けた場所につきましては、非常に13メーター前後の

ハU
「
「

υ
A
生

高低差がありますので、本当に安全対策と同時に、この部分が壁面緑化しますと非常に

し、し、方向になってまいりますので、ぜひ積極的に対応していただきたし、と思います。ちょ っ

とこれ前後しますけど、今後生け垣ということが難しい地域、例えば敷地の面積が余 り

広 くないために、生け垣をつくるのが難しいというとこには、この生け垣のブロック塀

についての一一ブロック塀を例えばつる草的な部分で壁面緑化していくんだと、 そうし

ますとそれほど大きな面積も必要としませんから非常に現実的に可能になってまいり ま

すので、この辺も区画整理事業の中と、また現状の中で、もこういう比較的やりやすい方

法がありますので、例えばそういう苗木を提供するなり、市民の皆さんにですね、そう

いう流れをつく っていただければ、緑視率の面で随分感覚が変わってまいりますので、

その辺をお願いしたいと思うんです。

あと23分しかありませんので、 答弁の方をひとつよろ しく お願いします。

O議長(小山良悟君) 建設部長。

0建設部長(橋本栄禽君) それでは私の方の関係が何点かございますんで、再質問に

ついてお答えをいたします。

まず 2点目の緑被率でございますけども、 これについては先ほど答弁をしたとおり、

緑被率を定めまして、緑の質と量の関連について今後進めてい きたいということでおり

ますO 御指摘の点にはよく踏まえまして、再度この中で検討を していきたいということ

でございますO

それから 3点目の取得計画のことでございますけど、これは基本的にはお答えしたと

おり、 実施計画を策定いたしまして、その事業化の中でこういうものを定めてきてやっ

ているわけでございますけど、なお御指摘の点もこの事業化の中で検討をさせていただ

きたいということでございます。

それから 4番目の企業についての緑化の促進でございますけども、これも従来担当件

の方ではそういう企業にお願いをしております。既に御協力をしていただいた会社本ご

ざいますけど、なお今後もこの点については企業の方にお願いをしてい きたいという

えでおります。

それから 5点目になりますけども、雨水ますの点でございますけども、御指摘のとお

りこの点については指導をこれから強化をしていきたいとい うふう に考えております。

それから 6点目になりますけど、地下水の循環等の問題でございますけども、御質問

者がお話をしているとおりでございますんで、これについても今後前向きに検討してい

きたいというように思っておりますO 以上でございますO
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0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 今、地球環境規模から説き始められて、大変雄大なマクロの

視点、あるいは我々の地域社会のミクロの視点から、いわゆる生態学的な街をつくれと

いうことで、御提言をいただきました。それぞれごもっともだと思っておりますので、

御指摘に、御提言に沿ってできるだけ努力をいたしたいと考えておりますO

幸いに市内にまだ73へクタールという相当な面積の樹林地が残っておりますので、い

ろいろな手立てによりまして、なるべくこれらを存続をさせ、まあ公有化することによっ

て、将来の緑の確保に努めていきたいということを願っております。具体的に最近手に

入る緑地も幾っか、かなりまとまったものもございますし、それから街並みの緑化とか、

企業の内部的な緑化とか、そういうことにつきましでも緑視率という見地から、一定の

基準を設けてお願いをしてまいりたいと、このように考えております。

今日都市化とし、ぅ、いわゆる経済機能面の問題と、それから自然に対する保全、保護

という相対立する可能性のある課題をどのように両立させるかということが、都市づく

りの大切な手法になってきたということはもうその認識につきましては、ほとんどどな

たも異論のないところだと思っておりますので、御指摘のことを具体的にまた消化いた

しまして、極力努めてまいりたいというふうにお答えをしたいと思います。

0議長(小山良悟君) 馬場繁夫君。

013番(馬場繁夫君) ありがとうございました。

まあ少しこう具体的にとなると、一つは西平山五丁目の段丘については、非常に緑も

多いところでありますし、段丘については非常に緑視率的にも大きな効果がありますの

で、網を被っていませんから、虫食い的に宅地化していくということがありますので、

何かそういう部分がもっと積極的に対応していただければし巾、なあという気がするんで

す。特にそこは平山台の区画整理の中で当時市長も市議になっていたようなことでござ

いますが、その当時の区画整理の中で、今であればそうし、う場所は換地化され、公共化

されたんでしょうけど、あの当時はまず宅地化し、また企業が誘致しやすいような方向

の中の大きな区画整理事業というのがメインであったのでしょうから、当然時代的な背

景が違いますから、今のような形になってしまったんですけど、そういうような背景が

ありますので、この辺は何らかのミニ開発等がされ、緑地が、要するに雑木林がなくな

らないように、これはもっと早い一ーほかの網が被った部分よりも早く、何らかの対策

をしていただかないと、 2度と取り返しがつかないことになってまいりますので、特に

それについて市長の何か施策なり、方向があれば、また一言答弁いただければなぁと思

つ臼
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それと今後まず緑の調査をし、緑の基本計画をつくっていくと、そういう中で当然大

事なことは今までの緑の保全、保護と同時に生態系ということも今後の調査の中では十

分踏まえて、それをそういうこつの大きな幹の中で対応していただきたいということで

す。特に例の基本計画ができた後にできればそういう自然環境の保全、育成というよう

なものを含んだ何か条例化をし、そしてそれを条例化に基づいた中で整備していくとい

う流れをつくっていただければありがたいと思ってい るところでありま すので、あわせ

てお願し、し、たします。

0議長(小山良悟君} 市長。

0市長(森田喜美男君) 御指摘の西平山五丁目、旭が丘と接します段丘崖になってお

る地形がありまして、民地でありますので、よく開発に関する照会も参るようであ りま

す。既に開発をされてしまった部分もありますけど、せめてその幅の半分、少なくも 3

分の 1はつないでもらうということで指導し、かなり それには協力をしていただいてお

るとし、う現状があります。

公有化するのが一番し、し、わけでありますが、持ち主の御事情もいろいろありますので、

積極的にお願いをして、公有化を原則としながら、 また開発指導にも十分御協力をいた

だく、そういった御指導をさせていただきたい、とこう 考えております。

まあ条例化ということにつきましても、なかなか民地を規制するということ の限度も

ありますし、有効な条例化の必要も感じないわけではあり ませんが、当面一番法的にも

一定の効果のある緑地信託条例というのをつくっておりますので、極力それに沿ってい

ただくふうな進め方をしてまいりたいというふうに考えており ます。

0議長(小山良悟君) 馬場繁夫君。

013番(馬場繁夫君) ありがとうございました。

ちょっとこう市長勘違いしていたのかなあという気がするんですけど、条例化という

のは取得に対しての条例化というよりも、今後調査を して、一つの基本的な計画がされ

ていると、その計画が成功しやすいような、またいろんな各部署に関連するよ うな分は

非常に多岐にわたってまいりますので、それを一つの制度化して、その形にして、個人

の敷地云々を条例化というのは当然できることでありませんので、 今までのいろんな要

綱なり、いろんな文がそういう意味ではもっと集約的に一本化して、日野市の緑と文化

の市民都市ということで、緑というのをメイ γテーマとして日野市は今進めております

ので、この都市像でありますから、そうしますとその辺がもう少し明確に一つの幹とな
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りますから、その幹にふさわしいような法整備、またいろんな制度の整備をして、それ

を一つの形として、それが条例化がいいかそれはわかりませんけども、一つの方法とし

ては、そういう方法もあるのかなあと思いますので、そういう意味で今回の緑の実態調

査の中に、生態系の調査も含んでやっていただければ、そしてそれに基づいた基本計画

を策定していく、その基本計画が今度は実施計画になって、それが策定しやすいような

もちろん整備体系をしますと、この名実とともに「緑と文化の市民都市Jの緑の部分に

ついてはやっぱり認識も深まり、一つの大きな日野市の先行的な方法が取れるのかなあ

という気がしますと、そういうことを含んで、一つの例としての条例化というお話をさ

せていただきましたんで、何かお考えがあれば、御答弁、なければこれで終わります。

O議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 日野市では、たしか52年の当時だと思いますが、緑化推進に

関する条例という、基本法というべきものを持っておりますので、それをより具体化す

る手立てとしての施策、あるいは規則、 それらをいろいろな御指導をいただきながら、

確立をしていきたい、このようにお答えをさせていただき ます。

013番(馬場繁夫君) これで終わります。

0議長(小山良悟君) これをもって18の 1、地球にやさしいエコロジーの街づくりを

求めての質問を終わります。

お諮りいたします。議事の都合により、 暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御

異議ありませんか。

( I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

午前12時37分休憩

午後 1時53分再開

0議長(小山良悟君) 休憩前に引き続き会議を聞きますO

一般質問19の 1、日野市防災無線について問うの通告質問者、天野輝男君の質問を許

しますO

(7番議員 登壇〕

07番(天野輝男君) 通告に従いまして質問させていただきます。

8月26日防災訓練が潤徳小学校校庭において、日野市民参加の協力のもとに実施され

まLtこO

「災害は忘れたころにやってくる」と、いかに日ごろの心がけ、また訓練が大切で、あ
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るかを知りました。大正の関東大震災による東京の被害は著しかった。そこ の教訓を生

かすことは、日本国民にとりましでも大切なことであると考えます。地震予知に関する

調査、研究によれば、関東周辺には大地震を起こすエネルギーが蓄積されております。

ーたび東京の地域に関東大震災級の地震が発生すれば、都市機能が麻痔され、 社会生活

が破壊 し、 大混乱に陥ることは必至であります。

東京都ではこれら状況を踏まえて、昭和46年10月東京都震災予防条例を制定しました。

また昭和48年 8月、東京都震災予防計画が策定され、昭和53年 6月には大規模地震対策

特別措置法が制定され、その対応措置として昭和55年12月、東京都地域防災計画(震災

編)の編、警戒宣言に伴う対応措置を策定。 防災対策を推進 してきております。

ここで東京都防災行政無線対策についてしばらく 説明させていただきま す。あらゆる

災害対策において最も重要なことは、 情報の収集伝達であります。情報伝達をいかに迅

速に、かつ的確に行 うかは、 災害の応急対策、復旧活動を実施する上で必要不可欠な要

素であり 、人心の安定によるパニッ ク防止の面からも最も重要な事柄である。東京都で

はこのような災害を想定した観点から、東京都防災行政無線網の整備を進め、昭和56年

3月には一応の工事を完了 し、現在運用中である。 しかしながら大災害を想定した情報

連絡体制は、 質的、 量的にはまだ不十分でありますO

東京都では東京シティホールを建設中であり、その建物の中に、防災セγターを設置

する計画があります。防災センターは災害からの都民の生命及び財産の確保と、都市機

能の維持を図るため、東京都災害対策本部施設として整備をしており ます。この防災セ

ソタ一業務内容を充実させるため、 情報連絡に欠 くこと のできない防災無線の質的、量

的整備を拡充するため、 第 2次東京都防災行政無線基本計画を作成いたしましたO

東京都防災行政無線は都庁局における東京都災害対策本部を中心として、区市町村を

初め、防災機関を無線回線で結んでいる。これ らの固定系無線局は200局でありますo

移動系無線局は363局配備されております。都庁及び二つ塚中継所を基地局とする全都

及び島部移動系無線局の配備となっております。

東京都では防災行政無線のほかに都庁と小笠原支庁聞に通信衛星を利用した防災専用

線 3回線を設け、昭和58年11月から運用しております。また東京消防庁ヘリコ プター と

都災害対策本部を結ぶテレビ伝送回線を設けているほか、 都庁と自治省、消防庁を結ぶ

消防防災無線 2チャ γネルと関東地方建設局を結ぶ水防防災無線 1チャ γネルを開設し

ており ます。

東京都防災行政無線は電話を基幹システ ムとし、 あわせてファクシ ミリ通信を導入し
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ております。これらの通信体制は、平常時の利用と、災害時の統制運用の両面にわたっ

てそれぞれに適したシステムが開発され、防災通信の骨格を完成したものとなりました。

しかしながら近年の情報通信技術の進歩を見たとき、設備の拡張、新しい通信機能の導

入といった整備拡充の要請は十分に対応で、きなくなってまいりました。

現在、東京都地域防災計画に定める防災機関は、区市町村指定地方行政機関、自衛隊、

指定公共機関及び地方指定公共機関の合計126機関であります。そのうち無線局が設置

されているのは、 96機関であり、残りの30機関は無線局が設置されておりません。この

ため現在無線局未設置機関とは、有線の電話、及びファクシミリにより、災害情報の連

絡等を行っておりますo 地震等により有線回線が断絶したとき、あるいは一般通話がふ

くそうした場合には、防災機関への連絡を取ることはできなくなります。このような状

況が発生した場合、的確な防災対策活動を行 うことが不可能となり、災害地が混乱を起

こし、大災害に結び、つくことにもなりかねませんO

また無線局未設置機関には、一斉通報により情報連絡を行うことができないため、同

じ情報を時間をかけて順に伝達してお ります。こ のために迅速な災害対策活動の支障と

なっております。

無線局設置機関についても、現在電話及びファクシミリのみの情報連絡であります。

データ通信及び画像通信の導入がまだなされておりませんO 現在、災害現場の状況を連

絡する際、言葉による伝達では、伝達者の主観が入 り、正確な状況伝達を行うことに限

界があるそうです。また情報の収集、分析を行 うに当たっても、 言葉または文書による

情報連絡では、それを受けた後の整理、 分析に時間がかかる。そこにこのようなデータ

通信及び画像通信の導入は考え られてきております。

そこで都の地域の公平性、並びに住民の生命、身体及び財産を災害から確保するため、

最も適合した通信体制を確保することが必要である。このために次の項目を基本的な考

え方として、第 2次基本計画が作成されました。

その 1として、すべての防災機関に防災行政無線局を設置することになっており ます。

主な防災機関及び主要な都の出先機関との連絡は現在、電話、ファクシミリの他、デー

タ及び画像通信を導入して、情報メディアの多様化を図ることになっております。

災害現場等との迅速な情報連絡体制を確保するため、車載テレビ及び多重車載局の導

入並びにヘリコプターテレビの充実等、移動無線局の機能の向上を図ることになってお

ります。

4として、無線回線の安全性を確保する。
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5番目として、最新の技術を導入し、防災行政無線の質的向上を図る。

そしてこの整備に当たっては、シティホールの建設スケジュールの整合を取りながら、

新しい都庁無線局は、シティホールの竣工に合わせるという経過でありますO そして端

末局の うち、新設局については、平成2年度、ことし、今行われているようであります。

そして既にある無線局については、平成 5年までに機械の更新等の整備を計画しておる。

このよ うな経過であります。

私は このよ うに、 東京都における第 2次東京防災行政無線基本計画を読ませていただ

きま した。いかに災害から都民の生命を守り 、都民の財産を確保していくかということ

に万全を期しておるこ の防災無線基本計画に、 大変共鳴したわけであり ます。 そしてま

だ実際無線局がない。日野市は、多分ないと私は思うんです。そして日野市においては、

この現在神明上に用地を買収 して、ここ に日野市の防災無線基地を用意する計画をなさ

れてまいりました。現在この 3月の定例会におき まして、私もこのことについて質問を

させていただいたとき には、まだこの用地の取得がなされてないままであったようであ

ります。現在ではこの用地の取得は完了したかどうか、まず質問させていただきます。

O議長(小山良悟君) 天野輝男君の質問についての答弁を求めます。総務部長。

0総務部長(藤浪竜徳君) 用地の取得の関係でございますけども、用地につきまして

は、まだ完全には支払い しており ませんけども、 建物も ございますので、この引き渡し

を受けた時点で全額を払 うと いうこ とになってございます。

0議長(小山良悟君) 天野輝男君。

07番(天野輝男君) 私は、 作業というものはなかなか進まないかも わかりませんけ

れども、 やはりこの防災無線基地として予定 した限り、私はもう少な くとも来年の 4月

ごろからは、 工事に入れるよう な体制を取らなきゃ いけないんじゃ ないかなあと、この

ように思っていたわけです。そう いう面でいまだに解決していないということ には、何

か原因があって解決できないのかどう か、 そのあたりをも う少し教えていただ きたいと

思います。

0議長(小山良悟君) 総務部長。

0総務部長(藤浪竜徳君) 防災情報センタ ー予定といたしまして、神明上に確保した

わけでございますけども、あそ こに集合住宅がございます。この受け渡しの完了時点で

まあすべて一一一完全には終わるわけでございますけども、 一部残っております。土地に

ついては既に確保の状況にございます。ただ入居者の関係がございますので、 集合住宅

につきましては地主さん、大家さんとし、し、ますか、居住者に対しまして話し合いを持つ
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てきております。

市といたしましでも今まで地主さんに対しまして、交渉状況、話し合いの状況や、要

望を行ってきておりますo 引き渡しの期限が今月の27日ということになっておりますの

で、 12月の 5日に改めて大家さんを初め、アパートの管理の責任者、それから地主さん

と市との仲介者の 3者を呼んでございます。早期に 3者が協力いたしまして、居住者と

の交渉をするように、その結果を25日までに報告することになってございます。場合に

よりますと引き渡し期限の延長もやむを得ないという状況も考えられますけども、延長

の条件といたしましては、入居されている方からいつまで立ち退くというような確約書

をつけていただくことに考えでございます。

今まで地主さんから市は介入しないでほしいということも言われております。地主さ

んから要求があれば仲介ということも考えでございますけども、いずれにいたしまして

も早期に円満解決に向けまして、精力的に誠意、をもって話し合いを進めるように要望し

ているところでございます。なお防災計画の進捗につきましては、支障のないように対

応するつもりでございます。

0議長(小山良悟君) 天野輝男君。

07番(天野輝男君) 役所の近くに求めていた用地でしょうから、そういう多少欠陥

があったものを買わざるを得なかったのかわかりませんけども、やはり私は市の財源の

中から、用地を取得するわけですから、私は無駄があってはならないと思うんですね。

そしてある程度立ち退きまでめどがついた段階で、こういう問題は対応するのが一番私

はいい方法だと、このように思うんで、すねO そういう面で何かあわてて買って、今あた

ふたしているようなことをお開きしておるわけですけれども、この防災無線基地の準備

を進めるに当たって、やはり中に住んでいらっしゃる入居者の方が立ち退きということ

で、多少自分たちが入ったばかりですぐ出るということに対して、大変不満があるんだ

と、このように思うわけです。そういう面でそのあたりの、どういうところが不満に思っ

ておるのか、このあたりをよくお聞きをして、そして業者の方、またその地主の方に、

そちらの方からお話をしていただくということが一番し、ぃ方法じゃないかと、このよう

に思うんですが、しかしながら買い先はもうはっきりわかっているわけです。日野市で

利用するという計画はもう既に入居者の方が知っておると思うです。そうなりますと、

なかなかそう簡単には私はすんなりと出ていっていただけない、このように思うんです。

私も、私のところにいたアパートの人を出すときに、大変苦労いたしました。そういう

面から見たときに、私はこの日野市においても、それなりのものを用意してあげて、そ
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して出ていっていただく方法を取らないことには、なかなかこの用地の問題は解決でき

ないと思うんです。そういう面でぜひ、乗りかけた船ですから、途中で投げ出すという

ようなことがあっちゃならんと思うんで、すO そういう面で 1日も早く、その防災無線基

地の用地が取得できるよう努力していただきたい。このように思うわけであります。

また日野市では今日まで、防災無線計画を独自で考えて、まあ東芝工場に調査、検討

を依頼してきたと言われております。私はこの東京都の防災行政無線基本計画を調べま

した。こ の中を見たときに、日野市ではどの程度までを要するに防災無線一一日野市に

おける防災無線基地として考えておるのか、このあたりをちょっとお聞きしたいと思う

んです。そして今どの程度までその作業は進んでおりますか。わかる範囲内で結構です

から教えていただきたいと思います。

0議長(小山良悟君) 生活環境部長。

0生活環境部長(糸川 滋君) お答えいたします。

どの程度の無線網を引くかというお尋ねでございます。大きく二つになるわけでござ

いますが、市内におけます、要するに市の今設置を計画しておりますこの防災情報セ γ

ターから発します見当として、今申し上けYこ2系列があるわけでございますが、一つは

固定系、平たくし、し、ますと同報無線と称するものでございます。これについては、先般

来調査を続けてまいりました調査結果を踏まえまして、全市域内、電波の到達状況を踏

まえた中での総計117局に及びます子局、いわば柱の上にスピーカーを備えました子局

を117局用意していくということでございます。

この系統につきましては、市域の中には航空騒音の関係での防音地域もございます。

それらの面を考慮した中での個別受信というものも、一応100機という想定の中で計画

を進めておるところでございます。

そのほかにつきましでもう 1系列というのは、地域防災系でございまして、これは今

現在も存在するわけでございますが、レベルアップを図った中でのものでございまして、

行政機関等からの連絡という形の中でのものでございます。これにつきましては、各行

政機関と関係機関の施設の中へ置かれるもの、また車に載せました車載形式のもの、ま

た肩から下げる形で現在使っておりますのが、可搬式のものO こういったものを用いま

して、各部局との連携を取った中での防災活動をしていくと、こういうことでございま

す。

それから第 2点のお尋ねの、今どんなふうに準備をしておるかということでございま

すが、昨年の第 1次基本設計という調査委託の中で、電波の到達状況等を踏まえました

ハ可
U

「

O
A
佳



中での、基本的にどういう日野市におけるシステムを組むかということで、先ほど御説

明申し上げました結果によります、そのような調査を進めてまいりまして、本年、第 2

次基本設計といたしまして、防災センターのフロアプラン、あるいはその規模、それか

らまた補完的に調査をするわけでございますが、集合住宅の音波、電波の調査というこ

とでございます。そのような調査を進めてまいってきております。来年度には鉄塔の設

計並びに建設、そして防災情報センターの建物の建設、またそれらの施設の設置に 伴

います電波障害調査委託、そういったようなところが来年度一応計画として踏んでおる

ものでございまして、一応これらの計画を平成 5年度をもちまして完了させたい考えで、

準備を進めておるところでございます。以上です。

O議長(小山良悟君) 天野輝男君。

07番(天野輝男君) 大体了解をいたしました。

特に固定系のものを日野市全市内に117局をつくるという計画であります。私はこの

東京都の基本計画を見た限りにおいては、規模も大きいし、そしてこの中ではもう既に

日野市で東京都の防災無線を取り入れるならば、既にキャッチできるだけの体制ができ

ておるわけですね。それを日野市独自で考えて、そして市民の安全を守るということで

あります。このことについては日野市の市民のために考えてやっておることですから、

そんなに異論はないところでありますが、しかしながら私は大変矛盾を感じておるわけ

であります。東京都におきましては、先ほど申し上げましたように、平成 2年度まで無

線のないところはつくっていただけるような要請は多分あったかと思うんで、す。ただ日

野市の場合においては、用地を探していたような状態ですから、できなかったというの

はこれわかるわけであります。

そしてこの第 2次の構想、の中には、要するに建物をつくり、その中に日野市独自のフ

ロアの中に、防災無線の施設を用意するようなことを今お聞きしたわけでありますが、

こういう形が一番ベターなのかどうか、このあたりが私にもちょっとわかりかねる部分

がございます。 しかしながら私は、今生活環境部長の説明の中にありました。そしてこ

の中の要するに調査費ですね、それは昨年度は大体200万支払ったということです。ま

た足りなくてことしもその規模のものを支払うということを聞いておるわけです。

そして当然一般財源の中からこれらのものを繰り出しているわけですから、もう少し

調査の、そして検討しているその結果の報告をいただきたいと、このように思うわけで

ありますO そして私のもとに、また私たちの同僚仲間に、皆さんに資料を提出していた

だきたいなあと、このように要請しておきます。
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そして 2年間、去年とことしをこの調査研究費を400万使うというこの事業に対して

であります。普通、一般的に事業費という中に、調査研究するその程度の規模の費用は、

大体 3%から 5%のものであると私は思うんです。そういうところから割り出してみま

すと、大変大きな日野市独自の事業に発展すると思うわけであります。そして、 400万

の5%とするならば、大体この建物は別としても、この調査費を払ったこの金額から割

り出してみると、約20億ぐらい近いものが、この防災無線のためにかかるんじゃないか

なあと私はこのように思うんです。そしてこの用地費が利息分まで払うと約11億です。

そしてこの両方合わせると31億円以上もの金額がかかる、私の計算が間違ってなかった

らかかるわけです。そういう中から割り出してみたときに、私は実際開いたんです、東

京都へ。こういう形で独自でこの防災無線計画をする必要はございますかと言ったら、

「ありません」と、まあそういう回答が返ってきておるわけです。

それでは日本全国でもこういうケースがあるかなあと思って調べてみたんですが、ま

ずないわけで、すO そういう面から見たと きに私は、少なくと もこ の防災無線計画を日野

市において位置づけするという ことに対 しま しては、 やはり この防災無線基本計画検討

委員会というようなものをつくりながら、そして答申を出していただいて、民間、それ

から市の職員、そういう中からこの検討委員会なるものをつ くっていただいて、そして

将来的に位置づけするということが必要ではなかったかと、 このよう に私は考えたわけ

であります。そういう面で、このような形でいろいろの事業を独自 に、 まあ確かに森田

市長さんは大変体も非常にお元気で、仕事も大変やる意欲はあ る、 こうい うこ とについ

て私は大変敬服しておる面があるわけです。 しかしなが ら事業費がもし31億円以上もか

かるよ うな事業であるならば、 やはりも っと慎重に検討していただきたいなあと、また

今後作業を進めるに当たっては、もう少しJ慎重に一一職員の中にも多分このことについ

て勉強している方もいると思うんです。そしてこれらのことを実際に把握している人が

多分いるでしょう。こういう方々の意見を聞きながら、そして有効に財源を使っていた

だきたい、とこのように思うわけであります。

私はこの事業というものは、 一人でやるということには限界があると思うんです。そ

ういう面でやはり無駄をなくすということは、自分の手足になって動いてくれる人を、

いかに確保するかということが、この問題であると思うんです。そういう面でぜひ多く

の皆さんの意見を聞きながら、この防災無線をつくっていただきたいなあということを

強く感じて、市長に要望しておきたいと思うのでありますO

そして日野市の場合においては、来年度から工事に入るというわけであります。そし
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て東京都で計画を進めておるところの、多重無線局の設置というのは、これはすばらし

い施設なんですね。これを多分日野市にも要請があり、日野市の中に、この防災無線基

地の中につくるような形になると思うんで、すO そしてこれらを通して東京都と連携を取

るということが、必要なことになってくるわけであります。

私はここで多重無線局の設置の必要性と説明というものに対して、幾つか述べておき

たいと思います。この東京都防災行政無線基本計画の中の柱となる部分であります。そ

して現在まで押し進めてきたところの欠陥部分をなくして、そしてこの21世紀にも十分

対応できるようなこの計画であります。そしてこの東京都の中では、この23区は多重無

線局を利用しております。市はマルチという系統です。それから多摩の町村の部分は単

一系の無線であります。これらの無線ですと、もし多重無線局を利用すると、ーところ

で指令を出せばもう東京都全域に全部伝わってしまうんです。そして今までは無線によ

るものでありましたから、要するに行き届かない部分がありました。これに映像と資料

が出てくる体制の計画なんであります。そしてこれらの中にはもう先ほど申し上げまし

たこの東京都の中で、 126局の事業所が連携しておるんで、すO そうしてこの中でもし医

療が不足しているところの町であるならば、医療のことまですぐ連絡が行き、そしてど

ういうような対応を取るかというそういう計画が即答でもできる、そういう体制なわけ

です。そういう面で私はこれらのものを一日も早く導入していただきたい。そしてこれ

らの中には今私申し上げました、この被害状況の情報を的確に把握するというようなこ

とがあるわけで、す。医療、企業関係に関するところの情報もあります。そして先ほど言

いました救援物資の情報も全部入ってくるわけでありま、す。そして応急復旧に関する情

報等が全部こう入ってくるわけであります。

この災害対策基本法53条では、区市町村は知事に対する報告の義務が定められており

ます。そして55条では知事から、各市町村に対する災害の予警報に関しての想定される

災害事態及びこれらに対する、取るべき措置について通知または要請が定められている

わけでありますo そういう面でこの関東大震災級の災害が発生した場合には、日野市だ

けの問題ではないわけでありますO 当然日野市の住民も都内に、また江東区や危険箇所

に住んでいる身内の人もいるでしょう。そういう情報も的確に把握しなきゃならない。

またそれぞれの体制こそ今後防災無線を利用して、そして市民の安全そして市民の財産

を守る意味からも大切なことであると私はこのように考えたわけでありますO そういう

面でぜひ東京都では日野市の方に要請があると、このように聞いておるわけです。そう

いう面でぜひこれらを導入していただきながら、この東京都の大きなプロジェクトに参
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加していただきたいと、このように思います。そして災害というものは、私たちが考え

ている以上に悲惨なことが起こってくるわけであります。そういう面を十分に配慮、して

いただきまして、この日野市にとっても最も必要なものを十二分に確保していただきた

い、このようにお願いをするところであります。

市長の方から何か東京都の防災無線のことにつきまして、何か考えることがありまし

たら、申し述べていただきたいと思います。

0議長(小山良悟君) 生活環境部長。

0生活環境部長(糸川 滋君) 先ほど口足らずで大変失礼申し上げました。都との関

係につきましてお答え申し上げておりませんでしたので、改めてお答え申し上げます。

現在都の防災行政無線取り入れにつきましては、 逐次都の方と連携を取りまして、当

市の情報センター建設の進行と、都の方の設置進行とのすり 合わせをしながら、進める

段取りになっております。来年度鉄塔が建設されますれば、そこへまず中心アンテナが

設置されると同時に、内部機器も設置される予定にな っております。以上でございます。

O議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) いわゆる無電に対します専門的な知識はちょっと持ち合わせ

ていないわけですが、全体の流れといたしまして当初東京都からは、当日野市に庁舎の

屋上に鉄塔を建てて、そうして日野市はこの庁舎の中で受信を し、それから市民に発信

をするという展開で事が計画されておりましたが、私どもといたしますとこの庁舎は建

築法規の上で、もう限度いっぱいになっておりますので、これから防災情報セ γターと

いうふうな事業を組みます際に、近隣で用地を確保して、そうして整ったものをつくり

たい、こういう考えでおります。その対応が隣接地の買収であるわけですが、たま たま

既存の集合住宅があった。入居しておられる人もある。そっくり買い取ることにいた

まして、居住しておられる方々をどのようにあけていただくということは、 家主さん側

の問題だというふうにはなっておるわけですけど、まあ慎重を期して、 支障な く挑む f

うにお願いをしようと思っておりますo そしてまた建物がありますということは、1確カ

に全体の地積を設計の対象にしがたいという制約が伴っておりますが、既存のill物は1

来の防災行政の使い方がある。その他の空き地におきまして戸を立て、必裂な無電機器

を備えた建物を建てる、こういうことで設計を進めてお りますので、来年度の予算化を

始めて、支障なく防災情報センターの利用が進むものと こう考えております。

そこでいろいろな技術上の問題も、あるいは施設の問題もある わけでありますが、今

推測で計算されておりますようなそれほどの金額は、我々 の方では予定をいたしており
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ません。その半分ぐらいでできるんではないかと、こんなふうな今の状況判断でおりま

す。いわゆる固定系という通信システムがどれだけ機能できるかということが一番大切

な部分になりますので、専門家にお願いをしまして、十分都市の美観も配慮、していただ

きながら、機能できるものをつくっていこうと、こういうことでありまして、庁内では

生活環境部、公害防災課に専門の担当を指示いたしまして、専門的に今利用企画、計画

を進めておる。東京都ともまた御指導いただいておるということでございますので、概

ね順調に進行できると、このように考えておりますので、御指摘の点は十分今後も配慮、

してまいります。

0議長(小山良悟君) 天野輝男君。

07番(天野輝男君) 大変ありがとうございました。

そういう面で日野市に用地を取得して、そしてつくるわけでありますから十分日野市

民の生命、そして財産を確保する上に十分活用できるようなものであってほしいなあと、

私はこのように思います。そして日野市の中にあっても、危険箇所というのがございま

す。そして私は多摩川の近くに住んでおりますから、多摩川の流れも私たちが子供のと

きと違って随分変わってきておるんで、す。そしてこの今水の流れは、立)11の方じゃなく

て、私たちの方に寄った四谷下の方に水が落ちてきております。そしてかつては奥多摩

の小河内ダムができないときには絶えずこのあたりは河川敷が決壊しておりまして、そ

ういう中で私この間、テレビを見ておりましたら、狛江で20年前だったでしょうか、河

川敷が決壊になりました。そしてあそこで20軒超えた、 23軒だったで、しょうか、それだ

けの家が流されて、ずうっとこれ訴訟問題起こしておりました。そういう面から見まし

でも私は、この河川敷の中のこの利用という方法も今後考え、そしてスーパー堤防をつ

くるなり、そして今後市長会等で市長がこの多摩川の水の流れるところを、もっと真ん

中の方に据えて、そういう計画を立てていくならば、二重の要するに水害時におけると

ころの予防ができると、このように思うわけであります。そういう面で日野市の中には

浅川の方も、軟弱な部分あるという説明であります。そういう面から見たときに、やは

り危険な箇所はそれぞれ建設省等に要請に行きまして、そして指示を仰ぎながら、完全

なものにしていっていただきたいなあということをつけ加えて、この種の質問は終わら

せていただきます。

0議長 (小山良悟君) これをもって19の 1、日野市防災無線について問うの質問を終

わりますO

一般質問19の2、レッドランズ市との姉妹都市を確立し、中学生に海外での生活を体
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験させ国際人を育成せよの通告質問者、天野輝男君の質問を許します。

07番(天野輝男君) ことしから中学校で英語の授業に外国人を雇って、生きた英語

を学ぶ機会を与えられているということで、子供たちの反響も大分よろしいようであり

ます。そ して語学に対する興味も沸いているという ことをお聞きしておるわけでありま

す。

日野市においては、レッドランズ市と姉妹都市を結んで今日まで参りま した。そして

どう いうわけかレ ッドランズ市では、日野市にも来てい るかもわかりませんけれど、横

田基地の中に住んでおるこのアメリカンスクールと姉妹提携があるみたいで、あのとこ

ろにはよく来る ということは聞いておるわけであります。そしてたまたま私の知人の奥

さんが横田基地のアメリカンスクールに行っておるものですから、向こうのレッドラン

ズ市の方から市長初め、アメリカ γフットボールの交流に来ておる。そしてレ ッドラン

ズ市の姉妹都市である日野市では、 全然参加をしていないという ことをお聞きしたわけ

であります。そういう面で私はこの生きた語学を学ばせるとい うこと は、 日常生活体験

の中で、自然に学ばせる とい うことは大変必要であるというこ とを、このよう に考えて

おるわけであります。

先日、文教委員会と校長会の教育懇談会の席で、中学校長会の中から市内中学校 8校

ある中の学校から 3名ずつ海外で語学を学ぶ機会を与えていただけないかという要請が

ありました。そういう面でぜひこのアメリカに行く旅費は恐らく 16万あれば十分行ける

と思うわけです。そしてホーム ステイでもした ら、そんなにお金がかか るわけじゃ あり

ません。少なくとも半分ぐらい負担をしてあげるならば、 子供たちのし、し、体験になって、

そしてこの子供たちの語学熱がこう いう体験を通して、行うこ とによって高まるならば、

私は大変う れしく、 このよ うに思う わけであります。

先日、私の友人の子供が外国から 3人で参りました。そ して成田空港から上野駅に着

きました。そ して日本人にだれに聞いても一ーまあ名古屋に行きたかったわけですね、

そして名古屋に行く道順を聞いても、だれに聞いてもわからなくて、上野の周 りを5時

間もプラプラしてし まったということを聞いたわけです。そういう面でぜひ私は一一日

本人というのは、日本語だけで十分生活できてしまうんです。その言葉には何の不自 由

もないんです。 しかしながら外国に行ったときに初めて、言葉の大切さとい うものは感

じるわけで、すO そして外国人とのおつき合いの中で、この民族の違し、、また文化の違い

によってお互い誤解をして感情的になるような場面も、このようにあるわけです。そう

いう面から見ましても、もう 21世紀はすぐそこに来ておるんです。そしてこれからは国
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際社会で活躍できる子供を育てなけりゃならない、これが私たちの責務じゃないかと、

このように思うわけであります。そして私が今考えておるようなことが、日野市でもぜ

ひ行っていただきたいと、このように思うわけですが、ぜひこのことについてお答えい

ただきたいと思います。

0議長(小山良悟君) 天野輝男君の質問についての答弁を求めます。企画財政部長。

O企画財政部長(長谷川暢男君) お答えしたいと思います。

今、レッドラ γズ、姉妹都市の関係に関連しての中学生の海外派遣問題でございます。

御承知のとおり姉妹都市につきましては、非常に長い経過があるわけでございます。現

在、高校生の派遣につきましては、財団法人世界青年交流協会というような組織の中に、

61年をスタートにしまして、 10名でスタートいたしました。平成 2年まで69名という こ

とで、現在は高校生だけで実施している実態でございます。 しかし年々応募者はふえて、

平成 2年度は63名の中が、 20名行くということで、範囲も現状では倍の数字になってい

るわけでございます。そういった実態の中で、 この20名のうち 5名はレ ッドランズ姉妹

都市に派遣するというような方法もとっております。 しかし高校生でなくして、中学生

をという御意見でございますO 既に前回も一般質問の中で、市長からお答えしていると

おり、大変中学生の問題については、いろいろな問題があろうかと思います。教育的な、

側面的な配慮、の問題を十分教育委員会との協議もしなければならない問題、そういった

部分を含めまして、今後の検討課題にしていきたいというふうに思っております。以上

でございます。

0議長(小山良悟君)

07番(天野輝男君)

ます。

天野輝男君。

ぜひこのような形で実施していただきたいと、このように思い

確かに中学生の年代で、海外に出すということになりますと、当然引率者等が必要に

なってくると思うわけで、す。しかしながらこの海外で、そして 1週間なり、 10日でも体

験したということは、人生、そしてまたこの語学を学ぶということ、そして外国を理解

するという面においても、大変役立つと、このように思うんです。そういう面で私は、

語学というものは早い方がいし、と、このように考えておるもののひとりであります。早

く学ぶと、そしてこう実につくということを思うわけであります。そういう面でぜひ教

育委員会と十分検討されまして、そしてこの子供たちの海外での生活体験をしていただ

きたいと、このように思います。そしてまたなお要望しておくところであります。

そしてぜひ日野市においても、もっと多く のレッドラ γズ市から子供たちを招いて、
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そしてホームステイを通して、交流を深めていただける、そういう作業も進めていただ

けるならば、日野市とレッドランズ市との姉妹都市の協定もますます盛んに交流できる

のではないかと、このように考えるところでありますO ぜひ実行していただけるならば、

幸いに思います。そ してこ種の質問を終わ らせていただきます。

0議長(小山良悟君) これをもって19の2、レ ッドランズ市との姉妹都市を確立し、

中学生に海外での生活を体験させ国際人を育成せよの質問を終わります。

お諮 りいたします。議事の都合により、 暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御

異議ありま せんか。

[ i異議な し」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって暫時休憩いたします。

0議長(小山良悟君) 休憩前に引き続き会議を聞きます。

午後 2時51分休憩

午後 3時33分再開

一般質問20の 1、地域の防災体制の強化についての通告質問者、佐藤洋二君の質問を

許します。

[9番議員登壇〕

09番(佐藤洋二君) 昨日、会派の下村議員の方から天災を想定いたしました 日野市

の防災対策についての質問がありました。私はこれか ら火災が多発していくと いう想定

の中で、人災、火災を想定 しての 日野市の地域の防災対策についての一般質問を、ただ

いま議長から発言のお許 しをいただ きましたので、やらしていただきたいと思います。

過 日、会派の行政視察で、和歌山県の新宮市等を訪問をいたしました。宿泊旅館のロ

ビーに、 中央、地方紙を含め、何紙かの新聞がファイルされておりま した。そのうちの

一部地方紙に、大変興味深い記事が載っておりました。内容が内容だけに不謹慎に取れ

るかもしれませんが、その記事とは火災発生を初期消火で大事に至らせずに防いだとい

うものであります。その地方紙によりますと、たまたま火災が発生したとき、居合わせ

.たその家の父親が消火器で消火に努め、そして息子は119番に通報した。娘は近所に知

らせに走った。まと とにと っさ の出来事の中で、家族の連携プレーよろしく初期消火の

ためのそれぞれの役目を落ち着いて、しっかりと果たしたことにより、大事に至らず、

ボヤで済んだという新聞記事であります。火災発生の折り、運よく家族が 3人在宅して

いたとい う幸運もさ るこ とながら、普段の災害に備えての防火に対する意識と、そして

訓練がそこ に出たものだと私は思います。
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きて今急激に都市化してきた反面、無計画な展開によります開発行為もありまして、

車 1台の通過がやっとという極めて道路の狭いところがあちらこちらに見受けられます。

家が密集し、いざ火災という時十こ、消防車が入ってこれないという地域が数多くある中

で、住民の手による初期消火がいかに大切かを知っていただかなければなりませんO そ

れにはそこに消火器があって、それを使う知識を持ちあわせていなければなりませんo

したがって消火せんのあるところに消火機器の設置が大変望ましいと思いますが、区画

整理が予定どおり円滑に進行し、きちんとした町づ、くりが完成すれば、心配の種も少し

は解消しますが、区画整理が完成するのはまだまだ先のことでありますO したがって当

面は少なくとも道路の狭いところに重点的に消火機器などを配備するようきめ細かい施

設がほしいと思います。

一方つい最近、日野市防災訓練が潤徳小の校庭で実施されました。日野消防署の指導

もありまして、防火訓練の一貫として、消火器を使つての初期消火演習がありました。

参加されました御婦人の皆様も真剣にその演習に参加されましたが、やはり日ごろ使い

なれていない消火器だけに、消防士の指示で、火元にホースを向けるだけがやっと。ま

た消火器の設置場所に行くまでの時間と距離の中で、火事でbるという、他に知らせる

という声が出ませんでした。消火器を使うということに、また初期消火に臨む行動にい

かに不慣れであったか、痛感したわけであります。

消火機器の設置場所における訓練の強力な指導と、定期的な訓練計画の策定を図るな

ど、日常におけるこの種の積極的な取り組みで、住民の火災と初期消火意識の育成、高

揚をあわせて図っていただきたいと思います。

次に地域の消防団について若干触れさせていただきます。地域の消防団の果たす役割

は、防災、水防等を中心に極めて大きいものがあると私は思いますO もちろん消防団は

消防署の補完的な役目だけかもしれませんが、多忙な正業を持つ中、豊かな郷土愛と、

隣組組織の連帯感を強く持つ中で、わずかな報酬でみずからの危険を省みず、市民を守

るために日夜活躍、努力する消防団の御労苦は大変なものであると私は思っております。

6月 2日の日野橋下流で行われた日野市水防訓練、また先ほど述べました日野市消防

訓練における消防団員のきびきびしたあの行動を見て、いかに訓練が行き届き、一生懸

命しているかと思うとき、胸を打たれるものがありまして、大いに感動をいたしました。

しかしその消防団員が全国的にもそうでありますが、本市におきましでも減少しつつあ

ると聞いております。条例定数に対し、充足率がマイナスとなっているとのことであり

ます。しかも団員の方々の高齢化、就業形態によって、昼間における消防力の低下が心
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配をされておる中で、消防団員の早期採用とあわせまして、男の聖場と思われがちな消

防団に、東京では稲城市、千葉、広島、北九州市では既に婦人消防団員を採用したとの

ことであります。婦人消防団員の任務は、防火指導、広報、災害時における後方支援活

動だそうであります。大きな災害を防ぎ、安全な地域社会を維持し、地域の消防力を高

めるため、消防団員不足をカバーするための御努力をお願いをいたしたいと思います。

今までに述べてきましたことを前提に、 6点にわたっての質問と要望をいたします。

一つは地域におけるきめ細かし、防火対策について御所見を伺いたいと思います。

二つ自 にはこれは消防署との関連もあろうかと思いますが、消火訓練と定期的な訓練

計画の策定について御所見をお伺いしたいと思っております。

それから 3番目には、消防団員の本市におきます充足状況についてお示し願いたいと

思いますO

それから四つ目には女性団員を含め、全体的な消防団員の採用対策についてのお考え

方をお示し願いたいと思います。

最後に現行消防団員の報酬についてお示し願いたいと思います。

0議長(小山良悟君) 佐藤洋二君の質問についての答弁を求めます。生活環境部長。

O生活環境部長(糸川 滋君) それでは地域におきます防火対策とい うことでござい

ますO 特に前段のお話にありました道路の狭隆によります点をとらえまして、道幅4メー

ターあれば、一応消防車両の進入ができるわけでございますけれども、かつても御発言

のありましたとおり、自動車の路上駐車が、大変消防車両の進入を阻む結果とな りまし

て、いたずらにその延焼を拡大している状況があるわけでござい ます。

そこで本年度既に広報紙上を通じまして、 2度ほどではございますが、防災上からの

駐車をしないようの呼びかけをしておるところでございます。一方火災は、申されます

とおり、初期消火が大変重要でございまして、市民の協力を得て初期に火災を防止し、

市民の生命と財産の安全を図る目的といたしまして、昭和48年、日野市消火器設置要綱

を制定しております。地域に消火器を設置いたしまして、火災防止に努めておるところ

でございます。その設置基準といたしましては、 l点としまして、市街地に設置する消

火器の設置間隔をまあ120メーターを原則として、設置しておるという点。

第 2点としては、建物、構造密集度から延焼拡大の恐れがある地域につきましては、

10メータ-以上100メータ一以下という基準をもちまして、現在全域的に設置しており

ます消火器700カ所でございます。これらの維持管理につきましては、自治会にお願い

しているところでございまして、なお保守・点検につきましては、毎年行政側で行って
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おるところでございます。

取り扱いの資料でございますが、市及び消防署で行う行事等に参加をお願いして、指

導を受ける、また自治会の要請がございますれば、消防署で出向いて指導を行う、大ま

かにはそういう状況でございます。

次に消火訓練等につきましては、消防署の計画といたしましては、月 6回、自治会、

あるいは企業等に対しまして、計画的に消火器の取り扱い、その他救護についての指導

を行っております。

第 2点としては春、秋に行われます火災予防週間行事の中で、地域を定めまして、消

防署及び地域の消防団によりましての指導を実施しております。

第 3点としましては先ほどもお話に出ました総合防災訓練の中におきましての、市民

に直接参加をお願いして、体験していただくという中での指導を行っておるということ

でございます。

次に消防団員の充足の状況でございます。一般火災は言うまでもなく、風水害等多数

の動員を必要とする大規模災害には、多数の消防団が活躍して、地域社会におきます消

防・防災の中核として重要な役割を果たしておることは、皆さん方御承知のとおりでご

ざいます。特に近年の複雑、多様化、大規模化する災害に対する防御活動等に大きな期

待が寄せられております。しかしながら近年の社会、経済情勢の変化は御指摘のとおり、

消防団の運営活動にさまざまな影響を及ぼしております。

全国的な問題で、自治省の全国統計におきましでも、消防団員は暫時減少の傾向をた

どっております。日野市の状況といたしましでも、やはりわずかながらとも減少を示し

ておる状況にございます。

現在、定数490に対しまして、元年度におきましての実数は464でございまして、 26ほ

ど定数を欠いておるというのが、数字的な状況でございます。

その要因といたしましては、就業構造変化が考えられます。以前は農村、自営従業者

の割合が多かったわけでございますが、近年はサラリーマ γ生活者が増加しておりまし

て、会社等に拘束されるため、時間的な余裕が取れずに消防団員の参加者が少なくなっ

ておるわけであります。

全体といたしましてそうなりますと、意識の低下が生じてくるわけでございまして、

この点については昭和59年の総理府の世論調査では消防団の存在を知らないという数値

が26.4%に達しております。特に大都市におきましては41%に達するという状況でござ

いまして、このように消防団について住民への周知度が低下してくると、自発的にその
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希望して団員になる者の減少、団員確保に影響が出てくると、こういう循環になってく

るわけでございます。この点につきまして、日野市消防団幹部会におきましでも、協議、

検討を進めておるところでございまして、それらと連携をしながら何らか行政としても

方策を講じたし、というふうに考えておるところでございます。

それから女性団員をということでございますが、これにつきましては現在消防署にお

きまして、全市的に普及に努めておるところがございます。昨年末でしたで、しょうか、

多摩平地区に市内初めての防火婦人会が結成されております。活動につきましては年間

を通しまして消火器の取り扱い、応急救護の方法、防火についての講習会などの行事を

行っておりますO この防火婦人会の目的でございますが、申されましたとおり後方支援

と言いましょうか、そういう点に対しまして、火災予防の知識の高揚を図るための啓蒙

活動をする、こういうことにな っております。このような状況下で消防署の進捗を待ち

まして、市としてやるべき部分について今後対応してまいりたい という ふうに考えると

ころでございます。

また最後の問題点といたしましての報酬でございます。これにつきま しては、平成元

年度におきまして、報酬改定を行ったと ころでございますが、現在団員といたしまして、

月額3，500円でございます。今申し上げましたとおり元年度の改定をしたところでござ

いまして、またそろそろ見直しの時期が参っておるかという ふうに考えているところで

ございます。以上をもちまして、答えといたします。

0議長(小山良悟君) 佐藤洋二君。

09番(佐藤洋二君) 御回答ありがとうございました。

ただいまの生活環境部長からのお話で理解をし、納得した部分もございますけれども、

何点かもう一度質問をいたしまして、私自身の納得する材料にしたいと思いますので、

よろしくお願いしたし、と思いますO

それで一番目のきめ細かい防火対策の関係でございますが、特に狭隆な道路が日野

では約22カ所あるというふうに、日野消防署が言っております。こういったと ころには、

消防車がなかなか進入していけないという状況の中で、万が一を想定した場合は、先ほ

どの御説明では、消火器は大体120メートルごとに原則的に取り つけていると、こうい

うお話でありましたけれども、こういう場所こそきめ細かい施策が必要 じゃないか、こ

のように思っております。

したがって120メートルを100メートルとか、あるし、は80メー トルとか、そういうふう

に縮小していくお考えはないでしょうか。これが 1点でございます。
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それから消火器の扱いにつきまして、委託をしていると、こういうお話でございます

けれども、点検はどのようにしているのか、あるいは使用済みの消火器はどのような方

法で取りかえをしているのか、この点についてお考え方をお示し願いたいと思っており

ます。

それから先日、日野消防署へ行ってまいりまして、こ の四，五年の東京都なり、あ る

いは日野市における火災の発生について、数的なデータについて調べてまいりました。

ちょっと御披露させていただきますが、 1986年、昭和で直しますと、 61年でございます

が、日野市では90件の火災が発生しているわけであります。年次ごと、次が88件、 105

件、 95件、 70件とほぼ毎年100件前後の火災が発生をしております。そのうちの大体半

分が建物ということになっておりまして、大事な家屋なり、あるいは家財が消失をして

いるわけであります。そして同時に死者も、毎年必ず亡くなっていると、こういったこ

とで、日野市の火災に対する認識をさらに深めていかなければいけないだろうとい うふ

うに思っております。

また東京都の消防庁管内、これは稲城とか、東久留米は入っていないそうであります

けども、昭和61年には7，000件の火災が発生し、昭和62年には162人の方が亡くなってい

ると、こういうデータが出ておりますO また全国の火災状況を見ましでも、 86年、昭和

61年には 6万3，000件の火災が発生し、そして63年、 1988年には2，116人の方が亡くな っ

ておりますO こういった火災を初期消火でどの程度防がれているかという数がございま

す。これは火災件数、総体的に6，120件発生したと き、これは昭和60年のデータなんで

すが、初期消火に従事した方が、建物の中の3，210件の火災のうち、 3，121件、約84%の

方が初期消火に参加しているわけであります。ところが初期消火に参加しながらも、わ

ずか72.9%しかそれが成功していない。言いかえれば約30%が失敗に終わって いると

いうことであります。

初期消火というのは、消防署の方の話だと、火が天井に上がるまで、あるいは火災が

出火して約 1ないし 2分、これが初期消火の時間、あるいは範囲だと言われておりますO

いかに初期消火が難しいかということが、このデータでおわかりかと思います。

また出火当時室内にいて、そして初期消火に参加された方は、 89.6%、しかし成功し

た例は76%、これもかなり低い数字にな っておりますO そういった意味で、は初期消火が

いかに大事であるか、そしてその初期消火を成功させるためにはいろんな訓練とか、あ

るいは消火器を使うすべとか、そういったものを定期的に住民の方々が知らなきゃいけ

ない、このことを如実に物語っているんじ ゃないかと思っております。
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それから条例定数の関係につきましては、全国的にもあるいは日野市においても、減

少の傾向にあると、こういう数字を示していただきました。日野市では26人の消防団員

が減と、こういうことでありますけれども、他市と比較してみまして、本市の場合は低

い方なのか、 多い方なのか、 ある いは少ない方なのか、もしデータがあればお示 し願い

たいと思っております。

それから女性団員を含めて、全国的な採用対策についてお示 し願いたいという質問に

対しましては、大体わか りま した。今日ま でどのよう な形で消防団員を採用してきたの

か、あるいはこ れか らどのよう な形で、マイナスの消防団員を補っていくのか、この考え

方がもしあればお示し願いたいと思ってます。

先ほど部長の方からも消防署がかなり高い角度から消防団員の防災な り、 あるいは震

災に期待を していると 、こういう 御指摘もあり ました。そう いった意味でもマイナスの

部分を 1日も早くレベルに持っていく 必要があると思っておりますO

それから現行の消防団の報酬につきま しては、元年度ピ改定されて、団員の方、月額

3，500円と、 こう いうお話でございます。間 もなく見直しの時期にも来ていると、こう

いったことでござ いますけれど も、先ほども私述べましたけれども、消防団員の方は豊

かな郷土愛と、 それから連帯感によって、消防団に入団 しているんであって、報酬を目

当てに入っていると思っておりませんO しかしあれだけの御労苦をされている方に対し、

市としてもそれ相応の報酬と 申しましょう か、お礼を差 し上げても し、し、んじゃないか。

聞 くところによりますと、 副団長以上の方につきましては、月額 1万5，000円以上のお

礼を差 し上げてい ると聞いております。余 りにも差があり過ぎるんじゃ ないか、こんな

ふう な気もし ます。

それからこの報酬が、 三多摩におけるどの程度の位置にあ るのか、このことを再度質

問したい と思います。お願いします。

O議長(小山良悟君) 生活環境部長。

0生活環境部長(糸川 滋君) お答えを申 し上げます。消火器の配置につきましての、

重点的な配置と言いましょうか、 その点についてはもちろん私どもといた しま して も、

先ほど申し上げました危倶は一応ございますが、やはり状況に応じて対応 していきたい

考えでおります。

それか ら消火器の保守 ・点検でございますが、これは通常にお きましては法定の基準

に基づき ましての点検を行っておりますが、その聞に何らかの外力によります、するこ

とのあるも のにつき ましでも、通報あり次第、また知り得た段階で、それらを正常な状
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況に戻しておるという状況でございます。

それから団員の補いということでございますが、従来消防団員相互の中で、団としま

して対処してきておるわけでございますが、なかなかこういう状況下におきまして、 一

面、何といし、ましょうか、やめるには次を連れてこなければとい うような面もあったゃ

に聞き及ぶわけでございますが、こういった傾向はますます強ま ってまいるところでご

ざいます。私どもといたしましでも、真剣にこれらに今後取り組んでいきたい、とそう

いうふうに考えます。

それから報酬の点でございます。報酬につきましては今お話がありましたとおり、団

長、副団長、それぞれいろいろあるわけでございますが、総体的なお話ということで団

員ということで申し上げておるわけでございますが、現在の状況としましては多摩地区

見渡しまして、八王子の前に位置しておりまして、まあはっきり 申し上げまして、 25位

でございます。そういう状況でございます。全体的に今後も見直し、検討を図っていき

たいというふうに思っておるところでございます。

いずれにいたしましでも、全体的に消防施設の整備、あるいは無線機器等を含めまし

てのそういった整備の強化を進めるとともに、青少年、あるいは婦人層の消防団活動へ

の参加を促進するなどによりまして、消防団の組織の充実を図って、若者に魅力のある

消防団の運営を行うとともに、団員の処遇の改善を図ってまいりたいと考えます。以上

でございます。

0議長(小山良悟君)

09番(佐藤洋二君)

佐藤洋二君。

ありがとうございました。

最後の、組織の充実に向けて努力していきたい、このことを私なりに理解をしまして、

最後に水防訓練、あるいは防災訓練で本部長として指揮を取られた市長の決意をお伺い

したいと思いますが。

0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 日野市の日常的な消防体制ということになりますと、御承知

のとおり日野市域を専管事項といたします東京消防庁、日野市消防署が約七，八十名と

いう署員を擁して、市内に本署並びに二つの分署を配置されて、市民生活を日常的に災

害から守る、こういう体制が整っております。一方に自治消防ということで、古い時代

から市民による地域の消防団が組織をされ、たしか日野市では 8分団、二十何部とし、ぅ、

そういう組織になっていると思っております。

そして今まで団員の装備ということにつきましていろいろと提言を聞きながら、消防

4
 

円

i4
 

車の配置、積載車の配当は一応終了して、まあ士気なかなか旺盛だというのが、消防出

初式、あるいは消防訓練というような機会に、我々の目の前で目の当たりにしておると

ころであります。

今、 一定の観点から指摘をいただきまして、日野市の消防団員の人口比というのは、

各市の比較ではかなり 高い方とい うことにな っており ますが、必ずしもまた待遇がよく

ないとい うことの感 じを持ちました。今日大きな事故、 これは当然、消防署に依存をする

わけでありまして、東京都消防庁当局との各自治体の契約に基づいて、 12億円近い分担

をし、近隣の市の、またお互いの関係でも、応援のできる体制ができておる。こういう

ふうに承知を しておりますが、確かに地元の市民による消防団組織ということも、大切

だということは、も う言うまでも ありませんので、 これから遜色のない程度のことはも

ちろんでありますし、まあ士気高揚のためのいろいろな施策が必要だというふうには感

じております。

なかなか団員の確保ということが、今日の情勢下困難でありますのと、それから従来

からの村落共同体という形で置いてあった消防団意識で、ありますから、なかなか新しい

市民の団地等では形成しがたいという難点、を確かに感じております。近年、自治体によ

りましては、 婦人の消防団があるということも聞いておりますけど、これは意識、意欲

の問題も兼ねあわせまして、消防署のまた考え方も徴しながら、対応していくべき課題

である、このように感じております。以上です。

0議長(小山良悟君) 佐藤洋二君。

09番(佐藤洋二君) ありがとうございました。

じゃあこれをもちまして、私の一般質問を終わ らせていただき ます。

0議長(小山良悟君) これをもって20の 1、地域の防災体制の強化についての質問を

終わります。

一般質問20の2、ゲートポール場の増設と充実についての通告質問者、佐藤洋二君の

質問を許しますO

09番(佐藤洋二君) スポーツのすべてが平和と、そして豊かさを象徴するかのよう

に、全国で老若男女、 年齢の高低に切れ目なく、盛んに行われてきております。若者た

ちは体力づくりと仲間づくりに、中高年層は健康保持と社会づくりに、そして共通の目

的としての趣味を生かすため、何の抵抗もなく生活設計の中で実践されていますことは、

まことに喜ばしい現象と思います。

生活に窮迫感を抱いていた時代は、環境に恵まれ、天才的素質を持った者か、あるい
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はごく一部の独占的要素を持って、スポーツが行われ、一般的庶民にとって縁遠いもの

であったことも事実であります。その後社会情勢が二転三転し、スポーツが体力づくり

と、そして生産性向上のため奨励された時代もあ り、一般人とは直接かかわりあいのな

いように受け取られていた時期もありました。そんな世の中の変遷、移り変わりの中で、

国民の体力づくりはまずスポーツからとさまざまなスポーツが生まれ、中でも容易にな

じめる球技が隆盛をきわめる時代を迎えたわけであります。

スポーツが社会の経済と無関係でない証左が歴然としたように私は思います。 しかし

私の立場から見聞、体験したのは、ほとんどのスポーツは若い世代で普及をし、 中年に

なりますと、大体ソフトボールに追い込められ、体力のない人は傍観者となって、スポー

ツと無縁となる。そしてついに出番がなくなる羽目となっています。

さらに高年齢層ともなると、なおさらのこと世話役に回されれば、 まだ救われる方で、

スポーツの精気が醸し出す雰囲気に接すること もできないのではないのでしょうか。い

ずれにしましでも高齢化に従い、スポーツ から遠ざかるのは事実だと思います。それは

スポーツ全般が体力づくり以前の問題として、ある程度の体力を要求されるか らであり

ます。教育に落ちこぼれがあってはならないと同様に、体力づくり健康づくりのために、

スポーツがあるとするならば、こちらにも落ちこぼれができないよう、配慮、される こと

が肝要ではないでし ょうか。

女性の場合もほぼ同じこと が言えると思います。 学生時代はほとんどの人がク ラブ活

動の中で、ラケットの一つも手にした ことがあ るだろうと思います。 しかし卒業と同時

に就職、あるいは花嫁修行が待っています。いずれも結婚に焦点を合わせ、やることな

すこと、お嫁入りの支度が優先して、スポーツとは疎遠になりがちであります。 若い時

こそ、体力づくりが必要で、スポーツへの関心が中断されるのが甚だ憂うべきことだと

思われます。幸せな結婚によって、円満な家庭をつくり、 崇高な育児、続いて子供の教

育と、男性に比べて女性の方が肉体的にも精神的にもすぐれてはいないだろうかと思い

ます。最愛の子がたくましく育ち、社会に羽ばたく時の人生の最高の喜びを満喫する反

面、ふと一人の女性として我に帰り、老化 したみずからを顧みて、あわてて健康管理に

思いを馳せるのが普通の女性がたどる歩みではないでしょうか。

健康保持は思いつきでなく、いつも生活と ともに、いえ、生活以前の問題としてと ら

えなければならない重大なことであります。このことは何人といえども異論はないと思

いますO だから スポー ツは一握りの人たちだけで取り組むものではないと思っておりま

す。体力のハンディを超越して、老若男女の区別抜きで、体力づくりもよし、健康づく
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りもまた結構であります。生涯を通して、だれでも容易にできる軽スポーツで、しかも

永続性のあるものを模索しでも、決して不自然とは思いません。その点、ゲートボール

こそ最高、最善のスポーツと私は思っております。自分たちの住まいのすぐ近くにコー

トをつくり、いつでも普段着姿で、それぞれの体力にあわせ、少年から高年まで、生涯

続けられる軽スポーツはゲートボール以外にないのではないでしょうか。

幸いにしまして、ゲートボールは工夫を重ね、そして改良したこの競技は、理数的内

容もさる ことながら、用具、コート、人員、体力の消耗度など、特別な技術も要さず、

特に高年の方を中心に、一度みたら入門の意欲をそそられるものだと経験者は話してく

ださいました。 しかも試合は国民性にふさ わし く、必ず規定時間内に勝敗がついて、興

味津 、々 愛好者の技術向上と あいまって、親切を最優先する競技の雰囲気は、人の道に

通 じるものであることも ゲー トボールの経験者は語って くださいました。

そこで 5点ほど質問を して、 要望をさせていただきたいと思います。一つは現在日野

市で正規のゲー トポール場は何カ所あるでしょうか。そ してこ の正規のゲートボールの

増設計画についてどのように考えているのかお示し願いたいと思っております。

二つには東京 ドームなど、 今雨が降って も野球ができる 、ある いはゲームができるス

ポーツ施設ができ上がっており ます。ゲー トポールも雨天が、あるいは雪が降っても、

ゲームができるよう な施設を一 日も早くつくっていただきたいと思っておりま すが、こ

の計画はいかがでしょうか。

それか ら新設のゲー トポール場を含めまして、 現在あるゲー トボール場に水道なり、

あるいはトイレ、 ベンチ、植林、 こう いった環境整備をしていただきたいというふうに

考えております。 このゲー トポールについて一般質問をするに当たりまして、中央図書

館に行きま して、 ゲー トポールの専門蓄を見つけました。 しか し残念ながら専門書がほ

とんどないとい う状態でありました。 したがってこういった専門書を数多く取りそろえ

ていただきたい、このように思っており ます。

最後に現状のゲー トボール場について御説明を願いたいと思っております。

0議長(小山良悟君) 佐藤洋二君の質問についての答弁を求めますo 福祉部長。

O福祉部長(坂口泰雄君) 御質問にお答えいたします。

第 1点目 のゲー トポール場は、 現在何カ所あるのか、また今後の増設計画についてで

ございます。ゲー トボール場の現状につきましては、現在市が土地使用貸借契約により

まして、確保しております専用のゲートボール場が 4カ所であります。そのほかにゲー

トボールを実施している場所といたしましては、公園の中に13カ所、運動広場等に11カ
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所、その他河川敷、空き地等利用しているのが12カ所、これらを練習場として使用して

おります。また増設する計画につきましては、現在老人クラブが47クラブございます。

そのうちチームを持ちまして練習をしているクラブが40クラブでございます。その練習

場につきましては現在申し上げました箇所数からいたしまして、一応確保されていると

いうのが現状でございます。また未実施の 7クラブでございますが、これらについては

チームが編成されてないというようなことでございますが、いずれチームが編成されま

して、設置の要請があれば地域の中に練習場を確保できるよう努力していきたいという

ふうに考えております。

2点目の雨天練習場の新設についてでございますが、雨天でもゲートボールの練習が

できる屋内ゲートボール場、この設置につきましては用地を含めた中で、積極的に検討

していきたいというふうに考えております。

3点目の水道、 トイレ、ベンチ、あるいは植栽等の環境整備でございますが、市で借

りております、確保しております専用ゲートボール場の 4カ所には、平成元年度に湛水

式の屋外トイレユニット、これは手洗いの水槽ですか、タ γクがついているものでござ

います。これを 2機設置いたしまして、現在4カ所のゲートボール場のトイレについて

は、設置が終了しているというところでございます。またその他の36クラブが使用して

いる公園広場等については 6カ所、これは平成元年度に 6カ所整備いたしました。それ

から平成 2年度にはまた新たに 3カ所設置しております。合計いたしまして13カ所にト

イレ、あるいは手洗い等が整備されているところでございます。今後とも老人クラブと

地域の要望があれば積極的に設置していきたいというふうに考えております。水道につ

きましては借地の関係と、やはり屋外ということで、管理面でいろいろと問題がありま

すので、現在のところは今申し上げました湛水式のトイレユニットを利用していただき

たいというふうに考えております。ベンチ等については専用のゲートボール場は各老人

クラブで設置して利用しております。そのほかの場所につきましては、共用利用という

ことで対応しているところでございます。

それから専門書の購入、 4点目でございますが、確かにゲートボールの専門書という

のは比較的少ないんではないかというふうに考えております。私どもではいわゆる老人

クラブに対しまして、ゲートボールの入門編、あるいは指導者編、監督・審判編、審判

員資格取得の概要等まとめましたゲートボール・ハ γ ドブックというのがございます。

これを各老人クラブに配布いたしまして、活用していただいておるのが現状でございま

す。
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最後の 5番目でございますが、ゲートボール場の現状でございますが、ゲートボール

は今御指摘のございましたように老人の健康の保持、あるいは増進、また地域の交流を

図れる、あるいは年齢に左右されずに比較的対等に競技ができるというようなスポーツ

として、年々愛好者が増加しているのが現状でございますO 現在、ゲートボールの人口

は約1，200人と推定されております。老齢人口65歳以上の割合からいたしますと、 1割

の方、老人クラブ加入者から見ますと、 30%の人がこのスポーツを愛用しているという

ことでございます。ゲートポールの競技につきましては、年 3回、市民ゲートボール大

会、あるいは日老連のゲートボール大会、それから日野市ゲートボール大会ということ

で、年 3回大きな大会を開催しております。これら競技場は日野市民陸上競技場で実施

しております。大会につきましてはし、ずれも市民陸上競技場を使用していますが、 トラッ

クの中の芝生のフィールドのところに、 9面コートをっくりまして、約40クラブから65

チームほどいつも出場しております。人員にいたしまして450人ほど参加して、盛大に

開催されているところでございます。

日常の練習につきましては、各クラブごとに確保されました練習場を使用しておりま

す。このコートの整備等につきましては、要望のあり次第整備をしております。特に公

園、あるいは運動広場等は、その他で利用する場合もありますので、でこぼこも多少出

るんではないかというふうに考えております。要望の次第、砂を入れたり、整備に努め

ております。今後とも必要に応じ、対応していきたし、というふうに考えております。以

上でございます。

0議長(小山良悟君)

09番(佐藤洋二君)

佐藤洋二君。

福祉部長から大変細かく説明していただきました。ありがとう

ございました。何点か今の回答に基づきまして、再質問をさせていただきたいと思いま

す。

最初に、現在市が土地使用貸借契約によって 4カ所ゲートボール場を設けてる、こう

いうお話でございました。大変不勉強で申しわけないんですが、この 4カ所がどの地域

に存在をしているのか、これをひとつ説明をしていただきたいと思います。

それから雨天練習場の関係でございますけれども、将来この問題について取り組んで

いきたいと、こういう御回答でございました。この、将来という中身が具体的にはいつ

ごろを指しているのか。と同時に何カ所ぐらいを考えて、どの程度の規模でつくられて

いくのか。もし今の時点でプラ γがあれば、御説明をいただきたいと思っております。

それから水道とかトイレ、ベ γチ等の環境整備の関係でございますO 特にゲートボー
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ルをされている方々からの強い要望は、 トイレと水の関係でございます。プレーをして

いる最中にのどが乾くとか、あるいはプレーが終わった後手を洗ったり、トイレを使っ

た後、 トイレを掃除するとか、こういったことで何としてでも、水とトイレは設置をし

ていただきたい。もし管理上の問題でいろいろと難しさがあるならば、鍵を老人クラブ

が保管をして、責任を持って対応してもいいと、とういうような話もございますので、

ぜひ水、 トイレの設置については前向きに取り組んでいただきたいと思っております。

それからゲートボール場の現状で、ございますけれども、私もこの一般質問を取り上げ

るに当たりまして、豊田の児童公闘を見てまいりました。非常にグラウンドの中がでこ

ぼこでありまして、プレーをするのに大変皆さんが支障を来している。本来ゲートボー

ルというものは、平らな土地でボールを転がして、そしてゲームをするというのが基本

だそうであります。しかし今公園等を使ってゲー トボールをしている箇所につきまして

は、グラウ γ ドコンディションが不良で、なかなか思うようなプレーができないという

苦情が出ております。先ほど部長の方からは、そういう御要望があれば手直し、あるい

は改善をしていきたいと、このようなことがございました、発言がございました。ぜひ

老人会の方からそういった話があったときには、そのグラウ γ ド、公園を改修をしてい

ただきたいとこう思っておりますが、とりあえずこの何点かについて再質問をしました

ので、御回答よろしくお願いします。

0議長(小山良悟君) 福祉部長。

0福祉部長(坂口泰雄君) それでは再質問につきまして、お答えしたいと思います。

まず 1点目の専用ゲートボール場、市で借 りている 4カ所はどこかということでござ

います。 1カ所は西平山三丁目 11の12、これらについては川北クラブ、このクラブが主

に使用しております。土地開発公社の用地でございます。それからもう一つは、日野の、

大字日野547、これにつきましては地元の長寿会、こういうところが利用しております。

それから 3カ所目は南平の七丁目でございます。ここにつきましては地元の大樹会、こ

のクラブが利用しております。それからもう一つは宮の341番地、これは日野郵便局の

裏側でございます。この 4カ所でございます。

それから 2点目の雨天練習場についてのプラ γでございますが、現在具体的なプラン

を持ってございませんが、これからはやはりお年寄りのそういうスポーツの場、レジャ

の場を確保していかなければいけないのではないかというふうに考えております。ちな

みにゲートボール場の規模で、ございますけども、 15メーターの25メータ一、これが大体

の規定でございます。したがいまして400平米から500平米ぐらい最低必要ではないかと

-480-

いうふうに考えております。これらにつきましては今後計画を練っていきたいというふ

うに考えております。規模としては鉄骨を組んで、いわゆる簡易的な雨天練習場という

ことですので、大きさにもよりますけども、比較的安くできるというふうに聞いており

ます。今後検討を加えていきたいと思います。

それから 3点目のトイレ、いわゆる水の確保でございますが、現在設置されておりま

すトイレ等につきましでも、地元の老人クラブに管理をお願いしているところでござい

ます。要望がありまして、地主さん側の了解が得られれば、設置の方向で前向きに検討

してい きたいという ふうに考えております。

それから 4点目 のいわゆる児童公園、あるいは広場等で利用している方は、非常にで

こぼこがあって、非常にやりづらいというようなことは確かにございます。ただゲート

ボール場の設置につきましては、どうしても各地域ごとにつくっていかないと、利用し

にくいということもあります。非常に用地の確保が難しゅうございますので、できるだ

け専用のゲー トポール場の確保には努力いたしますけども、当面はそのような公園等、

広場等利用せざるを得ないというのが現状でございます。以上でござい ます。

0議長(小山良悟君) 佐藤洋二君。

0福祉部長(坂口泰雄君) ありがとうございま した。

資料によりますと、 ゲー トポールの起源と いうものが、1959年の昭和34年、熊本県の

教育委員会の体育保健課主催のスポーツ指導者講習会が開催された折 り、 そのと きの配

布されました資料の中に、ヨ ーロッパ風のクロッ ケーに似たゲー トボールについて簡単

に記載がされておったそうであります。そのときの講師が全くこ れに触れなかったとい

うこともありまして、後日スポーツ指導員の人がゲー トポールにつきま して、図書館等

で、文献を一生懸命探しましたが、ついに見当たらず、その簡単な 2ペー ジの資料が、今

日の起源にな ったとされてありました。こ のゲー トボールは御承知のように用具と内容

が児戯に等しいということで、 一部蔑視されたこと、あるいは現在でもされていること

も事実でありますけれども、 男女の性別、 年齢の高低、そして体力、持久力の強弱、施

設用具等々が他のスポーツほど難点がなく、さらに生涯スポーツとして取り組むことが

容易であり、同時に地域住民の健康保持、それから体力づくりに最適であること。また

現在のよう な複雑なルールではなく、簡単なルールとして紹介されたことも手伝いまし

て、 急激に軽スポーツとして普及をしてまいりました。その後競技内容の見直しを図り

まして、 一部個人ゲーム的なルールを一掃して、完全に団体競技に改善、工夫をし、すっ

かり衣がえしましたゲートボールは愛好者の交流を図り、生涯スポーツの実を上げ、対
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話のある社会と楽しいあすをつくるため、全国に広がり、市の中に浸透もしております。 12月14日 金曜日 (第 7日)
今後ゲートボールがさらに市民の中に親しまれるよう、その環境づくりを市にお願い

し、最後にスポーツ・文化推進本部長の市長の方から、ゲートボールに対しますお考え

方を簡単で結構ですから、お示しいただきまして、私の一般質問を終わらせていただき

ます。

平成 2 年
日野市議会会議録 (第38号)0議長(小山良悟君) 市長。

第 4固定例会
0市長(森田喜美男君) ゲートボールが老人向きスポーツとして、全国に普及をした

ということについては、まさに注目に値することだったと思っております。日野市でも、

12月14日 金曜日 (第 7日)
多分50年代の早い時期に、まあ行政側から奨励という形で取り入れて、老人会に紹介を

出 席 議 員 (30名)
し、今日の普及を見て、なかなか盛んな状況だということでありまして、いろいろ改善

1番 沢 田 研 一 君 2番 執 印 真智子 君一
なり、それから施設整備の点も必要だと思っておりますが、比較的市内全域に普及をし

3番 田 原 茂 君 4番 ) 11 友 君
て、一応余り苦情という形のことを聞いていないわけでありますが、確かにトイレとか、

5番 主I司主 橋 徹 君 6番 土 方 尚 功 君
水のことがなかなか必要であり、また取り扱いがしにくいというようなことがあって、

7番 天 野 輝 男 君 8番 下 村 功 君
不満をかけておる面もあるに違いないと思っております。競技性もあって、大変愛好さ

9番 佐 藤 洋 一 君 10番 ?面 島 敏 雄 君一
れるということでありますので、ただ雨天に果たしてそういう需要があるだろうかとい

11番 内 田 勲、 君 12番 宮 沢 清 子 君
うことにはちょっとまだ十分な知識を持っておりませんが、当事者の方々の、また地域

13番 ，馬 場 繁 夫 君 14番 ?扇 島 盛之助 君
の要望を聞いて、極力整えてまいりたい、このように考えます。

15番 藤 林 理一郎 君 16番 山 良 悟 君
0議長(小山良悟君) 佐藤洋二君O

17番 高 橋 徳、 次 君 18番 一 ノ瀬 隆 君
09番(佐藤洋二君) それではこれをもちまして、私の一般質問を終わらせていただ

19番 板 垣 正 男 君 20番 鈴 木 美奈子 君
きます。どうもありがとうございました。

21番 奥 住 日出男 君 22番 夏 井 明 男 君
0議長(小山良悟君) これをもって20の2、ゲートボール場の増設と充実についての

23番 黒 ) 11 重 憲 君 24番 鋲 野 行 雄 君
質問を終わります。

25番 古 賀 俊 日百 君 26番 市 ) 11 資 信 君
本日の日程はすべて終わりました。

27番 谷 長 君 28番 名古屋 史 良R 君
明日の本会議は午前10時より開議いたします。時間厳守で御参集願いますO

29番 竹ノ上 武 t久チ凸 君 30番 米 沢 日召 男 君
本日はこれにて散会いたします。

午後 4時39分散会
欠 席 議 員 (なし)
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説明のため会議に出席した者の職氏名

市 長 森田喜美男君

助 役 砂川雄 君 収 入 f交 佐藤智春君

企画財政部長 長谷川暢男君 総務部長 藤浪竜徳君

市民部長 永瀬誠 君 生活環境部長 糸川 滋君

清掃部長 小林 修君 都市整備部長 前田雅夫君

建設部長 橋本栄高君 福祉部長 坂口泰雄君

水道部長 高野 隆君 病院事務長 大崎茂男君

教 育 長 長沢三郎君 学校教育部長 藤本 享 君

社会教育部長 坂本金雄君

会議に出席した議会事務局職員の職氏名

局 長 落合 豊君 次 長 田中正美 君

書 記 濃沼哲夫君 書 記 小林章雄君

書 記 増田善和君 書 記 橘 達雄君

書 記 斉藤令吉君

速記委託先 住所 東京都立川市曙町一丁目 10の3

立川速記者養成所

議事日程

日程第 1 一般質問

(請願上程)

日程第 2 請願第 2-29号

日程第 3 請願第 2-30号

所長

速記者

関 根 福 次

村上紀子君

平成 2年12月14日(金)

午 前 10 時開議

市内連絡パス(ミニパス)路線の一部変更を求め

る請願

(仮称)メイツ日野台マンションの建設について

は、周辺住民が同意するまで、建築を認めない
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(事前協議申請書を受理しない)措置を とって下

さいについての請願

日程第 4 請願第 2-31号 東豊田三丁目住宅地内への事業所設置の差止めを

求める請願

日程第 5 請願第 2-32号 無認可幼稚園児あるいは在宅等自主保育幼児の保

護者に保護者補助金(愛育手当)を求める請願

本日の会議に付した事件

日程第 1
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午前10時14分開議

0副議長(福島敏雄君) おはようございます。

本日の会議を聞きます。ただいまの出席議員24名であります。

本日午前、議長所用のため、私、副議長がその任を務めます。特段の御協力をお願い

いたします。

これより日程第 1、一般質問を行います。

一般質問、 21の 1、程久保川の清流復活をと再び問うの通告質問者、竹ノ上武俊君の

質問を許します。

(29番議員登壇〕

029番(竹ノ上武俊君) おはようございます。一般質問を行わせていただきますO

きのう、朝早く、一般質問に備えまして程久保川周辺、そして南平丘陵公闘を歩いて

まいりました。きのうは大変なすばらしい晴天の日でございました。南平丘陵公園から

は、雪をいただいた富士山がくっきりと姿をあらわ しておりました。また、日野市役所

の6階からは富士山、大山連峰に続きまして、 榛名山、 谷川連峰、男体山、筑波山に至

る山々が日野市からも見えるという、すばら しい天気でございましたO こういう日は、

ことのほか空気や水や、あるいは土、 自然とい った、こうい うものの大切さ、ある意味

ではありがたさというものを感じるものでござい ます。

本日は、 1番目に程久保川の清流復活についてとい うこ とで、 質問をいたします。

程久保川は小さな川でございます。川の管理責任は東京都ということになっておりま

すO 流域面積が 5平方キロ、抱えている山地がそのうち4.2平方キロ、平野部は0.7平方

キロということになっております。源流は、現在、なくなっているわけでございます。

多摩テックが昔の源流のあたりでございます。多摩テックを出ますと、田倉家の墓地が

あります。この付近に、側溝伝いに湧水がちょろちょ ろと流れ始めているわけでありま

すO

そして上程久保、ここらあたりから川になりまして、多摩動物公園駅、ここまでが自

然の水という感じで流れております。この部分は、きのうの朝も見てまいりましたが、

大分澄み切った水の状態で、ゆるやかに流れる状況になっております。

多摩動物公園駅をくだりますと、中程久保、小宮橋、そして七生支所とい う方向に流

れてまいります。ここは住民の要望や私どもの努力によりまして、東京都が河川改修工

事を行いました。ここは御承知のとおり住宅がひ らけまして、浄化槽の排水、そして雑

排水、雨水などが流れ込んでおりまして、大変汚い状況になっているわけでございます。
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そしてまた七生支所を過ぎまして、上郷橋、寺が背橋というあたりになりますと、ま

たややきれいになってきております。きのうの朝も、白セキレイと思われる鳥が 2羽、

水の上を走って飛んでおりました。そしてこれが発生から下流、三沢、百草地域、落川

地域を流れまして、浅川に合流をしていくというわけでございます。

現在、こういう状況ではございますが、この十四、五年を見てみますと、やや七生支

所以下がきれいになってまいりまして、魚がだんだんと上流まで上ってきつつある、こ

ういう状況も出てきております。これは団地などの汚水浄化施設、ここを改造いたしま

して、 3次処理までというような方向で排水の努力があったり、あるいは家庭の努力が

あったり、日野市のさまざまな努力などがあって、こういうところまでなってきたと思

います。三中の生徒などの作文なんかを見ましでも、魚が復活してきて、川をさかのぼっ

てきてうれしいというようなことなどが、たまたま見られるわけでございます。

また、この程久保川につきましては、河川改修につきましては、私も東京都にしばし

ばお願いに行きました。日野市も努力をされました。住民の方も努力をされました。こ

の結果、のり面などを生かして、緑の公園をだんだんふやしていこう、こういう努力も

なされてきたわけでございます。

現在、日野市の清流については、さまざまな角度から注目を浴びているわけでござい

ます。最近、テレビが取り上げたのだけを見ましでも、何回も放映されました。 NHK

の「関東甲信越小さな旅」、またTBSでは「頑張る東京農民Jということで日野の自

然と農業、そして同じく TBSが、 「途中下車の旅」でも取り上げております。

ことしになりましてからも、 12チャ γネルにおきまして、 「湧水と水路のまち、日野」

というのが、 4月14日に放映をされました。また10チャンネルが、 「炭焼きと城下Jと

いうことで、ことし報道しております。そのほか 8チャ γネルも「武蔵野のおもかげ」

「日野の今昔Jということで、 5月に放映をしたわけでございます。

残念ながら、これらのテレビ放映の中で、程久保川はほとんど取材をされていないよ

うであります。しかし日野市の人口の半分近くが住んでおります七生地域、程久保丘陵

地帯、ここの中での程久保川の占める役割というのは、大変大きなものがあるわけでご

ざいますO オーバーにいえば、七生地域の住民の心の支え、情感をもよおす、そういう

中心をなす水辺であるということが言えると思っております。

この程久保川につきまして、若干の質問をさせていただきたいと思います。

第 1点は、下水道完成が近づくにつれての関係のことでございます。 3年後には下水

道が完成をする。そしてさらに 3年くらいたちますと、ほとんどの家庭が雑排水、汚水
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を下水道につなぐという状況になってまいります。この間、あと 6年以上、待たねばな

らないわけでございます。下水道が普及をいたした暁には、汚水雑排水は程久保川に流

れないという状態になってまいります。この間、六、七年の問、今申し上げました汚い

水の流れの部分、ここに対して、日野市として、東京都とも力をあわせ、浄化のための

どのような努力をしていただけるか、この，点について、質問を申し上げます。

第 2点は、同じく下水道が完成してしまいました後の一つの不安がございます。これ

は、程久保川に水源地がなくなったという点から、水のない川になってしまうのではな

いか、こういうことが想像されるわけでございます。

現在、程久保川には湧水地というのが 6カ所ほど発見をされております。しかし、日

野台地等の浅川による復元水と違いまして、この程久保川の流域の湧水というものは、

湧水量が極めて少ないわけでございます。どれもこれもちょろちょろ流れている程度、

少しわき出している程度になっております。これでは程久保川の水を、住民の心の安定

を支えるような感じで、豊かに流れるというふうにはならないと思います。また、魚が

住むにも、この程久保川が十分な状況にはな らないなというふうに予測されるわけでご

ざいます。

そういう点で、程久保川に年間通水ということを今後とも予測して、予定して、日野

市や東京都が頑張っていただかなければいけないと考えておりますO 将来、モノレール

も通ることになると思います。できれば、中程久保あたりに魚が住むことができるよう

な水辺をつくるとか、あるいは多摩動物公園駅から上流の自然、の水は何とか保つ。その

ためには伏流水ではなく、ここは湧水でございます。程久保の丘陵の樹林を残しておか

なければいけないということになってまいります。それらの点も含めて、今後、日野市

が年開通水のためにどういう努力をしていただけるかということを、質問をいたしたい

と思います。

以上、 2点、お願いします。

0副議長(福島敏雄君) 竹ノ上武俊君の質問についての答弁を求めます。建設部長。

O建設部長(橋本栄高君) 御質問の 1点、 2点、含めまして、御回答をさせていただ

きたいと思います。

御質問のとおり、程久保川は東京都で管理している 1級河川でございます。この河川

については、昭和48年から昭和58年の10年間で計画水量50ミリ、時間に対しての対応で

きる断面で、整備が完了しているところでございますO

この地区一帯の下水道計画では、平成4年度の末に供用開始という形の予定になって
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おります。下水道が完備いたしますと、先ほども御指摘があったように晴天時におきま

しては、高幡用水の流入する高幡踏切の近くでは流量は確保できますけれども、上流に

ついては、この程久保川の源流であるわずかな湧水だけになってしまうというのが、今、

予想されているわけでございます。

この点について、ある程度水量が必要であると考えまして、将来は水道水、それから

また井戸水等の水源を求めまして、ここに循環方式という形の中で水の量を確保してい

きたいという考えを持っております。また、これに伴いまして、魚や小動物等が住める

ような河川にしたいということを、今、担当の方でも考えているわけでございます。こ

ういう点を踏まえまして、東京都に今、要請をしているという段階でございます。

それから下水道ができるまでの聞の現在の、汚れた水を清流に復活する件でございま

すけれども、これは非常に難しい問題だと思います。難しいからといって、そのままに

しておくわけではありませんけれども、この点についても、今、現在、担当の方で検討

をしているという段階でございます。以上でございます。

0副議長(福島敏雄君) 竹ノ上武俊君。

029番(竹ノ上武俊君) ありがとうございました。

現状の程久保川の水質の状況です。これはもう中程久保とか、そういうところは大変

な汚れ方でございまして、数字を言うこともできないような状況であります。しかし程

久保川も、下流に行きますと、高幡橋付近に比べまして、ほとんど劣つてはいない。少

し汚れているという状況にあります。浅川の高幡橋のところがDOで8.0、程久保川が

下流の方で7.8、それから BODは高幡橋が8.3、程久保川が13、CODは浅川9.0、程

久保川が9.9、それから ssというはかり方もありますが、これは浅川、高幡橋付近が1

8、また程久保川下流は14というぐあいになっております。

これらを、現在の中でも、もっともっときれいになるように、ひとつ日野市、あるい

は日野市から東京都への働きかけという方法を通じて、きれいになるように努めていた

だきたいと思います。

先ほど申し上げました、白セキレイと思われる鳥が飛んでいる付近までは、何とかフ

ナあるいはコイ、こういう程度の魚なら泳げる、住めるという状況になってきていると

ころでございますO

今後、下水道完備後のことでございますが、このことについては、私は、前の質問の

ときに、ある意味では水道の水を少し流すとい うことまでしても水を保つべきである、

浄化をすべきであるということも申し上げました。むだ遣いだという声も出てくるかと

-490-

思いますが、今、自然環境を保つという点では、さまざまな努力がなされていいという

ふうに思っております。現在のいろいろの地理の状況を考えますと、不可能な気もいた

しますけれども、例えば他の市町村の下水処理場、ここの処理水を何とか誘導して、程

久保川の上流に持ってきて流す、こういうことも将来的には研究しでもし、し、と思います。

既に、 三多摩では清流の復活で、そういうことをして大々的に実験をし、実際に現在

も流している川も出てきているわけでございます。こういう点なども含めまして、もし

緑と清流とし、う立場から、市長の方で御答弁いただけることがあれば一言で結構ですが、

お答えいただきたいと思いますO

0副議長(福島敏雄君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 下水道の普及に伴いまして、 現在、市内の浅川の流れ、それ

から御指摘の程久保川の流れ、 これがどういう影響を受けるであろう かということを、

日ごろ、 素人なりに考えております。

つまり現在の、多摩川は別にいたしまして、浅川 も程久保川も、開発を された流域の

家から流される生活廃水が流れの主流にな っている。 これを別の系統の下水システムで、

管渠を経て処理場に集まり、また処理水は一般には下流に放流されるとい うことですか

ら、浅川の流れを維持するには、なるべ くいわゆる源流の地域に自然、の保水力が保たれ

なければならないということと、程久保川でも同様になるわけであ りまして、頼りにす

るには湧水量に大きく期待をするわけですけれども、これも現在も既に流れておる流水

の一部をなしているということでありますから、いわゆる絶対水量には、どうしても果

たして流れが連続するだろうかという懸念があり ます。

したがって考えられますのは、水源地域になるべく保水力を酒養する、やはり木を植

えたりすることになるわけでありますが、もう 一つ考えられるのは、やはり地下水ある

いは伏流水を表にもう一遍引き出してそれで流れを保つ、つまり人工的な手段を取り 入

れないと少々無理ではなかろうか。私も、そのような話題の出せる機会には、特に専門

家に対し まして、将来の川の 自然水、流れは一体どうなることになりまし ょう かという

ことを問うてみますけれども、的確な回答、あるいは示唆というのはなかなか出てま い

りません。

結論と してはやはり、場合によったら水道水を流す、地下水をくみ上げる、こう いう

ことで、 ある程度の循環的な装置をまた考える必要があるかもしれませんO 中水道にし

て、放流水を中水道で上流にもう一遍圧力をかけて、押し上げて、そう して流れを保つ、

こういうことがあるいは必要になってくる時期が来る、こういうふうな見通しと言える
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かどうかわかりませんが、いずれは解決のための考え方をそそるということが、現実問

題になってくると思っております。

OilJ議長(福島敏雄君) 竹ノ上武俊君。

029番(竹ノ上武俊君) ありがとうございます。ぜひそういう方向で、さまざまな実

験、あるいは発想ということを展望して、御努力いただきたいと思います。

ただいま市長からも指摘されましたように、浅川もそういう点では大きな問題を控え

ているということができます。私は、浅)11についてもその水源地である高尾山を守る、

そのためには圏央道計画を白紙に戻して、自然を守る観点から考えるべきであるという

ことを、一般質問でも発言をしてきたわけでございます。

そして程久保川のことにつきましては、今、市長からも専門家の意見ということがご

ざいました。これから先六、七年の下水道完全普及に至る問、この間、程久保川を浄化

することについていろいろ考えているという、市内のそういう技術者の方々もいらっしゃ

るということも、聞いたことがありますo そういう方々の意見も開いて、安い費用で浄

化できるのだという説もございますので、今、日野市が試みている木炭による浄化の方

策であるとか、そのほかのことを研究して、当面の浄化対策ともしていただきたいと思

います。

そして、今、多摩動物公園駅から七生支所の聞は、ふたのない下水路というような感

じになってきております。ここを少し、今後は改造していただきまして、緑のあるよう

な程久保川ということも、今後の展望としては考えていただきたい。そして、願わくは、

上流においては昔のように蛍が復活できるような自然と人間と動物の循環がうまくいく

ような場、そういう方向での河川の設計をも試みて、頑張っていただくようにお願いを

いたします。

以上で終わります。

O副議長(福島敏雄君) これをもって21のし程久保川の清流復活をと再び問うの質

問を終わります。

一般質問21の2、南平丘陵公園に本格的な陶芸窯を設置せよと問うの通告質問者、竹

ノ上武俊君の質問を許します。

029番(竹ノ上武俊君) それでは、陶芸窯のことで質問をさせていただきます。

きのうの朝、久し振りにこの市議会に来る前、南平丘陵公園を歩いてまいりました。

入り口からひょうたん池展望台というのがある小さな尾根伝いに上りまして、市議会に

来た次第で、ございます。
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ここの南平丘陵公園には、コナラでございますとかクヌギ、こういうものが自然、の形

で、たくさん、現在、生えておりますo モチの木とかマツ、あるいは大きな木になってい

るツルグミの木、こういうのも生えている、大変すばらしい自然公園でございます。

ここに現在、入り口に炭焼き小屋が建設をされております。そしてときどき、日野市内

の雑木林の木を材料として炭を焼いたりされてきたわけでございます。ただ、この炭焼

き小屋の焼き方という問題がありますO すぐ出入り口で炭を焼くときの煙というものが、

低いところから出ていくという状況であります。

このため、恐らくあの公園のすぐ出口にあります、平さんというお家が二、三軒ある

わけでございますが、あの付近は、その煙であるいは目が痛かったり、鼻につんと来た

りというようなこともあるのじゃなかろうかなという危倶をいたしております。ですか

ら、炭焼きというのは大変市民にとっては関心のあることであり、今後もこういうこと

を市内でもやっていくということは、私は大切なことだと思っております。

しかしこの炭焼き窯も煙突を工夫をする、それから現在、あの炭焼き窯の中はモーター

によって煙を引き出して排煙するというような構造になっております。これらを改良し

ていけば、私は付近の住民の方に迷惑をかけることなく、南平丘陵公園でも炭焼きをやっ

ていくことができるのではないかと思うわけでございます。

現在、炭焼きは、山梨県あたりに行きますと、 1窯焼くのに 1回6，000円でできるわ

けでございます。ですから、自分の山の木を炭に焼こうとすれば、自分でトラックで素

材を運びまして焼けば、 6000円で60俵くらいの炭が焼けるわけであります。しかし日野

市のいろいろの歴史というようなことも考えて、また今後の川の浄化、あるいは自然に

対する市民の関心を高める、こういう点で、私は炭焼き窯というのはし、し、発想、であった

というふうに思いますO

ただ、日野市の炭焼きというのは、昔は程久保、百草の方面にはし、ろいろあったよう

でございます。昔、高幡城というバーベキュー屋がありましたが、今、なくなりました。

あの付近にも炭焼き小屋があったと、古い人に聞いております。ただ日野の方は、田ん

ぼが多くて、あるし、はカイコを飼っていらっしゃる方が多いということで、炭は山梨県

あたりから背負って、売りに来る人たちのを買っていたということでございます。

そういうこともあって、あちら方面に炭焼き窯ができると、この煙のにおいになれな

いということもありますので、いろいろ迷惑を感じている方もいらっしゃるのかもしれ

ません。

そういう状況の中で、私、南平丘陵公園を見てきたわけでございます。南平丘陵公園
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は、先ほど申し上げましたひょうたん池展望台、ここのところは日野市でも最も海抜の

高い地点になっております。ここらの地形をよく工夫して、そして煙の出方を考えれば、

陶芸窯をあそこにつくっても差し支えないなという判断をしたわけでございます。

南平丘陵公園を指定したのは、この南平丘陵公園がやがて市民あるいは他市の方々に

とっても、自然を守り、しかも公園をつくるという ことでモデルケースになっていると

いう状況に、今あります。こういうところで炭焼き窯あるいは陶芸窯、こういうものが

自然な形で営まれるということは、いろいろな意味で意味があるのではないか。そうい

うことで、私が、市民の方々の意見もありまして、今回、提案をしてみた次第でござい

ます。

陶芸窯といいますと、公民館を初め、小中学校あるいはつばさ学園、さまざまなとこ

ろにあります。これはバーナーで焼きまして、 1，800度くらいでやる窯でございます。

私が申し上げている窯というのは、本格的な、土などでつくった登窯とか、さまざまな

窯を工夫して、あそこに設計し、設置したらどうか、こういうふうに考えているわけで

ございます。

陶芸といいますと、私も生まれた鹿児島県の薩摩焼きというのを思い出します。この

薩摩焼きは、現在も活発に行われておりますが、歴史があります。全国の窯というもの

にはさまざまな歴史があるわけであります。そして薩摩焼きに代表されるような歴史と

いうのが、日本全体を流れているように思いますO

司馬遼太郎の有名な作品もあります。 i故郷忘れじがた く候」というのがありまして、

文芸春秋で発表されたり、あるいは今、文庫本になったり、全集に入っております。こ

れは薩摩焼きのことを小説にしたものでございます。

豊臣秀吉が朝鮮に侵攻いたしました。 そのとき、島津藩が同行いた しまして、朝鮮人

八十数名を鹿児島に連れてきた。これは連行 してきたわけであります。そして厚くもて

なしたという見方もありますけれども、ー定の場所に隔離いたしまして、焼き物をさせ

たという側面も、またあります。日本全国、そういうような形で、朝鮮の人たちをある

意味では差別、あるいは管理しながら、日本の優秀な焼き物ができてきた。

薩摩焼きの、昔の苗代川というところ、今の東市来深山というところでございますが、

ここは私も見にいったことがあります。もちろん現在は日本人、朝鮮人、そういうこと

は差別なく、芸術にまで高まった焼き物を、皆さんが熱心に焼いているわけでございま

す。そ して民芸窯あるいはそうい うものを展示する場所、こういうものが活発になって

おります。
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そしてこの小説に出てくる沈寿官という方は、日本の政府でも、あるいは南朝鮮の政

府等においても、今は高く評価をされておりまして、 14代目になっていらっしゃる方で

ございます。 16世紀のころから、こういうことが続いてきているわけであります。

そして、日野市も窯に関係のあることが、ないわけでもないので、す。益子焼きという

のがあります。薩摩焼きのところは、今、窯が13カ所か15カ所営まれておりますが、益

子焼きは、これも全国に有名でございます。

昔は、浜田さんという方が窯を一つ持っておられましたけれども、現在は130カ所く

らいの窯になり、全国から、あるいは世界中から陶芸を目指す人たちが集まって、盛ん

な活動が行われております。古い方に聞きましたら、この浜田さんという方は、登戸の

出身で、奥様や家族に日野市から嫁いでいらっしゃる方が何人かいらっしゃるというこ

とであります。

そういうことで、日野市もまんざらこういう陶芸ということに、歴史的に関係がない

ということでもありません。そしてまた現在、日野市民、先ほど申し上げましたよ うに

小中学校生から始まりましてつばさ学園、そして公民館の陶芸活動、あるいは自分の家

でバーナーで焼く窯を持っていらっしゃるさまざまなグループ、大変活発な陶芸活動が

行われてきているわけであります。

そして、そういう方々に聞きますと、どうしてもバーナーで焼くのではなく、自然の

窯で、本格的な窯で 1年に l回くらいは、あるいは一生に 1回は焼き上げてみたいとい

うのが、ついには願望になるそうでございます。

しかし今、この地域近辺にはそういう自然、な窯、あるいは陶芸窯と いうものがござい

ません。名をなしている方でも、陶芸窯を利用するには 1年に 1回、予約して、やっと

焼 くことができるという状態にあるといわれております。そういう点で、日野市の適当

な場所にこういう登窯などができれば、私はいろいろ文化発展のためにも尽くせるので

はないかと思うわけでございます。

以上のような点で、担当の部長に、私の提案に対するお答えをいただきたいと思いま

す。そして、その際、現在、陶芸を志し、ある いは趣味としてやってい らっしゃる方も

いらっしゃいます。陶芸人口というのは、日野市はどのくらいあるかということもあわ

せ、お答えいただければと思うわけでございます。

OilJ議長(福島敏雄君) 竹ノ上武俊君の質問についての答弁を求めます。 社会教育部

長。

0社会教育部長(坂本金雄君) 陶芸窯の御質問にお答えを申し上げます。

「
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御質問の中にもございましたように、市民の陶芸に関する関心でございますが、非常

に高いものがございますO 公民館におきましては、公民館の主催事業といたしまして、

これまで陶芸教室、それから現在は縄文土器をつくろう、こういうテーマの講座を設け

ております。これらの講座を卒業した人たちが自主的にグループをっくりまして、自主

グループが 8つほどございます。

この自主グループの数は、 1つが20人から25人程度の人数で構成されておりますので、

8つありますと200人くらい、公民館を利用して、陶芸に関心を持った陶芸人口、大変

意味が狭まりますけれども、 200人程度はいるのではないか、このように考えておりま

す。

公民館の陶芸窯につきましては、電気ではなくて、都市ガスを使うものでございます。

電気よりも、都市ガスの方を熱源とした場合に、焼き物が上品な物ができる。さらにそ

れよりも自然木を燃やした本格的な窯の方がいし、作品ができるということは、よくいわ

れているわけでございます。

現在、縄文土器をつくろうという講座がございますけれども、この講座の中では、粘

土を市内から採取いたしまして、形をつくり、これを野焼きにしまして、完成させてお

ります。その場所は多摩川の河川敷を一時借用いたしまして、そこでやっておりますけ

れども、本物に近い味わいのある土器を実感し合う講座として、大変人気があるわけで

ございます。

公民館の中に窯をもう一つ増設してほしいというような声もございますけれども、現

在の敷地の中では、法令上も制約を受けまして、増設は大変無理な状況にございます。

公民館にございます窯は、今、素焼きの場合には平均的な作品で約50個くらいが一度に

焼ける大きさの窯でございます。

この素焼きを 2回繰り返しまして本焼きになりますが、本焼きになりますと、重ねて

窯に入れるようなことができなくなりますので、一度に焼ける数はその半分ということ

になります。したがいまして、御質問、御提言をいただきましたこの本格的な陶芸窯に

つきましては、大変魅力を感ずるところでございますけれども、公園内につくるという

ことで、この陶芸窯施設の維持管理をどうするかというような問題、それから周りの自

然環境を保つには、問題はないかというようなこともございます。関係課と協議いたし

まして、いろいろ意見を開いてみたいと思いますので、しばらくお時間を拝借したいと

思し、ます。

O副議長(福島敏雄君) 竹ノ上武俊君。
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029番(竹ノ上武俊君) 私、本日は提言という形でこの質問を行いました。担当部長

からも、本格的な窯というものには魅力があるのではないかという答弁であったわけで

ございます。

この窯の燃料でございますが、わらであるとか木であるとか、松、あるいはすごいす

すの出る赤松、黒松、こ ういったいろいろのものが素材になっております。ですから、

その排煙については、いろいろ工夫をすれば、近所の障害にならないそうでございます。

これは火が燃えるところに入る空気の量、そして排出するト ンネルの直径と長さ、こう

いうものによ って、さまざまな工夫ができるそうでございますO これは炭焼き窯も同じ

だそう でございます。

そういうことで付近の住民の方々の理解が得られる よう な場所、 ある いは窯というこ

とが建設可能ではないかなという ふう に思っておりますので、それらの点を今後、時間

はかかっても、研究をしていただきたいと思 う次第でございます。

そして子供たち、あるいは小中学校生、ある いは高校生、大学生も 、趣味のある方が

いるでし ょう。そして今、 回答がございました公民館の 8つのグループ、150人から200

人のメンバーの皆さん、そのほかにも、 自宅でやっていらっしゃる方も、たくさんあり

ます。

既に南平丘陵公園の入り口に、 昔から居を構えてい らっしゃる、元市役所で部長職に

ありました村山さん、ここも直接聞いたわけでもなく、 見たわけでもございませんが、

近所の方の話を聞きましたところ、村山さんも小屋をつくって、1，800度のバーナーで

焼 く窯を、今、退職後やって楽しんでいら っしゃ るという ことを聞いたわけでございま

す。

そういう場所でございますので、ぜひ今後、市民参加を得て、専門家にも意見を聞い

ていただきまして、私の提言が日野市内で生きていけばと願う次第でございます。

以上でこの質問を終わります。

OilJ議長(福島敏雄君) これをもって21の2、南平丘陵公園に本格的な陶芸窯を設置

せよ と問うの質問を終わりますO

一般質問21の3、都道ノ〈イパス(高幡不動駅前)の開通をいそげの通告質問者、竹ノ

上武俊君の質問を許します。

029番(竹ノ上武俊君) それでは、高幡不動駅前区画整理地域内の道路開通状況につ

きまして、質問をさせていただきます。

この件についても、数回、私、一般質問でも取り上げてまいりました。またここの道

月
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路については、住民団体や市民から、市当局にもいろいろ要望が寄せられているはずで

ございます。

あの高幡不動駅前の一帯、昔は田んぼであったわけでございます。今、地主さんの協

力などもあり、市、東京都等が区画整理を促進をしている状況にありまして、田んぼは

消えてまいりました。そして、ここの真ん中を通っておりますあか道、いわゆる農道は、

大変な通行量でございます。日本一の通行量を誇るあか道だということをおっしゃって

いる方もおられます。そういう場所でございまして、ここの道路には、市民の関心が高

いわけであります。

特に今、七生交差点の渋滞、そして下水道工事等によるさらなる交通渋滞の促進が今

の実態でございます。通勤、買い物、パス、自家用車、大変な渋滞の時間が発生をいた

してまいります。

将来的には京王線高幡不動踏切、ことが立体化をされる予定となっております。この

ことにより、大きな交通渋滞の解決は見えているわけでございます。しかしそれまでに

は、相当なまた年月がかかってし、くわけです。そ ういう中で、私はこの区画整理地域内

の道路建設を進めていく際に、暫定的な道路をつくってほしいということを、提言をし

てまいりました。これはなかなか難しいということでありました。

しかし今までの質問の中で、それでは区画整理の計画にある道路を優先して工事をし

て、これを使用開始を早くする、こういうことを可能にしまし よう という、市側の回答

もあったわけでございます。

そしてそれは、現在ある、都の公社が行っている第 8号工事の 6メートル幅の道路が

ございます。これについては、年内にも開通すると いうふうに聞き取れる答弁も、以前

あったのでございますが、これの工事状況はどうなっているのか。それから市道3・4・9

と以前、命名をされました真ん中の、パスも通れる路線でございます。これの工事状況

はどうなのか。

今までの私の質問に対する市側の答弁を聞いておりましたときには、これらの道路が

完成をすれば、暫定的に自家用車なりパスなりを通せるというふうに、私は承っており

ました。しかし、現状をいろいろ伝え聞 くと ころによりますと、この工事もなかなかい

ろいろの社会情勢がございまして、予定どおりには進んでいないのではないかなという

気もいたします。

そしてまた、完成をした際に、付近の建物がございますことなどもありまして、区画

整理全体が終わって、ピ、ルの移動などがなされなければパスは通せないのではないか。
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あるいは自家用車程度の車でも通せないのではないか。人間しか通れないのではないか

というような感じなども、してきたわけでございます。

しかし、今申し上げましたような交通渋滞が大変激しい場所であります。そういう点

で、 何らかの形で暫定的に、あそこ を自家用車なりパス を通すということにしないと、

この状況は何年も続いていくという ことになってまいりますO

特に最近、日野市境の八王子、多摩市の人口急増、開発が急ピッチでございます。大

学その他もふえてまいりました。今、多摩動物園通り 、あるいは百草団地高l幡台の真ん

中の通り 、 1日で 1万台 くらい、 通行量がふえてきております。そういう 状況にありま

して、この車の一部が高幡不動駅を目指しているわけでございますので、今の区画整理

地域内の道路建設を促進をしていただきまして、暫定使用を開始するということが、相

当な交通混雑解消策になるのではないかと思います。

そういう点で、今申し上げました第 8号工事の 6メートル幅道路の進捗状況、そして

市道3・4・9の進捗状況、お答えをいただきたいと思います。

0副議長(福島敏雄君) 竹ノ 上武俊君の質問についての答弁を求めます。都市整備部

長。

0都市整備部長(前田雅夫君) お答えをいたします。ただいまの質問につきましては、

本年の第 1固定例市議会でも御質問いただきまして、お答えを しているとおりでござい

ます。

この御指摘になりました周辺の道路の渋滞でございますが、一番大きな理由は、都市

計画道路3・4・8号線、駅の東側の踏切が現在、平面交差にな っておりまして、こ の平面

交差が大きな原因の一つでございます。

それか ら2点目は、高幡の交差点が、街路整備がまだできておりませんで、右折の車

線が十分取れない とか、ある いは左折の車線がないとか、 こういう問題をはらんでいる

ということでございますO

これらを解決するには、ただいま 申し上げました踏切の立体化でありますとか、この

交差点を中心といたしますところの都道の整備というものが必要なわけでございますO

これらにつきましては、現在、立体化につき ましては、東京都が平成 5年完成をめどに

用地買収、設計等の準備を している。それから都道、いわゆる川崎街道でございますが、

これは都市計画道路で3・4・3号線でございます。これは一部区画整理の中で整備をする

ことになっておりますので、家の移転等をできるだけ早く進め、整備をいたしたいとい

うふうに考えております。
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それからあと一つ、駅の方に入る関係になりますけれども、これは駅から南に都市計

画道路3・4・9号線というのがございます。これは先ほど申し上げました都道を整備した

上で、この3・4・9号線を早急につくるということが必要なわけでございます。

それで、御質問のまず 1点でございますが、駅前の区画街路の工事の進捗状況はどう

かということでございますO これは3・4・9号線と、それから3・4・8号線の間の街路でござ

いまして、幅員が 6メートル、延長にいたしまして253メートルでございます。これは

平成 2年度で施工する。施工の主体は、委託先でございます新都市建設公社ということ

になっております。

現在の状況を申し上げますと、地下の埋設、水道から始まりまして下水等の地下埋設

管を入れまして道路築造を行うという計画で進んでいるわけでございますけれども、現

在、発注の段階でございますけれども、業者の施工能力といいますか、受注能力が非常

に現在、不足をしておりまして、入札等行いましたけれども、不調に終わったというこ

とでございます。

したがって、今の時点では、当初計画したように、平成 2年度末に完成ということは

ちょっと無理ではないか、そういう状況でございます。今、公社の方にも、早急に発注

できるよう、督励をしている段階でございますO

それから3・4-9号線でございますが、この道路につきましては、駅の前の駅広場に接

続するところに、まだ鉄筋コンクリートの民間のピルがございまして、このピルを移築

をしませんと、道路が機能をなさないわけでございます。現時点では、この道路の建設、

供用開始というめどは、具体的には立っていないという状況でございます。

いずれにいたしましても、現在の状況を見まして、警察等とよく協議をいたしまして、

自動車の通行、あるいは歩行者の安全等につきまして、十分協議をする中で、工事も進

めてまいりたいというふうに考えております。

0副議長(福島敏雄君) 竹ノ上武俊君。

029番(竹ノ上武俊君) 再質問を 1点だけいたします。確認の意味であります。

この 6メートル幅の街路については、来年 3月完成をめどにしたけれども、今、延び

ているということでございましたO それでこの 6メートル幅街路が完成した際には、関

係当局とも相談をして、何とか乗用車の通行だけはさせる努力、こういうことは試みま

すというお答えだったでしょうか、その点をちょっと確認したいと思います。

0副議長(福島敏雄君) 都市整備部長。

0都市整備部長(前田雅夫君) ただいま申し上げましたこの区画街路ができ上がりま
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しでも、駅前のいわゆる東西の道路がございますけれども、その接続の問題、それから

3・4・8号線への接続の問題、こういったものもございます。この辺の問題をどうするか

ということと、それから交通管理者であります警察署との協議を、今後進めて結論を出

していきたい、そういうことでございます。

0副議長(福島敏雄君) 竹ノ上武俊君。

029番(竹ノ上武俊君) それでは、この件については要望をいたしまして、質問を終

わりたいと思います。

あの地域の交通渋滞解決策は、いろいろな提言もしてまいりました。今後とも七生交

差点につきましては、右折、左折の道幅をつくっていただく、このためには数十センチ、

あと広がれば可能だということも考えられます。東京都あるいは消防署、警察、地主さ

ん、こういう関係のところと、困難ではございますけれども、今後、相談をして解決を、

第 1点はしていただきたいということを申し上げたいと思います。

そしてもう一つの点は、今度は駅前の区画整理地域内でございますO つまり今、部長

が申されたのは多摩動物園通りとの接続点、バス停がある駅前通り、これとの接続点が

解決の見通しをまだ明確にしていないということでございます。

私は、当初計画の設計図のとおりではなく、今、関係していらっしゃる駐車場をお持

ちの地主さんあるいは関係者、空き地、今後入ってくるであろう予定の地主さんが所持

の区画、こういうところをいろいろと相談をしていただいて、何とか暫定的な車の通行、

これを図ってほしいということを、提言をしているわけでございます。

確かに、今、あそこにあります幾つかのビル、こういうのを移動するということは、

工事的には、あるいは今の建築や土木工事としては、いかようにでもなる技術があるそ

うでございます。しかしいろいろのことがございますので、移動するのは手間取るかも

しれません。所有者、あるいは賃貸借されている方々の権利も守っていただかなければ

なりません。そういう点で、今後いろいろあると思いますので、その解決に至る問、暫

定的な道をつくって、関係当局と努力をしていただきたい、こういうふうに重ねて要望

をいたしておきたいと存じます。

そして東京都の公社が入札をしているけれども、なかなか落札が行われないというこ

とだそうでございます。一刻も早く、これらの工事ができる業者の方があらわれまして、

工事が住民の期待どおり進捗するように願いまして、質問を終わります。

O副議長(福島敏雄君) これをもって21の3、都道バイパス(高幡不動駅前)の開通

をいそげの質問を終わります。
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一般質問21の4、いかなる形であれ、海外派兵には自治体としても反対を貫けの通告

質問者、竹ノ上武俊君の質問を許します。

029番(竹ノ上武俊君) 自衛隊の海外派兵という問題が、私たち国民のあるいは国際

的にも大変な大問題になった11月でございました。しかし国民の世論のカによりまして、

戦後何回か試みたけれどもなし得なかった自衛隊の海外派兵、今回もこれをつぶすこと

ができたわけでございます。

今回の国連平和協力法案、日本共産党はこれを自衛隊海外派兵法、あるいは米軍戦争

協力法と見抜きまして、国民の皆さんに訴えてまいりました。そして、このことは20日

間から 1カ月のわずかな期間に、国民もそういうふうに思うところとなり、政府が提案

した法案は、見事に廃案になったわけでございます。

国民の世論の変化も、本当に急速に行われました。 9月30日付の読売新聞世論調査結

果はどうなっていたか。 1面トップに、読売新聞は自衛隊の海外派遣容認が52%という

大見出しで発表をしたわけでございます。本当にそうかなと、世間は思いました。しか

しこの世論調査の中身を見てみますと、若干世論誘導の気持ちがわく質問の設定になっ

ておりました。したがって、国連の要請があれば、自衛隊を派遣してもよいというのが

22.7%だったのです。それからお医者さんの医官など、武装していない自衛官に限り派

遣しでもよいが28.9%、これを合わせて、読売新聞は52%が自衛隊の海外派遣に賛成を

しているという発表をいたしました。

こういう新聞社の動きもございましたけれども、日本共産党及び他の党などの活発な

国会質問、そして平和団体その他のさまざまな平和を守る活動、宣伝、こういう中で、

世論は変わってまいったわけでございます。

10月23日の毎日新聞は、やはり 1面トップで自衛隊派遣に反対53%、憲法違反と思う

が49%と発表されました。自民党支持者も、反対多数というふうになってきたわけでご

ざいます。そして11月 1日の朝日新聞では、自衛隊海外派遣反対が67%、支持は13%、

こういうふうになってまいりまして、同じく朝日新聞の11月6日付では自衛隊派遣78%

が反対、法案反対も58%、こういうような国民の世論の状況になってきました。

また国会の動きを国民が不安がりまして、議院面会所というところに、大変な数の方々

が訪れたそうでございますO 衆議院の警務部というのがありまして、議院面会所に訪れ

る人の数を記録されております。衆議院戦後の記録の最高だったそうでございます。短

期間、 20日余の審議期間中に 2万2，693人の方が、衆議院の議面と呼ばれている議院面

会所、ここを訪れた。こういう国民の盛り上がりがありまして、自衛隊の海外派兵は中
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止ということになってきたわけでございます。

この国民の力、本当に大したものだというふうに、私は感動をいたしました。日本の

歴史に残る動きであったというふうに言っていし、と思いますO

そして地方自治体でも大変な関心になりました。それは国会質疑の中で、国家公務員

や地方公務員がこの法案に従って、海外派遣を命ぜられた際には拒否することができな

い、拒否したら処罰されるということになってきたからでございます。

そういう中で、沖縄県では知事選挙が戦われました。自民党の候補者は新聞社の世論

調査などに答えたわけでございますO 我が県では、政府からの指示があれば、県庁職員

や県立病院の医師、看護婦をイラクに派遣すると、こ ういうことを答えたわけです。あ

の第 2次世界大戦までに至る沖縄県民の戦争反対の気持ち、これを大変に刺激すること

にもなりまし7こO

その結果、自民党保守系の候補者は、大差で破れまして、日本共産党や社会党、そし

て公明党も応援するという中で、革新県政が12年ぶりに奪還をされました。この勝利の

大きなカになったのが、国連平和協力法に反対する沖縄県民の意思であり、また日本国

民の世論であったというふうに、総括をされているわけでございます。

そういう意味で、私は今回のこの法案というのは、地方自治体にも大変関係がある、

こういうことで取り上け.たわけでございます。そしてーたん廃案にはなりましたけれど

も、自民党政府は今後も何らかの形で、自衛隊の海外派兵を実現しよ うと、虎視たんた

んでございますO そしてそれ以上に、アメリカがさまざまな形で、日本の自衛隊海外派

兵を求めてまいっております。

今回、イラクのクエート侵略、このことをきっかけとしてこの問題が浮かび上がりま

したけれども、アメリカと日本の支配者はこれだけにとどまらず、今後ともアメリカが

世界中の警察として、あるいは憲兵として支配をしていこうという野望があるわけであ

ります。

こういう時に当たり、アメリカがいつでも日本の自衛隊を手下として従えて、さまざ

まな、世界中の各国ににらみをきかし、あるいは武力事件を引き起こそう、とういうふ

うに構えているわけでございますので、今後ますます一層、自衛隊を海外派兵させない

という世論や、平和の運動が大切になってきていると思います。

私は、ここで具体的な質問に入る前に、 一、二、憲法のことについて、記録を読み上

げさせていただきたいと思います。そして、その上で市長に自衛隊の海外派兵、このこ

とに対しての、地方自治体の長として、あるいは市民としてどういう御決意であるかの
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回答をいただきたいと思っているわけでございます。

最初に日本国憲法でありますO 前文、途中省略して、主要なところの言葉だけを読み

上げます。国際平和の問題では、こういうふうに表現をされておりますO

「日本国民は、……平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生

存を保持しようと決意した。」そして数行続きまして、こういう活動を通じて「国際社

会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。」というふうになっております。

そして第 9条、 「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国

権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段とし

ては、永久にこれを放棄するo J i前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、

これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 Jこういうふうになっているわけ

でございます。

そして国連協力と日本国の憲法の問題について、憲法制定当時から検討がなされてま

いりました。長谷川正安という名古屋大学名誉教授の方が11月に発表されました、憲法

に関する論文がございます。この中の資料を、私、読み上げて、参考にしていただきた

いと思っているわけです。

1946年 9月13日の貴族院帝国憲法改正案特別委員会「議事速記録12号参議院事務局編

『帝国憲法改正審議録・戦争放棄編j]453ページ。」ということで資料があります。こ

の討議によれば、戦争放棄の結果、中立国としての義務履行ができなくなり、日本が戦

場化する危険が濃厚にならないかという高柳賢三東大英法学者の質問に対して、吉田内

閣の幣原国務相は次のように答えている。

もし現実の問題として、日本が国際連合に加入するという問題が起こってまいりまし

たときは、我々はどうしても憲法というものの適用、第 9条の適用ということを申して、

これを留保しなければなぬと思います。これでもよろしいかということでありますれば、

国際連合の趣旨、目的というものは、実は我々の共鳴するところが少なくないのである。

大体の目的はそれでよろしいのでありますから、我々は協力するけれども、しかし我々

の憲法の第9条がある以上は、この適用については、我々は留保しなければならない。

すなわち、我々の中立を破って、さうしてどこかの国に制裁を加えるというのに、協力

しなければならぬというような命令というか、そういう注文を日本にしてくる場合があ

りますれば、それはとうていできぬ、留保によって、それはできないというような方針

を執っていくのが一番よかろう。我々は、その方針をもって進んでいきますならば、世

界の世論は翁然、として日本に集まってくるだろうと思います。

-504一

兵隊のない、武力のない、交戦権のないということは別に意とするに足りない。それ

が一番目本の権利、自由を守るのによい方法である。私らは、そういう信念から出発い

たしておるのでございます。

というのが答弁です。大正末から昭和初期に、 3代の外相をされた、第 1次加藤、第

2次加藤、若槻内閣、その外務大臣として、平和外交で知られた、幣原、当時国務相の

この回答に、質問をされた高柳さんは、よく、わかりましたと納得して、討議は終わっ

たそうでございます。

そして、マッカーサーとともに第 9条の草案者と考えられている幣原の第 9条解釈が

当時の政府説であり、学会の多数説であったというふうに言えると思います。こういう

歴史を持つ我々の憲法第 9条が存在をいたしております。

今後の海外派兵ということについて、自民党政府は、民間を使ってやるという発想、を、

今、研究をしております。今の120通常国会にも、新しい法案を出そうと、準備をして

いるわけでございます。そして野党も抱き込もうとしておりますO

しかしこれも、日本共産党などのテレビなどの発言、あるし、はさまざまな専門家の文

章などを読んでみますと、結局、海外に派遣するのは訓練をした 自衛隊でなければなら

なくな っていくに違いないということが予測をされておりまして、政府としても矛盾を

抱えているわけでございます。

こういうときに当たりまして、自治体としてもいろいろな ことを考えておかなければ

いけないと思います。また民間企業も同様であります。 ーたんこういう 法律ができて民

間に支援要請が来る。企業としては業務命令を発する。この業務命令を社員は拒否でき

ない、こういうことで、 一般の民間企業の社員も、国際的な武力紛争に巻き込まれて出

ていかざるを得ない。戦争中の徴兵令あるいは徴用令、こういうのと全く同じような内

容のものの法律になっていかざるを得ないわけであります。

そういう点で、地方自治体も大変な関連が出てくるし、我々市民も、そういう立場か

らも関心を持たざるを得ないわけであります。

市長に質問をいたします。

海外派兵あるいは海外での武力紛争、こういうときにアメリカが要求をする、こうい

うよ うな軍事的な協力、こういうものについて市長は、今までの考えは幾 らか聞いてお

ります。今後ともどういうふうにお考えであるか、お聞かせいただきたいと思います。

そして、やはり社会情勢で必要なときには、日野広報を通じて、今まで憲法のさまざ

まな市民へのPRがございました。市長自身のお考えなども、もう今後は時としては発
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表していただきたいと思います。また、情勢によっては、消費税廃止のたれ幕を市庁舎

にたらされました。今後、そういう憲法を守る観点から、自治体の立場を市民にアピー

ルをしていくさまざまな活動もしていただきたいと期待をしているわけでございますO

そういう点なんかも含めまして、市長のお気持ちをお答えいただきたいと思います。

O副議長(福島敏雄君) 竹ノ上武俊君の質問についての答弁を求めますO 市長。

O市長(森田喜美男君) 1990年、この年は世界の国際情勢に非常に大きな変化が生ま

れた、歴史上でも後世に残る事実であったと思っております。

御質問のいわゆるイラクの武力侵略に伴う中東湾岸の危機状態、これに対して、世界

の世論が戦争をなるべく小さい範囲で、局限において消してしまおうという、いろいろ

な活動が生まれてまいったわけでありますが、国連の加盟国の決議、またそれに伴いま

す平和協力にどのように関係各国が貢献をできるかということで、いろいろ問題のあっ

たことも事実であります。

我が国は、国連の平和協力に対してどのような方法で貢献できるかということが、恐

らく現在の自民党あるいは政府の立場から、米国に追従することが適当だろうというこ

とであったと思うわけでありますけれども、いわゆる国連平和協力法という法案を議会

に提案をされ、それが審議の過程でいろいろな国民の世論を急速に高めて、そして法案

そのものが提案者から廃案にされた、これもまた、日本政治の上でも、大変大きな世論

の勝ちと申しましょうか、そう いうふうに記録されるものと思います。

私どもの自治体が、今、直接の権能を持つ立場ではありませんが、市長という立場、

あるいは所属いたします全国革新市長会と いう立場か らは、早くそれが憲法違反の自衛

隊海外派兵にならないようにということを、声明をもって提起をいたしました。

事あるごとに、我々にも意見を求められた事情もござい ましたけれども、私は日野市

の市是と申しましょうか、いわゆる平和都市宣言を行っている当市といたしまして、世

界のいずこにも戦争の紛争が始まるということは、これは絶対反対であります。

日本国憲法が、過去の非常に国民を悲嘆の究極に追い込んだその経過にかんがみて、

今日の平和憲法が制定をされ、その平和憲法の理念と思想、が国民によく定着をし、いざ

という場合には、やはりあるべき良識と常識に基づく判断が生まれる、こういう経過で

あっただろうと思っております。

今後、大きく国民世論に問われる問題が生 じた場合には、やはり憲法の、特に 9条の

理念をしっかりと打ち立てて、その限定の中で国際社会に貢献をする という役割は、立

派にある と思っておりますO
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したがし、まして、時点、時点に応じて憲法を守る、そして特に憲法 9条の思想、を、国

民の今後の歴史に明確につないでいかなければならない、このことを自治体としても強

く関心を持つべきである、このように考えております。

0副議長(福島敏雄君) 竹ノ上武俊君。

029番(竹ノ上武俊君) 大変ありがとうございました。

ひとつ憲法を守るために、今後ますます市長と日野市が御奮闘いただくことを期待い

たしますO

もともと自衛隊は憲法違反である。こ のことを、私はこれから先、国民は明確にして

いくこ とが必要だと思います。憲法があるがために、自衛隊の始まりでありました警察

予備隊、これは1950年に、占領放棄であるポツダム政令によって発足をしたものであり、

日本国憲法で発足 したものではありませんO そして戦力を持たないという憲法があるた

めに、 こういう名称を使いました。警察予備隊の武装力が小きいころは、政府の答弁で

は戦力ではない、これは実力でありますなどという答弁をしていたわけでございます。

しかし、 今度戦力が国際的にも第何位というところになってまいりますと 、自衛のた

めな ら戦力を持ってもし、し、とい う政府の答弁にな ってきました。そして現在は、国連や

アメリカのことを利用いたしまして、海外にも派遣をできるとい うふ うに、政府見解が

変わってきているわけでございますO

の立場、憲法の立場から言えば、こういう解釈をしてきてい る内閣法制局の答弁、

あるいは政府の答弁は三百代言というべきものであるわけでございます。この点を、今

後国民がしっかりと見つめていくというのが、私は大事だという ふう に思っております。

そして、冷戦がなくなったという考えもあるようでございます。 しかしソ連の軍事同盟

はだんだん力がなくなり 、あるいは解消の方向に行っておりますO しかし日米軍事同盟

が示 しておりますように、アメリカを中心とする軍事同盟は、ますます強化をされてお

ります。この動きに、我々日本国民は警戒をいたしまして、その動きには絶対について

いかない、このことが必要だと思います。

12月 6日付の赤旗新聞には、アメリカの元政府高官が発言をしておられます。ジョン

ソγ米政権下で司法長官だったラムゼイ・クラークという方、この元米司法長官が言っ

ております。 日本は自衛隊や人を海外に派遣すべきではない。そしてまた、最近、決議

をされました国連安保理の採択した武力使用容認決議、これは国連憲章に違反するもの

である。国連が戦争の道具になったものであって、こういうことは国際的に認めてはい

けない。アメ リカの司法長官だった方がこういうふうにして発言をするように、 アメリ
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カの圏内の世論もだんだんと動き、平和を守る方向に発展をしてきております。

人であれ民間であれ、アメリカへの軍事協力、これをさせてはならないわけでござい

ます。兵たん基地を守る、輸送を支える、医療活動をする、あるいは通信を行う、これ

らは民聞がやっても、外国から見れば、米軍の戦争活動への協力となります。こういう

ことは日本国憲法の立場からやるべきではない。私はすべての国民が戦後の歴史を守り、

日本が再び侵略戦争の愚を行わないように、頑張っていかなければいけないというふう

に決意をいたしております。

そういう点で、市長の心強い答弁をいただきまして、ともにこれからも力を合わせて

頑張っていきたい、こういうふうに考えた次第でございますO

以上をもちまして、第4聞の質問を終わらせていただきます。ありがとうございまし

Tこ。

0副議長(福島敏雄君) これをもって21の4、いかなる形であれ、海外派兵には自治

体としても反対を貫けの質問を終わります。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異

議ありませんか。

[ r異議なしJと呼ぶ者あり〕

OilJ議長(福島敏雄君) 御異議ないものと認めますO よって、暫時休憩いたします。

午前日時41分休憩

午後 2時4分再開

0議長(小山良悟君) 休憩前に引き続き会議を聞きます。

一般質問22の 1、 多摩川河床古代象化石調査についての通告質問者、谷長一君の質

問を許します。

[27番議員登壇〕

027番(谷 長一君) それでは、通告に従って質問をいたします。

この多摩川の河床古代象調査についてということにつきましては、議場に入りました

ら、このようなことが行われるというようなことが書かれたものが配付されておったわ

けでございます。この多摩川河床古代象につきましては、平成 2年 8月19日、日野本町

多摩川で、石についている石ごけを鮎がかじるわけなんです。そのかじった跡を調べま

して、鮎の一つの縄張りを調べていた松本さんが、河床の岩盤、水深50センチから60セ

γチのところで、きばの化石を発見した。これがステゴド γの一種、アケボノ象のきば

の化石であったということでございます。
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多摩地方では、古代象の歯の化石は何例か発見されておりますが、きばの化石が完全

な形で発見されたということは、めずらしいのであります。これは多摩川の中央部の河

床が、 8月9日、 10日の両日に襲った台風10号により水量が増し、岩盤が洗われ幅20セ

ンチ、長さ 1メートルほどのきばの化石が発見された。都内では初めてであるというふ

うに、報告されているわけでございます。この河床は、今から150万年から200万年前の

泥岩層で形成されて、つくられているわけです。

そこで、このアケポノ象の体長は約 2メートルほどの小型の古代象と言われまして、

500万年前から50万年前、アジア地方に分布していたと言われているわけでございます。

我が国でこれまでに九州から関東にかけまして、 30カ所から発見されているわけであり

ます。近くは川崎市から狭山市、昭島市などで発見されているということであります。

これらを見ましでも、我々がときどき言います陸地移動説等も考えられるようになるわ

けでございます。

今回発見されたアケポノ象は、中国から渡ってきたステゴド γが、日本列島が大陸か

ら離れたのに伴いまして小きくなった、小型化したと考えられているわけです。そのよ

うなことを考えてみますると、大陸から別れた時期を考える上で、非常に大切な化石で

あるということが言われるわけでございます。

また200万年前から150万年前のこの多摩の地方、関東の気候はどうだったかというこ

とも、考えられるわけでございます。当時は、恐らく温暖な亜熱帯気候であり、またき

ばの発見されたこの場所近くは、恐らく内湾で静かな、海へ注く。河口ではなかったかと

言われておるわけでございます。

同じこの日野市におきましでも、昭和46年11月16日には、栄町五丁目、成就院の裏で、

多摩川で発見された日野鯨もあるわけでございますO さらに浅川の滝合橋付近の堤防の

工事で発見された、これは木ですけれども、ミタセコイヤ等も化石として発見されてい

る。これらから類推しましでも、やはり亜熱帯気候であったなということが、ある程度

は証明されるわけでございます。

このようなこともありますと同時に、日野市には日野市埋蔵文化財発掘調査等に関す

る取扱要綱というのがあるわけでございます。この要綱は、文化財保護法の精神に基づ

き、日野市教育委員会が行う埋蔵文化財の発掘調査を円滑に推進するに必要な事項を定

め、もって文化の向上に資するを目的とする。委員会は、前条の目的を達成するため、

次の各号に掲げる業務を行うということでございますO

その業務にのっとって、埋蔵文化財に関する各種の調査及び記録の作成等が行われ、
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発掘されました埋蔵文化財の保存及び活用、さらには研究等が行われなければならない

わけでございます。その目的を達成するために必要な業務は、やはりこの委員会が行う

ということになっいるわけであり、この発掘調査は教育委員会ではすべてできませんの

で、その業務の委託等につきましては、一部または全部を委託することができるとい う

ような要綱になっております。当然、発掘調査につき ましては予算も伴うものであると

同時に、やはり専門家の、学芸員の力もいただかなければならないということにな るわ

けです。

そのような要綱等に基づいて、これから日野市がどのよ うなこ とを行わなければなら

ないかということが、当然、考えられるわけでございますO

そこで第 1点としましては、発掘調査の状況は今どうなっているかという ことと、ど

のくらいの日時を要するのか、または予算はどのくらいなのか、それから調査団の組織

は非常に大切でございますので、その調査団の組織等はどうなっているかという ことと

同時に、やはり保存の活用及び研究とい うようなことを考慮、いたしますと、当然、市民

に対するPR等も必要ではないかという ことに相な るわけでございます。

まず、これらの点につきまして、質問をさせていただきますO

0議長(小山良悟君) 谷長一君の質問についての答弁を求めます。社会教育部長。

O社会教育部長(坂本金雄君) ただいまの質問にお答えをいたします。

初めに調査の状況でございますけれども、御質問の中にございましたような台風によ

る増水によって、河床が洗われたところに象のきばが発見をされた。多摩川漁業共同組

合の日野支部員、松本甚吾さん、日野本町五丁目 10の7に在住の方が発見をされたので

ございます。

この方がきばの一部を持って博物館に訪れてまいりまして、その鑑定を依頼されまし

た。博物館側では、慎重を期しまして、 8月31日に学芸係長が国立科学博物館へこの化

石を持参をいたしまして、鑑定を依頼したのでございます。その結果、鮮新世と呼ばれ

る、今から大体180万年くらい前から500万年前にさかのぼる時代だそうですけれども、

そのころの長鼻類のきばの化石である、ほぼ間違いがないというように鑑定をされま し

Tこ。

9月 1日になりまして、信州大学の亀井節夫教授外 3名の研究者が現地を下見に参り

ました。調査についてのいろいろな打ち合わせを、博物館側とやっております。それに

よりまして、 9月の 3日と 4日、建設省の京浜工事事務所、 多摩川上流事務所へ河川敷

の一時使用願いについて、申請を行いました。
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9月5日に、多摩川漁業共同組合へ出向きまして、多摩川における化石調査の実施に

ついて、やはり申請書を提出いたしました。関係機関、団体への手続をす、ベて済ました

わけでございますO

9月 6日、 予備費から博物館委託料に618万円を充当さ せていただきまして、翌 7日

金曜日 、午前から、化石の発見現場上流に仮の堰をつく り始めまして、これが 8日に作

業を終了いたしました。これによりま して、流れの水が完全にとまったわけでございま

す。迂回を させて流すようにしたわけでございますO

同じ 8日に、 広報課より各報道機関に対しまして、古代象化石の発見、調査について

ニュースを発信いたしました。これがもとになりましてNHKニーュ ス、それから新聞

各紙に化石発見の報道がなされたわけでございます。

報道がなされまして、こういう事実が広 く知れ渡りますと、中には惑い方もいらっ しゃ

いますので、化石の盗掘を防ぐために終日、監視体制をしきまして、 9月 9日日曜日、

約100名 くらいが化石の状態はどんなふ うになっているかを見にまい りまして、大勢の

方が多摩川に集まってまいりました。

翌日の10日、い よいよ発掘を開始いたしまして、 この日 1日だけでもって掘 り上けYこ

のでございます。ふるさと博物館へ、掘り上げたきばの化石が含まれている泥岩塊を搬

入いたしました。こ の泥岩層と いうのは連光寺5層という地層の中に入っておりま した。

そして約150万年くら い前のステゴドソの一種であ るアケボノ 象に、ほぼ間違いがない

と、発掘を担当した東大医学部の解音Ij学教室、犬塚先生が判断をされました。 9月11日

には発掘が終わりましたので、この仮堰を撤去をいたし まして、 12日にその撤去作業が

終了をいたしてお ります。

11月の2日か ら、このきばの化石の保存処理を行うために、きばの化石の周りを覆っ

ております泥岩を取り除 く作業、クリ ーニ ング作業と申しておりますけれども、このク

リーニ γグ作業に着手をいたしました。そして現在、そのクリーニング作業を続行中で

ございますけれども、 作業は、 当初の予定どおり順調に進んでおります。何せ古いもの

でございますので、化石の本体を壊さないよう に、振動を与えない細心の注意を払って、

現在、作業をしておりますO

調査団は、先ほども申しましたが、調査団長に信州大学の教授、それから京都大学名

誉教授の亀井節夫先生にお願いをいたしまして、実際の調査担当者は東大医学部解剖学

教室の犬塚則久先生にお願いをいたしました。

今後の調査のス ケジュールでございますけれども、このクリーニ ング展を明年の 3月、
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平成2年度いっぱいまでに終わらせます。そうしまして、平成 3年の 4月から平成4年

の3月いっぱい、 1年間をかけまして、詳細な調査報告書の作成にかかるわけでござい

ます。

市民へのPRというお尋ねでございますけれども、市民へのPR、公開につきまして

は、来年度も博物館では企画展を考えております。この企画展の一つに「太古の日野J

というテーマで、この象の化石を中心にいたしまして、日野の様子を展示したい、この

ような計画を立てております。これは再来年の 2月ころにこの企画展を実施する予定で

ございますけれども、この企画展の中で、市民の皆きんに直接見ていただく、こういう

ことを予定をいたしております。

5点の御質問をまとめてお答えしたような形になりましたが、以上でございます。

O議長(小山良悟君) 谷長一君。

027j寄(谷 長一君) ただし、まの説明で、質問の要旨は回答されたわけでございます

けれども、埋蔵文化財またはそれによって発掘されたきば等は、やはり国民共有の財産

であるわけで、すo そうなりますと、この発掘費用等を考えてみますると、 800万もかか

るわけで、す。そうなると、当然これらの財政負担ということは、ただ日野市だけではな

く、やはり国とか都等によって、相当部分を賄うことができなければいけないのじゃな

いかと考えていることも、私は当たり前ではないかと思うわけです。

それと同時に、いろいろとこのような作業を行う上で、また最後の企画展、太古の日

野、象の化石を中心に、平成4年の 2月ころ行うというような答弁でございます。それ

らのことを考えてみますると、やはり多くの、今はもちろんですけれども、これからの

問題点、もあるのではないかと思うわけです。

さらには、ただ大きな企画展をやって終わりということでは、余りにも見すぼらしい

というか、やはり市民に、または小中学校等その他高校、さらには大学等にこれを活用

してもらう、研究の資料にしてもらうというようなことも考えてみると、どうしてもそ

のあたりの問題点というのがたくさん秘められているのではないかと思うわけでござい

ます。

そこで、ただいま申し上げました618万もかかりますけれども、との財政負担の割合

等がもしおわかりになったら教えていただきたいと同時に、さらにこれからの問題点等

もありましたら、お伺いしたいと思いますけれども、ひとつ、わかりましたらお答えを

願いたいと思います。

0議長(小山良悟君) 社会教育部長。
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0社会教育部長(坂本金雄君) 財政面からの御質問にお答え申し上げます。

きばが発見をされまして現地での発掘作業、これに要する経費が618万円でございま

すO これは予備費で充当させていただきましたけれども、川の流れを迂回させる、相当

大規模な工事でございまして、 618万円のほとんどがそのせきとめの費用でございます。

土木工事的な性格を持つものに使わせていただきました。

平成 3年度の、きばがし、よいよ泥岩の中から出てまいりまして、そのきばを、ほかの

ところで発見されたきばと比較をしましたり、各種の分析、調査報告書にまとめ上げる、

その一連の作業が306万6，000円でございます。これの算定の基礎には、調査団側からの

積算によりまして、 306万6，000円としたわけでござい ますo それか ら平成4年の 2月に

予定をしております企画展にも経費がかかりますけれども、 これについてはまだはっき

りした数字が出ておりませんO

以上のような財政負担でございますけれども、この負担の割合でございますが、すべ

て市費で賄われることになっております。地面の中から出てまい りましたものですから、

埋蔵文化財として取り扱うのではない。初めは私ども事務局もそのように考えていたの

でございますが、文化庁とか東京都の文化課に問い合わせましたところ、 埋蔵文化財と

いうのは、いわゆる弥生とか縄文とか、そういう 時代に出て まいりま した土器、住居祉

その他を指すのであって、動物の体の一部が出てきた、 この牙などについては埋蔵文化

財の扱いをしない、こういう見解でございます。 したがって、市費で全額、賄うことに

なります。

0議長(小山良悟君) 谷長一君。

027番(谷長一君)

しいですo

そこで、今度は市長さんにお伺いしたいのですけれども、いわゆるプレ縄文とか縄文、

現状の問題点につきましては、 これで大体わかりますのでよろ

または弥生、それ以降の出土品でなければ国とか都の財政負担はないのだ、取り扱いの

範囲だというような御答弁を今、いただいたわけですけれども、そのあたりにつきまし

て、 これから日野市の未来というのは非常に長いわけでございます。永劫に続くもので

すから、ぜひ市長さんが、市長会等におきまして、このようなことがありましたら、ぜ

ひとも国な り都なりに財政負担の全額要求をしていただくような形態がとれないものか。

なぜかと申しますと、先ほど言いましたように、このようなきば等は、学術研究の上

からも、また地質学の上からも非常に大切なものではないかと思うわけです。そうなる

と、当然、国民共通の財産ということが考えられるわけです。市長会等におきまして、
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これから強い要求等をしていただけるかどうかということを、ひとつ市長さんにお伺い

いたしますO

0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) この夏、台風が非常に多かったわけでありますが、思いがけ

ず、台風10号のもたらした、多摩川の河床に久し振り に河原敷が出てきたということと、

それからいわゆる河床と言われております粘土層が露出したということでありまして、

それに伴って今回の、古代象のきばが出土した。

日野市の行政区の中で、思いがけず、新しい発見ということにもなるわけであります

し、確かにこれは人工を経た、つまり出土した埋蔵文化財と言えるものではないという

ことは明らかでありますO しかしながら、ロマンに富んだ、太古の、象が悶歩した時代

の推測というようなことは、子供たちに大変夢を与える壮大な、子供の感情に影響する

ものがあるだろうということで、私はむしろ率先して、出土した材料を学術的にあるい

は地質学なり古代生物学というような見地からも、価値があるものだろうという ことで、

ちょうど 9月議会の決算委員会の機会でございましたけれども、ちょっとそのことも報

告をして、今後の調査については予備費で対応いたしますということも、お伝えをいた

しまし7こO

調査の体系を整えまして、一応ふるさと博物館に今、収納をしているという状況であ

ります。これからの調査も、だんだんと専門家によって進むだろうと思っております。

確かに今、御指摘の、思いがけない経費の出費なものですから、予備費というととで

一応対応はしたわけでありますが、全額、日野市が負担をしなければならないものかと

いうことに対しますと、確かに期待することが生まれてくるわけでありまして、もっと

都レベル、あるいは国レベルの財政援助を期待したいものだったなという感じがいたし

ます。他の例も、多分あるだろうと思っておりますので、よく類似のことを調べ、根拠

を設けて、そして国の文化行政の関係につきましでも、ひとつ要請をやってみたい、こ

のように今、指摘を伺いながら感じたわけであります。

0議長(小山良↑吾君) 谷長一君。

027番(谷長一君) この件につきましては、確かに埋蔵文化財の範鴎ではなくて、

それ以外のものだということがわかるわけですけれども、やはりそのような点につきま

しては、非常に広範にわたる学術研究、さらには国民の、特に青少年等に古代のロマ γ

というのを与え ると同時に、それを知ることによって、自分の市、町が本当に昔はこう

なんだったと、すばらしい日野だというよりも、日本のすばらしさ、さらにはこれが大
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陸とつながっていたのだというような、陸地移動説等と絡みまして、分離の解明という

資料にもなると同時に、子供たちが見て、ゃあ、日野には昔はこんなところがあったの

だな、本当にこうだったのだなというのを実証づけられるわけですね。

そうなると、ふるさと博物館は小さいわけですから、これは何もあそこに古代象の像

をつくれとか何とか申しませんけれども、やはり 多 く人の集まるようなところへ、日野

鯨とか、または今度発見された古代象の像をつくって、一つのモニュメントとして、多

くの市民の、おらが町というような観点に立っても、発展させていく必要があるのじゃ

ないかと思います。

このようなことを申し上げまして、ぜひそのようなことに進んでいきたいということ

をお願いしまして、本質問を終わります。

0議長(小山良悟君) これをもって22の1、多摩川河床古代象化石調査についての質

問を終わります。

一般質問 22の2、 自然との触れ合い市民農園をふやせの通告質問者、谷長一君の質

問を許します。

027番(谷 長一君) 私が通告し ました自然、との触れ合い市民農園と いうことであり

ますけれども、日野市では、要綱に よると消費者農園と いうこと になっておりますけれ

ども、特にこの場合は市民農園とい う形で、質問をさせていただきます。

健康づくりの第 1歩というのは、十分に管理された食生活による と言われているわけ

でございます。我々は、毎日毎日 、通常 3食は実際に体の中に食物を入れると いうのが

習慣でございます。入れる こと によって、消化器はもちろ ん、 ほかの内臓が活発に活動

を始めるということでござい ます。食物をとることによって、消化器に刺激が与えられ

る、胃の活動が活発に起こ る。これが刺激されて、反射的には小腸、大腸などが活動を

起こすわけでございます。それですから、 食事の時間と いうのは、昔から忙しい、忙し

いといっても、おろそかにしてはいけないという ふうに、私は母親から教えられてまいっ

たのでございます。

1日3食の食事は、そうなると、大変貴重な、大事なことであり、またその時間を、

貴重ではあるけれども、やはり 大切にしなければならない。当然、昼は昼食の時間とい

うこと になると、 昼休み等も設けられているわけでございます。やはり規則正しい食欲

のリズムというのが、私は健康のための基本になるのではないかと思っております。い

かに 3食のリズムをよくやっても、ビタミン類が不足する。特によく皆さんがわかって

いるように、ビタミ γ1、2、それからナイヤチ γやビタミ γCを豊富にとるというこ

「
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とが大切でありますO

そうなると、当然ホウレ γソウとかカボチャにはそのようなものが含まれておる。ま

た大根とかナス、キュウリ等もとらなければいけなし、。また特にかんきつ類等にも含ま

れておると言われておるわけで、す。

カルシウムの多い牛乳、これは牛乳がもとになって乳製品がつくられるわけですけれ

ども、やはりそれらの物も野菜とか魚介類等と適当にまぜていろいろ食べる。この前、

議会で、研修に行ったときも、ばかの大食いとか、飯をたくさん食うとかと言っていまし

たよね。一番必要なことは、何種類もの数ある物をたくさん食べるのだ。また特に、野

菜等が嫌いじゃだめなんだ、野菜とか芋類というのは繊維がある。繊維植物だというこ

とも申されておりました。

それらのことも考えてみると、いろいろと栄養価のあるものの出現というのを考えて

みるということも大事じゃないかと思うのです。私の場合は、いつも食べている物とい

うと、先ほど申しましたような物に蛋白質源としては大豆食品、そうなると豆腐とか納

豆とか味噌というようになってしまうわけです。それにあと一つは御飯と魚介類と肉、

こんなものが私がいつも食べている物であります。

ときどきそのほかにアミノ酸類も食べなければ、栄養価を高めることができないとい

うので、私は食生活につきましては人一倍努力しているということを、おのずから言う

ことができるのです。

結局、何だかんだ申しましても、一番大切なことは、先ほども申し上げましたように、

なるべくいろいろな種類な物を好き嫌いなく食べるということに、私は尽きるのではな

いかと思うわけでございます。それと、さっきも控え室でいろいろと話をしたのですけ

れども、カルシウムが不足すると、根気がなくなったり、だるくなったりしてしまう。

またかっけ症状等も出てくると言われています。特に、長い間カルシウムが不足してし

まうと、骨粗霧症といって、足を上げたり何かして、階段なんかも上がれなくなって、

しまいには寝たきりになってしまうというようなことも言われているわけです。

そういうことを考えてみると、やはり私はどうしてもそこに自然との触れ合いという

ことも、当然考えなければならないということになるわけです。

そこで、いろいろ今まで出されたものを、特に新聞や何かにも出ています0 ・これは今

議会でも新しく出てきました議員がし、ろいろと指摘するところでありますけれども、現

在の世の中におきましては、毒も食べなければならないというのです。なぜかというと、

毒を食べても一一たくさん食べれば死んでしまうのですよ。(I皿まで食べる」と呼ぶ
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者あり)皿を食ぺちゃだめなんです。やはり毒も、毒であるということをよく知って食

べるということが、大切だと思うのです。

食べるということは、そうなると、これが毒だということになれば、食べながらバラ

γスを考えて食べるのです。毒も薬になる場合があるけれども、特にリ γ、そういうも

のになると、やはり中に残ってしまうので、すO 鉛も残る。これは重金属ですから、大き

な問題になっているわけで、すO

そうなると、特に日本の場合は非常に農薬や何かも規制されているわけなんです。有

機リソ剤というような農薬が検出されたり何かをすると、食用として供することはでき

ないのですから、農薬の使用基準等を見ると、 1週間または14日、 21日というような形

で表示されているわけで、すo しかし野菜等につきましては、 1回散布をして、次に20日

も聞があると、もう虫に食べられちゃうわけなんです。これはなぜかというと、虫が食

べないということは、きいているから、ちょっと食べてもすぐ死んじゃうわけです。そ

れですから食べられないというふうに、単純に考えてもいし、のじゃないかと思うわけで

す。

特に、我々もおそばや何かも食べます。またさらにうどんなんかも食べるわけでござ

いますけれども、このような小麦とかおそばなんということになると、日本国外からも

結構来ているのですよね。特に小麦や何かの場合だと、輸送が非常に長 くかかる関係上、

この前もちょっと執印議員が言っておりましたポスト・ハーベスト、それなんかを見る

と、収穫後に害虫とかかびが出ちゃだめだ、困るというので、その防止の目的で果物や

果実に今度は入れちゃうのですよね。それだけ散布しちゃうのです。

そうなるとどうなるかというと、外国から持ってくるということがわかりますね。そ

れですから、そのあたりについて考えると、パイプ等で送り込んでしまう。いわゆる農

薬ですから、虫は食べないけれども、今度は後にいろいろな弊害というのが出てくるわ

けです。ものによると、 1年、 2年、 3年じゃなくて、 10年も持続するというようなも

のも入れられるわけなんです。

特にバナナやイチゴなんかを見ましでも、うちに置いておいて腐るバナナと、腐らな

いイチゴというのがあるのです。日本のキュウリ等におきましでも、腐るキュウリと腐

らないキュウリ、これはおかしいですけれどもあるので、す。 1カ月置いたった腐らない

キュウリもある。普通、イチゴ等は 3日か 4日置けば、すぐ腐敗が来てしまうので、すO

がしかし、マイシ γ等をこれに散布すると、腐らないのです。特にキュウリや何かだと、

1カ月置いてやっと黄色くなるかなという程度なんで、すO 非常にこわいということも言
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われているわけです。

しかし、食品の安全性を監視するということは、いわゆる市民団体が始めているわけ

なんで、す。そうなると、やはり市民団体が始めている、いろいろ検査をするというのも、

依頼主となると、始めた人が依頼するわけですから、国にそのようなものがないのです

から、これは当然と言えば当然だけれども、そのようにものをうるさく言う人がし、て、

初めて国も目を覚ますというか、国も、これに対してどう対応したらし巾、かということ

になるわけです。私は、そのような消費者運動ということは、非常に大切ではないかと

思うわけです。

そのようなことを考えて、残留農薬をどのようにチェックするかということで、すJそ

こで、ちょっと例を挙げて申し上げますと、スーパーや何かで、無差別に購入してくる

わけで、すo それで小麦粉を約50軒買ってきて、どのくらいその中に有機リン系の農薬、

日本でも使われているスミチオ γとかレルラとかマラソ γ、そのようなものが検出され

たかというようなことです。

それは50品目を検査して、 29品目も出ているわけです。有機リ γ剤です。非常にこれ

は注目しなければならないというよりも、恐ろしいと言ってもし、し、じゃないかと思うわ

けでございますO

特に国内でいろいろな農作物が賄えた時代は、私はそれでよかったのじゃないかと思

いますけれども、今の時代ということになると、肉でも野菜でも果物でも魚介類等にし

ましでも、飛行機で輸入をするわけです。これらの輸入された物を野放し状態にしてお

くということは、いかに怖いかということも言えるわけで、すO

余り怖い、怖いと言いますと、いろいろな業者の方等もおりますので、刺激をしてい

けなし、かと思いますけれども、やはり残留農薬の基準ということを考えてみると、言わ

ざるを得ないのです。怖いですから、だれかが悪者にならなければ、この世の中はよく

ならない。そういうことを考えてみると、このようなことを言って、あのやろうはあん

なことを言っていると言われでも、私は承知で言っているのですから、結構ですけれど

も、困る人もいるわけです。

それですから食品添加物、絶対に許可きれない農薬というのが体に入っている人も、

たくさんいるわけです。特に我々がいつも畑に菜っぱなり野菜類をつくると、まず何を

かけるかというとスミチオ γだとかマラソンだとか、こういうのですよ。それはいわゆ

る神経性毒性というのがあるわけです。

これは微量に摂取した場合には、免疫機構に障害を与えるということなんです。それ
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ですから摂取量だけでいくと、これは安全なんです。がしかし、そこに疑問が投げかけ

られているわけで、すO 前にも、環境庁のある局長が自殺をなされましたよねC あのよう

な問題を見ましでも、初めは何でもないのですよ。時がたつと、微量に摂取されたもの

が、毒性を発揮してきて、体を侵してしまうというふうになるということを考えてみる

と、このことは我々国民の健康にかかわる問題ですから、早急なる検査体制の整備を急

ぐとい うこと も、 当然考えられるわけです。そのようなことを考えて、安全性がいかに

大事かとい うことも、当然関われなければならないとい うふうになるわけです。

それで、外国来た物はどうして危険なのかということ を、いろいろと調査や何かをし

てみますると、新しい農薬の毒性、残留性、それから分解性、 安全性の上での問題とい

うことになると、問題があると、日本の場合や何かは認可されないわけです。そこでこ

れらの新しい農薬を、すべて基準以内におさめるということで、クリアするよう にしま

すと、その開発に長い年月、それとあと一つは多額の費用を必要とすることは、もう当

たり前です。

そうなる と、前にもいろいろと、我が国におきましでも回収された農薬等がある わけ

です。それがあとの時期まで、その回収される薬というのは非常に きくのです、毒性が

強いですか ら。 あとでこれはわかるのです。それですか ら恐ろしい ということ も言える

と同時に、科学構造とか製造法が非常に、 昔の物は単純であったのです。がしかし、今

は非常に複雑になっている。複雑ということになると、 高度の科学技術を持っ ていない

と、つくることができないので、すO それですから低開発国はどこ かということになると、

そのようなところのお米や何かはみんな安いのです。食べる物でも何で も、これは安い

ので、すO そうなると、農作物の価格が国際的に、日本のよう に5倍も6倍も、 7倍も 8

倍も高いというようなところにおいては、新しく開発きれる農薬というのは、安全性が

当然高いということができるわけで、すO

しかし、日本と比較をして、生活程度の低いところというと非常に申しわけないので

すけれども、 生活費が低いところということになると、農薬もやはり低いのです。特に

開発途上国等では、激しい国際競争に打ちかとう、特にイラクがクエートに入っ ただけ

でも、何十万人、 120万人も人が動いてしまうわけです。そうなるとみんな帰ってきちゃ

う。そんなことでも大変なんです。やはり国際競争に打ちかっとい うことが、単にその

ような労働者の問題だけではなくて、農作物においても、輸出をするためには高価な物

は輸出できない。そうなると、当然それを低く抑えるためには、農薬も高価な物でない

物を使うわけです。
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そこでやはり我々も昔使ったことがあるのは、高価な物でないということになると、

前にも申し上げまして、福島議員や旗野議員が笑っておりましたけれども、ああ、そう

だという人もいました。いわゆるエンドリンや何かなんです。この前も、ここの議会で

言ったのです。ドリン系の物ということになると、非常に問題が多いわけです。問題の

多かった薬を、今、発展途上国で、使っているのです。これは塩素系ですから、すぐでき

るので、す。ちょっとでできるのです。そういうことを申し上げると悪いですけれども、

それですから輸入食品には、そのような問題がある。やはり国産品と異なって、輸入品

は本当に赤道の下の方から、またはアメリカ等から持ってくると、 1カ月から 2カ月も

かけて、船で送られてくるわけで、すO そうなると、暑さとか湿気とか虫とか、いろいろ

な問題がたくさんあるわけですから、それをクリアしなければいけないから、当然、か

びが生えたり、腐敗したりするものを抑えるために、薬をいっぱい入れてしまうという

ようになるわけです。

それなら、食品衛生法というのが日本にはあるわけですから、農薬の毒性とか残留性

の基準というのは定められて、これをどうやって抑えるかということになっているので

す。しかしそこに、それ以外の物が使われていると、チェックというのがないのです。

認可されていないものということになると、日本じゃ、残留基準がわからないのです。

それを一々検査をして、どうするとか、こうだじゃないのです。それだからそこを通っ

てしまう。フリーパスなんです。そういう怖さというのがあるわけです。

そういうことを考えてみると、日野市の市民農園、消費者圏、これがやはりある程度

皆さんが安全なる食品を、毒は食べてもパラ γスよく食べるということになると、こう

いうもので自分でつくってみて、自分で体験をして、それでこのように野菜等つくるに

は大変なんだなということを味わうと同時に、きれいな野菜はいかに危険かということ

も認識することができる。これは体験によって認識するのですから、こんなに貴重なも

のはないわけです。

そこで質問に入るわけですけれども、非常に前ぶれが長かったのですけれども、やは

りひとつその怖さというのを皆さんによく知っていただかなければいけないので、その

ようなことを申し上げたわけでございます。

そこで、ここではいわゆる消費者農園と申し上げます。消費者農園の基本的なあり方

や、それから消費者農園の面積と区画数は今どのくらいあるとか、または平成 2年の 9

月に国によって市民農園整備法が施行されたわけでございます。そこで、これらの市民

農園の充実と促進をするようなお考えはあるかどうかということを、お尋ねいたすわけ
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でございます。よろしくお願し、し、たしますO

0議長(小山良悟君) 谷長一君の質問についての答弁を求めます。生活環境部長。

O生活環境部長(糸川 滋君) お答えいたします。

都市農業は、今お話、るるございましたが、生鮮食料の供給を初め、貴重な緑の供給

など、良好な都市環境づくりに役立っております。特に勤労市民層の多い日野市といた

しましては、労働時間の短縮によりますゆとり時間の活用として、農地を耕すという要

求は、今後も増大するものと予想しておるところでございます。

ところで現在、消費者農園は 5カ所ございます。土地開発公社所有の用地が 2カ所、

民地が 3カ所でございます。それらの合わせました面積でございますが、 6459平方メー

トルに及んでおります。区画数といたしましては、 トータル285区画がございまして、

現在、開園 しておる次第でございます。

ことしの春、一つの入園者の切りかえがございまして、契約更新によりまして、新入

園者を募集 したところでございますo この状況でございますが、 422人の応募がござい

ました。平均してみますと、先ほど挙げました区画数からまいりますと、平均倍率とし

ては1.5倍というような状況でございます。

需要に対しまして、区画数が不足の状態にあるわけでございますが、これがまた農閣

の所在場所によりましての、便利のよい農園となりますと、希望者はさ らに増加すると

いう状況でございまして、その度合いはますます強くなる、こういうのが現状でござい

ます。

一方、市民農園促進に当たりまして、先ほどお話しありました平成元年 6月には、市

町村ゃあるいは農業共同組合が営利を目的としない、農業者以外の方々に対して行いま

す、特定農地貸付に関する農地法の特例に関する法律が制定されましたし、また平成 2

年 9月には、市民農園整備促進法が施行されました。本市の市民農園促進に当たりまし

ては、今後、農業振興政策とのかかわりの中で、関係部署とも協議の上、より以上の整

備促進を図っていきたい、そのように考えておる次第でございます。以上でございます。

O議長(小山良悟君) 谷長一君。

027番(谷長一君) 第 1点と第 2点の、消費者農園の基本的な考え方とか、このあ

り方、それから面積と区画数等についてはよくわかりました。それから平成 9年に、市

民農園整備促進法が施行されまして、これからはその充実とか推進、促進を図る上で、

農園振興という立場から、その機関とよく協議をして行うということでございますけれ

ども、市長さん、特に最後に市長さんにお伺いしたいのですけれども、やはり先ほど申
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しましたように、非常に今の野菜等は、そのようなこともありまして、毒性を含んでい

る可能性があるということを考えまして、当然、この消費者農園、これは日野市で言うも

のを、もっと大きくしていかなければならないと思います。

そうなると当然、これから市の消費者農園促進という形においても、基本的な考え方

というのも持っていかなければならないというふうになると思いますので、市長さんの

お考えを、お伺いしたいと思います。

0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 都市農業という問題は、宅地の供給ということと裏腹の関係

が政治課題になってくるわけでありまして、私どもの日野市では、早くから都市には生

産緑地という形の農業が、都市計画上からも必要である。そしてまた、都市環境を健全

に保つためには、農業も生産の場として維持、奨励をしたいということが、今までの日

野市の農政と言えたというふうに思っております。

今、非常に勉強された、いわゆる農薬等の影響という観点から、つまり健康を侵すと

いう観点から、むしろ健康行政にも市民農園という形で、市民にもっと生産にいそしむ

場を提供すべきではなかろうか、こうし、う提言だと承りました。

これまで公共用地のこととあわせまして、いろいろな土地を農地として、あるいは公

共事業用地として土地を持たれる方に提供をしていただく、賃貸契約も結構ですし、貸

していただいて賃貸という形も結構ですし、日野市に公共事業用地として、相続等には

なるべく売っていただきたい、こういうことを基調といたしまして、ときどきお願いを

してきております。

なかなか従来の農地法が機能していたこともありまして、農家の農地を行政が借りる

ということの困難が、今までありました。だからあっせんという形、あるいは入園とい

う形で、中間的な引き合わせといいましょうか、いわゆるあっせんのお仕事を多少やっ

てまいりましたが、なかなかまだ農家からの土地の提供が十分というわけにはいかない

わけでありまして、先ほど部長がお答えしておりましたとおり、日野市が管理をしてお

ります市民農園は、需要にまだ足りないという状況でありますので、今御指摘の観点か

らも、もっと農地の提供を P Rをしてみて、そして一方また、土地に触れて、直接食品

になる作物をつくられようという希望の方々には、その機会をなるべく潤沢に提供する、

こういう行政努力が必要だというふうに承ったところであります。

確かに健康とそれから農薬の問題、これは表に出されたら、本当にこれで食えますか

というような状況にあるということは、だんだんと市民意識に定着しつつありますので、
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日野市は独自の立場からも、この都市農業というものを、なるべく農地として存続でき

る、そういう施策を行っていきたいと考えております。

0議長(小山良悟君) 谷長一君。

027番(谷長一君) 市長さんから、都市計画上、または健康行政の上からもという

ような観点から、これから公共事業用地なども獲得して、土地供給をしてくださるとい

うようなことで、すO 我々が考えている自然との触れ合い指向、それとあと土、日、さら

には週 3休になるということを考えてみると、余暇の時間をどのように利用するかとい

うことになると、その背景には市民農園、消費者農園というのがあるのではないかと考

えておりますO

市長さんが言われました、今、表に出たら、これで食べられるのかなというようなも

のもあるということを考えると、いろいろな面でのストレス社会ということを考えなが

らしていくと、当然これらの消費者農園は、自然との触れ合いの上からも、多くの人々

が要求しているのではないかと考えられるわけです。当然、行政としてもこれに反映す

るような政策をとっていただきたいということをお願し巾、たしまして、質問を終わりま

す。

0議長(小山良悟君)

間を終わります。

一般質問23の 1、神鋼跡地利用計画と周辺の諸問題についての通告質問者、福島盛之

助君の質問を許します。

(14番議員登壇〕

これをもって22の2、自然との触れ合い市民農園をふやせの質

014番(福島盛之助君) 私の方は、夢もロマンも余り持てないような、それこそ小さ

な世界のささやかな問題を取り上げさせていただきまして、一般質問といたしたいと思

います。

それでは神鋼跡地、正確には神鋼電機住宅跡地というのが正確かもしれませんが、そ

の利用計画と周辺の諸問題と題しまして、質問させていただきます。

この件につきましては11月の 8日、市長及び企画財政部長より、私、地元議員 という

ことで、既に説明をしていただきました。そして付近住民に対しましては、 時期を見て

公開の場で説明会を開くとのことでありますが、付近住民にとりましては、長い間、深

い関心を持って見守ってきた場所でもありますし、新町、栄町方面にとりましでも、こ

れからのまちづくりの核となるところでもあります。議員各位におかれましても、認識

を深めていただきたい、そんな願いを込めまして、これから企画財政部長より再度、都
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の住宅局より提示をされました神鋼跡地利用計画の全体像について、まず御説明をいた

だきたいと思います。よろしくお願いいたしますO

0議長(小山良悟君) 福島盛之助君の質問についての答弁を求めます。企画財政部長。

O企画財政部長(長谷川暢男君) ただいまの質問にお答えしたいと思います。

神鋼跡地利用計画とその周辺の諸問題というテーマでございますO 御承知のとおり、

この場所につきましては日野市栄町二丁目の跡地でございます。既に東京都が、早い時

期に買収をし、遺跡調査を59年から昨年までかかりまして、やっと終了したという場所

でございます。

東京都は、住宅建設のために都条例の第 7条に基づきまして、市に事前の協議申し出

があるわけでございます。その内容としては、当然、住宅建設ということで、場所は、

先ほど申しました栄町二丁目 12番地、面積は、全体の面積 2万2284平方メートルでござ

います。その中で、平成 2年、 3年、 2カ年にかけて、完成時の入居の目標を、平成 6

年3月完成というような予定でございます。

そのような内容の中で、当面、現状の協議の問題としては平成 2年度に手がけたい、

そのうちの 3棟部分、戸数では 3棟、 56戸の戸数でございます。平成 3年度 3月ころ着

手して、平成5年の 3月に完成したいというものでございます。

その敷地の内容としましては、当然、東京都の都営住宅建設のための敷地内には、住

宅に附帯する施設があるわけでございます。その中には集会所、ごみ容器置き場あるい

は自転車置場、受水槽、活性汚泥槽、それに駐車場というような内容でございます。

なお、公共公益的な施設の中では、地域の施設としてかねて市が要望していました用

地を、一定の面積を提示させてもらっております。なお駐在所の移転に伴つての用地確

保、防火水槽の問題、児童遊園というような内容が含まれているということでございま

す。

特にその全体の面積の中に、都市計画道路3・4・8の代替地としての要求を過去、かね

てから議会にも御説明を申し上げてきました。当然、この替え地に伴う都有地でござい

ますので、ぜひこの中に替え地部分を提示してほしいということで、過去、東京都に要

請してきた経過があるわけでございます。

そのうちから約3，500平方メートルの提示を、その中にされているというのが、総体

の、全体計画でございます。以上でございます。

0議長(小山良悟君) 福島盛之助君。

014番(福島盛之助君) ありがとうございました。ただいま御説明をいただきました
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ように、この利用計画、図面などを見させていただきますと、住民の方々には全く細心

の心配りをした計画であるように、私、感じられます。だが、細部に入りますと、問題

もいろいろと生じょうかと思いますが、地区の活性化のために、商庖会などでは歓迎の

意をあらわしておるようでありますので、速やかな建設、望まれるわけでありますが、

以下 3点に分けまして、質問をいたしたいと思っております。

それではこの都営住宅建設に当たりましては、当然、資材の搬入のための大型トラッ

クの進入路の問題がございます。御承知のように、この建設地に至ります道路は、日野

駅方面から、多摩大橋に向かう都道160号線より右に折れる幹線市道、H-53号線と市道

Aの60号線の 2本があります。幹線市道、 H-53号線は、日野駅の方から多摩大橋の方

に向かいますと、鋭角に曲がるわけでございます。隅切りの問題あり、幅員も大変狭く、

大型トラックの進入はどうかなと思う場所でございますが、平成 2年度中には、 3棟の

都営住宅の建設計画を進めるという、ただいまの御説明のようでございますが、それで

はこの道路計画などは、どういうふうになっておられるのかというものでございます。

これが第 1点目でございます。

次に、第 2点目といたしましては、この壇上より私、再三お聞きをいたしております

計画道路3・4・8号線の建設にかかわる代替地の件であります。ただいま御説明をいただ

きましたが、四谷前、上屋敷で関係する地主は18名でございまして、その総意をもちま

して、 7月24日に市長及び東京都知事あてに神鋼跡地内に代替地を確保するようにとの

要望書を提出いたしましたが、ただいま企画財政部長の説明にありますように3，500平

米、これは 2カ所、予定地として指定をされたわけでありますが、まだまだ十分とはい

かないと思います。 3・4・8号線に四谷前、上屋敷の18名が買収予定の面積はどのくらい

なのか、計画道路早期の工事着工のためには、まだまだ交渉の余地は残されているのか、

再度、担当部局よりお考えをお聞きいたしたいと思います。

続きまして、集会施設の建設計画はおありなのかということでございますが、この都

営住宅建設計画に当たりましては、早くから新町、栄町の自治会挙げて、大変多くの住

民の署名のもとに、中規模程度の文化的集会施設をつくってくださいという請願が出さ

れまして、議会でも採択をされておるところであります。

西町、上屋敷の自治会等では、家の狭い人は、会議をする場所がないので自治会長を

引き受けられないとの話も聞いておりますO この計画説明によりますと、集会施設用地

としての敷地500平米、面積的にはまだまだ物足りないにいたしましでも、確保された

わけでありますので、朗報として、喜ぶべきことであります。
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市当局といたしましては、せっかく住宅局で用意してくれたこの500平米の用地をど

のように活用するお考えがあるのか、また500平米と言えば、この地区では何階建てが、

何平米くらいの建物が建つのかということでございますO よろしくお願いをいたします。

O議長(小山良悟君) 企画財政部長。

0企画財政部長(長谷川暢男君) 御質問の 3点について、お答えしたいと思いますO

まず 1点目の関係でございます。建設における進入路の問題ということでございます。

私の方も、庁内で関係部署を集めまして、 11月の初め、東京都の住宅局の出先でありま

す都の西部建設事務所の説明を求めましたO

その説明に対して、現在、庁内では各関係部局の意見、すべてを含んでの意見調整の

まとめをやっているところでございます。よって、御質問の建設における進入路につき

ましては、確かに御心配の部分、十分理解できるわけでございます。現状の道路の幅員

等も考慮、した中で、は、工事はどうなるのかというような問題がありまして、各部局から

おのおのの立場で今、要望が出てきております。企画の中で調整をし、これから市とし

ての意見調整をまとめた中で東京都に要望をしていくということでございます。

そういう状況の中で、あくまでもこの進入路の問題につきましては、警察あるいは地

元住民、日野市としての安全対策などを含めて十分東京都と協議もしていく、また東京

都でも責任を持って実施しますというお答えをもらっております。いずれにしても、こ

の辺の市民の安全対策上の問題から、十分配慮した中での要望書を提出していくつもり

でございます。

なお 2点目の計画道路3・4・8の代替地の問題でございます。今、御質問者の方からは、

18名の 7月24日付の文書というようなお話もあるわけでございますが、当面、代替地と

しての用地内に3，500平方メートルの面積を出していただきました。その状況というよ

りは、その道路にかかる希望の用地としては、 4000強程度の面積が必要だということは、

話を伺っております。全面的に4，000強の面積の希望者があるとなれば、当然、面積が

不足するわけでございますが、当面3，500平方メートルの面積で、ございます。今後の状

況を踏まえた中で対処していくという考え方でおります。

なお、 3点目の集会施設の建設計画でございますO この場所につきましては、市がか

ねてから面積、用地として求めてきた部分でございます。 3・4・8の道路に面した場所、 5

00平方メートルの用地を出してもらいました。

この活用につきましては、過去、議会等の請願あるいは陳情等の経過もあるわけでご

ざいますが、こういったものを参考にしながら、当然、市がすべての財政負担をした中
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での建設になるわけでございます。よって、地元の意見等も十分聞きながら、今後、市

としての建設方針を確定していきゐたいというふうに思っておりますO

この場所につきましては、第 1種住宅専用地域でございますので、 48・80でございま

す。よって、 2階建てということになろうかと思いますが、やはり道路に面した場所で、

ございます。十分、駐車場等の配慮、も必要だろうということで、現状では考えておりま

す。具体的な問題としては、今後庁内の関係箇所の調整、あるいは請願陳情、住民等の

要望を踏まえた中で、市の方針を確立していきたいというふうに思っておりますO 以上

でございます。

0議長(小山良悟君)

014番(福島盛之助君)

福島盛之助君。

ありがとうございました。

それでは 1点目の進入路の件でありますが、四谷前区画整理、今、話し合いが進めら

れておりますが、当然この区画整理が進みますと、計画道路の3・4・22号線が日野駅下の

ジャンボパチンコ広前まで出るわけでございますので、問題がなくなるわけであります

が、現状では先ほども申し上げました幹線市道のH-23号、ち ょっとややこしいのです

が、それを利用せざるを得ないのではないかと思っておりますが、市長といたしまして

は、この問題、余り騒ぎたくない部分ではないかと思います。

と申しますのは、栄町 1の3の3ですか、シャト 一朝日先の隅切りの問題でございま

す。これは長い間、地区の住民の方、また利用者から苦情が出ているところでございま

すが、今回はこれを何とか解決をしなければいけないのではないかと思っております。

この都営住宅建設工事を進めるためには、避けて通れない、解決を迫られるわけであり

ます。

私は、市長の熱意次第では道は聞かれるのではないか。この際であります。都と二人

三脚で、住民要望にこたえるためにも、ぜひ最善の努力をお願いをいたしたいと思って

おります。

次に 2点目でございます。代替地の件でありますが、私、 6月議会でも取り上げさせ

ていただきましたが、その回答といたしまして、市長は都の住宅局の方へ積極的に働き

かけるとの約束でございました。

その結果として、十分とはいかないながらも、一応の成果を見たわけでありますので、

私はその努力に対しまして、心から敬意をあらわしたいと思っておりますO だが、 6月

27日の都の用地課の話によりますと、この3・4・8号線は、金銭による買収で、代替地は

出さないとの強い姿勢であったにもかかわらず、結果として代替地が用意されたわけで
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ありますO 関係住民といたしましては、大変喜びをあらわしている半面、これからの対

応が大変難しいのではないか、そんな思いをして、悩み続けている者もあろうかと思い

ます。

買収予定になっております地権者はこれから大変不安を抱くかと思いますが、関係部

局といたしましては、今後の問題に対しまして、的確な御指導のほどを要望いたしたい

と思っておりますO

次に、集会施設の問題でありますが、中央線から西の地域、新町、栄町、面積にいた

しますと2.2平方キロでございまして、世帯数は3，000、人口は8，000と、今、発展途上

にある関係からか、公共施設と言えば小学校、地区セシタ一、自治会館と、文化施設ゼ

ロと、大変おくれを来しているところでありますが、まだまだ自然はたくさん残ってお

りますので、努力次第では緑と文化の市民都市にふさわしいような地区でもありますの

で、文化施設の建設、ぜひ実現していただきたいものであります。

また、この地区は、区画整理など組合施行が進められつつありますので、ゆくゆくは

東の東部会館に対しまして西部会館、今、議論がされております浅川公会堂に対します

多摩川会館と、夢は大きく広がってくるような感じもいたしますが、当面は、やはり今

用意をされました500平米の用地の利用であります。生涯学習が叫ばれている現在でご

ざいます。市民要望を十分満たされるような施設づくりを要望をいたしたいと思いますO

それで最後になりますが、これだけは市長にお聞きし、また要望いたしますが、先ほ

ども申し上げました、長い間の懸案事項でありますし、また住民、通行人が大変苦労を

しております栄町 1の3の3、シャト一朝日のところの隅切りの件でございます。

市長はこの問題解決のために、土地所有者宅を訪れてお願いしたことがあるのか。同

じ日野市内で22年近く、市長の座にあるわけでございますので、一度くらいはお願いに

行ってもよかったのじゃないかなと私、思うわけでございますが、その辺の見解につい

て、市長、よろしくお願いいたしたいと思います。

0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) ょうやくということになるわけでありますが、栄町方面の都

市計画事業が動き始めるというきっかけが進みつつあります。正確に言えば、神鋼電機

株式会社日野工場社宅跡地というのが正確な呼称になると思っておりますけれども、た

またま現在の大坂上中学と、それから日野台高校が工場跡地に実現しております。そし

てその当時、今、話題になっております社宅の跡地を、東京都の住宅局当局に勧めて、

所有をしてもらったということでありました。
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その後、御承知のとおり、遺跡調査の作業のために大変長い時間を要しまして、ょう

やくそれらの前提条件が終わって、市に正式な協議が持ち込まれた、こういう段階まで

参りました。

その全体構想につきましては、既に地元に御説明する前に、議員さんにもちょっと御

意見を聞いた機会があるわけでありまして、おおむね歓迎していただけるというふうに

受けとめておりますO

御指摘の道路のこれからの作業、建設なり公道になる道路の隅切り部分のことであり

ますが、これは今までいろいろな形でお願いをしていましたけれども、なかなか納得を

される手段がない。また向こうから出される条件には、 こちらがのめる内容に当たらな

いということで、懸案ということで時間が経過しておりますO

持ち主の方も、私も別の意味では面識もありますし、 それからお話のできる関係でご

ざいますので、数回、家に行ってということじゃありませんが、協議の機会は持ってお

りますし、お互いが物別れにな ってい るという感情ではございませんので、できるだけ

の正当な考え方に立って協議をしていただける、こういう状況をっくりたいと思います。

きっかけをつくるためには、こちらから礼を尽くしていくというのは当然だと思ってお

ります。よろしくお願し、し、たします。

0議長(小山良悟君) 福島盛之助君。

014番(福島盛之助君) 今度のクエート・イラク問題、人質解放に当たりまして、参

議院の猪木寛至ですか、体を張ってイラクまで出向きまして、人質を解放してきたとい

う朗報も聞いております。ある国の女党首の方は、 声ばかりは大きくて、とうとう行く

機会も失っているという方もございます。このような轍を二度と踏むことのないように、

ひとつ市長、よろしくお願いをいたしたいと思います。

ありがとうございました。以上で質問事項を終えさせていただきますが、これはちょっ

と問題が違うわけでありますが、お許しをいただきたいと思います。

実は新聞紙上に再々掲載をされております関係から、一般市民からお尋ねを受けるわ

けでございます。庭積みの机の代物、これは宮中で使う大和言葉かと思いますが、これ

は大嘗祭におけるお供え物のことでございます。

新しい時代の幕あけとも言える平成天皇の即位の礼、国事行為として11月の12日、世

界の169カ国、各国元首、高官の参列のもとに、厳粛に行われたわけであります。それ

に引き続きましての大嘗祭に対しまして、私たち日野市の農業者が最も誇り得る東光寺

の大根、この場合、ダイフクということで呼ぶのだそうでございますが、全国の特産品
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とともに、祭壇に飾られたということであります。

この供納に当たりましては、宮内庁から各都道府県に特産品の供納依頼があり、東京

都では農業感謝実行委員会がお受けをいたしまして、キャベツは練馬、三鷹のウド、シ

イタケは青梅、八丈島のテングサ、そしてこの日野市には大根と、要請がありました。

東光寺の疏菜研究会といたしまして、種々協議の結果、年齢的にも若く、農協の支部長

として、また栽培実績もある和田恒雄氏に奉公者としての白羽の矢を立てたのでござい

ます。

そして、その名誉ある行事に対しまして、研究会員挙げて協力をし、まず畑の選定か

ら耕うん、整地と最大の気配りの上に、異常とも言える暑さの中の 8月24日、蒔種祭を

行いました。そしてまれに見る皐ばつにもかかわらず、肥培管理、その苦労の効ありま

して、見事なできばえに、関係者一向、安堵の胸をなでおろしたわけでございます。

そして11月16日、これは先勝の日でまことにめで、たい日だそうでございますが、各種

農業団体役員、約150名の参加を得て、圃場におきまして盛大な収穫祭がとり行われま

した。そして19日には収穫、洗浄、荷づくりと済ませまして、 20日には和田恒雄氏御夫

妻、新調のモーニングに威義を正しまして、南農協の日野支庖の前より、パトカーの先

導を受けまして宮内庁に参上、供納の大役を済ませたといったわけでございます。引き

続いて明治神宮、伊勢神宮、東京都知事、そして日野市長と、報告を兼ねましてお礼を

申し述べたわけであります。

私は、この新しい年の初めに天皇様が、その年に収穫をされた各地の特産物を歴代の

祖先に供え、稲の収穫を喜び、祖先とともにその年にとれたお米をいただくことにより、

翌年に向かつて新たな活力を生み出し、国民とともに国の繁栄、世界の平和をお祈りす

る行事に、私たち日野市の農業者が大根栽培を通して参加できたことは、まことに意義

あることではないかと思っております。

この大嘗祭を、天皇家の宗教的行事などとは、私は別にいたしまして、日ごろの努力

が報われたことを喜ぶと同時に、誇りを持ってもいいのではないかと思っております。

だが、長い間、大根栽培に情熱を燃やし続けてまいりましたこの土地も、まちづくりの

一環といたしまして、区画整理事業の話も進められております。私は、この事業完成の

暁には、この地に大嘗祭献上、大根栽培の地とでもいうような記念碑を建立をいたした

い、そして後世にこの事実を語り継ぎたい、そんな思いをいたしておるところでありま

すが、収穫祭に出席した来賓者の祝辞の中に、これほど地元の人が熱心に協力し合いな

がらしておる収穫祭に、市長の顔が見えないし、また、他市ではこのような場合、市挙
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げて盛り上げていただけるのになと、残念がっていたことも事実として申し上げなけれ

ばなりませんO

農業者にとりましては、二度とない喜びの場であったわけでありますので、もう少し

市当局といたしましでも、理解を示してくれてもよかったのではないかな、そんな思い

をしながら、ただいま発言をさせていただいておるところでございます。ありがとうご

ざいました。

0議長(小山良悟君) これをもって、 23の 1、神鋼跡地利用計画と周辺の諸問題につ

いての質問を終わりますO

お諮りいたします。議事の都合により、暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御

異議ありませんか。

[ I異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって、暫時休憩いたします。

午後 3時40分休憩

午後4時51分再開

0議長(小山良悟君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

お諮りいたします。議事の都合により、あらかじめ会議時間の延長をいたしたいと思

いますが、これに御異議ありませんか。

[ I異議なし」と呼ぶ者あり〕

御異議ないものと認めます。よって、会議時間を延長すること0議長(小山良悟君)

に決しました。

お諮りいたします。議事の都合により、暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御

異議ありませんか。

[ I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よ って、暫時休憩いたします。

午後4時52分休憩

午後 5時52分再開

0議長(小山良悟君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

一般質問24の1、ゴミ減量・リサイクル都市を目指そう!の通告質問者、執印真智子

君の質問を許します。

[2番議員登壇〕

02番(執印真智子君) それでは通告に従いまして、ゴミ減量 ・リサイクル都市を目
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指そうということで、今回は廃食油の処理について、日野市としてどう対応されるかと

いうことを、質問させていただきます。

日野市を流れる多摩川水系は、数十キロメートルにわたって私たちに潤いを与え、東

京湾に注いでいますO 本来は、美しく清らかなはずの川ですが、下水道の不備も影響し

て、生活排水がそのまま流れ込み、汚れているのが現状です。

この生活排水の中には、合成界面活性弗jを含んだ合成洗剤や廃食油が含まれており、

川を汚す原因となっていますO 合成洗剤による汚染は広く知られるようになってまいり

ましたが、廃食油については、まだまだ認識が薄いのではないでしょうか。

東京湾では、汚れの 7割が生活排水によるものだそうですが、そのうちの 2割強が廃

食油だと言われています。また、この廃食油を500ミリリットル流しますと、魚が住め

る状態に戻すためには、何と風呂おけ330杯分の水が必要とされています。

日本一生活排水による汚染の激しい手賀沼に隣接する柏市では、廃食油の量を減らす

対策として、廃食油から石けんをつくるミニプラ γ トを導入しております。このミニプ

ラγ トというのは、炊き釜と石けん切断兼製粉機で、で、きており、石けん工場の30分の l

の大きさで、 40リットルの廃食油と、 4，000円分ほどの添加剤を使えば、 78キログラム

の粉石けんができるのだそうです。日本石けん工業会という団体が製造と販売を担当し

ており、これにより手賀沼に流れ込む廃食油が徐々に減っているそうです。

また、沼津市と町田市では廃食油を回収し、粉石けんをつくっています。町田市の場

合、市の消費者セソターの諮問機関である石けんを広める会と、行政と業者がタイアッ

プし、つくった石けんを町田石けんという名で、市民に向け、販売しているそうです。

廃食油を 4トγ集めておくと、 8トγから12トンの石けんができるのだということです。

沼津市の場合は約20年、廃食油のリサイクルが続いているそうです。

農林水産省では、来年度に全国 7市町村を廃食用油リサイクルモデル地域に指定し、

行政、消費者団体、回収業者団体などを組織して、リサイクル方法の検討を始めようと

しています。

さて、日野市においてはいかがでしょうか。生活排水としての廃食油の処理について

は、どのような対策が講じられているのでしょうか。学校給食での廃食油は、業者に引

き取ってもらっているようです。廃食油、イエローグリースと呼んでいるのだそうです

が、 肥料、ペイソト、そして二、三割が石けんとして還元されるそうです。

一般家庭ではそのまま流すか、可燃ごみになっているかだと思います。また、飲食庖

などはどうなっているのでしょうか。 日野市としてどのような働きかけをなさっている
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か、まずお尋ねしたいと思います。

0議長(小山良悟君) 執印真智子君の質問についての答弁を求めます。生活環境部長。

O生活環境部長(糸川 滋君) それでは、私の方は消費生活運動の観点からのお答え

を申し上げたいと思います。

現在、家庭での食用廃油の回収は、日野市新生活運動推進協議会が積極的な取り組み

を行っております。市では、その運動を支援するために、回収を委託業務に位置づけて

おるところでございます。月 1回、生活保健センターの広場、そのほか 6カ所で、その

回収を実施しておるところでございます。年間約1，300リッタ一、持参者約140人の実績

があるというところが現状でございます。

廃油は、今まで業者が石けんの納品の折に無料で回収しておったのでございますが、

ことし11月からドラム缶 1本4，000円の引き取り手数料が必要になるなど、新たな課題

が生 じております。一般的には、食用廃油の家庭の処理方法といたしまして、台所に流

す、布や紙に含ませて、生ごみとして捨てる。三つ目としては、固形にして捨てる。あ

るいは四つ目としてはリサイクルするなど、さま ざまではないか と思われます。

御承知のように、台所に流すと排水管の詰ま り、あ るいはお話のあり ましたとおり河

川の汚染、下水処理施設への悪影響など、 環境問題まで及びます。そのようなことから、

廃油は台所からは流きないという啓発活動が、 最も重要ではないかと考えておるところ

でございます。

そのため、流さない方法として、身近なところでリサイ クルされることが大切と考え

ます。つまり、家庭や地域のグループで石けんにつく りかえると いうことが一つの方法

でございます。

また一方で、は、こういうことも言われておるわけでございます。食用油をなるべく使

い切って、廃油になる全体量を減らすという努力でございますO 最近、使った油をこし

て、そしてその後また新しいものを差 し油というのでしょうか、しながら、 15回程度は

使用を続けても、その油の質に変化はないとい う実験データが発表されているのを見て

おり ます。

廃油の回収についての委託事業は、引き続き行っていくという考えでございます。さ

きに述べましたように、身近なところでの石けんづくり、油をなるべく使い切るなどの

リサイクル運動をより支援できるよう、取り組んでいきたいというふうに考えておると

ころでございます。以上でございます。

0議長(小山良悟君) 執印真智子君。
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02番(執印真智子君) ありがとうございました。とにかく食用油を使い切るという

方針であるということですので、基本的には最もであるというふうに考えます。

しかし、こういった市の方針が、どこでどのようにPRをされているのでしょうか。

市の方針を知らない市民が多過ぎるのではないかと思います。

今回、私の方で食用油について、市民70人に聞いてみました。まず食用油はなるべく

使い切るということができているか、もし廃油を出してしまったときには、どのように

処理しているか。また、市のなるべく使い切るのだという方針を、どこかで自にしたこ

とがあるかという 3点を聞いてみました。

そうしましたところ、使いこなせているかという点につきましては、 70人中13人が使

い切っている。 60人は廃食油を出してしまうということでした。 2番目の、使い切れな

かった廃油はどのように処理しているかということに関しましては、何らかの形で可燃

ごみに捨てているという人が50人、内訳は、先ほど部長さんの方からも御説明ございま

したように、ぼろや新聞紙にしみ込ませて可燃ごみにして出す、これが 2人。それから

牛乳ノミックに入れ、可燃ごみに出す、これが31人O 固める何とかというような凝固剤を

使って出す人が17人というふうになっていましたo 2人が自宅の庭に埋める、または庭

で焼くという答えを出しました。そして、流しに流しているという人が 2人いました。

再利用している人が 5人、これは石けんづくりに使う、機械作業に使う、ランプ用に保

存しているという答えをもらいました。

そして 3番目の、市が言っている、食用油はなるべく使い切るというのを知っている

かという質問に対しては、 70人中たったの 4人しか見たり聞いたりしたことがないとい

う返事でした。

この結果を見ますと、市の方針を知っている人は余りいないということがわかったの

ですけれども、さらに65%の人が、リサイクル可能な廃油をごみとして捨てているとい

うことがわかりました。

そこで再質問をさせていただきますが、行政の家庭の油についての考え方が、ほとん

どの市民に知られていないようですが、 P R不足をどのように解消していくおつもりで

しょうか。また廃油をリサイクルするという観点で、先ほど御説明しましたような石け

んプラ γ ト、また石けん業者との提携、廃油回収業者とのルートづくりなど、いろいろ

なやり方があると思いますけれども、行政がかかわりを持って取り組みを進めることは、

消費運動の難点、油の保管について消防法の許可が必要で、あるとか、ストックヤードの

確保が必要であるとか、そういうことを埋める意味からも、大変重要であると思います

-534-

が、今後さらに検討していくお考えはあるでしょうか。

それから先ほど飲食庖に関してのお答えがなかったようなので、そちらの方も一緒に

お願し、し、たします。

0議長(小山良悟君) 生活環境部長。

0生活環境部長(糸川 滋君) まず第 1点目のPRの点でございます。

現在、確かに御指摘のありますとおり、 この点につきましての環境浄化あるいは資源

保護の立場からの取り組みについては、十分と言えない状況でございますO 先ほども申

し上げましたとおり、これから強力に取り組みをしていきたいというふうに考えている

ところでございますO

また、後段でお話しありましたPR不足、あるいは石けんプラント、業者との提携な

り、あるいはそのルートづくりということにつきまして、多般な面につきまして、十分

検討、協議を進めてみたいというふうに考えます以上です。

0議長(小山良悟君) 執印真智子君。

02番(執印真智子君) 飲食広についてのお答えがなかったように思うのですけれど

も。

0議長(小山良悟君) 清掃部長。

0清掃部長(小林修君) 清掃部長が答える問題かど うかわかり ませんけれども、多

少関係すると思いまして、一言お答えします。

御存じのように、廃油、家庭用の油が中心ですけれども、 これは私たち清掃部の、清

掃事業の中の廃棄物としては、適正処理困難物の一つに数えられてい るわけで、す。です

から、清掃部が一般的に指導するのは、 家庭等が中心で、 量が少なければ、さっき議員

さんがおっしゃいましたように、紙とか布にしめして可燃物に入れてくださいという指

導はしております。

これが天ぷら屋とか大量に使うところは、極端なことを言えば、産業廃棄物にも該当

するかもしれない。そうなると、やはり私たちがそういうところで指導しているのは取

引広に回収してもらってくださいとい う指導は、現在、しております。ですから、そう

いう油を使う専門のお庖からは、今は清掃部には廃油が持ち込まれていないというのが

現状でございます。

そういうわけで、廃油の回収ルート、大事なことだと思いますので、ただただ生活環境

部だけでなく、清掃部も一緒になって、この処置について考えていきたいと思っている

ところでございます。以上です。
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0議長(小山良悟君) 執印真智子君。

02番(執印真智子君) どうもありがとうございました。

産業廃棄物に入るのかもしれないということで、その辺もちょっとはっきりしていな

いのかなという感じがしたのですが、先ほど生活環境部長さんの方からも御説明いただ

きましたけれども、今その業者が廃食油を回収しなくなってきているということの背景

には、ノンフライめんというのが主流になりまして、パージンオイルがだぶついてきて

いるので、廃食油を回収するよりも、パージ γオイルを使った方が安いということがあ

るのだと思うのですが、このようなことを考えますと、やはり市内の飲食庖でも、かな

り油の処理に困っているのではないか。そうしますと、どこもチェックをしていないわ

けですから、かなり正しい出し方をしなくなるということも考えられますので、ぜひそ

の辺のチェックをしていただきたいというふうに思います。

またそういう状況ですので、業者がもう引き取りませんよと言ったらば、回収ルート

がなくなるということも考えられますので、私は緑と清流の日野市を守るためには、地

域内で、先ほど言いましたミニプラントとか、それから行政が中に入って、業者ととも

に石けんをつくっていくというようなことをしていく必要があると思います。

他市の中では、福祉団体がこの事業に携わっているところもあるというふうに聞いて

いるのですけれども、最後に市長のお考えをお伺いしたいと思います。簡単で結構です

ので、よろしくお願いします。

0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 近ごろ、ごみ問題に対する関心がいろいろ論議をされる時代

に進みまして、特にまた御質問の廃油の問題も浮かんでくるということだと思っており

ます。

私も、ことしの 3月の広報に、ごみ問題に対する解決の考え方ということで、一応の

考え方を市民にお伝えをし、今、いわゆるガラスの廃物までをリサイクルルートに乗せ

ようということで、一応のスタートを切ったところでありまして、その際に、いずれは

廃油の問題にまた及んでくるということも、ちょっと記載をいたしましたO

工業系の油が自然界を汚染するということは、いろいろな形で海洋の汚染等にもあら

われておりますが、食油の終末処分がだんだんと自然環境に悪影響を及ぼす、主壌を汚

染するとか、あるいは水質を汚濁するとか、そういうことになっておるということはも

う事実でありまして、今まで市民運動にゆだねた、そういう形を一応とっておりました

が、量的に言えば恐らく微々たるものだろうと思いますし、石けん化へのリサイクル、
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あるいはいろいろ工夫を要する点があろうと思っております。

ごく一般的な家庭では、最後は紙にでもしまして、生ごみに出していただいて燃焼す

るということが一応の解決だったと思っておりますけれども、ある程度まとまりますと、

せっかくの資源ですから、石けんに使うとか、いろいろ工夫をすべきだろうと思ってお

ります。

特にこれから河川を汚すのみならず、下水道の装置が進みましでも、今度は下水道処

理場で大変厄介なものになるということが明らかでありますので、より積極的に廃油の

問題にも取り組んでいく時期に到達したなというふうに考えております。御指摘のこと

もありますので、行政として何をなすべきか、今後、課題として検討をし、消費者運動

と相呼応する形で、この問題の解決にも取り組んでいかなければならないというふうに

感じております。

現状、お答えとしてはその程度でございますが、もっと具体的なことを検討いたしま

して対応をしていこう、こういう質問に対する、今の状況でございます。

0議長(小山良悟君) 執印真智子君。

02番(執印真智子君) どうもありがとうございました。

私、いろいろなところでごみの話をしますと、市民が今、何を知りたいかというと、

例えば新聞紙を何カ月分ためると、木 1本になるのだというようなところは、市民は大

体わかっているのです。それで自分が今、何をすれば、じゃあ地球環境が守れるのか、

そういうところまで来ているような気がするのです。

ですから、いろいろな場所に行きますと、牛乳ノミック集めるにはどうやったらし、し、の

だ、それから廃油を回収するためにはどうやったらいいのだということを随分聞かれる

のです。ですから具体的な対策として、行政が中に入ることで、環境問題も含めたごみ

問題を積極的に進めていっていただきたい。

また、以前からお願いしておりますように、ごみ情報とし、いますような、ごみのわか

りやすい情報紙も検討をしていっていただきたし、ということをお願いしまして、この質

問を終わりにいたします。

0議長(小山良悟君) これをもって24の 1、ゴミ減量・リサイクル都市を目指そう!

の質問を終わります。

一般質問24の2、子ども達が本当に楽しめる、より豊かな学校給食の実現を!の通告

質問者、執印真智子君の質問を許します。

02番(執印真智子君) それでは質問を始めます。
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今や日本は飽食の時代などと言われ、グルメなどという言葉がもてはやされています。

さまざまな国々から、ありとあらゆる食品を輸入し、食べ物に不自由するという思いは、

全くありません。しかし学校給食が始められた戦後はひどい食料難時代であり、ミルク

だけ、みそ汁だけという給食でも、子供たちにとっては、命を維持するための大切なエ

ネルギー源であったようです。

日野市では昭和21年よりミルク給食が始まり、みそ汁給食を経て、 33年前の昭和32年

に、まず第一小学校で完全給食が始まったと伺っております。現在では小中学校合わせ

て28校、 1万7000人の子供が給食を食べるに至っております。日野市の学校給食は、一

番初めのミルク給食から数えると、 44年たちましたが、近隣市に比べ、突出した面が多々

あるように思います。

まず第 1に、全校が自校単独方式であること。第 2に、各校 1名ずつ栄養士さんが配

属されていること。しかもその栄養士さんが、疑わしき物は使わないという姿勢を貫か

れていること。第 3に、食器の洗浄に合成洗剤ではなく、石けんを使用していること。

第4に、地域に根ざした教育という観点から、地場野菜が使用されていることです。

つまり子供たちは、各学校に 1人ずついる栄養士さんが、子供たちの顔を見ながら決

めた献立をもとに、科学調味料や加工品は一切使わず、煮干しやかつお節でとっただし

で、校舎内でつくられた温かい給食を食べ、しかもその中には、地域のおじさん、おば

さんがつくった野菜が入っていて、食べ終わったら、体に安全で、地球の環境にもやさ

しい石けんで食器が洗われる。そして、近々食器もより安全で見かけもし、ぃ物にかえら

れるという、恵まれた中で給食をいただいております。これも関係者の方々の地道な御

努力の積み重ねと、感謝するところで、すO

今回、一般質問に当たり、ランチルーム、調理室などの施設を見学させていただきま

した。現場の方々のお話も伺い、担当者の皆様が、それぞれの持ち場で最大限の努力を

なさっているということを、この目と耳で確認し、日野市の給食は大変すばらしいと実

感させていただきました。

しかし、仲間とともに並行してとっておりましたアンケートの中に、さまざまなf意見

も出てきており、子供たちが本当に楽しめる、豊かな学校給食の姿をさらに追い求める

ために、 5点の質問をさせていただきます。

アジケートは、各学校 3から 5名の親子を対象に、全部で110件集まっております。

質問の第 1点目は、食材についてです。110件のうち半数が、安全な物を食べさせてほ

しいと答えております。現在、私たちを取り巻く食品事情は、かなりすさまじいものが
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あります。飽食の時代と言われるように、量は確かに満たされておりますが、質の方は

どうかとし、し、ますと、輸入食品、残留農薬、食品添加物、抗生物質の残留など、体への

悪影響を知ってしまうと、恐ろしくて食べられなくなるほどです。

先日私は、ポ ス ト・ハーベスト、農薬汚染というビデオを見ました。それによります

と、輸入のオーストラリア産小麦と、国産小麦を並べて、真ん中にコクゾウ虫を放しま

すと、虫はみんな国産小麦粉の方についていきます。また、オーストラリア産小麦と、

国産小麦を別々の器に入れ、それぞれに40匹ずつのコクゾウ虫を放し、 3日後に見てみ

ると、国産小麦の方はもぞもぞと動いておりますが、オーストラリア産小麦の虫は、み

んな死んでいるのです。

これはポスト・ハーベストのためだということですが、 10年間、決して虫がつかない

ほど農薬をかけている小麦粉もあるということです。日本ではほとんどの小麦を輸入に

頼っております。学校給食で使用しているパ γは、学校給食会ルートで購入しているそ

うですが、原材料である小麦粉、またはパンにするための添加剤などの検査は、されて

いるのでしょうか。

また豚肉や牛肉の飼育中に投与される抗生物質の残留も問題になっています。さらに

飼料はほとんどが輸入です。アンケートの中にも、毎日のように食べるパンの小麦を調

べてほしい。残留農薬を考えると、虫食いの方がし、し、と思う 。調味料以外の添加物はな

ぜ入っているのか。長い間に添加物が蓄積されるのではないかという不安が、強く寄せ

られました。ぜひ十分な検査体制を整備するとともに、市独自で定期的な検査を行い、

結果を市民に公表するなどの措置が必要ではないかと思いますが、いかがお考えでしょ

うか。

2点目は、地場野菜の取り組みについてお尋ねいたします。現在、小中学校28校中、

16校が使用しています。使用している学校では、取り組みが進むに連れ、全体的に野菜

好きになってきたという効果もアンケートの中で報告され、親も喜んでいることがわか

りましTこO

この地場野菜の取り組みは、地域に根ざした教育という観点から始められた施策のよ

うですが、使用している学校と、使用していない学校では、教育的効果に差が出るので

はないかと考えますが、この点について、教育委員会ではどのように受けとめていらっ

しゃるのでしょうか。同時に、今後、全校に広めるための具体的な計画をお持ちかどう

か、お尋ねいたします。

3点目は、新しい食器の導入に伴うスプー γ、はしなどの附属品の見直しについてで
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す。これについては、アンケートの中でもたくさんの声が上がってきております。

1、ジャンボぎょうざのとき、スプ--:1しかなかったので食べにくいため、手づかみ

で食べた。 1年生なので、使いにくいと感じる以前に、なければないなりに対応してい

く、そのことの方が恐ろしい気がします。

2、先割れスプーンになれてしまい、使いやすい。

3、先割れスプー γは学校以外で使われていないのに、なぜいつまでも学校給食で、使っ

ているのか。

4、スパゲッティのメニューのとき、先割れスプーンが出てすごく食べにくかったな

どなど、先割れスプーンに関する報告、意見が 2割ほどありました。

また、新しい食器に対しては、ほとんどの親が大変大きな期待を寄せています。せっ

かく新しい食器にかわっても、附属品がこのままでは食事のマナーにも影響するのでは

ないでしょうか。新しい食器導入に伴い、附属品の見直しが必要かと思いますが、どの

ようにお考えでしょうか。

4点目は、ラ γチルームについてで、す。環境づくりの面からも、学校給食法でうたっ

ている、好ましい人間関係の育成の面からも、ランチルームでの給食は効果があると思

います。六小のランチルームを見せていただきましたが、非常に明るく、子供たちが楽

しんで食事をするだろうと思いました。

アンケートの中では、ラ γチルームがまだ広まっていないためか、 1、移動に時間が

かかり、食事時間が少なくなるのなら要らないというような意見もありましたが、大方

の人はラ Yチルームを望んでいました。例えばランチルームは和室にしてほしい。環境

づくりが大切なのでふやしてほしいというような意見を持っていました。

食を楽しむという点で、ランチルームは非常に効果が高いと思いますが、教育委員会

では今後どのような方針のもとに、今後どのような方針のもとに、どのような計画で進

めていかれるおつもりか、お尋ねします。

最後に、親の意見を反映できるシステムづくりについてお尋ねをいたします。

今回、私どものア γケートの中で、あなたのお子さんが通っている学校では、地場野

菜を使っていると思いますかという質問、またこのたびの新しい食器の導入を知ってい

ますかという質問をしてみましたところ、取り組んでいないにもかかわらず、取り組ん

でいると答えた人や、知らないと答えた人が多く、親自身が学校給食の決定に参加して

いないことに気がつきました。

また、意見の中にはパイキ γグ方式を考えてほしい。昨年の消費税導入や、物価上昇

-540-

に伴い、給食日数が減ったり、質が落ちているのではないか、それなら給食費を上げて

もよいのではないか。我が校でも地場野菜を使用してほしし、。多少コストがかかっても

味気ないえさより、ゆったりと充実した食事であってほしいなど、さまざまな意見があ

りましTこo

こういった親の意見を反映させるシステムは、現在、日野市においてどのような方法

があるのでしょうか。親の意見を積極的に反映させるシステムづくりを検討すべきだと

思うのですが、いかがでしょうか。

以上、 5点について回答をお願いし、たします。

0議長(小山良悟君) 執印真智子君の質問についての答弁を求めます。学校教育部長。

O学校教育部長(藤本享一君) お答えいたします。 5点の件でございますO

まず最初に、食材の安全性の問題でございます。市では、独自の検査は、検食検査だ

けしか、今、現在は行っておりません。これは大腸菌等の検査を、業者に委託して行っ

ているものでございます。

このほかには、東京都学校給食会によって納入をさせている食材を使っているわけで

すが、これらの食材につきましては、東京都学校給食会が食材の安全性の確保を守るた

めにいろいろな検査を行っております。例えば食品検査の内容でございますが、食品の

基礎成分、ピタミ γ等の検査、それから理化学検査として食品添加物、農薬、放射能な

どの検査を行っていると言われています。それから微生物の検査。

それから検査の種目としましてはパ γ、米、牛乳、それから食肉その他、行っておる

ととろでございます。

それから検査機関でございますが、財団法人の日本分析セ γタ一、日本体育学校保健

セγタ一、さらに東京都学校給食会、こういうようなことで行われている。これを伺っ

ております。

それから 2番目の地場野菜の件でございます。 28校のうち、小学校で 8校、中学校で

8校の16校が地場野菜の導入に努めておるところでございますO 一昨年は420万ほど取

り扱いまして、昨年度は670万と、だんだんふえている状況ではございますo これは生

産者または生産者団体と、それから受け入れる学校側の状況を調整しながら、導入をさ

らに拡大していく方向で栄養士会等にお話しをして、学校側、また産業経済課の協力を

得てさらにふやしていきたいというふうに考えておるところでございます。

それから新しい食器の導入にあわせ、はしとかスプ-γ などの見直しをという件でご

ざいます。
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これにつきましては、またいろいろの意見を聞いた中で、それに合わせたものに改善

を図りたいというふうに、検討を進めたいという考えでおります。何に具体的にという

ことは、ちょっと申し上げられませんが、検討して、一番最適なものにしていきたいと

いうふうに考えておるところでございます。

それからランチルームの増設、その計画はという件でございます。児童数の減少によ

りまして、年々余裕教室がふえているということで、これを利用してすばらしい食事の

環境づくりをという願いのもとに、これは年次計画を立てまして、ラ γチルームをつく っ

ております。

平成元年度には 2校、 2年度には 4校、それから来年度にはさらに 4校、平成4年度

にも 4校、 5年度にも 4校というような計画を立てているところでございます。空き教

室の有効活用と教育効果を図るために、今後この計画を実施に向けて努力していく考え

であります。

それから最後の、親たちの意見を反映させる システムづ くりはという件でございますO

これにつきましては、保護者会、または学校給食試食会等、こういう機会に参考意見を

いただきまして、要望等があればそれを反映させていきたいというふうに考えておりま

す。

PTAの中には給食委員会を設置している学校とか、またはしていない学校とかいろ

いろございますが、今のような考えのもとに対応を考えていきたい、以上でございます。

O議長(小山良悟君) 執印真智子君。

02番 (執印真智子君) どうもありがと うございました。 1点目につきましては、農

薬ですとか、放射能ですとかいう検査をしているということですので、ぜひその資料を

提出していただきたいと思いますO それによりまして、また引き続き別の折に一般質問

させていただきたいと思います。

それから地場野菜、ランチルームは積極的にふやしていきたいということですので、

期待をしております。先割れスプー γの件なんですけれども、これはもう私、本当に話

を聞きまして、今どき先割れスプーンを使っている学校があったのかというふうに大変

驚いたものですから、そんなに時間がかか ることでもないと思いますので、早急に変え

ていただきたい、改善をしていただきたいと思います。

それから最後の親の意見を反映させシス テムづく りなんですけれども、給食試食会が

ありましでも 6年間のうちに一度だけなんです。そして親の方がだんだん様子がわかっ

てきまして、意見を言いたいというときには、なかなか言う場所がなくなってきている。
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それから市内に学校給食会というものもあ るようですけれども、栄養士さんと先生と

校長先生だけであって、親が入っていなし、。それはどうもおかしいように思うのです。

ぜひその辺をどのようにお考えなのか、 再度お答えをお願いしたいと思います。

0議長(小山良悟君) 学校教育部長。

0学校教育部長(藤本享一君) 今、現在、こういう 状況で来ていましたが、できるだ

け多く保護者、親の御意見を取り入れ られるように、さらに検討をしてみたいと思って

おります。

0議長(小山良悟君) 執印真智子君。

02番(執印真智子君) ぜひ、私としては学校給食会というのは都でいろいろな決ま

りがあ って、親が入れないようになっているのかもしれないのですけれども、それであ

れば、日野市独自で親の意見を反映させるところをつくるべきだというふうに思います。

ぜひ検討をお願いしたいと思い ます。

今回、給食について調査をするに当たりまして、仲間たちと本当に学校給食は必要な

のかとい う議論をいたしま した。食べる こと は本来親の教育権の範囲であり 、何を食べ

させるかというのも、決定権は親にあるのではないか。 しかしさまざまな家庭条件を持っ

た子供の集まりが学校ですか ら、やはり給食は必要なんではないかという、まだま だ議

論の余地はありますけれど も、そうい うような意見でここ まで進んでまいりました。

先ほどお話ししましたように、給食とい うのは命を長らえるために始ま ったも のなん

ですけれども、今、現在、 社会全体が飽食の時代と言われて、食べ物がふんだんにあふ

れているという中で、生命の維持とい う逼迫 した必要性はなくな ってきているのかなと

いうよ うにも思うわけです。

しかし一緒に同じものを食べる、そうい う行為を通 して交流する、そのために給食が

必要なのではないだろうか。こ れま での給食と違って、 新 しい視点での新しい給食を模

索するときに来ているのではないかと思います。

現在、学校給食は学校だけで考えられているのが実態です。親自身も、そのような流

れの中で、 学校にゆだねてし まっている面が多々あると思います。親の教育権として学

校給食がとらえられるように、親の意見を反映させる仕組みがどうしても必要だと思い

ますので、これをさらに検討していただきますように、強くお願いをいたしまして、こ

の質問を終わります。

0議長(小山良悟君) これをもって24の2、子ども達が本当に楽 しめる、より 豊かな

学校給食の実現を!の質問を終わります。
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一般質問24の3、食と緑を守るために「農のあるまちづくりJを!の通告質問者、執

印真智子君の質問を許しますO

02番(執印真智子君) それでは、食と緑を守るために「農のあるまちづくりJを!

の質問をいたします。

私は、私たち市民の食料と緑を守るために、都市農業はなくしてはならないと思う立

場から、質問をしたいと思います。

このたび、宅地の供給促進策のーっとして、三大都市圏の市街化区域内農地に関する

固定資産税の宅地並み課税と、相続税の納税猶予特例の廃止が自民党税制調査会で決ま

り、今国会で法案化される見通しです。

私は、今回、都市農地への課税強化が実施されても、住宅問題の根本的な解決にはな

らないだろうと思います。それどころか、周辺住民にとっては緑の保全、住環境という

点でかえって大きなマイナスになるだろうと考えます。なぜなら、税金を支払うために

農地の一部が切り売りされ、それは一般市民ではなく大企業や、大手デベロッパーの所

有となり、小間切れ分譲やワ γルームマンショ γとなって、さらにスプロール現象を招

き、無計画な都市化を進めるだけだと考えるからです。

家が欲しいとか、もっと広い家に住みたいというのは、私たち一般市民の共通の願い

ではありますが、この大都市から農地という緑地空間をこれ以上なくしてまで宅地をつ

くることは、長い目で見れば地球の環境を悪化させるだけだろうと思います。

私は、都市農業は都市住民にとって大変重要な役割を担っていると思います。一つは

住環境を守るということ。そして二つ目は、食料自給スペースが身近にあるということ

です。住環境を守るということで言えば、そこに土があり、緑があるということで、生

態系の維持、土や空気や水の保全、地下水の溜養、災害時の避難場所など、大変大きな

役割を果たしています。また自然情操教育、精神安定化、季節変化の確認など、実にさ

まざまな思恵を、私たちは農地スペースから受けているわけで、す。

二つ目の、食料自給の観点から言えば、都民の食べる野菜の 1割が現在ある東京の農

地、約 1万平方メートルでつくられています。私たちの食べているキャベツのうち、 1

人当たり年間大体6個なんですが、この 6個のうち 3個は東京産です。また現在の日本

の穀物自給率は大変低く、 30%と言われていますO

地球の温暖化が進み、もし外国で皐ばつなど起こりましたら、日本への食料供給は恐

らくストップされるだろうと思います。食料が満ちあふれているように見えながら、実

は大変もろい食料事情の上に今の日本の食卓が置かれているので、す。
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さらに身近で食料が生産されるということは、この目で安全性が確かめられるという

ことでもあります。輸入農産物の安全性については、最近騒がれているポスト・ハーベ

ストや、放射線照射などがあります。食品を遠距離輸送するためには、さまざまに手を

加えなければならないのは、当然と言えば当然です。

輸送距離に比例して、消費者に見えない部分がふえるのも、また当然だと思います。

昔から四方三里の物を食べていれば健康に暮らせると言われてきましたが、東京産野菜

は、まさに見ょうと思えば見えるところで育っているわけです。

では、実際、日野の市民意識はどうかとし、し、ますと、平成元年度の市民意識調査によ

れば、住宅難なので宅地として供給するべきであると考えている人も17.4%いますが、

38.2%の人が、新鮮な食料を市民に供給する役割を持っているので守るべきであると考

えていますし、 25.1%の人が緑地としての景観や環境保全の上から必要で、あると考え、

全体として63.3%の人が農業保全意向を持っていることがわかります。

また日野市の基本計画では、時代にふさわしい農業の振興を主眼に、経営基盤の確立、

農業経営の安定化、触れ合い農業の促進がうたわれております。

きて、農業保全への市民の思い、日野市の計画の中で農業の実態はどうかといいます

と、最近15年間で農家数は約30%の減少、昭和60年度で638戸、耕地面積は約半分に減

少し、 274ヘクタールとなっています。

これらを考えてみますと、市民の多くが農業のある町、日野市を保持しようと考えて

いるにもかかわらず、農業を続けている方々には、非常に厳しい状況があるのだと考え

られます。市民が望んでいるまちづくりのためには、市民と行政が一体となって、日野

市の農業を発展させていく必要があると思います。

そとで、今回の税制改革後の日野市の農業施策につき、 8点、お尋ねしたいと思いま

す。

1点目は、農業の保全育成についてです。長期営農継続農地制度廃止、宅地並み課税

により、政府は都市農業をつぶそうとしているかのように思われますが、日野市はその

方針に対し、どのようにお考えでしょうか。こんな地価の高いところで大根などつくら

ずに、もっと人のいないところに移って農業をやれというのか、市の基本計画に沿って、

どこが何を言おうが都市農業は守るのだという立場に立って、保全育成へ積極的な対策

をお考えなのか、お尋ねしたいと思います。

2点目は、農業を続ける上で何よりも大切な後継者育成という点です。農業に明るい

展望が持てないということが、後継者不足の大きな原因と思うのですが、後継者育成の
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ための環境づくりについて、どのようにお考えでしょうか。

3点目は、今回の税制の対応策として、生産緑地への移行の働きかけをするお考えは

ないでしょうか。税制改革大綱によると、保全すべき農地と、宅地化すべき農地とに分

け、宅地化すべき農地には課税し、保全すべき農地は生産緑地や調整区域への逆線引き

をすると考えられます。生産緑地についての基準も緩和されるようですが、まだ詳しい

内容が発表されていないので、お答えになりにくいかと思いますが、農家の皆さんに、

生産緑地に変える働きかけをするお考えがおありでしょうか。

4点目は市民農園、学校農園の拡大と存続についてです。現在、市民農園は 5カ所、

総面積6450平方メートルあるそうですが、市民農園も緑の保全、オープンスペースの確

保、市民の農業体験の場として重要な役割を果たしています。

学校農園につきましては、現在平山小学校、南平小学校、東光寺小学校などで実施さ

れているとのことです。特に南平小学校におきましては、 14年にわたり稲作を続け、毎

年、学校でとれたお米でお赤飯をっくり、収穫の喜びを味わっているそうです。作物づ

くりを指導される先生方の御苦労も察するに余りありますが、学校という集団の場で、

友達とカを合わせて命を育てるという貴重な体験の機会を、ぜひとも各学校でふやして

いただきたいと思いますO

市民農園、学校農園の拡大について、どのようにお考えでしょうか。また、農家の方

から借りている市民農園、学校農園の場合、相続税を支払わなければならない時点で返

却要請があり、返却後は、それまで農園だったところが駐車場やアパートになってしま

うという話も聞きます。

市民農園、学校農園を維持するための相続税の猶予制度、あるいは貸付制度、または

市民参加の基金制度など、お考えではないでしょうか。

5点目は、新町に予定されております七ツ塚公園と周辺農地についてお尋ねいたしま

すo 昭和57年作成の、日野市緑のマスタープランによりますと、この七ツ塚公園は7.5

ヘクタールの規模で、野球場、コート、広場、七ツ塚古墳群にするとの計画が描かれて

おります。もう既にある企業のグラウンドができており、残りのスペースは2.&:ヘクター

ル、計画時の 5分の 2ほどになっていると伺っておりますが、この公園の規模を、現在、

計画区域内に残っているスペースの中でつくるのか、あるいは計画どおり 7.5ヘクター

ルの規模で、近隣につくるおつもりか、お伺いしたいと思います。また、どういう規模に

せよ、農業公園としてつくるお考えはございませんでしょうか。

また、七ツ塚公園予定地の周りの農地については、現在、区画整理の予定があるよう
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ですが、日野市でも数少ない大規模な農業地域ですので、最初に申し上げた都市農業の

保全策のーっとして、極力、現状に近い形で残していただきたいと考えますが、いかが

でしょうか。

実は私、初めてあそこに行きましたときに、東京にもこんなすばらしい場所があった

のかと、非常に感動したのです。所有者の方々の御意向は無視できないわけですけれど

も、なるべく現状に近いまま計画を進められるよう、市からの働きかけをお考えではな

いでしょうか。

6点目は、農産物の地域内自給を進めるという点でお尋ねいたします。

現在、日野市は地域内自給のために土曜市の PR、学校給食のコ ンテナ購入などの補

助などを行っております。学校給食の地場野菜使用は、先ほども学校給食の一般質問の

中で申し上げましたが、栄養士さん、調理士さん初め、市の職員の方々 の御努力で今日

を迎えており、まことに立派であると敬意を表する次第です。早い時期に、 全校で地場

野菜が使用されることを望んでいますO

さらに地域内自給を進めるために、老人給食への使用働きかけや補助はお考えでしょ

うか。また市内のスーパ一、小売庖へ地場野菜コ ーナーを設ける などの働きかけについ

てはどのようにお考えでしょうか。その他地域内自給、地域内流通を進めるための施策

をお考えでしょうか。

7点目は、有機農業を推進するための助成について、お尋ねをいたします。化学肥料

の多用により、ミミズがいなくなったり、微生物が死んでしまい、その結果、 土がみず

から生きる力をなくしてしまうというのは、よく聞く話です。ミミズは土を食べますが、

ミミズのおなかを通ることで、土は豊かな土に生まれかわるのだと言われております。

また、何年か前、四国で死に米というものが発生しましたが、稲穂の中に実っていて、

見た目もお米なのだけれども、指でさわるとぼろぼろと砕けてしまい食べられない、も

ちろん出荷もできないという状況でした。

私はそれをテレビで見ていたのですけれども、死に米が出た水田を深く掘ってみます

と、土が腐っていたと、報告をしていましたO 化学肥料の影響ではないかと言っており

ましたが、同じ地域でも有機農業を実践している人の田んぼは、死に米の被害が出てお

りませんでした。

農薬や化学肥料によって、土が自分でよみがえる力をなくしてしまうような農法では

なく、土が生きている自然の生態系が守られる有機農業をさらに進めることが必要と考

えます。
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現在、日野市の中でも平山や堀之内などで、有機農業や無農薬栽培を始めているとい

うことで、大変喜ばしいことです。このたび東京都では有機農業推進モデル地区づくり

をし、有機農業を進め、有機堆肥づくりの研究も行うという構想、を持っているようです。

詳細は 3月が過ぎてから決まるとのことですが、計画が遂行されるようになりましたら、

市として積極的に名乗りを上げ、市内にモデル地区をつくるお考えはないでしょうか。

また、現在、市内で、頑張っていらっしゃる有機農業、無農薬野菜の生産者に何らかの形

で補助されるお考えはないでしょうか。

8番目は、農のあるまちづくり協議会を設置し、つくる側と食べる側の交流、意見交

換をさらに進めるお考えはないかということをお尋ねしたいと思います。

今、都市で暮らす消費者は余りにもつくる側の心意気や苦労が見えなくなっておりま

す。また、つくる側の農家の方々も、消費者はみんな曲がっていないキュウりや、季節

外れのナスやトマトを欲しがっていると、思い込んでいるのではないでしょうか。交流

することによって、つくる側と食べる側に分断されていた関係が、地域で助け合って、

農業のあるまちづくりをともに実践する仲間という関係に変わっていくのではないかと

考えます。

現在、年に一度、農業経営者クラブと消費者団体との懇談会が持たれているようです。

毎年続けていらっしゃる関係者の御努力には大変感謝するところですが、回数が年に l

回では足りないのではないかと感じております。これをふくらませるような形でも結構

だと思いますが、農のあるまちづくり協議会についてのお考えをお尋ねいたします。

以上、 8点につきまして、御回答をお願いしますO 時間がありませんので、簡潔にお

願いします。よろしくお願いします。

0議長(小山良悟君) 執印真智子君の質問についての答弁を求めますo 生活環境部長。

O生活環境部長(糸川 滋君) それでは 8点のうち、第4点の公園の関係を除きまし

て、私の方の立場からお答え申し上けYこし、と思います。

それでは、都市農業は農住接近を利しまして、都市住民に生鮮食料の供給を初め、都

市空間や貴重な緑の供給、提供、あるいは地域文化の伝承など、総合的機能を有しまし

て、都市形成に不可欠なものとして評価されておるところでございます。

日野市の農業は、市民の温かい御理解のもと、地元野菜の供給に直販、即売会、学校

給食等、年々、需要が大きく伸びており ます。日野市の農業施策は、農業振興助成とい

たしまして、市単独事業として行われております生産緑地保全事業を初め、国、都、市

で、助成を行っております都市地域農業生産団地育成事業を行っておりますO
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この事業につきましては生産基盤整備、または流通関連施設整備という、大きく二分

いたしましての助成を行っているところでございます。一例といたしましては、生産基

盤整備につきまして、東京南農協七生支庖管内及び日野支庖管内におきまして、共用の

物といたしましてのトラクタ一、深く耕すための深耕ロータリ一、その他、地域の特性

を生かした農業用機械の導入を図っておるところでございます。

また、流通関連といたしましては、多目的利用としての営農生活センターの建設、あ

るいはその保冷庫の設備、設置、果実生産には防鳥網施設の拡充などを推進いたしまし

て、農業保全育成に努めているところでございますO

次に、第 2点目の宅地並み課税の関係でございますが、農地に対します課税強化は、

申されるとおり、住宅宅地供給の促進と地価対策の観点から、昭和46年、新都市計画法

が施行されまして、市街化区域と市街化調整区域に区分する線引きが実施されまして、

農地への宅地並み課税に及んでいる経過があります。

本法に呼応いたしまして、生産緑地法、長期営農継続農地制度、また相続税納税猶予

制度が創設されまして、今日の都市農業の発展に寄与してまいってきている点がござい

ます。しかしながら、近年、大都市圏を中心といたしまして、地価暴騰が続いたことは

御承知のとおりでございます。日野市の農地に対します課税は、市長認定によります長

期営農継続農地を適用いたしまして、農地課税としまして、宅地並み課税を、徴収猶予

をしておるところでございます。

今般、土地税制改革大綱の素案がまとまり、党改革案によりますと固定資産税、都市

計画税については平成4年までに、都市計画において宅地と保全すべき農地とを明確に

区分いたしまして、次のような措置を講ずるとしておるところでございます。

第 1点といたしましては、長期営農継続農地制度を平成3年限り廃止する。第2点と

いたしまして、保全すべき農地は生産緑地法の改正によりまして、転用制限の強化など

の措置を講ずる、この生産緑地地区の農地については、農地課税とするなど、改革案が

表明されておるところでございます。

なお長期営農継続農地制度、相続税納税猶予制度は、廃止が明らかにされております

が、今日ではまだまだ不透明な点が多く、農地に対する宅地並み課税の対応は、党改革

案を見定めた上で善処してまいりたいと、考えておるところでございます。

3点目の市民農園、学校農園の促進でございますが、市民農園整備促進法が平成 2年

6月22日、交付されまして、同法施行令及び同法施行規則は、この 9月14日に交付され、

それぞれ平成 2年 9月20日から施行されております。
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同法は、最近におきますレクリエーショ γ、学校農園その他の余暇活動などとしてレ

ジャー農園、あるいは体験農園などと呼ばれ、都市住民の憩いの場として関心の高まり

に対応して、市民農園の適正かつ円滑な整備の促進を図るため、市民農閣の整備に関す

る基本方針の策定、区域の指定とその実行を担保するための交換分合の制度の整備、開

設の認定など、手続の簡素化、その他特例措置を図るとともに、農地と休憩施設などセ ッ

トにした、利用しやすい市民農園の普及を目指すものとされております。

現在、本法の具体的内容には不十分の面も多く、都道府県の段階におきまして検討中

とのことでございますO 日野市におきましては、日野市土地利用基本計画策定を踏まえ

まして、市民ニーズにこたえるべき、 市民農園の整備促進を図って、良好な都市環境の

形成と、農業振興に資するよう 、努めてまいります。

なお、現状においては、税制j面に多くの弊害があ り、促進への難しさがあることも事

実でございます。

一例を申し上げますると、相続税納税猶予制度の特例を受けた農地は、みずから耕作

の義務がつけられております。また、長期営農継続農地にあ っては、肥培管理の徹底を

図るなど、多くの規制が課せられておるわけでございます。一方では借地権の問題等、

素直に解決できない部分も多く残されておるというのが現状でございます。

次に、地域自給への補助制度、また学校給食、老人給食、スーパ一、小売への地場野

菜使用の働きかけでございますが、日野市の農業地域に組織されております農業団体は、

東光寺疏菜研究会、堀之内農事研究会、豊田施設園芸研究会、平山競菜研究会、落川農

事研究会、それぞれ特性を生かした活動が進められております。また多摩川ナシを中心

に果実組合、そして花き組合など、専門分野で活用 しております。

今日、日野市農業生産は野菜、果実、花きを中心とした営農が進められ、学校給食を

初め土曜市、産業祭り、正月用野菜の即売などにより、多くの供給が図られているとこ

ろでございます。なお、一部には市場出荷を専門とした営農者もおりまして、この方々

は、人手不足などの理由から、現在は即売会に参画できない状態に置カ亙れてはおります。

需給状況としまして、関係各位の協力により、学校給食の需要が大きく伸びておりま

す。多摩川ナシ、ブドウ、特に卵でございますが、果実はその名を全国的に好評を得て

おりまして、宅配便などによります流通経路の発達により、注文に応じ切れないなど、

喜ばしい声も聞かれるところでございます。このような状況によりまして、研究会の中

では生産と供給のバランスがほどよく調和されておるのが現状でございます。

次に、スーパ一、小売庖への地場野菜使用に当たっては、生産者の意向を十分組み入
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れた中で検討してまいりたい、そのように考えております。

なお、平成 2年度におきます地域内自給への補助金等を御紹介申し上げますれば、第

1点目として土曜市、生活市場、 トマト市、正月用野菜等に対しまして80万、産業祭り、

それも農業部門といたしまして230万、また学校給食供給育成事業として20万という助

成の状況となっております。今後とも、補助金制度の充実に当たっては現状を踏まえ、

充実に向けて努力してまいりたいと考えておるところでございます。

次に、第 7点目の有機農業推進策ということでございますが、今日の農業は、申すま

でもなく、金肥、すなわち化学肥料の開発により、これを中心とした栽培が行われてお

るところでございます。

これは一つには労働力の省力化の点で、大きな利点がありま した。顧みますと、化学

肥料開発以前は、堆肥、すなわち有機農業が行われていたことは、 農業経営者にとって

は記憶に新しいものであると思います。有機農業は堆肥づく り、あるいはその施肥に非

常に多くの時間、労働、場所、またその材料といたしましての枯れ葉を初め、家畜のふ

んなどを必要といたしまして、このようなことに対します労働力は家族労働、さらには

小学生までも駆り出しての農繁期を迎えたことも、また日本農業の苦悩の道ではなかっ

たかというふうに思うところでございます。

今日、食生活の向上に伴い、健康食品として有機栽培が取り上げられ、行政サイドか

らもこれを推進するなど、新聞紙上に掲載されております。東京都におきましてお話が

ありましたとおり、有機農業推進に当たって、平成 3年度をめどに助成の予算化の意向

が発表されております。これによりますと、多摩地区内 1ヘクタ ール以上の連櫓農地に

2カ所のモデル地区を選定し、省エネならぬ省農薬、 省化学肥料による栽培技術の指針

づくりなどに着手するとされております。

今のところモデル地区、助成内容等、詳しい点が明らかにされてはおりませんので、

それらの決定を待ちまして、当市農業振興策としまして、これの導入は生産者、農協等

関係者で検討をしてまいる段取りとな っております。

また日野市の単独事業で平成元年度都市地域農業生産団地育成事業において、堆肥舎

の建設計画を検討してまいった経過がございますが、用地の確保に当たりまして、生活

環境を考慮した中での確保となりますと、非常に困難な面があり、この計画は現在、一

時保留せざるを得ないところになっておりますO しかし今後も引き続き、検討を重ねて

まいる考えでおります。

最後に、農のあるまちづくり協議会の点でございます。日野市農業経営者クラブを初
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め、地域にそれぞれ農業団体が組織され、地域の特性を生かした活動が進められており

ます。農業経営者クラブにあっては、東京都農業経営者クラブに組織いたしまして、野

菜、酪農、果樹等各部門、それぞれに研究会を持ちまして、生産性の向上に努めており

ます。

このような活動の中で、年 1回ではありますが、市内の消費者の皆さんと交流を持ち、

消費者の意見を踏まえ、農業生産の一助としておるところでございます。また、平山疏

菜研究会では直販、即売等を通じ、消費者ニーズにこたえるべき交流会が図られており

ます。また学校給食においては、地元野菜の使用法の栄養士、及び生産者との意見交換

会、試食会などを通しまして、交流が図られておるのが現状でございます。

したがいまして、各団体それぞれの特性の中で、自然体として意見交換が行われてお

ります。仰せの協議会設置につきましては、消費者並びに生産者との十分な意見を集約

し、善処してまいりたいというふうに考える次第でございます。以上でございます。

0議長(小山良悟君) 都市整備部長。

0都市整備部長(前田雅夫君) それでは、 5点目の七ツ塚公園につきまして、お答え

をいたします。

この公園は、昭和36年に都市計画決定をしたものでございます。面積が7.5ヘクター

ルでございます。この7.5ヘクタールの現在の土地の所有形態を申し上げますと、 36年

に既に市内の企業が社有地として取得をしておったわけでございます。現在、運動施設

ができておりまして、この用地が3.5ヘクタールでございます。それから残りの 4ヘク

タールがいわゆる農地ということになるわけでございます。

現在、この周辺におきまして、組合施行の土地区画整理事業を進めておるわけでござ

います。面積が約25ヘクタールの前後で、ございますO この中で、この区画整理事業とあ

わせて7.5ヘクタールの公闘を整備するということは、事実上、減歩の関係で無理とい

うことになるわけでございます。いろいろ検討した結果、この7.5ヘクタールのうち、

約1.2ヘクタールでございますけれども、これはできる限り市が先買いをいたしまして、

組合施行の中で公園として整備をしていく、そういう計画で進めております。

御質問の内容は、農業公園としてこの7.5ヘクタールが整備で、きないかということで

ございます。農業公園という定義がなかなかっかみにくいわけでございますげれども、

例えて申し上げますと、この近くで横浜市でございますけれども、自家ふるさと村とい

うものをつくっております。

これは市街化調整区域がベースになっておりまして、自然環境が非常に良好な地域で
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ございます。そこにいわゆる生活者がおりまして、生産、なりわいをしているというこ

とでございます。農業とか林業、炭焼きの関係とか、そういったことをベースにいたし

まして、市民に自然を提供してし、く、そういうことでございます。

そういうことを考えますと、この7.5ヘクタールを農業公園、いわゆるふるさと村と

いうような形にするということは、なかなか難しいのではないかというふうに考えてお

ります。

それから、その東光寺の原の件でございますけれども、この区域を現状のまま、でき

るだけ残せないかということでござい ます。これは今、地元の権利者の皆さんと、どう

いう区画整理をするかということを協議をしているわけでございます。市といたしまし

でも、区画整理の目的が宅地供給ではありますけれども、できるだけ農地のまま存続す

るよう、いろいろ智恵を絞っているところでございます。

例えば普通の宅地造成のように、全部街区を設定をいたしまして、まちをつくるとい

うことではなくて、農家の皆さんが理解をしてもらえるならば、その街路を少し抜くよ

うな形で、街区を大きいものを設定する。そしてできるだけその街区を農業として継続

をしてもらう、そういうようなことも方法としてあるわけでございまして、現在、そう

いう努力をしている段階でございます。

それから生活環境部長の答弁の中で少し補足いたしますと、第 3点目 の生産緑地の関

係が出てまいりました。

これはいわゆる市街化区域を市街化調整区域に逆線引きするという意味も含まれてい

るのではないかというふうに思いますが、今、日野市の調整区域は動物園周辺と、それ

から河川が調整区域になっているわけでございます。それ以外の市街化区域を逆線引き

をするということは、現在の置かれている日野市の現況からしますと、なかなか地元権

利者の理解が得られにくいのではないか、そういうふうに考えております。

今後、この生産緑地の問題も含め、それ以外にどういう形で農地を残し、農業を存続

させるかということは、国の施策あるいは都の施策も含めまして、検討していかなけれ

ばいけないというふうに考えております。

0議長(小山良悟君) 執印真智子君。

02番(執印真智子君) どうもありがとうございました。

農業に対して、いろいろな形で積極的に補助をしているということがわかったわけで

すけれども、市長のお考えもお伺いしたいところなのですが、時間がありませんので、

強くお願いしたいという点だけを、何点か挙げさせていただきます。
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まず、今、都市整備部長さんの方からお話しいただきました七ツ塚公園のことなんで

すけれども、これはいろいろ御苦労もされているようですけれども、ぜひ自然、を残した

公園にしていただきたい、とそのように思います。

どこもかしこもコンクリートで固められてしまったら、地球はさぞ息苦しいだろう、

と私は考えます。今、日野市が農業を残すのだとか、緑を残すのだとかいうことで本腰

を入れていかなければ、 20年とか30年先には日野から農業が消えてしまうということが

あるのではないだろうか、と非常に不安に思うわけです。ぜひ真剣に取り組んでいただ

きたいと思います。

それから後継者の問題ですけれども、 Uターン農業者への営農指導、それから研修会

の充実、これは後継者が育っている地域への視察、それから農家の子弟だけではなくて、

一般市民に対する農業体験、学習の指導をしながら、農業の担い手づくりをする、そう

いうことも進めていっていただきたいと思います。

また相続税の関係に関しましては、いろいろな法律的なことがありますので、難しい

問題だとは思いますけれども、本気で農地補償もやるのでしたら、やはりここまで踏み

込んでいかないことには解決できないのではないかと思いますので、ぜひ検討をお願い

したいと思います。

私は、日野市のスローガソである緑と清流のためには、農業はなくてはならないもの

だと思います。これまでの固定観念である、農業は農民のものだという拘束から離れて、

積極的な施策を進めていただきたいと考えております。

これを第 1回目としまして、また日野市の農業、緑を守るために質問させていただき

ます。きょうは、これで終わりにしたし、と思います。

0議長(小山良悟君) これをもって24の3、食と緑を守るために「農のあるまちづく

り」を!の質問を終わります。

お諮りいたします。議事の都合により、暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御

異議ありませんか。

C i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって、暫時休憩いたします。

午後 7時20分休憩

午後11時42分再開

0議長(小山良悟君) 休憩前に引き続き会議を開きます。

お諮りいたします。 12月15日は休会の日でありますが、議事の都合により、特に会議
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を開くことにいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

C i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって、 12月15日は特に会議を関

くことに決しました。

お諮りいたします。 12月15日の会議は、議事の都合により、特に午前 0時に繰り上げ

て開くことにいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

C i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よっ て、 12月15日の開議時間は午

前 0時に繰り上げることに決しました。

お諮りいたします。本日の会議はとの程度にとどめ、延会いたしたいと思いますが、

とれに御異議ありませんか。

C i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よっ て、 本日はこ れにて延会する

ことに決しました。

本日の未了日程は、明日の日程といたします。

明日の本会議は午前 0時より開議いたします。

本日はこれにて延会いたします。

午後日時44分延会
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12月15日土曜日 (第 8日)

平成 2 年

第 4固定例会
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説明のため会議に出席した者の職氏名 さいについての請願

市 長 森田喜美男君 日程第 3 請願第 2-31号 東豊田三丁目住宅地内への事業所設置の差止めを

助 役 砂川雄 君 収 入 役 佐藤智春君 求める請願

企画財政部長 長谷川暢男君 総務部長 藤浪竜徳君 日程第 4 請願第 2-32号 無認可幼稚園児あるいは在宅等自主保育幼児の保

市民部長 永瀬誠 君 生活環境部長 糸川 滋 君 護者に保護者補助金(愛育手当)を求める請願
， 

清 掃部長 小林 修 君 都市整備部長 前田雅夫君 (動議)

建設部長 橋本栄寓君 福祉部長 坂 口泰雄君 追加日程第 1 長津三郎教育長の即時辞職を求める決議

水道部長 高野 隆君 病院事務長 大崎茂男君

教 育 長 長沢三郎君 学校教育部長 藤本享 君 本日の会議に付 した事件

社会教育部長 坂本金雄君 日程第 1から第4及び追加日程第 1まで

会議に出席した議会事務局職員の職氏名

局 長 落合 豊君 次 長 田中正美君

書 記 濃沼哲夫君 書 記 小林章雄君

書 記 増田善和君 書 記 橘 達雄君

書 記 斉藤令吉君

速記委託先 住所 東京都立川市曙町一丁目 10の 3

立川速記者養成所 所長 関根福次

速記者 村上紀子君

議事日程

平成 2年12月15日(土)

午 前 0 時開議

(請願上程)

日程第 1 請願第 2-29号 市内連絡パス(ミニパス)路線の一部変更を求め

る請願

日程第 2 請願第 2-30号 (仮称)メイツ日野台マンションの建設について

は、周辺住民が同意するまで、建築を認めない

(事前協議申請書を受理しない)措置をとって下
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午前 0時33分開議

0議長(小山良悟君) おはようございますO

本日の会議を聞きます。ただいまの出席議員30名であります。

これよ り日程第 1、請願第 2-29号、市内連絡ノミス(ミニパス)路線の一部変更を求

める請願の件を議題と いたし ますO

請願の要旨はお手元に配付しました印刷物の とおりです。請願第2-29号の常任委員

会への付託は、会議規則第138条の規定により 、議長において総務委員会に付託いたし

ますO

これより請願第 2-30号、 (仮称)メイツ日野台マンションの建設については、周辺

住民が同意するまで、建築を認めない(事前協議申請書を受理しない)措置をとってく

ださいについての請願、 請願第 2-31号、東豊田三丁目住宅地への事業所設置の差止め

を求める請願の件を一括議題といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

C i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認め、一括議題といたします。

請願の要旨は、お手元に配付しま した印刷物のとおりです。請願第 2-30号、請願第

2 -31号の常任委員会への付託は、会議規則第138条の規定により、議長において建設

委員会に付託いたしますO

これより請願第 2-32号、無認可幼稚園児ある いは在宅等自主保育幼児の保護者に保

護者補助金(愛育手当)を求める請願の件を議題といたしま--90

請願の要旨は、お手元に配付しました印刷物のとおりです。請願第 2-32号の常任委

員会への付託は、 会議規則第138条の規定により 、議長において総務委員会に付託いた

します。

ただいま市川資信君から、 長津三郎教育長の即時辞職を求める決議の動議が提出され、

所定の賛成者がありますので、 動議は成立いたしま した。

お諮りいたします。この際、本動議を日程に追加し、議題といたしたいと思いますが、

これにこれに御異議ありませんか。

C i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって、この際、本動議を日程

に追加し、議題とすることに決しましたO

これより長津三郎教育長の即時辞職を求める決議の件を議題といたします。

提案者から提案理由の説明を求めます。市川資信君。
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(26番議員登壇〕

026番(市川資信君) 長津三郎教育長の即時辞職を求める決議(案)

教育は、国の存立を左右する基本であります。日本が今日までの経済発展を維持しなが

ら、同時に世界に貢献していくためにも、時代の要請に対応する教育の営みが強く求め

られていますO

特に国民の様々な学習要求に応える生涯学習体系への着実な移行と整備を図らなけれ

ばならない時代の転換点を迎えた今、地方公共団体教育委員会の果たすべき役割は、 一

層重要となっております。

その教育委員会委員の選び方については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律

に、 「人格が高潔で、教育、学術及び文化に関し、識見を有するもののうちから、地方

公共団体の長が、議会の同意、を得て、任命する」と、その満たすべき要件が定められ、

さらに教育長については、教育委員会の指揮監督の下に、教育委員会の権限に属するす

べての事務をつかさどる、とあ り、その職責は極めて重大であります。

しかし、今般の長津三郎教育長による「回想録-40入学級騒動記」の発行は、こうし

た認識を寸肇も見出すことのできない、余りにも不謹慎かつ常人の理解を超えた行為で

あります。

そもそも昭和63年第 1固定例会に於ける、所謂「変形40人学級」や、 「グループ学習

学級」についての評価は、敢えて会議録を読み返すまでもなく、その名称から来る印象

とは裏腹に、現場教師や父母の理解も全く得られないまま、また教育効果の検討もない

といった、周到な準備を欠くままに唐突に提案された、余りにも形だけを取り繕った内

容でありました。そして市議会が教育現場の混乱を回避すベく、その措置をとったのは

当然のことでありました。

今回の教育長の出版については、次の三つの観点から、妥協のない批判と、不当性の

指摘を受けなければなりませんO

その第 1は、市議会と教育委員会との信頼関係を、教育長自らの手によって断ち切っ

たことであります。全編を通読すれば、おのれの職責を賭けて闘った教育長が悲劇のヒー

ローで、その仇役が市議会であると誰しも受けとめざるを得ず、これはまさに遺恨をも っ

ての市議会への挑戦で、あります。さらに言えば、 当時、審議終了後に教育長は体調を理

由に市議会への出席義務を果たさず、市議会の指弾を受けて慌てて提出された診断書に

は、約10日間の自宅安静加療が必要とありました。ところがこの聞に、教育長はわざわ

ざ伊豆の温泉に出掛けて、この本の原稿を書き始めていたのであります。市議会を欠席
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し小説を書くなどという、呆れた所業は、断じて許されてはなりませんO

第 2は、公務員としての守秘義務違反の虞れであります。東京都教育委員会との折衝

内容が指導室長メモとして記され、また小学校校長会との会議での描写は明らかに個人

が特定でき るものであり、 こと に教育長が出席校長を面罵する場面などを細かに表現で

きる教育長の人格には、激しい抵抗を感じるのであります。

第 3には、回想録などの出版は、現職を退いた後に考慮、されるべきであり、本来この

執筆に費やされたエネルギーや時間は、今、日野市が抱える教育の諸問題解決に向けら

れるべきであります。

ましてや、現職教育長としての出版の非妥当性を忠言した周囲の声に一顧だにせず、

これを強行するという偏執の気性は、教育長の自制心や理性の麻薄を物語る十分な証左

であります。

以上述べたとおり、此度の教育長の出版については、全く弁護の余地のない、一公務

員どこ ろか、一個人としても救い難い行為であったと言わざるを得ないのであります。

晩節を汚さず、とい う言葉があ ります。

ここに日野市議会は、 長津三郎教育長に対し、速やかに日野市教育委員会教育長の職

を、即時辞職するよう 求めるものでありま す。

平成 2年12月14日 日野市議会

日野市教育委員会教育長 長津三郎殿

以上であります。

0議長(小山良悟君) これより 質疑に入ります。竹ノ上武俊君。

029番(竹ノ上武俊君) 今回の動議につきましては、 意見があります。質疑を終わっ

た後、申し上げたいと思い ますO

今回の動議の中心は、教育長への辞職勧告ということ になっております。私は、教育

委員会の独立性ということを考えるときに、とういう ことを議会がするというのはやは

り出過ぎではないか、こういう印象を、 第 1番目に持ちました。

それか らまた、教育長の出版物に対 しての批判があるわけでございます。やはり言論

に対しては、 言論の方法で戦っていくということが許されておりますので、議会で多数

決で何か決めて批判するというやり方ではない、出版物に対する反論の方法もあるので

はないかという ふうに思うわけであります。

しかし、本日夕方からただいまの深夜に至る間に、議会運営委員会などが開かれまし

た。そ してこの緊急動議が成立をした、議題にのぼったということになりましたので、
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一、二、質問をさせていただきたいと思います。

最初に全部項目を挙げますので、順次お答えいただきたいと思います。

提案者は、憲法上の表現の自由ということについてはどういう御認識でいらっしゃる

か、第 1番目にお伺いし、たします。

第2点目は、提案者は自民党会派でございますが、公明党と共同提案ということになっ

ております。去る12月6日の辞職勧告決議案を示唆する公明党の発言の中で、日野市議

会公明党から、東京都議会の公明党に一定の頼み事をした、これは40人学級を促進させ

るための頼み事をしたのだという発言がございました。

提案者は、東京都議会における公明党都議会議員の発言、 その真意がどういうところ

にあったというふうにお受けとめなのか、お答えいただきたいと思います。この決議案

と関係がありますので、お願いをいたします。

第 3点目は、長沢教育長の休暇期間の診断書の件が決議案に出ております。この診断

書の内容が自宅静養というふうに、医師から命令されたという ふうに表現されておりま

す。提案者はどういうところでこの個人の診断書というものを拝見されたのか、そして

こういうふうに決議案の中に書かれたのか。そのいきさつ、そしてまた診断書に記され

た内容を、どういうふうにして公表されたのか、その辺についてお答えいただきたいと

思います。

第4点は、守秘義務のことに触れておられます。この守秘義務ということについての

見解をお伺いしたいと思います。

市議会において、随分教育長に、些細なことに至るまで、 ある意味ではしつこいと思

われるほどの質疑が繰り返されたわけでありますo 議会でさまざまなことを公開を迫っ

ておきながら、教育長が出版した内容については守秘義務の範囲を越えるものではない

かと指摘がされておりますが、このあたり についてどういうふうにお考えか、お伺いし

たいと思います。

最後の 5点目でございます。これは公務員一般は、大体日本全国で出版活動というの

を、 ほかの人もしている のか、していないのか、その辺、世間一般の公務員における出

版活動、どの程度に提案者はつかんでお られるのか、質問したいと思います。

以上でございます。

0議長(小山良悟君) 市川資信君。

026番 (市川資信君) ただいまの竹ノ上武俊議員の質問に対 して、お答え申し上げま

す。
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まず 1点目の憲法の保障する表現の自由、出版の自由と今回のこの問題との関連はど

うなのかということでございますが、竹ノ上議員もちょっと触れておられましたが、私

は表現の自由、出版の自由というものは、当然すべて保障されるものと信じております。

しからば一個人として、例えば今回の出版を、 140人学級騒動記Jを、長沢教育長が

現職を退いた後に、本来、私は出していただきたかった。それを現職のときに、あえて

議会に挑戦するような形で、それも一方的にこういったものを出版するということは、

おのずと個人といわゆる公人との、そこに差というものが生じてくるのは、当然だと思

います。 (1そのとおりだJと呼ぶ者あり)

教育長とい うものは、やはり市長が推薦し、そして議会の同意を得て、そこに初めて

成立するわけでありますから、これは個人とはとうてい受け入れがたいものであります。

したがって表現の自由、出版の自由とは、およそ私どもには受け入れられないものと信

じております。

2点目でありますが、先般、 公明党代表の方が発言された件について、 公明党の代表

が都議会議員の発言云々とありましたが、 あれを私は本会議で聞いておりまして、その

点につきましてはこ こでち ょっ と個人的見解がありますので、あの議会でのやり とり の

件、私はその件についてのお答えはちょっ と差し控えさせていただきたい。

3点目であります。決議案に自宅静養をしておる、自宅静養ということで、医師の診断

書を、どこでそれを知ったのかという ことでありますが、 これは以前、私どもは自己詰

責のときに資料要求して、そのときにいただいた資料は、写しですが、今も持ってお り

ます。

それには、もう今さら説明するまでもなく、自宅にて10日間の静養が必要だ、その聞

のやりとり、細かいことはありましたが、助役が答弁されておることを今、鮮明に覚え

ておりますし、そしてこういった重大な時だから、長沢教育長に電話 してくれというこ

とを、再三、私個人も申し上げたと ころ、私個人も電話したけれどもいらっしゃらなかっ

たということで、じ ゃあ医師の診断書が出ているはずだろうということで、後日その診

断書を私どもは資料請求のも とにいただいた。これは各議員いただいていると思うので

すが(1そのとお りだJと呼ぶ者あり )そういうことでございますO ですから、今も写

しは持っております。

それから公務員の、地方公務員も同じだと思うのですが、守秘義務と小説出版等の問

題はどういうことになっているかということですが、私はあく までも今言った、公人で

あるから出版しち ゃいけないとか、し、し、とかということは、問題は内容だと思 うのです。

「

DP
O
 

「「

υ



何ら私は制約を受けるものではないと思います。出版して結構だと思うのですが、今回

のものと同一視されては、まるで公私混同であろう、かように思います。

それからもう 1点は守秘義務、 ( r一般の公務員の出版状況ね」と呼ぶ者あり)ええ、

公務員の出版状況は今、お答えしたとおりだと思います。私は出版は、公務員といえど

も自由、ただ守秘義務をおわかりでということと、それから公人としての立場で、おの

ずとそこには一つの制約はあるであろうけれども、一般的な、例えば動物園の園長さん

も地方公務員ですから、動物に関して出版、みんなしておりますし、それからあるいは

写真を提供するようなこともあるでしょうし、表現の自由も保障されておるから、そう

いったことに対して云々することは、この際は全く問うているわけではありません。

大体、質問、以上だと思う のです。

0議長(小山良悟君) 竹ノ上武俊君。

029番(竹ノ上武俊君) 再質問は時間の関係もあり 、深夜に及んでおりますのでいた

しませんが、今の答弁に対する私の感想、を一言述べて、質疑の方は終わりたいと思いま

すO

第 1点の、憲法上の問題でございますO これは今さら申し上げるまでもなく、憲法の

第 3章に国民の権利として、規定がなされておりますo 第11条「国民は、すべての基本

的人権の享有を妨げられない。」そして第21条におきまして「集会、結社及び言論、出

版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 Jr検閲は、これをしてはならない。

通信の秘密は、これを侵しではならない。 jということになっているわけでございます。

したがいま して、今、答弁されました ように、出した時期が悪いということを判断す

ること、これを議会がする権限があ るということにはならないわけでございます。

また、議会に対する挑戦であるのか、そうではないという方もたくさんいるわけです。

ですから、これは主観の違いであって、その著作物に対して、主観が違うからこういう

発行はちょっとけしからんなということを言うのは、私は行き過ぎではないかと、今の

答弁において感じた次第で、ございます。

それから第 2点です。公明党の都議会の質疑録がございます。これは昭和63年の 3月

17日、木曜日、予算特別委員会の速記録というのが、市政図書室に公開されているわけ

であります。

この中で、公明党の永沢委員という方が、日野市の40入学級について質疑をされてお

ります。

まず永沢委員は、 「我が党は、日ごろから40入学級の早期完全実施を強く要望いたし
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ているところであります。」こういうふうに発言をいたしております。しかし、これか

ら後が問題のところでございます。 rところで、今回、日野市におきまして実施しよう

といたしております変形40入学級とはどのようなものか、まずご説明をいただきたい。 J

教育長が答えております。そして次の質問は、 「それは学級編制上の40人学級と言える

のかどうか、明確にお答えいただ きたい」と質問しております。

そして次の問題は、 「重ねてお尋ねいたしますけれども、関係法令に照らしてみます

と、担任を非常勤講師とすることは違法になるのではないか、このように思うわけでご

ざいますが、 この点はいかがで、すか。Jこういうふうになっているわけであります。

そして「そういう実情なら、都教委は日野市に対し、この件に対しどう判断をされて、

どう指導されておるのか、お尋ねをいたしますo Jそしてその後、教育長の答弁などが

あるわけでございます。

これらを聞き出すと、確かに40人学級ということを追及しているような質問でござい

ますが、都民の側から見ますと、とりようによっては、日野市の日野方式の40人学級、

当時変形40入学級とか、グループ学習教室という 呼び方などを、教育委員会はしており

ましTこo

このことが、いかにも法規に触れるよ うな、違法なや り方ではないのかという、 誘導

と思ってもいし、ような形の質問が感じ られるわけです。こ れはもちろ ん主観の問題でご

ざいますので、そうではないと思う都民もいるかもしれません。 しかし教育長は、日野

市のやり方については、学習方法のー形態に過ぎないので、名称などを変えるという方

法もあるでしょうという、肯定的な答弁もしているのです。 しかしそれを押して、押し

ていって、何とかやめさせるような指導を しろという 答弁を引き出そう としているとい

うふうに、とりようによっては、都民はとるわけで(発言する者多 し)、実際、最後の

方はそういう教育長の答弁にな っているわけでございます。

ですから、我々は40入学級とし、ぅ、文部省が言っているやり方の方式については、公

明党は促進をされているのだけれども、 日野市が独自に努力した40入学級については、

やはりこれは積極的に押そうとし、う 立場ではなかったということを、都議会の会議録か

ら感じているわけでございますので、このことを、はっきりしておきたいと思います。

次に、 診断書の件でございます。これはプライベートの問題でもあるということで、

日野市の会議録でもあらわされておりまして、正式には休暇届というのがコピーが回さ

れておりまし-て、いろいろな形でそれは診断書は出されたかもしれません。しかし、私

は医師の判断というのは自宅静養を命ずることもあるし、単に休業静養という言葉を書
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くこともあります。あるいは教育長が出版物に記しておりますように、 ( 1"事実を書い

ただけだよ、事実を書かなかったのが教育長なんだJと呼ぶ者あり)心筋梗塞治療中胸

部に不快感あり、 10日間の安静休養を要する、そういう診断をお医者さんから開いたの

ではないかと思うわけでございます。

私は、医師の方にちょっと聞いてみました。自宅療養というときは、やはり自宅療養

という方法をお医者さんは望むのだそうです。それから静養を要するとか、そういうと

きは、温泉が適当なときは温泉に行くとか、いろいろなことがあるというわけです。で

すから、そういう点は微妙なものであって、本人の病気の性格、さまざまなことをお医

者さんに相談して、療養の場所を決めるということはあり得るのではないか。ですか ら

私は、健康上の理由ですから、余りそういうことを議会が追及して、いろいろ責めてい

くというやり方は、人道上からも行き過ぎではないかというふうに感じましたので、こ

の点について質問をいたしました。(発言する者多し)

4点については、意見の欄でも言えますので、私の方の感想、は述べませんO

それから 5点目の、公務員の出版の自由の問題、あるいは現在の実情でございます。

これは御承知のとおり、手近にある新聞切り抜きなどを見ましても、あらゆる階層、立

場の方が出版をされております。議会に触れたものもあります。選挙で、選ばれた知事が

出版したものも、例えばあります。市議会で視察に行きました、大分県の一村一品運動

ですか、こういうのを出した知事もおりますし、あるいは世田谷区長が手づくりまちづ

くりというような本をいろいろ出していらっしゃるとか、鈴木俊一都知事もいろいろ出

しております。これは選挙で選ばれた方が出版しているものでございます。(1"内容を

考えてみろ」と呼ぶ者あり)

そしてまたほかにも、身近なところでも、文学界新人賞を得た小金井の職員、これは

自分の職業をもとにして小説を書きました。そして文学界やマスコミで高く、この方は

評価をされたわけであります。これは市の行政に立ち入った、市職員としての感覚とい

うものを小説にされております。

そのほかは枚挙にいと まがありませんので、一々申し上げませんけれども、例えば市

の行政とか、あるいは議会に対しても大いに物を言っているのもあります。例えば内山

務という、埼玉県の与野市の職員の方は、 こういうタイトルの本も出しております。

「おれたちは住民の召使や奴隷じ ゃなしづ、こういうことで、直接自分の行政のこと

を、世に問うているわけであります。

そういうことで、私は公務員がし、ろいろの立場から出版をして、自分の感覚を芸術化
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したり、あるいは評論として出したり、政策的な提言をしてし、く、こういうことは日本

全国非常にたくさん行われているということを指摘しまして、質問の方は終わりたいと

思います。

0議長(小山良悟君) 下村功君。

08番(下村功君) 今、竹ノ上議員の方からかなり憲法の問題、それから守秘義務

の問題について御質問がありましたが、私もこの点について、再度お尋ねをしたいと思っ

ております。ただ、憲法の規定で、先ほど御説明がありましたように、基本的人権の享

有、確かに「国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。」のは事実でありま

すが、ただし第13条に、 「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福

追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反 しない限り、立法その他の国政の

上で、最大の尊重を必要とする。Jとい うことです。そ して第21条に、先ほど竹ノ上議

員もおっしゃったような集会、結社、表現の自由、 通信の秘密というのが定め られてい

るわけでございます。

ということは、公共の福祉に反 しない限り、個人の出版その他表現の 自由は尊重され

なければならないということになるわけですが、 この公共の福祉に反してい るかどう か、

まずこの出版の問題、特にそれが中心なテーマであるわけですか ら、この出版が公共の

福祉に反したのかどうかについて、まず第 1点、お伺いしたいと思います。

それから第 2点目に、同じ守秘義務の問題ですが、地公法に確かに守秘義務の項があ

るわけです。地行法第11条、秘密を守る義務というのがあります。ところで、先ほど提

案者の方から、現在、公人としての立場で出したからけしか らん、 要する に退職してか

ら出すべきであったなという、 これは私はそういう法的な問題を抜きにした、偽らざる

心だったと思うのですけれども、その辺について、再度も う一度、法的な側面から御説

明をいただきたいと思っております。

以上、 2点についてお願いします。

O議長(小山良悟君) 市川資信君。

026番(市川資信君) ただい ま下村議員から、公共の自由と福祉を妨げない限り、個

人の人権は尊重されるべきである、も うそのとおりだと思います。私、個人的な見解で

すけれど も、あえて私は、この席に長沢教育長いらっしゃいますけれども、いわゆるド

キュメンタリ一風の小説でありますから、これだけの議会で問題になった経緯もあるわ

けですから、先ほど決議文にも申し上げたとおり、ヒーローがAで、その悪役はBでと

いうようなくだりのことをちょっと申し上げましたが、少なくともドキュ メンタリー的
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な小説でありますから、私どもにも選んだ責任もありますし、こういったものをもし現

職のときに出すのであれば、今までの深い経緯があるわけですから、少なくとも議会の

代表者くらいに、こういった形で、出したいのだけれども、 1回通読してくれないかと見

せて、この部分は少なくとも訂正一一当然、何カ所か訂正があるわけですから、この部

分は訂正していただきたいよ、ならばこういう問題にならなかった。なぜそういう相談

をしてくれなかったというのが、私は今、一番残念に思っているところであります。

( rそうだJ r事実だから訂正することはないわよ」と呼ぶ者あり)

事実であれば、 ( r見解の相違だJと呼ぶ者あり、その他発言する者多し)事実じゃ

ない、曲解されているところがいっぱいあるわけです。読んでいただければ、おのずと

わかるわけですから、少なくともそのくらいはほしかったというふうに思います。それ

が1点目で、す。

2点目の守秘義務に関しての内容が、ちょっと私、今、よく聞き取れなかったので、

もう一度、恐れ入りますが。

O議長(小山良悟君) 下村功君。

08番(下村 功君) それでは 2点目のところから、私の質問の要旨を、それでは先

に申し上げてしまうことにします。

秘密を守る義務というのは、実は地行法第11条に「職員は、職務上知り得た秘密を漏

らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。」ということが定められて

います。

すなわち、退職しようとしまいと、守秘義務はっきまとうわけですので、その点、先

ほどの提案者の発言の中に誤解があったように思っております。要するに、回顧録とし

て出すことが許されるような秘密であるなら、今、出しでも守秘義務には相当しないと

いうことなんです、繰り返せば。ですからその点については、私はここにおそれがある

と書いであるので、あえてそうだと断定してはおられないので、それ以上の追及はしま

せんけれども、やはりこれは守秘義務の違反ではないだろう、そういうふうに一応申し

上げておきたいと思っております。

それから憲法の問題を申し上げました。そして公共の福祉の問題も申し上げました。

それで、提案者の方から返ってきたお言葉というのは、私は確かにそういうこともある

ような、はっきり言って議会という中の一家として構えたときに、いわゆる私人、人間

対人間との関係では、当然そういうこともあってしかるべきだというふうに、私自身は

思います。
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しかし、だからといって、一人の人聞を公の席からおろしてしまう、それに果たして

相当するのかどうかという点については、私は大きな疑問を抱くわけです。したがって

もう一度お尋ねしたいのですけれども、こういう形で辞職勧告決議案が出される前提と

して、もう少し違った形での御検討がなされたのかどうかについて、お伺いしたいと思

います。

0議長(小山良悟君)

026番(市川資信君)

市川資信君。

下村議員の質問について、お答えいたしますO

1点目については、先ほどお答えしたのでよろしいかと思いますが、 2点目の守秘義

務、 34条の、これは私どもも断定しているわけじゃなくて、おそれがあるということで

言葉を流しているわけですから、これはとりようによっては、見解の相違というふうに

とらざるを得ないと思いますね。

それからもう 1点の、辞職勧告のほかに検討されたかどうか、これはもう当然のこと

であります。一身上の、その人の人格にかかわる問題ですから、民主主義の世の中です

から、いろいろな意見がありました。いろいろな角度から検討して、最終的にはやはり

民主主義の原則にのっとって、賛成多数で、大勢の方でこれを決議をせざるを得ないと

いうことで、見解の相違があったことは事実です。ありました。

O議長(小山良悟君) 下村功君。

08番(下村功君) ありがとうございました。

大体、見解の相違と、二つの点については、ある面では見解の相違という形になって

しまう、これはある面では正直言って、質問する前から予想されたことなんであるわけ

なんですが、はっきり言って、見解の相違だから、ある個人が公の職を追われていいと

いうことには、やはりならないと思いますね。そこがまさに私は、この決議案に承服で

きないな、と感じるところなんです。

確かに提案者のおっしゃるとおり、政党、さまざまな思想の相違というのはあるわけ

ですから、今この一言をとっても、さまざまな見解の相違が出てくるわけですから、ま

さにそうしたことをいろいろ討論し合っていくのが、そして歩み寄っていくのが議会だ

と私は思っております。

だから、教育長の方から舌足らずであったということもあったで、しょうが、やはり提

案者の方からも、もう少し寛容な考え方ができなかったのかということについては、私

個人は残念でなりません。意見については、また後ほど別の方から表明があると思いま

すので言いませんけれども、ぜひともそういう考えがあったということを、心にとめて
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おいていただきたいというふうに思います。以上です。

O議長(小山良悟君) 板垣正男君。

019番(板垣正男君) 簡潔に質問を行っていきたいと思いますので、御答弁いただき

たし、と思いますo

提案者の市川議員は、この決議案の中で辞職勧告決議を提出する理由の三つの中の一

つに、教育長が悲劇のヒーロ一、議会がかたき役、こういう図式が全編を読めばわかる

ということを述べております。

市川議員は、時代劇のことについて大変精通されているかなということもちょっと思っ

たのですけれども、必ずしもそうではないのじゃないか。無理やりにこういう図式を持っ

てきたのじゃないかというふうに、私は印象を受けたわけで、ありますO これは悲劇のヒー

ロー云々などということを、議会という場を使って、こうした一人の辞職勧告決議を提

出しようという文案の中に述べるような言葉かどうかということを、私は疑問を持った

わけでありますo 非常に感情的、主観的な文章で、この全編が貫かれているのじゃない

かというのが、私もこの全編を見て、そういう印象を受けた決議案の案文であります。

そこで、私はこうしたところを市川議員は、あれは本心なのかどうか、ちょっと私も

今の質疑のやりとりを開いて、疑問に思っているわけでありますけれども、しかしここ

に書いてあることは事実でありますから、そのことはやはり最終的に私の印象として、

指摘をしておかなければならないと思うので、すO こういうのはやはり、私はちょっと市

川議員らしからぬことではないか、とこう申し上げておきたいと思います。

質問の 1点でありますけれども、この文案で、市議会が云々と書いて、措置をとった

のは当然のことであるというふうに述べてありますけれども、これは63年の第 1固定例

議会で、日野方式40人学級に関する予算案が提案されたのを修正した、原案を否決した

ということを述べているのだろうと思うので、すO

このときは、原案を否決、反対の立場をとられたのは、市川議員も所属されているい

わゆる自民党の会派の方と、それから公明党の会派その他ということだったろうと思 う

のです。そのことを最初に確認しておきたいので、 1点目の質問として伺っておきたい

と思います。

それから今、守秘義務のことについて竹ノ上議員、あるいは下村議員からもそれぞれ

の立場で質問がありました。十分な回答だったかなという気もしますので、私からも質

問しておきたいと思うのです。

昭和63年の第 1回定例議会というのは、私どもも非常に印象に残っている議会でも あ
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るのです。この40人学級の問題を論議されたということもあるのですが、しかし私は、

市川議員にとっても、この議会はことのほか印象の深かった議会じゃないかと思うので

す。 (1そのとおり」と呼ぶ者あり)

それはほかでもない、市川議員が議長に就任された議会でもあったわけで、すO この議

会で、 40入学級の問題が非常に長時間、活発に論議されたことは、市川議長、よく御承

知のとおりであります。市川議長のもとで言論の自由も保障されて、大いに論議が行わ

れたわけでありますが、ここで述べておりますように、東京都教育委員会との折衝内容

が指導室メモとして記され云々というふうに述べておることを理由にして、守秘義務の

ことについて触れているわけです。

しかしあの長沢教育長が書かれた40人学級の騒動記の中に述べてあるようなことは、

議会で再三再四、議員の質疑によって教育長が答弁されていることなんで、すO 本会議も

そうですし、予算委員会でも、あの程度のことというのはほとんど質疑尽くされ、教育

長も再三にわたって繰り返し説明するということが行われたわけであります。

これ全部、市川議長の議長のもとで我々は質疑を行ったのですよ。そして教育長もそ

の説明を行ったわけで、すO 議会ではそういうことを自由に行っているにもかかわらず、

長沢教育長が出版してそのととを書いたら、今度は守秘義務を侵害するおそれがある、

違反のおそれがあるなんというようなことを理由にするというのは、私はちょっと市川

議員の提案の内容としては、これは行き過ぎではないか。明らかに私は言論に対する、

あるいは出版に対する行き過ぎの理由になっているのではないかと思うのです。この点、

明確に述べていただきたいと思います。

それから回想録というのは、現職を退いて、退職してから書 くものだということが、

この議会でもそういう意味の発言がありましたし、ここにもそんな意味のことが書いで

あるのです。これは自分の人生を振り返って、す.っと長い一生のことを、退職後振り返っ

て回想録にまとめるというような、そういう場合もあると思うのです。

しかし、今回、長沢教育長が出版された 140入学級騒動記」というのは、いわゆる40

人学級を提案して、議会の審議を経て、そして一定の結論を得たという、一つの事件を

まとめた回想録だというととは、これを読めばすぐわかることなんですよ。自分の一生

を回想録にまとめたということではなくて、やはり一つの事件を回想して、まとめて出

版したということなんです。これは十分こういう問題はあり得ることだと思うのです。

何でもかんでも退職して、年配になってからでなければ出版できないなんということ

ではないわけです。(1そんなこと、言っちゃいないよ」と呼ぶ者あり)こういう理由
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というのは、ちゃんと回想録を見ればわかることでありますから、こういうのを理由に

されて、辞職だということを勧告するなんということは、私は市川議員の良識として、

ちょっと疑問に思わざるを得ないということを、申し上げておきたいと思うのです。

したがって、その点についてのお考え、御答弁をお願いしたいと思うので、すO

0議長(小山良悟君) 市川資信君。

026番(市川資信君) 板垣議員の質問について、お答え申し上げますO

63年のいわゆる40人学級騒動記、本の題名のとおりでございますけれども、自民党会

派、自由民主クラプ一一当時、自由市民会議の会派でしたね。それから公明O 予算を否

決して、あれは予備費へ繰り入れたという事実経過の件でございますけれども、先ほど

決議案にも述べたとおり、私どもも当初は40入学級そのものに対する基本的な反対とい

うものは、それほどなかったのじゃなかったで、しょうか。ところが現実にあの現場の、

特にPTAのお母さん方を初めとする、学校現場の声が日々日々に高くなって、これは

どこかでやはりきちっとした対応を迫らなければならないじゃないかというところで、

あの予算案を否決して一応おさまった、というのが現実の姿だったと、私は鮮明に記憶

しております。

したがって、そういった経過があったわけですから、少なくともそういったことを知っ

た上で、先ほど申し上げた今回の40入学級のドキュメンタリ一風の回想録については、

慎重の上にも慎重を重ねた上で出版していただきたかったなというのが、だれしもこれ

はあの本を読んだ感想ではないか、かように思いますO

それから 2番目の、東京都の教育委員会と教育長との守秘義務の云々は行き過ぎでは

ないかというふうな指摘でございますが、先ほども申し上げましたように、私どもはこ

れはあくまでも守秘義務のおそれがあるというふうな見解を、決議文にも述べていると

おり、私どもはそう思いますし、なおかっこのドキュメンタリ一風の回想録には、当時

私が知り得なかったシナリオもちょっと入っておりますね。これは長沢教育長だけが知っ

ているくだりもあるわけですから、こう書かれでも仕方がないかな、私はそう思いますo

それから回想録の出版は、先ほど竹ノ上さんもそれから下村さんも同じ質問をされて

おりますけれども、これは基本的な人権、言論の自由等の中で、いつ出しτもいし、では

ないかということは、先ほどお答えしたとおりで、私もこれは個人的なものを束縛する

とか、何らそんなことを言っているのではなくて、公人としてのやはり節度というもの

はきちっと、少なくとも同じ議会の席に座っておられる教育長という、重大な重責であ

りますから、それでこういった問題の経過が過去にあったわけですから、いつでもとい
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うような問題ではなくて、もし出すのならば、先ほども下村議員にもお答えしたように、

議員の代表者、どなたでも結構ですから一応通読していただいて、その上で自分の主観

的なペンさばきでなくて、客観的な情勢というものも、多少は聞いた上でこれを発行し

たならば、私は今日のような、こんな騒動にならないでおさまったのじゃなかろうか、

かような見解を持っております。

今、 3点は以上のとおりでございます。

O議長(小山良悟君) 板垣正男君。

019番(板垣正男君) 守秘義務につきまして、議長であったときの議会の論議と、そ

れか ら出版の関係について、明確な答弁がなかったように、私は今、受けとめました。

それで、私は結局、今、市川議員がみずからお話、説明されましたように40入学級に

かかわる予算は否決したということを、こうして出版されて、広く世間に知られること

は、この提案である市川議員初め賛成者の方々が、逆に、教育長に対する、ある種の感

情を持ったので、はないかというふうに受け取らざるを得ないわけですよ。

教育長は遺恨を持って市議会への挑戦をしたというふうにおっしゃっているわけです

けれども、これは遺恨を持って皆さんが教育長に対しての辞職勧告を突きつけたという

ふうに受け取られても仕方がないのじゃないか、というふうに私は思うわけでありますO

そしてそのことは結局は、憲法に保障された言論や出版の自由に対する一種の圧力と

いうことにもなっていくわけでありますし、ましてや教育長と いう職を辞職しなさいと

いう勧告を出すなんということは、私はやり過ぎ、行き過ぎではないかというふうに思

うわけであります。

こうしたことについての、それは見解の違いだとおっしゃればそれまででありますけ

れども、私は結論としてはそういうことにやはりなっていかざるを得ないのじゃないか

というふうに、私の見解として、受け取らざるを得ないわけです。

その点だけ、最後にお聞きしておきたいと思います。

0議長(小山良悟君) 市川資信君。

026番(市川資信君) 先ほども申し上げましたように、現実に連日お母さん、また校

長会等の現場の声を目のあたりにしたときに、現場が混乱しているわけでありますから、

もう少しそういった予算を計上して、それを実行に移すのならば、現場の内容というの

でしょうか、 40人学級にするために二つのクラスに分かれるということでありますから、

片方はし、わゆる正職の先生がし、らっしゃって、片方は臨時の先生が入るといったときの

問題点を、あのときに鋭く私どもに迫られたときに、教育長にそのことを問うても、明
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快な答弁を得られなかったわけでありますし、あの混乱を一時終止符を打たせるには、

そういった手段に訴えたのがベターであったという見解でありますから、今の私どもの

とった態度に、板垣議員の方はそれは間違いだと指摘するかもしれませんけれども、私

ども当時扱った議員の立場とすれば、あの処置は適正であったということに、これは見

解の相違になれば見解の相違と言わざるを得ない。

0議長(小山良悟君) 板垣正男君。

019番(板垣正男君) 当時の態度について云々したのじゃなくて、出版のことについ

て私は申し上げたわけです。出版されたということについての見解を、私は申し上げた

のです。ですから、誤解されないようにしていただきたし、と思うわけでありますけれど、

そのことの見解の違いだということをおっしゃるならば、私のいうことも否定はされて

いないわけですから、やはり問題は残るのじゃなし、かというふうに、私は思うわけで、す。

このことを申し上げて、質疑を終わります。

O議長(小山良悟君) ほかに御質疑はありませんか。なければ、これをもって質疑を

終結いたします。

本件について、御意見があれば承ります。名古屋史郎君。

028番(名古屋史郎君) 日本社会党・市民連合の代表といたしまして、この決議案に

対しての意見を申し上げます。

私は、この教育長即時辞職勧告決議には反対の立場で、意見を申し述べます。

提案者の趣旨を聞いて、教育長としてこれまで日野の教育に尽くしてきた長沢氏の実

績を考えるときに、騒動記を出版したことが、果たして辞職を迫られるような事実なの

か、と疑問を感じました。

40人学級問題の経過を今、振り返るとき、現職の教育長がどうしても 140人学級騒動

記」なる出版をしなければならぬ必然性があったかはおくとしても、教育長が職務を著

しく怠ったり、特段の非行があったわけでもありません。まして教育長は、先般、議会

の同意を得て再任されたばかりであります。再任を同意した議会は、その仕事を見守る

責任もあろうと思います。

提案者の言っているように、例え過ちであるとしても、世の中には許されぬ過ちと、

許されてしかるべき過ちがあります。議会として、ほかに責任を問う方法、あるいは手

段も幾らもあるはずであります。今、教育長に辞職まで求めることは、余りにも厳し過

ぎます。たとえ議会でも、行き過ぎは厳に戒めむべきであろうと考えます。

私は、 40入学級の問題の討議の中で、オール・オア・ナッシ γグの手法はとるべきで
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ない、こう申し述べたことを思い起こします。このことは、この決議案についても言え

ることであります。

この決議案には、以上の点からもとうてい賛成できるものではありませんO 日本社会

党・市民連合の反対の意見といたします。

0議長(小山良悟君) 執印真智子君。

02番(執印真智子君) 私は無会派といたしまして、長津三郎教育長の即時辞職を求

める決議に反対の立場で、一言意見を申し上げます。

反対の理由は、言論の自由、出版の自由を束縛するのではないかという、その 1点で

す。私は、教育長と同じくものを書くのが好きであります。議員になって 1年たちます

が、普通の市民から議員になった驚きを本に書いたとします。私が書いていいと思った

ことと、他の議員さんが書いていいと思ったこと、だめだと思ったことの判断が違って

いたとします。辞任決議をされるのでしょうか。では、市長が本を書かれたらどうでしょ

うか。理事者はどうでしょうか。学校の先生はどうでしょうか。

40人学級のとき、当時の議員さんが真剣に議論されたことは、大変よくわかります。

議員というのは、一生懸命やってもなかなか報われないものだと、たかだか 1年間の議

員活動でも、感じることが多々あります。

しかし今回のこの辞職を求める決議は、市民に対して言論の自由、出版の自由を、日

野市議会は認めないと言っていることにならないでしょうか。提案者よりいろいろ御説

明もいただきましたけれども、言論の自由、出版の自由を束縛するというこの 1点につ

き、私はこの決議案に反対をいたします。

0議長(小山良悟君) 竹ノ上武俊君。

先ほどの板垣議員並びに私の質疑の上に立ちまして、意見を029番(竹ノ上武俊君)

申し上げます。

長津三郎教育長の即時辞職を求める決議案に、全面的に反対を表明するものでござい

ますO

そもそも教育委員の人事は、戦後、公選制でありました。これが法改悪によりましてi

首長の任命制ということにかわってきたわけであります。本来はこういういきさつから

して、教育委員の人事については議会は干渉しない、これが建前であったはずでありま

す。こういう点を私たち市民は、あるいは議会は、まじめに考える必要があると思いま

す。

次に、表現の自由の点でございます。口先では表現の自由を提案者もおっしゃってい
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たようでございます。しかし政治は現実に、事実にどういう結果を示すかが大切でござ

います。今回の決議案を決めるということになれば、表現の自由、言論の自由を事実上、

束縛することになるではありませんか。そういう点で、決議案には反対をするわけでご

ざいますo

先ほども公務員の発表した書物など、いろいろ私、例を挙げました。例えば規律の厳

しい海上保安官であっても、自分の職場のことを小説にされたりしております。去年、

横溝賞を取った阿部聡さん、この方は「消された宝石」ということで、金田一耕助のブ

ロンズ像や副賞50万円を、角川書店からもらって、有名になられました。こういうふう

に、どんなところでも表現の自由は、保障をされているわけでございます。

第2点目に申し上げたい点があります。それは昭和63年、この当時の日野市の教育現

場の状況でございます。当時、東京都は公共料金の値上げ、それから税収増、こういう

ことでいろいろの立場の方々が、財政上裕福でだぶついているというような表現なども、

起こってきたときでございますO そして1000坪の知事フロアをつくるなどと言って、マ

スコミからも袋だたきにあう、そういう状況に進んでいる状況にありました。

そういう中で、東京都が一刻も早く 40入学級をする気になればできるのだ、こういう

ことで東京都民は歯がゆい思いをしていたわけでございます。東京都よりも貧しい他の

県が、既に文部省への先を越して40入学級を実現していた時期でございました。また東

京26市におきましても、先行いたしまして、一挙に 1年生から 6年生まで40人学級を実

現した市もあったわけでございます。

そう いう中で、日野市の子供たちが、他市に比べて教育上の差ができる。少なくとも

東京26市の子供たちは公平な水準で、行き届いた教育が保障されなければならない。だ

から何とかして40入学級を実現したいという気持ちが、市内に満ち満ちていた状況で、ご

ざいます。

こういうときに、日野市の教育委員会が日野方式、いろいろ名前は変わりましたけれ

ども、 40入学級を編み出したことは、私は画期的な、評価されるべきことであったと思

いますO この閣のいきさつについて、確かに東京都教育委員会は積極的な支持をされま

せんでした。さきの都議会における教育長の答弁は、こうなっております。 i日野市に

対しましては、まず学級編制の上では関係法令を遵守するとともに、まぎらわしい変形

40人学級という表現を避けることや、非常勤講師の勤務形態、適格者の確保に疑念があ

ることを、指導しておりますO

また教育の内容、方法に関しましては、小学校は従来から学級担任制をとっておりま
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すO 学習集団を学期ごとに組みかえ、その都度担当教師が変わるのは学習指導、生活指

導上に問題が生じ、児童の成績評価も適正にできるかなど疑問があり、児童や保護者に

とっても不安を招くおそれがあることなど、問題点を指摘しているところでございます。

以上のことから、この計画の実施について、再考するよう指導、助言しているところで

あります。」という答弁になっております。

これはしかし、とりようによっては、与党である公明党の質問に対してこういう答弁

をされております。しかし都教委が指摘をした、あるいは指導した点を改善していけば、

独自の教育形態が日野市においてでき上がっていくことを、否定をした答弁ではないわ

けでありますo しかも当時の都民の署名運動その他の中で、東京都が40入学級をなかな

か即時実施しない、こういう中で教育長は、立場上、日野市の先進例が生まれると、都

教委よりも先を越される。ある いは他の市が日野に学んで、次々と進んだ、独自の方式

を打ち出してくるに違いない、こう いうことなども恐らく考えていらっしゃったと思い

ますO

そういうところからの答弁だったわけで、私たちは日野市が教育委員会と父母、現場

教職員が協力をして実践していけば、すばらしい日野方式の、独自の学習形態が誕生し

たものと、今もって確信をしているわけでございます。

当時の日野市の教職員、父母の聞にも、確かに都教委の こう いう指摘などもありまし

て、危倶が生まれました。しかし各小中学校から、どうすれば日野独自の行き届いた教

育ができるか、うちの小学校はこうやってみましょう、うちの中学校はこうやってみま

しようという案が、ちょうど提出をされていたときであります。

そういうときに議会は、やはりどういうふうに予算をふやしてあげようか、設備をよ

くしてあげようか、こういうふうに働くのが役目ではないか、私はそういうふうに思う

わけでございますo

何事も先んじて実践しようとすれば、困難が起こりますO 日野市が東京に初めて特別

養護老人ホーム、浅川苑の建設をスタートいたしました。このときは、市議会でもさま

ざまな消極的な意見、あるいは反対と思われる意見も出たわけでございます。しかし皆

さん御承知のとおり、 26市で初めて都の運営費に対する補助金や用地費に対する補助金

などを、日野市のこの運動が生み出しまして、先進を切りました。そしてあの鈴木都知

事でさえも、先月でしたか、今月でしたか、わざわざこの老人ホームを指定して見学に

来て、あそこで日野市の諸階層の代表と懇談をされていったわけでございます。

いろいろ言われるけれども、苦労があります。しかし新しい方法を生み出して、教育
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ゃあるいは市民の暮らしを守っていく、これは今後ともやっていかなければいけない点

ではないでしょうか。

それから決議案について、一々立ち入りませんが、 3点の理由が述べられております

ので、このことにつきまして、一言反対の立場を表明をしておきたいと思いますO

第 1点は、教育長がヒーロ一、議会は悪者といし、ますかかたき役、こういうふうな表

現になっております。これは板垣議員も指摘したとおりではないかと思うのです。あの

当時、あれほど40人学級に期待する、そして日野市は空き教室も出ている。何とかし、ぃ

教育はできないかという、父母や教職員の願いがありました。この日野市教育委員会の

提案をつぶした、市民の批判が高まりました。そういう中で、被害妄想とも思われる発

想があるのではないか。だからそういうふうに教育長の出版物を読むと、受け取ってし

まうのではないか、私はそういう発想、であるに違いないと断じるものでございます。そ

ういう点で、こういうふうに出版物を評価することには反対でありますo

また、第2点の守秘義務の点でございます。これも先ほど触れましたように、守秘義

務の範囲内で書いている。私はいろいろの市民の方に読後感を聞いてみました。教育の

専門家にも聞いてみました。あるいは市議会議員をした、元の議員の方にも聞いてみま

した。 rいや、この本はね、すべての党派のことを思いやって書いてあるよ O もっとリ

アルに書きたいこともあったのではないかJとおっしゃった方も、日野市民の方でいらっ

しゃるわけでございます。

それをこの守秘義務の範囲とか、あるいは事前に原稿をチェックするとか、あるいは

発行の時期に、議会が承諾を与えなければ発行できないとか、そういうことは私は議会

としては、とんでもない越権行為であると思います。

それから三つ自の理由で、回想録は辞職してからというのがあります。しかしこれも

板垣議員が質問で明らかにされたとおりです。むしろ今、教育委員が準公選制でない、

議会と市長の提案によって選任という形になっている中での教育長です。 4年ごとに選

任されるわけでございます。

そういう中で4年ごと に、 公選制ではない、だから市民に自分の教育理念は言えない、

そういう中で、 4年ごとに総括をして、書物を出してきた長沢教育長というのは、全国

の教育長の中でも、本当に私は市民のことを考えた、ある意味では高く評価されるべき

教育長でこそあれ、批判するところは何もない、こういうふうに信ずるものでございま

すO

もしこのような理由による辞職決議が、今夜、もしも多数の圧力で可決されるような

-580-

ことがあれば、私は市民は嘆くと思います。きょうも、深夜に至っても傍聴の方がたく

さん残って聞いておられます。これはやっぱり議会が教育長に言論で圧力を加えたとい

うふうにとられるのは、もう当然です。そういう点で、日野市議会の名誉にかけても、

こういう辞職勧告決議というものは議会内の議会のメ γパーに対する、あるいは市長な

らとれはまた事と場合によっては別でございます。教育委員に対してこういうことをす

るということは、私はあつではならないことである、こういうふうに思うわけでござい

ます。

最後に、一言さらに申し上げます。それはやっぱり言論には言論でこたえるというの

がいいのじゃないかと思うので、す。ですから例えば教育長がああいう本を出されました。

議員で、このことに納得しない人は、 40人学級実現奮戦記とでも題する本を、どこか講

談社でもいし、ですよね、読売新聞社でも、けやき出版でもいし、ですよ、そういうところ

から出してやる方法もあります。そして公党が非難されたのだと感じる議員さんがいらっ

しゃったら、もし公党に所属していたら、その党の機関紙において自分の意見を発表す

る手段も、自由に保障されているはずです。また、市民にビラを出すという方法もあり

ます。

そういうことで、私は言論には言論でやっぱり 反論 して、 民主的な討論をする、そし

て最終的な結論は、市民が判断してくれるのだ と思 うのです。私は、現在の長沢教育長

の教育理念、教育実践には、圧倒的多数の市民がついている ことを疑いませんO そして

長沢教育長は、私は教育基本法を守って頑張っていら っしゃる と思います。

教育基本法第10条「教育は、不当な支配に服する ことな く、国民全体に対し直接に責

任を負って行われるべきものである。」と、こういうふうにな っているわけでございま

す。そういう意味で、教育長は議会からのそういう意見交換はも ちろんいいのですが、

言論の干渉、こういうことを恐れることなく、 任期い っぱい日野市の子供たちのため、

また市民のために、教育行政の先頭に立って頑張っていただくことを期待いたしまして、

決議案に対する反対意見といたします。

0議長(小山良悟君) 夏井明男君。

022番(夏井明男君) 私は、長津三郎教育長の即時辞職を求める決議案に賛成の立場

で、意見を申し述べます。

先般の、今、竹ノ上議員の方から言論は言論をもってやったらいいではないか、本を

出したらし、いじゃないかという話がありました。また、チラシをまいたらし、いじゃない

かという話がありました。これを私は最も恐るべきことであろうというふうに憂いてい
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るわけです。

一つは、この出版をするに当たって、教育長は本当に親しい友人から忠告を受けた。

出さない方がし、いよという話を、さまざまな角度からされた。また、大分前に、教育長

がおやめになるかどうかのときに、教育長、将来の教育の混乱を考えるならば、あなた

はつらいかもしれないけれども、やめてはいけないよという人ですら、今回の事態につ

いては、裏切られたということを聞いております。最も親しい人たちがそういうふうに

お述べになった心情は何かと言えば、これからの日野市の教育の現状、教育の内容を混

乱させてはならない、教育の中立性、教育の公正さについて、教育の信頼を高めなけれ

ばならないという心情から、教育長にお話をされたわけでありますo

今、本会議でチラシをまいたらし、いではないか、また反論をしたらし、し、ではないかと

いうことでありますが、これがこのまま市内の中で論戦をされるわけであります。非常

に不幸なことであります。これをそうさせたのはほかでもない、この出版物を出した教

育長の責任であります。(発言する者多し)

先ほどお話がありましたが、先般、教育長の再任について、全会一致で議決をいたし

ましたO 私どもは62年、 63年のあの議会で、 PTAのお母さん方が、子供の立場に立っ

て、これは40人学級ではない、そういうことを総意をあげて再三、申し入れをした。ま

た小中学校の校長先生方、現場をあずかっている、一人一人の子供をあずかっている現

場の校長先生方が、これは難しいというお話もあった。

さまざまな角度から、この話は40入学級でも何でもない、こういうことでありました。

それを無視して、教育長という権力の立場で、最後まで押し進めようとしてやった結果

であります。私は一子供の立場に立ってど ういうふうに展開をするのか、お話をしまし

た。明快な答弁は、何一つありませんo 議事録を見ていただければわかります。やって

みなければわからない、失敗をおそれていてはわからない、こういう返事であります。

では失敗とは何か。暫定的なものであります。 3年後にはそれが来るのです。余りにも

私は、教育の現場をあずかる人間として、メシツにかけてやってきた経緯があります。

私は、予算委員会のときに、教育長、こうではないですかとお話をしました。 /教育長

いわく、この回想録にありますが、夏井議員の言うことは、理解するほど理解しており

ます。しかし予算に計上されているから、一歩も後戻りはできません、とこういう発想

であります。

それだけではありません O 父母のお母きん方が教育長に申し入れをして、本当の40人

学級でなければ考えてほしいという申し入れをしました。そこで教育長は何をおっしゃっ
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たか。私はこれが通らなければやめます、こういうふうにおっしゃった。一父母に対し

て、これをあなた方が通さなかったら、私はやめるのだというのは、脅迫であります。

それまでして、一父母の立場をそれほどまでして強圧する態度というのは、私は見たこ

とがない。これは教育長としてとるべき態度ではない、そういうふうに思います。

私も現場にいましたから、何とむごいことをおっしゃるかと思った。 63年の会議録の

中で、福島敏雄委員長の方から、非常に客観的な報告がなされました。また、その経緯

についてもさまざまな議論がありましたが、真っ正面からこの問題がいいということで、

確信を持って進んだものはありませんでした。現場の教師が、これではできませんとい

う戸が、圧倒的多数でした。これは記録からいって、全部明らかです。それでもあえて

やろうというその高慢さ、人の意見を聞かないで突っ走るその危険性、これは私は教育

長としてあるまじき姿だと思う。

そういうことを、私どもはさんざん議論してきました。その上で、私たちは教育長の

再任問題にぶつかったわけであります。そのときの発想は何か。教育長は恩讐のかなた

にですか、そういうふうなお話をなさった。まさに私どもも、将来の、今の教育長の、

名古屋議員がおっしゃいましたが、許される誤り、許きれない誤り、許される誤りの中

で、過去のことについては私どもは言うま い、 暴走 して、我々はどどめた。今でも私は

正しいと思っています。暴走をとどめた。しかしこれからも暴走はあるかもしれない。

ただ、人間として誤りがあるから、その過去の誤りについて、過去を振り返るような形

で議論してはならない、そういう立場で、これからの教育長の将来の、し、い仕事をして

もらいたいという心情から、私どもも再任の手を挙げたわけでありますO

その後、私どもはそれを裏切るような結果が出たわけでありますO それは何か。私も

さまざまな方から電話をいただきます。ある校長先生は、これは小中学校の校長会に対

する挑戦ではないかというお話であります。またある学年主任の先生は、私は個人とし

て、長沢教育長はある意味で魅力がある。しかしこのこと自体に至っては、余りにも日

野市の将来の教育に対して配慮がなさ過ぎる。その点で、私はやめていただきたいと思

う。非常に残念であるけれども、やめていただきたいと思う、こういう声であります。

私は、一番残念に思いますのは、この間の質疑の中でも申し上げましたけれども、何

遍読んで静かに振り返ってみても、最終的にはこれは63年の教育長が強引に押し進めた

ものが、議会の良識によって阻止をされた。それによって教育長は信用を失った。その

信用を回復するために、それがために私はこの出版物を出したというふうに、言わざる

を得ませんO
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それによってどういう現象が起きているか。現場の教師、現場の校長、それから今現

在、子供を抱えているお母さん方、お父さん方、さらには我々議員、そういう人に対し

て、現職の教育長が書物を出版する形で、記録物と称して、公然と市内の父兄の意見、

現場の校長の意見、議会の意見を真向から批判をする態度に出たということは、非常に

異常なことであります。常軌を逸しております。

このことを考えますと、私どもは議会で教育をあずかる方に、その責任を追及するの

は、これは当然のことであります。批判を封ずるということは、私はまさに言論の自由

を、誤解をしているのじゃないかと思います。言論の自由というのは、先ほどから何人

かの方から、言論の自由、出版の自由というふうにおっしゃいますけれども、少し履き

違えているのじゃないかと思うのです。要するに言論の自由の中では、本を出版して書

いても、相手の人格を傷つけるようなことは、名誉棄損になります。これは刑法で犯罪

になります。

ですから、その刑法なら刑法が、憲法で違反するか、だれも議論しません。ですから

言論の自由の中で、さまざまな規制があります。事前検閲もあります。本来、大きな権

力に対して、民衆が権力に対する対抗として、言論の自由が守られてきた歴史がありま

す。今、ここで私どもが議論をしているのは、言論の自由じゃないのです。言論の自由

は保障されているのです。それに対して我々は、議会の議決権として、それを責任を問

うていくのは当たり前のことであります。それは許されているわけであります。それさ

え許されないということであったら、これは言論の自由の履き違えであります。それを

言論の自由の論理をここで持ち出して議論をされるということは、非常に私は間違いで

はなし、かというふうに思います。(発言する者多し)

それから先ほど公務員の守秘義務というお話がありましたけれども、それよりも私は

もっと重大な違反があると思うのです。それは教育に携わる者として、非常に根本的な

違反があります。それはどこかといいますと、地方教育行政の組織及び運営に関する法

律ということで、 7条があります。教育委員の身分的な保障は、教育の中立性を確保す

るために、かなり保障を されています。

その中に、 7条に罷免事由という事由があります。これは名古屋議員か下村議員の方

から指摘があったところでありますが、ここの場合には制限列挙である。 I心身の故障

のため職務の遂行に堪えないと認める場合又は職務上の義務違反その他委員たるに適し

ない非行があると認める場合」というふうになっております。これは制限列挙という ふ

うに、理解をされていますO
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なぜここまで制限列挙を保障するかと言えば、教育行政の中立と公正を図るために、

こういうふうな身分を厚くしているわけであります。

まさに今回、出版の自由という名前のもとで、教育長は非常に無責任にも、日野市の

将来の教育の混乱を顧みず、自分のやり切れない心情の中から、このような物を出版し

たという事実は、私は 7条の解釈から言っても、中立、公正を守ろう、こういう立場か

らの行動ではなかった。したがって、この 7条の根本精神から言えば、日野の議会とし

て、教育長ふさわしくありません、本質的にふさわしくありません、これからの将来の

日野市の教育を担うだけの見識は疑いがありますということを、議会が発言するのは当

然でありますし、決議をするのも当然であります。そこのところを私は、重々理解して

いただきたいのであります。

それを騒動記の中から若干拾いますと、要するに教育長はこれからの日野市の将来の

教育を混乱させても、あえて構わないという行動に出たという事実が、この本の中から

も、残念ながら出てまいります。

この議案を、私どもが一子供の立場に立ってどういうふうに映るかということを考え

ながら、真剣に議論させていただいた。それが教育長の意見によれば、これは複雑に絡

んだ政治の世界でもみくちゃになったという 言葉で片づけられております。

さらにこの出版をする経緯というものは何か。 1年余にわたる騒動は、 こうして終止

符を打ったものの、その後に残された。何とも割り切れない気持ちが、今でもくすぶり

続けている。こういう心情のもとで、出版をしているわけであります。

また、後書きにも、ときの経過が、あれほど大騒ぎした問題にもかかわらず、いつか

思讐の彼岸にその真実を押し流し一一これは教育長の見る真実でありますo 押し流し云々、

たえられぬ寂しきとなって、私の心をとらえていた。たえられぬ寂しさをとらえていた

ということであります。

これが教育長は将来の教育、そういうことの責任感から出てきた行動で、はないのであ

りますO また今、現職の立場でいる私自身も、 ドキュメソタリ一物語としてまとめてみ

ようとしたものの、読み返してみると、現職なるがゆえに避けて通っているとあります。

これはそのときに、もう気がついているわけであります。現職の教育長が、こういう出

版物を出したらどういうことになるのか、この出版物の名をかりて、日野市内の父兄に

対する反論をする、批判をする、これを繰り返すということは、前代未聞でありますO

したがって私は、即刻教育長は、教育長に忠告、進言をしてくれた人の心情というも

のをわかっていただきたし、。わかっていただきたいがために、即刻、私はおやめになっ
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ていただきたい。それが日野市の将来の教育を守ることになるというふうに思います。

以上です。(I議事進行」と呼ぶ者あり)

0議長(小山良悟君) 一ノ瀬経君。

018番(一ノ瀬隆君) 議事進行という形で、今までの意見に漏れていました重要な

一言を申し上げたいと思います。

地方教育行政の組織及び運営に関する法律についての解説の中で、こういう 2行があ

ります。回答といたしまして、教育長その他の一般職の職員に対する辞職勧告決議は、

違法とは言えないが、適当でないということがありますので、議事進行で発言させてい

ただきました。(議事進行と呼ぶ者あり)

0議長(小山良悟君) 米沢照男君。

030番(米沢照男君) ただいま夏井議員から長時間にわたりまして、これでもか、こ

れでもかという、長沢教育長攻撃が行われました。だからこそ、私どもは議会運営委員

会で、長沢教育長にも一言、発言の機会を与えるべきだ、こう主張して、最後までその

論議が議会運営委員会でされたわけでありますけれども、結局、合意、に達することがで

きず、議長職権によって議会が開会をされました。

私を初め、社会党の一ノ瀬議員、そして市民クラブの奥住議員と 3名が議会運営委員

会で採決の際、長沢教育長に発言の機会を与えるべきだ、こう主張したわけであります。

かつて、高橋通夫議長に対する辞職勧告決議案が議会に提出された際、無記名投票であ

りました。そして同時に、当事者である高橋、当時議長にも弁明の機会を与えました。

これは当然であります。ましてや今のように、一方的に長時間にわたって攻撃が繰り返

されました。当事者である長沢教育長は、一言も発言の機会が与えられない、こんなば

かな話はない、と私は思うのです。

そこで、この議会は議会運営委員会で、合意に達することなく、議長職権で開会された

議会であります。したがって、さらに一歩進めて、議長職権で、この際、長沢教育長に

一言発言の機会を与えたらどうかと思いますが、いかがでしょうか。

0議長(小山良悟君) 米沢照男君にお答えいたします。先ほどの議会運営委員会で審

議されま科た。議会の過半数の数を超える議員を背景とする議会運営委員会の委員の審

議の背景をもとにして、議長として対応せざるを得ない、このことはひとつ御理解をい

ただきたいというふうに思います。(I議事進行」と呼ぶ者あり)

0議長(小山良悟君) 米沢照男君。

030番(米沢照男君) 長沢教育長はこれまで 8年間、日野市の民主教育の充実、前進
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に献身的に努力をされ、そして大きな評価を受けております。一言、この機会に発言の

機会が与えられて当然だと思います。議長の立場も、私は理解できますけれども、今の

ように相当長時間にわたって、一方的な攻撃が繰り返されただけに、その発言の機会を

与えるべきだ、こう私は思いますo このことを、もう一度、くどいようですけれども、

発言をしておきます。(1"議事進行Jと呼ぶ者あり)

0議長(小山良悟君) 板垣正男君。

019番(板垣正男君) 先ほど一ノ瀬議員から、自治省の行政指導ということで、この

種の辞職勧告決議が、違法ではないけれども適当ではないという指導が行われていると

いう発言がございました。

これは事、重大な問題でもありますから、自治省もやはり慎重な態度を議会に要求し

たということの指導だと思うんです。当然これらのことについても、議会事務局あるい

は議長、検討されていることかと思いますけれども、これについてどのように見解を持っ

ておられるか、念のために聞いておきたいと思うのです。

0議長(小山良悟君) 板垣正男君にお答えいたします。

ただいまの質問について、議会事務局長をして、答弁させますO 議会事務局長。

O議会事務局長(落合 豊君) 御質問に答弁を申し上げます。

教育長への辞職勧告決議、辞職を求める決議ということでございまして、いわゆる勧

告決議ということで言えると思うのでございますけれども、辞職勧告と申しますのは、

本人が退職の意思を周め、退職同意、に必要な、法律でいいますと教育委員会並びに市長

に、いわゆる退職の意思表示をすべきであるという、勧める行為であるというふうに考

えております。法的には、ただいまお話がございましたように、絶対拘束するというふ

うなものではないわけでございますが、行政実例と申しますか、照会に対する回答とい

う中では、御指摘のように、違法ではないが好ましくないという趣旨の回答がなされて

いることも、承知しでございます。

ただ、そのことが、議会の議員のいわゆる議案提出権そのものを制限する、あるいは

妨げるというふうなところまでの解釈はできないのではないかというふうなところの中

で、議運その他で取り扱いを協議されて、こういうただいまの状況に立ち至っていると

いうのが現状であろうというふうに思います。以上でございますO

0議長(小山良悟君) 板垣正男君。

019番(板垣正男君) 議運の経過につきましては、私どもも報告を受けておりますか

ら、聞いておりますけれども、事やはり重大な問題であるだけに、自治省も取り扱いに
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ついては慎重にしなさい、好ましくないのですよ、ということを指導されているわけで

すよ。

先ほどの討論の中で、竹ノ上議員が教育基本法第10条の、不当な干渉を受けるのでは

なということについて、照会いたしました。まさにそういう干渉があっては、教育には

ならないのだということを、私はそういう法の精神を受けて、こういう行政実例が出さ

れたのだろうと思うのですよ。

ですから、こういう問題が出たときに、議会事務局なり議長が、こういう実例もある

から、これを出すのは慎重になさいと言って、提案を見送るようなことがあっても、私

はよかったのではないかというふうに、この行政実例を見まして感じているわけなんで

すよ。議案提案権を拘束するとか、あるいはそれを阻止するということまで規定してい

ないのではないかということなんですが、それはそうでしょう。しかしやはりこうした

辞職勧告決議を、しかも教育長という、教育の責任ある立場の方に、議会が出版問題で

辞職勧告決議を突きつけるなどということは、私はこの行政実例から見てやはり適当で

はなかったのじゃないかというふうに思うわけでございます。

むしろ議長が勇断を持って、この際、提案者に取り下げをしなさい、とこういうこと

を言っても、私は決して遅くはないというふうに思いますので、そのことだけを申し上

げておきます。

0議長(小山良悟君) ほかに御意見はありませんか。なければ、これをもって意見を

終結いたします。

これより、長津三郎教育長の即時辞職を求める決議を採決いたします。

この採決は、無記名投票をもって行います。

議場の閉鎖を命じます。

〔議場閉鎖〕

O議長(小山良悟君) ただいまの出席議員は30名であります。

お諮りいたします。会議規則第31条第 2項の規定により、立会人に土方尚功君と佐藤

洋二君を指名いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。

( i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって、立会人に土方尚功君と佐

藤洋二君を指名いたしますO

投票用紙を配布いたさせます。

〔投票用紙配布〕

oo 
nδ 「。

0議長(小山良悟君) 投票用紙の配布漏れはございませんか。

( iなしJと呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 配布漏れなしと認めます。

投票箱を改めさせます。

〔投票箱点検〕

O議長(小山良悟君) 異状なしと認めますO

念のため申し上げます。本件を可とする諸君は賛成と、否とする諸君は反対と記入願

います。

なお、重ねて申し上げます。投票中賛否を表明しない投票、及び賛否の明らかでない

投票は、会議規則第73条第 2項の規定により否とみなします。点呼に応じて、順次、投

票をお願いし、たします。

点呼を命じますo

O議会事務局次長(田中正美君) それでは点呼いたしますO

執印真智子議員〔投票〕沢田研二議員〔投票〕

田原 茂議員〔投票〕

高橋 徹議員〔投票〕

天野輝男議員〔投票〕

佐藤洋二議員〔投票〕

内田 勲議員〔投票〕

馬場繁夫議員〔投票〕

藤林理一郎議員〔投票〕

一ノ瀬隆議員〔投票〕

鈴木美奈子議員〔投票〕

夏井明男議員〔投票〕

鎌野行雄議員〔投票〕

市川資信議員〔投票〕

名古屋史郎議員〔投票〕

米沢照男議員〔投票〕

以上でございます。

O議長(小山良悟君) 投票漏れはありませんか。

小川 友一議員〔投票〕

土方 尚功議員〔投票〕

下村 功議員〔投票〕

福島敏雄議員〔投票〕

宮沢清子議員〔投票〕

福島盛之助議員〔投票〕

高橋徳次議員〔投票〕

板垣正男議員〔投票〕

奥住日出男議員〔投票〕

黒川重憲議員〔投票〕

古賀俊昭議員〔投票〕

谷 長一議員〔投票〕

竹ノ上武俊議員〔投票〕

( iなし」と呼ぶ者あり〕
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0議長(小山良悟君) 投票漏れなしと認めます。 12月21日 金曜日 (第 9日)
投票を終了いたします。

議場の閉鎖を解きます。

〔議場閉鎖〕

0議長(小山良悟君) これより開票を行います。

土方尚功君、佐藤洋二君、 立ち会いを願います。
平成 2 年

〔開 票〕
第 4固定例会

日野市議会会議録 (第40号)

0議長(小山良悟君) 選挙の結果を、事務局長をして報告いたさせますO

0議会事務局長(落合豊君) それでは、ただいま の投票の結果を報告いたします。
12月21日 金曜日 (第 9日)

投票総数 29票
出 席 議 員 (30名)

賛 成 17票
1番 沢 回 研 一 君 2番 執 印 真智子 君一

反 対 12票
3番 田 原 茂 君 4番 ) 11 友 君

棄 権 なし
5番 高 橋 徹 君 6番 土 方 尚 功 君

以上でございます。
7番 天 野 輝 男 君 8番 下 村 功 君

0議長(小山良悟君) 以上のとお り、賛成が多数であります。 よって、本件は原案の
9番 佐 藤 洋 一 君 10番 ?冨 島 敏 雄 君一

とおり可決されました。
11番 内 田 勲 君 12番 p邑A噌

沢 清 子 君

本 日の日程はすべて終わりました。
13番 馬 場 繁 夫 君 14番 干高 島 盛之助 君

12月17日から始まり ます常任・ 特別委員会は、お手元に配布しま した日程表のとおり
15番 藤 林 理一郎 君 16番 山 良 悟 君

で、すO 委員の皆様には、日程表に基づき御参集願います。
17番 高 橋 徳 次 君 18番 一 ノ瀬 隆 君

次回本会議は12月21日、金曜日、午前10時より開議いたします。時間厳守で御参集願
19番 板 垣 正 男 君 20番 鈴 木 美奈子 君

います。
21番 奥 住 日出男 君 22番 夏 井 明 男 君

本 日はこれにて散会いた します。
23番 黒 )11 重 憲 君 24番 旗 野 行 雄 君

午前 2時26分散会
25番 古 賀 俊 昭 君 26番 市 ) 11 資 信 君

27番 谷 長 君 28番 名古屋 史 郎 君

29番 竹ノ上 武 俊 君 30番 米 沢 昭 男 君

欠席議員 (なし)
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ー一

説明のため会議に出席した者の職氏名 日程第 4 議案 第 88 号 平成 2年度 目野市一般会計補正予算について(第

市 長 森田喜美男君 3号)

助 f支 砂川雄 君 収 入 f交 佐藤智春 君 (文教委員会)

企画財政部長 長谷川暢男君 総務部長 藤浪竜徳 君 日程第 5 議 案 第 87号 日野市立幼児教育センタ ー設置条例の一部を改正

市民部長 永瀬誠 君 生活環境部長 糸川 滋 君 する条例の制定について

清掃部長 小林 修君 都市整備部長 目Ij 田雅 夫君 (厚生委員会)

建設部長 橋本栄蔦君 福祉部長 坂 口 泰 雄 君 日程第 6 議案 第 86 号 日野市遊び場条例の一部を改正する条例の制定に

水道部長 高野 隆君 病院事務長 大崎 茂 男 君 ついて

学校教育部長 藤本享 君 社会教育部長 坂本金雄 君 日程第 7 議案 第 89 号 平成 2年度目野市国民健康保険特別会計補正予算

について(第 1号)

会議に出席した議会事務局職員の職氏名 日程第 8 議案 第 92 号 平成 2年度 日野市受託水道事業特別会計補正予算

局 長 落合 豊君 次 長 田 中 正 美君 について (第 2号)

書 記 濃沼哲夫君 書 記 小林 章 雄君 日程第 9 議 案 第 93 号 平成 2年度 日野市老人保健特別会計補正予算につ

書 記 増 田善和君 書 記 橘 達雄 君 いて(第 3号)

書 記 斉藤令吉君 (建設委員会)

日程第 10 議案 第 90 号 平成 2年度日 野市土地区画整理事業特別会計補正

速記委託先 住所 東京都立川市曙町一丁目 10の 3 予算について(第 1号)

立川速記者養成所 所長 関根福次 日程第 11 議案 第 91 号 平成 2年度日野市下水道事業特別会計補正予算に

速記者 佐伯実和子君 ついて(第 2号)

(請願審査報告) (文教委員会)

議 事 日 程 日程第 12 請願第 2-16号 義務教育諸学校の学校事務職員に対する義務教育

平成 2年12月21日(金) 費国庫負担制度の維持に関する陳情

午前 10 時開議 日程第 13 請願 第 2-17号 「義務教育諸学校の学校事務職員、栄養職員の給

与費の国庫負担制度からの除外」に反対する陳情

(議案審査報告) (総務委員会) (厚生委員会)

日程第 1 議案 第 84 号 日野市職員定数条例の一部を改正する条例の制定 日程第 14 請願第 2-23号 老人性白内障人工水品体(限内レソズ)に関する

について 請願

日程第 2 議 案 第 85 号 日野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条 (建設委員会)

例の一部を改正する条例の制定について 日程第 15 請願第 2-9 号 第53東豊田クリスタルマ ンショ ン新築に関する請

日程第 3 議 案 第 95 号 不動産の取得について 願

(総務・文教・ 厚生・建設) 日程第 16 請願 第 2-10号 (仮称)二番橋の名称を「万願寺歩道橋Jとする
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ことを求める請願 日程第 30 下水道対策特別委員会の継続審査議決に関する件

(継続審査) (総務委員会) 日程第 31 スポーツ・文化施設対策特別委員会の継続審査議決に関する件

日程第 17 請願第 2-29号 市内連絡パス(ミニパス)路線の一部変更を求め 日程第 32 交通対策特別委員会の継続審査議決に関する件

る請願 日程第 33 市立病院等対策特別委員会の継続審査議決に関する件

日程第 18 請願第 2-32号 無認可幼稚園児あるいは在宅等自主保育幼児の保 (撤回)

護者に保護者補助金(愛育手当)を求める請願 日程第 34 議案 第 97 号 日野市教育委員会委員の任命について

(文教委員会) (議案上程)

日程第 19 請願第 2-24号 I (仮称)浅川公会堂建設J~.こ関する請願 日程第 35 議案 第 104号 日野市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例

日程第 20 請願第 2-25号 中ホール建設に関する請願 の一部を改正する条例の制定について

(厚生委員会) 日程第 36 議案 第 105号 日野市長等の給与に関する条例の一部を改正する

日程第 21 請願第 2-20号 日野市立総合病院を現在地に建て替えることに関 条例の制定について

する請願 日程第 37 議案 第 106号 日野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を

(建設委員会) 改正する条例の制定について

日程第 22 請願第 2-4 号 京王百草園駅付近に自転車置場の増設を求める請 日程第 38 議案 第 107号 平成 2年度日野市一般会計補正予算について(第

願 4号)

日程第 23 請願第 2-5 号 帝人高層独身寮建設反対に関する請願 日程第 39 議案 第 108号 平成 2年度 日野市国民健康保険特別会計補正予算

日程第 24 請願第 2-6 号 高幡土地区画整理事業地区内の突然の総合病院建 について (第 2号)

設計画の見直しについての請願 日程第 40 議案 第 109号 平成 2年度日野市土地区画整理事業特別会計補正

日程第 25 請願第 2-11号 中尾マ γショ γ(仮称)建築計画に対する反対請 予算について(第2号)

願 日程第 41 議案 第 110号 平成 2年度日野市下水道事業特別会計補正予算に

日程第 26 請願第 2-27号 高幡土地区画整理事業地区内の商工業者への営業 ついて(第 3号)

権及び生活権の確保についての請願 日程第 42 議員提出議案第20号 「公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特

日程第 27 請願第 2-28号 大坂上二丁目の I(仮称)日野マ γショ γ」の建 別措置に関する法律」の延長に関する意見書

設計画に関する請願 日程第 43 議員提出議案第21号 新学習指導要領の完全実施を求める意見書

日程第 28 請願第 2-30号 (仮称)メイツ日野台マンショ γの建設について 日程第 44 議員提出議案第22号 自衛隊海外派兵の新立法策定中止を求める意見書

は、周辺住民が同意するまで、建築を認めない 日程第 45 議員提出議案第23号 公衆浴場に係る相続税・固定資産税の減免に関す

(事前協議申請書を受理しない)措置をとって下 る意見書

さいについての請願 日程第 46 議員提出議案第24号 老人性白内障人工水品体(限内レ γズ)に健康保

日程第 29 請願第 2-31号 東豊田三丁目住宅地内への事業所設置の差止めを 険の適用を求める意見書

求める請願 日程第 47 議員提出議案第25号 学校事務職員の給与費国庫負担制度除外に反対す

(継続審査議決) る意見書
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午後 3時28分開議

0議長(小山良悟君) 本日の会議を聞きます。

ただいまの出席議員30名であります。

これより議案第84号、日野市職員定数条例の一部を改正する条例の制定の件を議題と

いたします。

本件に対し、黒川重憲君ほか 3名より修正案が提出されました。よって、これを本件

とあわせて議題といたしますO

総務委員長の審査報告を求めますo

〔総務委員長登壇〕

0総務委員長(谷長一君) それでは、議案第84号、日野市職員定数条例の一部を改

正する条例の制定についてでございます。

日野市職員定数条例の一部を次のように改正するということでございます。

付則第 2項中「平成 3年 3月31日までの間」を「当分の間」に改めるということでご

ざいます。これは病院部門の職員の定数の特例でございます。付則の 2にありますよう

に当分の問、病院部門の職員のうち医師、助産婦及び看護婦を常時充足するために必要

と認める場合に限り、市長が定める職員採用計画に基づき一時的に第 2条に定める数を

超えた現在数をもって定数とすることができるということでございますO

これらに関しまして、委員会におきましてはまた質問がなされたわけでございます。

特にこの質問につきましては定数の特例の効果についてとか、総婦長の管理、監督者的

な仕事をしているのか、それはトップかどうか。さらには付則に見られる「当分の間」

の理由、その他の市にもあるかどうかということです。それから時限にしたらどうかと

いうことでござし、ますO

これらに対しまして答弁がなされ、卒業時には余分に採用し各病棟に張りつけ、患者

に対し十分な看護をしサービスの向上に努める。またその反面、人件費の増加等につな

がる場合もあるというようなことです。それから看護婦長につきましては管理、監督者

である。それから現在の条例は63年 6月第 2固定例会で議決をいただいている。他市に

も見られます。青梅市の条例を参考にした。当分の間と余り変わらないと思う、これは

時限についてですね。

その他、また意見等もなされたわけでございます。時限でも何ら変わりはない。確か

なる時限をすべきだ。採用は慎重にせよo 定数の常時確保は困難である。採用者側に立っ

て採択権を与えるべきだ。給与、設備、厚生面等抜本的に改正、改善し、働きやすい条
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件をっくり出せ等の多くの意見が出されました。

しかし、慎重に審議をいたしましたところ、賛成多数で原案どおりこれを決すること

にいたしました。

しかし、修正の意見等もあったということを付言しておきます。よろしく御審議のほ

どをお願いいたします。

0議長(小山良悟君) これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

たします。

次に修正案の趣旨説明を提案者から求めます。黒川重憲君。

023番(黒川重憲君) それでは議案第84号の修正案の提案理由を申し上げます。

付則第2項中「平成3年 3月31日までの間」を「当分の間」ということでございます

が、この「当分の間」を「平成8年 3月31日」に改めるものでございます。

過去、昭和63年 6月の議会におきまして、同じくこの「当分の間」ということに出て

まいりました提案を「平成3年 3月31日」の時限に修正をいたしました。この「当分の

間Jという「当分Jという非常にあいまいな不正確な表現を時限としてはっきりと明記

をする、とこういうことでございます。

そして任期も前回の 3年を改めて 5年間という大変長期にわたりましてはっきりと明

記をする、こういうことでございますo そして関係者の答弁にもありましたとおり、職

員の運用には何ら差し支えのないということでございますので、 5年間のはっきりとし

た時限に直す、とこういうことでございます。よろしくお願い申し上げます。

0議長(小山良悟君) これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

たします。

修正案を含めた本件について御意見があれば承ります。竹ノ上武俊君。

029番(竹ノ上武俊君) この職員定数の特例のことにつきまして、昭和63年 (1988年)

にこの議会で審議が行われました。第 2回定例会6月24日でございます。その際に原案

に対し当時の自由市民会議と公明党から修正案が出されまして、今までのような経過を

たどってきた問題でございます。その際にも日本共産党市議団からは板垣議員が討論を

行っておりますので、詳細は省略をしたいと思います。

今回、再度この特例の期間の延長についての提案が市当局からございました。 12月18

日総務委員会でこの件を審議したわけでございます。その際、当初自民クラブの藤林委

員も賛成の発言をされましたが、休憩がございまして、 11時前、採決に移りましたとこ

ろ反対に回ったといういきさつなどもございました。私はこの総務委員会の審議状況を
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見て、一言意見としておきたいと思いますo

ただいまの看護婦の採用状況でございます。これは日野市立病院に限らず東京の都内

の大学病院、あるいは民間の大手病院、あるいは公立病院、すべてが今看護婦の安定し

た就労状況になっておりません。

こういう中で医労連という労働組合などが久方ぶりに国民の世論の大きな支持を受け

ましてストライキをされました。これは行き届いた看護のためと、それから看護婦さん

を充足するために世論に訴えた行動だったと思います。マスコミ等も好意的に大々的に

取り上げたわけでございます。このように真剣に看護婦さんたち、あるいは医労連など

が努力しておりますけれども、現在の社会状況がなかなか都心部では看護婦の安定した

供給とし、いますか、就労状況とし、し、ますか、そういう状態をいまだ実現していないわけ

でございます。

ですから社会状況がいつまでに解決するという見通しがない。期間としてはあいまい

なわけですよね。そういう点で私は市が「当分の間Jということで表現をする、あるい

はこれは東京都、その他もこういう表現を使っているようでございます。そういうふう

にしてこの原案を提案をしてきたわけであります。

ですから、先ほど総務委員会の審議状況も申し上げましたとおり、 3年前のといいま

すか、 63年の第 2固定例会で修正案を出して修正案が通ったんだから、そのときにこだ

わって、またその期限をつけるというようなことにするほどの私は問題ではなく、これ

は議会が病院の現状を見ながら原案を可決すべきである、とこういうふうに思っており

ますので一言意見としておきます。

0議長(小山良悟君) 古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) 原案に反対、修正案に賛成の意見を簡単に申し述べます。

提案時にも申し上げましたように、地方公共団体がその行政組織や職員の数をどう決

めるかというのは大変重要な、その自治体にとっては問題であります。その地方公共団

体はあくまで、住民の意思に沿って議会が決定をしていくという定数管理の基本があるわ

けでありますので、議会がこの定数の管理について適切な歯どめを常に担保するという

ことはぜひ必要なことであります。

今日までこの定数外条例の規定はそれなりに有効に働いてまいりましたが、今日の市

立病院の看護婦等の医療職の不足については、ほかのさまざまな面からもう少し市が真

剣になって取り組む課題均残されているわけであります。給与を含む処遇の改善こそ急

務だと言わなければなりません。一定の資格を持ち、医療職として働く方が全く資格を
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持たない人と同じように処遇をされている現在の制度、また職場環境等についても当然、

メスを入れていく総合的な対応が必要であります。安易に「当分の問Jということで定

数の管理の枠を議会が放棄するということは議会の自殺行為でもありますO

今回 5年間ということで提案をされました修正案、まことに妥当な内容だと思います。

ぜひ多くの議員の皆さんの賛同を得て、この修正案が可決されることを強く望んでおき

ます。

以上です。

O議長(小山良悟君) 田原茂君。

本議案修正に賛成の立場から一言意見を申し述べさせていただ03番(田原茂君)

きますO

63年 6月の議会におきまして、やはりこれは「当分の間Jからという文言を、やはり

きちっとした期限を設けるという意味で「平成 3年 3月31日」と設けてあるわけでござ

います。私は思うに、やはり行政の基本となるこの条例というものについての文言につ

きましては、やはりこのような「当分の間」というようなあいまいなもの、また不正確

なものというのはやっぱり不適切であるというふうに一つには思うわけでございますO

また当時の事務長の答弁にも、運用としてはこのように期限を設けても何ら運用とし

ては差し支えないというような答弁もいただいているわけでございます。

そして今固また 5年もの聞におけるある程度の期間を設けているという意味では妥当

な一つの期間だというようにも思います。

また、このような事務長の答弁を振り返って考えてみましても、やはりこの募集を何

ら妨げるようなものではない、 このよ うな期限を設けたことによって募集を何ら妨げる

ものでないというように私は確信をいたすものでございます。

さらに私は今後の問題としてやはり考えていかなければならないのは、先ほども古賀

議員の方からも話がありましたごとく、やはり環境づくりというものをやはり積極的に

進めていく必要があるのではないか。例えば事務長が、事務長でなくてもいいんですが、

やはり看護婦学校等に出向いて、いろんな形で新卒者の目安というか、就職の一つのあっ

せんというか、そういうようなことでのやっぱり努力を、これからそういった方面で、の

やはり努力も必要なのじゃないかということを一言つけ加えさせていただきまして意見

とさせていただきます。

以上でありますO

0議長(小山良悟君) ほかに御意見はありませんか。福島敏雄君。
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010番(福島敏雄君) 修正案といし、ますか、原案に賛成をする立場で一言見解を述べ

たいと思います。

私は、今修正案に賛成の立場でのお話を聞いていて、そのこともかなりわかるわけで

ありますけれども、病院の看護婦、助産婦あるいは保健婦、こういう方々の職種という

のは大変集めにくいというとこ ろがあると思います。一般的にいえば、私は今回のこの

条例で 3年間やってきた中で、七、八人余分に採っても年度末には定数割れを起こして

いるという実態が報告をされております。

3年前にその時限立法にしたときには、 この時限立法にしないと定数外条例をむしろ

悪用した形で、常時定数をオーバーしていくんではないかという懸念が議会サイドに働

いて、とりあえず 3年間様子を見てみよう、とこういうことだったと思います。それが

今回見てみますと、毎年年度末にはゼロか定数割れを起こしている、とこういう実態で

ございます。それで、まあ採用する条件といたしましては 4月の時点で看護学校とかを

卒業されたフレッシュな人を多く採用して、その後やめていく人の補充に当てていく、

これが実態でございます。

私は市のほかの行政の一般職の場合は、多少欠員ができていてもそれで用は足りるか

と思いますけれども、特に病院の看護婦さんなどを考えてみますと、定数をいつもキー

プしておいた場合に、やめたらすぐ補充しなくちゃ いけない、とこういう状況があると

思うんです。そのときに来てくれる人がどんな人でも、採用する側としては選択の幅が

大変狭まりまして採用したくなる、こういう状況が生まれてくるんではないかと思うん

です。

したがし、まして今のような状況で、 3年ほどやってきた状況で、考えてみますれば、年

度当初にできるだけし、し、人を採用して、そして年度が終わるときにはもう定数割れを起

こしている、こういう実態でございますので、私はし、ぃ人を採用するという、そういう

ことを考えてみますと、これは特に病院の看護婦さん、あるいは助産婦さん、医師、こ

ういったようなことについては必ず定数いっぱいで採っておいて、定数割れした瞬間に

募集するということは大変困難なケースが想定をされますので、むしろ今のような状況

であれば当分の間も要らないくらいで、定数外条例というのはむしろ必要なものじゃな

いかというふうな感じをしておりますので、原案に賛成する立場での意見とさせていた

だきます。

0議長(小山良悟君) ほかに御意見ありませんか。なければこれをもって意見を終結

いたします。
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これより修正案を含めた本件について採決いたします。

黒川重憲君ほか 3名より提出された修正案に賛成の諸君の挙手を求めます。

〔賛成者挙手〕

O議長(小山良悟君) 挙手多数であります。よって、修正案は可決されました。

これより議案第85号、日野市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改

正する条例の制定の件を議題といたします。

総務委員長の審査報告はこれを省略いたしますO

本件については総務委員長から、目下委員会において審査中の事件につき閉会中の継

続審査にされたいとの申し出がありますO あわせて本委員会の所管事務を調査研究する

ため閉会中の継続審査にされたいとの申し出があります。

お諮りいたします。総務委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御

異議ありませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって、総務委員長の申し出のと

おり閉会中の継続審査に付することに決しました。

これより議案第95号、不動産の取得の件を議題といたします。

総務委員長の審査報告を求めますo

〔総務委員長登壇〕

O総務委員長(谷 長一君) 議案第95号、不動産の取得についてでございます。

部長より説明がなされました。この目的は平山緑地用地、これは仮称でございます。

所在地は日野市平山六丁目 12番20の外2筆でございます。地目及び地積は雑種地、山林

7，774.56平米でございます。取得額は 5億3，533万5，374円でございます。相手方は日野

市神明一丁目 12番地の 1、日野市役所内の日野市土地開発公社でございます。

この場所は平山域社公園の北東であり、この京王線平山駅より約400メートルのとこ

ろというような説明がなされました。案内図ゃなにかをよく位置等を見まして、委員会

におきまして慎重に審議をいたしました。

全会一致原案可決とこれを決しましたので、よろしく御審議のほどをお願し、し、たしま

す。

0議長(小山良悟君)

たします。

本件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い
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これより本件について採決いたします。本件に対する委員長報告は原案可決でありま

す。本件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって、議案第95号、不動産の取

得の件は原案のとおり可決されました。

これより議案第88号、平成 2年度日野市一般会計補正予算(第 3号)の件を議題とい

たします。

本件については4常任委員会に分割付託いたしておりますので、順次審査報告を願い

ます。

総務委員長の審査報告を求めます。

〔総務委員長登壇〕

0総務委員長(谷 長一君) それでは報告をいたします。

歳入全般と、歳出におきましては議会費と総務費でございます。

歳入について申し上げますと 2億3，311万3，000円を補正しまして、 398億3，899万にす

るものでございます。

まず最初に歳入についてでございます。市税、市民税、これは個人でございます。個

人につきましては 5億8，800万の増額補正であり、 132億1，749万にするものでございま

すo これにつきましては、どのようにしてこの 5億8，800万の伸びが行われたかという

ことにつきまして部長の説明等も詳細にあったわけでございます。これにつきましては、

この補正の理由は土地の分離譲渡所得の所得割分の当初予算の見込みでは、平成元年度

は63年度より 3億2，000万円の減収となったことから、平成 2年度は元年度の税収額と

同額程度を見積もっていたということでございます。しかし納税者が当初見込みより人

数にしまして660人、これは平成元年度は557人のところが750人というふうに予想を上

回る伸びになったということで補正ということが説明がなされたわけでございます。

次に、この法人の 4億3，912万円のこの減額補正でございますo これにつきましては

部長の説明によりますと法定企業の法人は全体的には企業経営は順調に伸びている、経

常利益の方は増加しているということでありますが、設備投資がなされた関係上、これ

が損金に繰り入れられたがために減額になったというような説明があり、そのためにこ

こにあがっておる法人税の減額が行われたということであります。

その他何点かにつきまして説明がなされたわけでございますけれども、慎重に審議を

いたしました。また質問等はただいま申し上げました市民税の個人分で、すね、それから
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法人分になされて何点か部長に対しまして行われたわけでございますけれども、先ほど

説明されたような答弁にとどまったということでございます。

以上が審議の主な内容でございます。慎重に審議いたしましたところ、原案どおりこ

れを全員一致しまして可決と決しましたので、よろしく御審議のほどをお願い申し上げ

ます。

0議長(小山良悟君) これより質疑に入りますO 土方尚功君。

06番(土方尚功君) 委員長さんにお伺いしたいと思います。

私の方は歳出の関係の中で総務費の一般管理費、 19の負担金、補助及び交付金の関係

で、本会議場でもこの対象等について、あるいはいろいろの関係で何人かの方からも質

問があったかと思います。私自身もその関係でお伺し、いたしました。あと委員会でと い

うようなことで私も申し上け.たというふうに記憶しているんですが、この関連につきま

しては委員会の中でどのように審議をされ、また行政側の方からどんな意向等が示され

たか、 1点お伺いしたいと思います。

以上です。

O議長(小山良悟君) 総務委員長。

0総務委員長(谷 長一君) この補助金としては、この内容についてはどのような も

のを購入なさるかということになると、医薬品とか医療品ということで、これらは非常

に緊急を要するということだそうでございます。

それから、あと 1点のこの100万につきましてどうして出したかということになると、

これは基金条例に基づいてこの要綱がつくられ、その要綱に基づいて行われたというふ

うな説明がなされたと記憶いたしております。

0議長(小山良悟君) 土方尚功君。

06番(土方尚功君) 細かい点でちょっとお伺いをいたしたいと思いますけれども、

審議の様子は一応今お話をいただきました。私も この点については注目をしていたとこ

ろでありますので、補助金の交付要綱の内容と、それから今医薬品等についての一部触

れてお話をいただきましたけれども、もう ちょっと突っ込んだ形の中でお伺いをしたい

と思いますけれども、交付要綱を手に入れま したところ、基金条例に基づいている、そ

して基金条例に基づいていることは承知をいたしまして、平成 2年度の日野市の平和事

業予定といたしましてはその果実を使って、直接ということではないかと思いますけれ

ども、運用の中では平和事業として1，561万1，000円ということで、当初の関係から予算

が使われていると思います。
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1億円という基金で果実が出るとしても大体今 5%というようなことであっても500

万という金額であります。基金が 1億円ですから500万の果実を得ているわけですけれ

ども、既に予算の上でもその 3倍に近い状態のもう既に予算化をされております。あわ

せてこの年度の途中で補助金を交付するんだとい うことで、金額にすれば100万ですけ

れども、そこら辺の関連ですね。

それから要綱の関係を見ますと 3条に講演会等ということで、この範囲ですね、どの

程度その「等」、講演会というのははっきり わかるわけですけれども、一「等」の中にど

の程度の範囲であるか。たしかここで総務部長の本会議場での回答の中には補助金と、

要するに講演会にかかる費用 と余った部分についてはどうも基金的に運用されていくよ

うな若干の説明もあったやにちょっ と記憶 しているものですから、この範囲をどの程度

の形で考えられていたのか。

また特定国を対象として行った同一事業は対象にしないというようなことでただし書

きがあるんですけれども、これは同一年度で言われるのか、また年次にまたがっていく

のか。

それから、あと目的に明らかに平和意識と国際交流の高揚ということでありますけれ

ども、4条で、その補助対象団体という中に、今度新たに人権擁護を目的として設置さ

れた団体等という ことで、特段に人権擁護の関係が入ってきております。本来であれば

目的の中にもここら辺のことが明らかになって、当然人権にかかわる基本的なことです

から、目的にあって、そしてまたその事業の対象者とい うことであがってくれば十分納

得がし、く部分なんですけれども、ここ ら辺について御検討がされたかどうか、とりあえ

ずそのこと。

それから今後の永続性とし、いますかね、単発でいくのかどうかとい うような問題もあ

りました。そこら辺で永続性の問題、それから当然その範囲を今後どのように考えられ

ているか。私の方は本会議場でも、例えばユネスコの関係でありますとか、日本アシュ

ラム協会、こんなようなことの事例を挙げてお話、質問もさせてもらったんですけれど

も、そんなことが検討されたのかどうか。

それからまた他市で、こういう平和事業にかかわる今回の事例でいえば、そこら辺の

ことがほかの市でもこういったことをやるために日野市で足並みをそろえて対応されて

いるのかどうか、こんなことを一応お伺いをしたいと思います。

0議長(小山良悟君) 総務委員長。

0総務委員長(谷長一君) ただいまの質問に対しましてお答えいたします。
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総務委員会におきましてはただいまのような内容につきまして審議はいたしませんで

した。

土方尚功君。0議長(小山良悟君)

06番(土方尚功君) それでは根本にかかわる問題でありますので、委員長さんには

まことに申しわけないんですけれども、行政側の方からそれに向けての回答とし、し、ます

か、そんなことをお示しをいただきたいと思うんですけれども、よろしくお願いしますO

0議長(小山良悟君) 総務委員長。

0総務委員長(谷長一君) それでは、ただいまの質問に対しましては担当部門より

ひとつお答えをお願いいたします。

O議長(小山良悟君) 総務部長。

0総務部長(藤浪竜徳君) それでは、ただいまの御質問にお答えをさせていただきま

す。

この補助事業でございますけれども、日野市平和国際交流事業補助事業の補助金交付

要綱を策定をいたしました。この趣旨は、日野市平和事業基金条例の趣旨に基づくもの

でございまして、団体等が市民を対象として行う平和国際交流事業に対して補助金を交

付することによりまして市民の平和意識及び国際交流の高揚を図るとともに国際平和に

寄与することを目的とするものでございます。

したがいまして補助対象事業でございますけれども、補助対象となる事業は市民を対

象とした平和国際交流事業を目的とした講演会等となっておりますけれども、講演会、

これに準じた催し等を含めたもので考えてございます。

それから、また特定国を対象として行った同一事業は対象しないということに限定さ

れておりますけれども、これについては年次を越えて対象にしないという考えで今のと

ころは考えてございます。

それから補助対象の団体のもので、団体でございますけれども、この中には世界平和

それから国際交流のほかに人権擁護を目的としたということで掲げてございます。これ

についても世界的にこの人権問題も大きなウェートを占めておりますので、ここに挿入

をさせていただいたものでございます。

それから今後の事業、この他の事業でございますけれども、単発事業でございますけ

れども、要綱によりまして今後も推進を図っていきたい、とこのように考えてございま

すO

それから他市の例でございますけれども、大阪の豊中市、それからもう 1市あったと
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思いますが、これらについてやはり講演会等の補助という形で行っているところもある

かに聞いでございます。

以上です。

O議長(小山良悟君) 土方尚功君。

06番(土方尚功君) 講演会等の「等jにかかわるものが明確な今回答ではなかった

というふうに思うんですが、準じたということでありますから、極端なことをいえば集

会を外で、講演会という、その目的さえ持っていれば施設の中じゃなくて広場に集まる

とか、そういったようなことが十分考えられますよね、こういう平和の関係ですから。

そこら辺の考え方というのは全然明確でなかったなというふうに思うわけですけれども。

それから特定国をというのについては年次を越えない、要するに単年度ごとにという

ことで今私とらえましたから、毎年毎年同じことが行われれば毎年同一団体でも出すと

いうふうにとれたわけですけれども、間違いがないかどうかということ。

それから人権擁護の基本的なことは、平和と当然人権擁護というような問題は連動し

てくるというふうに理解しますけれども、人権にかかわる問題と言われますと人権擁護

委員ですとか、いろいろ人権だけという形だけでとらえられるメンバーがあるわけです

ね。そうするとやっぱり目的の方へやっぱりうたってくるのが筋じゃないかな、ことさ

ら団体だけの部分をとらえるというのはどうかな、これはあくまで解釈の仕方ですから、

そんなふうに今思ったんで申し上げたんですが、見解の違いかなということで結構です

けれども。

それから永続性、特段に対象範囲というようなことは、あくまでこういう団体であれ

ば出していきますよということで理解をするわけですからいし、わけですけれども、永続

性、今後もということでありますので、基本的には、今たまたま豊中であるとか、ほか

の市でもということでも、この近県、東京周辺ではないというふうに理解するんですが、

やっぱり特別にこう変わった形で補助が出されるわけですね。

一番基本となるような憲法の89条に、 89条の解釈あたりからしても市の公金というこ

とで支出をするわけですから、ちょっとあえて理解をしていただく意味で89条をちょっ

と読んでみますと、結局それは「公の財産の支出利用の制限Jということで特段に、み

だりに出してもらっては困るという制限ということであるわけですが、この89条は「公

金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益若しくは維持のため、

又は一一一ここからが重要になってくるんですけれども一一又は公の支配に属しない慈善、

教育若しくは博愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならない」と
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いうことで、憲法でもう明確にこの関係をうたっておりますけれども、今のこういった

事例の関係で、特段にこの公の支配に属さないものにはいけないというふうにはっきり、

これだけを見る限りではあるわけですが、今回出す関係の団体等、また今後予想される

団体等でどんな方向で考え方が総務部長あたりにしてお持ちになっているのか、この点

をちょっとお伺いしたいと思います。

0議長(小山良悟君) 総務部長。

0総務部長(藤浪竜徳君) ただいま憲法の89条の件が出されましたけれども、確かに

公の支配に属さないものについては支出はできないということでございますO これにつ

いては当方もいろいろと研究をいたしまして、直接これらの団体に交付は抵触するおそ

れがあるだろうということでございますので、こういった講演会等の支出については特

段この憲法89条には抵触しないというふうに私どもは考えております。

それから先ほどの特定国を対象とした同一事業は対象としないということでございま

すけれども、これは年次を越えてということで、当分の聞は、まだ明確ではございませ

んけれども、毎回同じようなことは、これについては御遠慮、いただくというような考え

でございます。

以上です。

O議長(小山良悟君)

06番(土方尚功君)

土方尚功君。

憲法論争をやるつ もりはありませんけれども、補助金、今回の

じゃあこの二つの事業については講演会で出す対象というのはどこへ出されるんで、すか。

結局受ける団体というのがあるわけですよね。事例一一事例ですから今後、私は先行き

にはまたユネスコなりアシュラ ムな りという形で、当然アシュラムなんていうのは地元

に日野に事務所の拠点があるわけですね。それで活動の場所は新潟にあるわけですO で

すから日野市ではさっそくこういうものができれば来年あたりですね、そのアシュラム

で講演会を持とうというような企画ができるわけですね。だから、そこら辺のこともあ

るし、公の支配には属してはいないなという感じもするところですから、そこら辺のそ

の解釈というのかね、ユネスコの場合の活動の場合はもう国連憲章にのっとったり、い

ろいろ文部省の中でもユネスコの設置にかかわるいろんなこと、要するに国連憲章ある

いは世界人権宣言、それから国際連合教育科学文化機構、これがユネスコになるわけで

すけれども、その憲章と、それからユネ スコ活動に関する法律、施行令、地方教育行政

の組織及び運営に関する法律、我が国におけるユネスコ活動の基本方針、それから日本

ユネスコの圏内委員会の採択あるいは文部省の設置法、それぞれの法律なりに基づいて
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十分支出が出せるわけですから、ユネスコ活動なら全然問題ないなという感じも私はす

るんですけれども、アシュラムなんていう事例で出すとどうかな、もう少し我々はこう

いう事業が出せるんならば永続性は持つということだし、ぜひ申請をして出させたいと

いうふうに思う一員ですから特段にこういう質問をしているわけですけれども、そこら

辺で89条関係については何ら問題ないと、ただちょっとそれだけの回答だとね、私もい

ろいろ法律的には解釈の例規集なり、あるいは凡例にかかわる旧法の要するに212条あ

るいは230条、現在に現存していない条項ですけれども、こういったものの公の支配と

関連の事項についていろいろ自治省が自治関係の関連するところを全部調べているわけ

ですよ。どうもちょっとどうかなという感じがするんですが、この辺まで十分、当然プ

ロですからここら辺まで十分精査されていると思うんですよね。それでなおかつ今の部

長の答えが返ってきたというふうに理解をするところですが、そういった点のちょっと

もう一度確認だけさせてもらいたいと思います。

0議長(小山良悟君) 総務部長。

0総務部長(藤浪竜徳君) ただいまの御質問にお答えをさせていただきます。

憲法89条、それから地方自治法232条の 2というのがございます。これらの関連を精

査いたしまして、ただいま申し上げたとおり問題ないというふ うに私どもは判断をして

ございます。

以上ですO

O議長(小山良悟君)

06番(土方尚功君)

土方尚功君。

これ以上それをやりとりしても、そのことを信 じて、今後それ

が逆に出ることのないように考えていきたいと思いますけれども、今後、先ほど私も正

式にこの中に盛り込まなかったんですけれども、 1億円の平和事業基金の関連の果実と

いいますか、利息にかかる部分と、ことしの事例でも当初では確かに 3倍に近い状態の

予算をとっていたんですけれども、ここら辺の歯どめといいますかね、行政側としてい

いんだというようなこと、歯どめは63年の定例会のときに初めてこの問題が出てきたん

ですけれども、そのときのやりとり等を見てみますと当然その果実、 63年のその年は当

然果実がないというようなことの中から一般の会計の費用の中から出してし、く、 64年度

からはこの基金の果実、利息が出ると考えられますので云々というような形の回答もあ

るわけですが、確かにその目的としては十分いいわけですけれども、今後これがどんど

んどんどん歯どめもなく、そちらだけに向かっていくというようなことであっては、やっ

ぱり当初の基金の目的、あるいは場合によっては基金を 1億円で500万じゃ年間の事業
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に足りないから、 2億、 3億、 5億にしていくんだというような考え方があるのか、あ

るいはもう生まれた利息の中で大体それに倍あるいは 3倍、選挙の例の 1票の重さじゃ

ありませんけれども 3倍を超えてはいかんとかですね、そこら辺の一つの基準をもって

これに当たっていくのか。こういうふうに年度の途中で、補助金だって新しい当初に決

めた、予定してた金額をまたどんどんどんどん上回っていくような事態が、通常では行

政側の中では考えられないわけですから、そこら辺の考え方についてはどのようにお持

ちになっているのか、ちょっとお伺いしたいと思います。

0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 御質問の趣旨は我々も理解しておるわけでありまして、特に

平和基金条例につきましては議会から国際交流ということを追加されております。した

がって国際交流事業という位置づけも事業として考えたいと思っております。

憲法論議のことで質問がありましたが、国連憲章で国連の議決に該当するとか、ある

いは政府もまた支出をされるというような相手の向きには当然公の支配の範囲であると

いうふうに解しております。

それから今後の施策としての限度というのは、おのずからの限度ということを考えた

いと思っておりますが、当面は 3倍程度というふうに考えたら適当ではなかろうかとい

うことであります。

0議長(小山良悟君) 土方尚功君。

06番(土方尚功君) 市長の考え方につきましてはわかりました。当然一つの歯どめ

をしていくとし、いますか、 3倍程度というようなこともありました。既にもう 3倍程度、

その程度の問題というか、超えても程度だし内輪でも程度だというようなあいまいな、

先ほどの当分の聞の問題ではありませんけれども、一定の歯どめをしていくのが年間の

当初予算なりを見れば、ああ、この程度におさまっているなということで見るわけです

けれども、年度途中にこういう形で出てくると、そのもの事業を否定するわけじゃない

んだけれども、ちょっと普通ならば新年度のあたりというよりも次の年、補助金の基本

的な予算組みの段階であっても普通であれば次年度あたりこんな事業の計画をというよ

うなことで出して、それに基づいて予算を組み立ててし、く、これは原則の話だと思うん

ですけれども、そんなことがある途中でこういう新規のものがぽっと出てきたりすると

何か戸惑いを我々の方は持つし、当然最初に承認した予算の中は随時変わっていくこと

は十分承知しておりますけれども、新たな事業でありますと大変我々は慎重にこれをと

らえないといけないという原則を持っていますので、 一応質問をいたしました。
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またあと、これに向けた意見という場では申し述べをしたいと思っておりますけれど

も、 一応理解、 89条にも抵触をしないんだということと、それから今後当然一つの歯ど

めというものがそれぞれの部分に向けて検討されると思います。

こういう要綱だって極端なことをいえば、黙っていれば、これ12月の15日に要綱がで

きたんですけれども、我々にすれば 6日の議会の開会があって、そのとき質問したらも

う全然何もないんだというような感じだと思うんですよ、これ結果的にも15日に慌てて

対応したというふうに見ざるを得ないわけですから、ぜひそんなことのないようにひと

つお願いをして、委員長さんには大変長時間立っていただいて申しわけなく思いますけ

れども、一応質問については終わりたいと思います。

0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) もう一言つけ加えておきたいと思います。

年度途中ということは確かに御指摘のとおりでありますが、特に時局的な問題であり、

そういう要請が我々の手元にも、国際平和事業的な立場から要請があったということに

こたえようということでありますo

それからもう一つは、おのずからの限度ということはすべての事業に必要なことであ

りますし、今後より整った要綱等を設けて運用をしてい きたい、と こう考えております。

O議長(小山良悟君) 土方尚功君。

06番(土方尚功君) 私の方も別に終わるつもりでいたんですが、特段に市長の方か

ら発言がございましたので、時局の要請とい うような ことであり ます。ただ世界の情勢

の中には、たまたまこのソ連、チェルノプイリと ネルソ γ ・マ γデラ という ことであり

ますけれども、大変この間の至近な例だとすれば台風の影響で島の中がすべて波をかぶっ

て水没状態、現実は水をかぶって食糧すらもないという現実、あるいは東南ア ジア、パ

ソグラデシュとかいろんな関係の食糧の不足の問題、それからケニア、私の弟も今ケニ

アにいますけれども、これもそういった一つのボラ γティア活動としてもう既に今 3年

目に入っているわけですが、そういうことは幾らでもあるわけですよ、食糧が足りない

とかという現実は。だとすれば、各国からこういう形で国内との関連さえつかんでおけ

ば幾らでもどんどん出していける、とこういう形になるわけですから、そういった意味

での時局の要請、たまたま一つのある団体からそういうことがあってこたえたんだとい

うふうに私はとらざるを得ないわけで、我々が後ろでこういうことがあるということで

その訴えをする講演会なりを設けなさいということであれば、どんどんこれはふえてき

ますよ。
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だから余りにも、このものをどうのこうのということじゃありませんけれども、そう

いったその範囲が広がるだけのものがあるということでありますので、ぜひ今後慎重に

対応をお願いしておきたいと思います。

以上です。

O議長(小山良悟君) 古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) 私も国際平和事業補助金について谷長一委員長にお聞きしよう

と思いましたが、委員長の御答弁では委員会の中では触れられなかったということです

ので、大変恐縮なんですけれど、もう少しこの補助金のことについて質問を理事者の方

にしていただきたいと思いますので、御了解いただきたいと思います。

今回、国際平和事業補助金については 2件提出をされて、その内容が明らかになって

おりますので、上程の際、提案理由説明の際にもお聞きいたしましたが、それを踏まえ

て再度質問をしておきます。

まずソ連チェルノプイリ原子力発電所の事故について救援事業を日野が行うというこ

とで50万円ここで出されているわけですが、先般の上程の際に、総務部長の説明の中に

日ソ協会からの募金要請が来ているということで、ソ連は現在医薬品や食糧が不足をし

ているということを挙げておられました。

私は平和事業ということの趣旨からすれば、例えば自由を求める東欧でもありました

ような民主化の動き、また平和を求める国のそういった運動をやる人たちを何らかの形

で支援するということはよくわかるわけで、すが、'事故とか災害について支援をしでいく

ということが果たして平和事業ということの範ちゅうに入るのかとしヴ疑問が一つあり

ますO 大きくとらえればもちろんそれも含まれるということになるかもわかりませんが、

平和事業というのは今私が申し上げたような趣旨から考えられ、そして事業化されるの

が本来の趣旨ではないかと思うんですね。

特に共産党というイデオロギ一政党が国家を指導する社会主義国ソ連で食糧が不足を

しているというのは、これは今までこの国が国民に説いてきた社会主義こそ最も国民を

豊かにする国家体制である、経済の仕組みであるといったことが破綻をしているわけで、

その食糧が不足しているということを理由の一つに挙げて、この国に我々の税金から支

出をするというのはいかがなものかという気が一方でいたします。

現在、ソ連の状況を新聞等で報道されている内容を見ますと、外務大臣が辞表を出す

というようなことで、イデオロギ一一辺倒に凝り固まった指導者が巻き返しをはかつて

きているというふうに解説されておりますが、こういった人たちの施政のしりぬぐいを
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我々がするということになるのはどういうことかなという気がするわけです。つまりソ

連のこういった保守派と言われますイデオロギーでしか物が考えられない硬直した人が

国民を満足に食べさせることもできない、食糧も満足に供給できない、このことを我々

が支援をするというのはどういう意味かなという気がするんですが、この点はどのよう

にお考えですか。

0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 日本国政府が、ソ連の当面の窮状について支援を決定してい

る、という金額も発表されております。我々はチェルノブイりという一地方で悲惨な原

子力発電の工場の事故によって、自然のたくさんの時間がたつにつれて被害者がふえて

きた、世界的な救援をしようという動きがあるということは、質問される立場からも御

承知のとおりだと思っております。

したがって、人類愛として我が国が将来世界から尊敬されるためには、地方自治体で

もこのように国境を越えて人類を、ともかく困窮状態に同情しよう、とこういうことを

我々は地方自治体の立場からも、むしろ日本の中の各自治体に情報発信をしたいという

ぐらいな気持ちを持つわけでありまして、御指摘のような政治による食糧の、経済の問

題とか、そういう意味で物を考えているんではなくて、人道を越えた博愛の精神こそ日

本国民の将来一番世界から信頼をされる、そういう ことが平和におのずからつながるも

のだという理解でございます。

0議長(小山良悟君) 古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) 市長の答弁はそういうことだろうと私は予測はしておりました

が、原子力発電所で事故を起こしたから食糧が不足しているんではないんじゃないです

か。食糧不足を理由に挙げるということは適切でないというような気がするんですが、

チェルノプイリの事故による擢災者を救援するということであれば、ソ連国内の今日の

食糧不足とどうかかわってくるのか私には理解できないんですが、どうですか。

O議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 食糧不足にかかわってということは私の方からは触れてはお

りません。つまり核事故に伴う、そういう悲惨な状態に同情するという、そういうその

部分だけであります。

0議長(小山良悟君) 古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君〉 それでは提案理由の際だったか、私が質問した際にお答えになっ

たのかはちょっと今定かに特定はできませんが、総務部長は医薬品や食糧が不足してい
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るということを理由に挙げられたんですね。じゃあこれは削除されるわけですね。

O議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 我々の同情したり支援したりする対象は医薬品とか、そうい

う手段だというふうに限定すべきものだ、とこう考えております。

O議長(小山良悟君) 古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) 理事者である市長が担当部長の回答を否定されましたので、市

長の見解が優先すると思いますので、それなら私は理解できます。

日ソ協会からの募金要請を受けているということでこれに応じるわけですが、それで

はこれが間違いなく、この50万円が圏内で今不足をしている、主食の食べ物すら満足に

ソ連では供給できなくなっているわけですね。こういうことに使われない、まさしくチェ

ルノプイリで被害にあった人たちの救援のために充てられるという保証は何かで得られ

るわけですか、どうですか。

O議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 募金要請そのものが協会の名前は日ソ協会という名称であり

ますが、チェルノブイリの事故にのみ募金の要請があった、とそういうことであります

から、当然それを限定をして使途されることを我々も正確にしておきたい、これは言う

までもありません。

0議長(小山良悟君) 古賀俊昭君O

025番(古賀俊昭君) じゃあ私の最初の質問に返るわけですが、平和事業ということ

で行われる補助事業であれば、こういう災害とか事故というものがまずトップに出てく

るということについてはちょっと、果たして適当なことかなという気がするわけですね。

チェルノプイリの原発事故に遭われた方を日本は救援するために何らかのカをかします

ということは、これはもう実にだれも否定はしませんし格好のいいことですね。しかし

国際平和事業としてやる場合には、こういった三十数名というふうにお答えになったと

思いますが、事故が起きる、それに対して支援をするということであれば、提案のとき

にも申し上げましたが、何百名という亡くなる自然災害を受けている国はほかにもある

わけですね。死者の数を、数ではかつてはいけないと思いますが、大地震、大風水害、

こういったことで、けたの違う死者や、またその国の経済状態からすれば、もっと優先を

して支援をしなければならない国がほかにあるのではないかというふうに思うんですが、

この点については今後そういったことも範ちゅうに入るというふうに理解していいのか。

なぜ最初にこのソ連のチェルノブイリが来たのかということについて、その辺私はちょっ
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と理解しがたい面がありますので、ほかにも数々そういう被害を受けている国はある、

こういう国は市の限中には、市長の思考の中には入ってきていないのかどうかですね、

この件についてはいかがでしょうか。

0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 先ほど質問にお答えをして、時局的課題であるというふうに

お答えをしております。したがって該当したのが、日本に救援を求めてこられた南アの

指導者ネルソ γ ・マ γデラ氏の我が国における募金事務局、それからチェルノプイリの

核事故に基づく医療等の救援の要請、こういうことに限定をしたいと当面は考えており

ます。

今後そういう災害のことまで別の国の自治体が考えることもなくていいのか、これか

らの課題ではあると思いますが、当面世界の世論としてといし、ましょうか、同情を集め

ておるという状況は今まで説明しておる事故等が該当した、とこういうことであります。

O議長(小山良悟君) 古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) 委員長にはまことに申しわけありませんが、もう一つあります

ので御容赦いただきたいと思います。

今の市長の答弁に対しては、私反論ではありませんが、今後こういった自然災害につ

いても考えていかれるようなお話もあったんで、すねO チェルノブイリの原子力発電所の

事故は人為的ミスによる災害ですね。不可抗力であったということにはならないわけで

す。システムがまずかったり、いろんな制御がうまく働かないということで、人間が犯

したミスとしてこういうものが今世界の問題になっているわけですね。ところが、そう

いう人知や人力ではいかんともしがたい自然災害で大きな被害をこうむった国がある場

合には、どちらかといえばそういった人のカでは避け得なかったような国々があればで

すね、そういうものがある意味では優先されて考えられることもあってし巾、と思うんで

すね。しかし市長はこのチェルノプイリが優先すべきものという判断で、なされたと思い

ますが、私はそのように考えます。今後の検討をお願いをしておきます。

それからネルソン・マンデラ氏に対するこの援助事業についても、今市長の方から先

に触れられたんで、すけれど、世界では植民地主義、それから人種差別主義、または覇権

主義等々反対をしながら戦いながら自由や平和を求めている人たちというのは大勢いま

す。しかし市長はここでネルソ γ ・マンデラ氏に基金があるからそれに援助をするとい

うことになったわけですが、私が提案時にも申しましたように、このネルソ γ ・マンデ

ラ氏の所属をしているANC、アフリカ民族会議の東京事務所から要請があって今回支
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援をするというお話でございました。このANCのPRの冊子がありますので、これを

見てみますと、先般お聞きしましたように、 ANCは人民のリーダーとして政府の暴力

には人民の暴力でもってこたえるように指導してきました。つまり政府が暴力でくるか

ら我々も人民の暴力でこれにこたえる、そのように指導してきた、とこうあります。

それから、このネルソ γ ・マ γデラに指導された解放軍、人民の盾という組織があり

ますが、これが誕生したのはネルソ ン・マ γデラ氏が指導してつくったんだ。そしてこ

の組織は人民の自由と権利、そして最終的な人民解放のための攻撃部隊となる、とこう

いうふうに書いてあります。つまり相手が暴力的に出てくるから、こちらもそれに対応

するために暴力でこたえるんだという暴力主義の団体を組織した人で、すね。平和運動と

か人権問題、人種差別問題に取り組んでいる人たちは世界にいろいろいらっしゃると思

うんですが、中には全く非暴力、徹底した平和主義でこういった運動を指導してきてい

る人たちもいるわけです。

ですから市長はこの人を応援をするということは、人はときと場合によっては暴力を

使うこともやむを得ない、とそのことを認めて今回支援をされるということになると思

うんですね。絶対平和主義というか、絶対非暴力では市長はないというふうに私はとら

ざるを得ないんですが、この点について市長がはっきり「そのとおりだ」とおっしゃれ

ば私はもうこれ以上議論する余地はないわけで、すO 市長もときと場合によっては、敵が

暴力を振るえば自分の方だってそれにこたえるのは当然だということだろうと思うんで

すね。その点についてはどのようにお考えでしょうか。

0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 暴力主義を私は絶対に否定したいと思います。国連理事会に

おきましでも南アフリカの今の人種差別は非難されておりますし、それからネルソ γ ・

マγデラさんが我が国を訪れられたのも政府の招きによっておいでになったわけであり

ますから、したがってそれに同情し、支援をする、平和でひとつ頑張ってください、民

族の独立のために頑張ってください、とこういうことで我々は激励をしたり支援をした

りということでありまして、 暴力主義がその主なる運動の手段だなんてことは全く信じ

てもおりませんし、そういうことであれば国連がまた支える理由もないというふうに見

るべきだと思っておりますO

0議長(小山良悟君) 古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) 委員長、済みません。もうそんなに長くやりませんので。

市長はそうおっしゃることは自由だし、そういう認識を持っておられるということは
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わかりました。しかし、このネルソン・マンデラ氏が所属している組織の解説書には、

絶対平和主義とか武力によらないというようなことが書いてないんで、すね。人民軍一ー

というのはこの組織ですねーーは南ア政権の軍隊と軍事施設に対し軍事行動を展開しま

した。つまり軍事行動を行う組織ですね。人民自身が武力、武装闘争に積極的にかかわ

りました。ですから今日のイラクのクウェ ー ト侵攻に対しても絶対武力の行使があって

はならない、あくまで話し合いで平和的解決を模索するんだという主張を一方でやって

いるにもかかわらずですね。 しかし、場合によっては相手があることだから武力を使う

ことは、武力闘争を積極的にかかわることもあるという人に支援をするということは、

市長の今の考え方は誤解なさっているか、 何か無理に思い込んでおられるんじゃないか

と思うんですね。おかしいんじゃないですか、これは。

O議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 私は全くおかしくないと思っておりますO 日本の憲法は武力

による国際間の紛争を解決するということは全く 否定しておりますし、その日本の理想、

を明らかにするということもまた地方自治体の一つの施策であってよろしい、とこう考

えております。

したがって該当しないものであれば、こういうこと を考える必要もないとい うことに

おのずからなるわけでありまして、国連に一遍問い合わせてみたいと思ってお ります。

O議長(小山良悟君) 古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) 後で意見のところもあり ますので、そ こで申し上げてもいいん

ですが、私は国際的な常識として「武力イコ ール悪」という 考え方は今の世界には常識

的には存在しないんですね。ですから国連も多国籍軍の武力行使を認める、是認する決

議もするわけで、す。多くの国々が、自由主義国、社会主義国を問わず大体これに賛同す

る。

ですから私はこのネルソ:/.マンデラ氏の今までとってきた行動や考え方というもの

を、市長が日野市民を代表して市の財政からお金も出すということであれば、やっぱり

このネルソ γ ・マンデラ氏の思想、や考え方、それから行動を認めておられるからこそこ

ういったものを急き ょ出して こられたと思うんですね。

このアフリカ民族会議のこの中に、私が再三申しましたように武装組織があって、そ

の組織をつく ったのはネルソγ ・マンデラ 氏で、ネルソン・マ γデラ氏がこれを指導し

てきたという ふうにはっきり書いてある、 積極的に武装闘争にかかわってきたというふ

うに書いてあ るんですから、市長は場合によってはそういうことも支持することがあり
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得るということに、これは論理の当然の帰結として考えざるを得ないんで、すねo それは

認めないとおっしゃりながら、だからそういう前提を否定した上で支援をするというの

は非常に論理的な矛盾で、すねO もっと正直におっしゃればいいと思うんで、すね。向こう

がお出しになっているものに書いであるんですから、それを否定したらネルソ γ ・マン

デラ氏を否定することになるんじゃないですか。

0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 世界じゅうは日本の憲法の精神をよく理解しておると思いま

す。したがって日本から受ける支援はそういうものではないというふうに理解をしてお

ります。

0議長(小山良悟君) 古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) 後で簡単に意見申し上げますが、あらゆる暴力を否定するとい

う立場には、少なくとも日野市は立たないということがこれではっきりしますO

最後に一つお尋ねをしておきますが、先ほど言いましたように自由や平和を求めて戦っ

ている世界の人たちというのは大勢います。ネルソ γ ・マ γデラ氏に限らず、チベット

の独立を今奪っている中国に対して独立回復の運動を長く続けている、ノーベル賞も受

賞しましたダライ・ラマという人がいます。

また、これも再三市長に見解を求めておりますが、従前は独立国としてきちんとした

主権国家であったにもかかわらずソ連の侵略によって独立を奪われているバルト三国の

例もあります。こういった国々に対する支援も同時に当然考えられなければ私はこの平

和事業というのは公正でないと思うわけです。こういったほかにもまだ幾っかそういう

例を挙げることは可能だと思いますが、当然民族の独立や自由を奪われて今独立回復の

運動を行っている、こういった民族や組織に対しでも支援が行われて当然だと思います

が、この点について市長はどのようにお考えでしょうか。

0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君) 国際平和に寄与する、そういう理想、と内容を持つものであれ

ば、これは日本国民として世論の上に立った、そういう支援の仕方はおのずからあるだ

ろう、とこう思っております。

0議長(小山良悟君) よろしいですか。(iいいですJと呼ぶ者あり)

ほかに御質疑ありませんか。なければこれをもって質疑を終結いたしますO

これをもって総務委員会関係の審査報告を終わります。

次に文教委員長の審査報告を求めます。
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〔文教委員長登壇〕

O文教委員長(福島盛之助君) それでは文教委員会に付託をされました日程第4、議

案第88号、平成2年度目野市一般会計補正予算(第 3号)について、歳出のうち教育費

につきまして、委員会における審査の経過並びにその結果を御報告申し上げます。

本委員会は理事者側より本件に対する提案理由、並ひ、に議案の内容につき詳細なる説

明を求め、慎重審査を行った次第であります。

主な質疑を申し上げますと、生徒派遣費補助金とあるが、このほかにも自己負担があっ

たように聞いたことがあるがどうかという聞いに対しまして、親の負担はないようにし

ているが、今後も引き続き努力をしていくとの答弁でございました。

次に需用費の中の燃料費が大幅に補正をされているが、契約はどのようになっている

のか。この質問に対しましてのお答えといたしまして、契約については管財課の単価契

約をもとにしているが、理由のある場合には調整 して値上げをしているとの答弁でござ

し、ましTこO

引き続きまして、埋蔵文化財の調査費については消防署の移転先の面積と調査期間に

ついての質疑があり、その答弁といたしましては東平山2-14-15の外で1，086平米、

事前確認調査に 1カ月、その調査の結果により本調査を行 うと のことでございました。

以上、質疑を終了後、特に意見はなく採決に入りまして、 全員異議なく 原案どおり可

決すべきものと決した次第であります。

以上でございます。よろしく御審議のほどお願いを申し上げます。

O議長(小山良悟君) これより質疑に入ります。黒川重憲君。

023番(黒川重憲君) 委員長にお尋ねをいたします。

小学校費の学校保健給食費でございますが、調理員の臨時職員の雇い上げ、ここでこ

の雇い上げの学校名、あるいは何名臨時職員を雇うのか、あるいは欠員の理由等が委員

会で審議なされましたら御報告をお願い申し上げたいと思います。

0議長(小山良悟君) 文教委員長。

0文教委員長(福島盛之助君) ただいまの御質問でございますが、これは任用がえと

いうことで 1名欠員になりましたので、正規の職員では無理のため臨時職員等を採用し

たということだそうでございますが、細部につきましては正確を期すために担当部局よ

りひとつお願いをいたしたいと思います。

0議長(小山良悟君) 学校教育部長。

0学校教育部長(藤本享一君} お答えいたします。
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今委員長さんからお話がありましたように、職員の任用がえで合格をいたしました職

員が、実はその受験をした当時は百草台小学校でございました。それが今現在は市民課

に勤務しているわけですが、その任用がえによりまして給食調理員の 1人が不足になり

ました。そのことによりまして 4月よりの 1年分の不足分をお願いするものでございま

す。交通費と賃金分でございます。

0議長(小山良悟君) 黒川重憲君。

023番(黒川重憲君) それでは部長の方に質問したいと思いますが、今までにこの学

校給食調理員の中でこういう任用がえの試験に合格をして本庁の方に、あるいは事務職

に来た、こういう例がありましたら教えていただきたい、それがまず第 1点。

それから臨時調理員のこの募集の年齢制限はどのように行っているのか。 二つお尋ね

します。

O議長(小山良悟君) 学校教育部長。

0学校教育部長(藤本享一君) 任用がえという件でございますが、これにつきまして

は学校の給食調理員または用務員等から事務職員にというときにあるわけでございます

が、過去5名あったように記憶しております。これは給食調理員だけではございませんo

作業員からなった方もたしか含まれておると思いますが、給食調理員だけの件につきま

しては、ちょっと私が記憶しているものでは 3名だと思うんですが、ちょっと確認しな

いとわかりませんが。

0議長(小山良悟君) 2点目、もう 1点。学校教育部長。

0学校教育部長(藤本享一君) この件につきましては採用の決定を職員課で要綱を決

める際に、過去必ずしも一定ではなかったと思うんですが、私の当時には25歳というふ

うに職員課長の時代には覚えております。

0議長(小山良悟君) 黒川重憲君。

023番(黒川重憲君) 1点目につきましては後ほどお伺し、いたしたいと思いますが。

それでは 2点目の問題につきまして、この調理員のいわゆる年齢制限でございますが、

これはその都度その都度変えているのかど うかで、すね。ここ何年来ずっと一定してきて

いるのか。また、もし変えるとすれば、 今要綱をつくっているということでございます

が、どの部署でどのように一体決定をしているのか、その辺についてお答えをいただき

たいと思います。

0議長(小山良悟君) 総務部長。

0総務部長(藤浪竜徳君) 調理員の年齢制限の件でございますけれども、申しわけあ

ハUつU
F
O
 

りませんが、何歳というのはちょっと申し上げられませんけれども、職員の募集の際に

はその都度応募状況等を勘案いたしまして、年齢制限については検討をしているところ

でございます。

以上です。

O議長(小山良悟君) 黒川重憲君。

023番(黒川重憲君) 年齢については申し上げられないというのは、わからないで申

し上げられないのか、それとも言っちゃいけないということで申し上げられないのか、

どちらでございましょうか。

0議長(小山良悟君) 総務部長。

0総務部長(藤浪竜徳君) ちょっと手元に資料が ございませんので、お許しをいただ

きたいと存じますo

O議長(小山良悟君) よろしいですか。(i後ほどで結構です」と呼ぶ者あり)

ほかに御質疑ありませんか。なければこれをもって質疑を終結いたします。

これをもって文教委員会関係の審査報告を終わります。

お諮りいたします。議事の都合によりあらかじめ会議時間の延長をいたしたいと思い

ますが、これに御異議ありませんか。

( i異議なし」と呼ぶ者あり 〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって、 会議時間を延長すること

に決しました。

次に厚生委員長の審査報告を求めます。

〔厚生委員長登壇〕

0厚生委員長(鈴木美奈子君) 厚生委員会の審査の経過並びに結果について御報告を

申し上げます。

議案第88号、平成2年度日野市一般会計補正予算(第 3号)のうち民生費、衛生費、

消防費について御報告を申し上げます。

民生費の補正額は3，342万2，000円で、主なものは福祉タクシー券の印刷が庁内で間に

合わなくなったために外注に出すという こと、さらには精神薄弱者福祉費の施設委託費

5人分の増加、 さらに老人タラプ補助金として単価アップなどでございます。

衛生費の補正額は1，182万9，000円で、 主なものはじんかい処理費でダイオキシンの調

査を行う、 その費用でございますo さらに市のし尿処理費では浄化槽汚泥収集運搬、合

併処理汚泥収集運搬で、都の単価アップに伴うものでございます。
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消防費の補正額は 2万4，000円で、非常備消防費で自動車重量税でございます。

質疑の主なものといたしましては、民生費では滝合、あるいは旭が丘の学童クラブが

定員の枠が不足して入れない状況があるけれども、来年度以降はどうなのかという、こ

ういう質問がございまして、担当の方より滝合学童クラブでは定員をふやして二つの施

設で行うという、こういう報告がございました。

また衛生費では公害測定について詳しく説明をせよということで、清掃部の方から出

されておりましたパジフが示されまして、ダイオキシ γの発生源が電気集塵機から出る

ので、灰と水と排ガスの調査をやるということでございました。また東京都より指示が

あるのかという問いに対しましては、都よりはなくて市が独自にやるものであり、さら

に厚生省は12月にはガイドラインを出すと言っておりますが、日野市においても早自に

調査をし検討していきたい、こういうことでございました。

消防費については質疑はございませんでした。

当委員会といたしましては慎重審議の結果、採決を行いまして、全員異議なく原案を

可決すべきものと決した次第で、ございます。どうぞよろしくお願いし、たしますO

0議長(小山良悟君) これより質疑に入ります。福島敏雄君。

010番(福島敏雄君) 今の委員長報告に関連して 1点お聞きしたいと思います。

学童クラブの内容ですけれども、現在定員オーバーしているのは滝合と旭が丘だと思

うんですが、滝合の方からは何か返事があったような感じがしますけれど、旭が丘の方

はどうなんで、すか。

0議長(小山良悟君) 厚生委員長。

0厚生委員長(鈴木美奈子君) 旭が丘についてはなか、ったわけでございます。

担当の方から報告をさせていただきますので、よろしくお願し、いたします。

0議長(小山良悟君) 福祉部長。

0福祉部長(坂口泰雄君) 旭が丘につきましでも、滝合と同じように施設を設けまし

て定員オーバーについては解消していきたい、今後とも継続してやっていきたいという

ふうに考えております。

0議長(小山良悟君) 福島敏雄君。

010番(福島敏雄君)

O議長(小山良悟君)

たします。

これをもって厚生委員会関係の審査報告を終わります。

了解。

ほかに質疑ありませんか。なければこれをもって質疑を終結い
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次に建設委員長の審査報告を求めます。

〔建設委員長登壇〕

0建設委員長(馬場繁夫君) 議案第88号、平成 2年度日野市一般会計補正予算(第 3

号)のうち、建設委員会に付託されました農業費、商業費、土木費についての審査報告

をいたします。

農業委員会費につきましては農業委員会改選によるところの差額によります補正額、

42万円を追加しまして、総額を 1億7，045万1，000円とするものでありますO

商工費のうち商工総務費で、職員手当の補正額が40万円を追加しま して、総額を 1億

7，570万2，000円とするものであります。

土木費のうち都市計画費につきましては、補正額が9，660万7，000円を追加して、総額

を51億8，279万8，000円とするものでありますO 主な内訳としましては、土地区画整理事

業特別会計へ繰出金として8，682万7，000円を繰り出すものであります。また台風20号に

よります南平丘陵公園法面の復旧工事費886万9，000円によるものでありますO

関連質問といたしましては、南平丘陵公園に隣接します用地取得についての質問があ

りまして、答弁としましては、公社が買収いたし まして現在公社が管理をしている、今

後目的を定めながら整備を図っていくというような答弁があり ました。

全会一致で可決すべきものと決しましたので、よ ろし くお願し、し、たします。

0議長(小山良悟君) これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

たします。

これをもって建設委員会関係の審査報告を終わります。

各委員長報告について御意見があれば承ります。古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) 先ほど私が質問いたしました一般管理費の中の国際平和事業補

助金について意見を述べておきますo

今回提案されました市長のネルソン・マ γデラ基金援助事業50万円、チェルノブイリ

事故擢災者救援事業50万円については、あえて私が異をとなえるものではありませんが、

市長の一貫した考え方、この事業に対する取り組みの姿勢というものが明確につかめま

せんO

先ほど土方議員の質問にもありましたように、国内外の平和事業または人権擁護とい

うような運動に取り組む人や組織を支援するということあれば、もっと広範な事例を集

め、そして、そういった情報をもとに的確な判断がなされるべきであります。

最初、ネルソ γ ・マ γデラ氏の基金援助事業については先ほど申しましたとおり、ネ
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ルソン・マンデラ氏の思想、と行動を解説した書籍やアフリカ民族会議の発行する書物を

見ても、ネルソ γ ・マ γデラ氏が完全な非暴力主義者でないということは明らかであり

ます。ということは、市長がこういった思想や行動をとる人に対して支援をするという

ことは、市長自身も完全な暴力を否定する平和主義の立場に立つということにはならな

いわけでありますので、こういった支出に当たってはきちんとした考え方を正直に市民

の前に示すべきであります。市長及び日野市の平和主義は完全な非暴力主義では貫かれ

ていないということがこの援助事業から判断できるわけであります。

またネルソ γ ・マ γデラ氏についてはことしの 2月、 28年ぶりに釈放されて、日本の

マスコミや特定のいろいろな団体、グループの人たちは伝説の闘士ということで全面的

にヒーロー扱いし、たしました。しかしネルソン・マンデラ氏は、いわゆる言うところの

「良心の囚人Jということにはなっていないのであります。黒人解放組織のこのANC

という組織に属する武闘部門の指導者ということが、はっきりこういった先ほど挙げま

した資料からもわかるわけで、逮捕されましたときも反テロ法や反逆罪ということで終

身刑を言い渡されております。間違っても私は公金でテロリストを支援するようなこと

があってはならないと思いますので、今後十分にこの補助金については、その使途につ

いてホローアッフをしていただかなければならないということをここで強く申し上げて

おきたいと思いますO

アフリカの黒人解放組織が団結をし、そして、その力を大きくすることによってアフ

リカのこの宿願的問題が一日も早く解決されなければならないというのは私も全く同感

であ りますが、やはり手段や方法、組織のあり方等についてはいろいろな考え方がある

と思います。ですから、こういった方法についても認めるという市長の考え方があるの

であれば、関われれば正直にそれを答えなければ、単なる議会答弁のテクニックによっ

て市長の考え方をあえて市民に明らかにしないということにもなるわけでありますので、

十分にこの点は今後留意をしていただきたいと思います。

またチェルノブイリの事故羅災者に対する救援事業についても先ほど申し上げました

とおりです。こういった事故や自然災害等によって苦しむ世界の人たちというのは大勢

いるわけであります。これが突然補正予算で12月議会に出てくる。しかも選ばれている

のが今いろいろな園内問題を抱えているチ ェルノブイリの事故に遭った人たちを対象と

する内容であるとすれば、もっと広範なさまざまな世界の動きや情報をもとに総合的に

判断をされ、一貫した考え方のもとに平和事業が進められなければならないと思うわけ

です。
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この二つの平和事業補助金について、あえて反対をするものではもちろんありません

が、今後平和基金をもとに毎年計上される予算でありますので、きちんとした市長の考

え方をもとに一貫性のある平和運動に対する、また自由を求める世界の人たちを支援を

する、そういった考え方に貫かれた運動で、あってもらいたいと思いますので、そのこと

を申し上げておきます。

なお質問のときにもお話をしましたように、チベットの独立を回復するために外国に

逃れて、この独立回復の運動を進めているチベットのダライ・ラマという指導者もいま

す。世界の人たちがそれを応援しよ うと いう 気持ちがあるからこそノーベル平和賞を受

賞したのであります。

またバルト三国の独立の問題も 当然でありまして、世界の世論はこれらの独立を承認

する、支援をしようという ことで一致をしていると思います。

こういったことが全 く眼中になく 、この平和事業基金が今回突然、出されて きたという

ことになれば、これはやはり問題になろうかと思い ます。ぜひ今後この平和事業の遂行

に当たっては、こういった広い客観的な世界的視野を持って事業を進めていかれる こと

を強く要望をしておきます。

以上です。

O議長(小山良悟君) 土方尚功君。

06番(土方尚功君) ただいまの古賀議員の方からの意見にほとんどもう 同じでござ

います。先ほど質問したとおりでございますので、特段に事務段階とし、し、ますか、 そこ

ら辺で申し上げておきます。

公金が平和事業という美名の中で、 事業を援助するということの下で乱費されること

のないように十分対応をお願いし、なお的確な事務処理が当然、行われるよ うに私の方も

希望いたしまして、今後の対応の中でいろいろ注目をしてい きたい、 こういうことを申

し上げて終わります。

0議長(小山良悟君)

029番(竹ノ上武俊君)

竹ノ上武俊君。

補正予算に賛成の立場から一言意見を申し上げます。

国際平和事業補助金のネルソ γ ・マンデラ基金援助事業50万円の支出の件でございま

す。長時間にわたりこの件をめぐっての質疑がございました。私はこのことに触れて日

本共産党市議団からの意見といたしたいと思います。

御承知のとおりにアバルトへイト、人種隔離政策、これが今国際的に解決しなければ

いけない緊急の課題だというふうになっているわけでございます。南アフリカの黒人の
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戦い、これは非常に長い歴史がありました。今アフリカ大陸で白人が支配をして黒人を

差別するという国は、この南ア 1国という状況になっているわけです。

南アでは人口3，000万人、このうちの白人が17%で約500万人と言われております。こ

ういう中で非白色人種ということで黒人が中心です。参政権も与えられず、そして居住

や移動の自由もない、白人の動きに抵抗すれば一方的にその場で殺される、そして運動

団体などをつくって抵抗すれば、武力によって何千人という人たちが殺される、こうい

う黒人解放の戦いが続いてきた地域でございます。

そして、今問題になっているのが「ホームランド政策」というものだと言われており

ます。これは南アの87%の地域を白人以外は住んじゃいけない、 黒人は荒れ果てた土地

にだけ住めという構想、でございます。

こういうような動きに対してさまざまな運動が起こってまいりました。最初は1912年

のときから黒人解放運動は続いてきているわけでございます。そして、いわゆるANC、

これは日本語訳、アフリカ民族会議と呼ばれております。既に1925年に誕生した組織で、

ございます。これがずっと運動を広げてまいりまして、今南アでは絶対的な国民の支持

を得ている団体になってきているわけで、す。

そして1955年の 6月には全国人民会議というのが聞かれまして、そこで「自由憲章J

というものを決議をされておりますo こういうふうにして南アはもとより国際的な支持

も受けてきたわけでございます。

そして国際世論の力の中で、ついにことし 2月11日、日野市でちょうど市議会議員選

挙があるころでございました。解放運動の指導者として有名なネルソ γ ・マンデラ氏が

獄中28年、やっと解放されて出てきたわけでございます。それからのマンデラ氏を中心

とするこの南アの方々の黒人解放運動、アバルトへイト反対運動は世界じゅうにまた急

速に新しい展開をしてきておりますO

そして、アバルトへイトについて国連はどういうふうに決議しているか。アバルトへ

イトこそ人類に対する犯罪というふうに国連では位置づけているわけでございます。そ

して現在、これが南アにおきましてはANCと白人政権との間で平和的な話し合いをし

ようではないかという方向に事態は発展をしてきておりますO

このANCの方々の記事がたくさん日本でも報道されました。とにかく黒人であれば

その場で殺すことが自由であるという状況が現在も続いてきているわけです。ですから

ANCのこの子供たち、これはANCに入っている入っていないで関係ないと思います

が、もう物心がつくと白人を見るとやっつけたい、こういう気持ちになるんだそうです。
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それで青少年もすぐ武器の使い方を教えてくれ、白人をやっつけたい。こういう中でA

NCの方々が青少年に対しては武器の使い方を教えない、まず勉強しなさいということ

を教えているんだという最近のあちらからの通信をマスコミ関係で読んだことがござい

ます。

そして、このANCの代表の文化的な行事も日本に先日やってまいり ましたO カブダ

ン・アマ γ ドラというのがまいりまして日本国民の熱狂的な歓迎を受けまして、 ANC

の人たちの文化水準の高さ、 平和に対する心、黒人解放の心というものが日本国民にも

伝わったというふうに私は思っております。

そういうわけでこのANC、あるいはマンデラさんへの位置づけというのは、マンデ

ラさんを獄中に28年閉じ込め続けたこの白人支配こそ武装闘争であり 、最大の武力であ

り、犯罪である、こういうふうに国連でさえも位置づけているわけであります。私たち

もそういうふうに大きく見ていくことが必要ではないでしょうか。黒人といってもいろ

いろの方々がし、らっしゃいますので、いろんな意見はあると思います。 しかし、このA

NCというのが今圧倒的な白人も含めた支持を南アにおいては得ているそ うでございま

す。

そういう中で南アの財界も最近ではアパルトへイト廃止、こうい う運動に参加する方

向になってきておりますO 西側銀行団も南アには融資を禁止と いう方向になっ てきたわ

けでございます。白人政権が今この経済制裁によ りまして窮地に陥ってきてい る状況で

あります。

また残念なのは、日本がアメリカに次ぐ貿易相手国として今も白人政権を助けている

面があります。やっと日本国民の世論に押されまして今度国会にマンデラき んを呼ぶと

いうことが実現をいたしてまいりました。

こういう国際情勢の中で、今地方自治体の中にも外人がどんどん仕事に入ってくる、

こういう状況にあります。私たちが本当に人道的な立場で国際的なアバルトへイトに対

する援助は何かということを真剣に考えた場合、私は市長がるる質問に答えましたよう

な精神でこういう予算措置を講 じていく、大変積極的な人道的な行事であるというふう

に思います。

以上のような立場から積極的に補正予算に賛成をいたします。

0議長(小山良悟君) ほかに御意見ありませんか。なければこれをもって意見を終結

いたします。

これより本件について採決いたします。本件に対する委員長報告は原案可決でありま
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す。本件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

( 1"異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって、議案第88号、平成2年度

日野市一般会計補正予算(第 3号)の件は原案のとおり可決されました。

これより議案第87号、日野市立幼児教育センター設置条例の一部を改正する条例の制

定の件を議題といたします。

文教委員長の審査報告はこれを省略いたします。

本件については文教委員長から、目下委員会において審査中の事件につき閉会中の継

続審査にされたいとの申し出があります。あわせて本委員会の所管事務を調査研究する

ため閉会中の継続審査にされたいとの申し出があります。

お諮りいたします。文教委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御

異議ありませんか。

( 1"異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって、文教委員長の申し出のと

おり閉会中の継続審査に付することに決しました。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、とれに御異

議ありませんか。

( 1"異議なしj と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって、暫時休憩いたします。

午後 5時16分休憩

午後 6時38分再開

0議長(小山良悟君) 休憩前に引き続き会議を聞きます。

これより議案第86号、日野市遊び場条例の一部を改正する条例の制定の件を議題とい

たします。

厚生委員長の審査報告を求めます。

〔厚生委員長登壇〕

0厚生委員長(鈴木美奈子君) 厚生委員会の審査報告を申し上げます。

議案第86号、日野市遊び場条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。

本件は、遊び場条例、別表に示されております新井児童遊園の項を削るものでござい

ます。理由といたしましては、この児童遊園は万願寺区画整理事業の中にあり、道路を

挟んで二つに分けられること。また地主より返還してほしいという申し出がございまし
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て、これによりまして削ることになったものでございます。

慎重審査を行いまして、全会一致可決と決した次第でございます。どうぞよろしくお

願し、し、たします。

0議長(小山良悟君) これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

たしますo

本件について御意見があれば承りますo なければこれをもって意見を終結いたしますo

これより本件について採決いたします。本件に対する委員長報告は原案可決でありま

すO 本件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

( 1"異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めますO よって、議案第86号、日野市遊び

場条例の一部を改正する条例の制定の件は原案のとおり可決されました。

これより議案第89号、平成 2年度日野市国民健康保険特別会計補正予算(第 1号)、

議案第92号、平成 2年度日野市受託水道事業特別会計補正予算(第 2号)、議案第93号、

平成 2年度日野市老人保健特別会計補正予算(第 3号)の件を一括議題といたしたいと

思いますが、これに御異議ありませんか。

( 1"異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認め、一括議題といたします。

厚生委員長の審査報告を求めます。

〔厚生委員長登壇〕

0厚生委員長(鈴木美奈子君) 議案第89号、平成 2年度目野市国民健康保険特別会計

補正予算について、第 1号の報告を申し上げます。

本件は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出をそれぞれ1，374万5，000円を追加し、歳入歳

出の総額を歳入歳出それぞれ44億4，609万2，000円とするものでございます。

歳出の主なものといたしましては、退職被保険者等療養費保険者負担分が不足するの

で、これを補うものでございます。また退職被保険者等の高額療養費などでございます。

質疑の主なものといたしましては、高額療養費の手続についてどうするのかというこ

とで、これは 5万7，000円を超えるものについては高額になるので貸し付けがあり、本

人から申請があれば貸し付けを行う、こういうことでございました。

また最終の繰越金はどのようになるのかということで、医療費が昨年よりふえている

けれども、 4月から10月までしかまだ把握できないということでございました。

慎重審査を行い、全員異議なく原案を可決いたしました。
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次に議案第92号、日野市受託水道事業特別会計補正予算(第 2号)についてでござい

ます。

本件は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ345万3，000円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ19億4，545万3，000円とするものでございます。

歳出の主なものといたしましては、配水管新設及び消火栓設置と、水道施設上の事故

に伴う賠償金などでございます。

質疑の主なものといたしましては、先般事故がありました水道施設上の事故について

もう少し詳しく報告をしてほしいという質問がございまして、答弁といたしましては10

月9日、多摩平団地内におきまして午後10時過ぎに砂を積載したダンプカーがとめまし

たところ、道路が雨のために緩んでおりまして、その道路の下にある石綿管が壊れ、後

輪が落ちてしまった、翌日ダ γプが引き上げられたということでございます。また多摩

平におきましては、まだ石綿管が入っているので今後とも取りかえたいという答弁でご

ざいました。

慎重審査の結果、全員異議なく原案を可決すべきものと決した次第でございます。

次に議案第93号、老人保健特別会計補正予算(第 3号)についてでございます。

本件は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ492万円を追加し、歳入歳出予算の

総額をそれぞれ45億3，823万8，000円とするものでございます。

主なものといたしましては、老人保健医療費分として前年度よりふやしたけれども、

かなり不足分が出たので補正をしたとい うことでございますO

当委員会といたましては慎重審査を行い、全員異議なく採決の結果、原案を可決すべ

きものと決 した次第でございます。

以上でございます。どうぞよろしく御審議のほどお願い申し上げます。

0議長(小山良悟君) これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

たしますO

本 3件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたしま

す。

これより本 3件について採決いたします。 本 3件に対する委員長報告は原案可決であ

ります。本 3件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

( I異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めますO よって、議案第89号、平成 2年度

日野市国民健康保険特別会計補正予算(第 1号)、議案第92号、平成 2年度日野市受託

-630-

水道事業特別会計補正予算(第2号)、議案第93号、平成2年度日野市老人保健特別会

計補正予算(第 3号)の件は原案のとお り可決されました。

これより議案第90号、平成2年度目野市土地区画整理事業特別会計補正予算 (第 1号)、

議案第91号、平成 2年度目野市下水道事業特別会計補正予算 (第 2号)の件を一括議題

といたしたいと思いますが、とれに御異議ありませんか。

( I異議なしjと呼ぶ者あり 〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認め一括議題といたします。

建設委員長の審査報告を求めます。

〔建設委員長登壇〕

0建設委員長(馬場繁夫君) 議案第90号、平成 2年度 目野市土地区画整理事業特別会

計補正予算(第 1号)につ きま しての審査報告をいたします。

補正額を 1億8，765万7，000円追加いたしまして、総額を50億7，952万2，000円とするも

のであります。

主な内訳としましては万願寺土地区画整理事業費につきま して、 水道整備に伴う負担

金の補正で、補正額が4，794万8，000円を追加 しまして、総額を36億2，946万7，000円とす

るものでありますO

高幡区画整理事業費につきましては、事業の進捗によりまして土地の借り上げ面積の

追加、水道整備に伴う負担金の増加による ものでありますO 補正額を2，712万7，000円追

加しまして、総額を 2億6，645万9，000円とするものであり ます。

豊田南区画整理事業費につきましては、残土の置き場のため土地の借上料の増加、 事

業用地の購入等によります補正であります。 補正額が 1億1，258万2，000円を追加 しまし

て、総額としまして 8億3，742万1，000円とするものであります。

質疑はなく、関連質疑としましては高幡不動駅周辺の自転車置き場が限界を超えてお

りますので、区画整理事業地内で未利用地を活用して混雑解消ができないかというよう

な質問があり まして、答弁としましては工事が完成しております収益事業を行う地主さ

んに話をしていきたいとの答弁がありまして、全会一致、可決すべきものと決しました。

続き まして議案第91号、平成2年度目野市下水道事業特別会計補正予算(第 2号)に

ついての審査を報告いた します。

補正額を 3億3，480万を追加しまして、総額を70万1，180万7，000円とするものであり

ます。 主な内訳とし ましては、管きょ管理費につきましては下回樋管の修繕料の補正と

しまして386万8，000円を追加しま して、総額を4，487万4，000円とするものであります。

ーi
q
J
 

no 



管きょ建設費におきましては補正額を 2億7，289万6，000円の追加で、総額を55億6，57

4万5，000円とするものでありますo 主な内容としましては委託料の浅川処理の管きょ埋

設実施計画の契約差金で797万4，000円の減額修正、また管きょ埋設に関しまして公社委

託料の補正額が7，094万3，000円でありますo また水道管等の移設の補償料の増加により

ます補正額 2億2，500万円等によるものであります。

また都市下水路費につきましては神明上都市下水路整備の安全対策費並びに工法の変

更などによります補正額4，500万円を追加しまして、総額を 3億4，178万円とするもので

あります。

特に質疑もなく、全会一致、可決すべきものと決しましたので、 2議案よろしくお願

いいたします。

0議長(小山良悟君) これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

たしますO

本 2件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたしま

す。

これより本 2件について採決いたします。

本 2件に対する委員長報告は原案可決であります。本 2件は委員長報告のとおり決す

るに御異議ありませんか。

( r異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって、議案第90号、平成 2年度

日野市土地区画整理事業特別会計補正予算(第 1号)、議案第91号、平成2年度日野市

下水道事業特別会計補正予算(第 2号)の件は原案のとおり可決されました。

これより請願第 2-16号、 「義務教育諸学校の学校事務職員に対する義務教育費国庫

負担制度の維持に関する陳情、請願第 2-17号、 「義務教育諸学校の学校事務職員、栄

養職員の給与費の国庫負担制度からの除外jに反対する陳情の件を一括議題といたした

いと思いますが、これに御異議ありませんか。

( I異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認め一括議題といたします。

文教委員長の審査報告を求めます。

〔文教委員長登壇〕

O文教委員長(福島盛之助君) それでは、日程第12と13、この 2件の審査報告を申し

上げます。本 2件は委員会におきまして一括審議となりましたので、一括して御報告を
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申し上げます。

まず請願第 2-16号、 「義務教育諸学校の学校事務職員に対する義務教育費国庫負担

制度の維持に関する陳情と、請願第 2-17号、 「義務教育諸学校の学校事務職員、栄養

職員の給与費の国庫負担制度からの除外jに反対する陳情であります。それぞれ 9月10

日に委員会に付託されたものであります。

本 2件の内容は、義務教育費国庫負担法の改正に反対し、この制度の維持を求める意

見書を関係省庁に提出いただきたいという内容のものであります。委員会の中でも国庫

財政も苦しく、臨教審から出ている国庫負担も妥当だと思うが、報告は報告として認め

ながらも当面は国で負担してもらいたいとの意見が出され、全会一致で採択と決した次

第であります。

意見書につきましては既に提出してありますので、あわせてよろしく御審議のほどお

願いを申し上げます。

0議長(小山良悟君) これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

たしますO

本 2件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたしま

す。

これより本 2件について採決いたします。

本 2件に対する委員長報告は採択でありますO 本 2件は委員長報告のとおり決するに

御異議ありませんか。

( I異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって、請願第 2-16号、 「義務

教育諸学校の学校事務職員に対する義務教育費国庫負担制度の維持に関する陳情、請願

第 2-17号、 「義務教育諸学校の学校事務職員、栄養職員の給与費の国庫負担制度から

の除外」に反対する陳情の件は委員長報告のとおり採択と決しました。

これより請願第 2-23号、老人性白内障人工水晶体(限内レンズ)に関する請願の件

を議題といたします。

厚生委員長の審査報告を求めます。

〔厚生委員長登壇〕

0厚生委員長(鈴木美奈子君) 厚生委員会の審査報告を申し上げます。請願第 2-23 

号、老人性白内障人工水晶体(眼内レンズ)に関する請願でございます。

請願者の住所氏名は、日野市南平 5-28-35、日野市老後保障を進める会代表、西山
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新次郎さんほか追加がございまして1，497名でございます。

請願の趣旨と.いたしましては、厚生省では一般病院で白内障手術に人工水晶体の使用

を許可をいたしました。しかし健康保険が認められないために、費用を用意できない者

は人工水品体(限内レンズ)の手術が受けられないということになっておりますO 白内

障の患者に対しては他に目の病気がない限り、ほとんど眼内レンズによる手術を医師は

勧めております。それは今までの手術で眼鏡の場合は視野が狭くなり外歩きは危険であ

ること。またコンタクトレ γズは感染症を起こしやすくなり、失明することさえあると

言われているからでございます。人工水晶体の手術を希望するだれもが受けられるよう

に厚生省の方に対して健康保険の適用を実施するように要請してくださいということと、

もう一つは保険適用が認められるまでの問、低所得者に日野市として補助をしてくださ

いという、この二つの中身の請願でございました。

これに対しまして当委員会といたしましては 3回審査を行い、また質疑の中で他市の

状況の資料なども出していただいたり、あるいは日野市の中でどれくらいの人が利用し

ているかという質疑もございました。その中で26市の状況では 9市が採択され、また各

市とも意見書をあげたり、あるいは平成 3年度の予算化を検討する自治体も出ておると

いうことでございました。

また日野市の中においては、この 1年間の市立総合病院で手術を受けた眼科での入院

患者56人、その中で白内障の手術が37人、そのうち30人が人工水品体の手術を受けたと

いうことでございました。これに対しまして日野市でも前向きに検討していくという、

こういう答弁がありまして、当委員会といたしましては慎重審査を行い、採決の結果、

全員異議なく本件を採択と決した次第でございます。

なお本日、委員会といたしましてはこの請願の趣旨にありますように、健康保険の適

用を認めるように厚生省への意見書を本日提出してございますので、この点もよろしく

お願いを申し上げます。

0議長(小山良悟君) これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

たします。

本件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたします。

これより本件について採決いたします。本件に対する委員長報告は採択でありますO

本件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。

C i異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって、請願第 2-23号、老人性
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白内障人工水品体(眼内レンズ)に関する請願の件は委員長報告のとおり採択と決しま

しTこO

これより請願第 2-9号、第53東豊田クリスタルマンション新築に関する誇願、請願

第2-10号、 (仮称)二番橋の名称を「万願寺歩道橋」とすることを求める請願の件を

一括議題といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

C i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認め一括議題といたします。

建設委員長の審査報告を求めます。

〔建設委員長登壇〕

O建設委員長(馬場繁夫君) それでは請願第 2-9号、 第53東豊田クリス タルマ ンショ

ン新築に関する請願についての審査報告をいたします。

請願者は大森豊和さんほか362名でありますO 受け付けは平成 2年 6月4日でありま

して、第 2固定例会で建設委員会に付託されたものであります。

請願趣旨としましては、マンション新築に関しまして地域環境の悪化を招くことのな

いよう、また駐車場は戸数分の確保、また単身者専用マ γションは避けフ ァミ リ一向け

にする、またのぞかれないような配慮、を行う、管理人の常駐をさせる等の要望の請願で

あります。

委員会としまして現地を調査を行いまして、 4回にわたり慎重審査を重ねてまいりま

しTこ。

主な質疑としましては、説明会の内容について、管理人室の常駐につきまして、また

駐車場につきまして、指導要綱等につきましての各委員より活発な質疑がなされました。

そして36室を 1室減らしまして管理人室を設け、会社の単身寮としての使用する方向に

なってきている。

また、これによりまして地域住民としては建設に対しまして了解をいたしまして、現

在協定を結ぶ準備をしているということになりまして、当委員会としましては全会一致

で採択すべきものと決しました。

続きまして請願第 2-10号、 (仮称)二番橋の名称を「万願寺歩道橋j とすることを

求める請願についての審査報告を行います。

請願者は斉藤大資さんほか520名で、受け付けは平成 2年 6月 6日であります。第 2

固定例会で建設委員会に付託されました。

請願趣旨は、 (仮称)二番橋は万願寺土地区画整理事業に伴い 8億円を事業費より負
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担し完成するものであります。記念すべき橋を「万願寺歩道橋Jとの名称にされたいと

の請願であります。

主な質疑としましては、事業費10億円の取り扱いにつきまして、また隣接する道路に

つきまして等々の質疑がありまして、建設委員会で慎重審議してまいりました。

その中で平成2年 5月10日に広報で名称を募集いたしまして、公募が260件ありまし

た。検討委員会を設けまして「かわせみ橋」、 「ふれあい橋Jの二名称を定めました。

そして委員会に提出請願によります「万願寺歩道橋Jの名前をあわせて今後柔軟に対応

していくという答弁がありまして、 19日の委員会に続きまして、本日定例会の最終日に

委員会を再開いたしまして、全会一致、採択すべきものと決しましたので、 2請願とも

よろしくお願いいたします。

0議長(小山良悟君) これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

たします。

本2件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたしま

す。

これより本 2件について採決いたします。

本2件に対する委員長報告は採択であります。本 2件は委員長報告のとおり決するに

御異議ありませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって、請願第 2-9号、第53東

豊田クリスタルマ γショ γ新築に関する請願、請願第 2-10号、 (仮称)二番橋の名称

を「万願寺歩道橋」とすることを求める請願の件は委員長報告のとおり採択と決しまし

Tこ。

これより請願第 2-29号、市内連絡ノミス(ミニパス)路線の一部変更を求める請願、

請願第 2一32号、無認可幼稚園児あるいは在宅等自主保育幼児の保護者に保護者補助金

(愛育手当)を求める請願の件を一括議題といたしたいと思いますが、これに御異議あ

りませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認め一括議題といたします。

総務委員長の審査報告はこれを省略いたします。

本 2件については総務委員長から、目下委員会において審査中の事件につき閉会中の

継続審査にされたいとの申し出があります。あわせて本委員会の所管事務を調査研究す
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るため閉会中の継続審査にされたいとの申し出があります。

お諮りいたします。総務委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御

異議ありませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって、総務委員長の申し出のと

おり閉会中の継続審査に付することに決しました。

これより請願第 2-24号、 r (仮称)浅川公会堂建設Jに関する請願、請願第 2-25 

号、中ホール建設に関する請願の件を一括議題といたしたいと思いますが、これに御異

議ありませんか。

( r異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認め一括議題といたします。

文教委員長の審査報告はこれを省略いたします。

本 2件については文教委員長から、目下委員会において審査中の事件につき閉会中の

継続審査にされたいとの申し出があります。あわせて本委員会の所管事務を調査研究す

るため閉会中の継続審査にされたいとの申し出があります。

お諮りいたします。文教委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御

異議ありませんか。

( r異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よeって、文教委員長の申し出のと

おり閉会中の継続審査に付することに決しました。

これより請願第 2-20号、日野市立総合病院を現在地に建て替えることに関する請願

の件を議題といたします。

厚生委員長の審査報告はこれを省略いたします。

本件については厚生委員長から、目下委員会において審査中の事件につき閉会中の継

続審査にされたいとの申し出があります。あわせて本委員会の所管事務を調査研究する

ため閉会中の継続審査にされたいとの申し出があります。

お諮りいたします。厚生委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御

異議ありませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって、厚生委員長の申し出のと

おり閉会中の継続審査に付することに決しました。
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これより請願 2-4号、京王百草園駅付近に自転車置場の増設を求める請願、請願第

2 --5号、帝人高層独身寮建設反対に関する請願、請願第 2-6号、高幡土地区画整理

事業地区内の突然の総合病院建設計画の見直しについての請願、請願第 2-11号、中尾

マンショ γ(仮称)建築計画に対する反対請願、請願第 2-27号、高幡土地区画整理事

業地区内の商工業者への営業権及び生活権の確保についての請願、請願第 2-28号、大

坂上二丁目の i(仮称)日野マンションJの建設計画に関する請願、請願第 2-30号、

(仮称)メイツ日野台マ Yショ γの建設については、周辺住民が同意するまで、建築を

認めない(事前協議申請書を受理しない)措置をとって下さいについての請願、請願第

2 -31号、東豊田三丁目住宅地内への事業所設置の差止めを求める請願の件を一括議題

といたしたし、と思いますが、これに御異議ありませんか。

( i異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認め一括議題といたします。

建設委員長の審査報告はこれを省略いたします。

本 8件については建設委員長から、目下委員会において審査中の事件につき閉会中の

継続審査にされたいとの申し出があります。あわせて本委員会の所管事務を調査研究す

るため閉会中の継続審査にされたいとの申し出があります。

お諮りいたします。建設委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御

異議ありませんか。

( i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって、建設委員長の申し出のと

おり閉会中の継続審査に付することに決しました。

次に日程第30、下水道対策特別委員会の継続審査議決に関する件を議題といたします。

下水道対策特別委員長より、下水道に関する事件の調査研究のため閉会中の継続審査

にされたいとの申し出があります。

お諮りいたします。委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御異議

ありませんか。

( i異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めますO よって、委員長の申し出のとおり

閉会中の継続審査に付することに決しました。

次に日程第31、スポーツ・文化施設対策特別委員会の継続審査議決に関する件を議題

といたします。
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スポーツ・文化施設対策特別委員長より、スポーツ ・文化施設に関する事件の調査研

究のため閉会中の継続審査にされたいとの申し出があ ります。

お諮りいたします。委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御異議

ありませんか。

( i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって、委員長の申し出のとおり

閉会中の継続審査に付することに決しました。

次に日程第32、交通対策特別委員会の継続審査議決に関する件を議題といたします。

交通対策特別委員長より、交通に関する事件の調査研究のため閉会中の継続審査にさ

れたいとの申し出があります。

お諮りいたします。委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御異議

ありませんか。

C i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって、委員長の申し出のとおり

閉会中の継続審査に付することに決しました。

次に日程第33、市立病院等対策特別委員会の継続審査議決に関する件を議題といたし

ます。

市立病院等対策特別委員長より、市立病院等に関する事件の調査研究のため閉会中の

継続審査にされたいとの申し出があります。

お諮りいたします。委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査に付することに御異議

ありませんか。

C i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって、委員長の申し出のとおり

閉会中の継続審査に付することに決しました。

これより議案第97号、日野市教育委員会委員の任命の件を議題といたします。

本件についてはただいま市長より撤回したい旨、申し出がありました。

お諮りいたします。ただいま議題となっております本件については、これを承認する

ことに御異議ありませんか。

C i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって、議案第97号、日野市教育

委員会委員の任命の撤回の件は、これを承認することに決しました。

ハ可
U

丹
、

υ
F
O
 



これより議案第104号、日野市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改

正する条例の制定、議案第105号、日野市長等の給与に関する条例の一部を改正する条

例の制定、議案第106号、日野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例の制定の件を一括議題といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認め一括議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めますO 市長。

〔市長登壇〕

0市長(森田喜美男君) 議案第104号、日野市議会議員の報酬及び費用弁償に関する

条例の一部を改正する条例の制定、本議案は、市議会議員の期末手当の算定基礎を改め

るため、日野市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正するものであり

ます。

議案第105号、日野市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定、本議案

は、市長等の期末手当の算定基礎を改めるため、日野市長等の給与に関する条例の一部

を改正するものであります。

議案第106号、日野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定、

本議案は、一般職の職員の給料表及び扶養手当、住居手当、通勤手当の額の改定、並び

に期末手当及び勤勉手当の算定基礎を改めるため、日野市一般職の職員の給与に関する

条例の一部を改正するものであります。

以上、 3議案の詳細につきましては担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審

議のほどお願いいたします。

0議長(小山良悟君) 関係部長から詳細説明を求めます。総務部長。

0総務部長(藤浪竜徳君) それでは、 3議案につきまして御説明をさせていただきま

す。

まず議案第104号、日野市議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正す

る条例の制定につきまして御説明申し上げます。議案書の 4ページ、 5ページをお開き

いただきたいと存じます。新!日対照表で御説明させていただきます。

本条例の第 5条第 2項の期末手当の基礎となる額の改正でございます。期末手当の算

定基礎額に基礎額の100分のmに相当する額を加算するものでございます。施行につき

ましては12月 1日からの適用とするものでございますO

続きまして議案第105号、日野市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例の制

-640-

定につきまして御説明申し上げます。議案書の 4ページ、 5ページをお開きいただきた

いと存じます。

本条例の第4条第 3項の改正でございます。市長等三役の期末手当の算定基礎額に、

基礎額の100分の20に相当する額を加算するものでございます。施行期日につきまして

は同じく 12月 1日からの適用でございます。

続きまして議案の第106号、日野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正す

る条例の制定につきまして御説明申し上げます。

この改正につきましては給与改正によるもので、扶養、住居、通勤の各手当の改正を

行うものでございます。給与の改正率は3.67%でございます。

議案書の 2ページ、 3ページをお聞きいただきたいと存じます。新しい給料表でござ

います。別表第 1と、 4ページには別表第 2が記載されてございます。

それから 8ページ、 9ページをお開きいただきたいと存じます。新旧対照表でござい

ますけれども第 7条の扶養手当の改正でございます。配偶者につきましては 1万6，100

円を500円上げまして 1万6，600円に、扶養親族 1人に対しまして6，700円を500円上げま

して7，200円に、配偶者のない場合の18歳未満の子 1人につきましては 1万6，100円を50

0円上げまして 1万6，600円とするものでございますO

それから第 8条の 3、住居手当でございます。 1万2，500円を1，000円上げまして 1万

3，500円とするものでございます。

8ページ、 9ページの下段になりますが、第 9条、通勤手当の改正でございます。

10ページ、 11ページをお開きいただきたいと存じます。第 9条第 2項第 2号の改正で

ございます。自転車、原付自転車、それから自動車等の交通用具の通勤に対しまして、

2，500円を1，000円上げまして3，500円とするものでございます。

同じ10ページ、 11ページでございますが、第16条の期末手当、それから第17条の勤勉

手当の算定基礎の改正でございます。職制上の段階及び職務の等級等を考慮、して、算定

基礎額に基礎額の100分のmを超えない範囲内で、規則に定める区分に応じた割合を加

算するもので、第16条第 2項、第17条第 2項を改めるものでございます。

なお、規則で定める区分でございますけれども、給料表の 1の 1等級、部長職にあり

ましては100分の20、2等職にありましては課長級100分の日、 3等級は課長補佐級で10

0分のm、4等級につきましては係長職で100分の 5、5等級の職員にあってもその職務

の複雑、困難及び責任の度等を考慮、して、別の市長が定める基準につきまして100分の

5を加算するものでございます。
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なお、施行は平成2年 4月 1日からの適用とするものでございます。

よろしく御審議のほど、お願いいたします。以上です。

0議長(小山良悟君) これより質疑に入ります。なければこれをもって質疑を終結い

たします。

お諮りいたします。ただいま議題となっております本 3件については委員会付託を省

略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

( i異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって、本 3件については委員会

付託を省略することに決しました。

本 3件について御意見があれば承ります。なければこれをもって意見を終結いたしま

すO

これより本 3件について採決いたします。本 3件は原案のとおり決するに御異議あり

ませんか。

( i異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって、議案第104号、日野市議

会議員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例の制定、議案第105号、

日野市長等の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定、議案第106号、日野市一

般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定の件は原案のとおり可決さ

れました。

これより議案第107号、平成2年度日野市一般会計補正予算(第4号)、議案第108号、

平成 2年度日野市国民健康保険特別会計補正予算(第 2号)、議案第109号、平成 2年

度目野市土地区画整理事業特別会計補正予算(第 2号)、議案第110号、平成 2年度日

野市下水道事業特別会計補正予算(第 3号)の件を一括議題といたしたいと思いますが、

これに御異議ありませんか。

( i異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認め一括議題といたします。

理事者から提案理由の説明を求めます。市長。

〔市長登壇〕

O市長(森田喜美男君) 上程されました 4議案について提案理由を申し上げます。

議案第107号、本議案は、平成 2年度日野市一般会計補正予算第4号であります。補

正額は歳入歳出それぞれ 2億7，154万7，000円を追加しi歳入歳出予算の総額を401億1，0
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53万7，000円とするものであります。

議案第108号、本議案は、平成 2年度目野市国民健康保険特別会計補正予算第 2号で

あります。補正額は歳入歳出それぞれ163万8，000円を追加し、歳入歳出予算の総額を44

億4，773万円とするものであります。

議案第109号、本議案は、平成 2年度日野市土地区画整理事業特別会計補正予算第 2

号であります。補正額は歳入歳出それぞれ678万2，000円を追加し、歳入歳出予算の総額

を50億8，630万4，000円とするものであります。

議案第110号、本議案は平成 2年度日野市下水道事業特別会計補正予算第 3号であり

ます。補正額は歳入歳出それぞれ142万7，000円を追加し、歳入歳出予算の総額を70億1，

323万4，000円とするものであります。

以上、 4議案の詳細につきましては担当部長に説明いたさせますので、よろしく御審

議のほどをお願し、し、たします。

0議長(小山良悟君) 関係部長から詳細説明を求めます。企画財政部長。

0企画財政部長(長谷川暢男君) それでは、ただいま提案いたしました 4議案につい

て私の方から説明させていただきたいと思います。

議案第107号でございます。平成 2年度日野市一般会計の補正予算(第4号)でござ

います。この補正額につきましては 2億7，154万7，000円を追加するものでございます。

内容につきましては 2ページ、 3ページをお開きいただきたいと思います。既に104

号、 105号、 106号で可決をいただきました人件費に関連する部分でございます。給与改

定に伴う給料、職員手当等、当然、その関連の中での共済費、期末手当の率の改定に伴う

人件費分を補正させていただくものでございます。

2ページ、 3ページの上段でございます。歳入部分では13の繰入金、 2の基金の繰入

金でございます。補正額を 1億9，174万9，000円をここで基金から崩させていただくとい

うものでございますO 特に歳入の部分で基金の繰り入れをお願いする部分としては、収

益事業の収入あるいはそれ以外の収入もあるわけでございますが、現行の中ではかなり

増収も見込まれる部分もございます。しかし不確定要素が現在ありますので、財政調整

基金の中、基金の中の繰入金での対応をさせていただきたいというものでございます。

なお14の繰越金につきましては前年度の繰越金の残額は7，979万8，000円あるわけでご

ざいます。これをすべて開きまして歳入部分の補正 2億7，154万7，000円をお願いするも

のでございます。

なお歳出につきましてはここに記載のとおりでございます。ペτ ジをちょっとお開き
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いただきたいと思いますが、 8ページ、 9ページでございます。歳入部分の中で目の 1

の財政調整基金の繰入金ということでここに補正額をお願いするわけでございます。こ

れを財政調整基金の中で現在までの残高27億4，025万8，000円が現在の残でございます。

なお繰越金につきましては先ほど説明したとおり、全額を聞かせていただくというも

のでございます。

なお歳出につきましては10ページ、 11ページ以降、おのおの款項目節部分については

今年度、平成 2年度 3月を見込んだ内容の中で、ここで補正をお願いするというもので

ございます。

12ページ以降は省略をさせていただきたいと思います。

続きまして議案第108号、国民健康保険特別会計補正予算でございます。

歳入部分につきましては健康保険の繰越金のここに補正額として163万8，000円をお願

いするものでございます。

一一一一一 /なお歳出部分につきましでも一般会計同様人件費でございますので、省略をさせてい

ただきたいと思います。

続いて議案第109号でございます。平成 2年度日野市土地区画整理事業特別会計補正

予算(第 2号)をお願いするわけでございますo 補正額につきましては678万2，000円を

追加したいというものでございます。

内訳等につきましては17ページに歳入歳出予算事項別明細書がございます。繰入金に

つきましてはこの補正額すべてを一般会計から補正をいたしまして、歳入額をここに50

億8，630万4，000円というような数字をお願いするわけでございます。

内容等につきましてはおのおの18ページ、 19ページに歳入部分を記載しでございます。

なお20ページ、 21ページの中で歳出の不足おのおのの款項目節別にここに記載をして

補正をお願いするものでございます。

なお議案の110号でございます。平成 2年度日野市下水道事業特別会計補正予算第 3

号をお願いするものでございます。補正額につきましては142万7，000円を追加し、総額

を70億1，323万4，000円とするものでございます。

ページにつきましては30ページでございます。補正額につきまして繰入金、一般会計

からのすべての繰入金で補うものでございますO

なお歳出部分につきましては36ページ、 37ページに記載のとおり、おのおの下水道総

務費、処理場費等の人件費の不足等に充てさせていただきたいというものでございます。

以上、 4議案につきましてよろしく御審議のほどお願い申し上げます。以上でござい
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ます。

O議長(小山良悟君) これより質疑に入ります。竹ノ上武俊君。

029番(竹ノ上武俊君) ただいまの条例並びに補正予算に関して 1点だけ質問いたし

ます。条例の説明と補正予算の説明がございました。しかし、その背景、理由等につい

ての説明がなかったように思いますので、確認の意味で質問しておきたいと思いますO

今回の条例並びに補正予算の改定は人事院勧告に従って行われたものであるというふ

うに私、理解をいたしております。国の場合には社会経済情勢全般の動向を踏まえつつ

民間給与との均衡をはかることを基本とし、広く各界から意見聴取を行うなど、いろい

ろなさまざまな角度から検討したということであります。そして官民の格差を、給与 1

カ月当たり 1万728円ということではないかと思います、これは国の基準。 3.61'%の差

がある。これを埋めるために期末手当とその他も含めて調整をするものである。したがっ

て東京都なども、あるいは地方自治体もこれを国に合わせて調整をした。こういう背景

から出たものではないかと思ったわけですけれど、その説明が全然、なかったわけですが、

適切な方から一言確認の意味で御答弁いただきたいと思います。

0議長(小山良悟君) 市長。

0市長(森田喜美男君)

O議長(小山良悟君)

029番(竹ノ上武俊君)

O議長(小山良悟君)

025番(古賀俊昭君)

そのとおりであります。

竹ノ上武俊君。

結構です。

古賀俊昭君。

私がお聞きする 1点はそれだったんですが、今答弁もあり一一

答弁はなかったんで、すが、質問者が答弁したということで、それは省きます。

もう一つ、全協の場でも私お聞きをしたんですが、今回の期末勤勉手当並びに諸手当

の引き上げについていろんな背景があることはわかりました。そこで傾斜配分の中で、

役職につかない一般職員の方も対象になるということで説明が全協であったわけですが、

規則の第4条 2項で市長がこれを考慮、して定める、市長の判断で決められるものがある

ということでありました。この内訳につ，いては、何人いらっしゃるかということは議会

の前の全員協議会では明らかにされなかったんですが、だれでも33歳になればこの対象

となるということが一応原則ということになるわけです。そうしますと、今回その対象

となる方は何人ぐらいいらっしゃるのかですね、お尋ねをいたします。

それから、この役職加算、傾斜配分の対象者は大体63%程度だというお話だったんで

すが、これは管理職を含めての数なのかですね、それとも部長さん、課長さん、係長さ

「
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んを除いた職員の皆さんの六十数%ということなのか。分母と分子がよくわからないも

んですから、この六十数%の算出の背景にある数字を教えていただきたいと思います。

それから昨年の 6月議会で住宅手当が50%程度大幅に上がりました。またここでどん

とこう引き上げられたわけですが、その前から私は住宅手当については御主人も奥さん

も市役所の職員でお勤めになっている場合には、他市でも格差をつけて支給をしている

ところもあるということで、赤松助役がその砂川助役の席に座っておられるころから私

は話をしまして、今組合と交渉中だというお話だったんです。ところが、いまだにその

結論は出ていないようですが、この点については今協議なさっているのかどうかですね、

あわせてお聞きをいたします。

0議長(小山良悟君) 総務部長。

0総務部長(藤浪竜徳君) 役職加算の該当する数でございますけれども、給料表 1、

それから給料表 2の該当する、合わせまして1，473人でございます。それからパーセ γ

トでございますが、 63%は管理職を含めた率で、ございます。

それから住宅手当の件でございますけれども、これにつきましては組合と交渉は重ね

ております。他市との勘案をいたしまして、これには今後とも対応してまいる所存でご ，

ざいます。

以上です。

失礼しました。それから管理職相当職ということでございますけれども、これにつき

ましての人員ですが648名でございます。以上です。

O議長(小山良悟君) 一 古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) 部長職、課長職、課長補佐職、係長職はもう数がはっきりわか

るんですね。これはもうはっきり20%を頭にして 5%刻みで下がってくるということで、

これについては別段一々お聞きする必要は全くないわけですが、そうでない職員の人で

すね、役についていない職員の人は市長が考慮、して決めるということですから、考慮し

た結果何名なのかですね、これがわからないわけで、す。ところが補正予算が出ていると

いうことは、数がはっきりしているから補正予算がはじき出されているわけですから、

その数字をお答えいただきたいということです。

0議長(小山良悟君) 総務部長。

0総務部長(藤浪竜徳君) ただいま申し上げました 5等級のうち管理職相当職という

ことで648名でございます。

以上です。
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古賀俊昭君。0議長(小山良悟君)

025番(古賀俊昭君) 648名というのは、係長職の方は管理職じゃないんですけれど、

一応この場合、役職加算と同じような、もう 5%が最初から加算されることは決まって

いるわけですから、これはわかるわけですね。ところが係長さんでない一般の職員の人

ですね、役につかない人、このうちの何%が今回市長が考慮する対象になったのか、こ

れがわからないわけです。それが648名ですか。

0議長(小山良悟君) 総務部長。

0総務部長(藤浪竜徳君) 失礼しました。 4等級職、これは係長職でございますが、

これが162名でございます。それに 5等級を合わせますと810名になります。 4等級職が

162名、これは係長職でございます。それから 5等級で吏員昇格10年以上ということで6

48名該当をするものでございます。

以上です。

古賀俊昭君。O議長(小山良悟君)

025番(古賀俊昭君) 別に複雑な数字を足したりヲ|し、たりするということでもないと

思うんですが、 5等級、 6等級の人は何人いるのかですね。 6等級の人は吏員昇格10年

ということですから対象にならないと思いますが、 5等級の人は何人職員でおられるか。

そのうちの648名が対象だということだと思うんですねO ですから市長の判断で、加算を

しようという、 5%上積みする人が何割いらっしゃるのか、それを知りたいわけです。

O議長(小山良悟君) 総務部長。

0総務部長(藤浪竜徳君) ただいまちょっと手持ちに資料がございませんので、至急

調べさせていただきます。

0議長(小山良悟君) 古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) これは補正予算が一緒に出ていますので、その算出となる背景

の数字がしっかりあるはずですね。なけりゃまた補正予算が組めないわけですから。で

あれば対象者が何名、何人中何名というのははっきり出ると思うんで、すねO

ほかの住宅手当の検討の件は先ほどの答弁で私は了といたしますが、これはどのぐら

いの方が果たして対象になるのか、はっきりやはり知っておく必要があると思いますの

で、すぐにわかるのであれば調べていただきたいと思いますO

0議長(小山良悟君) 企画財政部長。

0企画財政部長(長谷川暢男君) 私の方から補正予算の関係を含んで担当部から行っ

た数字の中で補正を編成しております。総体的の職員は1，473という数字でございます。
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よって、先ほど御質問のあった中で係長 5%が162名。なお 5 等級、 6 等級で 5%~こ該

当する職員が648名という数字でございます。そういう中での編成を行っているという

ことでございます。

0議長(小山良悟君) 古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) それはわかりました。ですから一般職の係長さんじゃない人で

すね、部長さん、課長さん、課長補佐、係長さんは何名いらっしゃる、この方は100%

加算の対象になるから、これは別に私あえてお聞きしなくてもし、いわけです。本来は対

象にならないけれども、規則によって市長が判断して決めるという人が今回は648名い

るということですから、これは何名中648名なのかということを知りたいわけで、す。

0議長(小山良悟君) お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思

いますが、これに御異議ありませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって、暫時休憩いたします。

午後7時44分休憩

午後 8時 7分再開

0議長(小山良悟君) 休憩前に引き続き会議を開きますO

総務部長。

O総務部長(藤浪竜徳君) 貴重な時間をちょうだいいたしまして休憩をお願いいたし

ました。申しわけありません。

それでは古賀議員さんからの御質問にお答えをさせていただきます。

今回の役職加算に該当する人は926名、これは一般の行政職、給料表 1の適用でござ

いますけれども、 926名でございます。ちょっと内訳を申し上げますと、 1等級が20人、

それから 2等級が課長ですけれども56人、 3等級、課長補佐40名、 4等級、係長ですが

162名、 5等職が648名でございます。 5等級の総体につきましては、 5等級は1，016人

おります。その中の648人ということになります。

以上でございます。

0議長(小山良悟君) 古賀俊昭君。

025番(古賀俊昭君) わかりました。市長によって考慮、されたこの規則にいう対象者

が1，016人中648名ということで、すね。ですからトータルで1.，473名の実質職員数がある

わけですが、そのうち962名、これが63%になるということで、すね。わかりました。あ

りがとうございました。
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ほかに御質疑はありませんか。なければこれをもって質疑を終0議長(小山良悟君)

結いたします。

お諮りいたします。ただいま議題となっております本4件については委員会付託を省

略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

( r異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって、本4件については委員会

付託を省略することに決しました。

本4件について御意見があれば承りますO なければこれをもって意見を終結いたしま

す。

これより本4件について採決いたします。本4件は原案のとおり決するに御異議あり

ませんか。

( r異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めますO よって、議案第107号、平成 2年

度目野市一般会計補正予算(第4号)、議案第108号、平成 2年度日野市国民健康保険

特別会計補正予算(第 2号)、議案第109号、平成 2年度日野市土地区画整理事業特別

会計補正予算(第 2号)、議案第110号、平成 2年度目野市下水道事業特別会計補正予

算(第 3号)の件は原案のとおり可決されました。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異

議ありませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって、暫時休憩いたします。

午後 8時11分休憩

午後11時20分再開

0議長(小山良悟君) 休憩前に引き続き会議を聞きますo

これより議員提出議案第20号、 「公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措

置に関する法律」の延長に関する意見書の件を議題といたします。

提案者から提案理由の説明を求めますO 市川資信君。

026番(市川資信君) r公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関す

る法律」の延長に関する意見書でございます。

案文につきましてはお手元に配付しであるとおりでございます。よろしく御審議のほ

どお願し、いたします。
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0議長(小山良悟君) 質疑、討論を省略し、直ちに本件について採決いたします。本

件は原案のとおり決するに御異議ありませんか。

( r異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって、議員提出議案第20号、

「公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」の延長に関する

意見書の件は原案のとおり可決されました。

お諮りいたします。この際日程の順序を変更し、日程第45から日程第47までを先議い

たしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。

( r異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって、日程第45から日程第47ま

でを先議することに決しました。

これより議員提出議案第23号、公衆浴場に係る相続税・固定資産税の減免に関する意

見書の件を議題といたします。

提案者から提案理由の説明を求めます。谷 長一君。

027番(谷長一君)

ざいます。

案文はお手元に配付しであるとおりでございますので、よろしく御審議のほどをお願

公衆浴場に係る相続税・固定資産税の減免に関する意見書でご

いいたします。

0議長(小山良悟君) 質疑、討論を省略し、直ちに本件について採決いたします。本

件は原案のとおり決するに御異議ありませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めますO よって、議員提出議案第23号、公

衆浴場に係る相続税・固定資産税の減免に関する意見書の件は原案のとおり可決されま

した。

これより議員提案議案第24号、老人性白内障人工水晶体(限内レ γズ)に健康保険の

適用を求める意見書の件を議題といたします。

提案者から提案理由の説明を求めますO 鈴木美奈子君。

020番(鈴木美奈子君) 議員提案議案第24号、老人性白内障人工水晶体(限内レンズ)

に健康保険の適用を求める意見書でございます。

案文につきましては皆様のところにお配りしてございますので、ぜひとも可決されま

すようにお願いを申し上げます。
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0議長(小山良悟君) 質疑、討論を省略し、直ちに本件について採決いたします。本

件は原案のとおり決するに御異議ありませんか。

( r異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君〉 御異議ないものと認めます。よって、議員提出議案第24号、老

人性白内障人-工水晶体(限内レンズ)に健康保険の適用を求める意見書の件は原案のと

おり可決されました。

これより議員提出議案第25号、学校事務職員等の給与費国庫負担制度除外に反対する

意見書の件を議題といたします。

提案者から提案理由の説明を求めます。福島盛之助君。

014番(福島盛之助君) 議員提出議案第25号で学校事務職員等の給与費国庫負担制度

除外に反対する意見書でございます。

案文につきましてはお手元に配付しでありますとおりでございます。

以上でございますO

O議長(小山良悟君) 質疑、討論を省略し、直ちに本件について採決いたし ます。本

件は原案のとおり決するに御異議ありませんか。

( r異議なしJと呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって、議員提出議案第25号、学

校事務職員等の給与費国庫負担制度除外に反対する意見書の件は原案のとおり可決され

ました。

お諮りいたします。議事の都合により暫時休憩いたしたいと思いますが、これに御異

議ありませんか。

( r異議なし」と呼ぶ者あり〕

0議長(小山良悟君) 御異議ないものと認めます。よって、暫時休憩いたします。

午後11時25分 休憩

後、再開に至らず閉会
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